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開会 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 おはようございます。 

 これより、令和２年第１回曽於市議会臨時会を開会いたします。 

 

○議長（土屋健一）   

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、配付いたしております議事日程により進めます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（土屋健一）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において渕合昌昭議員及

び上村龍生議員を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 会期の決定   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１月23日の１日限りといたしたいと

思います。これに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、会期は１日間と決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議案第１号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第７号）について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第３、議案第１号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第７号）を

議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 日程第３、議案第１号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第７号）について

説明をいたします。 

 まず、一般会計補正予算書の２ページをお開きください。 
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 第１条は、歳入歳出予算の総額に４億1,579万7,000円を追加し、総額を280億

8,826万円とするものです。 

 それでは、予算の概要を配付しました補正予算提案理由書により説明をいたしま

すので、２ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、思いやりふるさと寄附金積立金等による追加であり、歳入か

ら説明をしますと、寄附金は思いやりふるさと寄附金を３億2,000万円、繰入金は

財政調整基金繰入金を2,579万7,000円、思いやりふるさと基金繰入金を7,000万円

それぞれ追加しております。 

 歳出については、思いやりふるさと寄附金推進事業を４億1,579万7,000円追加し

ております。 

 以上で、日程第３、議案第１号を説明をいたしましたので、よろしく御審議くだ

さいますようお願いをいたします。 

○議長（土屋健一）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ５点にわたりまして質問いたします。 

 このふるさと寄附金については、さきの６号補正予算におきまして16億円、そし

て今回、７号補正で、ただいま市長説明にもありましたが、３億2,000万円追加い

たしており、これで、全体で19億2,000万円の予算計上となります。特に、ふるさ

と寄附金については、昨年の12月を中心として、市としても恐らく、想定を超えた

大きな寄附金収入がございました。 

 質問の第１点でございますが、これに、大きく今回ふえた、伸びた主な理由につ

いてお聞きをいたします。 

 具体的には、大変人気の高い特産品について、人気の高いセット内容や金額のラ

ンクを含めて分類して答えてください。さらに、販売先についても同様に、何か特

徴等があったら御報告をしてください。さらに、都城や志布志などでも、曽於市と

同じように、本年度は特に年末好調であったのか、確認がされていると思いますの

で、お聞きをいたします。 

 次に、２点目の質問でございます。 

 昨年度とのこのふるさと寄附金の比較した場合の特徴などについても報告してく

ださい。共通点も多いと思いますが、一方で、一定の違い、特徴も見られるかと思

いますので、分類的に報告してください。 

 ３点目、贈答品の編成は、率直に言って対応はできてないと思います。大きな、

特に12月の場合は、注文があったために、一応、贈答品がおくれていると思います
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けれども、現状はどうであるのか。そして今後、２月、３月にかけての、この贈答

品の返礼に対する返礼の早目な対応について、見通しはどうであるのか、お聞きを

いたします。 

 次に４点目、説明書の８ページにありますけども、取り扱い業者は４社、曽於市

の場合はあるようでございます。それぞれ若干の違いがありますけれども、それぞ

れの取り扱い業者の特徴について、今回の実績を含めて報告してください。 

 さらに５点目、これは市長答弁だと思いますが、このふるさと基金が今回、説明

にありましたように、３億2,000万円積み立てて、合わせて18億853万8,000円とな

っております。今後、令和２年度を初めとして、このふるさと基金について、新た

に基金を活用する施策、あるいは分野について、方針や考え方があると思いますの

で、報告をしてください。 

 以上５点です。 

○市長（五位塚剛）   

 今回のふるさと納税につきましては、全国の皆さんたちから大変な応援をいただ

きました。特に、国の制度が変わる中で、私たちも当初、前年度並みか、それを超

えればいいなという期待を持っておりましたが、12月31日で18億円を超えたという、

非常にありがたいことだと思っております。 

 大体、１位から７位まではお肉のセットであります。また、特に、東京を中心と

した関東、埼玉、神奈川、関西とか、そういう大都市のところから応援をいただい

ております。 

 ふるさと基金については今、当初予算の査定をいたしておりますが、昨年は13億

円繰り入れをいたしましたけど、今回は、当然ながら、財政が非常に厳しいところ

がありますので、18億円程度を繰り入れしないと非常に厳しい状況でありますので、

市の活性化事業、また子育て支援、そういうもろもろの事業に充てたいというふう

に思っております。 

 後については、商工観光課長から答弁をさせます。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 それでは、お答えをいたします。 

 まず、この寄附が伸びた理由についてということでございますが、昨年を比較い

たしますと、10月までは昨年並みに動いておりました。11月になりまして、昨年か

らすると約6,000万円、それから、12月については２億4,000万円ほど上回ってきて

おります。 

 やはり、この理由につきましては、新制度になりまして、全国でトップクラスで

あった泉佐野を初め、４つの自治体がこのふるさと納税の事業に加われないという
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ことで、全国で5,000億円規模と言われているこの事業でありますので、その分の

寄附が、やはり、地場産品を持っているところが強かったというふうに分析をして

いるところでございます。 

 あと、人気のランキングでございますが、やはり、本市におきましては、肉が

８割以上を占めております。特に、ステーキが毎年トップでございます。 

 それから、販売先の特徴ということで、販売先といいますか、寄附の申し込み先

の特徴としては、やはり、東京が一番多いようでございます。それから神奈川、大

阪の順番ということになっているようでございます。 

 あと、都城と志布志の状況につきましては、なかなか教えていただけるものでは

ございませんけれども、情報として入ってきているのは、都城も昨年並み、約90億

円を超えていると思います。志布志市が30億円を超えているという情報は得ている

ところでございます。 

 それから、２点目の昨年との比較ということでございますが、やはり、返礼品の

割合が３割までということになりましたので、価格設定ということに非常に苦慮し

まして、10月までは伸び悩んだのかなというふうに考えております。 

 そういった中で、私どもも、季節の限定品であったりとか、そういった限定もの

というのを取り組みました。そういった部分で、品物をちょっと変えていったとい

う部分がありまして、12月にそれだけ伸びてきたのかなと感じているところでござ

います。 

 それから、返礼品の発送の状況でございます。返礼品の発送の状況につきまして

は、12月にこれだけ寄附が集中をいたしました。きのうの時点での件数でございま

すが、まだ、商品の未発送というのが３万3,000件ほどございます。これにつきま

しては、寄附者のほうにも、３カ月以内にということで通知をしておりますので、

３月末までには完了をさせたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、広告の４社の割合でございます。これにつきましては、まず、ふるさ

とチョイス、それからさとふる、ふるなび、楽天といったところが大きいわけでご

ざいますけれども、今年度は、楽天のほうが、昨年より若干下がっております。昨

年が５億2,800万円だったのが、31年、令和元年度は４億6,500万円の今、現状の実

績、それから、ふるさとチョイスについても、30年度が９億9,400万円であったの

が、現在の段階で７億4,300万円ということでございまして、なぜ、この２つが落

ち込んだかといいますと、さとふるを新たに今年度、取り組みました。その分が

３億1,900万円ほど伸びてきておりますので、そういった部分で、この広告サイト

については状況が変わってきているというふうに思っております。 

 そういったところでございます。以上です。 



― 9 ― 

○１９番（徳峰一成議員）   

 一方で、県内の自治体でも伸びてないというか、むしろ、落ち込んでいる市町村

もあると思うんですよね。それがもう、機会があったら、今後調査した上、今後の

教訓として、やっぱり生かす必要があると思うんですけれど、そのあたり、まだこ

れからだと思いますので担当課長、つかんでいたら報告してください。いいところ

だけじゃなくって、逆に、反省材料としたいというか、教訓点としたい点も、総合

的に、やはりつかみながら分析を進めるほうがよりいいんじゃないかと思っており

ますので、現状での考え方をお聞かせください。 

 それから２点目、前年度は最終的には幾らだったですかね。本年度はこの間、

２回、３回、補正予算で一応新たな追加計上を行っておりますが、本年度は、最終

的には大体、何億円程度が見込めるのか。あと、期間的には２カ月、３カ月ありま

すけれども、について報告してください。 

 次に、この返礼品がおくれているということでありますが、志布志に見られるよ

うなこの返礼品に対しての苦情等は、この間寄せられてないのか。多くが、８割が

肉製品ということでありますから、それに対しての苦情とか、あるいは注文ですね。

注文についての苦情なり寄せられてないのか、報告してください。 

 あと、最後に、この財政問題で、市長答弁では、今後活性化、子育て事業にさら

に取り組んでいきたいということでありましたけど、お聞きしたのは、具体的に聞

いているんです。 

 令和２年度を初めとして、新たに基金を活用する施策なり、あるいは分野という

ことで、明確に質問しておりますので、令和２年度を初めとして、今後、新たにこ

の基金を活用した施策なり分野、どういったのがあるのかを具体的に報告、答弁を

してください。 

 以上です。 

○市長（五位塚剛）   

 ふるさと納税の基金を取り崩して、しなければならない事業がたくさんあります。 

 元年度も42の事業に振り分けいたしましたけど、今、財政課のほうにどのような

形で予算を振り分けするかというので、今しているところでございますけど、特に、

２年度につきましては、古民家再生事業もどうしても取り組みたいと思いますので、

そういう予算を回して、曽於市の活性化を進めたいなというふうに思っております。 

 あと、宅地分譲事業も、これは非常に市の活性化、地域の人口増対策に非常に大

事でありますので、そういう事業等に充てたいというふうに思います。 

 ２年度については、新たな大きな事業というのはなかなかできないところであり

まして、当然ながら、庁舎を含めた改修等の工事等やいろんなのが出てきますので、
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そういう不足する分についても充てていきたいというように思います。 

 後は、担当課長から答弁させます。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 それではお答えいたします。 

 逆に、寄附金額が落ち込んでいる自治体はないのかということでございますが、

先般、新聞等でございましたけれども、ちょっと私も、その市町村名を忘れました

が、やはり、工業製品を販売していたところが、地場産品ではなかったというとこ

ろで、10分の１ぐらいに落ち込んだところがあるという情報も耳にしているところ

でございます。 

 曽於市におきましては、地場産品が、肉を中心としてあるというようなことで、

これにつきましては、昨年からことしにかけての安定的な寄附金額の確保はできる

んではないかなというふうに思っているところでございます。 

 ただ、その希望される側の志向の変遷といいますか、例えば、牛肉であれば赤身

志向になっているとか、そういった部分もございますので、その辺は工夫をしなが

ら、また、事業者とも連携をして取り組んでまいりたいと思っているところでござ

います。 

 それから、昨年につきましては、最終的に、16億9,094万6,000円でございました。

今年度の見込みが、１月、２月、３月を約１億円ほどと見込んでおりますので、そ

れで計算しますと、19億1,300万円ほどというふうに、今、試算をしているところ

でございます。 

 それから、返礼品の苦情等でございます。 

 まず、苦情につきましては、送った返礼品に、いわゆる写真と違うという苦情は

ございます。そういった場合につきましては、その事業者のほうに連絡をさしあげ

て、事業者のほうで、その寄附者の方々に、また、その対応をしていただきながら、

もし必要であれば、もう一回製品を送るという形をとらさせていただいております。 

 それから、注文といたしましては、例えば、肉の部位でありますとか、それを取

り合わせたものを入れてほしいとか、あるいは逆に、取り合わせじゃなくて、これ

だけを全部詰めてほしいとか、そういったものはございますが、そんなには来てい

ないところでございます。 

 苦情等については、そういったところです。以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 これは企画課長がいいですかね。この基金の活用について、基本的には、このふ

るさと基金を使った各施策というのは、あるいは、今後の新たな施策というのは、

基本的には、市単独の事業に財政的にはなると思うんですよね。補助なり、あるい
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は起債とセットという形もあるかもしれませんが、しかし、基本は市単独の事業に

なると思っております。また、それがふるさと基金活用の基本的な目的であり、あ

るいは、望ましいやり方ではないかとも受けとめております。 

 その点で、２回目の市長答弁で、例えば、この公民館の事業とか、あるいは宅地

分譲事業について具体的な話がありましたけど、これらを含めて、やはり、これは

単年度事業にはなじまないですので、どうしても継続事業になろうかと思っており

ます。ですから、企画課を含めて、あるいは企画課を中心として、かなり議論した

上で、そして、振興計画等にも入れながら、やっぱり議会に提案することになろう

かと思っております。 

 今の段階で、このふるさと基金を、今後の活用についてどこまで議論されている

か。やはり、しっかりと議論しながら、やはり、やるからには継続的に行って、そ

して、やはり結果としても、これはよかった、また、やってよかったという、そう

した効果を上げなければいけないと思っております。 

 ふるさと基金が今後５年、10年後、安定的に、国の制度でもありまして、続くか

どうかも非常に不確定な要素もありますので、その点でも大事じゃないかと思って

おります。その点で、今の段階でどこまで議論されているか、あるいは、議論され

てなかったら、今後の考え方を含めて、３回目でありますので、課長のほうで答弁

してください。 

○市長（五位塚剛）   

 ふるさと納税の基金を、今年度も予算上、取り崩しをたくさんいたしますけど、

どういう事業に充てたいというところを、今の財政課のほうで今、調査をしている

ところでございます。当然、私たちを含めて、どういう事業に取り入れるというの

をはっきりさせていきたいなと思っております。先ほどの中で、公民館ではなくて、

古民家再生事業ということで理解していただきたいと思います。 

 あと、財政課長並びに企画課長から意見等があると思いますので、答弁させます。 

○財政課長（上鶴明人）   

 今現在、思いやりふるさと寄附金の繰り入れにつきましては、令和２年度予算編

成を行っております。今現在、まだ大筋では大体の総額等が、まだ完全に決定して

いる段階ではございません。今、財源調整をいろいろしている段階ですので、恐ら

く、昨年並みの、昨年以上の、先ほど、市長の答弁でもありましたとおり、16億円

から18億円に繰入額をふやすということでございます。そうした形では、昨年の当

初予算が42の事業でございました。今回は、それよりも、ひょっとすると多くの事

業になるかもしれませんが、まだ、最終的な予算の充当の市長決裁、それから、打

ち合わせ等が終わっておりませんので、今の段階では、まだ適宜、その予算にどう
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やって充てられるという形で考えております。 

 それと、先ほど、徳峰議員からありましたとおり、単独事業というだけには限ら

ずに、いろいろな部分の国庫補助事業の裏としても充てたいとは考えて……。 

（何ごとか言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   

 基本といいますか、寄附金条例の第２条であります次に掲げる事業に充てるもの

とするというのがございます。活力あふれるふるさとづくりに関する事業から、

６番の環境整備に関する事業ということがございますので、この中ではやはり、国

庫補助事業とか、そういったものもありますので、そういったものには、大きな事

業でしたら、当然、一般財源が必要になってまいります。そうした場合には、財政

調整基金の繰り入れというよりも思いやりふるさと基金、そういった適合している

基金であれば、そういう事業にも充てているところでございます。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１５番（海野隆平議員）   

 ２点ほどお聞きしたいと思います。 

 今、同僚議員よりるる質問がありましたので、ちょっと重複する部分もあります

けど、今回のふるさと納税につきましては、非常に、12月の時点で18億円を突破し

たということで、これはもう、本当ありがたいなというふうには思っておりますが、

最終的の売り上げ実績というのは今、課長の答弁では、あと３月まであるわけです

けど、19億1,300万円ほどになるんじゃないかなというふうな答弁であったわけで

すけど、全ての諸経費を引いた中で、どの程度の歩どまりになるのか、そこをお答

えいただきたいなと思います。昨年がたしか４億6,000万円程度ではなかったかな

というふうに思っておりますけど、ことし、どの程度の歩どまりなのか、お聞きし

たいなというふうに存じます。 

 ２点目でありますが、昨日、志布志のほうのふるさと納税につきまして、新聞等

でも大きく報道されておりましたけど、返礼品の賞味期限が切れていたというふう

なことで、それを発送したということでありますが、そういった中で、やはり、信

用を失墜したというふうな形になるんじゃないかなというふうに思っておりますが、

曽於市の返礼品についてでありますが、十分吟味された中で発送されているんだろ

うというふうには思いますが、賞味期限を含めて、チェック体制をどのようにされ

ているのか、詳しく答弁いただきたいと思います。 

 以上２点です。 
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○商工観光課長（竹田正博）   

 それではお答えいたします。 

 ふるさと納税の今年度の最終的な歳出の見込みが29億8,300万円ほど見込んでお

ります。それは基金を別としてでございますが、それから、いわゆる19億2,000万

円という部分を差し引きますと、約８億5,600万円ほどというところになります。

これが歩どまりといいますか、正味それだけが、いわゆる残っていくんではないか

というふうに考えているところです。 

 それから、一昨日の件もありましたが、賞味期限等のチェック、あるいは製品の

チェックという部分につきましては、私どもも、全事業者を集めまして、毎年セミ

ナーを行っております。その中で、そういった商品の管理については十分気をつけ

ていただきたいということで、再三お願いしているところであります。 

 特に、一番多いナンチクさん等におきましては、商品を詰めて、それから、数名

の方で、その詰めた商品のチェックをしているということで、２段階、３段階のチ

ェックをしているということで伺っております。それから、もう１つの事業者にお

いても、４人でチェックをするという体制をとっているということでございます。 

 ですので、肉については、賞味期限の部分については、今のところ、１件も問題

は出ておりません。ただ、脂身が多いとか、そういった部分の苦情はあるところで

ございますけれども、そういう、いわゆる賞味期限関係の苦情という部分について

は、そういったチェック体制をしておりますので、ないところでございます。 

 以上です。 

○１５番（海野隆平議員）   

 肉類についての、いわゆるチェック体制というのは、非常に厳格にされていると

いうような答弁であったわけでありますが、肉類に限らず、志布志の場合は、たし

か麺類だったと思うんですけど、やはり、ほかの商品についてもチェック体制、や

っぱり強化すべきじゃないかと思うわけですけど、やはり、肉類に限らず、ほかの

ものについての同等のチェック体制を、業者のほうには求めていってもいいんじゃ

ないかと思うんですけど、そこら辺はしっかりされているんでしょうか。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 お答えいたします。 

 私どもが全商品チェックをするわけにいきませんので、各事業者におきましては、

いわゆる発注を受けて発送するまでの管理、そして、その商品が届くまでの管理と

いうのは、全てネット上で管理ができるようになっております。そういった部分で

の商品の管理体制というのをしっかりとしてくださいということは、再三お願いを

しておりまして、我々が立ち入ってちょっとチェックをするということは、今はし



― 14 ―   

ていないところでございます。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１１番（原田賢一郎議員）   

 ただいまの関連でございますが、肉の返礼品が主だということでございましたが、

今、私が思い出したのは、昔、口蹄疫のときでしたかね、生産農家に牛肉が、消費

拡大ということで分配されました。ですから、１競り市に五、六頭出すところは、

すごい肉が来たんですよ。 

 その中で、それはよかったんですけれども、表面だけがきれいな肉で、中身は脂

ばっかりやったという事例がございました。これは恐らく、ナンチクさんから届い

ていると思うんですけれども、ですから、今あったように、この肉は、なかなか品

を定めにくいところがありますけれども、しかし、そういったものが混じっておれ

ば、曽於市のこの肉のイメージダウンにつながるというのは、非常に懸念されます。 

 今そして、ちょっと今、肉もだぶつきぎみで下降線をたどっておりますが、その

ような中で、またそれ、拍車をかけるようなことがあっては、これはならないと思

いますので、そこの肉のチェック体制というのはやっていらっしゃらないというこ

とでございますけれども、しかし、そこは厳しくチェックをする必要があるんじゃ

ないかというふうに考えておりますが、そこら辺の対応は、今からどうされますか。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 お答えいたします。 

 今、肉の出荷に関しましては、ナンチクさんでは複数人のチェック体制をしてい

るということでございました。それから、もう一つの今回、豚肉がかなり出ている

業者がありまして、そこについては４名体制でチェックをしているということでご

ざいます。 

 我々も、できれば、何といいますか、抽出でチェックに行ければいいんでしょう

けれども、なかなかそういうことができません。ただ、苦情としてあったのは、今

おっしゃられたとおり、脂身が多かったというのがございます。そういうメールは

全部、私ども市のほうに来ますので、即、その業者と連絡をとりまして、その寄附

者の方々にすぐに一報を入れていただく。そしてまた、新たなしっかりとした、ち

ゃんとした商品を送っていただくという形をとらしていただいております。大体は、

そういった形で苦情処理は済んでいるところでございます。 

 チェック体制をどうするかという部分につきましては、また、次年度以降、担当

者レベルでちょっと協議をしたいというふうに考えます。 
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○１１番（原田賢一郎議員）   

 その点はやはり、厳しく指導体制を整えていただきたいと思います。 

 終わります。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第１号については、会議規則

第37条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、議案第１号については委員会の付託を省略する

ことに決しました。 

 これより討論に入ります。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより、議案第１号を採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本臨時会に付議された事件は全て議了いたしました。 

 これにて、令和２年第１回曽於市議会臨時会を閉会いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

閉会 午前１０時３３分 
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 １０ 火 委 員 会  

 １１ 水 委 員 会  

 １２ 木 委 員 会  

 １３ 金 委 員 会  

 １４ 土 休 日  

 １５ 日 休 日  

 １６ 月 休 会  

 １７ 火 休 会  

 １８ 水 休 会  

 １９ 木 休 会  

 ２０ 金 休 日 春分の日 

 ２１ 土 休 日  

 ２２ 日 休 日  

 ２３ 月 本 会 議 ○委員会審査報告・審議・表決（当初） 

○閉会 
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令和２年第１回曽於市議会定例会会議録（第１号） 

 

令和２年２月14日（金曜日） 

   午前10時開議 

場所：曽於市議会議場    

 

１．議事日程 

 

（第１号） 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

 

第２ 会期の決定 

 

第３ 議長諸般の報告 

 

第４ 市長の一般行政報告 

 

第５ 報告第１号 専決処分の報告について 

 

第６ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 

（以下３２件一括提案） 

第７ 議案第２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

第８ 議案第３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

第９ 議案第４号 宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する変更協定の締結につ

いて 

第10 議案第５号 曽於市手話言語条例の制定について 

第11 議案第６号 曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

第12 議案第７号 曽於市職員の諸給与に関する条例の一部改正について 

第13 議案第８号 曽於市監査委員条例の一部改正について 

第14 議案第９号 曽於市地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正について 

第15 議案第10号 曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

第16 議案第11号 曽於市国民健康保険条例の一部改正について 

第17 議案第12号 曽於市有住宅条例の一部改正について 

第18 議案第13号 曽於市営住宅条例の一部改正について 

第19 議案第14号 曽於市地域振興住宅条例の一部改正について 

第20 議案第15号 曽於市水道事業給水条例の一部改正について 

第21 議案第16号 曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一

部改正について 

第22 議案第17号 財産の無償貸付けについて 
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第23 議案第18号 曽於市道路線の認定について 

第24 議案第19号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）について 

第25 議案第20号 令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）につ

いて 

第26 議案第21号 令和元年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

第27 議案第22号 令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

第28 議案第23号 令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

第29 議案第24号 令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第５号）

について 

第30 議案第25号 令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

について 

第31 議案第26号 令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第５号）について 

第32 議案第27号 令和２年度曽於市一般会計予算について 

第33 議案第28号 令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算について 

第34 議案第29号 令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算について 

第35 議案第30号 令和２年度曽於市介護保険特別会計予算について 

第36 議案第31号 令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算について 

第37 議案第32号 令和２年度曽於市水道事業会計予算について 

第38 議案第33号 令和２年度曽於市公共下水道事業特別会計予算について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（19名） 

１番 重 久 昌 樹  ２番 松ノ下 いずみ  ４番 岩 水   豊

５番 渕 合 昌 昭  ６番 上 村 龍 生  ７番 宮 迫   勝

８番 今 鶴 治 信  ９番 九 日 克 典  10番 伊地知 厚 仁

11番 原 田 賢一郎  12番 山 田 義 盛  13番 大川内 冨 男

14番 渡 辺 利 治  15番 海 野 隆 平  16番 久 長 登良男

17番 谷 口 義 則  18番 迫   杉 雄  19番 徳 峰 一 成

20番 土 屋 健 一       

 

３．欠席議員は次のとおりである。（１名） 

３番 鈴 木 栄 一       

 

４．職務のため出席した議会事務局職員の職氏名 

事務局長 持 留 光 一 次長兼議事係長 森 岡 雄 三 総務係長 津 曲 克 彦 

主  任 富 田 洋 一     
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５．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名（26名） 

市 長  五位塚   剛 教 育 長  瀨 下  浩

副 市 長  八 木 達 範 教育委員会総務課長  橋 口 真 人

副 市 長  大休寺 拓 夫 学 校 教 育 課 長  川 路 道 文

総 務 課 長  今 村 浩 次 社 会 教 育 課 長  岩 元  浩

大隅支所長兼地域振興課長  濱 田 政 継 農 林 振 興 課 長  冨 吉 浩 幸

財部支所長兼地域振興課長  荒 武 圭 一 商 工 観 光 課 長  竹 田 正 博

企 画 課 長  外 山 直 英 畜 産 課 長  野 村 伸 一

財 政 課 長  上 鶴 明 人 耕 地 課 長  小 松 勇 二

税 務 課 長  山 中 竜 也 建 設 課 長  新澤津 順 郎

市 民 課 長  内 山 和 浩 水 道 課 長  徳 元 一 浩

保 健 課 長  桐 野 重 仁 会計管理者・会計課長  田 代 庄 市

介 護 福 祉 課 長  福 重  弥 監 査 委 員 事 務 局 長  吉 元  剛

福祉事務所長兼福祉課長  竹 下 伸 一 農業委員会事務局長  中 山 純 一
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開会 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 おはようございます。 

 これより令和２年第１回曽於市議会定例会を開会いたします。 

 

○議長（土屋健一）   

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、配付しております議事日程により進めます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（土屋健一）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、宮迫勝議員及

び今鶴治信議員を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 会期の決定   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月23日までの39日間といた

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、会期は39日間と決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議長諸般の報告   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第３、議長諸般の報告であります。報告につきましては、配付のとお

りでありますので、御了承願います。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第４ 市長の一般行政報告   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第４、市長の一般行政報告であります。報告につきましては、配付の

とおりでありますので、御了承願います。 
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癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第５、報告第１号、専決処分の報告についてを議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 日程第５、報告第１号、専決処分の報告について、説明をいたします。 

 本件は、平成31年１月18日午後２時35分ごろ、二階直道氏が、曽於市末吉町二之

方1629番地の３付近の路上を原動機付自転車で走行中、断線により下垂していた本

市が所有する有線に接触後、転倒し、肩甲骨骨折の障害を受けた事故について、和

解が成立したので、地方自治法第180条第１項の規定に基づき、本案を報告するも

のであります。 

 この事故による賠償金の合計額は93万1,816円であり、相手方に対し、既に市か

ら支払われております。 

 なお、賠償金については、全額が全国町村会総合賠償補償保険から市へ補痾され

るものです。 

 よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。 

○議長（土屋健一）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ４点質問いたします。 

 まず第１点は、確認方々の質問でありますが、この市道におけるこうした事故等

に対しての損害補償を含めた示談締結後の議会への専決処分の提案ですね。これは、

条例上は、この議会に提出する条例上の根拠について、一応お示しください。 

 第２点目は、この甲乙の損害負担割合は何対何であるのか、これが第２点目。 

 それから、第３点目は、ただいまの市長報告では、全額市の負担ということでご

ざいますけれども、この治療費等が、これまでどれだけかかったのかどうかですね。 

 そして、損害補償金の93万1,816円ですね、第４点目の質問でありますけども、

この算定根拠について示してください。 

 以上、大きく４点でございます。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、お答えいたします。 

 まず、提案の根拠ということでございましたので、参考資料のほうにも一部資料

を掲載しておりますが、今回、地方自治法の180条第１項に基づきまして、提案し
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ているものでございます。 

（何ごとか言う者あり） 

○企画課長（外山直英）   

 少しお時間いただきたいと思います。 

 過失割合についてお答えいたします。 

 過失割合につきましては、曽於市と先方と８対２ということで、曽於市の過失割

合が80％、先方が20％ということで、取り決めております。 

 また、内訳でございますが、今回の接触事故につきましては、先方が、勤務中に

事故を起こしておりますので、治療費につきましては労災保険給付で対応しており

ます。 

 内訳を申し上げます。費用全体が116万4,770円かかっております。この内訳です

が、まず休業損害補償、こちらが54万8,960円、それから入院・通院にかかった慰

謝料が57万7,100円、バイク修理費が5,626円、その他治療関係費が１万6,584円、

あと雑費、１万6,500円、合計いたしまして、冒頭申し上げました116万4,770円に

なりますが、これに過失割合を掛けました80％が93万1,816円となっているところ

でございます。 

 以上です。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 先ほど地方自治法の180条の第１項と言いましたけれども、この中には、「普通

地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したも

のは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。」と

いうことになっておりまして、これに関する条例そのものはないところでございま

す。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ２回目の質問でございますが、法律上は、議会への提案というか、今課長答弁で

ありましたように、地方自治法の180条の第１項に規定されていて、その規定の内

容は、課長の報告にありましたように、いわばケース・バイ・ケースで議会への対

応はできるということであろうかと思います。なぜかというと、一方で条例上の規

定が全くないからでございます。 

 その点で確認でございますが、市長に。どういった場合に、市の場合は、曽於市

の場合は、現在、そしてこれまで、この種の事項等については、専決処分というこ

とで議会に提案されているのかですね。課長の答弁を、そのまま素直に解釈すれば、
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全て提案は必要ないというふうにも受け取れます。ただ、それに対しての条例上の

規定が細かく定められていないという、また一面での側面があろうかと思っており

ますので、どういったケースにおいて、本市の場合は、今回を含めて提案をするこ

とを基本的な方針としているのか、確認方の質問でございます。これは第１点でご

ざいます。 

 それから、損害割合については８対２ということでございます。大体、この種の

事項は８対２、あるいは９対１が通例ではないかと個人的には受けとめております。

８対２でございます。先ほどの市長答弁は、全額、一応この損害補償については保

険のほうで対応するということでありましたが、これは、あくまでも８対２の中の

８割分、80％に当たる分の全額を、一応損害補償の保険金から支払うということで、

市の持ち出しが全くないということで受けとめたいと思っておりますが、間違いで

なければ、一応、確認方々の答弁をしてください。 

 以上、２点です。 

○市長（五位塚剛）   

 この間、議会にも同じようなケースを提案をして承認をしていただいております。

例えば、市道の通行中に、ちょっとしたくぼみがあって、そのくぼみに脱輪をして

車を損傷をして、それの補償を行った例もあります。 

 また、市道の地域住民によりますボランティア、清掃作業において事故等も発生

いたしまして、それについても、この損害賠償保険を適用して議会に提案をいたし

まして承認をいただきました。もうこの間、何度も同じような例がありまして、十

分御理解をいただいているというふうに思っております。 

 あとについては、担当課長から答弁をさせます。 

○総務課長（今村浩次）   

 先ほどの件につきまして申し上げたいと思います。 

 まず、先ほどの条項で、その議決により特に指定したものはというふうにござい

ましたけれども、本市におきまして、専決処分事項の指定についてというものがご

ざいます。これは議会の告示第２号でございますが、その中で、専決処分事項につ

いて指定すると。その中で、市の加入している総合賠償補償保険から補痾される保

険金額があった場合には専決処分に指定するということでございますが、その中で、

また２つ分かれまして、議会の申し合わせ事項の中に規定があるかと思いますが。

50万円を超える場合は、以上は、本会議において報告、それ以下につきましては、

議会全員協議会において報告ということになっているかと思いますので、そのよう

に対応しているところでございます。 

 以上です。 
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○企画課長（外山直英）   

 あと過失割合について御質問がございましたので。８対２という過失割合でした

が、こちらにつきましては、相手方との交渉でございましたが、事故等の判例等を

ベースにした過失割合でございます。また、相手方によります２割につきましては、

相手方の過失ということでございます。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ３回目の確認方々の質問でございます。総務課長がよろしいかと思っております。 

 課長の２回目の答弁にもありますように、１回目の答弁も含めて考えますと、議

会へのこの専決処分のこの種の事故に対する本市における提案の流域といいますか、

範疇といいますかについては、地方自治法でうたわれているけれども、その中で特

に条例上の根拠はないけども、課長の２回目の答弁では、ただ議会の申し合わせ事

項で50万円以上については、一応議会に提案する規定があるために、また損害賠償

金が出た場合は、そうした50万円以上を基本的な原則として議会に提案している、

そうした受けとめ方で確認したいと思いますけども、間違いなければ、一応確認

方々の答弁をしてください。 

 以上です。50万円が一応規定ということでよろしいですね。というのは、今、議

会でもこの点が議論されているところであるからでございます。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 専決処分そのものは、それが賠償金が１円であろうとも、専決処分を行って対応

するということになりますが、報告そのものが50万円を境に本会議場で報告するの

か、全協で報告するのかというふうに分かれるところでございます。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 報告については、以上で終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第６、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といた
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します。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 日程第６、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について、説明をいたします。 

 現委員である永山たみ子氏の任期が、令和２年６月30日をもって満了することに

伴い、その後任として山本ひとみ氏を推薦するため、議会の意見を求めるものであ

ります。 

 なお、委員の任期は３年となります。 

 よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。 

○議長（土屋健一）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 １点だけ質問いたします。山本ひとみ氏は、現在、曽於市の社会福祉協議会の事

務局長だと思うんですけども、この関連はどうなんでしょうか。一応、令和２年

７月１日からになりますかね、新しい任期については。この関係で、ちょっと確認

方々の質問でございます。 

○市民課長（内山和浩）   

 お答えいたします。 

 現在、社会福祉協議会の事務局長をされておりますけれども、このまま続けられ

ても人権擁護委員としては問題ないかと思います。あと、聞いております話では、

今年３月に退職予定ということでお聞きはしております。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第１号については、会議

規則第37条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、諮問第１号については、委員会の付託を省略す

ることに決しました。 
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 ここで意見調整のため、しばらく休憩いたします。議員の皆さんは、議員控室に

お集まり願います。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時１７分 

再開 午前１０時２３分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより議題となっております諮問第１号について採決いたします。 

 お諮りいたします。諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については、適任で

ある旨、答申いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、諮問第１号は、適任である旨、答申することに

決しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第７ 議案第２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について   

日程第８ 議案第３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について   

日程第９ 議案第４号 宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する変更協定の締結

について   

日程第10 議案第５号 曽於市手話言語条例の制定について   

日程第11 議案第６号 曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について   

日程第12 議案第７号 曽於市職員の諸給与に関する条例の一部改正について   

日程第13 議案第８号 曽於市監査委員条例の一部改正について   

日程第14 議案第９号 曽於市地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正について   

日程第15 議案第10号 曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について   

日程第16 議案第11号 曽於市国民健康保険条例の一部改正について   

日程第17 議案第12号 曽於市有住宅条例の一部改正について   

日程第18 議案第13号 曽於市営住宅条例の一部改正について   

日程第19 議案第14号 曽於市地域振興住宅条例の一部改正について   

日程第20 議案第15号 曽於市水道事業給水条例の一部改正について   

日程第21 議案第16号 曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の一部改正について   

日程第22 議案第17号 財産の無償貸付けについて   
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日程第23 議案第18号 曽於市道路線の認定について   

日程第24 議案第19号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）について   

日程第25 議案第20号 令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について   

日程第26 議案第21号 令和元年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について   

日程第27 議案第22号 令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて   

日程第28 議案第23号 令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

について   

日程第29 議案第24号 令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第５号）

について   

日程第30 議案第25号 令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

について   

日程第31 議案第26号 令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第５号）について   

日程第32 議案第27号 令和２年度曽於市一般会計予算について   

日程第33 議案第28号 令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算について   

日程第34 議案第29号 令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算について   

日程第35 議案第30号 令和２年度曽於市介護保険特別会計予算について   

日程第36 議案第31号 令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算について   

日程第37 議案第32号 令和２年度曽於市水道事業会計予算について   

日程第38 議案第33号 令和２年度曽於市公共下水道事業特別会計予算について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第７、議案第２号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いてから、日程第38、議案第33号、令和２年度曽於市公共下水道事業会計予算につ

いてまでの、以上32件を一括議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 日程第７、議案第２号から、日程第38、議案第33号まで、一括して説明をいたし

ます。 

 日程第７、議案第２号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について、

説明をいたします。 

 本総合整備計画を策定するに当たり、１月27日に鹿児島県との協議を終えました

ので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
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第３条第１項の規定に基づき、財部町古井・荒川内辺地の総合整備計画を策定する

ことについて、議会の議決を求めるものであります。 

 当該辺地は、平成27年度から５カ年の辺地総合整備計画を策定し、地域内の市道

の整備を進めてまいりました。現在、策定している総合整備計画が令和元年度末で

計画期間を終了しますが、地域内に継続して整備すべき区間を有することから、今

回、令和２年度から令和６年度までの５カ年の総合整備計画を新たに策定するもの

であります。 

 事業の内容といたしましては、地域内の市道荒川内八ケ代線延長300ｍ、事業費

8,100万円と市道北俣馬立線、延長150ｍ、事業費2,600万円の計２路線を改良舗装

するものであります。 

 次に、日程第８、議案第３号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いて、説明をいたします。 

 本総合整備計画を変更するに当たり、１月27日に鹿児島県との協議を終えました

ので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

第３条第８項の規定に基づき、財部町高塚・桐原・溝ノ口辺地の総合整備計画を変

更することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 当該辺地は、平成30年度から５カ年の辺地総合整備計画を、平成30年３月定例会

において議決を経て策定し、これまで地域内の市道２路線を整備してまいりました

が、同地域内に辺地対策事業債を活用する新たな市道１路線の整備を追加するため、

総合整備計画を変更するものであります。 

 事業の内容といたしましては、既存計画路線、市道桐原溝ノ口線、延長320ｍ、

事業費１億440万円、市道高塚線、延長690ｍ、事業費7,684万1,000円に、新たに市

道馬水高塚線、延長30.2ｍ、事業費２億3,715万円を追加し、改良舗装及び橋梁の

かけかえをするものであります。 

 次に、日程第９、議案第４号、宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する変更

協定の締結について、説明をいたします。 

 平成21年10月に締結した定住自立圏形成協定に基づき、平成22年３月、「定住自

立圏共生ビジョン」を策定し、広域医療体制の整備・充実や、地域高規格道路都城

志布志道路の整備促進等を柱とし、事業を推進してまいりました。 

 平成27年３月には、「定住自立圏共生ビジョン第２次」を策定し、防災及び消防、

定住及び移住の促進、地域公共交通を新たな取り組み分野して追加し、事業推進に

取り組んでいるところであります。 

 今回の主な協定の変更点については、医療、産業振興、教育及び文化、民間人材

の育成について、内容を変更し、ＩＣＴ化を追加するものであります。 
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 なお、定住自立圏形成協定の変更については、曽於市議会の議決すべき事件を定

める条例の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、日程第10、議案第５号、曽於市手話言語条例の制定について、説明をいた

します。 

 曽於市手話言語条例については、令和元年第２回曽於市議会定例会において、手

話言語条例の制定について陳情がなされ、採択されております。その後、関係団体

や市民の方々からの御意見を拝聴したところです。 

 手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及、並びに手話を使用し

やすい環境の構築と、全ての市民が共生することができる地域社会を実現するため、

地方自治法第96条第１項第１号の規定に基づき、提案するものです。 

 次に、日程第11、議案第６号、曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正

について、説明をいたします。 

 令和２年４月１日から会計年度任用職員制度を導入することに伴い、会計年度任

用職員の服務の宣誓に関し、関連する規定を追加するため提案するものです。 

 次に、日程第12、議案第７号、曽於市職員の諸給与に関する条例の一部改正につ

いて、説明をいたします。 

 国においては、職員の給与について、世代間の配分の適正化を図ることを目的と

して、50歳代後半層における給与水準の上昇が抑制されていることから、本市にお

いても国に準じるため、関連する規定を改正し、また令和２年度からの国の機関へ

職員を出向させることに伴う地域手当の新設により、関連する規定を改正するため

提案するものです。 

 次に、日程第13、議案第８号、曽於市監査委員条例の一部改正について、説明を

いたします。 

 地方自治法等の一部を改正する法律により、引用する条項において条ずれが生じ

たことに伴い、関連する規定を改正するため、条例の一部改正を提案するものです。 

 次に、日程第14、議案第９号、曽於市地域コミュニティ活性化推進条例の一部改

正について、説明をいたします。 

 同条例に基づき策定した地域コミュニティ活性化推進計画により、それぞれの地

域の課題をみずから考え、解決していく地域コミュニティ協議会設立準備委員会及

び地域コミュニティ協議会の設置、取り組み事項、認定基準等について定めるため、

条例の一部改正を提案するものです。 

 次に、日程第15、議案第10号、曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部改正に

ついて、説明をいたします。 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運
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営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律等の一部を改正する法律により、引用する条項において条ずれが生じたこ

とに伴い、関連する規定を改正するため条例の一部改正を提案するものです。 

 次に、日程第16、議案第11号、曽於市国民健康保険条例の一部改正について、説

明をいたします。 

 持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律の施

行により、平成30年度から都道府県も保険者となり、国保財政運営の責任主体とし

て、事業の広域化や効率化等を推進することとなっております。 

 このため、県内の統一的な国民健康保険の運営方針として、今後の基本的な方向

性・方針が定められた鹿児島県国民健康保険運営方針が作成され、その中で葬祭費

の支給額が県内で２万円に統一されたことに伴い、提案するものです。 

 次に、日程第17、議案第12号、曽於市有住宅条例の一部改正について、説明をい

たします。 

 民法の一部を改正する法律の施行、曽於市営住宅条例に準拠した住宅監理員の設

置及び昭和43年度建設の吉村迫団地、昭和52年度建設の吉井団地の用途廃止により、

関連する規定を改正するため提案するものです。 

 なお、民法の改正では、敷金の取り扱いの規定等について改正するものであり、

曽於市営住宅条例及び曽於市地域振興住宅条例についても同様の改正をするもので

す。 

 次に、日程第18、議案第13号、曽於市営住宅条例の一部改正について、説明をい

たします。 

 民法の改正に伴う市有住宅条例と同様の改正に加え、国が定める公営住宅管理標

準条例の改正に伴い、関連する規定を改正するため提案するものです。 

 なお、公営住宅管理標準条例については、修繕費用の負担等について改正するも

のです。 

 次に、日程第19、議案第14号、曽於市地域振興住宅条例の一部改正について、説

明をいたします。 

 民法の改正に伴う市有住宅条例と同様の改正に加え、地域振興住宅における空き

家の入居資格者等の規定の整備及び令和元年度地域振興住宅建設事業において、片

平団地に１戸、下岡団地に1戸の地域振興住宅を建設したことに伴い、関連する規

定を改正するため提案するものです。 

 次に、日程第20、議案第15号、曽於市水道事業給水条例の一部改正について、説

明をいたします。 

 水道法の一部を改正する法律により、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間
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が定められたことに伴い、事務手続相当分の申請登録手数料３万円を新たに設定す

るため、提案するものです。 

 次に、日程第21、議案第16号、曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の一部改正についての説明をいたします。 

 公営企業会計の適用の推進に関する総務大臣通知に基づき、人口３万人以上の自

治体においては、簡易水道事業の公営企業会計への移行を推進することとなり、本

市においても簡易水道事業に公営企業会計を適用するため、上水道事業に統合し、

貸借対照表や損益計算書等の財務諸表の作成等を通じて、みずからの経営、資産等

を正確に把握し、安定した経営を図るため、さきの議会で提案された曽於市水道事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の改正を提案するものであります。 

 なお、この条例の附則第２条において、水道事業統合により２つの基金条例の廃

止と笠木簡易水道事業の設置条例を廃止し、附則第３条において、審議会の庶務を

公営企業会計職員に改正するものです。 

 次に、日程第22、議案第17号、財産の無償貸付けについて、説明をいたします。 

 平成27年４月から、立地企業の株式会社グローバルハートへの無償貸付けしてい

る旧岩北学校給食共同調理場について、その貸付期間が令和２年３月31日をもって

満了することに伴い、令和２年４月1日から令和７年３月31日までの５年間の更新

契約をすることにより、今後も継続して事業発展が図られ、地域での雇用、労働力

の創出及び地域の活性化につながるため、本案を提案するものです。 

 次に、日程第23、議案第18号、曽於市道路線の認定について、説明をいたします。 

 宅地分譲整備事業で整備した坂元地区及び大隅南地区の団地内道路について、市

道認定要件を満たしており、市道として供用し、管理するため、道路法第８条第

２項の規定に基づき提案するものです。 

 なお、場所、延長等につきましては、参考資料を御参照ください。 

 次に、日程第24、議案第19号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）に

ついて、説明をいたします。 

 まず、一般会計補正予算書の２ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額から５億2,484万7,000円を減額し、総額を275億

6,341万3,000円とするものです。 

 第２条は、繰越明許費の補正であり、７ページの第２表のとおり、プレミアム付

商品券事業ほか14件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定

め、また公民館施設整備事業について金額を変更しております。 

 第３条は、債務負担行為の補正であり、８ページの第３表のとおり、商工業設備

投資資金に対する利子補給について、限度額を変更しております。 
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 第４条は、地方債の補正であり、９ページから10ページの第４表のとおり、定住

促進対策事業のほか21件について限度額を変更しております。 

 それでは、予算の概要を、配付しました補正予算提案理由書により説明をいたし

ますので、２ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、それぞれの事業の確定及び執行見込みによる増減が主なもの

で、歳入については、交付額の確定による地方交付税や事業費の執行見込みによる

県支出金の追加や、財源調整による財政調整基金繰入金及び事業費の確定に伴う市

債の減額が主なものです。 

 歳出については、事業費の確定及び執行見込みによる減額と公定価格増による保

育園等に対する施設型給付費や特別導入事業の終了による県費分の返納に伴う畜産

関係基金管理費の追加が主なものです。 

 次に、日程第25、議案第20号、令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）について、説明をいたします。 

 まず、特別会計補正予算書の３ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に１億3,769万2,000円を追加し、総額を57億

2,475万5,000円とするものです。 

 それでは、予算の概要について、補正予算提案理由書により説明をいたしますの

で、５ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、保険税等の収入見込みや執行見込みによる増減が主なもので、

歳入については、国民健康保険税や県支出金、諸収入を追加するのが主なものです。 

 歳出については、事業費の確定及び執行見込みによる減額と、一般被保険者療養

給付費及び一般被保険者高額療養費の追加が主なものです。 

 次に、日程第26、議案第21号、令和元年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）について、説明をいたします。 

 特別会計補正予算書の７ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額から1,908万5,000円を減額し、総額を５億5,679

万円とするものです。 

 それでは、予算の概要について、補正予算提案理由書により説明をいたしますの

で、７ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、保険料等の収入見込みや執行見込みによる増減が主なもので、

歳入については、後期高齢者医療保険料や繰入金を減額するものが主なものです。 

 歳出については、執行見込みにより、後期高齢者医療広域連合納付金を減額する

ものが主なものです。 

 次に、日程第27、議案第22号、令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第
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４号）について、説明をいたします。 

 特別会計補正予算書の11ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額から1,710万7,000円を減額し、総額を56億7,188

万2,000円とするものです。 

 それでは、予算の概要について、補正予算提案理由書により説明をいたしますの

で、８ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、国庫支出金等の収入見込みや執行見込みによる増減が主なも

ので、歳入については、諸収入及び財産収入を追加し、繰入金及び支払基金交付金

を減額するものが主なものです。 

 歳出については、執行見込みによる地域支援事業費を減額し、基金積立金及び予

備費を追加するのが主なものであります。 

 次に、日程第28、議案第23号、令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号）について、説明をいたします。 

 特別会計補正予算書の15ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額から1,184万2,000円を減額し、総額を２億4,558

万4,000円とするものです。 

 第２条は、地方債の補正であり、18ページの第２表のとおり、公共下水道事業債

ほか１件の限度額を変更しております。 

 それでは、予算の概要について、補正予算提案理由書により説明をいたしますの

で、10ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、事業費の執行見込みによる増減が主なものであり、歳入につ

いては、繰入金を減額し、諸収入を追加するものが主なものであります。 

 歳出については、執行見込みにより、公共下水道事業費を減額するものが主なも

のです。 

 次に、日程第29、議案第24号、令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正

予算（第５号）について、説明をいたします。 

 特別会計補正予算書の20ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額から2,589万4,000円を減額し、総額を8,826万

4,000円とするものです。 

 第２条は、地方債の補正であり、23ページの第２表のとおり、下水道事業債の限

度額を変更しております。 

 それでは、予算の概要について、補正予算提案理由書により説明をいたしますの

で、11ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、事業費の確定及び執行見込みによる増減が主なものです。歳
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入については、国庫支出金及び市債を減額し、県支出金及び諸収入を追加するもの

が主なものであります。 

 歳出については、生活排水処理事業費を減額するものが主なものです。 

 次に、日程第30、議案第25号、令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正

予算（第４号）について、説明をいたします。 

 特別会計補正予算書の25ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に17万7,000円を追加し、総額を4,757万2,000円

とするものです。 

 それでは、予算の概要について、補正予算提案理由書により説明をいたしますの

で、13ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、事業費確定及び執行見込みによる増減が主なもので、歳入に

ついては、分担金及び負担金、使用料及び手数料を減額し、諸収入を追加しており

ます。 

 歳出については、簡易水道事業費を減額し、予備費を追加しております。 

 次に、日程第31、議案第26号、令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第

５号）について、説明をいたします。 

 特別会計補正予算書の29ページをお開きください。 

 第２条は、予算第３条に定めた収益的支出の補正であり、水道事業費用既決予定

額から334万3,000円を減額し、予定額を５億4,567万3,000円とするものです。 

 第３条は、予算第４条の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を１億

8,445万4,000円に改め、資本的収入の既決予定額から170万円を減額し、予定額を

３億3,430万円、資本的支出の既決予定額から９万6,000円を減額し、予定額を５億

1,875万4,000円とするものです。 

 それでは、予算の概要について、補正予算提案理由書により説明をいたしますの

で、14ページをお開きください。 

 今回補正予算は、収益的支出については、執行見込みにより、原水及び浄水費、

総係費を減額し、減価償却費を追加するものが主なものであります。 

 資本的収入については、収入見込みにより国庫補助金を減額しております。 

 資本的支出については、執行見込みにより取水設備改良費を減額しております。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ここで10分間休憩をいたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時５４分 
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再開 午前１１時０４分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○市長（五位塚剛）   

 本日、ここに令和２年度第１回曽於市議会定例会が開会されるに当たり、市政運

営に臨む私の姿勢と所信の一端を申し上げるとともに、令和２年度の一般会計予算

案の重点施策など、その概要について御説明申し上げます。 

 国は、予算編成の基本方針として、財政健全化の達成に向けて、「経済財政運営

と改革の基本方針2019」に基づき、少子高齢化対策や働き方改革及び全世代型社会

保障の構築に向け、社会保障全般にわたる持続可能な改革を推進することとしてお

ります。 

 予算編成に当たっては、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、引き続き、歳出全般

にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進し、地方においても、国の取り組みと基

調を合わせ、徹底した見直しを進めることとしております。 

 令和２年度の地方財政対策においては、地方が人づくり革命の実現や、地方創生

の推進、地域社会の維持・再生・防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的な財政

運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額について、前年度を

7,246億円上回る額を確保されたところです。 

 本市におきましては、このような国の施策に対応するとともに、市の人口が市誕

生後14年で約8,700人減少している事実と、超高齢化に対する危機意識を市民全体

で共有し、本市の将来像である「豊かな自然の中でみんなが創る笑顔輝く元気なま

ち」を実現するため、第２次曽於市総合振興計画に示したまちづくりの基本方針に

向けた取り組みを進め、市民が安心して働き、将来に夢や希望を持つことができる

ような魅力あふれる地域社会を実現していくため、現在策定中の第２期曽於市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を計画的に実施しながら、市の人口増対策に対して

積極的に取り組んでまいります。 

 私は、市長就任７年目に当たり、市民の皆様と約束しました公約の実現に、今後

もさらに努力してまいる所存でございます。 

 まず、市の人口増対策として実施している宅地分譲整備事業は、平成30年度に販

売を開始した柳迫地区については、昨年12月に全て完売をいたしました。今年度は、

引き続き大隅町坂元地区及び大隅町大隅南地区の販売を行い、令和２年度は、財部

地域において事業を行う予定であり、今後も人口増を図る事業を継続して実施して

まいります。 
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 市内３カ所に子育て支援センターが設置され、身近な場所で安心して子育てが行

える体制が整いました。今後は、利用促進に向けて、さらなる情報発信に努めてま

いります。 

 また、幼児教育・保育の無償化が開始され、保護者の負担は軽減されましたが、

これまで実施してまいりました保育園、認定こども園等の保育料の負担軽減、高校

３年生相当時までの医療費の無料化を継続して実施してまいります。 

 情報発信事業は、曽於市を市内外にＰＲするための大変重要な事業であり、情報

発信の中核をなす「市報そお」と、コミュニティＦＭ放送「Ｓｏｏ Ｇｏｏｄ Ｆ

Ｍ」、ホームページ等の内容を、わかりやすく積極的に取り組んでまいります。 

 また、全国への曽於市の発進として、ＰＲ大使の御協力と、郷土会等の支援をい

ただきながら、本市の知名度の向上に努めてまいります。 

 庁舎整備につきましては、平成28年熊本地震による庁舎被災等の例を受け、災害

時における庁舎機能の重要性を再認識し、また策定しました本庁・支所機能再編計

画と今後市民のための庁舎のあり方を見据え、窓口機能を初めとする市民サービス

の拡充を図るため、まず本庁舎の施設の整備に取り組んでまいります。 

 まちの発展には、産業の振興が欠かせません。曽於市は、畜産を中心とする農業

のまちであり、農業生産額をふやすことを本市発展の基本と掲げる中、令和元年産

曽於市農畜産物生産実績における生産額合計は481億3,542万3,000円、前年度と比

較いたしますと、３億9,240万9,000円、0.8％の増であり、畜産部門では、５億

3,490万6,000円、1.4％の増となりました。園芸作物等については、畑かんの水を

活用した農作物の収量増、品質向上を図り、農家の所得の向上を目指します。 

 また、農家の経営安定を図るため、加工・業務用野菜の取り組みを、さらに推進

いたします。また、農作業の受委託や農業機械導入経費の節減等を図るため、農業

公社を平成30年度に設立し、昨年４月より稼働をいたしました。今後は、畜産のコ

ントラクター事業の支援を図り、畜産農家の規模拡大が図られるよう努力してまい

ります。 

 畜産については、生産基盤の拡大を図るため、畜産公共事業等の活用により、規

模拡大や収益力の向上を進めるとともに、畜産振興協議会事業を中心とした導入保

留対策や家畜改良を計画的に進めてまいります。また、家畜衛生対策の強化による

安心安全な畜産物の供給に努め、畜産振興に取り組んでまいります。 

 さらに、有機センターにおいては、環境保全型農業の振興及び家畜糞尿処理対策

の推進を図るため、資源リサイクル畜産環境整備事業による堆肥処理施設等の整備

を図ります。 

 思いやりふるさと寄附金推進事業につきましては、昨年度に引き続き、全国から
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多くの寄附金をいただき、お礼として本市の特産品を贈呈しております。前年度は

４月から１月までの10カ月間で約８万5,000件、約18億円を超える寄附金をいただ

きました。曽於市を応援くださいました全国の皆様に、心より感謝申し上げます。

令和２年度も、さらにふるさと納税に対する活動を充実し、本市の全国的なＰＲと

地域活性化に努めてまいります。 

 また、平成31年度発足しました「一般社団法人曽於市観光協会」を核として、本

市の観光事業の充実と、ゆるキャラである「そお星人」のＰＲ活動も引き続き進め

てまいります。 

 住宅事業は、曽於市公営住宅等長寿命化計画に基づき、建てかえや改善、用途廃

止などを計画的に実施することとしております。大隅町の桜ケ丘団地については、

民間ノウハウの活用により、令和３年３月の竣工に向けて、建てかえの事業を進め

てまいります。 

 まちづくりは、人づくりであり、本市の発展の基本となるものであり、確かな学

力を身につけ、自立する力を育む教育の推進と豊かな心を育み、健やかな身体と体

力の増進に取り組むとともに、学びを支える安全安心で魅力ある教育環境の整備を

積極的に進めます。今年度は、岩川小学校について、令和４年４月の移転開校に向

けて、新校舎の建築に着手してまいります。また、引き続き、学校給食費の負担軽

減対策にも取り組みます。 

 市民の健康づくりや生きがいづくりの場として、また、市民や市外からの利用者

が広く交流し、憩える場として、平成29年度にオープンいたしました新地公園グラ

ウンドゴルフ場は、これまで５万5,000人を超える方々に御利用いただいておりま

す。今後も、市内外の多くの皆様に御利用いただけるよう、施設の充実とサービス

の向上に努めてまいります。 

 また、市民の生涯学習や、さまざまな研修の場、各地区、校区公民館や自治会、

子供会、女性部等の地域活動の拠点となる末吉中央公民館を整備してまいります。 

 令和２年度の予算編成は、前年度に引き続き、市民の皆様に開かれた市政を目指

すとともに、農畜産物の付加価値を高め、商工業の発展をさらに推進し、子供から

お年寄りまで、笑顔が輝き元気なまちづくりを目指すため、「市民にやさしい市政

運営」、「人と自然を生かした活気ある地域づくり」、「教育・文化を促進し、心

豊かなまちづくり」、「人口増を目指し、地域活性化の推進」、「農畜産物を生か

した所得倍増のまちづくり」の５つを基本方針として、限られた財源の中で、市民

の福祉、教育、暮らしを守るための予算として編成をいたしました。 

 その結果、令和２年度の一般会計当初予算は269億500万円となり、前年度当初予

算に対して、34億7,500万円、14.8％の増となりました。 
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 内容につきましては、それぞれの議案の提案理由で御説明を申し上げます。 

 以上で、施政方針を終わりますが、議員各位及び市民の皆様の御支援と御協力を

賜りますようお願いを申し上げます。 

 引き続き進めたいと思います。 

 次に、日程第32、議案第27号、令和２年度曽於市一般会計予算について説明をい

たします。 

 まず、予算書の４ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、269億500万円と定めるものであります。 

 第２条は、継続費について、10ページの第２表のとおり、総額と年割額を定める

ものであります。 

 第３条は、債務負担行為について、11ページの第３表のとおり、期間及び限度額

を設定するものであります。 

 第４条は、地方債について、12ページから14ページまでの第４表のとおり、限度

額を40億3,920万円とするものであります。 

 第５条は、一時借入金の最高額を20億円と定めるものであり、第６条は、歳出予

算の流用について定めるものであります。 

 それでは、予算の概要について、当初予算提案理由書により説明をいたしますの

で、２ページをお開きください。 

 前段は、国の予算及び地方財政対策、本市の予算編成の基本方針について述べて

ありますので、ごらんいただきたいと思います。 

 ２ページの16行目からの予算の内容について説明をいたします。 

 予算規模は、平成31年度当初予算に対して、34億7,500万円、14.8％増の269億

500万円となりました。 

 まず、歳入について、市税は、市民税、固定資産税の増等により、3.1％増の33

億3,189万6,000円を計上し、地方交付税の普通交付税は、前年度実績等を考慮して

算定し、74億300万円計上をいたしました。 

 国庫支出金は、社会資本整備総合交付金等の増により、22.2％増の30億9,032万

9,000円を計上し、県支出金は、畜産クラスター事業費補助金等の増により、

29.3％増の20億377万1,000円を計上しました。 

 寄附金は、思いやりふるさと寄附金の増により、79.6％増の18億500万3,000円を

計上いたしました。 

 繰入金は、思いやりふるさと寄附金繰入金等の増により、26.1％増の32億3,010

万9,000円を計上して、市債については、公営住宅建設事業等の増により、32.3％

増の40億3,920万円を計上しました。 
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 次に、歳出について、総務費は、宅地分譲地整備管理事業等の増により、3.2％

増の22億9,358万2,000円、民生費は、施設型給付費等の増により、4.9％増の77億

4,438万4,000円、衛生費は、曽於市クリーンセンター施設整備事業費の減により、

34.9％減の12億1,949万2,000円を計上しました。 

 農林水産業費は、畜産クラスター事業や農地耕作条件改善事業等の増により、

4.2％増の21億1,048万5,000円、商工費は、思いやりふるさと寄附金推進事業等の

増により、49.4％増の31億6,217万円、土木費は、住宅建設費等の増により、

60.2％増の28億4,858万9,000円を計上しました。 

 消防費は、防災施設整備事業等の増により、34.5％増の９億2,801万5,000円、教

育費は、岩川小学校改築事業、公民館施設整備事業等の増により、67.7％増の31億

4,447万1,000円、公債費は、利子が減となり、0.4％減の32億130万9,000円を計上

しました。 

 このような予算規模で健全財政の維持を基本に、市民に優しい市政運営を行って

まいりますので、市民並びに議会の皆様方の御理解と御協力及び御指導をお願いす

るものであります。 

 次に、日程第33、議案第28号、令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算につ

いて、説明をいたします。 

 まず、予算書の16ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を54億9,857万3,000円と定めるものであります。 

 第２条は、一時借入金の最高額を５億円と定め、第３条は、歳出予算の流用につ

いて定めるものであります。 

 それでは、予算の概要について、当初予算提案理由書により説明をいたしますの

で、６ページをお開きください。 

 令和２年度の予算については、平成30年度からは、県が財政運営の責任主体とし

て、国保運営の中心的な役割を担うことにより、市町村と共同で運営しております。 

 予算編成については、国民健康保険制度の使命と、その性格に鑑み、これまでの

実績をもとに、療養給付費、療養費、高額療養費、国民健康保険事業納付金等を推

計し、これを賄うに足りる保険税を、公平かつ適正に賦課徴収することを旨として

おります。 

 また、療養諸費等は、年間平均の世帯数を、対前年度比4.5％減の5,932世帯、被

保険者数を対前年度5.4％減の9,872人として見込んだところです。 

 予算総額は54億9,857万円3,000円となり、平成31年度当初予算に対して、2,760

万円、0.5％の減となりました。 

 次に、日程第34、議案第29号、令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算に
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ついて、説明をいたします。 

 まず、予算書の20ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を６億1,908万円と定めるものであります。 

 それでは、予算の概要について、当初予算提案理由書により説明をいたしますの

で、８ページをお開きください。 

 令和２年度における後期高齢者医療特別会計予算については、２年ごとに実施さ

れる保険料率の改定により、令和２年度から３年度の保険料率を、所得割率

10.38％、均等割額５万5,100円とし、年間平均の被保険者数を7,978人として保険

料等を見込みました。 

 予算総額は、６億1,908万円となり、平均31年度当初予算に対して、4,518万

8,000円、7.9％の増となりました。 

 次に、日程第35、議案第30号、令和２年度曽於市介護保険特別会計予算について、

説明をいたします。 

 まず、予算書の24ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を56億4,027万6,000円と定めるものであります。 

 第２条は、一時借入金の最高額を５億円と定め、第３条は、歳出予算の流用につ

いて定めたものでありますい。 

 それでは、予算の概要について、当初予算提案理由書により説明をいたしますの

で、10ページをお開きください。 

 介護保険事業の令和２年度は、サービスが必要となった際の介護給付や予防給付

と、多様なサービス展開することにより住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮

らし続けていくことができるような地域支援事業を、現状分析を行いながら充実さ

せてまいります。 

 予算総額は、56億4,027万6,000円となり、平均31年度当初予算に対して、１億

4,103万8,000円、2.6％の増となりました。 

 次に、日程第36、議案第31号、令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算

について、説明をいたします。 

 まず、予算書の29ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を１億1,737万4,000円と定めるものであります。 

 第２条は、地方債について、32ページの第２表のとおり、限度額を2,380万円と

するものであります。 

 第３条は、一時借入金の最高額を4,000万円と定めるものであります。 

 それでは、予算の概要について、当初予算提案理由書により説明をいたしますの

で、12ページをお開きください。 
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 令和２年度も、引き続き国庫補助金や市債等を主な財源として、50基を設置する

計画です。 

 予算総額は１億1,737万4,000円となり、平均31年度当初予算に対して、414万

9,000円、3.7％の増となりました。 

 次に、日程第37、議案第32号、令和２年度曽於市水道事業会計予算について、説

明をいたします。 

 予算書及び予算提案理由書により説明をいたしますので、予算書の34ページ及び

当初予算提案理由書の14ページをお開きください。 

 令和２年度予算は、平成30年度実績及び令和元年度実績見込みをもとに編成しま

した。施設整備は、老朽管路の更新が主なものです。 

 第２条における業務の予定量は、給水戸数１万5,277戸で、年間総給水量は322万

2,346トン、１日の平均給水量は8,899トンの予定であります。 

 第３条の収益的収入及び支出、第４条の資本的収入及び支出につきましては、提

案理由書により記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

 第９条は、流用についての定めでありまして、第11条における他会計からの補助

金は、一般会計からの補助金6,093万5,000円であります。 

 第13条は、棚卸資産購入限度額を90万5,000円と定めるものであります。 

 次に、日程第38、議案第33号、令和２年度曽於市公共下水道事業会計予算につい

て、説明をいたします。 

 予算書及び予算提案理由書により説明をいたしますので、予算書の39ページ及び

当初予算提案理由書の17ページをお開きください。 

 令和２年度は、施設の維持管理及び下水道加入促進と浄化センター汚泥脱水処理

施設建設に取り組んでまいります。 

 今年度より特別会計から公営企業会計へ移行いたしました。 

 第２条における業務の予定量は、接続戸数1,651戸で、年間総排水量は36万8,673

トン、１日の平均排水量は1,010トンの予定であります。 

 第３条の収益的収入及び支出、第４条の資本的収入及び支出につきましては、提

案理由書に記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

 第７条は、企業債でありまして、限度額を１億1,060万円とするものであり、第

８条は、一時借入金の限度額を２億3,469万7,000円と定めるものであります。 

 第９条は、流用についての定めでありまして、第11条における他会計からの補助

金は、一般会計からの補助金１億2,409万7,000円であります。 

 以上で、日程第７、議案第２号から、日程第38、議案第33号まで、一括して説明

をいたしましたので、よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。 
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○議長（土屋健一）   

 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 

 次の本会議は、２月19日午前10時から開きます。 

 本日は、これにて散会いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散会 午前１１時３６分 
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令和２年第１回曽於市議会定例会会議録（第２号） 

 

令和２年２月19日（水曜日） 

   午前10時開議 

場所：曽於市議会議場    

 

１．議事日程 

 

（第２号） 

 

第１ 一般質問 

   通告第１ 徳峰 一成 議員 

   通告第２ 上村 龍生 議員 

   通告第３ 渡辺 利治 議員 

   通告第４ 重久 昌樹 議員 

 

２．出席議員は次のとおりである。（18名） 

１番 重 久 昌 樹  ２番 松ノ下 いずみ  ４番 岩 水   豊

５番 渕 合 昌 昭  ６番 上 村 龍 生  ８番 今 鶴 治 信

９番 九 日 克 典  10番 伊地知 厚 仁  11番 原 田 賢一郎

12番 山 田 義 盛  13番 大川内 冨 男  14番 渡 辺 利 治

15番 海 野 隆 平  16番 久 長 登良男  17番 谷 口 義 則

18番 迫   杉 雄  19番 徳 峰 一 成  20番 土 屋 健 一

 

３．欠席議員は次のとおりである。（２名） 

３番 鈴 木 栄 一  ７番 宮 迫   勝    

 

４．職務のため出席した議会事務局職員の職氏名 

事務局長 持 留 光 一 次長兼議事係長 森 岡 雄 三 総務係長 津 曲 克 彦 

主  任 富 田 洋 一     

 

５．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名（27名） 

市 長  五位塚   剛 教 育 長  瀨 下  浩

副 市 長  八 木 達 範 教育委員会総務課長  橋 口 真 人

副 市 長  大休寺 拓 夫 学 校 教 育 課 長  川 路 道 文

総 務 課 長  今 村 浩 次 社 会 教 育 課 長  岩 元  浩

大隅支所長兼地域振興課長  濱 田 政 継 農 林 振 興 課 長  冨 吉 浩 幸
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財部支所長兼地域振興課長  荒 武 圭 一 商 工 観 光 課 長  竹 田 正 博

企 画 課 長  外 山 直 英 畜 産 課 長  野 村 伸 一

財 政 課 長  上 鶴 明 人 耕 地 課 長  小 松 勇 二

税 務 課 長  山 中 竜 也 建 設 課 長  新澤津 順 郎

市 民 課 長  内 山 和 浩 水 道 課 長  徳 元 一 浩

保 健 課 長  桐 野 重 仁 会計管理者・会計課長  田 代 庄 市

介 護 福 祉 課 長  福 重  弥 監 査 委 員 事 務 局 長  吉 元  剛

福祉事務所長兼福祉課長  竹 下 伸 一 農業委員会事務局長  中 山 純 一

大隅支所建設水道課長  平 原 秀 人    
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開議 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 おはようございます。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、配付いたしております議事日程により進めます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 一般質問   

○議長（土屋健一）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。 

 通告第１、徳峰一成議員の発言を許可いたします。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 私は、日本共産党を代表して、市長並びに担当課長に大きく２項目にわたり一般

質問をいたします。 

 最初に、支所再編は見直しをについて、私は支所再編については合併後最大の事

業と考えており、昨年の３月議会の一般質問からこれまで、連続４回質問してきま

した。今回の質問もこれまでの各４回の質疑の経過を踏まえて以下の10項目にわた

り、まず、質問をいたします。 

 質問の①末吉本庁への本所機能の集約は、合併後最も大きな事業でありながら、

市長の毎年のこれまで施政方針では昨年まで言及が全くありませんでした。さらに、

ことしの令和２年度の施政方針でも、末吉本庁の増築の部分についてのみ触れてい

るだけであります。市役所再編の捉え方なり、位置づけが大変弱いと率直に感じて

おりますが、所見をお聞きいたします。 

 ②アンケート調査の市長の位置づけについて、質問いたします。 

 アンケート調査で大隅、財部地区の過半数の市民は、教育委員会と福祉事務所な

どを末吉本庁に移すことには反対いたしております。アンケート調査の中でも最も

重要な質問項目ではなかったでしょうか。市長は、こうした市民の意見を本来尊重

すべきではないかとの昨年12月議会の私の一般質問に、アンケート結果に束縛され

るものではないとの答弁がありました。もともと、アンケート調査は市民全体の意

見を把握するために最も有効であり、重視されるべきものではなかったのか、この

ことでの所見をお聞きします。 

 ③今、大隅、財部地区の市民の間で、末吉本庁へ全ての本所を集約することに対

して、何もかも末吉に持っていかれては大隅、財部地区はますます寂れるといった
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意見や不満が広がっております。給食センターの集約化もまたあるからでございま

す。私自身、こうした市民の意見や不満は軽視できないものと考えておりますが、

市長の考え方をお聞きいたします。 

 ④関連して、旧３カ町の均衡ある発展のためには教育委員会、福祉事務所はそれ

ぞれの支所に残すべきだといった意見や考え方があります。同僚議員からも恐らく

質問があろうかと思います。このことでの所見をお聞きいたします。 

 ⑤私は、昨年12月議会の一般質問で、合併後、今日までの人口減少率は末吉15％

に対して大隅25％、財部23％と大隅、財部地区の人口減少が大変著しいことを紹介

いたしました。こうした実態についての分析の結果をお聞きいたします。 

 ⑥支所再編の最初の取り組みである平成30年当時の大隅、財部地域振興検討委員

会の設置と検討委員会の協議は、市が協議会でのたたき台として準備したのは、教

育委員会や福祉事務所を末吉本庁へ移すことを前提にしていたものと、この間の何

回かにわたる全員協議会へ提出された資料の中で、私はそのように受けとめており

ます。 

 当時、市の内部では、末吉本庁への本所機能の集約について、どれほどの時間を

かけて討論と検討を重ねてきたのか報告してください。 

 ⑦このことに関連して一方、当時、市の内部では教育委員会や福祉事務所を支所

に残す中で旧３カ町の均衡ある発展を目指すことでの議論はされなかったのか、お

聞きをいたします。いや、そうではなく、もし、議論がされていたら、どこまで、

どのような時間をかけて議論がされていたのか、詳しく報告をしてください。 

 ⑧九州の自治体の中で、現在、役所本所の一極集中ではなく、例えばお隣の志布

志市もそうであるし、これまでの曽於市もそうでありますが、あるいは中都市圏に

おいても見られますが、その一部を分散している自治体についての内容を報告して

ください。 

 ⑨市役所再編の事業費について、これも最も懸念される問題でございます。総事

業費は28億7,000万円と発表されております。これら総事業費の算定根拠をお聞き

いたします。多少の増減の幅は許されるといたしましても、それを超えるような大

幅な増額とならないか、私は心配いたしております。疑問を持っております。 

 関連して、現在、建設されつつある、例えば末吉中央公民館や岩川小学校の移転

改築も約４億円、あるいは２億円規模でそれぞれこの１年間だけでも、わずかに

１年間の間に増額された、そうした事例が見られるからでございます。この問題の

所見をお聞きいたします。 

 ⑩支所再編後の職員の配置について、計画では10年後の令和12年度までに大隅、

財部支所は現在の半分以下の30名となる計画であります。30名の各課の割り振り、
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配置人数についてお聞きいたします。あわせて30名の中での専門職員や技術職員の

人数等についてもお聞きいたします。 

 次に、２点目の質問、職員の超過勤務について質問いたします。 

 ①昨年度並びに本年度の職員の超過勤務の状況を報告してください。数字の上で

もお願いいたします。あわせて特に超過勤務が多い課、あるいは何月であったか、

特に個人、これは名前は言う必要はありません。しかし、最も私がお聞きしたい点

であります。１カ月に最高で何時間の、いわば残業時間であったのか、これは１回

目、明確に答えてください。私の質問の眼目でございます。それぞれ報告してくだ

さい。さらに問題点や改善点といったこれらの対策について報告してください。 

 ②次に、現在における職員の中の専門職員、技術職員の実態について分類して、

さらに本庁、支所ごとに分けて報告してください。あわせて課題や改善点、これら

の対策について、報告してください。 

 ③令和２年度から非常勤職員、臨時職員がフルタイム職員、パート職員に移行い

たします。フルタイム職員、パート職員の人数について分類して、これも本庁、支

所ごとに分けて報告してください。 

 これで、私の１回目の質問を終わります。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、徳峰議員の質問に対してお答えをしたいと思います。 

 １、支所再編は見直しをの①本庁への本所機能の集約に関する施政方針での言及

について、お答えいたします。 

 本庁・支所機能再編については、平成29年８月から内部検討を始めております。

平成30年度の施政方針を作成する平成30年２月は、地域振興検討委員会開催経費の

予算計上を提案している段階、翌年の平成31年２月は市行政改革推進委員会の協議

途中でまだ答申が出されていない段階でありましたので、施政方針の冒頭部分には

掲載しなかったところであります。 

 しかしながら、施政方針の冒頭部分に続く各課の施策として、平成30年度及び平

成31年度の総務課の行政改革の項目において記載したところであります。 

 １の②アンケート調査は、市民の意見を把握するための最も有効で重視されるべ

きものではなかったのかについて、お答えをいたします。 

 基本的立場としては、市民の意向は重視すべきだと考えておりますが、全てアン

ケートの結果に従わなければならないとは考えておりません。行政を進めていく上

では、市全体のことを熟慮して、首長として決定すべき事案もあると考えておりま

す。 

 今回のアンケートでは、全体としては本庁方式への賛成が多くありましたが、大
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隅、財部地区においては、これまでの一部分庁方式を望む意見が多かったところで

す。その理由としては、これまでの窓口サービスが支所では受けられず本庁へ出向

かないといけないと誤解されている市民の皆様もいらっしゃったと考えております。 

 １の③末吉本庁への機能集約について大隅、財部がますます寂れるとの意見、不

満について、お答えをいたします。 

 合併後、15年近くが経過し、今後さらに人口減少が予想される中において、市民

サービスの維持・向上を目指して機能的で効率的な行政組織に改め、人口に見合っ

た職員数に縮減を図った上で、その人件費抑制部分を各施設に生かしていくことは、

今後の曽於市にとって必要なことだと考えております。なお、組織再編以外では、

防災倉庫の建設や産業動物疾病制御教育研究センターの誘致、観光資源の整備、宅

地分譲など、大隅、財部地域の特色を生かした準備を進め、今後も旧３町の均衡あ

る発展に努めていきたいと考えております。 

 １の④旧３カ町の均衡ある発展のためには、教育委員会、福祉事務所は支所に残

すべきとの意見や考え方について、お答えいたします。 

 少子高齢化の進行により、今後ますます市民の生活に直結する福祉部門、児童生

徒、青少年育成などを担当する教育部門は、市長、市長部局の各課等との密接な連

携が不可欠であり、迅速で的確な意思決定を行うことにより、市民サービスが向上

すると考えております。よって、教育長や教育委員会の各課長、福祉事務所長を初

めとする本庁業務を担当する職員は、本庁において執務を行うことが望ましいと考

えております。 

 １の⑤大隅、財部地区の人口減少率が際立っていることに関する分析について、

お答えをいたします。 

 大隅地区と財部地区の人口減少率が高い理由については、まず、合併当時におけ

る高齢化率と平均年齢が高かったことが考えられます。また、民間の集合住宅の建

設が地理的に曽於市の中心に位置する末吉地区に多いことや、大隅地区においては、

県の組織再編に伴う合同庁舎内の規模縮小なども要因になっていると分析しており

ます。 

 １の⑥大隅、財部地域振興検討委員会の協議は、市が準備したたたき台を前提と

したものではなかったのか。また、本庁集約について、どれほどの時間をかけて内

部検討を重ねてきたかについて、お答えをいたします。 

 各地域振興検討委員会は、地域の皆様方による庁舎、中央公民館の整備のあり方

や本庁・支所機能のあり方などの協議を依頼したものであり、本庁方式への移行を

前提として協議を始めていただいたものではありません。ただし、質疑の中で、市

の考え方を問われたときに、市の案を示したものであります。 
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 市の本庁・支所機能再編計画（案）の策定までの会議としては、３回の行政改革

推進本部会議を開催し、決定しております。また、市ではこれまで２年半にわたり、

行政改革推進本部会議、庁舎整備検討委員会や総合窓口・ワンストップサービス導

入検討委員会などの各種会議を開催し、本庁・支所機能再編計画の細部検討や市民

窓口サービスの向上について議論を重ねており、今後も継続して協議をしていく予

定にしております。 

 １の⑦市の内部検討では、教育委員会や福祉事務所を支所に残すことに関して議

論されなかったのかについて、お答えをいたします。 

 この件については、議論の最初の段階で検討したところです。 

 各庁舎の改築等の必要性、改築規模、今後の人口の推移、職員数縮減の必要性、

事務の効率化、市民サービスの向上等を総合的に検討した結果、合併協議会や行政

改革大綱に沿って、本庁方式への移管を進めるべきであると結論に至ったところで

あります。 

 １の⑧九州の自治体における本所の一部一極集中またはその一部を分散している

自治体の内容について、お答えをいたします。 

 九州沖縄にある119の市に対し、行政組織等に関する調査を行い、回答のありま

した88市の内容について、お答えをいたします。 

 まず、88市のうち、30市は支所の配置がないため、本庁方式であります。 

 次に、支所設置のある58市の行政組織の内訳は、本庁方式が27市、総合支所方式

が16市、一部分庁方式等が15市であります。また、一部分庁方式等15市のうち、一

部分庁方式から本庁方式へ移行を予定している市は移行期間が決定していない市と

本市を含めて７市であります。 

 １の⑨総事業費28億7,000万円の算定根拠と大幅な増額となるおそれはないかに

ついて、お答えをいたします。 

 ２回実施した市民説明会において提示しました本庁・支所機能再編計画における

事業費については、本庁舎増築分を約11億3,000万円、大隅支所庁舎分を約８億

2,000万円、財部支所庁舎分を約４億6,000万円と説明をいたしました。 

 大隅支所は、中央公民館との併設で面積は1,600㎡、木造１階平屋建てで、設計

費や造成工事費等を含み算定しております。 

 財部支所は、単体の建設で、面積は800㎡、木造１階平屋建てで、設計費等を含

み算定しております。 

 本庁舎増築分については、現在のところ、備品を含めて約16億4,000万円に計画

を変更しております。 

 増額の理由については、災害時に行政機能を維持するための地震の揺れに強い免
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震構造の導入と、市民の皆様が可能な限り各課を回らないように、市民、税務、保

健・福祉部門を一つのフロアに集約する総合窓口の設置を検討していることにより、

増築の延べ面積を1,800㎡から2,300㎡へ500㎡ふやすことを検討していることによ

るものです。 

 １の⑩支所再編後の職員の配置に関する令和12年度の支所職員30名の各課の配置

人数、30名の中の専門職、技術職員の人数等について、お答えをいたします。 

 令和12年度時点における支所の課及び職員の配置案については、支所地域内の地

域振興、消防防災や土木等の業務を担う、仮称、地域振興課を18人、市民窓口サー

ビス業務を専門的に担う、仮称、市民サービス課を12人、合計２課で30人体制を考

えております。 

 また、支所における技術職員については、土木技師を数人程度配置したいと考え

ております。 

 ２の職員の超過勤務の①超過勤務の状況と課題、対策について、お答えをいたし

ます。 

 平成30年度において、超過勤務が最も多かった課は総務課で、次に福祉課、建設

課であります。 

 このうち、多い月は３課とも３月であります。全課の合計としても３月が最も多

かったところです。 

 個人については申し上げられませんが、年間を通して最も多かった職員の属する

係は、建設課土木係であります。 

 令和元年度の現時点において超過勤務が最も多い課は、大隅支所産業振興課で、

次に福祉課、建設課であります。 

 このうち、多い月は大隅支所産業振興課が７月、福祉課が４月、建設課が７月で

あります。 

 全課の合計としても７月が最も多いところです。 

 年間を通して最も多い職員が属する係は、大隅支所産業振興課の農地整備係であ

ります。平成30年度の例えばＡ氏は261時間、Ｂ氏は253時間、Ｃ氏は240時間、令

和元年度はＡ氏が684時間、Ｂ氏は668時間、Ｃ氏は570時間でありました。 

 問題は各課、各係の業務量について各年度、各月によって大きな差が生じている

こと、各職員の性格等により業務の進め方に差異があることにより、特定の係、特

定の職員に業務が集中する傾向があり、メンタル的にも注意を要するところにあり

ます。 

 これらの対策といたしまして、平成30年度からサポート職員制度、課内兼務辞令

制度の実施、令和元年度より課の枠を超えた臨時職員の協力体制の構築、テレビ会
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議システムの導入などを実施し、業務の平準化に努めているところです。 

 また、令和２年度より、短期間サポート職員制度や時差出勤制度の導入、会計年

度任用職員の週休日出勤などの手段を講じて、さらに業務量の平準化を目指してい

きたいと考えております。 

 ２の②専門職等の実態と課題と対策について、お答えをいたします。 

 主な技術職員の超過勤務については、平成30年度の１年間においては、保健師等

が１人平均29時間、土木技術が98時間、建築技術が81時間、農業技術が101時間、

畜産技術が52時間であります。 

 本庁、支所ごとでは、本庁では、保健師等が１人平均29時間、土木技術が104時

間、建築技術が89時間、農業技術が83時間、畜産技術が43時間であります。 

 大隅支所では、土木技術が１人平均95時間、建築技術が66時間、農業技術が139

時間、畜産技術が85時間であります。 

 財部支所では、土木技術が１人平均87時間、農業技術が98時間、畜産技術が57時

間であります。 

 現時点における令和元年度においては、保健師等が１人平均34時間、土木技術が

274時間、建築技術が101時間、農業技術が61時間、畜産技術が36時間であります。 

 本庁・支所ごとでは、本庁では土木技術が１人平均216時間、建築技術が80時間、

農業技術が48時間、畜産技術が41時間であります。 

 大隅支所では、土木技術が１人平均514時間、建築技術が145時間、農業技術が

110時間、畜産技術が38時間であります。 

 財部支所では、土木技術が１人平均97時間、農業技術が38時間、畜産技術が20時

間であります。 

 問題点は土木技術では、災害発生状況により、建築技術では施設の整備計画状況

により、その他の技術では会計検査などにより、年度や時期により、その業務量に

大きな差異を生じることになります。 

 対策については、これまで、庁舎を超えた技術職員の応援体制をとっております

が、抜本的な解決には至っていないところです。今後は保健師を例として、建築技

師の集約や土木技師等の一部集約を図りながら、同一課内における技術職員同士の

協力体制、支援体制及び資質の向上を図っていくことも視野に入れております。 

 ２の③会計年度任用職員の配置について、お答えをいたします。 

 令和２年４月１日に配置予定の会計年度任用職員は、全体で202人、内訳はフル

タイム65人、パートタイム137人であります。 

 本庁は、全体で72人であり、そのうちフルタイムは19人、内訳は事務補助職員

７人、技術を要する職員12人であります。パートタイムは53人、内訳は事務補助職
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員12人、技術を要する職員41人であります。 

 大隅支所では、全体で97人であり、そのうちフルタイムは37人、内訳は事務補助

職員３人、技術を要する職員34人であります。パートタイムは60人、内訳は事務補

助職員７人、技術を要する職員53人であります。 

 財部支所は、全体で33人であり、そのうちフルタイムは９人、内訳は事務補助職

員２人、技術を要する職員７人であります。パートタイムは24人、内訳は事務補助

職員８人、技術を要する職員16人であります。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ２回目の質問の支所再編問題に入る前に、この職員の超過勤務の中で、これは総

務課長がよろしいかと思うんですが、ただいまの１回目の市長答弁の中で１年間を

通して最も超過勤務の多かった方が684、668、570時間ということでございますが、

こうした超過勤務が最も多かった職員の中で１カ月当たりの超過勤務時間が最も多

かった方について、職員について３名だけでもいいですので一応、名前は言う必要

はありませんので、報告してください。 

 何月であったか、技術職員であったか。 

○総務課長（今村浩次）   

 それでは、お答えいたします。 

 今、議員が申されましたのは令和元年度、１月分までの集計というところでござ

いますので、お答えをしたいと思います。一番多かった職員は684時間でございま

すが、そのうち月で言いますと11月が173時間でございます。これは土木技術の職

員、土木技師でございます。次に多かった職員も同じ、ほかの職員でございますけ

れども、土木技術で163時間、３番目も同じく土木技師で160時間でございます。 

 以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 まず、この点からお聞きいたします。市長にですね。160時間あるいは170時間を

１カ月当たり超えております。これは国の指導、指針あるいは全国的な自治体にお

ける指針、法的な指針を含めて、問題がないのかどうか、抵触とは言わなくてもこ

れに一応差しさわりがある時間ではないんですか。確認方々、答弁してください。 

○市長（五位塚剛）   

 職員が超過勤務をするときの理由としては、特に災害が起きたときの後の事務処

理、また、ほかの事業が重なったときのことでありまして、災害時についてはこの

ように勤務が重なったでも法律的には問題はないところでございます。 

○総務課長（今村浩次）   
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 私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 昨年４月から働き方改革によりまして、本市におきましても条例改正をさせてい

ただきました。通常の業務におきましては月に45時間、年間360時間以内というの

が原則でございます。ただし、災害など、大規模災害などの臨時的な事情、これ特

例業務と申し上げますけども、これにつきましては、単月で100時間未満、年で720

時間以内というのが原則でございますが、ただし、やむを得ない場合はこれを超え

て命令をすることはできるということになっております。 

 ただし、その忙しい時期を終えたときには、その半年以内にその業務の状況等を

検証しなければならないというふうに定められているところでございます。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ただいまの課長から話があったように、昨年の働き方改革以降、災害であっても

月に100時間以内なんですね。今報告があった上から３人は160時間です。ですから、

これらを含めて検証していなけりゃいけない。２点、もう時間の関係で質問いたし

ます。ちなみに100時間を超えた方は、本年度だと思うんですが、全体でそれぞれ、

延べ何名ですか。それと検証をしておりますか。半年、もうたっている、あるいは

たちつつあると思うんですけど、これ２点答弁してください。 

○総務課長（今村浩次）   

 それでは、お答えしたいと思います。 

 先ほど、上位３名を申し上げましたが、上位10名全てが土木技師でございまして、

今、見てみますと、これらの10人全て単月では100時間を超えている月も、まあば

らばらでございますが、あると見ているところでございます。 

 あと、半年以内の検証でございますが、まだ、今忙しい時期がまだ続いておりま

して最後の発注もまだ終わっていないところでございますので、今回これを終えま

して、検証していくということになると思います。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 これについては、後ほど質問いたします。 

 本体部分の支所再編の見直しについて、質問をいたします。 

 まず、質問の第１点でありますけれども、なぜこれまで施政方針で大事な問題で

ありながら言及しなかったっていうので、平成30年は予算計上を提案している段階、

提案していたらその当然出すべきであります。 

 31年度、まだ委員会の協議等の答申が出されていないって、関係なく委員会を開

いているわけですから、出すべきであります。 
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 本年度、先ほども申し上げたように、新年度ですね、増築部分のみが本庁の言及

されております。 

 角度を変えて質問をいたしますけれども、一方、２年半前の市長選挙においても

こうした最も合併後大事な問題が五位塚市長の公約として一応言及されていないん

ですね。最も大事な問題であります。これは合併後、誰が見ても。なぜ公約ではこ

れを掲げなかったんでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 ２年前の市長選挙のときには、いろいろと公約を掲げました。そのときに私自身

が、庁舎を含めた再編をするということについては、議論を全くしておりませんで

したので、そのことについては公約として入れなかったところでございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 これは１回目の答弁をるる見ても、誰が見てもつじつまが合わないことでありま

すよ。それ以前からも協議しているわけですよ。この問題は。１回目の答弁の中に

ありましたけど。それとは別に協議しているに関係なく任期の、自分が当選したら

４年中に４年の間にこうした大問題を、大きな問題を一応、予算を立てて、そして

進めつつあるわけでありますから、当然最大の大きな公約として掲げるべきであっ

たと思います。もう、時間の関係でこれ以上申し上げませんけども、ちょっと自己

分析をしていただきたいと思うんですよね。これはもう誰が見てもそのように思い

ます。 

 次の質問。アンケート調査についても、答弁の中で基本的な立場では市民の意向

は尊重するけども、アンケートの全ての結果に従わなければならないとは考えてお

りません、て、一つの側面の理由づけにはなりますけども、そもそも、もともと、

教育委員会と福祉事務所を末吉に集約するかどうかというのはアンケートの項目の

中でも、誰が見ても最も重要な項目だったんですよ。最も重要な項目を、いわばア

ンケートの結果に従わなければならないものとは考えておりませんという、形で説

明していいものかどうか、重要問題ですよ。一言答弁してください。 

○市長（五位塚剛）   

 市民について、市の考え方、庁舎再編のあり方についてアンケートをとる、市民

の声を聞くというのは基本でありまして大事だと思っております。ただ、そのアン

ケートについては、今回は3,000名程度を中心としていたしましたけど、結果とし

てはそういう声もあります。この間、各財部、大隅のほうでも支所のあり方につい

て、検討委員会を何度もしていただきまして、基本的には福祉事務所、農業委員会、

教育委員会を本庁にまとめてもいいという答申をいただいております。そういうこ

とで基本的にはそういう方向で進めていくところでございます。 
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○１９番（徳峰一成議員）   

 これも誰が見ても、聞いても、まともな答弁に答えていない、あるいは答えられ

ていないんですよね。最も重要な問題をいわば無視した形で、あるいは軽視した形

で行っているて、これはおかしいんじゃないかという点なんですよ。私の、特に昨

年来の質問も、ここに尽きるんです、一つは。だからアンケート結果は全市民を対

象として、そして特に関連がある大隅、財部の皆さんがどう考えるか、客観的にわ

かる形でのアンケートをするようにと申し上げたんですね。その結果が、今の段階

ではそれぞれの支所に残しなさいという回答結果があった、これは本来は厳粛に受

けとめるべきなんですよ。当局も議会もですね。受けとめるべきなんです。それが

受けとめられてないから、私は角度を変えて、12月議会から今回、恐らく今後６月、

ずっと続きます。質問せざるを得ないんですよ。民主主義の根幹にかかわる問題だ

から、これは。 

 次の質問に入ります。末吉本庁への集約については、何もかも末吉に持っていか

れるという意見があります。これは必ず今後、大隅、財部で広がっていくものと、

私は思っております。形が見えてくると広がります。もう今でも広がっております。

これを私たちは、軽視してはならないと思っております。そうした中で、これまで

合併後の中、全国的に見ても、あるいは大隅町も昭和30年代に月野、恒吉村が吸収

合併されましたけども、その後の流れは、年月が進むにつれて、いわば、寂れてき

ております。 

 市長に質問いたしますが、合併後、一極集中が図られる中で、いわば、それまで

支所、役所があったところ、地域で寂れていない事例がどこかありますか。事例が。

私が調べた限り、あるいは思い起こす限りにおいては、恐らく一極集中が図られた

地域外において、寂れるところはあっても、均衡ある発展が図られているところは

恐らくないように思います。どこか１自治体でもあるのでしょうか。もしあったら

お聞かせください。 

○市長（五位塚剛）   

 曽於市は、３町が合併をいたしましたけれども、それはどうしても町部に、どの

町もですね、機能が集中してくるのは当然なことであります。 

 そういう中で、いろんな経過措置をしながら、住民サービスをどういうふうにし

て維持するかということを努力した結果、こういう形になっているというふうに思

っております。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 どこかあったら。なかったら。 

○市長（五位塚剛）   
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 特にないです。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 どこもないと思うのですよね、これは。そうした点も考えていかなければなりま

せん。 

 人口減少について、財部、大隅が特に末吉に比べて、合併後、この13年か14年の

間に人口減少率が著しいことに対しての市長の分析ですね、分析についても答弁が

ありました。それを見ますと、例えば、合併当時、高齢化率平均年齢高かったとい

うことが考えられます。これは、私当たっております。最も大きな一つだと私も受

けとめておりますが、ただ高齢化率は現在40％全体で超えましたけれども、曽於市

全体は。財部、大隅も末吉に比べて２％、高くても３％高いだけであって、これは

人口減少率の説明の一部に過ぎません。 

 あと、いろいろ書いてあります。答弁がありました曽於市の中心に位置する末吉

地区に集合住宅が多い。あるいは、大隅地域では合庁が規模縮小あった、これも一

つの側面の理由にはなりますけども、しかしほんの一部だと私は思っております。 

 もっと大きな点があるんじゃないでしょうか。 

 例えば、財部の場合は、末吉よりも都城に近い、飛行場にも近いんですよね。時

間的には、鹿児島も近いんですよ。大隅には、いっぱい役所ありますよ。県の機関、

あるいはＪＡを初めとしてですね。しかし、人口減少率は著しいのですよ。これを

市長初めとして、三役のほうで深く議論分析したことはありますか。私はそれが大

事だと思うのですよ。そうでなければ、いわば一方的に教育委員会、福祉事務所も

末吉に持ってくるって。しかし、なぜこれだけこの間、恐らく今後も人口減少が続

くのであるか、そこを分析しなければ、均衡な発展のための大隅、財部地区への具

体的な計画は出せんでしょ、示せんでしょ。そのほかに人口減少が少なかった重要

なポイント、理由が二つ三つあると思うのですが、議論はされてないでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 この間ですね、人口減少については相当な状況で議論をしてきました。だから、

減少する理由としてはですね、やはり残念ながら、少子高齢化という一つの、子供

さんを生み育てる、この若い層が非常に少なくなっている。それは、この10年20年

前の状況の人たちが、今、大きくなっているわけでありまして、そのあたりの分析

もしております。 

 そのために、今、若い人たちが曽於市に来てもらえるように、曽於市に帰ってき

てもらえるように、子育てがしやすいような体制づくりを一緒にやって、頑張って

いるところでありまして、今言われるように、教育委員会、福祉事務所ここに持っ

てきたら、その人口減少が食いとめられるかというと、それはまた違うというふう
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に思っております。 

 今後については、当然ながら地域住民の要望に沿ったサービスを低下させないと

いうことに力点を置くべきだというふうに思っております。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 私は、教育委員会、福祉事務所の問題は、まだ後ほど触れます。それ以前の問題

として、合併をこの間、末吉の約1.5倍のスピードで大隅、財部地区は人口は減少

しているのですよ。それを深く分析されたですか、されてなかったらされてない。

されていたら、具体的に先ほどの高齢化率だけでなくってですね。なるほどと思え

るような分析の結果を報告していただきたいのですよ。 

 それがされてないんじゃないかということで、私は疑問を持って、今、質問して

いるのですよ。しかし、これは非常に大事な問題であります。されていますか。こ

れは、かなり集団的な深い議論が必要ですよ、私たちを納得さし得る答弁をしてく

ださい。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちはですね、毎月各課長を集めて、庁議も行っております。 

 また、この人口増の問題については、企画、財政、総務、市民課を含めたいろん

な形での対策会議も開いております。努力はしておりますけど、これはなかなかで

すね、曽於市に生まれる赤ちゃんの数より、亡くなっていく数が残念ながら、ここ

に500人から700人の差があるという、ここに大きな原因があるというふうに思って

おります。それなりのことも、まだいっぱいあると思いますけど、基本的にはそう

いう状況じゃないでしょうか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 くどいようですけども、曽於市全体のこと言っているんじゃないのですよ。財部、

大隅地区が末吉地区に比べて、1.5倍のスピードで人口が減少している。どういっ

た点に原因があると協議の上で分析しておられるか、そこをお聞きしたいのですよ。

それを今後に生かさなければいけないから、これは支所再編に関係なく、均衡ある

発展を目指すんだったら、そこをやはりお互いに議会を含めて考えていかなければ

いけない。分析されていますか。されていたら、具体的な例を紹介してください。

されてなかったら、今後の課題として、今後取り上げてまいります。 

○市長（五位塚剛）   

 人口減少している財部、大隅の問題については、それぞれいろんな理由があると

思います。だから、その理由で、それが全てだとはわからないと思います。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 分析結果を再三質問しているのですよ、どういった分析の結果出ましたか。 
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○市長（五位塚剛）   

 基本的には先ほど言ったように、財部も大隅も生まれる数より亡くなる数のほう

が多いという現象がある中でですね、それは全体的にそうだというふうに思います。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 分析の結果されてないのですよね、だからここが一番大事な点ですよ。あくまで

も３カ町の均衡ある発展というのを考えてですね、支所再編を含めて、全ての諸々

の問題、予算化を含めて、考えていかなければいけない。非常にこれは、副市長お

二人、大事な点じゃないかと思うんですよ。もう合併は、後戻りはできません。で

すから、前へ進む方向で考えていかなければいけない。今後また、６月以降取り上

げていきますので、時間をかけて分析してください。これは非常に大事な問題であ

ります。 

○議長（土屋健一）   

 徳峰議員よろしいですか。 

 ここで、徳峰議員の一般質問を一時中止して、10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時０３分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開き、徳峰議員の一般質問を続行いたします。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 これまで質疑でも明らかとなりましたけども、人口減少率の深い分析がされない

中、また再三申し上げておりますが、アンケートの結果、教育委員会、福祉事務所

はそれぞれの支所に残すべきだといった声を、いわば無視する形で支所再編が行わ

れようとしているということで、非常に私は問題が多いかと思います。 

 これからそれを踏まえた質問に入ります。 

 まず、第１点は、この１回目の市長答弁の中で、私の質問、「この支所再編の大

体検討のことについては、財部、大隅地区の検討委員会を開く前に、市の内部トッ

プのほうで本庁への移行については協議していたんじゃないか」って。全協会議で

もそういった資料が出されているんですよ。そうした質問に対して答弁の中で、

「本庁方式への移行を前提として協議を始めていただいたものではありません」と

あります。 

 しかし、それは１年前の平成29年に、市の行政改革大綱では、もう本庁に移行す

るということが明記されているんですよ。きょうは持ってきておりませんけども。
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全協でいただいた資料でですね。29年の市の大綱の中で、本庁に移行が明記されて

おって、１回目の答弁の「本庁方式への移行を前提とした協議を始めたものではあ

りません」と矛盾する内容なんですよね。この点について、矛盾しない形で答弁し

てください。 

○市長（五位塚剛）   

 私たち行政側のほうは、曽於市の５年後、10年後、20年後のあり方を前提として、

どうあるべきかというのを当然ながら検討してきました。それが行政改革の対策本

部の会議の中で、当然ながら議論するのは当たり前であります。そのことを前提に、

大隅・財部の人たちに、前提としてそれを押しつけた形ではありませんということ

であります。 

 市の考え方を求められましたので、そのことについては、このほうが市の発展に

つながるという前提で示したところであります。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 既に、平成29年、少なくともといったほうがいいと思うんです。少なくとも平成

29年の段階で、市としては、末吉本庁への移行を前提として、政策大綱も立派な文

書で出しております。そのことを前提として、お互い私たちは考えていかなけりゃ

いけないと思っております。これはもう確認です。そのように解釈いたします。 

 一方、私の質問の中で、「この教育委員会、福祉事務所は、それぞれの支所へ残

すだけでの検討はしなかったのか」ということに対して、１回目の答弁の中で、

「議論の最初の段階では検討したところであります」とあります。議論の、さっき

言った議論の最初の段階ではですね、市の内部としては。 

 では、どういった議論がどこまでされたんでしょうか。これも私１回目聞いた点

であります。例えば、どこの市町村に研修に行かれましたか。１回目の答弁の中で、

例えば九州の圏内の中におきましても、幾つかの市においては、例えば総合支所方

式をとっているのが16あると。一部分庁方式等をとっているところが15あるわけで

すよ。九州圏内の中でも、恐らく全国にはもっともっと数たくさんあって、曽於市

が参考としたい市町村もあったと思うんですね、自治体も。どこまで議論されまし

たか。どこか幾つか研修されましたか。全くこのことが全員協議会で報告されてい

ないからでございます。お聞きいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 現状の大隅に教育委員会を残した場合に、どのようにメリットがあるのか。財部

に農業委員会、福祉事務所を残したほうが、全体としてメリットがあるのか、その

あたりもいろいろ協議をいたしました。 

 実際、今、教育委員会は大隅にありますけど、財部の方々も教育部分のいろんな
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相談をするときは、分室に相談して申請をしてされております。反対に大隅の方々

は、福祉関係の相談については大隅のほうでちゃんと手続も行っております。 

 基本的には、だから市民の立場から考えた場合に、そこになければ何もできない

ということはないというふうに私たちは判断をいたしました。そのかわりに、本庁

に集約をして、機能をもうちょっと強化していく。一方では、財部は財部でも、住

民のいろんな相談事を申請があったら、できるようにできるそういう体制づくりを

する。大隅も全く同じでございます。そういうことも含めて、職員の定数減も含め

て検討は必ずしてきました。 

 同じようなどこか、調査をしたというのはわかりますか。わからない。 

（何ごとか言う者あり） 

○市長（五位塚剛）   

 そういう分庁方式のこの段階で研修はしていないような状況でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 こうした非常に大事な問題を、九州圏内、全国に恐らくいっぱいあると思うんで

すよ。それがどれだけ機能を果たしているか、果たしていないは別問題として、実

際、分庁方式を含めていっぱいあるわけでありますから、そうした自治体の中で、

曽於市が一応取り入れるべきというか、参考にすべき自治体を本来だったら前もっ

て十分研修を含めて研究すべきなんですよ。それがされていないんですよ。されな

いまま、いわばもう平成30年度から検討委員会、あるいはアンケート調査を行って

いるって。これでいいのかというんですよ。 

 もとに戻りますけど、私たちは当局も議員も14年前の合併のこのことを片時も忘

れてはならないと。合併は３カ町対等合併だったんですよ。対等合併の中で、いわ

ば教育委員会等が残されたんですね。そして均衡ある発展ということが掲げられた

って。 

 ですから、市役所再編をどういった方法でやっていくか。あらゆる方法をやっぱ

り研究すべきですよ。研究した結果、やはり本庁方式が一番ベター、ベストじゃな

いけどベターであるというふうに至ったら、ここで大いに議論を戦わせたいんです

よ。私もそれなりの準備をしておりました。しかしそれ以前の問題として、研修を

含めてしていないわけだから。これはもう６月以降、また改めて取上げます。 

 今後、もう今科学の時代でありますから、自治体に限らず大企業等が典型的では

ありますけれども、国内だけではなくて海外に幾らも重要な拠点を持っております。

テレビ会議等含めてやっているって。そうした時代なんですよね。 

 総務課長にお聞きしますけども、末吉本庁から財部、大隅支所まで何km、おおむ

ね大体平均速度で何分かかりますか。 
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○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 大隅支所、本庁と大隅支所の間につきましては、およそ８km、時間で10分ちょっ

とだと思っております。 

 財部支所につきましては、およそ11km、時間にいたしまして15分ちょっとという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 市長、わずかに大隅まで８km、10分、あるいは財部まで11km、15分程度ですよ。

今後10年後、20年後はもっともっと、私たちの今の考えているよりも、時間的にも

距離が近くなると思うんですよ。科学の時代でありますから、もう今は。 

 ですから、教育委員会・福祉事務所を残すことで、マイナス面ももちろん机上計

算では集約を図れない面、もちろんありますけれども、それ以上に、やはりそれぞ

れ残すことを、目に見えない、計算できないメリットが私は必ずあると確信いたし

ております。そこが大事な点じゃないでしょうか。そこを研究すべきだった、少な

くとも。研究の結果を全員協議会を含めて、あるいは本会議の私を含めた質疑の中

で答弁をしていただきたかったんですよ。 

 しかし、まだ今からでも間に合います。まだ間に合います。末吉の本庁の増築も

これからありますから。その点で、私たち、私を含めて議員も、もっともっと地域

の、あるいは市民の代表として勉強をしなければなりませんけれども、これはお互

いにですね。 

 市長、この問題では、市役所再編、支所再編問題では、議会の意見を尊重されま

すか。議会の意見というのは過半数でもあり、あるいは全員一致でもあるでしょう。 

 これまでも私は長年の議員活動の中で、一般質問の中で、田崎町長、合併前の池

田町長、合併後の池田市長に対しても、幾つかの事業においては意見、見解が出た

場合には、町長、市長、議会の意見は尊重されますかということを何回かお聞きし

て、例外なく議会の意見、意思は尊重しますという例外なき答弁でありました。こ

の問題でも市長は、議会の意見は尊重されますか。確認をさせてください。 

○市長（五位塚剛）   

 この間、各検討委員会を含めてあらゆることについては、多分９回ほど全員協議

会で内容を全て議会の皆さんにお示ししております。そういう前提をもとに、議会

の方々も予算をこれまで認めていただきました。今の段階でも議会の声は尊重した

いというふうに思います。 

○１９番（徳峰一成議員）   
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 議会の意見は非常に大事な、尊重しているのは重みを持っておりますので、その

ように受けとめております。同僚議員の皆さんもお互いその点を地域の代表として

受けとめていきたいものでございます。 

 次の質問に関連して入ります。 

 この事業費の問題でございます。私はこの発言通告要旨の中で、28億7,000万円

と書きましたけども、私の計算の間違いでありまして、末吉本庁、大隅支所、これ

は中央公民館と一応複合施設、財部の支所をそれぞれ建てかえた場合、建築した場

合に事業費は24億1,000万円でございます。24億1,000万円でほぼ一定額は、増減は

やむを得ないといたしましても、おさまるものとして、市長は確信をもって答弁、

確認ができますか。まずこの点から質問いたします。 

○市長（五位塚剛）   

 現時点では、この金額に沿って進めてまいりますので、そのように考えておりま

す。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 なぜかといいますと、先ほど申し上げましたけども、例えば現在進行形の岩川小

学校の解体、移転改築も、昨年の６月の段階では、議会への答弁は17億7,000万円

だったんですよ。まだ１年たっておりませんが、今のこの３月の段階では22億円、

22億円を超しそうであります。 

 あるいは、現在進行形であるもう一つの末吉の中央公民館も、昨年の段階までは、

同じ６月、３億数千万円だったんですよ。これが４億6,000万円以上になりそうで

あります。そう大きくない建物であっても、１億円とか４億円以上ふえております。

そうした疑問点があるからでございます。 

 時間の関係で一、二点質問いたしますが、例えば大隅支所の場合は、中央公民館

との、いわば複合施設であります。その中には当然２つの施設の解体費用が入って

いるはずであります。あるいは、新たな土地を購入するかどうかはわかりませんけ

ど、購入した場合は購入費、あるいは造成費も入らなければなりません。 

 これらの費用は、この大隅の支所の場合が金額で８億2,000万円でありますけど

も、８億2,000万円の中で解体費、土地取得費、造成費、それぞれ幾らで一応試算

されておりますか。 

 同じく財部支所も４億6,000万円の事業費でありますが、４億6,000万円の中で、

例えば解体費用を幾らで計算されておりますか。とりあえず今回はそのことだけを

お聞きいたします。 

○財政課長（上鶴明人）   

 それではお答えいたします。 
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 今ありました大隅支所の関係でございます。大隅支所の関係につきましては、解

体費とそれからそれに伴う設計費、それを含めまして約…… 

○１９番（徳峰一成議員）   

 別々で言ってください。 

○財政課長（上鶴明人）   

 あ、別々ですか。 

（何ごとか言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   

 今現在、解体工事の設計費を344万円ほど見ております。それと、解体工事費の

ほうを6,580万円ほど見ているところでございます。 

 続きまして、財部支所の関係でございますが、財部支所の解体費は同じく344万

円ほどですね。それと、解体の工事費につきましては5,400万円ほどを考えておる

ところでございます。 

（何ごとか言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   

 申しわけございません。あくまでも財部支所の関係は財部支所ですが、あ、済い

ません。今言われたのは大隅支所の中央公民館の関係を言われていると思いますが、

今回この中には大隅の中央公民館の事業費は入っておりません。 

 以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 それと土地取得費。 

○財政課長（上鶴明人）   

 申しわけございません。今のところ場所とか、それにつきましてはまだ決定はし

ておりませんが、概算としまして4,800万円ほどを今考えているところでございま

す。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 大隅の4,800万円は、この８億2,000万のところに入っていますか。造成費を含め

て幾らですか。再三確認です。 

○財政課長（上鶴明人）   

 今ありました８億2,000万の中に用地購入費、それから造成工事費は入っており

ます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 それは幾らですか。 

○財政課長（上鶴明人）   
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 造成工事費につきましては3,500万円でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 土地取得費は入っていないわけですね。 

○財政課長（上鶴明人）   

 いえ、土地取得費も入っております。８億2,000万の中にですね。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 それは幾らですか。取得費。 

○財政課長（上鶴明人）   

 4,800万円でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 解体費用が5,400万とか6,500万前後であります。それから造成費用が3,500万円、

取得費が4,800万です。一般的に言いまして、あれだけの面積で現状を考えた場合

に、この解体費用を含めて、あるいはこれまでの、例えば岩川小学校の解体費用を

含めて参考にした場合に、本当にこれだけで済むもんなんですか。市長は今のこの

24億余で対応したい、できるようなことを基本的には考えておりますけども、本当

に大丈夫ですか。例えば解体費用一つとってもですね。 

 再度確認いたします。今後ずっとこの議事録、質疑が残りますので、これを踏ま

えて今後もずっと私、来年、再来年と質問せざるを得ないんですよ。もっとまた事

業費がどれだけかかるというのは、ある意味では莫大な事業費でありますから、軽

視できない、無視できない内容があるために質問をせざるを得ないんですよね。大

丈夫ですか、24億円で。 

○市長（五位塚剛）   

 やはりこの問題は、現段階でいろいろ精査して金額をはじき出しました。これで

進めるようにしたいというふうに思います。 

○財政課長（上鶴明人）   

 申しわけございません。総事業費の関係でございますが、答弁書の中の１の⑨で

すね。議員の質問に対しまして、下段のほうですが、当初、本庁舎の増築分を11億

3,000万円、約11億3,000万円と計画しておりました。その後、今現在、本庁舎の増

築分につきましては、現在のところ備品等を含めまして約16億4,000万円に計画を

変更しておるところでございます。そういたしますと、総事業費が先ほどありまし

た24億1,000万円から29億2,000万円という形に今動いているところでございます。 

 この増額分につきましては、先ほどの市長の答弁のほうでありましたとおり、発

災時の行政機能を維持するための地震の揺れに強い免震構造の導入と、市民の皆様

が可能な限り各課を回らないようにしたいということで、市民、税務、保健、福祉
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を１つのフロアに集約する総合窓口を設置して検討した結果、増築分の面積が当初

の1,800㎡、これから2,300㎡へと500㎡ふえたことによるものでございます。 

 以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 私が声を大にして申し上げたいのが、最初のこの計画の設定が余りにも大ざっぱ

過ぎるということなんですよ。これに尽きるということなんですよ。ついこの前ま

での全員協議会の提出資料では、あれはつい11月、昨年の11月の市民説明会では、

例えば末吉の本庁舎11億円余で11億3,000万円でできるということだったんですよ

ね、文書でも。それがわずか３カ月後の本会議で、きょう初めて議員の皆さん知っ

たですよね。11億円が16億4,000万円にふえているんですよ。理由づけはいろいろ

あるんですよ。だからといって、全体の事業費の設定が最初よかったのかどうかを

問いたいんですよ。これは大隅も財部支所も同じなんですね。 

 これはまあまあ繰り返すのは、現在進行形の末吉の中央公民館、あるいは大隅の

岩川小学校についても現在進行形で事業費がふえ続けていると。１億円、２億円、

３億円、４億円単位で。いう事例があるからなんですよ。非常にこれはお寒いです

ね。 

 ６月議会で改めて、これは時間をとって質問いたしますので、もっとしっかりと

最初の基本的な事業費の設定をしてください。これ以上は質問してももう空中での

議論にならざるを得ないからでございます。確かな、基礎的な土台、資料が不透明

であるからでございます。 

 以上で、この項目は質問を終わります。 

 次に、超過勤務について質問いたします。 

 冒頭質問いたしましたけども、本年度の台風災害があったとはいえ、土木係を中

心とした１年間に700時間近い、１カ月に100時間を超えるようなこうした超過勤務

の実態は、課長答弁にありましたように総務省の、いわばこれは通知癩癩課長、通

知でいいですか、これは癩癩通知からも逸脱していると。超える数字でございます。 

 本来だったらこれは議会に全員協議会で報告すべきだったですよ、これは。そう

ですよね。こんな大事な問題を。国の指針、通知にも逸脱しているんだ。これも

１人や２人じゃないんだから。 

 なぜ、全協に報告しなかったんですか、こうした大事な問題。だから回り回って

私の、私だけじゃないと思うんですが、私たち議員の中にもこういった話が伝わっ

てきたんですよ。なぜ全協に報告しなかったんですか、こうした大事な問題を。全

協でもあれこれともう個別的な報告は先日たくさんあったですよ。これらよりもは

っきり言って比較したらもっと大事な問題でありますよ。なぜ報告しなかったんで
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すか、これは副市長含めて。 

○市長（五位塚剛）   

 基本的には職員が安心して働ける環境づくりを進めております。それと、各課の

技術職員の配置も能力の状況、また仕事量の状況を見てやっております。先ほども

答弁いたしましたように、場合によっては全体的にカバーをしながらやっておりま

す。 

 ただ、御承知のように、昨年の７月のあの集中豪雨で20億を超える災害が発生し

ました。それを職員が一生懸命、これは…… 

○１９番（徳峰一成議員）   

 そういうことは聞いていない。いわゆる何で報告がなかったかということを聞い

ている。 

○市長（五位塚剛）   

 いやいや、それは大事なことなんですよ。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 それはもう知り尽くしているわ。 

○市長（五位塚剛）   

 そういうことですので、職員に頑張ってもらうようにお願いをしまして、その分

ちゃんと休養もとってもらうようにしておりましたので、報告はしておりません。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 いや、全協ですよ。全協になぜ報告しなかったということを私は聞いているんで

すよ。国の方針を逸脱しているわ。 

○市長（五位塚剛）   

 逸脱というより…… 

○１９番（徳峰一成議員）   

 逸脱ですよ、明らかにそれ。 

○市長（五位塚剛）   

 災害の場合は認められているということを報告しましたですがね。そういう状況

だから、特別全協に報告しなければならないという義務はないところでございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 さっきもまた繰り返すの。災害の場合であっても、課長答弁あった100時間が上

限だったですよね、課長。170時間も認められているんですか、災害は。それも

１例じゃないですよ。２例、３例、４例とありますよ。 

○総務課長（今村浩次）   

 先ほど、最初の段階で答弁いたしましたけれども、そのように決まっております
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が、ただし、やむを得ない場合は、これを超えることができるというふうに答弁は

させていただいたところでございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 原則例外ですよ。副市長、どなた担当ですか。こうした大事な問題を、２人の副

市長も職員経験者ですよ。いわば自分の子供たちが仕事しているわけですよね、年

齢的にも。いろいろ意見が出されたと思うんですよ。ですから回り回って私のとこ

ろにも来たんですよ。なぜこのことを少なくとも全員協議会では報告すべきですよ、

こういった大事な問題はですね。 

 なぜそういったことを意見具申も含めてされなかったんか。それぞれお２人の副

市長、大事な問題であります。お答えください。 

○副市長（大休寺拓夫）   

 災害事務については私のほうで担当でございますのでお答えいたします。 

 この災害につきましては、平成28年災、600件を超す公共災がございました。そ

れを踏まえまして各技術者を集めて、どうした対応がいいのかということで、全市

体制で臨むということも決めてやっておりました。そういう中で、それぞれ今回は

160件公共災でございましたので、それぞれの技術者の中のそれぞれ課長がおりま

すので、交えて、どういう体制をとっていくかということで、今回は、加勢ができ

るものについては加勢を、財部、末吉からやっていくということで取り決めをした

ところであります。 

 基本的には、土日も出ることがあるわけですけれども、平日は当然やっていかな

いと間に合いませんので、最低土曜、日曜休みがありますから、どちらか休みまし

ょうよという取り決めもしながらやってきたところです。 

 ですから、いろいろまた、大隅のほうが一番多かったわけですけれども、そこの

現場につきましては、それぞれ末吉から加勢をもらう分、財部から加勢をもらう分、

そこもちょっと話をしていただいてやってきております。 

 我々としては、技術者の責任者も含めてですけれども、そこは対応できていたと

思いますが、ただ、こういう問題が出てきたのは、その現場現場におきまして、現

場の現場確認、あと帰ってからの精査、設計、災害査定と、この流れがございまし

て、なるべく分業化をしなさいと。想定外を超える２倍、３倍の災害が来た場合は

対応できませんので、必ず分業化をして、それぞれ技術者で割り振ってしなさいと

いうことではあったんですけども、なかなかそこができない部分もあったというこ

とで、今回は、一人一人のちょっと超過時間が長くなってしまったというのが実態

でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   
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 全協ではなぜ報告しなかったかということを聞いているんです。 

○副市長（大休寺拓夫）   

 全協では、今言われたとおりに、今総務課長からありましたとおりに、これは災

害特例的なものでございますので、特に違反はしていないということで認識をして

おります。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 違反をしていなかったらもう全協に報告する義務はない、必要はないという受け

とめですね。これでいいんでしょうか。今後、取り上げていかざるを得んですね。 

 お聞きしますが、これで体を壊した職員とか御家族、御家族の中でも奥さんなん

かは相当心配している事例もあります。はっきり言って。体調を崩したりとかいう

事例はないですか、確認いたします。 

○市長（五位塚剛）   

 28年災のときはかなり苦労されて、家族の方々から心配の声がありましたけど、

今回の場合はまだ進行中であります。だから進行中の状況の中で、今具体的に何か

が起きているということはありませんけど、私のほうには、職員のほうから体調が

悪いとか、何か問題があるということは聞いていないところでございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ２人の副市長にお聞きします。今、同じ質問です。副市長が全体を把握するとい

うのは癩癩市長ではどうしても限界がありますよ癩癩非常に大事なことだと思うん

ですね。時々のこの超過勤務限らず、職員の方々の悩みとか不満とか要望とか意見

とか、これを課長を通して、あるいはじかにどういった点であるか。特に超過勤務

というのは100時間を超えている職員が何人もいるわけですから。これもう連続し

てですね。意識的に聞き取りを含めて今後に当たるべきであったと思っております。

私も知っているわけだから。だから副市長が知らないはずがないですよ。そういっ

た事例は全く把握していなかったですか。 

○副市長（大休寺拓夫）   

 一部家族の方が心配をされているという声は聞き及んでおります。それも受けま

して、それぞれ土木技術者の連絡会というのを持っておりますので、全技術者の会

ですね。そこのまたトップはそれぞれの課長でございますから、課長にそういうこ

とも相談をして、どういう割り振り、それは支援ができるかということもその都度

お願いをしたところでございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 この問題は、今後のやっぱり市役所再編、支所再編にも影響が全くないわけじゃ

ないし、またそれとは関係なく、今後とも大きな災害、予期せぬ災害は起き得るも
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のとして私たちは考えていかなければならないということですね。深い教訓としな

ければならないと受けとめております。その点で、１カ月にもう100時間を超える

ような残業時間、これが続くようなやはり勤務体制のあり方というのは、十分に考

え直すべきじゃないかと思っております。 

 その点で、今後の対策案を含めて、現実に本年度進行形において起きている問題

でありますので、特にトップの市長の責任というか考え方、非常に大事だと思いま

すので、今後、こうしたことが二度と行われないということを含めて答弁をしてく

ださい。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちは常に残業をしている職員の状況を担当課長から報告を受けております。

そして、その人のケアについても体制をとっております。 

 今回の市の庁舎の再編は、やはり技術者を本庁にまとめて、やっぱり集団性で検

討していくということがもうやっぱり基本であろうということでございます。各支

所で本当に遅くまで頑張っている職員が苦労しないように、ある程度、この本庁で

まとめてお互いに助け合うということが、やはり今の言われるような問題も解決に

つながるというふうに思っておりますので、基本的には努力をしていきたいという

ふうに思います。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 なくす方向で、受けとめていいですか。 

○市長（五位塚剛）   

 どういうことですか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 なくす方向ですよ。こういったもう非常に時間を超えた超過勤務は今後なくす方

向で。 

○市長（五位塚剛）   

 努力はしますけど、それはもうその当時の災害等のことがありますので、簡単に

なくすということはできないと思いますけど、技術職をただふやせばいいという問

題でもありません。技術職が退職した後は採用しますけど、その採用した人が退職

した人と同じレベルになるかというと、そうではならないわけですから、非常に難

しいものでありますので、努力はしてまいりたいと思います。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 私ももう最後であります、質問が。具体的に職員をふやせということは全く言っ

ていないんですよ。簡単でないということも十分、これは議員サイドからの長年の

中でわかっているつもりであります。しかし、やはり対応が、議会報告するに弱か
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ったという点は指摘せざるを得ません。 

 また、今後の支所再編の中での特に大隅、財部の職員が30名に最終的には減らさ

れると。そうした中で臨時職員、パート職員、フルタイム職員がどのように配置さ

れるかを含めて、十分に研究しなければいけない問題もありますので、きょうは時

間の関係でもう質問はできませんでしたけども、今後６月議会以降で、これの問題

は質問をいたします。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ここで質問者交代のため、暫時休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時３８分 

再開 午前１１時４０分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第２、上村龍生議員の発言を許可いたします。 

○６番（上村龍生議員）   

 創政会の上村龍生です。 

 本日は通告に従いまして、２項目についての質問を行います。 

 まず１項目めです。曽於市における新型コロナウイルス感染対策についてであり

ます。 

 昨年の12月、中国武漢市で発生が報告され、現在も中国を初め世界中で感染が広

がっている新型コロナウイルス感染について、緊急の対策が求められております。 

 対策につきましては、国・県・市町村・市民それぞれのレベルでできることの対

策が必要であると考えております。曽於市内でも最近はマスクが入手困難になった

り、開店と同時に売り切れになったり、という状況があるというようなことで市民

の間でも心配もする声も聞かれるようになりました。必要以上に騒ぐ必要はありま

せんが、少しでも市民の皆様の不安を取り除くために必要な情報は提供しながら、

曽於市としてできる対策は粛々と進めておく必要があると思います。 

 そこで、曽於市での対策について質問をします。 

 ①現在の新型コロナウイルス感染の概要を説明してください。 

 ②国内での感染状況について伺います。 

 ③新型コロナウイルス感染者が乗船していた豪華客船が鹿児島港に寄港しました。 

 さらに、志布志港からは週２便コンテナ船の中国への定期航路が運行しておりま
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す。 

 また、鹿児島空港から航空機での中国への渡航、さらに関東・関西方面への移動

制限等はありません。現在の状況です。危機管理の観点から曽於市としての考え方

を伺います。 

 ④2003年新型肺炎ＳＡＲＳが発生をしましたが、今回のコロナウイルス感染対策

と似たような経験をしています。曽於市として今回の対策について、以下の点の説

明をしてください。 

 イ、医療機関との連携について伺います。 

 ロ、保健所との連携について伺います。 

 ハ、消防署（特に救急隊）との連携について伺います。 

 ⑤曽於市で感染者が発生した場合の対策について、一連の流れを説明してくださ

い。 

 ⑥曽於市における新型コロナウイルス感染症対策は、危機管理の観点から事前の

準備が極めて重要であると考えますが、市長の見解を伺います。 

 ２項目め、曽於市の公共交通や思いやりバス・タクシーを補完する支え合い交通

の考え方についてです。 

 曽於市内では、現在ＪＲ九州・鹿児島交通の未運行地域を曽於市思いやりバス・

タクシーが運行して、できるだけ地域住民に不便をかけない地域交通体制がとれる

ようになっております。 

 しかし、今後も進行すると思われる少子高齢化社会の中、特に中山間地域の高齢

者等の交通弱者に対する交通手段の確保は社会的課題になってくると思っておりま

す。 

 現状の取り組みで、将来的な社会的課題を克服できるのか、どのように考えてい

くべきかを探りたいと思って質問をしていきます。 

 ①高齢化率が40％以上の場合、そのまま放置すると10年後の人口は半減すると言

われております。将来的に公共交通の主流である鹿児島交通の運航体制が現状で維

持できるかの見通しを伺います。 

 ②鹿児島交通の運航体制が縮小された場合、曽於市の思いやりバス・タクシーで

鹿児島交通縮小分のカバーは可能か伺います。 

 ③中山間地域の高齢者等の交通弱者は、将来的には今以上に点在していく可能性

がありますが、このことについてはどのように考えるか、伺います。 

 ④創政会では、福島県伊達市で行われた支え合い交通の実証実験の視察に伺いま

した。 

 「支え合い交通」とは、住民同士の支え合いによって実現する送迎サービスです。
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送迎者と被送迎者のマッチングは、位置情報や余暇時間を加味して乗り合いを含め

た効率的なマッチングを実現するために、専用のシステムによって実施します。市

内の公共交通（鉄道、バス、思いやりバス・タクシー）を補完する手段として、地

域公共交通空白・不便地域の解消や持続可能な地域交通の構築を目指すものです。 

 支え合い交通について当局として何らかの情報があれば報告をしてください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、上村議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 １、曽於市における新型コロナウイルス感染対策についての①新型コロナウイル

スの感染の概要についてお答えをいたします。 

 コロナウイルスとは、発熱や上気道症状を引き起こすウイルスで、人に感染する

ものは６種類あることはわかっています。 

 そのうちの２つは、中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）や、重症急性呼吸器症候群

（ＳＡＲＳ）などの重症化傾向のある疾患の原因ウイルスが含まれています。残り

４種類のウイルスは、一般の風邪の原因の10％から15％を占めます。 

 今回の新型コロナウイルスは、これまでに報告されていない呼吸器感染症と言わ

れています。現時点での潜伏期間は１日から12.5日とされており、また、ほかのコ

ロナウイルスの情報などから、感染者は14日間の健康状態の観察が推奨されていま

す。 

 感染源や感染経路は現在調査中ですが、飛沫感染と接触感染が考えられています。

人から人への感染は認められるものの感染の程度は明らかではありません。 

 世界保健機関等によりますと、今回の新型コロナウイルスに感染し発症した際の

主な症状は、発熱、咳、息苦しさなど呼吸器症状、それに筋肉痛や倦怠感などが報

告されており、重症化した場合、肺炎や呼吸困難を引き起こしたり、腎臓の機能が

低下したりすることがあると言われています。 

 １の②国内での感染状況についてお答えいたします。 

 国内の発生状況につきましては、令和２年２月12日現在で国内での感染者16人、

チャーター便での帰国者12人、クルーズ船で174人、合計で202人の新型コロナウイ

ルスの陽性が確認されています。 

 １の③危機管理の観点から曽於市としての考え方についてお答えをいたします。 

 報道でも周知のとおり、中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降新

型コロナウイルスに関連した肺炎の発生が複数報告されており、現在厚生労働省が

必要な情報の収集、公表を行っておりますが、このような中で、関係機関と情報を

共有するとともに、医療機関等と連携し感染防止に向け、全力で取り組んで本市の
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感染患者の発生に備え、対策に万全を期する必要があります。 

 今後もそして遠い将来にわたっても、常にあらゆる災害がいつでもどこでも誰に

でも起こり得ることを意識するとともに、その事前・事後対応について、個人でそ

して組織として充分な具体的対策を確立しておくことが極めて重要であると考えて

おります。 

 １の④のイ、医療機関との連携についてお答えをいたします。 

 新型コロナウイルスに関連した感染症については、令和２年２月１日に、感染症

法に基づく指定感染症に指定され、医療機関の受診方法が変わります。厚生労働省

が発出した事務連絡では、医療機関においては保健所との連携を図り、感染症が疑

われる方の相談があった場合、その方への適切な診察を行えるよう感染症指定医療

機関の受診に関する調整を行います。市といたしましては、適正に受診できるよう

に市民に広報を行います。 

 １の④のロ、保健所との連携についてお答えをいたします。 

 市といたしましては、国及び県が発信する情報を収集し、保健所との連携のもと、

地域住民が混乱しないように広く周知することで、感染が疑われる場合に市民の方

の不安を軽減し、感染症の蔓延をできる限り防止する観点から、必要な情報を的確

に提供できるよう体制を構築します。 

 １の④のハ、消防署（特に救急隊）との連携についてお答えいたします。 

 地域における搬送体制の確保の観点から、消防署との密な情報共有、連絡体制を

図り、円滑に医療機関等に搬送できる体制を構築します。 

 １の⑤曽於市で感染者が発生した場合の対策についてお答えいたします。 

 感染対策について全体的に一連の流れについて述べますと、現段階では新型イン

フルエンザ等対応マニュアルをもとに役割や発生時の対応策等を明確にし、また発

生段階ごとの具体的な対策が円滑にできるよう万全を期していく必要があります。

発生前においては健康危機管理部を設置し、関係部署等が連携・協力して情報収集

し共有して発生に備えた準備をします。 

 新型コロナウイルスが発生し、政府対策本部、県対策本部が設置された際には、

国や県からの指示や情報に留意し、各関係機関や部署等と情報共有を行いながら、

対応の準備を行い、市長を本部長とした曽於市新型コロナウイルス対策本部を設置

し、必要な措置や対応を実施します。 

 また、曽於市新型コロナウイルス対策協議会を設置し、各関係機関との情報共有

を行い、発生時に円滑な連携を図ります。曽於市では先日曽於市新型コロナウイル

ス健康危機管理部を設置し、情報の共有化、今後の対策実施等について協議したと

ころです。 
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 １の⑥危機管理の観点から曽於市における新型コロナウイルス感染対策について

お答えをいたします。 

 新型コロナウイルス感染対策においては、その病原性が高く感染力が強い場合、

多数の市民の生命・健康に甚大な被害を及ぼすほか、全国的な社会・経済活動の縮

小・停滞を招くおそれがあり、市としても危機管理の問題として取り組む必要があ

ります。市は、県及び他の市町村と相互に連携を図り、一体となった取り組みを行

うことが求められます。新型コロナウイルス感染が発生する前においては、事前準

備の進捗を確認し、市一体となって取り組む必要があると思います。 

 想定される危機事象に対する市の危機管理対応の基本は、平常時においては起こ

り得る危機事象の把握及び事前対策の確立を、危機事象の発生時おいては速やかに

初動体制を確立し、実効ある各種対策を迅速かつ的確に実施できるよう職員一人一

人の危機管理意識の高揚を図ることが極めて重要であり、これにより市民の生命、

身体及び財産への被害を防止・軽減するとともに、市政運営への支障を最小限にす

るものであると考えております。 

 ２、曽於市の公共交通や思いやりバス・タクシーを補完する支え合い交通の考え

についての①鹿児島交通の運行体制が現状で維持できるかの見通しについてお答え

いたします。 

 ２月３日の曽於市地域公共交通会議において、出席委員の鹿児島交通株式会社か

ら乗務員の確保が特に厳しいとの報告があり、今後乗務員が確保できなければ市内

を走る公共交通を維持することは大変難しいとの見解を伺っております。 

 ２の②鹿児島交通の運行が縮小された場合、曽於市の思いやりバス・タクシーで

カバーすることが可能かについてお答えをいたします。 

 現在、市内全域を走る28路線を大隅町２社、財部町２社、末吉町２社の計６社で

運行してるところです。これに加えて鹿児島交通分を補うのは、車両の確保や人員

体制などから大変難しいと考えます。 

 ２の③中山間地域の交通弱者が今以上に点在していく可能性をどう考えるかにつ

いてお答えいたします。 

 現在の路線上で利用者が増減しても大きな問題はありませんが、この区域外で利

活用することは大変難しく、新たな交通対策の必要性を痛感しているところです。 

 ２の④支え合い交通についてお答えいたします。 

 福島県伊達市が推進する共助社会構築推進事業の一環として、遊休車両を有効活

用した乗合送迎サービスを、富士通株式会社と共同で実証実験を行っているものと

承知しております。 

 地域交通については昨年９月議会でも御意見をいただいておりましたので、京都
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府京丹後市や千葉県市原市など全国各地で実証実験等が行われ、それぞれの地域の

特性にあった交通対策が検討されていると認識しております。交通空白・不便地域

が今後想定される中、曽於市でも曽於市の特性にあった地域交通の構築を研究して

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ここで、昼食のため上村議員の一般質問を一時中止して、休憩をいたします。 

 午後は、おおむね１時から再開いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 零時００分 

再開 午後 １時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 上村議員の一般質問を続行いたします。 

○６番（上村龍生議員）   

 ２回目の質問に入ります。 

 新型コロナウイルスのところでありますけれども、１回目の質問で概要やら今の

国内での発生状況等を伺いましたけれども、さっき調べた情報では、皆さん御承知

と思うんですけど、19日現在の中国の状況が発生者が７万4,185人、死亡者が2,004

名で、国内の状況は18日現在で67名発生をして１人死亡、ただクルーズ船のほうが

18日現在で542名。ＷＨＯによると中国のこの発生状況について中国の数字の発表

と、僕はＷＨＯの数字を余り信用していないんですけれども、死亡率が２％、ただ

し８％が命にかかわる状況、14％ぐらいが重症化をするという発表をしております。

中国は、一部によるとゼロの数が１つから２つ違うんじゃないかなという報道もあ

ります。これは不確実な情報でありますけれども。 

 曽於市における状況のところのお話、③のところでさせてもらったんですが、曽

於市民の中でも、冒頭申し上げましたように、関東地方とか関西とか、人混みのと

ころに出入りをする機会はかなりあります。市役所の職員かれこれ、それから議会

にしても、それぞれあると思うんです。 

 それプラス、やっぱり一番懸念しているのは、中国からの出入りが、ある特定地

域を除けば完全に団体客は制限されているけども、個人の旅行者は完全にフリーパ

スで入って来れる、行ける、こういう状況が現実にあります。 

 それから、ＷＨＯもこれは認めているんですけども、感染力のほうは通常のイン
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フルエンザに比べるとかなり強いという報告もされております。 

 こういうことを考えると、曽於市内で全くこの感染者が発生をしないよという保

証はないのではないかなというふうに思うんです。台風災害や自然災害と同じよう

にやっぱり恐れを持ちながら、しかし、事前の対策は冷静にしっかりと進める必要

があると思うんですが、市長、この点いかがでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 この点につきましては、市民の皆さんたちに、このコロナウイルスの関係の注意

喚起をＦＭでも行いました。 

 また、課長を含めた人たちと、今、対策会議も開きましたので、引き続きそうい

う意味では努力をしていきたいなと思います。 

○６番（上村龍生議員）   

 その件は後で触れますけども、今、広報されているのも承知をしております。そ

れも含めて、ぜひ継続的にお願いはしたいと思うんですが。 

 ちょっと質問が前後するんですけども、⑤のところでの質問を、通告では感染者

が発生した場合ということになっていますが、答弁書もそれに限らず疑いのある方

の対応が載っているんですが、市民の方々が一番関心があるところは、やっぱり発

熱等のその症状が出たときの心配をされると思うんです。そのときの対応をどうす

るのかということを、私は、この質問をしたのは、基本的には国の対応も非常に遅

いし、そういうことの話もなかったんですが、17日になってやっと新型コロナウイ

ルス関連でこういう症状がある方についての対応をまとめられましたよね。37.5℃

の発熱が、風邪に似たような症状が４日以上続く場合には中国人等との感染歴がな

くても保健所等へ相談をするように呼びかけを始めたという話を聞き及んでいます

が、その辺の詳細説明できますか。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それではお答えいたします。 

 この新型コロナウイルスの感染症について、当初、国が疑い例として感染者の定

義が、発熱が37.5℃以上、かつ、せきなどの呼吸器症状を有し、発症前14日以内に

中国の湖北省、浙江省に渡航または居住していた、または濃厚接触のある方を対象

に、一応保健所のほうへ電話連絡で診断をしてくださいということでありました。 

 先日17日に国のほうから、今度は感染症についての相談・受診の目安ということ

で、今、感染者が、恐れるには至らないですけど各地で報告されております。 

 今の段階では、さきに述べた疑い例の定義では対応し切れないということで、今

回17日に新しく国の方針を、多分、各都道府県のほうに出されていると思います。 

 その中で、まず市民の方にしていただきたいのは、相談、受診の前に心がけてい
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ただきたいことで、発熱等の風邪症状が見られるときは学校や会社を休み、外出を

控えてくださいと。そして、発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定し

て記録をしておいてくださいと。そういうことで、もしそういう症状が出た場合の

目安として、現在、保健所に帰国者・接触者相談センターが設置してあります。そ

の中で疑いを持っていらっしゃる方は全て電話相談をしていただきたいと。 

 今回の改正の内容を見ますと、風邪の症状が37.5℃以上の発熱が４日以上続く方、

解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。解熱剤を飲んで４日以上、熱が

下がらない方も一緒ということでございます。それに加えて、強いだるさ（倦怠

感）と息苦しさ（呼吸困難）がある方は、この相談センターに電話連絡をして正し

い受診をしてくださいということと、また、これから２つが今回新しくつけ加えら

れた方で、重症化をしやすいために、この状態が２日程度続く場合は速やかに相談

センターに御相談してくださいという方で、高齢者の方、糖尿病・心不全・呼吸器

疾患などの基礎疾患を持っていらっしゃる方等は、２日間ぐらいこういう発熱が続

く場合は、保健所、相談センターに連絡をしていただいて正しい受診をしてくださ

いということで、あと妊婦の方にも。重症化しやすい方のために早目に相談セン

ターに一応電話相談をしてくださいと。子供の方については、現時点では子供の方

が重症化したという例はございませんので、目安どおりの対応をお願いしたいとい

うことでございます。 

 今回、新たに加えられたのが、今回の新型コロナウイルス感染とインフルエンザ

の区別がなかなかつきにくい点もございます。そういう方につきましては、まず、

相談センターに電話をかけていただいて、通常と同様にかかりつけ医に相談して受

診をしてくださいということが今回新たに改正された内容でございます。 

 以上です。 

○６番（上村龍生議員）   

 はい、17日の一番最新版で言われたとおり、一般の方々への相談窓口が設けられ

たという理解だと思うんです。この点が一番曽於市にも関係があるところでありま

すので、その辺を要点をまとめていただいて、広報の中で生かしていただければと

いうふうに思います。 

 ④のところにちょっと返るんですけれども、それで各機関との連携のところをち

ょっと質問したいんですが、まず、医療機関との連携の、ちょっと確認をさせてい

ただきたいんですけども、ＳＡＲＳの事案が発生したときに、私、その対策を練っ

ていた、一緒に対応に当たっていた経験があります。医療機関や保健所、関係機関、

志布志はあそこは免疫所というんですかね、入国審査をする防疫ですかね、担当す

る部署があって、そこの関係者等と対策をいろいろやった経験があるんですけども、
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そのときに医療機関等の連携としましては、今、多分聞いた範囲では、まだ設置さ

れていないと思うんですけど、当時は専用窓口を設けたんですよね。なぜかちゅう

たら、一般の方々にまじってしまうと病院で感染がうつってしまうというおそれが

ある今回もあるんですけどね、そういうことは。発生していないところでは、あん

まり可能性はないかもしれないですけど、発生地域では実際あるわけですよね、一

緒に病院で感染するという可能性があるということで専用窓口等を設けていた事案

があるんですけど、今回はそういうところまでは、まだいっていないんですか。課

長。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それでは、上村議員の質疑に対してお答えいたします。 

 今現在、医療機関との連携につきましては、保健所が中心となって動いておりま

す。もし、市民の方が直接、医療機関を受診した場合、これは医療機関のほうで対

応をしますけど、その対応の後、保健所に連絡いたします。その保健所が検査をし

て、もし疑いがあれば、今、県内に帰国者・接触者外来という二次感染を治療する

病院に受診を案内をいたします。 

 また、この帰国者・接触者外来については非公表となっておりますので、実際、

正しい受診ができるように全て疑いのある方、保健所が中心となって、また医療機

関と連携して対応に当たっているところでございます。 

○６番（上村龍生議員）   

 保健所の点が出ましたので、保健所のところです。 

 これまでの国会等でのやりとりを見たり情報等を探った中では、非常に国として

の対応が遅いんじゃないかと、国がそういう状況なので、県はもっと遅いなという

気がしていたんですよね。ですから、保健所当局の対応というのは、市町村にこう

いうふうにやってください、こういうふうにしますという情報提供等やら、その対

策会議等を私はするべきではないのかなという気がしていたんですけども、その辺

のところは実情的にはどうなんですかね。 

○保健課長（桐野重仁）   

 今回の新型コロナウイルスの件につきましては、保健所と医療機関のほうはある

程度調整をしているみたいですけど、行政との調整はないところです。 

○６番（上村龍生議員）   

 多分そうだと思いました。ぜひ、その辺のところは市町村サイドのほうから申し

入れというか、やいやい言っていかんといかんのじゃないかなと私は思っています。

市民がいるのは市町村ですからね。何か出たときからでは遅いんではないかなとい

う気がしております。 
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 それから救急、特に救急隊、救急車の対応について、私、映像で見た範囲ではＳ

ＡＲＳのときと同じように運転席と患者席が区切って、あるいはビニールか何かで

隔離をした救急車が走っていたんですよね。ですから、そういう対応をしていたん

ですが、今回の動きはどんな感じですか。 

○保健課長（桐野重仁）   

 行政と消防署の連携につきましては、地域における搬送体制の確保の観点から、

消防署のほうに出向いていって確認をとったところでございますが、消防署と行政

との情報共有、それと連絡体制を密にとりながら、お互い情報交換しながら対応を

していくという確認はとれております。 

○６番（上村龍生議員）   

 今のところでは特別な対応はしていないと思うんですよね、現場サイドでは。た

だ、考えておく必要はあるのではないかなというふうには思っております。 

 現状では発生もしていないし、そんなに心配をする状況ではないと思うんですが、

それらを含めて、現在行われている広報活動と先ほど確認させてもらった一般の市

民、一般の風邪症状に似た発熱状況の方々への呼びかけを、またぜひ市と当局とし

てやっていただきたい。 

 まずは保健所への相談だと思うんですが、さっき相談窓口という話がありました

が、ここの曽於地区の場合には志布志保健所でいいんですか、その確認をさせてく

ださい。 

○保健課長（桐野重仁）   

 相談窓口につきましては厚生労働省と、曽於地域においては志布志保健所が相談

窓口になっております。 

○６番（上村龍生議員）   

 志布志保健所ということですよね。ですから、その辺を含めて広報の中に入れて

いただいて、何で、まずは相談かといえば、通常、飛び込みで医療機関に行った場

合のリスクがありますよと、感染のおそれもあるというような話も、どっかでかイ

ンプットできる状況に持っていく必要があるのではないかと思います。 

 市長、これまでこういう話をしてきたんですけども、市としての取り組み、今後

の広報のあり方等を含めて、再度、全般的なところで答弁をお願いします。 

○市長（五位塚剛）   

 この間、消防署との議会もありまして、対応も含めてお願いはしているところで

ございます。 

 また、市民の中から相談があった場合は、まず、保健所のほうとうまく連絡をと

ってくださいということを、はっきりわかるように指示をするように、きのうの会
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議の中でもしたとこです。 

 基本的には、この問題については恐れる必要は私はないと思います。当然ながら、

対応をしっかりとしていけば対応できると思いますので、今後、市民から相談があ

った場合でも十分意見を聞きながら、市としてできるものについては病院、保健所

等につなげていきたいというふうに思います。 

○６番（上村龍生議員）   

 そうですね。ただ、恐れるというのは、僕が言ったのは台風等と同じで、別段、

通常で恐れる必要はないんですが、何かあったときには大変だということは思いな

がら事に当たっていただきたいという意味であります。 

 それでは、２つ目のところ、思いやりバス・タクシー等のところの質問に入りた

いと思います。 

 １回目の質問のところで確認をさせてもらったとおりなんですが、実は、おとと

い、17日ですか、月曜日かな、鹿屋市で４市５町の議員研修が行われまして、その

中で鹿屋市長、中西市長の挨拶の中で、人口減少に入った局面での今後の懸念する

材料として４つほど上げられたんですが、多分共通の認識だろうと思うんですけれ

ども、人口は減ってくる、その中でもやっぱり福祉、保健の事業かれこれというの

はふえてくる状況にあって、それを含めた行政機構のどういうふうに見直しをして

いくのかという点、１つですね。それから、それに伴って学校の減少等もやっぱり

出てくる、それと人口減少に伴って自治会崩落等の現象がある。その中の４つ目に

指摘されたのが、思いやりバス・タクシーを含めた公共交通の破壊等を懸念をして

いるというお話がありました。 

 私も挨拶なので余り聞くつもりはなかったんですけど、それ聞いて、あっと思っ

て、ちょっと聞き入ってしまったんですが、公共交通体制の崩壊についての将来的

な懸念を持っているのは同じなんだなという気持ちを感じたところだったんですけ

ども、将来的な懸念としての、その公共交通に関して、市長の今のお気持ちをちょ

っと聞かせてもらえますか。 

○市長（五位塚剛）   

 通常の場合、曽於市においては車の免許を移動手段として勧めているわけですけ

ど、車の免許をどうしても返納しなければならなくなった方、また、免許を持って

いらっしゃらない高齢者の方々が今後どうなっていくのかというのが非常に大きな

課題であります。 

 ですから、交通対策協議会の中でもいろんな声を聞きながら対策を進めているわ

けですけど、現状としては、今、車の免許を返納した方については３年間の無料パ

スを出しておりますけど、今回も対策協議会で２年間の延長をしてもらうように議
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論してもらいましたので、許可が出ればそういう形での対応もしていきますけど、

それだけでは非常に難しい部分もありまして、私たち曽於市にとっては、今の鹿児

島交通さんのバスというのは非常に大事な部分がありますので、今後も何らかの形

での対応を考えなきゃならないのかなというふうに思っております。 

○６番（上村龍生議員）   

 これも人口減少の、今後考えていかなくてはいけない分野の１つの事案だと思う

んですけども。曽於市としても人口減少ができるだけやむように、市長は人口増と

言われていますけど、多分人口増じゃなくて、どれだけ食いとめられるかの話にな

ると思うんですが、いろんな手を打っているのは認めております。 

 ただ、全国的な流れの中で、この人口減少を食いとめるということは容易なこと

ではないというのも認識をしております。市長の答弁にもありましたけど、人口減

少対策を打ちながら、現状に応じた政策の転換、新たな政策というのも必要になっ

てくる時期が来るんだろうなというふうには思います。 

 先ほどの１回目の質問の１、２、３番のところで、鹿児島交通の体制も将来的に

維持できる、維持できるじゃなくて、保証としては維持できないほうが可能性は高

いというようなこと。それから、曽於市で運営しているふれあいバス・タクシー等

で、その鹿児島交通の縮小分をなかなかカバーできないのではないかなという見通

し等をされたわけです。私の質問は、今すぐ、どうこうという話ではなくて、10年

先、20年先にどうあるべきなのかなというところを探りたいという意味で質問をし

ております。そういう中で、１回目の質問でもしましたけども、創政会は福島県の

伊達市で行われた支え合い交通、ここは実証実験を行っていたんですが、について

の視察に伺いまして、その研修を受けてきました。 

 ちょっと内容的なところを説明させていただきたいんですが、福島県伊達市とい

うのは高齢化率が市全体では、まだ40％きていません。ただ、この実証実験を行っ

た地域というのは１つの校区みたいなところです。人口的には1,000人以下。ただ

し、この地区は高齢化率が42.9％、多分この伊達市というところで一番高いんじゃ

ないかなという地域でありまして、40歳以下の人口がほとんどというか少ない、75

歳以上の方の人口が21％程度、高齢化のとこ、過疎地です。 

 そういうところで、この実証実験を１年、今２年目に入っているというところだ

ったと思うんですが、やられていまして、その実証実験の中身は、送り手側、ドラ

イバーさんを市で登録をして、市のほうでその方を登録して、その登録のときにそ

の登録した方のいつ何時ぐらいから何時ぐらいまでは運行できますよと、送り迎え

できますよという登録情報を入れます。その登録情報を入れているのは、市販とい

いますか、運行業者さんに委託をして、そこで情報登録をしてもらっているという
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状況です。 

 それでその地域の、先ほど市長言われた免許返納者とか高齢者の方で欲しい方、

タクシーのかわりになるんですけど、そういう交通手段の欲しい方がこの運行シス

テム会社に連絡を入れて、いついつ、どっからどこまで行きたいという情報を入れ

て、それでその登録者の方と時間が合えば、そこで契約成立をするという形なんで

すれけども、この運行は一応無料でこの実証実験をやっておりました。無料で、プ

ラス、運行する人、登録者のほうがボランティアです、今回は、ボランティアです

けれども、やっぱり最近は有償ボランティアというんですかね、若干ガソリン代な

り、車も自家用車を使っているもんですから保険を掛けるとか、そういうところは

市のほうで面倒を見ているという状況でありました。 

 利用者のほうが、これは平日は、さっき言いましたけどデマンドなり、市の、曽

於市でいう思いやりバス・タクシー等があるもんですから、土、日、運行していな

いということで、土、日だけの当初は実験だったらしいんですが、２年目は要望が

平日にもやっていただきたいということ、多分平日のほうが多いと思うんですよね、

病院に行ったり、買い物が多いでしょうから。そういう意味で平日にしたんだけど、

ただ期間が短くて、なかなか利用者はふえなかったということだったということで

したが、利用者はやっぱりどうしても必要な方は使っておられる。特定の人たちで

すね、使っているのは。だから、普通に考えたらタクシーであれば有料になるけれ

ども、この方法でいけば無料の送迎がしていただけるという住民サービスを市がや

っているということになるんです。 

 これ、全域的にということは非常に難しいんでしょうけども、今後は考えていく

べき１つの姿なんだろうなと思いながら研修を受けたんですが、この伊達市さんの

ほうでは、今回はボランティアによる運行でありましたが、将来的には有料、タク

シーよりはある程度は差は出ると思うんですが、有料によるこういう支え合い交通

のシステムが構築できないかなということを探るというお話でありました。 

 ただ、これさっき言いましたけど、無償なんかですると、それも価格を抑えたり

すると、去年の９月議会でもちょっとしましたけども、白タクとの関係が出てきて

認められていないんですよね。 

 ただ、そこをクリアするために地域の運行業者さん、特にタクシーの業者さんが

入る運行に関する協議会というのが設置されて、その中で、要するに利害関係が相

反する市当局と運行会社さんが入った協議会の中で、自家用車による送迎が必要で

あるという答申が出れば、それを運輸局に申請すれば通りますよというお話ではあ

りました。ただ、それがどのような方向にいくかは、まだ不透明なんですけどね。

非常にこの方向性としては間違っていない方向性なのではないかというふうに思っ
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たところです。 

 先ほども申し上げましたが、今すぐにどうこうできるという話ではなくて、高齢

者と、特に免許証等の返納者、交通手段のない方々の交通手段の確保ということは

非常に重要な問題になってきております。今回の質問はこういう方法もあるという

ことの認識ぐらいでいいんじゃないかと思うんですが、市長どうですかね、高齢者

の交通手段の確保という観点、具体的なところじゃないんですが大枠のところ、先

ほどもちょっと答弁を求めましたが、大枠のところでの大筋で何か思いがあれば、

ちょっと聞かしてほしいんですが。 

○市長（五位塚剛）   

 今回初めて福島県の伊達市のこのやり方を報告していただきました。 

 参考になるべきものについては、また市の職員も研修をさせたいと思いますけど、

曽於市は旧末吉町から始まりました乗り合いタクシーの制度は、鹿児島県の中でも

非常に先進的な事例として県内各地からも、また県外からも非常に研修が多かった

とこでございます。それをさらに深めるためにデマンド的なものも取り入れており

ますけど、それでも非常に厳しい状況であります。今後どういう形が、本当に経費

的にもかからず、また、皆さんたちが利用しやすいのか、また、陸運局との申請の

関係もありますし、引き続き勉強はさせていただきたいというふうに思います。 

○６番（上村龍生議員）   

 人口減少という現実はもう避けられない事態でありますし、それに伴う１つの現

象としてのこの公共交通の確保というのも非常に難しい課題だと思います。いろん

なところでいろんなやり方が多分あるんじゃないかと思うんですが、それのところ

を十分に研究しながら、今後の施策のほうに生かせる方向を探っていただければと

思います。 

 以上、私の質問終わります。 

○議長（土屋健一）   

 ここで質問者交代のため、暫時休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 １時３６分 

再開 午後 １時４６分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、通告第３、渡辺利治議員の発言を許可いたします。 

○１４番（渡辺利治議員）   
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 14番、創政会所属、渡辺利治です。通告に基づき、２項目について質問いたしま

す。 

 令和元年度も残り少なくなりましたが、曽於市においては、昨年７月の豪雨によ

る甚大な被害を受け、市道の片側通行や田畑の復旧も大分残された状況の中に、令

和２年度の予算が提案されました。前年比34億7,500万円増の269億500万円であり

ます。 

 自主財源比率の極めて低い財政運営の中で、これまで同様にさまざまな行政サー

ビスは行っていかなければならないと思います。 

 所信表明にありますように、本庁舎施設整備に取り組むとありますが、昭和57年

建設の本庁舎及び支所庁舎の整備について、既存のものと新設の庁舎について、そ

れぞれどのようになっていくかを伺います。 

 次に、毎年目標に掲げる中に人口増対策がうたわれておりますが、現実には、ど

うしたら人口減を少しでも食いとめられるかという課題だと思っております。合併

後、約8,700人の減少している中で、今後の人口動態を見たときに見合う庁舎であ

るのか伺います。 

 続いて、２のほうに入ります。 

 曽於市の令和元年の農畜産生産物が報告されました。販売価格や天候に左右され

やすい野菜等の耕種部門では、68億5,000万円と横ばいであります。畜産部門にお

きましては、400億7,200万円と５億円を超える伸びであります。和牛生産牛がトッ

プと思いきや、実は５位で、肉豚が１位、以下、肥育牛、鶏卵、鶏肉となっており

ます。 

 きのうきょうの農業新聞に和牛の全国の動向が掲載されておりますように、専

業・兼業を問わず機械への投資も必要でありますが、農家の経営負担を抑えるため

に農業公社を設立し、多くの方々より喜ばれていると思います。昨年４月より稼働

しております公社の実績と、どのような問題点があったのか、また、農家より意見

等はなかったのかを伺います。 

 次に、農家戸数は畜産に限らず、高齢化によりやむなく減っていくのが現状であ

ります。大規模農家は各種の補助事業等を使い拡大しておりますが、これからは小

規模農家を減らさずに維持する、また、少しでも増産することが農業を発展させる

べきであります。本市の基幹産業である農業を守るための農業公社であります。今

後の課題について伺いまして、１回目の質問を終わります。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、渡辺議員の質問にお答えしたいと思います。 

 １、本庁舎及び支所庁舎の施設整備についての①既存庁舎と新設庁舎についてお
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答えいたします。 

 本庁・支所機能再編計画における庁舎整備について、本庁においては増築庁舎の

建設、支所においては支所庁舎の改築を予定しております。 

 本庁の増築庁舎については、令和２年度から３年度にかけて、現庁舎南側の向江

公園内に、２階建てで延べ面積を2,300㎡程度、事業費は約16億4,000万円を見込ん

でおります。 

 本庁の既存庁舎については、課の配置を変更して活用していく予定であります。 

 大隅支所庁舎については、令和４年度から５年度にかけて、文化会館近辺に、大

隅中央公民館との複合施設として、平家で面積1,600㎡程度、事業費は約８億2,000

万円を見込んでおります。 

 既存庁舎については、解体する予定であります。 

 財部支所庁舎については、令和５年度から６年度にかけて、同じ敷地内に平家で

面積800㎡程度、事業費は約４億6,000万円を見込んでおります。 

 既存庁舎については、西側の増築部分の庁舎を除いて解体する予定であります。 

 １の②人口減少の中で、今後の人口動向に見合う調査であるのかについてお答え

いたします。 

 本庁の増築庁舎は、市民、税務、保健・福祉部門を全て１階に集約し、市民の皆

様方が利用しやすい窓口にしたいと考えており、１階フロアの面積を1,150㎡と見

込んでおります。 

 ２階フロアについては、防災拠点としての設備や、通常時は会議室として利用し

ますが、災害時に自衛隊、消防、警察、国・県の職員等が一堂に会することができ

るスペースを確保したいと考えております。 

 支所庁舎は、最終的には30人の職員を考えていますが、支所庁舎開庁予定の令和

６年度には、各支所の職員数は45人程度と考えております。執務スペースとしては

800㎡程度を考えております。なお、支所の会議室は、大隅の場合は併設する中央

公民館の活用、財部支所の場合は現在の西側庁舎の再利用を検討しております。 

 よって、今回の庁舎の計画は、今後の人口推移を勘案した上で、市民の皆様が集

いやすく、利用しやすい庁舎にしたいと考えているところであります。 

 ２、農業公社についての①昨年４月から稼働の実績と問題点を部門別に伺いたい

についてお答えいたします。 

 昨年の４月からことしの１月末までの稼働実績ですが、水田の荒起こしから稲刈

りまでの受託作業面積が276.1ha、収入金額が3,145万3,634円、ゴボウのロータ

リーから収穫までの受託作業面積が19.1haで、収入金額が290万6,274円、ロータ

リー、プラウ、土壌消毒等の受託作業面積が50.3haで、収入金額が241万5,897円、
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ソバの収穫の受託作業面積が13.6haで、収入金額が115万875円、飼料の刈り取りか

ら梱包までの受託作業面積が17haで、収入金額が65万3,530円、その他作業の収入

金額が156万2,603円で、合計の収入金額は4,014万2,813円となっております。 

 また、問題点でありますが、天候によって作業がおくれて利用者に迷惑かかるこ

とや農閑期の利用が少ないことなどであります。 

 ２の②今後の公社の課題についてお答えいたします。 

 今後、高齢化や後継者不足等により離農する農家がふえ、利用者が少なくなると

思われますので、中・小規模農家に対しまして、公社を利用することで労力の軽減

や機械導入経費等の削減につながること等のメリットをＰＲして利用者をふやし、

事業収益につなげてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 ただいま、全ての質問に対して答えが出されました。特に市庁舎関係につきまし

ては、徳峰議員のほうからも出されておりました明確な金額が出ておりますが、今

回の各庁舎の事業費29億2,000万円と示されましたが、庁舎整備事業実施に伴う市

債残高の動きについてを伺います。 

○財政課長（上鶴明人）   

 それでは、今、議員からありました御質問にお答えしたいと思います。 

 庁舎整備につきましては、今回、合併特例債、それから過疎対策事業債等を活用

して事業を進めてまいります。 

 そうした場合に市債の借入額でございますが、総額で19億7,000万円ほどを計画

しているとこでございます。それに伴いまして市債の残高見込みですが、今のとこ

ろシミュレーションをしたところでは、一番高くなるものが、令和３年度の269億

8,000万円ほどになっております。その後は年々減少していきまして、今、財政計

画でお示ししております令和11年度までを一応、試算したとこでございますが、令

和11年度には210億1,200万円ほどとなるように見込んでいるとこでございます。 

 また、これまで最も市債の残高が高かったのが平成25年度、このときに273億

7,000万円ほどとなっているとこでございます。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 市債のほうにつきましては、今、示されておりますが、じゃあ庁舎整備事業実施

に伴う元利償還額の動きについては、どのようになっておりますか。 

○財政課長（上鶴明人）   

 それでは、今ありました市債の元利償還についてお答えしたいと思います。 



― 89 ― 

 繰り上げ償還等を行ったりしておりますが、この繰り上げ償還を行わない場合と

仮定した場合の試算でございます。令和２年度以降におきまして元利償還見込み額

が最も大きいのは、現在の段階では令和２年度の32億29万円となっております。そ

の後、令和７年度に一時的に大きくなるところはございますが、年々減少していき

まして、先ほども申しましたが現在の財政計画、これに基づく最終年度の令和11年

度は28億3,000万円ほどと見込んでいるところでございます。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 今、市債のほうと元利償還のほうを尋ねましたけど、これは今から予測される末

吉小学校、給食センター、そしてまたクリーンセンターが昨年度で終わっておりま

すけど、今年度かな、公民館新築事業、それ等も含めての答えでしょうか。 

○財政課長（上鶴明人）   

 今、議員からあったように岩川小学校、それから給食センター、そして令和11年

度ぐらいには末吉小学校も始まるのではないかと、各課から財政計画を出していた

だいた数字を全て入れております。ただし、今現在の数字ですので、額等につきま

しては、また動く場合もございますが、今現在の各課からいただいた数字をそのま

ま入れているところでございます。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 市長にお尋ねしますけど、本市の財政運営について、今後はどのようにお考えで

しょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 今後の財政運営につきましては、市税を含めた収入をどれだけ伸ばすことができ

るかということを基本にしながら、歳出については抑えたいというふうに思ってお

ります。 

 ただ、合併特例債が令和２年から令和７年度までに延びましたので、この合併特

例債を、やっぱり有利な事業ですので、この庁舎建設に充てるようにいたしました。

この期間につくらないと、とてもではないけど大きな事業はできません。そういう

意味で、常に日ごろから支出についても各課に、節約を含めて、見直しできるもの

は見直しをしなさいということを指示しているところでございます。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 今後の財政運営についてはということでもらいましたけど、施政方針の中では、

一段と苦しくなると思われると、ちゃんと明記されておりますが、大隅支所、財部

支所につきましては、この基本構想計画にあるように、今後も減少する人口と市民

のニーズに合わせた最適な配置を検討するとあるように、市民に負担のないよう随
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時見直しをしながら、行政として進めていってもらいたいと思います。 

 では、本庁について伺います。 

 本庁が最初11億3,000万円、それが16億4,000万円に癩癩５億1,000万円ですか

ね癩癩ふえていますね。この理由は何でしょうか。 

○財政課長（上鶴明人）   

 それでは、お答えいたします。 

 この５億1,000万円、当初11億3,000万円が16億4,000万円にふえたわけでござい

ますが、これにつきましては、以前、事業費が大きくなったのが、当初1,800㎡を計

画しておりました。これが先ほどの答弁でもありましたとおり、市民の関係の受け

付け窓口、これを１つのフロアにまとめたいという計画に基づきまして、増築部分

の延べ面積を2,300㎡、500㎡ふやしたところでございます。 

 これに伴いまして、また免震部分で地震に強い機能を備えた装置といいますか、

地震対策の部分を加えたことによりまして、大きく伸びたところでございます。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 増設の理由につきましては、徳峰議員のところで出ていましたように、地震災害

の発生時に行政機能を維持するため、地震の揺れに強い免震構造の導入となってお

りますが、さも、このための増額と聞こえておりますけど、しかし、令和元年の、

去年の６月議会の私の一般質問でも尋ねておりますけど、そのときは、今、増額分

の理由は全く同じことをうたっております、災害時のトップの指揮所となると、そ

して耐震も考えていかなければならないと、そういうふうに答えております。これ、

いかがなんでしょうか。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 当初も耐震の構造は、当然ある庁舎にするということは考えておりましたが、こ

の間、昨年の10月でございましたが、出水市のほうに庁舎関係の研修に行かせてい

ただきました。その中でも地下のほうにももぐらしていただきましたけれども、前

ちょっと話題にもなりましたゴム製の免震のというのがあったと思いますが、そう

いうのを出水市が設置をいたしておりまして、それにつきましては、通常は耐震は

６強までなんですけれども、７まで耐えるという話をお聞きしましたので、今後ど

のような災害が起きるか、どのような地震が起こるかわかりませんので、やはり市

民の財産とか市民を１人でも守っていくためには、そのような構造も必要なのでは

ないかというところで、今回計画を変更ということでさせていただいたところでご

ざいます。 
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 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 同じ免震でも、そこまで最初から考えるべきなんですよね。最初は３階建てだっ

たでしょう、600㎡掛ける、そのままの大きさがあるから。しかし、今回は２階に

変更されて、さらに強い免震を持つ。実際は３階建てのほうが免震を考えなきゃい

けないんですよね、下にかかる荷重というのを考えたら、当然。それを考えてのこ

とを言いよんだけど、なぜ、これは２階建てになったんですか。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えいたします。 

 先ほど財政課長からもありましたけれども、保健・福祉、市民、税務、この部分

を全て１つのフロアにおさめたいというのが、別途、総合窓口のワンストップサー

ビス検討委員会というのを持っておりますけれども、その中でも作業部会のほう、

あるいはその検討委員会本体でも、議論が今進んでいるところでございます。 

 やはり、せっかく新しい庁舎をつくるのであれば、１つのフロアで済ませる、大

部分の用事が済ませる、高齢化が進んでいく中でございますので、そのような庁舎

にしたいという思いがありまして、３階を２階建てにいたしまして、とれる面積は

1,150㎡程度でございましたので、その２階建ての2,300㎡に変更を今計画している

というところでございます。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 何ででしょうかね、昨年の一般質問の中では、その面積1,800㎡、それでも問題

ないと市長はみずから答弁しているわけなんですよ。これはちゃんと議事録に載っ

ています。 

 幾ら、課のあれを市民にしやすいためと、それもちゃんとうたってあります。そ

れをさらに２階建てにして、お金も大きくなったと。そして、課をあっちのほうに

移転させた、その後に結局、教育委員会、農業委員会、福祉事務所関係等を入れる

わけですか。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 先ほど申し上げましたとおり、新庁舎の１階部分はそのような課を配置いたしま

して、２階部分は防災関係、あるいは通常は会議室として使うということでござい

ますので、福祉事務所につきましては、新庁舎のその１階フロア部分で福祉部門と

して集約したいと思っておりますが、農業委員会あるいは教育委員会につきまして

は、この既存の庁舎内に、また配置したいと考えております。 
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 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 ３階から２階に変更と、そうしたときに、２階にも結局いろんな会議室とか、そ

ういうのが入ると思われますが、どのような構想になっておりますか。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 まず、２階部分の今の計画でございますが、今現在の本庁舎の、既存庁舎の１階

にあります電算機器のサーバー室、これは重要なものでございますので、これをそ

の新庁舎の２階に持っていきたいと思っております。そのほかに災害対策室を１つ、

専用の部屋をつくりたいと思っております。それに連なるように３つほどの会議室

で、災害時にはいろんな部署から集まっていただいて検討できるような広いスペー

スになる会議室を３つほど、ほかにつくりたいと思います。 

 あと１つにつきましては、市民も利用できるような、そのような会議室も１つ設

けたいというふうに思っております。 

 あとは、今の構想では、若干、職員の厚生室みたいなのもつくらなければいけな

いんじゃないか、あるいは書庫関係も若干設置する予定にいたしております。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 変更になった理由、確かに理にかなっております。やはり最終的には市民が納得

して、市民のためでないといけない行政でありますので、これも先ほど私が申しま

したように、やはり随時見直しをしながら、これは進めていったほうがよかろうと

思っております。 

 次に、農業公社のほうに入ります。 

 公社のほうも利点、良い点、悪い点等も多々ございますけど、本当にオペレー

ターが少ない中での、今こうしてやっているわけでございます。特に作業が集中し

たときなんかは、申し込んだけど一向に回ってこないよと、そういう懸念もされる

わけですけど、今やっている形態でいきますと、同じ農家同士で頼んで仕事をクリ

アしておりますが、今後はこの農家間でやっている仕事、それらをどのような形で

請け負うような形でいくのか、システムですね、既存のままでいいのか、それとも

公社をさらに発展するためにはどのようなのがいいのか、そのような考えを伺いた

いと思います。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それでは、お答えします。 

 昨年の４月から稼働しておりますけど、当然オペレーターの方が少なかったりと
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か、そういうときには農家の方に再委託という形で、公社を通して農家に受けても

らうというような、そういうことを考えております。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 やはり限られた中でのオペレーターですので、再委託等をすることにより、また

農家の収入も上がってくると、そのような考えが今の現状には理にかなっているも

のと思っておりますので、そこら辺、十分検討しながら進めてください。 

 畜産に限らず農業全般に関して、やはり畜産は大きな事業がありまして、全体的

にまとめて大きな機械が買えるんだけど、耕種部門、園芸農家におきましては、な

かなかそういうのがないんですよ。だから、そこあたりも、農業を進めていく、農

業を推進していく中での不公平があると、いろんな方々から聞いておりますが、降

灰事業とかありますけど、やはり単体的な購入に対しての補助が余りにも少ないわ

けですよ。だから、そこあたりは公社としての考え、どうなんでしょうか。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 お答えします。 

 小さな規模の農家の方になりますと、やはり補助事業というのも、なかなか受け

られないわけですが、初期投資用というか、そういう投資を抑えるためにも、先ほ

どありましたように農業公社を活用していただきまして、その経費等を削減しても

らっていただきたいと、そういうように考えております。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 けさの農業新聞に、里芋の省力化事業ということで機械が出ていました。これは

私、昨年の何月か現物を見て、ちゃんと体験をしておりますけど、本当にこれは省

力化です。この前の里芋専門部会の研修のときにも、その農家のほうから、大分意

見が出ました。大体５倍から癩癩移植機の場合で、種芋移植機でも５倍から、全然

速さが違います。 

 そしてまた、今言われた、むしり、あれに関しては相当な労力省力になっており

ますので、そこらあたりも癩癩農協は、もうこれは絶対しません、費用対効果を生

みますから。だから、急にやめたような感じでございますけど。今、公社がしてい

る事業の中では、費用対効果も考えにゃいかんけど、やはり公としての事業ですの

で、広く農家の皆さん方が喜ばれるような組織であってほしいと思います。 

 今後のことで、ちょっと伺いますけど、何か入れる機械とか、今回クラスター事

業と降灰事業で相当引き入れますよね。既存のものは、もう古いもので1995年、

２年とかそういうのがありますから、それはもう絶対使えないと思いますよ。だか
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ら、どんどん更新していくわけですけど、やはりもっと取り入れてもらいたいとい

う機械もあるんですけど、公社としての考えを伺います。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それでは、お答えします。 

 機械につきましては、コントラクター事業でトラクターなり梱包機とか入れる予

定でございますが、令和２年度におきましてはブームモアという作業機を入れまし

て、農道とか市道とか、そういう草刈りの受託をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 公社としての使命をしっかりと念頭に置きながら、ますます基幹産業であります

農業が栄えていくことを祈念いたしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（土屋健一）   

 ここで10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ２時１６分 

再開 午後 ２時２６分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第４、重久昌樹議員の発言を許可いたします。 

○１番（重久昌樹議員）   

 １番、無所属自由クラブの重久昌樹です。さきに通告しておきました２項目につ

いて質問いたします。 

 最初に、大きな１項目めの道路行政についてであります。 

 市道笠木・かんじん松線につきましては、平成30年第２回の定例会におきまして

一般質問をし、早期開通を要望したところでございます。おかげさまで、ことしの

５月ごろには市吉癩笠木間の開通が見込まれておりまして、地域住民も大変喜んで

いると思っております。今後、笠木から末吉財部インターチェンジ等へのアクセス

道路として活用も見込まれておりまして、早期の全線開通に期待するところであり

ます。 

 一方、笠木・かんじん松線の一部に笠木小学校の通学路があり、車の通行量が大

変多く、特に登下校時の子供たちの安全確保が十分であるか、大変心配されるとこ

ろであります。 

 以上のようなことを思い、次の３点について質問いたします。 
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 ①市道笠木・かんじん松線の旧玉利商店から土地改良区記念碑がある十字路まで

の区間癩癩約250ｍぐらいですが癩癩の現状をどのように認識されているか伺いま

す。 

 ②先日、笠木小学校ＰＴＡから通学路に関する要望があったと思いますが、内容

を伺います。 

 ③現場を見た感想と対策を伺います。 

 次に、２項目めの多面的機能支払交付金事業についてであります。 

 近年の農村地域は高齢化や人口減少等により、今まで地域の共同活動等によって

支えられてきた国土、自然環境の保全などの多面的機能の発揮に支障が出てきてい

るのが現状であります。日本型直接支払制度は、このような地域の共同活動や営農

活動等に対して支援し、農用地の保全を行う大変よい事業だと思っております。多

面的支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払の３事業がありますが、

今回は多面的機能支払交付金事業についての３項目について質問いたします。 

 ①多面的機能支払交付金の事業ごとの支払い金額を各町ごとに伺います。５年分。 

 ②多面的機能支払交付金の支払い時期はいつか伺います。５年分。 

 ③過去５年間の活動組織数の推移を伺います。また、今後の見込みがわかれば示

してください。 

 以上、壇上からの１回目の質問といたします。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、重久議員の一般質問に対してお答えしたいと思います。 

 １、道路行政についての①市道笠木・かんじん松線の現状をどのように認識され

ているかについてお答えいたします。 

 市道笠木・かんじん松線起点付近でありますが、末吉方面から笠木を経由して県

道志布志福山線へ、また、県道から笠木を経由して末吉方向へ通行する車両があり、

朝夕は特に通行量が多く、幅員が狭いため、一部離合できない部分もあります。 

 １の②通学路に関する要望の内容についてお答えいたします。 

 曽於警察署交通課より現場診断の要請があり、笠木小学校ＰＴＡ会長、笠木小学

校長、建設水道課と現地にて検討を行ったところ、児童の通学路及び学童での移動

の際に危険であるため、安全施設を設置してほしいとの要望がありました。歩道の

設置が最良の方法でありますが、早急には難しいため、外側線、ラバーポール及び

注意喚起の路面標示で誘導を行う処置を提案し、早急に対応することで協議をいた

しました。 

 １の③現場を見た感想と対策についてお答えいたします。 

 現場は幅員も狭く、交通量も朝夕は多い状況です。通学路でもありますので、何
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らかの対策が必要であると思います。ただし、両側に家屋が近接している箇所は改

良が難しい状況です。通学路となる県道から農道笠木原線までの約100ｍの区間に

ついては、地元の理解と協力が得られれば、局部的に改良は可能であると考えてお

ります。 

 ２、多面的機能支払交付金事業についての①事業ごとの支払い金額５年分を各町

ごとに問うについてお答えいたします。 

 まず、平成27年度の末吉地区は農地維持1,131万7,000円、共同活動664万3,800円、

長寿命化821万1,200円です。大隅地区は農地維持2,138万5,000円、共同活動1,086

万6,000円、長寿命化1,760万400円です。財部地区は農地維持334万円、共同活動

194万9,040円、長寿命化はありません。ゼロ円です。 

 次に、平成28年度の末吉地区は農地維持1,315万7,000円、共同活動780万600円、

長寿命化752万4,196円です。大隅地区は農地維持2,377万7,000円、共同活動1,239

万9,000円、長寿命化1,755万5,504円です。財部地区は農地維持1,330万8,000円、

共同活動963万480円、長寿命化162万5,892円です。 

 次に、平成29年度の末吉地区は農地維持1,371万5,000円、共同活動824万8,560円、

長寿命化794万5,972円です。大隅地区は農地維持2,375万円、共同活動1,238万

2,800円、長寿命化1,851万4,780円です。財部地区は農地維持1,494万8,000円、共

同活動864万6,120円、長寿命化1,579万5,488円です。 

 次に、平成30年度の末吉地区は農地維持1,363万1,000円、共同活動819万8,160円、

長寿命化633万4,336円です。大隅地区は農地維持2,375万円、共同活動1,238万

2,800円です。長寿命化1,475万9,508円です。財部地区は農地維持1,487万3,000円、

共同活動860万4,000円、長寿命化1,252万4,136円です。 

 次に、令和元年度の末吉地区は農地維持881万6,000円、共同活動550万7,160円、

長寿命化577万1,448円です。大隅地区は農地維持2,358万3,600円、共同活動1,188

万456円です。長寿命化1,503万96円です。財部地区は農地維持1,535万1,000円、共

同活動888万1,200円、長寿命化1,357万2,284円です。 

 ２の②交付金の支払い時期についてお答えいたします。 

 平成27年度は７月上旬、９月中旬、３月上旬です。 

 平成28年度は７月中旬、11月下旬、２月上旬です。 

 平成29年度は７月中旬、10月上旬、11月中旬、12月下旬です。 

 平成30年度は７月中旬、11月上旬、12月中旬。 

 令和元年度は７月下旬、11月中旬、１月中旬です。 

 ２の③過去５年間の活動の推移と今後の見込みについてお答えいたします。 

 平成27年度の活動組織数は末吉10、大隅21、財部２の合計33組織です。 
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 平成28年度は末吉14、大隅23、財部４の合計41組織です。 

 平成29年度は末吉15、大隅23、財部４の合計42組織です。 

 平成30年度は29年度と同じです。 

 令和元年度は末吉12、大隅22、財部４の合計38組織です。 

 活動組織数の今後の見込みについては予測できないところですが、この活動は大

変重要な活動であり、景観の維持や災害の抑制及び軽減などに役立っておりますの

で、今後も活動を継続していただけるよう積極的に支援を行ってまいります。 

 以上です。 

○１番（重久昌樹議員）   

 それでは、２回目の質問に入りたいと思います。 

 道路行政の①につきまして、この区間の認識、現状ですけれども、回答いただき

ましたとおり、本当に朝夕は通行量が多くて、幅員が狭いということで、両方から

車が通行するときは非常にゆっくり行っている部分もあります。また、そこに子供

が通学をしてくると大変危険な状態であるというふうに私も認識しているところで

ありますが、市長のほうもそういう認識はされているというふうに答弁で思ったと

ころでございます。 

 先日、朝の通学時間帯に、ちょうど７時半から８時まで、私も現地に立って見て

みました。ちょうど30分の間に車が66台通りました。うち２トン車が１台、バイク

が２台でしたか、交通規制が大型規制等もしていない関係で、この間、私がちょう

ど居合わせたときには、クレーン車の一番小さいやつでしたけれども通っている状

況です。非常に危険を感じているところですが、ここは夕方は学童保育の子供たち

が、特に１年生から２年生が３時ごろ、３、４年生が４時ごろに通ります。大体20

人程度と聞いております。県道沿いには、玉利商店前から小学校の交差点まで、歩

道も県道沿いに整備がされているんですけれども、玉利商店から、あそこを横断す

る横断歩道もない状況ですよね。今の現状としては、玉利商店から裏を通って、あ

そこに農道がありますが、学校の裏門まで、そこを通っている状況でございます。

県道沿いを通る方法もあるんでしょうけれども、あそこは下り坂になっておりまし

て、鹿児島方面から、右カーブになっておりまして、スピードも出やすく、今の歩

道は車１台通れるぐらいのゆっくりした歩道なんですけれども、前の歩道というこ

とで、大体１ｍから1.5ｍですかね、本当に車道と隣接しておりまして、大型等が

通った場合、大人でも風圧で本当によろよろするような現状であるということを思

っているところでございます。 

 市長もそういった経験はあられるかと思いますけれども、現状等について、私の

そういった報告やら今話したことを聞かれて、改めて市長、あそこの道路の状況、
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危険だなというふうに感じたでしょうか、お伺いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 ただいま重久議員のほうから詳しく状況が説明がありました。その報告も担当課

からも聞いております。現状も、私も何度も通っておりますので、わかっておりま

す。人間の心理として、小学校の前の道路のほうが広くてあるんですけど、バイパ

ス的な要素があるから、やっぱり直進をする、渡りに入っていくというのが現実的

に今起きておりますので、非常に狭い道路の中での状況だなというふうに感想を持

ったとこでございます。 

○１番（重久昌樹議員）   

 ですね。やはりあそこの、いろいろ今までも話が出たということも聞いておりま

すけれども、どうしてもあそこを規制しない以上は、小学校側のあの広い道路を通

っていただければ一番いいんでしょうけれども、あそこの通行量が多いということ

が現状であるようでございます。 

 続きましても、質問項目の２番目と３番目は一緒にお話をさせていただきたいと

いうふうに思いますけれども、通学路に関する要望の内容ですけれども、これにつ

いてはいろいろあったということで回答もいただいておりますが、外側線とラバー

ポールの注意喚起の標識等設置していただくと、早急に対応していただくというこ

とで回答をいただいております。早い対応で、本当にありがたいなというふうにも

感じたところでもあります。 

 あそこに現状のままで、白線等については、外側線等については、特に車の通行

等にはさほど支障もないかと思いますけれども、ポールを癩癩広いところに限って

だと思うんですが癩癩立てた場合に、地元といいますか、近隣のあそこら辺に住ん

でいらっしゃる住民の方もいらっしゃいまして、朝晩、通行するときに、ちょっと

邪魔になるなというような話も出ないとも限らないですので、通学路を確保してい

ただいた上に、また地元の自治会やら、そこの周辺の地域住民の説明と理解も、こ

れはまた重ねて必要じゃないかなというふうに思っておりますが、そこあたりは十

分にしていただけますか。 

○市長（五位塚剛）   

 先ほども第１回目で答弁いたしましたが、どうしても建物、個人の住宅がありま

して、その部分に拡張となるといろいろ支障が、大きな予算が必要になってくると

思いますけど、市の基本的な、今後のここの部分をどうするかということを、大隅

の建設水道課のほうである程度考えを持っておりますので、課長から答弁をさせた

いと思います。 

○大隅支所建設水道課長（平原秀人）   
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 先月の１月９日に曽於警察署からの現場診断の要請がありまして、現場で笠木小

学校長、ＰＴＡ会長、それから交通規制課の方と岩川交番ときまして協議しました。 

 先ほど申し上げたように、外側線とラバーポールを早急に設置するということで

したけれども、なかなか改良は難しいところで、歩道設置が一番理想的であります

けれども、家が非常に密集しておりまして、とりあえず３月中にその設置をすると

いうことで協議をしたところであります。 

 以上です。 

○１番（重久昌樹議員）   

 また、地元への説明も、あわせて理解いただけるように対応をお願いしたいと要

望しておきます。 

 あと、３番目の今後の対策については、もう回答をいただいているというふうに

受け取っていいだろうと思いますけれども、県道から笠木原線までの約100ｍの区

間については、局部的な改良は可能であると考えておりますという回答をいただき

ました。 

 これも、やはりあそこについては通学路に使用しているということで、子供が通

る上では歩道と車道は分離をしたほうが、やはり一番いい対策じゃないかというふ

うに思っておりますが、ここの３番目の③の回答のところで、近い将来にあそこの

局部的な改修、歩道を含めた局部的な改修をするという解釈でよろしいですか、お

願いします。 

○市長（五位塚剛）   

 基本的には、狭いところに子供たちが安心して通れるように、ラバーポールと外

側線のほうを先に優先しますけど、その後の問題、あと県道との問題ですね、八木

副市長が地元出身でもありますので、少し考え方をしゃべらせますので。 

○副市長（八木達範）   

 急に振られまして、ちょっとあれですが。私も、あそこはもう常に通っておりま

して、確かに農道までの、ここに書いてあります100ｍですね、ここらにつきまし

ては地元の地権者の方々、そして当然自治会長さん、あるいは学校関係者等と協議

をしまして、また大隅の建設水道課とも協議をしまして、できるだけ早い時期に地

元の方と協議をしてみたいというふうに思っております。 

○１番（重久昌樹議員）   

 やはり子供たちの通学路の安全確保が第一じゃないかというふうに思っておりま

す。回答いただいておりますけれども、早急に改善ができることを期待いたしたい

というふうに思います。 

 次に、２項目めの多面的機能支払交付金事業についてでございます。 
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 １番目の事業の内容、事業ごとの支払い金額についてはお示しいただきましたけ

れども、大変、曽於市内でも組織的には多くの組織が取り組んでいただいて、農地

の保全管理に努めていただいているという感じでございます。こういういい事業で

ございますので、これはやはりずっと続けていっていただきたいなというふうに感

じたところでございます。 

 ２番目になりますが、支払い時期をお伺いいたしました。27年度が大体７月の上

中旬から、２回目が９、10、11、３回目が、明けて１、２、３月ぐらいということ

になっておりますけれども、去年も特に遅かったんですが、２回目が。大体７月に

来れば事業等もスムーズに行くんですけれども、２回目の交付金事業の支払いがお

くれたというか、各組織の支払いがおくれたんですが、原因等は何なのか、どうい

ったことでおくれたのか、わかれば、ちょっと説明をいただきたいんですが。 

○耕地課長（小松勇二）   

 お答えいたします。 

 昨年は２回目の支払いが11月上旬でございましたけれども、おくれた原因といい

ますのは癩癩まず多面的機能支払交付金事業の内容につきましては農地維持と、そ

れから共同活動、長寿命化ということで３つあるわけでございますが、通常７月に

ついては農地維持の分の内示が県からございます。農地維持と共同活動の分につい

て、７月に県のほうから内示がございます。それから、長寿命化につきましては10

月もしくは11月、12月にあるところでございます。長寿命化につきましては、全国

で希望するところが多いということで、国のほうがそこを調整して、１回ではなく

２回もしくは３回に分けて内示がされるということで、その関係で内示がおくれた

ということで、支払いもおくれてしまったということでございます。 

 以上です。 

○１番（重久昌樹議員）   

 内示がおくれたということでございますが、現場としましては、その交付金が来

るのを大変待っておりまして、日当の支払いなり、あるいは事業の発注なり、また

特に去年等の場合は７月の豪雨災害によりまして、もう既に公共災害等の工事にも

業者さんは入っていらっしゃいますので、そことの業者さんにお願いができないと

いうようなことで、現場は大変心待ちにしておったわけですけれども、その中で繰

り越しについては余りできないと。30％ぐらいは認めているということを聞いてお

りますが、余り繰り越しもできない。繰り越しでもできれば、業者さんがゆっくり

となった時期にできるんでしょうけれども、そこあたりで大変現場は心配している

といいますか、困っているような状況を聞きますけれども、そういった情報は市長

は耳に入ってこないですか。 
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○市長（五位塚剛）   

 私のほうは余りそういうのは聞いていないんですけど、当然ながら耕地課のほう

でつかんでいるでしょうから、耕地課長から答弁させます。 

○耕地課長（小松勇二）   

 お答えします。 

 確かに議員の言われるように、早く内示があれば長寿命化が実施できるというこ

とでございまして、そういう話は伺っております。 

 しかしながら、県のほうの指導としましては、内示後に支払いはしてくださいと

いうことで、きつく言われております。どうしても内示前にしたい場合につきまし

ては、特別な理由があれば事前着手の申請をしていただければ、それも対応可能と

いうことでございますので、その場合には、また御相談をいただきたいと思います。 

○１番（重久昌樹議員）   

 特別な理由ということであれば認めていただくということですが、全体的にそう

いうなのが認められるかというと、またそれも大変難しいのかなというふうに思い

ますが、この事業については５年ごとの更新が必要になりますよね。計画書なり申

請書については、これは毎年出すわけですか、課長。 

○耕地課長（小松勇二）   

 おっしゃるように５年の計画でございますので、全体計画は、その最初の計画の

年に提出していただくということでございます。毎年度は、その年度計画というこ

とで提出をいただく、申請をいただくという形になっております。 

○１番（重久昌樹議員）   

 その毎年度の計画書の提出時期というか、それは大体何月ごろになっているんで

すか。 

○耕地課長（小松勇二）   

 ４月から６月の間に出していただくということになっております。 

○１番（重久昌樹議員）   

 通常、予算等でもございますけれども、大体12月から１月にかけて計画を立てて、

３月に提案するというような感じですけれども、多面的については４月から５月ぐ

らいに計画を立てて出していくということであれば、必然的に県のほうの申請なり

上に上がっていく段階で、そういった手続等がおくれてくると思うんですけれども、

それを前倒しというか、例えば３月中にそういう計画書をつくり上げて出せば、も

うちょっと早く交付金が支払われるとか、そういったことは考えられないですか。 

○耕地課長（小松勇二）   

 確かに、言われるとおりだと思いますので、そこら辺については県のほうにも、
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こちらのほうから要望していきたいというふうに思います。 

○１番（重久昌樹議員）   

 そこは本当に使い勝手のいいといいますか、ありがたい制度で、地域の保全管理

に役立っているというふうに認識をしております。事務的に前倒しでできて、そう

いう支払いが早くできるのであれば、そういう対応をぜひとっていただければ、現

場は大変喜ぶんじゃないかというふうに考えておりますので、そこあたりの対応、

そちらのほうはよろしくお願いしたいと思いますが。 

 これは、あくまでも県に通った段階でのことでありますけれども、それ以外に市

長、曽於市として事業計画はできるわけで、ことしも予算にも計上もされておりま

して、内示があってからということですが、独自で何かそういう癩癩内示前にする

といけないのかもしれませんが癩癩市長の采配で、せめて七、八月ぐらいにできる

方法というのはないんですか。 

○市長（五位塚剛）   

 この多面的機能の支払交付金事業というのは、非常に農家にとってはありがたい

事業であります。この事業で自分のところの水路関係の作業をして、その分の労務

費が支払われるということもあって、非常に環境整備にはよいことであります。 

 ただ、国の制度に基づいて、県を通じてお金が地元に入ってきますので、流れと

して、もうちょっと、先ほども耕地課長が言いましたように、県のほうにもうちょ

っと、国のほうにも早くできないかということは、また申し上げたいと思います。 

○１番（重久昌樹議員）   

 そこあたりも、ひとつ要望をしておきたいと思いますが。 

 実は笠木原の土地改良区で、先日、日置市のほうにちょっと研修をさせていただ

きました。日置市につきましては、多面的機能支払交付金事業で、共同と長寿命化

ですけれども１億4,000万円ぐらい、中山間地域等直接支払事業で8,200万円ぐらい、

２億2,000万円ぐらいの事業をされておりました。ここにつきましては、市長が水

土里サークルの活動支援協議会の会長でいらっしゃるということで、非常に積極的

に取り組んでいらっしゃったところでございます。 

 その中で、シンポジウムを開くということで、ちょうど日にちが一緒になりまし

て、昼から一緒に同席させていただいて研修を受けさせていただきました。組織の

方が大体200人ぐらい来まして、講師を呼んだり、あるいはその活動組織が２組織、

活動事例を発表したりして、非常に盛り上げて、地域を支えて頑張っているなとい

う印象を受けたところでございます。 

 この日置については、いろいろ一生懸命取り組んでいる。曽於市についても消極

的であるという、決してそういうことではございませんけれども、幸い日置の市長
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もそういう協議会の会長ということで、市長とも一緒になることも多いかと思いま

す。先ほどの件も含めまして、交付金等の支払いの関係等については、なるべく早

く支払いができないのか、そういった形で県、国なり市長会なり一緒になって要望

をしていただきたいなというふうに思っておりますが、市長、そこあたりの取り組

みをお願いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 日置の宮路市長さんの取り組んでいる内容については、全体的に、ちょっとまだ

つかんでおりませんけど、２億円近いお金を事業としてもらえるというのは非常に

大きな成果でありますので、私自身も宮路市長と会うことはいっぱいありますので、

内容を聞いてもらって、また今後、曽於市に生かされる分があれば努力してみたい

というふうに思います。 

○１番（重久昌樹議員）   

 ぜひ、そのように積極的な取り組みを要望しておきたいというふうに思います。 

 それと、３番目の５年間の推移についてお伺いいたしました。これにつきまして

は、大体、減少傾向にあるなという感じを受けたところでございます。 

 日置を研修させていただきましたと今言いましたけれども、もう一回、日置の例

を挙げさせていただきますと、日置につきましては、この多面的機能支払交付金事

業について、29年度に町単位で組織を再編して、今、旧町単位で４広域組織で取り

組んでいらっしゃいました。この中で、東市来、伊集院、日吉、吹上、ここで４つ

の区域で広域協定ということで、44の組織がありました。こういう形で取り組んで

いったわけですけれども、曽於市にも財部に広域組織がありました。私も後になっ

て気づいたんですけれども、財部の広域組織の状況といいますか、どういう組織で、

どんな活動癩癩活動は一緒でしょうけれども癩癩最初の設立がいつごろから、どう

やってできたのか、そこあたりがわかれば、ちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

○耕地課長（小松勇二）   

 それでは、お答えします。 

 財部のほうに広域組織がございます。これは、28年度に設立をされております。

当初は８つの活動組織でございましたけれども、現在は９つの活動組織が一体とな

りまして、広域組織として活動をしていただいております。 

 広域組織のメリットとしましては、事務を一元化できるということで、大分助か

っているということでございます。その費用につきましては、９つの活動組織から

一定額お金を出していただきまして、そのお金で職員を雇用して事務をしていただ

いているというところでございます。 
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 以上です。 

○１番（重久昌樹議員）   

 今、課長の説明をいただきまして、日置は29年からでしたけれども、曽於市は28

年からやっていたのかなという、ちょっと私も勉強不足だったなというふうに感じ

たところでございます。 

 実は土地改良区の研修やら行きましても、土地改良区と多面的機能支払い活動は

連携強化をして、今後活動していくような体制に持っていってくださいというよう

なことを言われました。 

 国のほうも、農水省のホームページを見てみましたら、多面的機能支払交付金の

この事務化を、広域推進化の手引きということで手引書もあるようでございます。

事務を効率化して、組織力を高めて、共同活動を続けていこうと。まさに財部が取

り組んでいる、この事業だろうなというふうに感じたところでございますが、８の

組織が９つになったということは、小さい組織を取り込んで、地域をやはり盛り上

げていこうという考えだろうというふうに感じます。 

 先ほど、組織がずっと減っていくということは、事務的、ビーバーはできるけど、

事務が結構煩雑で、今の年配の方にはちょっと無理かなというような、もうこうい

うような事務はでけんどというようなこと、話も聞くわけです。だから、ここあた

りの改善ができたら、まだいいのかなというふうに思っているところですが、農水

省のこの資料によりますと、広域活動組織は、面積割合は３割を超えて年々増加し

ているということで、全国的には、やはり広域化の動きが進んでいるんじゃないか

なというふうに考えます。 

 先ほど、曽於市については少しずつ活動組織が減っているようでございますが、

やはりここあたりも土地改良区もしなさいよというような話になるんですけれども、

土地改良区も、今また複式簿記とか、事務員の方は本当に今は大変な時期でありま

して、土地改良区が曽於市にそんなにいっぱいあるわけでもございませんので、こ

こは行政が主体となって音頭をとって、旧町単位ででもまとめて、そういったのが

できればなというふうに、そういうことを検討する時期じゃないかなというふうに

感じたところでございます。 

 今そういった多面的機能支払交付金事業の事務についてはパソコンを使いまして、

会計ソフトもあるようでございますので、市役所を退職された方とか、いろいろそ

ういう事務経験のある方であれば可能かなというふうに思っております。 

 今、財部でもあったんですけれども、その広域組織でまとめて事務員さんをお願

いするということで、日置は事業量の８％から10％を事務費としていただいて、そ

の方を市役所のその部署、耕地課なら耕地課の部署の一角に机を置いて、そこで事
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務をしていただくということで、面積とかそういう事業量とか、その事務量によっ

て賃金等の検討は細かいところは必要だろうと思いますけれども、そうすれば、そ

こに組織で雇用した事務員の方がいらっしゃって、組織の方は活動日報と写真です

ね、いろいろまた細々な調整はあろうかと思いますけれども、活動写真と日報をそ

の事務局の方に提出すると、後は事務局の方が行うというような流れでありました。

机を並べているわけですので、市役所の多面的の担当の方とも連携が密にできて、

事務の流れとしては大変いいんじゃないかなということを感じたところでございま

す。 

 今後は、そういった町単位の活動組織の統一、また、その中で事務員を雇用して

いくと。事業費の中にも事務費というのがあるようでございますが、そこあたりと

のバランスを考えながら、そういった多面的機能が少しでも多くの地域で活動がで

きるとなれば、少しでも広げていくような方向を市役所のほうで音頭をとっていた

だければ、そこあたりがうまくいくんじゃないかなと。現状は、やはり事務が大変

であるということではないかなというふうに思います。 

 こういう方向をするということ、やはり私はいいんじゃないかなと感じたところ

ですが、市長、今後そのような方向で検討といいますか、近い将来、今現状で見れ

ば、もう現に減ってきているわけですよね。だから、現状を見れば、近い将来、そ

ういう方向性で動いていただけないかということで要望ですが、市長の意見をお伺

いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 今言われるように、曽於市内には各町ごとのいろんな水利組合がありまして、実

際そこで単独でやっているところもたくさん、まだあります。そこの方々が、この

多面的機能になぜ入れないかというと、今言われました事務の処理のできる方がな

かなかいないということで、身近なところで、できる範囲でやっているのが現状で

す。 

 しかし、そのことが今の農村部の水田を、結局、耕作をしないで荒れ地になって

いる状況が相当ふえてきておりますので、やはりこれは大事なことでありますので、

今後大きな展望のもとに、そういう広域化ができないかということも含めて、各水

利組合とも今後協力をして、担当課のほうでも検討させていただきたいというふう

に思います。 

○１番（重久昌樹議員）   

 早くそういう広域化ができて、市内の農地が保全管理ができて、すばらしい曽於

市を後世にできるような体制づくりを希望いたしまして、私の一般質問を終わりま

す。 
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○議長（土屋健一）   

本日の一般質問は終わりました。 

ここで、会議録署名議員の宮迫勝議員が欠席されておりますので、九日克典議員を

会議録署名議員に追加指名いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

次の本会議は、あす20日午前10時から開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散会 午後 ３時１３分 
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開議 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、配付いたしております議事日程により進めます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 一般質問   

○議長（土屋健一）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 順次、質問を許可いたします。 

 通告第５、久長登良男議員の発言を許可いたします。 

○１６番（久長登良男議員）   

 ことしは令和になり、新しく始まった正月であります。平穏な正月を迎えること

ができたのではないかと思っております。東京オリンピック・パラリンピックに夢

を抱き、楽しく過ごされた人たちが多いと思います。そのやさき、中国武漢市で、

肺炎を引き起こす新型コロナウイルスが発生して、世界各国に広まり、日本中でも

感染者が発生しております。拡大しないよう、国でも懸命な処置がとられているよ

うです。早く終息し、安心安全な日常生活が送られることを心から願ってやみませ

ん。 

 それでは、一般質問に入ります。先日通告をいたしておりました一般質問として、

市指定文化財についてと、市役所本庁舎増築について及びＪＲ新型観光列車につい

てお伺いします。 

 まず、市指定文化財についてでありますが、現在、県指定文化財７つ、国登録有

形文化財４つ、市指定文化財88が指定されています。 

 今回は、市指定文化財について、次の５点についてお伺いします。 

 １番目として、市が直接管理している箇所は何カ所あるかお伺いいたします。 

 ２番目として、財部城山（龍虎城跡）の現状をどのように認識されているか、考

えをお伺いします。 

 ３番目として、文化財としての基本的な考え方をお伺いいたします。 

 ４番目として、歴史教育との関連についてのお考えをお伺いいたします。 

 ５番目として、計画的に整備をすべきだと思いますが、お考えをお伺いたします。 

 次に、市役所本庁舎増築についてでありますが、末吉本庁舎は現在、耐震度によ

る補強工事がされています。今後本庁舎の増改築及び建て増し計画をお伺いいたし
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ます。 

 ３項目めとして、ＪＲ新型観光列車についてでお伺いいたします。 

 １番目に、ＪＲ九州は今秋運行開始予定の新型観光列車「36ぷらす３」を大隅大

川原駅に停車させる、このことについての感想をお伺いいたします。 

 ２番目に、運行開始までの計画はどのようにお考えになっていらっしゃるかお伺

いいたします。 

 ３番目について、曽於市をＰＲするよい機会だと思うわけですが、どのように考

えておられるかお伺いします。 

 以上、壇上からの１回目の質問といたします。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、久長議員の一般質問に対してお答えしたいと思います。 

 質問事項の２と３については、私が最初に答弁をいたしますが、質問事項の１に

ついては、教育長に後から答弁をさせます。 

 ２、市役所本庁舎増築についての①今後本庁舎の増改築及び建て増し計画につい

てお答えいたします。 

 令和２年度において本庁舎増改築に関する開発行為の許可申請、プロポーザル方

式による増改築部分の基本・実施設計委託、駐車場整備の実施設計委託及び工事、

増築部分の造成工事等を計画しております。 

 令和３年度は、防災センター設備を備えた増築工事等、令和４年度は、外構工事

や駐車場設備工事等を計画しております。 

 ３、ＪＲ新型観光列車についての①36ぷらす３の大隅大川原駅停車の感想につい

てお答えいたします。 

 昨年の11月にＪＲ九州から今回の新型観光列車のお話を伺ったところです。九州

を巡る５つのルートで計画されており、鹿児島県では、牛ノ浜駅と大隅大川原駅に

停車する計画だと伺っており、曽於市をＰＲする絶好の機会と捉えております。 

 ３の②運行開始までの計画はどのように考えているかについてお答えいたします。 

 ことしの秋から運行開始の計画ですが、ＪＲから、詳細については計画中であり、

まだ全てを公表できない趣旨、説明を受けているところです。ＪＲ側からは駅舎前

の観光案内板の移動と自転車小屋借用を依頼されております。今後、駅舎周辺の環

境整備や、おもてなし計画として、観光協会・森の学校や地元公民館とも協議しな

がら進めてていきたいと考えております。 

 ３の③曽於市のＰＲについてお答えいたします。 

 大隅大川原駅での停車時間は50分間と伺っております。駅舎前周辺でのおもてな

しと特産品販売を考えておりますが、詳細はＪＲ側と打ち合わせをしながら進めて
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まいりたいと思います。 

 あとは、教育長が答弁をいたします。 

○教育長（瀨下 浩）   

 １、市指定文化財についての①市が直接管理しているところは、何カ所かについ

てお答えします。 

 現在、曽於市には県指定文化財が７カ所、市指定文化財が88カ所、国登録有形文

化財が４カ所の合計99カ所あります。 

 このうち、市が直接管理している箇所は、県指定文化財の２カ所と市指定文化財

の32カ所の合計34カ所です。 

 １の②財部城山の現状をどのように認識されているかについてお答えします。 

 龍虎城跡は、平成５年３月１日付で市指定文化財に指定された山城跡です。城内

には、曲輪や空堀があり、往時の面影を今に残しています。現在は城山公園として

整備され、運動場や遊具施設もあり、日ごろから各種スポーツ活動やウオーキング、

歴史散策等で活用されております。 

 このように龍虎城跡は、日ごから地元にとってなじみのある場所であるだけでは

なく、シンボル的な存在であると考えております。 

 １の③文化財としての基本的な考え方についてお答えします。 

 龍虎城は鎌倉時代に財部六郎正信という人物か築城したと言われております。城

は12のとりでから構成され、その形はあたかも虎が伏し、龍が翻っている姿に似て

いることから龍虎城とも言われてきました。 

 城の範囲としては、運動場を含む城山公園から財部小学校やシルバー人材セン

ター周辺等を含んだ広大な面積を有していました。歴史上で一番活躍するのは、慶

長４年の庄内の乱のときで、このときは伊集院氏が守備し、島津氏の猛攻に耐え抜

いた城でもありました。現在は、運動場や小学校、宅地となっておりますが、曲輪

や空堀が残り、当時の歴史を今に伝える貴重な文化財であると考えております。 

 １の④歴史教育との関連についての考えについてお答えします。 

 郷土に残る貴重な山城を後世に伝えるべく、歴史散策講座や高齢者学級等で現地

をめぐり、その魅力を伝えるようにしております。庄内の乱では合戦の舞台でもあ

り、城内の神社や墓、また周辺には古戦場、白鹿岳もあり、これらも含めて周知・

活用しております。そして、西南戦争や日露戦争、太平洋戦争等の戦死者を慰霊す

る碑もあります。太平洋戦争時の司令部や地下ごうがすぐ近くにあり、貴重な戦争

遺跡という一面も持っております。これらの観点から、龍虎城跡は財部の先人たち

をしのぶ貴重な生きた歴史的遺産であるということを、地域の児童及び生徒並びに

市内外の方に知ってもらいたいと考えております。 
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 １の⑤計画的な整備についてお答えします。 

 近年の台風や長雨等の災害により、斜面の崩落も確認されております。また、以

前は倒木の危険性のある樹木もあり、事故の未然防止のために、伐採も実施してお

ります。 

 基本的には現状維持を考えておりますが、指定範囲内の補修等につきましては、

文化財保護審議会、財部支所建設水道課と協議、検討して、適切な対応をしていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○１６番（久長登良男議員）   

 １項目ずつ、質問をしてまいります。 

 まず指定文化でありますが、今、教育長のほうから答弁がありましたように、通

告しておった関係上、非常に詳しく調べられて歴史も再認識をされたのではないか

なというふうに思うとこでありますが、現場に足を運ばれたですか。それだけまず

聞いておきます。 

○教育長（瀨下 浩）   

 はい、見に行きました。 

○１６番（久長登良男議員）   

 そしたら、また歴史の書物から現場に行っての見聞を広められたということであ

りますので、質問をしていきますが、まず、龍虎城、財部全体のことはもういいで

すが、龍虎城だけに絞って質問をしますと、行かれたときの感想ですね、これ歴史

的なこと、忠霊塔、大手門、あそこをくぐっての、全体的な感想を言われましたが、

あそこをくぐって階段がありますが、あそこを見たときの感想はどうでしたか。 

○教育長（瀨下 浩）   

 一応、あれ、後からつくった模擬門ですよね。なんですけれども、あれがあるこ

とによって非常に、格式というか、風格があるというような感じがします。しかし

ながら、非常に、道路のほうもきれいにコンクリートで整備をされておりまして、

山城跡というよりは、もう、ちょっと公園化されているか、そういう感じを持った

ところでございます。 

○１６番（久長登良男議員）   

 城というのは、山城というのは、地形が山城であって、木とかそういうものでは

ないんじゃないかなというふうに思っておりますが、大きな木はまた文化財として

残せばいいわけですが、あそこの大手門くぐって右側のほうは、昔は癩癩昔という、

まあ、10年ぐらい前までは、きれいに整備されて、そして子供たちが遊ぶ遊具もあ

ったんですよね。すべり台とかブランコとか砂場とか、いろんなそういう、鉄棒も



― 113 ― 

ありました。今、あそこは、落ち葉やら、木の枯れ枝がやって、行けなくなってお

りますね。その上のほうは池もあったんですよ。あそこももうごみ、掃きだめてい

うか、そういう落ち葉なんかがいっぱい入れてあって、遊ぶようなところではない

ですね。そこまでは見やったですか。 

○教育長（瀨下 浩）   

 今言われたような場所も見てみました。トイレがあって、横のほうに昔遊具があ

ったという話も聞いております。 

 以上です。 

○１６番（久長登良男議員）   

 市長に伺いしますが、市長はあそこを見やったことがあるですか、最近。 

○市長（五位塚剛）   

 私も、あそこはよく行きますので、見ております。また、今回、当初予算で、上

まで行く途中が、ひびが入っておりますので、それの予算の関係でも見に行ってお

ります。 

○１６番（久長登良男議員）   

 前は財部のサイレンがあったところですね、階段を登っていくと。あそこはよう、

子供のころは、スポーツの訓練というか、鍛えるための階段登りをしたり、そして

学生が、小学生なんかは遠足なんかで、あそこで、まあ、広場もあるということで、

学校教育の中でも重要視されておった城山公園です。それから、運動公園とか、い

ろいろあっちにずっとできたわけですが、昔は忠霊塔をつくったときだけが始まり

であって、いろんな、湯田丘から、今さっきありましたような、そういう歴史的な

ものを全部あそこに、城山に集めております。 

 そういうのを思って、年な人たちはお参りに来たり、そういうのを、その中に非

常に藪になっているということで、もうちょっと明るくしたほうがいいんじゃない

か、というのも言われております。そういうのを踏まえて、今回は一般質問をした

わけですが、歴史的にもいろいろ言われておりますので、あとはそこをもう整備は

する必要がないような感じに言われましたが、教育長は、市長はそのことについて

跡の一帯を明るくして、大きな木は残して、夏なんかは子供なんかが読書をすれば

いいんじゃないかということも聞いております。あそこで本を読めば、非常にいい

ところだ、それで、霧島が見えるようにちょっと、こうしたほうがいいんじゃない

んですかと、竹なんかも茂っております、そういうのを伐採して明るくして、歴史

的に守ったほうがいいんじゃないか、というふうに言われるわけですが、市長とし

てはそのことについてどうお考えですか。 

○市長（五位塚剛）   
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 龍虎城については、特に財部町民の方々が長く親しんできた土地でありますし、

今言われるような、子供たちが出向いて、いろんな形での勉強することはいいこと

だと思います。ただ、現状を残すというのは、これ、基本でありまして、ただ、い

ろいろ、市民が集う場所として問題があれば整備はできますけど、大きな整備はで

きないというふうに考えております。 

○１６番（久長登良男議員）   

 整備という、そういう、土地を造成したり、そういうのじゃなくて、竹とか、い

ろんなものを伐採して、そしてもみじなんかを植えれば、あいてるところには、土

手なんかには。前、北側のほうは瓶台のほうからもみじを持ってきて何本か、もう

じっか60年ぐらい前に植えたのが今、少し枯れかかっておりますが、そういう経緯

もあるんですよね。そして、今度は、南側のところの、今グラウンド・ゴルフをさ

れておりますが、あの斜面もきれいにしてもみじでも植えればどうかなということ

も言われますので、そっちのほうがいいのではないかなというふうに……。そして、

夏場になると、今のああいう状態でありますと蚊が出てきたり、非常に環境的にも

あそこで、そういう、子供たちが遊ぶというのもできないような状態です。 

 で、池のあったところなんかも、非常に藪になって、怖いというか、そういう印

象を受けるというような感じです。年な人は行ってみて、車で行かんと上まで、忠

霊塔まで行けないということで、車で行ったなら、木が倒れてきちょったというこ

とです。通路もきれいにしておるんですが、そういうことも言われましたが、そう

いうことを踏まえながら、そういう整備という、土地を造成とかそういうことじゃ

なくて、下払いとかそういうものを進めていって、環境整備を図るということを、

私は申し上げたいわけですが、そのことについて、教育長でも市長でもどういうふ

うに認識か、考えをお聞かせください。 

○市長（五位塚剛）   

 ここの管理については財部建設水道課がしておりまして、倒れた木があれば、当

然ながら伐採をして迷惑をかけないように、それはもう当然のことであります。ま

た、全体的な管理は、教育委員会が、一つの市の文化指定になっているわけですの

で、みる訳だというふうに思っております。 

 子供たちがあそこで遊ぶというのは、余り大きな遊びというのは、多分できない

と思うんですけど、歴史を学ぶという意味でも、市民を含めて散策するというのは

大事なことでありますので、支障がある分については、今後も建設水道課と教育委

員会が十分、密に連携をして、対応してまいりたいと思います。 

○１６番（久長登良男議員）   

 毎日じゃないけど、シルバーのほうで掃除はしていただいております。道路とか
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そういうものはですね。私も見ております。 

 今言われたように、そういう、藪になっているところは定期的に、１年ではでき

ないと思いますので、二、三年かけながら整備をして、昔の城山公園みたいな感じ

で。そして、藤なんかもそのままですから、剪定をしてきれいに花を咲かせば、そ

の時期時期に人が集まるんじゃないかなというふうに思うとこであります。そして、

大手門も瓦の上に木を植えておりましたが、それも今は伐採されておりますが、瓦

も割れているところが何カ所かあるみたいですが、それも早目に補修をしない

と癩癩何千万円とかけた大手門じゃないかなというふうに思っておりますから、ま

た相当な維持経費が、支出が出てくるんじゃないかというふうに思いますので、早

急な対応をしたほうがいいというふうに私は思うんですが、そこらあたりは見やっ

たですか、教育長か市長は。 

○市長（五位塚剛）   

 瓦の割れているところは私も見ておりませんけど、当然ながら、後で大きな修繕

費ができないうちに修繕できるものは修繕をさせます。 

○１６番（久長登良男議員）   

 龍虎城跡については、そういうもろもろな歴史を教育長のほうから言われました

とおり、子供の教育の場にもなるし、整備をしながら、遠足が１年に１回は子供が

行けるような環境づくりを進めていただいて、財部の歴史ある龍虎城ということを

していけば、ずっとイメージが残る、子供たちが大きくなっても、また行ってみよ

うというふうになるんじゃないかなというふうに思っております。 

 先ほども言われましたように、虎のほうは旧財部高校跡地から見たときに虎のよ

うになって、龍は畜産センターのところから見ると龍が天に上るような光景があっ

たわけですが、もう今はそういうのはありませんが、これはよかったですね、昔は。

木がこわえて龍がほんの天に上っていくような光景が、私が見たときにはですね。

そういう形で龍虎城ってつけたのかなと、私なりに思っておったとこですが、そう

いう歴史もありますので、あの一帯を、今、教育長はずっと言われましたので、ま

ずは大手門から入った階段のところ、それから、前、遊具があったところ、池があ

ったところ、あの周囲をまずきれいにするということが大事であろうというふうに

思っておりますから、そこらあたりを整備するということで理解をして、私は、い

ただけばいいわけですが、そういう形でいいですか、市長、教育長、するというこ

とで。そこはお金はあんまりかからんと思いますよ。 

○市長（五位塚剛）   

 基本は、龍虎城の今の状態を保ちながら、やはり市民の皆さんたちが散策やらま

た子供たちが勉強のために来たときに支障があってはいけませんので、そういう意



― 116 ―   

味での整備はいたします。 

 今回も、頂上のところでひび割れが起きておりましたので、予算に入れ込みをい

たしました。そういう形で、最低限の努力は今後も進めてまいりたいと思います。 

○１６番（久長登良男議員）   

 北側のところの忠霊塔のあそこは、ひび割れがきて今までも補強はしていただい

ておりましたので、今回も予算が出してありますので、そういうことでしていただ

くと思いますが、中のほうの、今私が言ったようなことも考えながら、随時計画を

立ててしていただくことを御期待いたして、次の質問に入りますが。 

 市役所本庁増築についてですが、きのう、２人の同僚議員が質問をされて大体わ

かったわけですが、その中で向江公園のところの駐車場を整備して２階建てを建て

るということであります。その中にこの議場もあそこに移るんじゃないかというの

も、ちょっとだけお聞きもしたことがあります。というのは、この議場の中で前々

から癩癩もう２年、３年前からですかね、音響の問題、それから傍聴席の手すり、

バリアフリー化の問題、それから機器の問題が、古いということで、そういう、議

会からの要望というのが、まあ、先送り先送りということで、今回、こういう増築

をするときにあっちに移るかどうかという問題も、検討されたと思いますが、その

ことについて、検討されたのか、議場を、そういうのはすれば、無駄になるから、

向こうにつくればですね、それで、もうそういうのはしないということで２年ぐら

い先送りになっておりますが、議場はこのままここでするのかどうかをお伺いしま

す。 

○市長（五位塚剛）   

 今回の計画の中で、総合的に判断した場合に、この議場をこのまま残したほうが

いいのか、今回の新しい２階建ての増築の部分に、通常は議会も使えるような議場

と、また多目的に使える大会議場としていいのか、そういうことも含めて検討いた

しました。 

 ただ、これは決定ではありません。議場については議会の御意見がありますから、

議会の皆さんたちが十分検討した結果、ここがいいとなれば、私は、ここで結構だ

と思います。日ごろここは、定例の議会以外は、ここは実際は使われてないわけで

すので、ここはまた別な多目的に利用して、新たなところで議場として利用ができ

るということが議会のほうで了承してもらえれば、そういうことも考えますので、

それは議会の皆様たちの判断だというふうに思っております。 

○１６番（久長登良男議員）   

 きのうの一般質問の答弁の中では、向こうは２階は防災的にするということを言

われておったんですね、私の聞き違いでなければ。下は市民が使い勝手がいいよう
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にいろんなそういう、住民サービスができるフロアにしたいということを言われて

おったんですが、議場というのは１回も、あそこにつくるとか、そういうのは出て

こんかったわけですが、今回また、そういう、議場をあそこにつくるというのも視

野には入れているということですか。 

○市長（五位塚剛）   

 今後、具体的に設計をしていきますので、こういう議場としての会議ができる、

また、傍聴者がもうちょっと身近に傍聴ができるような、そういうこともできるの

は十分可能でありますので、そのことは今からも設計は可能であります。そのこと

も含めて、議会の皆さんたちが、いろいろ同じようなところをしてるところがあり

ますから、検討してもらって、してもらえばありがたいと思います。ただ、今、そ

れを、議場を向こうにつくるということを決定しているわけではありません。 

○１６番（久長登良男議員）   

 向こうにつくる場合に、事業費は16億4,000万円というふうに癩癩きのうの答弁

ですが、また議場的なのを今度は計画し直すということになりますと、また、この

金額も変わってくるんじゃないかなというふうに思います。 

 また、議会からそういう要望があってつくるとかつくらないとかという形になれ

ば、まだお金は膨らんでくると思いますが、そこらあたりは、試算というような、

そういう対応というのはできているわけですか。 

○市長（五位塚剛）   

 基本的には全体予算の中でおさめれればおさめたいというふうに思っております。

多目的に会議室ということでなりますので、特別な大きな予算を、そのために設け

るということはそれほど心配しなくてもいいんではないかなと思っとりますけど、

補足的に考え方を、総務課長の方から説明させます。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 きのうも申し上げました、16億4,000万円の中には、その、きのう私が申し上げ

たのは、市民開放型の会議室的なところをと言いましたが、そこを、もしそのよう

な話があれば議場として、議会が開かれる間は使うということになりますと、移動

式の机、机を移動させる、議長席とか、議員の皆さんの席、それから執行部の席、

そういう形の備品、そういうのを考えておりますので、その16億4,000万円の中そ

れはに含まれている、というところで、今のところは積算をしているところでござ

います。 

 以上です。 

○１６番（久長登良男議員）   
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 私なんかもいろんなところを研修しますが、議場というのは、今新しいのは、今、

市民の傍聴席と同じような低いところ癩癩小林もそういう新しいのができておりま

すが、こういうのはもう40年ぐらい前の議場の体形だろうというふうに思っており

ます。 

 今から先の議会というのは、定例会が年に４回されているところと、通年議会と

いうのも開かれているところもあるわけですが、その場合に、災害が出たときに、

防災的な拠点というのも考えていらっしゃったようですが、将来的に通年議会とい

うのが開かれれば、そういう災害のときには、即、議会を開く可能性もあるわけで

すね、１年中議会が開催されているわけですから。もし、災害のそういう問題が発

生したときの議会対応というのは、この議会の議場というのがなくなるわけです。

そこに防災の施設とか、そういういろんな本部を設置しておけばです。そういうも

のもやっぱり考えてのそういう構想なのかどうかですね、そこをお伺いしますが。 

○市長（五位塚剛）   

 防災拠点の場所と、その多目的な会議をするところは別なゾーンでありますので、

一緒になることはないというふうに思っております。 

 ただ、あくまでも、議会の中でそういうこともできるんですよということで考え

ておりますので、よく議論していただいて結論を出してもらえばありがたいという

ふうに思っております。 

○１６番（久長登良男議員）   

 今、市長の話でありますと、あくまでもそこは議会にげたを預けるというような

形に受け取られるわけですが、議会で検討すればそこに議場を直すということも可

能というふうに理解すればよろしいわけですか。 

○市長（五位塚剛）   

 今のこの議場というのは、長年、旧末吉町時代からの伝統ある議場であります。

今のこのまま議会の皆さんたちが議場として残してほしいということを決定されれ

ば、それはそのまま残したいというふうに思います。ここを別な形でもうちょっと

利用をしながら、２階の新たなところに議会があるときに議場として利用ができま

すので、そのことも、開かれた議会づくりでいいのではないかということで、皆さ

んたちが決定してもられば、そのことを設計の中に今から入れ込んでまいりたいと

いうふうに思います。 

○１６番（久長登良男議員）   

 議場というのはどこもけん、そこにあって、そういう多目的なところは余り聞い

たことがないですね。というのは、今から少子高齢化になると何を目的として議場

と多目的にするかというのが問われると思います。 
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 というのは、子供たちを対象にしたそこを利用するのか、あるいは、高齢者を対

象にしてするのか、あるいは婦人の人たちとか、いろんな、そういうのを対象にし

たフロアというのにするのかですね、そこらあたりも考えていかないと、いろんな

問題が出てくるのではないかなというふうに思うわけです。議会との、そういう会

合との問題で、１年間そういう人たちが計画をつくるわけですから、臨時議会を開

かなければならないという時期も、定例会のときにはもうわかっておりますから、

そういう、まあ、重ならないと思いますが、そういう、臨時議会、突発的ないろん

な問題が出たときの議場というのの絡みというのも出てくるのではないかなととい

うふうに思うわけですので、十分そこらあたりは考えての計画を立てていかなけれ

ばいけないのではないかなというふうに思うわけですので、議会に今、げたを預け

られたような答弁でありますので、これ以上、私が言っても、もう、どうもいけな

いというふうに思っておりますから、この辺で終わって、次の３番目の項目に入り

ます。 

 ＪＲ新型観光列車についてでございますが。 

 １番目の中で、答弁では癩癩昨年の11月にＪＲから話があったということですが、

これは新聞紙上やらテレビ等で大隅大川原には停車する50分ですよというのがもう

公表されておりますから、市のほうではこれに従って、もう進めていかないといけ

ないのではないかなというふうに思うわけですが、ＰＲする絶好の機会ということ

で捉えているということであります。その中でまず、感想、そういうふうに思われ

ておりますが、それは、そういうことで、感想はいいです。 

 ２番目ですが、計画をどのようにということでありますが、ＪＲ側からの要望と

いうことでの答弁ではなかったかなというふうに思うわけですが、私もあそこに、

こういうとまるということで、駅を30分ぐらい見てみました。列車が来るときやら

いろいろです。そうしますと30分の間によそからトイレに２人来られました、男の

人たちが。そして、トイレを見てみますと、女子と男子の２つしかないわけですね。

これでいいのかなというふうに、トイレが一番ここは問題じゃないかなというふう

に、私は思ったわけですが、それでまたずっと50分の間にどこを散策されるのかな、

どこまで行くのかなという、そこらあたりも考えてみたときに、若い人であると悠

久の森の滝のところまでは行けるなと、そして今度はこっち側、大川原峡のほうで

あると、あそこの、コテージがある滝のところまでは行けるのかな、歩いてで、あ

とは市のほうでピストン輸送でマイクロでも出すのかなというふうに、そういうふ

うに私なりに考えたわけですが、そしてまた、いろんな、個人的にされているとこ

ろ、あるいはいろんなとこの地域の方々ですね、そこらあたりの人たちとの検討会

というのは、まだされていないわけですかね。 
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○市長（五位塚剛）   

 私たちの曽於市を、この「36ぷらす３」という本当に珍しい観光列車を、選んで

停車していただけるということは本当にありがたいというふうに思っております。 

 なぜ私たちの曽於市を、大川原駅を選んでいただいたのかというと、やはり自然

豊かな、いいものがあるということだと思います。ただ、停車時間が50分と限られ

ておりますので、非常に、観光をそこからしていくというのは、なかなか、現実的

には難しい部分があるのではないかなと思っております。 

 このことについては、地元の公民館、また地元の森の学校等とも、ＪＲともいろ

いろ話し合いが始まっているようでございます。 

 ３月22日に地元の公民館の方々から、このことも含めて協議をしたいという要請

も受けておりますので、今後具体的に地元の人たちが、どういう形でおもてなしが

できるのか、今から始まるというふうに思いますけど、行政としても、協力できる

ものは精いっぱい協力したいなと思っております。 

 以上です。 

○１６番（久長登良男議員）   

 空き家もあそこにはあります、大きな倉庫があって、そで、雨が降るときにはそ

こも活用できるんじゃないかなというふうに、私は思っております。 

 それとまた、民間でも、今、開発をされながら、いろんなものをつくって販売を

しようという人もいらっしゃいます。そういう人たちに声をかけながら、６カ月あ

るわけですので、その間、いろいろ研究されながら、もてなしをするようなおもて

なしですね、先ほど言われましたそういう形ですると、また行ってみようという気

分になるんじゃないかなというふうに思いますので、そこらあたりを再度、そうい

う地域、あるいはそういう空き家があるところですね、そういう事業所、それとい

ろんな施設を持っていらっしゃるところですね、そういうところに声をかけてされ

るべきではないかなというふうに思うわけですが、そこはどうですかね。 

○市長（五位塚剛）   

 地元の建設業者の方が、今、あの地域を一生懸命、私費で整備していただいてお

ります。また、駐車場の整備もしていただきまして、いろんなイベントのときに本

当に助かっております。今後はそういう人たちとまた協力し合って、曽於市の観光

の一つの大きな場所としてつながっていくというふうに思います。今後も引き続き

そういう人たち、何といっても、地元の公民館を中心とした地元の人たちが積極的

に、この新しい事業に取り組んでいただけりゃありがたいなというふうに思います。 

○１６番（久長登良男議員）   

 私なりに考えたわけですが、乗客、あるいは地域住民、ＪＲ癩癩乗客は幸せを求
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めてこの汽車に乗ってくるんじゃないかなというふうに思います。その地域住民の

方々は、これにおもてなし、あるいは感動を与えることをするのが大事であろうと

いうふうに思います。ＪＲのほうの職員というのは夢を持って列車に走らせるとい

う、癩癩歌じゃありませんが癩癩そういうことで、３つのキャッチフレーズという

か、そういうもので地域住民の方は、そういう「ああ、来てよかったな」という、

その感動というのは、私なりですが、そこは参考までに聞いていただけばいいです

が、財部は、初めて秋の来たときに、龍虎太鼓というのがあります、龍虎太鼓をあ

そこでたたいて歓迎をする、セレモニーをする、そして今度は、小学生もゴッタン

を弾きますので、ゴッタンで下のほうですれば、第１便だけはそういうふうにすれ

ば、非常にテレビとか新聞等で大きく取り上げられていただけば、大川原がまだよ

そに発信されるんじゃないかなと、わざわざ観光のほうでチラシを持って回るより

も、そういうのをすれば、もう、ただでＪＲが停めてくれるわけですので一番いい

機会ではないかなというふうに思うわけですが、それは教育長のほうで学校の問題、

あるいは社会教育課のほうで龍虎太鼓の、まあ、あるわけですから、そういう人た

ちにお願いするというふうな方法も私なりに考えておったわけですが、そこらあた

りはどのように検討されていくものかですね、お伺いします。 

○市長（五位塚剛）   

 今言われますように、大川原近辺、財部北校区には、荒武タミさんの歴史もあり

ますし、ゴッタンの歴史もありますし、また龍虎太鼓の歴史もありますし、当然今

後そのことが議論されましてオープン式にはそういう形が多分取り組んでいかれる

というふうに思います。そういう経緯もあったということをつなぎたいと思います。 

○１６番（久長登良男議員）   

 前向きな答弁がありましたので、私の一般質問はもうこれで終わりたいと思いま

す。 

○議長（土屋健一）   

 ここで10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時４６分 

再開 午前１０時５７分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第６、海野隆平議員の発言を許可いたします。 

○１５番（海野隆平議員）   
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 大きくは３項目について質問をいたします。市長並びに教育長の明解な答弁を求

めたいと存じます。 

 昨日、同僚議員からも質問がありましたが、新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ癩

19）の国内への拡散と市民不安の解消について質問をいたします。 

 中国・湖北省武漢を感染源とした新型コロナウイルスによる肺炎患者は、瞬く間

に世界中に拡散いたしており、日本国内においても多数の感染者が出ております。

マスコミの報道によりますと、感染者、感染による死亡者等に、いまだ終息の気配

なく、毎日のようにふえ続けております。 

 人から人へ感染する新型コロナウイルスは、接触感染、飛沫感染、空気感染と感

染経路も広く、男女年齢を問わず感染力が高いとされています。これといった感染

源も特定できず、特効薬もないのが現状です。県内においては、感染による発症例

はありませんが、人から人への交流の中で、いつ何どき、感染者が出ないとも言え

ない状況であります。 

 毎日のマスコミの報道は、市民に対しても大きな不安材料となっております。こ

のことは他山の石と考えず、行政として何をなすべきか、真剣に取り組む必要があ

ると思うところです。 

 そこで、質問の第１点でありますが、今回の新型コロナウイルス肺炎は、国内に

おいても感染者が多数出ておりますが、このことに対する市長の見解を、まず、お

聞きしたいと存じます。 

 ２点目の質問でありますが、市町村の対応についてでありますが、国や県からは

新型コロナウイルス肺炎の対応について、どのような通達があったのかお聞きした

いと存じます。 

 ３点目の質問でありますが、新型コロナウイルス肺炎は２月７日以降、指定感染

症となり、県内では13の指定医療機関が受け入れるとのことであり、近くでは曽於

医師会立病院が指定医療機関となっております。不測の事態が生じた場合、検疫体

制を含めた各機関とはどのような連携がとられているのかお聞きしたいと存じます。 

 次に、防犯カメラの設置について質問をいたします。 

 最近のマスコミの報道を見ておりますと、路上や密集地において事件や事故等が

多く発生いたしており、その解決の一端として防犯カメラが利用されております。

防犯カメラの設置については、犯罪の解決だけでなく、犯罪の抑止効果として、そ

の機能を十分に果たしているものと考えられております。 

 現在、曽於市内においては銀行やコンビニ等、防犯カメラが設置されており、そ

の役割、機能を十分に発揮いたしております。防犯カメラの設置については、都市

部だけでなく、地方においても路上や通学路、密集地における犯罪の抑止や解決等
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に、その効果を期待されており、防犯カメラの設置、もしくは設置を検討している

市町村はふえていると聞いております。 

 そこで、質問の第１点でありますが、全国的にもふえつつある防犯カメラの設置

と必要性について、市長の見解を求めたいと存じます。 

 ２点目の質問でありますが、県内市町村の防犯カメラの設置状況についてお聞き

したいと存じます。 

 ３点目の質問でありますが、曽於市内の主要な通りや通学路など、安全確保のた

めの防犯カメラの設置についての見解を求めたいと存じます。 

 次に、曽於高校進学祝金贈呈事業の見直しについてを質問いたします。 

 曽於市曽於高等学校総合支援対策事業実施条例の中に、大学等進学祝金贈呈事業

があります。この事業の目的は、祝い金の贈呈により、生徒の学習意欲を高め、有

能な人材を輩出、育成することとあります。この事業は、平成27年度、曽於高校に

統合と同時に実施されており、当初、祝い金３万円であったものが、平成29年度よ

り国公立大学進学者に対しては30万円、私立大学と短期大学等進学者に対しては

５万円と大幅に増額され支給されています。予算も該当者数に応じて報償費として

毎年計上されております。この事業の設置については曽於高校として発足時であり、

文理科に対する支援と進学者に対する親の負担の軽減が主たる目的ではなかったか

と思っております。この事業は条例に沿って毎年予算執行されておりますが、この

条例、３年経過後は見直しするとされております。 

 そこで、質問の第１点でありますが、過去３カ年の曽於高校実績についてお聞き

しますが、各学科の毎年の募集定員、入学者の実績についてお聞きいたします。 

 ２点目の質問でありますが、卒業時の進学状況についてお聞きしますが、各大学

への実績と進学者数についてお示しください。 

 ３点目の質問でありますが、今後のこの事業の考え方と対応についてお聞きいた

したいと存じます。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、海野議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 質問事項の１と２については、私が最初に答弁をいたしますが、質問事項の３に

ついては、教育長に後から答弁をさせます。 

 昨日、上村議員にもお答えいたしましたが、１、新型コロナウイルスの国内への

拡散と市民不安の解消についての①新型コロナウイルスに対する見解についてお答

えをいたします。 

 コロナウイルスは、発熱や上気道症状を引き起こすウイルスで、人に感染を起こ
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すものは６種類あることがわかっています。そのうち、中東呼吸器症候群（ＭＥＲ

Ｓ）、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）などの重症化傾向のある疾患の原因ウイ

ルスも含まれております。それ以外の４種類のウイルスは、一般の風邪の原因の

10％から15％を占めます。今回の新型コロナウイルスは、これまでに報告されてい

ない呼吸器感染症と言われています。発熱、せきなどの呼吸器症状が報告されてお

り、感染源や感染経路は現在調査中ですが、飛沫感染と接触感染が考えられていま

す。人から人への感染は認められるものの、感染の程度は明らかではありません。

現時点の潜伏期間は１日から12.5日とされており、また、ほかのコロナウイルスの

情報などから、感染者は14日間の健康状態の観察が推奨されています。 

 １の②新型コロナウイルスに対する国や県からの通達についてお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症に関しては、国、県の対応についての情報提供や事務

連絡等の周知があるところです。 

 １の③不測の事態が生じた場合、検疫体制を含めた各機関との連携についてお答

えいたします。 

 感染対策について、全体的に一連の流れについて述べますが、現段階では新型イ

ンフルエンザ等対応マニュアルをもとに役割や発生時の対応策等を明確にし、また、

発生段階ごとの具体的な対策が円滑にできるよう万全を期していく必要があります。 

 発生前においては、健康危機管理部を設置し、関係部署等が連携、協力して情報

収集し、共有して発生に備えた準備をします。 

 新型コロナウイルスが発生し、政府対策本部、県対策本部が設置された際には、

国や県からの指示や情報に留意し、各関係機関や部署等と情報共有を行いながら対

応の準備を行い、市長を本部長とした曽於市新型コロナウイルス対策本部を設置し、

必要な措置や対策を実施いたします。また、曽於市新型コロナウイルス対策協議会

を設置し、各関係機関との情報共有を行い、発生時に円滑な連携を図ります。 

 曽於市では、先日、曽於市新型コロナウイルス健康危機管理部を設置し、情報の

共有化、今後の対策実施等について協議したところです。 

 ２、防犯カメラの設置についての①防犯カメラの設置と必要性についてお答えい

たします。 

 防犯カメラは犯罪抑止に大きな役割を果たすものであり、全国的にも設置数が伸

びてきていると認識しております。よって、市民の皆様の安全確保上、場所によっ

ては設置すべきものと考えております。 

 ２の②県内自治体の防犯カメラの設置状況についてお答えいたします。 

 県内自治体の設置状況について、防災、観測カメラ、ドライブレコーダーを除き、

概数で申し上げます。本市を含む18市10町村で約510基設置しております。設置場
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所については、学校や庁舎、図書館などの公共施設、主要交差点、駅前などさまざ

まであり、カメラの性能、設置費用についてさまざまであります。 

 ２の③主要な通りや通学路などの安全確保のための防犯カメラの設置についてお

答えいたします。 

 本市におきましては、現在９施設で33基設置しておりますが、財部駅前駐輪場を

除き、主要な通りや通学路には設置していないところであります。 

 市民の皆様の安全確保のため、今後、十分検討させていただきたいと思います。 

 次は、教育長が答弁をいたします。 

○教育長（瀨下 浩）   

 ３、曽於高校進学祝金贈呈事業の見直しについての①過去３年間の学科別の募集

定員と入学者実績についてお答えいたします。 

 曽於高校には、文理科、普通科、畜産食農科、機械電子科及び商業科の５学科が

あり、それぞれの定員は１クラス40人となっています。 

 過去３年間の入学実績につきましては、平成29年度は、文理科が13人、普通科が

40人、畜産食農科が31人、機械電子科が40人、商業科が40人。平成30年度は、文理

科が15人、普通科が32人、畜産食農科が39人、機械電子科が22人、商業科が40人。

平成31年度は、文理科17人、普通科26人、畜産食農科40人、機械電子科40人、商業

科34人となっています。 

 ３の②卒業時の進学状況について、各大学への実績と進学者数についてお答えし

ます。 

 平成28年度の進学状況は、国公立大学が９人、私立大学が19人、国公立短大が

２人、私立短大が６人、専修学校等が60人となっています。平成29年度の進学状況

は、国公立大学が８人、私立大学が12人、国公立短大が３人、私立短大が14人、専

修学校等が68人となっています。平成30年度の進学状況は、国公立大学が８人、私

立大学が14人、国公立短大が４人、私立短大が６人、専修学校等が50人となってい

ます。 

 ３の③今後の事業の考え方と対応についてお答えします。 

 本事業は、曽於高等学校総合支援対策事業実施条例の附則において、３年をめど

として効果上げているのかを検証を行うこととなっており、令和２年度は、３年間

の効果の検証を行い、令和３年度以降に向けて、必要な対策などを検討してまいり

ます。 

 以上です。 

○１５番（海野隆平議員）   

 ただいま３項目について答弁をいただきましたが、順次、２回目の質問をさせて
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いただきます。 

 新型コロナウイルスの国内への感染と市民の解消についてでありますが、昨日も

上村議員のほうから質問等がるるあったわけでありますが、今回、中国の武漢で発

生した新型コロナウイルス肺炎は、感染力は極めて高く、ウイルスの猛威は世界中

に拡散しているというふうに聞いております。国内においても日増しに感染者がふ

えており、県内においても感染者が出てもいい、厳しい状況にあるというふうに認

識いたしているとこであります。 

 国も国内発生の早期の段階と位置づけ、対策本部を設け、感染者の拡散防止に向

け真剣に取り組んでいるところであります。 

 当然、市町村においても、国、県と歩調を合わせて対応に応ずるべきというふう

に思うところでありますが、国、県の市町村の対応については、先ほど１回目の質

問で、新型コロナウイルス感染症に関しては、国、県の対応についての情報提供や

事務連絡等の周知があるところですというふうな答弁であったわけでありますが、

国、県の思う市町村の対応については、具体的にどのような市町村に対して対応を

求めているのか、通達があればお聞きしたいと存じます。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それでは、海野議員の質問に対してお答えいたします。 

 現在、国、県からは、それぞれ医療機関、保健所の設置につきまして資料が送ら

れてきておりますが、実際、市町村の対応としましては、感染者を出さないために

も通常のインフルエンザ等と一緒で感染防止対策をしっかりととるように、市町村

のほうには通知が来ております。 

 また、詳しいことは保健所と医療機関、消防機関、それぞれ連携を行っておりま

すので、市としましても、その関係機関と密に連絡をとりながら、市民の感染防止

に最大の努力を図っていかなければならないと思っております。 

 以上です。 

○１５番（海野隆平議員）   

 今の答弁では、国からは感染防止対策の強化というようなことで指示があったと

いうような答弁であったと思います。 

 昨日、同僚議員からも質問がありましたが、不測の事態が生じた場合であります

が、いわゆるカウンセリングの体制、それから検疫体制、それから隔離体制など、

即座に対応できる体制であるのか、その手順はどのようになっているのか、マニュ

アル的なものは、これはあるのか、詳しくお示しいただきたいというふうに存じま

す。 

○保健課長（桐野重仁）   
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 今回、この新型コロナウイルスということは、通常で言われますインフルエンザ

のウイルスとは若干違うということで、「新型」ということで報道されております

が、隔離とかそういう対策につきましては、国、県のほうから指導がありますが、

市としましては、この新型インフルエンザ等実施マニュアルによって対応していき

たいと思っております。 

○１５番（海野隆平議員）   

 現在、そういった感染者は出ておらんわけでありますので、具体的にということ

は、まだ言えんかもしれませんけど、やはり、検査体制含めて隔離体制のことも含

めて、これはもう当然、即座に対応できるような体制はとるべきでないかというふ

うに思っておりますので、そこ辺は十分に検討していただきたいなというふうに思

います。 

 最悪、感染者が発生した場合でありますが、ウイルス感染者は無症候感染者と言

われているわけであります、無症候感染者ですね。いわゆる潜伏期間が、先ほども

あったとおり、約２週間あるわけです。２週間後でないと症状が出ないというふう

に言われているわけでありますが、その間、感染経路を特定する必要もあるわけで

すね。 

 また、風評被害との関係も出てまいりますが、こうした一連の対応については、

国、県から何か具体的な指導等があったのか、あればお聞きしたいと存じます。 

○保健課長（桐野重仁）   

 その感染経路、今、検疫体制も強化をしておりますが、今、報告されているのが、

国内で感染している状況も報告されております。 

 この対策につきましては、ほとんど県のほうで対応いたしますが、まず保健所の

ほうで全ての医療機関について、現在、対応できるように、鹿児島県の医師会から

も各医療機関に通知が届いております。それによりまして、この風評被害につきま

しても、今までは感染症の指定病院のほうで診療をするということで、かかった方

のプライバシーに関しても非公表ということになっております。 

○１５番（海野隆平議員）   

 当然、公表できない部分はあるだろうかというふうには思うところでありますが。 

 曽於市においても、先ほど１回目の答弁があった中で、市長を本部長とした曽於

市新型コロナウイルス健康危機管理部を設置したということでありますけど、癩癩

もう１回申し上げますけど、曽於市においても市長を本部長として曽於市新型コロ

ナウイルス健康危機管理部を設置したということでありますが、その中で情報の共

有化とか、今後の対策実施等について協議したということでありますが、具体的に

協議の内容についてでありますけど、簡潔にお答えいただきたいわけです。中身、
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内容等については、どのような協議内容であったのか、簡潔にお示しいただきたい

と思います。 

○保健課長（桐野重仁）   

 保健課としましては、この危機管理マニュアルによりまして、発生段階に応じて

それぞれの対策本部を設置していかなければならないんですが、今、議員が言われ

ましたように国内感染の早期ということで、九州にも感染者が出ていないというこ

とでありまして、事前準備としまして、曽於市の保健課を中心として、今の健康危

機管理部ということで、保健課長を部長において、その体制を整えたところでござ

いますが、現段階は県からの情報とか県内の情報を収集し、職員で共有するという

内容でございます。 

 また、それにあわせまして対策会議を行いまして、市役所の職員も感染しないた

めの行動とか、それとあと市民からの問い合わせがあったとき、一連の流れで共通

した対応を図るということで、先日、会議を持ったところでございます。 

○１５番（海野隆平議員）   

 内容については、理解したいと思います。 

 今回の新型コロナウイルスの感染については、毎日のように新聞やテレビ等で報

道されておりまして、市民の不安も日増しに高まっているというふうに感じている

ところでありますが、マスク着用を呼びかけながらも、薬局、コンビニ等じゃ、既

に完売いたしておりまして、いわゆる入荷待ちの状態というふうになっているわけ

であります。市民の新型ウイルスに対する関心の高さを感じるところでありますが。 

 今回の新型ウイルスの発生に伴いまして、現在、ＦＭ放送等によりましても、市

民に対して手洗いやうがいの励行とか、マスク着用など呼びかけているわけで、こ

れはこれとして非常にインフルエンザの感染防止と関係して、含めて、大切なこと

じゃないかなというふうに感じておりますが、ＦＭ放送だけじゃなく、あらゆる媒

体を通じて、予防については呼びかけるべきじゃないかなというふうに思うわけで

ありますが、新型コロナウイルスが終息するまでは、やはり強く予防については呼

びかけるべきではないかというふうに思うわけでありますが、その点の考え方につ

いてお聞きしたいと思います。 

○保健課長（桐野重仁）   

 今回の新型コロナウイルスの感染症につきましては、今現在、ＦＭ放送、それと

市のホームページ、それとあと、今回計画しているのが自治会長、自治会宛ての書

面による啓発、啓蒙を図っていきたいと思っております。 

○１５番（海野隆平議員）   

 ぜひ、大事なことですので、終息するまでは継続して啓蒙、予防については呼び
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かけていただきたいなというふうに思うとこです。 

 教育長にちょっとお聞きしますが、今回のこの新型コロナウイルスについての学

校現場でありますけど、どのように捉えておられるのか、また、予防対策について

はどのように指導されているのかお聞きしたいと存じます。 

○教育長（瀨下 浩）   

 学校につきましては、インフルエンザの対応というのは、もうきちんとしたマニ

ュアルがありますので、それと同じような対応ということで、今、取り扱っており

ます。 

○１５番（海野隆平議員）   

 マニュアルに沿ってやっていただいたということですので、徹底していただきた

いなというふうに思うところです。 

 もう、これ以上は質問をいたしませんが、新型コロナウイルスについては、一日

も早い終息を願いたいところですが、毎日の報道によりますと、残念なことに国内

においても感染者がふえているのが現状であります。新型コロナウイルスへの過剰

な反応もいかがなものかと思うところでありますが、徹底した予防策を講じること

が、いわゆる市民の不安への解消にもつながるものというふうに思うところであり

ます。 

 新型コロナウイルスに対する対策と市長の今後の決意のほどを再度お聞きしまし

て、この項の質問を終わりたいと存じます。 

○市長（五位塚剛）   

 この間の経過と市の考え方については保健課長が答弁したとおりでありまして、

学校のほうでもその辺の対応しております。現実的には、今後どういうふうに広が

っていくかというのは推移を見守りながら、曽於市には発生しないことを祈りなが

ら、全体的な流れを見守りたいというふうに思います。 

○１５番（海野隆平議員）   

 続きまして２項目め、防犯カメラの設置についてを質問してまいります。 

 最近のマスコミの報道を見ておりますと、いわゆる多発する事件、事故等の解決

の糸口として、防犯カメラやビデオによる資料提供が大きな決め手というふうにな

っております。最近じゃ、車ではドライブレコーダーが注目されておりますが、曽

於市の車両にもドライブレコーダーが設置されつつあるようであります。 

 目視より記録として残す、そのためにも防犯カメラの設置については、必要かつ

大きな意義があるというふうに思うところでありますが、市長、いかがでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 １回目の答弁でもいたしましたが、道の駅とか図書館とか財部の駅とか、最低限、
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今しておりまして、今後は、やはり子供たちの通学路を含めた大事なところには検

討すべきだというふうに思っております。 

○１５番（海野隆平議員）   

 １回目の答弁でも、今後、前向きに検討したいという答弁でありましたが、曽於

市安全・安心まちづくり条例が平成18年３月31日に制定されております。 

 第１条には、「この条例は、市民の生命、身体及び財産に危害を及ぼす犯罪、事

故、災害等を未然に防止し、市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり

を進めるため、市民、事業者及び所有者等の役割を明らかにするとともに、良好な

地域社会に向けた協働への取り組みに関し基本となる事項を定めるものとする」と

いうふうにあるわけであります。 

 犯罪、事故、災害等を未然に防止してとありますが、このことからしても犯罪の

抑止、検証と防犯カメラの設置利用には、今後、前向きに取り組むべきだというふ

うに考えております。このことは第１回目の答弁でもありましたが、また、今まで

市民、団体より、防犯カメラの設置についての意見、要望等はなかったのかお聞き

したいと存じます。 

○市長（五位塚剛）   

 市内の団体を含めた市民からは具体的に要望はないところですけど、市の公用車

には、全てドライブレコーダーを設置いたしました。 

 今後、子供たちの通学路の安全とかいろんなことを考えた場合は、そういうとこ

ろを検討していかなきゃならない時期に来たのかなと思っておりますけど、残念な

がら、これについて国県の補助が全く今ありませんので、やはり、今後、国がもっ

と積極的にこの事業に対して使用していただければ、地方自治体も設置がしやすい

のでないかなというふうに思っております。 

 引き続き、また、県、国のほうにも、そういう声を上げていきたいなというふう

に思います。 

○１５番（海野隆平議員）   

 曽於市内においては、民間レベルでは銀行とかコンビニとかスーパー等について

は早くから防犯カメラが設置されておりまして、犯罪の防止や犯罪の解決の糸口に

利用されているわけであります。 

 曽於市内、行政として防犯カメラ設置の実績があれば、お示しいただきたいとこ

でありますが。私はここに本市の状況が、現在９施設で33基設置しておるというこ

とでありますが、私は、防犯カメラについては設置されていないというふうに理解

しておったわけでありますが、具体的に現在９施設である、どこどこなのかお示し

いただきたいなと思うとこでありますが。財部の駅前駐輪場には設置されたという
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ふうに聞いておりますが、どのような経過を踏まえて設置されたのか、また、これ、

いつ設置されたのか、また、そのときの設置の費用は幾らであったのか、また、現

在どこがこれは管理されているのか、詳しくお示しいただきたいと思います。 

（「財部の地域振興課でやっていると聞いておる」と言う者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 それでは、財部駅の駐輪場につきまして、わかっている範囲内でお答えしたいと

思います。 

 設置年度は平成31年度ですので、今年度でございます。駐輪場というのは、事件

が発生したためというふうに理由は聞いているところでございます。設置している

台数は１台でございます。録画の保存期間は２週間程度というふうに聞いていると

ころでございます。そういう事件がありまして、予算化をして設置をしたというこ

とでございます。 

○１５番（海野隆平議員）   

 現在、財部の地域振興課のほうで管理されるというふうには聞いておりますが、

そのときの設置の費用は大体幾らぐらいであったのか、先ほど答弁がありませんで

したので、お聞きしたいと思います。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 設置費用19万9,800円でございます。 

○１５番（海野隆平議員）   

 費用に19万円とは、高い費用を投じたもんだなというふうに思いましたけど。実

際、10万円程度になるというふうには聞いていますけど。 

 県内の防犯カメラの設置状況について、先ほど答弁がありました。本市を含む18

市10町村で約510基設置しておるというふうに答弁がありましたが、県内では南九

州市、また霧島市、日置市などに設置されているというふうに聞いておりますが。 

 これは、担当課はもう総務課になろうかというふうに思うわけでありますが、設

置場所や設置費用、設置後の維持管理等、やはり今後、調査研究が必要ではないか

なと思うわけでありますが、先ほど市長の答弁では、前向きに、今後設置について

は考えていきたいというふうな答弁であったわけでありますが、やはり、ほかの自

治体の状況が把握できなければ、導入もどうかなということも考えますが、その点

についての調査研究費を含めて、今後、そういった面での研究調査については、ど

のように考えておられるのかお聞きしたいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 当然、この防犯カメラを設置すると、それを受信するテレビみたいなものをしな
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きゃなりません。それを録画しておかなきゃなりません。そういう意味では、当然

そこを市道等に設置したときに、その受信側をどこに持っていくのか、非常に難し

い部分もあります。ですから、民間の個人の会社なんかは駐車場に設置して会社の

事務所において、それでするとか、そういうことをやっています。末吉の道の駅も、

牛のモニュメントも設置しましので、その状況を見て、あの近辺の状態を防犯カメ

ラでしておりますけど、それは事務所がありますから、事務所でちゃんとできてい

るんですけど。 

 総合的に、今後どこが必要かということを含めて、予算状態、さっき言いました

ように20万円近くかかっておりますので、いろいろと検討させていただいて、また

今後、少しずつ進めていきたいというふうに思います。 

○１５番（海野隆平議員）   

 設置場所の今、話も出ました。当然、調査研究が今後必要だろうというふうに思

いますので、この辺を十分検討していただきたいなというふうに思います。 

 通学路の話がさっき出ましたけど、学校周辺においても、最近、不審者を見かけ

るというような情報も聞いていますが、ＰＴＡ含めて保護者からの防犯カメラの設

置についての意見とか要望は出ないのか。これは教育長だろうと思いますけども、

聞いておれば、お聞きしたいと存じます。 

○教育長（瀨下 浩）   

 聞いてはいないんですけれども、一部、過去、防犯カメラをつけている学校もあ

ります。 

○１５番（海野隆平議員）   

 学校周辺を含めて、やはり今後は防犯カメラの設置については、やっぱり十分検

討する余地があるんじゃないかと思いますので、教育委員会のほうでも、これは検

討していただきたいなというふうに思います。 

 最後になりましたけど、曽於市内における防犯カメラの設置については、今後、

やはり十分調査研究すべきでありますが、県内の市町村においても防犯カメラの設

置については、設置もしくは前向きに検討される市町村がふえております。安心安

全なまちづくり、犯罪の未然の防止といった点からも、防犯カメラの設置について

は、やはり、前向きであるべきであろうというふうに思うところであります。 

 １回目の答弁で前向きな答弁いただいたところでありますが、再度、市長、この

防犯カメラの設置に向けての基本的な考え方をお聞きいたしまして、この項の質問

を終わりたいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 先ほども答弁をいたしましたように、やはり、一番子供たちの通学路というのが
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大事でありますので、そのあたりを中心にしながら、予算を見ながら、今後、検討

していきたいというふうに思います。 

○１５番（海野隆平議員）   

 それでは、３項目めについて質問してまいります。 

 曽於高校の進学祝金贈呈事業の見直しについてということでありますが、先ほど

も１回目の答弁ありましたけど、文理科、普通科については、募集定員に対して、

毎年、定員割れしているのが現状じゃないかなというふうに思うところであります。

この定員割れについて、教育委員会ではどのように分析されているのか、あわせて

文理科、普通科の今後の入学者の見通しについてお聞きしたいと存じます。 

○教育長（瀨下 浩）   

 入学者の募集と出願者のことなんですけれども、この数日前の新聞にも出ていま

したように、もう毎回ごと、年度ごとに最低倍率を更新するというような状況が続

いています。ことしは出願者数、初の１万人割れということで、よくよく見ますと、

もう鹿児島市の主な学校、それから姶良学区の加治木、加治木工業、それを除くと、

地方の学校全て定員割れ状態と。しかも、その割れ方がぎりぎり割れているんじゃ

なくて、かなりの数が割れているような状況になってきています。やはり、少子化

の影響がもろ、ここに出てきている。私学の場合には余り定員減らないんですけれ

ども、公立のほうがもろ、これを受けとめているような状況があります。 

 その中にありまして、本市におきましても、ことしの募集的に見ると、一方がふ

えりゃ一方が減るような状態で。普通科系であれば、文理科は確実にふえています。

この３年間ふえていまして、今度も、もう既に内定者も出ていますし、数的には去

年を大きく上回るだろうと思います。その分、普通科が減るわけです。ですので、

普通科系で考えると、全体的には、ふえも減りもしていないような状態が続いてい

る状態です。 

 それから、残りの専門学科系、職業系のほうです。これ、３学科ありますけども、

こっちも、どっちかがふえればどっかが減るというような状態で、ほぼ３年間、

４年間、ことしのまで見ましても、大体同じような数の中で推移しているような状

況があります。ですので、人数がほぼ固定化しているような数になっています。 

 ですので、今後ふやしていくとなると、どうしても必要なのが、都城に今進学し

ている子供たちにこっちに向いてもらう、あるいは私学に行っている子供たちにこ

ちらに向いてもらう。そこに力を入れていかないと、なかなか人数的にはふえてい

かないのかなという、教育委員会では協議しているところでございます。 

○１５番（海野隆平議員）   

 今、答弁があったとおり、文理科、普通科については、普通科のほうが特に定員
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割れしているなと。ことしも既に２月の15日でしたか、公立高校入試に対する出願

状況が出ておりますけど、なかなかこれは厳しいなというふうな見方をしていると

ころであります。 

 統合してから６年が経過いたしておりますが、各学科とも、曽於市の最高学府と

しての実績を出していただいており、それはそれとして高く評価するところであり

ます。もちろん、歴史はすぐにはつくれませんし、実績の積み上げであろうという

ふうに理解はいたしております。そのためにも、曽於高校としての独自のカラー、

デザインを構築していただくことが非常に大事じゃないかなというふうに思うとこ

ろでありますが、その点について、教育長、いわゆるグランドデザイン、それから

また学校の独自のカラーでありますけど、そういった点についての教育長の基本的

な考え方についてお聞きしたいと思います。 

○教育長（瀨下 浩）   

 学科につきましては、もう県のほうで、どういう学科というふうに決めてきます。

ですので、そこをいじることはなかなかできないんですけれども、やはりその中で

のいろんな学習のコースがあったりとか、あるいは特色ある活動をしています。 

 実は、非常に曽於高校は癩癩きのうの新聞ですか、けさの新聞ですかね、二十以

下の飲酒防止教育で全国表彰を受けたというのが出ていますから。そのほか、今の

１年生ですけれども、科学研究が非常にすぐれていまして、そちらのほうも内容的

には大学生顔負けの研究発表をしています。これも多分、そのうち評価されてくる

んだろうと思いますけども、そういった取り組みが多々あります。 

 今、アンケート調査等もいろいろやっているんですけど、その中でもそういった

取り組みをぜひ続けてやってほしいというような保護者や中学生からの要望等もた

くさん出ておりますので、そこら辺で曽於高校のよさをぜひアピールしていきたい

なというふうに、今考えているところでございます。 

○１５番（海野隆平議員）   

 非常に６年間、曽於高校としては頑張っているなというふうには評価いたしてお

りますが。 

 この祝い金の状況についてちょっとお聞きしますけど、県内の状況についてお聞

きするわけでありますが、大学等進学祝金贈呈事業を実施している市町村はどのく

らいあるのか、県内で。あるとすれば、実施している市町村の事業内容、また、効

果等はどうであったのか、含めて、詳しくお示しいただきたいと思います。 

○教育長（瀨下 浩）   

 この事業につきまして、実施しているのは伊佐市だけでございます。伊佐市が実

施しております。あそこは最初にこういうのを打ち出しまして、あそこの場合には
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金額が大きくて、いわゆる旧帝大といいますか、一部の国立大学に対しましては

100万円と、それからほかの一般的な大学につきましては30万円というような、か

なり高額のあれを出しているんですけれども、実績としまして、100万円いただい

た人が何人いるかという話を聞きましたら、創設した年に１人いたそうです。それ

以降は１人もいないというような状況でございます。 

 それの効果につきまして、こちらのほうでどうのこうのは言えるような状況では

ございませんけれども、ことしの、伊佐市は大口高校１校ですので大口高校のを見

ますと、競争率0.5倍というような状況でございました。 

 以上です。 

○１５番（海野隆平議員）   

 教育長の今の答弁では、県内、伊佐市というようなことで実施しているというこ

とでありますが、100万円というような大きな金額でありますけど、さほど効果等

は出ていないというようなことであろうというふうに答弁があったところでありま

す。 

 昨年12月23日でしたか、条例に基づき、大学等進学者、成績優秀者に対して祝い

金が贈呈されております。ここにこういうふうに写真もありますが。今回35名の方

が対象者であったというふうに載っておりますが。 

 そこで具体的にお聞きしますけど、30万円の対象者は何名であったのか、５万円

の対象者は何名であったのか、また、全体のこの事業費、これは幾らであったのか、

お聞きしたいと思います。 

○教育長（瀨下 浩）   

 今年度の分、30年度卒業生分です。30万円の対象者が26名です。国公立が10名、

私立が10名、そして専修学校等が６名の26名でございます。それから５万円のほう

です。５万円のほうが、私立大学が１人、それから専修学校等が８人で、合計９名

と。合わせまして、全部で35名で、予算は825万円でございます。 

○１５番（海野隆平議員）   

 全体で825万円使われたというふうに理解しますけど、これは当然、条例に基づ

き祝い金が支給されておりますので、使途については何に使われてもこれは自由な

わけでありますが、これは当然大切な税金であり、有意義に使っていただきたいな

と思うところでありますが、今まで使途について、この祝い金についての使途につ

いてでありますけど、アンケート調査なり、口頭での調査なりされたことはあるの

かお聞きしたいと思います。 

 それと、ことしの贈呈式のときに、使途については、看護師を目指しているので

夢実現のために使いたいというようなこと等も、ある方がここに書いていらっしゃ
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いますけど、具体的にどういった形で使途については考えていらっしゃるのか、使

われているのか、調査されたらお聞きしたいと思います。 

○教育長（瀨下 浩）   

 使い道については、調査はしておりません。 

○１５番（海野隆平議員）   

 やはり、これは大事なお金でありますので、今後、口頭でもアンケートでもいい

んですけど、どういうふうに使われたのかぐらいは聞いていただきたいなというふ

うに思うところであります。このことも、今後、教育委員会のほうで検討していた

だきたいなというふうに思います。 

 この条例は施行後３年をめどとして、この条例による改正後の曽於市曽於高等学

校総合支援対策事業実施条例における支援対策の規定について、目的に沿って効果

を上げているか十分検証し、その結果に基づき措置を講ずるものとするというふう

にあるわけでありますが、ことしが令和２年、ことしがその年に当たるというふう

に思っておりますが。そこでお聞きしますけど、検証するということが出ています

けど、どのように検証されるのか、そしてまた、その結果はいつまで出されるのか、

答弁を求めたいと思います。 

○教育長（瀨下 浩）   

 ことしが３年目の検証の年だということはわかっておりますので、そのための、

もう準備を進めております。 

 昨年度も子供たちに調査をしましたけれども、なかなかその調査ではつかめなか

ったので、ことしは調査のやり方を変えまして、今の在校生、中学生、それから高

校生、それから中学生の保護者、高校生の保護者に対しまして、今の施策について

の重要度、あるいはいろんなやり方が、先ほどありましたように内容を充実させる

ようないろんな方策等を列記しまして、その重要度について順位を上げてもらうよ

うな、そういう、ことしは今、調査はかけております。 

 そういう調査結果とか、あるいは今、ことしの教育委員会の職務権限に関する事

務の外部評価委員会というのがあります。教育委員会では、教育委員会で行ってい

る事務につきまして外部評価委員を入れて、第三者を入れまして評価をしていただ

いております。その中の一つの項目に、ことしの評価の項目の中に、この曽於高校

の支援事業を入れておりますので、第三者から見て、どういうふうに思われるのか

の評価をしていただく。例えば、適応性、有効性、目的達成度、先ほどの経済性、

効率性、こういったものについて点数的に評価をしていただいて、総合評価をして

いただくと。そして、それぞれにまたコメントをいただくようなことになっている

わけですけども、そういったものも踏まえながら、そして最終的には曽於高校の学
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校とも語りながら、最終的には教育委員会のほうでまた語って、何らかの方向性を

出していきたい、できれば年内には出していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

○１５番（海野隆平議員）   

 年内にはということでしたけど、９月までには、これは検討結果は出せるんじゃ

ないでしょうか、いかがですか。 

○教育長（瀨下 浩）   

 後のことを考えますと、来年の募集とか予算のことを考えますと、できれば９月

の議会のころまでには出していきたいなというふうに考えているところです。 

○１５番（海野隆平議員）   

 ９月、まだ期間はありますので十分検証していただいて、結果等が出れば、これ

は議会のほうの全協でも出していただいて、経過報告していただきたいなというふ

うに思うところであります。 

 大学進学者や成績優秀者に対して、祝い金事業として毎年800万円ないし900万円

の予算が計上され支給されておりますが、この支給の方法は正しいのか。これは十

分癩癩もちろん今の条例ではうたってありますけど、果たしてこれが、このやり方

がいいのか、十分検証していただきたいなと思うところでありますが、言葉は悪い

んですけど、ある意味では、このことは費用対効果はあるのかなというふうに思う

ところであります。疑問に思うんですね、やはり。 

 そこで市長にお聞きしますが、この祝い金事業について、見直し、もしくは廃止

する考え方はないのか、お聞きしたいと思います。これちょっと大事なことですの

で、しっかり答えて……。 

○市長（五位塚剛）   

 私は、この事業は、曽於高校に行った子供たちに大きな夢と希望を与えていると

いうふうに確信を持っております。成果も出ているというふうに思っております。 

 今後どうするかというのは、十分検討はさせていただきますけど、この財源につ

いては、私は、子供たちに曽於市の特産品、ふるさと納税で全国の皆さんたちから

応援もらって、その予算を皆さんたちに入学お祝い金とか、またいろんな形で使っ

ていただきたい、そして立派な大学生活、また職業を含めた者になって、また応援

してもらいたいということを言っておりますので、私はもう十分成果は出ていると

いうふうに思っております。 

○１５番（海野隆平議員）   

 いろいろ見方があります。当然、見解の相違というようなこと等もあろうかと思

うわけでありますけど、私の、これは考え方ですけど、これが果たして効果を上げ



― 138 ―   

ているのかなということは、非常に私は疑問に思っているということだけはお伝え

しておきたいと思います。 

 この事業については、先ほど教育長から答弁がありましたけど、９月までに教育

委員会のほうで検証して取りまとめたいということでありますので、結果を待ちた

いと思いますけど、十分に検証された上で結論が出されるというふうに思うわけで

ありますが、教育長が教育委員会のほうの答申については、その答申に対して十分

に尊重され、準ずるというふうに受け取っていいのか。これは市長のほうでお聞き

したいと思いますけど。 

 市長、教育委員会のほうが９月まで、この祝い金贈呈事業については検証して、

なおかつ結論を出したいというような答弁であるわけでありますけど、教育委員会

の答申に対しては十分に尊重されるお気持ちであるのかどうか、お聞きしたいと存

じます。 

○市長（五位塚剛）   

 この内容については、教育委員会だけで結論を出せることはできないと思います。

当然、我々行政側といろんな話し合いをした、将来の曽於高校のあり方を含めて検

討すべきだと思っております。 

 今、全体的には少子高齢化で子供が減っておりますので、その中で唯一、私たち

の曽於市にある曽於高校を、本当に私たちは曽於市立の曽於高校のつもりで応援を

していきますので、子供たちが元気で曽於高校で頑張ってもらえるような体制づく

りをするためには、我々行政が将来を見た上でどうすべきかというのは大事な役目

でありますので、それについては教育委員会と十分密にして、教育委員会がそのこ

とを判断したときは、それは当然ながら、そういう方向でしていきたいと思います。 

○１５番（海野隆平議員）   

 教育委員会の検証、また結論については尊重するというふうに受け取りたいと思

います。 

 この事業については、３年が経過した後、見直しするものというふうにされてお

りますが、条例、事業内容とも十分な見直しが必要ではないかなというふうに思う

ところであります。 

 また、このことは、今後、文教厚生委員会においても十分論議されるだろうとい

うふうに思うところでありますが、特に大学等進学祝い金については、統合当初の

初期の目的は、私はもう十分達成されたんじゃないかなというふうに思っておりま

す。祝い金事業があるから曽於高校へ行きたいということは、とても考えられませ

ん。曽於高校しかできない、先ほども教育長のほうから答弁がありましたけど、曽

於高校しかできないユニークな事業、そしてまたグランドデザイン、独自のカラー
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と、これは実績の積み重ねなんです。実績の積み重ねによりまして、応募者が、私

はふえるんじゃないかなというふうに思うところでありますが、そのことがまた大

事じゃないかなというふうに思うところであります。９月までには十分に検討して

いただきまして、実のある結論を出していただきたいなというふうに思うところで

あります。 

 このことについて、再度、教育長の答弁をお聞きいたしまして、私の癩癩ちょう

ど12時になりましたので癩癩この項の質問を終わります。 

○教育長（瀨下 浩）   

 今、市長のほうからもありましたように、教育委員会は教育委員会でいろいろな

方法に基づいて検討していきたい、そして最終的には市長部局とも語って、今後、

曽於高校を本質的に変えるにはどうしていけばいいかという本質的なところから議

論をしていきながら、曽於高校のためになる施策を考えていきたいというふうに考

えております。 

○議長（土屋健一）   

 ここで昼食のため休憩いたします。午後はおおむね１時再開をいたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 零時００分 

再開 午後 １時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第７、迫杉雄議員の発言を許可いたします。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 18番議員。私は今定例会において、３項目を８点に分けて市長並び教育長に質問

いたします。 

 今日におきます政治経済は国際的であり、あらゆる問題課題も地球規模でありま

す。曽於市においては、３町合併以来15年目であり平成から令和となり、発展を目

指して執行部と議会が二元代表制のもと、両輪のごとく今後も頑張る環境を構築す

る必要が必須かと思います。 

 通告に基づき、まず、平成29年度から継続で対応してきている寺園地区の農地耕

作条件改善事業について、現在着工しておりますが、内容について質問いたします。 

 ①平成29年度発覚した、隧道の中の閉鎖箇所が発生し、農業用水ができなくなっ

たことで、受益者と対応してきた内容、経過等について伺います。 

 ②農業用水について、あの地域の先人たちが大変な御苦労のもと、迫下川から隧
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道を通したことに感慨深いものがありますが、市長は寺園池の現状を見てどのよう

な見解を持っているか伺います。 

 次に、③農地耕作条件改善事業により、工事完了後の寺園の池についてですが、

工事完了後、今後も寺園池の整備が必要であると思います。現段階で、池周辺の土

地の所有者はどうなっているか伺います。 

 次に、曽於市の農業振興についてでありますが、令和元年の農畜産生産物実績か

ら質問いたします。 

 農畜産物実績については、平成30年度より３億9,240万9,000円増の481億3,542万

3,000円であります。耕種部門においては、68億3,542万5,000円で前年度より326万

1,000円増であります。畜産部門が83.2％を占めており、畜産部門は５億3,490万

6,000円の増であります。 

 耕種部門をもう少し伸ばすことが、曽於市の農業振興であると思っております。

通告いたしました水稲、サツマイモ、ゴボウ、ショウガ、ユズ等の作物の生産状況、

生産額について市長の見解を求めます。 

 次に、②今後の曽於市の農業振興に関して、農業公社が大きくかかわっていくこ

とが、曽於市の農業振興につながっていくということは言うまでもありません。令

和元年度の経営状況の収支については、昨日同僚議員の質問で答弁がありましたの

で、今後の経営、事業計画等見通しについて伺います。 

 次に、③ユズ振興については、議会でも各議員がいろいろと一般質問等で議論が

されてきました。今後の生産増に際しましても、搾汁ラインの増設が不可欠であり

ます。今後の対応を伺います。 

 次に、３の末吉中央公民館建設について、①当初計画、総合文化センター横から

建設予定地の変更が旧清寿園跡地に決定して、土地購入がなくなりました。また、

現在の公民館跡地は売却になるようですが、建設事業費について、令和２年度の当

初予算５億2,021万円についての内訳について伺います。 

 次に、②でありますが、旧清寿園周辺は市営住宅、民間住宅並びナンチク等、そ

して県道２本が交差する地域であり、公民館が建設されるに当たり、環境的にも町

並みも考えるべきと思います。朝夕の交通量も多い地域であり、でき得る限り、建

設地の高低差をなくすることが望ましい建設になるかと思います。市長の見解を求

めて１回目の質問を終わります。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、迫議員の一般質問に対してお答えしたいと思います。 

（何ごとか言う者あり） 

○議長（土屋健一）   
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 暫時休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 １時０６分 

再開 午後 １時０７分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市長（五位塚剛）   

 質問事項の１と２については、私が最初に答弁をいたしますが、質問事項の３に

ついては、教育長に後から答弁させます。 

 １、農地耕作条件改善事業寺園地区の①平成29年度からの取り組み、経過、事業

費、受益者の負担額等についてお答えをいたします。 

 取り組み経過といたしましては、平成29年度が事業導入に対しての地元説明会、

意思確認及び測量設計を行い、平成30年度が用地買収、入札不調による県及び九州

農政局との協議並びにボーリング調査を行い、令和元年度が工法変更による設計変

更及び工事発注を行い、株式会社渡辺組が落札し、現在工事を行っているところで

す。 

 全体事業費は7,500万円で、受益者負担額は工事費6,928万6,400円の５％ですの

で346万4,320円になります。 

 １の②農業用水としての歴史的な背景並びに今後の対応についてお答えいたしま

す。 

 寺園池隧道は、記念碑の碑文に昭和２年に工事費1,026円で建設されたと記載さ

れております。また、その後、昭和24年の台風災害により復旧不能となり、昭和27

年に国庫補助工事として、工事費54万円で掘り直して完成したと記載されておりま

す。 

 今後の対応については、今回の工事で閉塞箇所は解消しますので、地元で適正な

維持管理をしていただきたいと思います。 

 １の③現在の寺園池周辺の土地の所有者はどうなっているのか、今後、池周辺整

備についてはどうであるのかについてお答えいたします。 

 寺園池の所有者は個人名義で、相続未登記の状態となっており、相続権利者は

５世代にわたり63人であります。 

 今後の池周辺整備については、補助事業を導入して整備を行いたいと考えており、

県営農村災害対策整備事業の令和３年度採択に向けて、準備を進めているところで

す。 
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 ２、農業振興についての①農畜産物生産実績について、特に水稲、サツマイモ、

ゴボウ、ショウガ、ユズ等についての見解についてお答えいたします。 

 令和元年産は、生産額481億3,542万3,000円で前年を３億9,240万9,000円上回り

ました。水稲、サツマイモ、ゴボウ、ショウガ、ユズ等についての見解ですが、水

稲につきましては、梅雨の長雨等によりまして減少となり、品質においても一等米

比率が53.7％となりました。 

 次に、サツマイモですが、基腐れ病が一部の地域で見られましたが、最終的には

収量が前年産より多い結果となりました。 

 次に、ゴボウですが、前年産より栽培面積が４haふえたため、生産額もふえまし

た。 

 次に、ショウガですが、生産量、額とも前年産とほぼ同じであり、ユズにおきま

しては、裏年にもかかわらず天候に恵まれ、果実肥大が良好であったため、1,215

トンで過去２番目の生産量、額となりました。 

 ２の②農業公社の稼働状況並び今後の事業計画等経営内容についての見通しにつ

いてお答えいたします。 

 昨年の４月からことしの１月末までの稼働実績ですが、水田の荒起こしから稲刈

りまでの受託作業面積が276.1haで、収入金額が3,145万3,634円。ゴボウのロータ

リーが収穫までの受託作業面積が19.1haで、収入金額が290万6,274円。ロータリー、

プラウ、土壌消毒等の受託作業面積が50.3haで、収入金額が241万5,897円。ソバの

収穫の受託作業面積が13.6haで、収入金額が115万875円。飼料の刈り取りから梱包

までの受託作業面積が17haで、収入金額が65万3,530円。その他作業の収入金額が

156万2,603円で、合計の収入金額は4,014万2,813円となっております。 

 今後の事業計画等経営内容につきましてですが、令和２年度にブームモア導入を

いたしまして、田んぼのあぜ草刈りや農道等の草刈り等の受託作業に取り組む予定

であります。また、畜産のコントラクター事業に取り組むため、令和２年度に国へ

補助事業の要望を上げまして、令和３年度に作業機械等を導入、令和４年度からコ

ントラクター事業に取り組み、事業収益をふやしていく計画であります。 

 ２の③ユズ搾汁センターの増設については、どのように取り組まれるか今後の対

応を伺うについて、お答えいたします。 

 昨年10月16日に大休寺副市長、農林振興課長、財政課長、建設課長、水道課長、

大隅・財部支所産業振興課長、ユズ同好会３役、メセナ食彩センター常務取締役ほ

か３人を含めまして、曽於市ユズ搾汁センター整備検討委員会を立ち上げ、意見交

換等を行いました。今後は施設の場所や規模、また、導入できる補助事業等につい

て検討を重ね、早い時期に方向性を示し、施設の建設を計画していきたいと考えて
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おります。 

 あとは教育長が答弁をいたします。 

○教育長（瀨下 浩）   

 ３、末吉中央公民館建設についての①土地購入事業費が必要でないことや跡地転

売費等並びに建設事業費との試算の内容についてお答えいたします。 

 末吉中央公民館建設事業費につきましては、清寿園跡地を活用することにより、

土地購入事業費等の減額があり、昨年９月及び３月補正をお願いいたしまして、当

初予算より1,053万1,000円の減となる予定です。 

 したがいまして、建設事業費といたしましては、令和元年度が5,166万円、令和

２年度が５億2,021万1,000円、合計で５億7,187万1,000円を計画しております。 

 また、旧末吉中央公民館跡地の売却につきましては、現在、土地取得の要望書が

提出されておりました高原病院と協議を行っているところでございます。 

 ３の②でき得る限り平坦地が望ましくないかについてお答えします。 

 住民説明会につきましては、令和元年11月25日に周辺の２自治会の皆様に、末吉

中央公民館移転建てかえ計画について、説明会を実施いたしました。 

 主な意見、要望といたしましては、駐車場の有効活用、避難場所としての活用、

平屋建てによる建設等があったところです。また、敷地に隣接している住宅との土

手の管理や防犯策をとってほしいとの御意見もございました。いただいた御意見等

につきましては、誠意を持って対処していきたいと考えております。 

 また、湯之尻交差点は時間帯によっては交通量が多いことから、出入り口を拡幅

し、県道から直角で出入りできるように改良した上で、入り口を１車線、出口を

２車線とし、さらにスロープを、歩行者道を設置しまして、出入り口の安全に努め

たいと考えております。 

 敷地につきましては、高さを約２ｍ下げる造成工事を行う計画です。 

 以上です。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 それでは、２回目を順を追って質問いたします。 

 まず、平成29年度からの事業ですが、現段階で事業面積、受益者人数について、

それから29年度以降この受益者、所有権者等の状況は移動していないか確認をした

いと思います。 

○耕地課長（小松勇二）   

 それではお答えします。受益面積は約３haでございます。それから受益者につき

ましては18人でございます。受益者の変動はないところでございます。それか

ら……。 
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 以上でございます。 

（「面積」と言う者あり） 

○耕地課長（小松勇二）   

 はい。 

（「受益者の面積だけ」と言う者あり） 

○耕地課長（小松勇二）   

 受益面積は約３haでございます。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 金額等も答弁がありましたが、工事費6,928万6,400円ということの受益者に対す

る負担が５％、金額で346万4,320円という内容ですが、３haというのがどうも気に

なり、面積が少なければ受益者の負担になるということも重々わかっております。

けど、今回について、この18名の受益者に対しての負担、346万円相当の金額が、

反当で10万円どころではないというふうに聞いておりますが、反当どころの負担金

はいかほどになりますかね。 

○耕地課長（小松勇二）   

 お答えいたします。 

 10ａ当たりの負担金につきましては、約11万3,000円になるところでございます。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 今、11万3,000円ということで考えますと、かなりの負担になったということで

事業導入としていたし方がないなと思います。特にこの11万3,000円に対する、

３反４反というような受益者には大変な金額だと思いますが、市長はどういうふう

に受け取りますか。この事業等で５％受益者負担というのは、面積が広ければがっ

と下がるわけですね。今後の令和２年度の同様の事業も導入されておるようですが、

市長の見解を聞きたいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 今回の寺園地区のこの隧道の落盤によって、水をかけることができなくなりまし

た。私たちも本当に田植え前の状況で心配をされまして、急遽、北部畑かんの流末

の水を申請をいたしまして、今利用しておりますけど、農家の方々がどうしても米

づくりをしたいということで、そういう要望がありました。 

 最終的には、本当にありがたいことに、国がこういう事業を提案して認めていた

だきましたので、当然ながら自己負担がありますよということで、算定をいたしま

したら、地元の皆さんたちがそれでもやりたいという決意をしていただきましたの

で、この事業を導入いたしました。 

 そういう意味では、農家には新たな負担を強いることになりましたけど、将来の
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私たちの曽於市末吉の水田を守るために、農家の方が決意していただいていること

は、本当にありがたいというふうに思っております。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 今答弁されたことが、市長の見解、思いだろうと思いますし、私も同様です。そ

のぐらい受益者となると負担金を背負うと、今どき田んぼに関してはあげるといっ

てもいらないよと、耕作してといっても若者は耕作しないというような時代に入っ

ている中に、この事業が実施されているということで、一つは②で答弁をしてもら

いましたが、歴史的な背景ということで市長の答弁のとおり、私も再認識するとこ

ろです。 

 ただ一点、近年というかこの10年前後、もうちょっとぐらいですかね、あそこの

寺園池が崩壊して壊れたという記録的なものは聞いていらっしゃいませんか、私は

それを聞いておる、いつだったかなというふうな思いがしております。実際、そこ

が崩壊、どの程度の崩壊ということでないですが、崩壊して後また整備されたとい

うことですが、何か知っていらっしゃれば答弁を求めて質問を続けたいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 今までの過去のことと、池が崩れたのか改修したのか、経過を多分耕地課長がつ

かんでいるでしょうから、答弁をさせたいと思います。 

○耕地課長（小松勇二）   

 お答えいたします。 

 先ほど、市長のほうからの答弁もございましたけれども、昭和24年に台風の被害

で隧道が壊れまして、その後、昭和27年に新しくまた掘り直して、完成したという

ことが記念碑に記載をされているところでございます。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 答弁の中に昭和24年の台風ということで答弁されましたが、私の勘違いか思い違

いかしれませんけど、まだそれからこっちにあの今取水口といいますか、池からの

取水口といいますか、そこから下が壊れて修理された経緯があります。 

 せっかく今日まで農業用水として使ってきた池、これに対して今回、今後、法律

もできて池をどうするかと、本市においてもため池のハザードマップ作成というこ

とで、あそこも対応されると思いますが、やはりそこあたりも加味して対応しても

らうと、対応してもらいたいということです。 

 先ほどから出ておるように、農家癩癩受益者が本当に大変な思いをしながら、自

分の財産田畑を守られるわけですので、ぜひため池については対応してもらいたい

と、令和３年という年限も出ましたけど、そこらあたりからぜひどうすればよいか

ということを進めてもらいたいと思います。 
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 それにちなんで、もう③を言っているわけですが、土地の所有者がはっきりしな

いと、はっきりしないというか、今答弁にありました５世代にわたり63名でありま

すということですが、これについてはしっかりたどるといいますか、調査ができま

すか。ぜひそこまでをしてもらいたいというのが強い要望です。答弁を求めます。 

○耕地課長（小松勇二）   

 お答えします。 

 この寺園池が個人名義の土地になっておりまして、相続権利のある方が63名でご

ざいますけれども、61名の方については、こちらから連絡をいたしまして、改修に

ついて承諾をいただいているところです。あと残り２人になっているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 内容が理解できました。あと２名ということで、ハザードマップの調査委託につ

いてぜひ生かしてもらいたいと思います。そうすると、当然、池の整備に拍車がか

かる。どういう整備ということもこの場では言えませんが、ごらんのとおり、昔か

ら池の周りの木々が生い茂って、以前はあそこを整備しようという旧町時代の話も

ありましたけど、地元の理解を得られなかったなと私、思っております。そういう

意味から、今後、災害につながらないことが前提ですので、対応をお願いします。 

 あとあわせて、ハザードマップに対する市内のため池等はどういうふうに把握さ

れているか、予算、令和２年度については２カ所だけを対象とされるんですか。農

業用水イコールため池、水がたまるところですね。今回のこの法律については、平

成30年の７月の豪雨以降即国が法律を施行したというふうに理解しております。そ

ういう意味から、県内の数字はため池等が136カ所というような大まかな数字も出

ておりますが、市内においては寺園池１カ所じゃないし、そのほかに、何ですか、

池山のほうもですか、あと大隅もしくは財部地区には、そういう類いの池等はない

か確認をしたいと思います。 

○耕地課長（小松勇二）   

 お答えいたします。 

 曽於市内のため池は５つございまして、今回、令和２年度予算でハザードマップ

をつくる予定の池が、寺園池とそれから池山池、この２つの池について100％補助

の補助事業でハザードマップをつくる予定でございます。 

 以上でございます。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 市内に、そのため池ハザードマップに対するのは５つということですが、農業用
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水外にもあるような気がします。法律の狙いは農業用水かと思いますけど、もう一

歩踏み込めば災害時の対応だと思います。決壊すればどういう災害、もしくは想定

外というような言葉もありますし、ぜひ、市内のそういうため池等については、把

握されて対応していってもらいたいと思っております。 

 この件で、市長が再三寺園池を理解されているようですので、ぜひ、令和３年度

という言葉も出ましたけど、早急な整備をお願いしたいと思います。 

 次に、２番目に入りたいと思います。 

 農業振興についてですが、１番目に市長の答弁が細かく出ておりますので、理解

しております。農産物の実績額について、水稲からサツマイモ等についての見解も

わかりました。 

 この中で、一言つけ加えるんですが、やはり今回は農業、耕種部門の実績額が

360万円相当で、そのほかは畜産部門で八十二、三％相当が５億ありますし、飼料

の分が減額になっておるから、先ほど答弁されたような金額になっておるようです。 

 その部門で、326万1,000円がどういうような感覚を持っているか、できれば耕種

部門を68億円以上の、下手すれば100億円狙いぐらいに目標を立てる考えはないか、

毎年似たような耕種部門の実績額だと、私は見ておりますけど、畜産部門だけの

83％以上を狙うのはそれは当然ですが、やっぱり考え方によっては、耕種部門の農

家が、もしくはそうなると小規模農家も元気を出さないといけないし、一方では後

継者がいない我がも高齢だと、もうあした、あさって、来年でやろうかいというよ

うな言葉も出るような農家もありますし、そこに元気を出させるには何かの形で、

農業所得を上げる知恵なり段取りをするのが行政じゃないかなと思いますが、68億

円相当をどう考えるか答弁を求めたいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちの曽於市が、全体的には農業総生産額は前年度よりふえてきております。

その大部分がやっぱり畜産の分野で伸びてきているわけですけど、今言われるよう

に耕種部門での伸びが非常に厳しいところでありますので、これについてはやはり

ＪＡさんともよく協議して目標を立てて、やはり水を使った農業を、選定作物をし

て、進めていかないと伸びないというように思っております。やはり農家がつくっ

て、ある程度価格が保証ができるものでないと、農家の方々はなかなかふえていき

ませんので、この間ゴボウがふえているのは、そういう意味では、年に数回採れる

のもあって労力の軽減があり、そういうのもあると思います。 

 今曽於市に大根の加工場を含めた企業ができてきますので、大根の作付やらいろ

んなものが可能だと思っております。また、国道10号線の通山のところに、キウイ

フルーツを生産をしたいという企業が出てきましたので、少しずつですけど明るい
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兆しが見えてきているんではないかなと思っております。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 一挙に上げるというようなエネルギーはないわけですが、やはり流れを曽於市に

よって、耕種部門を上げるかということ等を再度考えてみる必要があるかと思いま

すが、先ほど通告の中で出てきました水稲、サツマイモ癩癩サツマイモについては

２年連続病気かれこれで私もなかなかそういう知識もありませんので、ここで一般

質問にはつなげられません。 

 次が、ゴボウですね。ゴボウは確実にふえたということ等やら、今答弁されたと

おりだと思います。これについて、通告の２番目にも農業公社というところとも前

後しますけど、農業公社について、その先々にはゴボウの自社生産を口に出されて

計画で聞いたような気がしますけど、これについて２年度もしくは３年度以降のゴ

ボウ生産については、計画が進むんですか。それを聞きたいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 農業公社の役目は、農家の作業の受委託作業を中心にして、大きな機械導入を軽

減化するということでの大きな役目があります。新規就農する研修生を今後つくっ

ていくためには、ゴボウのそういう研修生を受け入れることも可能であると思いま

す。そういう意味では、今後どのような形が一番いいのかということも、今検討さ

れておりますので、きのうが出番がありませんでしたので、大休寺理事長に答弁を

させたいと思います。 

○副市長（大休寺拓夫）   

 それではお答えいたします。 

 昨日、農林振興課長が申し上げたんですが、機械等につきましては、一応昨年、

昨年といいますか元年度に、汎用コンバイン、要は水稲のコンバインとソバコンバ

インを新たに入れました。年々、水稲用のコンバインも結構、耐用年数が来てるも

のですから、そこは計画的にやっていくということで、かつ２年度についてはブー

ムモア。草刈り機ですね。トラクターにつける分ですけど、あれを用意をしており

ます。 

 また、今後もそういう大きな汎用コンバインも持ってますから、随時これに移管

計画を立てております。今言われましたゴボウにつきましては、その前にコントラ

クター事業、畜産の飼料確保という面がございますので、そこをまずやりながら、

今市長が申し上げられました新規就農の支援、そこを見定めていって、それから実

習事業と、収益をふやすための実習事業を考えておりますので、そこ辺を見ながら

このゴボウについても検討していきたいと思っております。 

○１８番（迫 杉雄議員）   
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 順を追って農業公社を生かすというふうに受けますが、この場ですので、ゴボウ

については、実習生やらかれこれに焦点を合わして考えはあるというふうに受け取

ります。 

 一方から、その類いで進めていくとすれば、隣の志布志のピーマンも最初はそう

でなかったかなと、私まだ深く志布志を知りませんけど、その類いじゃなかったか

なと思いますし、ゴボウについては俗にいう連作がきくし、年間を通じて栽培がで

きると、こういうのができればゴボウの実績額は一挙に億単位で上がるんじゃない

かというふうに思います。副市長が答弁されるんであれば、ゴボウについての見解

を伺いたいと思います。 

○副市長（大休寺拓夫）   

 今議員からありましたように、機械等は特には持ってないんですが、今年度の実

績から申し上げますと、ゴボウ深耕ロータリーが大体92万円ほど、済みません、ゴ

ボウの深耕ロータリーが85万円ほど、あと播種が95万円、あと収穫作業に大体６万

円ほど、それからハーベスタ関係が104万円ということで、かなり上がってきてお

りますので、ここらあたりも、ぜひ進めてまいりたいと思っておりますのでよろし

くお願いします。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 ぜひ曽於市の農業振興は元気が出るように、ゴボウを向ける必要があるかと思い

ますので、進めていってもらいたいと思います。 

 次に、③のユズの搾汁センター、俗にいう搾汁ラインをどうしてこう話が進まな

いのかなというふうに思っています。答弁の中で、昨年の10月16日に検討会で今後

の対応がされるということですが、２年度にこの検討委員会の内容が盛り込まれて

おるわけですか。答弁を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 ユズの搾汁センターについては、今ユズの農家も非常にふえてきておりまして、

今の状況で行けば現状のところでは搾りきれないというのが、目に見えております。

それと、どうしても今時期を見てユズのちぎる数を指定しなきゃならないというこ

とで、ユズ農家からもどうにかしてほしいという声がありますので、当然そのため

にはその施設を拡充しなければなりません。今のところに増築も考えてはいたんで

すけど、大型の車がここに入るのに非常に不便を来しておりまして、ここも問題が

あるということで、今ナンチクの敷地内も、ナンチクさんに今の食彩センターの隣

に建設をさせてもらえんですかというお願いもしたけど、なかなかナンチクさんも

予定があるみたいでできないところでございます。今、一つの案として内村工業団

地のニチレイの奥が今あいておりまして、ここにユズの皮から抽出する会社が、こ
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の曽於市に来て工場をつくりたいという声もありまして、それとセットでもできな

いかということも含めて今検討も始めているところでございます。大きなこのユズ

の加工場の金額になりまして、やはり私たちは全体の事業計画を見ながら、また、

市にとって有利な補助事業が認めてもらえれば、具体的に提案したいと思いますけ

ど、まだそこ含めて検討に入っているところでございますので、理解していただき

たいというふうに思います。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 議論をする前に、今年度、元年度ですね、ユズのあれも1,215.7トンという数字

が出て、裏年ながらということで理解はできるんですが、毎年1,200トンぐらいか

なということはもう当てはまらないと思います。今回は面積的にも95町歩と、前年

度までは93町歩で出されておりましたが、曽於市のユズ、ユズの曽於市ということ

から議論をすれば、まず、鹿児島県内でユズという言葉使うのは大崎町、伊佐市ぐ

らいですね。あとはユズに対する準備はもうされていないようですので、今後もあ

り得ないと思います。ただ、九州内でも95町歩といえば、ヘクタールといえばもう

上のほうの１市での面積だというふうに捉えていますし、全国的に見ても以前と順

位も変わりませんが、四国が全面的に高知、愛媛それからどこですかね、徳島です

かやっていて、九州のほうでは大分と宮崎、宮崎は恐らく西都から向こうのことだ

と思いますが、６番目に曽於市、いや、鹿児島県か、鹿児島県が６番目についてい

るんだけど、中身は曽於市だというふうに受け取っています。ここ一番、九州内で

もまだ頑張れるような作物をもうちょっと手を入れたら鹿児島県から見ても曽於と

言えばユズと、ユズと言えば曽於というような響きができるんだがなというふうに

思います。 

 そういう観点から、ユズ振興について私もいろいろ考えますが、ほかの作物と違

って、大型機械が要らないわけですね。いろんな形で、４年５年はたつんですが、

ユズ栽培については、ほとんど元手が要らないと言ったほうがいいんですかね。ト

ラクターが要るわけでもないし、自分の健康な体が１本でやれるというような作物

はほかに見当たらない。耕種の作物といえば、やはりこれは機械が要るからもう年

だというふうになるとなかなか気力が出ないけど、ユズの面積を95町歩から100町

歩狙いは優に立てるべきだと思います。どこにその作付できるような土地があいて

いるかといろいろ考えるんですが、今日においては民家の近くまで間伐伐採が進ん

でおります。こういうのを生かせるところは生かす奨励をしたらどうかと私は思っ

ています。そうすると一挙にユズの面積は上がるし、またそれに携わる者も元気も

出てくるんじゃないかなと思いますが、95町歩もしくは近い将来100町歩を超える

だけの目標は努力しないか、市長の見解をお聞きしたいと思います。 
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○市長（五位塚剛）   

 曽於市に合併をいたしまして、15年目を迎えるわけでございます。財部・大隅の

方々からもユズを植えたいという希望がありましたので、今それを認めているとこ

ろでございます。 

 市内の畑でユズを植えられるような畑というのはいっぱいまだあります。だから、

将来的には高知等のユズ栽培は山の傾斜につくっておりますので、当然時期的には

私たちの曽於市のほうが非常に有利な状況に来るんじゃないかなと思っております。 

 全国的に市の段階では、うちが今４番目ぐらいについていると思いますけど、今

言われるように九州ではもう断トツの１位でありますので、ユズの栽培を広めて、

同時にユズの加工をできる搾汁センターを整備して、同時にユズの加工品をどれだ

けつくり上げて、売り先をつくり上げるかというのが目標になっていきますので、

このことをセットとして考えていきたいというふうに思います。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 あと、市長の答弁の中で内村工業団地と、あいてるからと、場所からわかります

が、依然聞くのがメセナ食彩センターについてはできれば近い場所、ナンチクの場

所を借りられないかというのが蹴られたということですが、やっぱり食彩センター

に近いところがそれなりの連携がとれるといういろんな議論的な話も出ております。

逆に今の川内団地のところよりも内村団地は遠くなるなと場所的には精いっぱい広

げがなるんじゃろうけど、できればナンチクとの兼ね合い等々を考えて食彩セン

ターの近くというのも選択の一番目じゃないかなと思います。 

 場所は今から準備すればいいんじゃないかなと思いますが、その食彩センターの

近くという感覚はありませんか。 

○市長（五位塚剛）   

 一番いいのはユズの食彩センターの隣のナンチクさんのあいているところを一番

いいと私なんかも思って、いろいろナンチクさんとも協議をしたんですけど、ナン

チクさんも将来的な計画があるということでできない状況であります。 

 あの近辺をちょっと土地的に見たときになかなか農家がユズを運ぶと、ある程度

の広いところがないと無理な状況でありますので、あの近辺にそういう場所があれ

ば一つのまた方法として考えられますけど、先ほども言いましたようにユズの皮か

ら抽液して、新しい事業を展開されるという会社も一緒に来たいということであり

ますので、ちょっと広いところになるのじゃないのかなと思いますので、地域的に

はまだ決定しておりませんので、あの近辺にそういう場所があればある程度の検討

する余地はあるというふうに思っております。 

○１８番（迫 杉雄議員）   
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 ここで私との議論があんまり進むわけにもと思う気がしますが、10月16日の検討

会後も検討はされていないだろうと思いますけど、今後の中に早急に出して、いい

場所はあそこの陣の下橋横の田んぼ、耕作放棄地等をあそこを市の物にすれば、面

積的には十分あると思います。 

 また、条件的にもいいんじゃないかと思いますので、まだあそこは何かいろんな

条件が要るとか無理だよというような意見があれば、もう答えてもらって私は次に

進みます。 

○市長（五位塚剛）   

 今言われる場所がちょっと確定ができないんですけど、その場所も含めて今後対

策協議会はこれで終わりではありませんので、今後いろいろ検討していきますので、

場所も含めて検討はさせていただきたいと思います。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 大いに検討してやってもらうということが、まちづくりということで議論したん

ですが、一応農業振興については以上で、３番目の中央公民館の建設に入ります。 

 前後するかもしれませんが、答弁の中から出ておりますが、まずあの清寿園跡に

中央公民館を建てるとなると、見て、県道から高さが４ｍ、そして旧清寿園はス

ロープみたいに坂に登ってずっとあそこで昭和38年から清寿園があったわけですが、

端的にまず現状をどうやって中央公民館をあそこに建設するかということについて、

できますなら道路と瓦の高さまで地を引いて、土砂をはみ出して建ててもらえば、

いいことちゅうか理解しやすいのが、環境的にもよくなると思いますし、そしてあ

のあたりの景観がよくなる、そしてもう一つ言えば、あそこは市営住宅もあるし、

県の食肉センター、民間の住宅とそして並びあの道路沿いにナンチクの事務所やら

橋渡れば、ナンチクの肉の蔵のレストランやらあるわけですので、あそこがぴしゃ

っと環境的に整えば、一角が町並みに整備進むんじゃないかなと思っているんです。

ですから、そこらあたりを計画的に議論はされておるのか、それなりの答弁を求め

たいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 今回の末吉の中央公民館の建設については、文化センターの隣の敷地を分けても

らうという前提で話を進めてまいりましたけど、最終的には家庭的な状況の中で相

続がどうしても時期的に間に合わないということで、再度教育委員会も交えて検討

いたしました。 

 一番問題になったのは、町に近いところということで検討した結果、清寿園の跡

地がまだ利用されていない状況でありました。当初の計画では清寿園の跡地に市営

住宅を建設するときのいろんな場所にしようということで思っておりましたけど、
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あの場所がやっぱり有効活用するという意味で考えたところでございます。 

 ただ、今言われるように高さを下の周りと合わせたほうがいいんじゃないかとい

う声もありますけど、残念ながらあの隣地するところについては、メガソーラーも

設置されておりまして、現状的にはその下げることは不可能であります。 

 私はお金をかけないやり方だったらもう現状のままで、取りつけ道路だけぴしゃ

っとしてやったほうがいいのではないのかということを検討させたんですけれど、

いろいろと御意見を聞く中で、２ｍ下げることにいたしました。そのことによって

取りつけ道路とまた今問題になっております諏訪方光神山線との関係もありまして、

あの道路のほうに将来的には取りつけ道路も必要だろうというふうに考えておりま

す。 

 そういうことで、余り下げるとその高さの高低もとれません。そういう意味でい

ろいろ協議をした結果、２ｍくらい下げてやろうということで教育委員会とも協議

した状況でございます。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 ２ｍがどこまで下がるかと、２ｍ下げるという計画のもとに、県道500号から入

るとすればどういう景観になるのかなと。午前中も出たように、やはりこの中央公

民館っていろんな目的をはらむわけですね。今までの公民館等でも中部地区は特に

使う、またいろんな形で使う公民館になると思いますが、催し等について駐車場も

かなり広くとれるようです。ということは２ｍ下げたところで、ずっと奥のほうに

田村の自治会公民館が一つありますが、あの高さまではとっても隣の家には支障を

来さないと、今市長が言ったようにあんまりとると右左のバランスがとれないとい

う意味じゃないかと思いますが、ある程度はとって、そして県道側と見比べたらい

いんじゃないかなと思います。恐らく奥のほうに行けば右左の住宅、市民が住んで

いるわけですので、そことの兼ね合いは２ｍで十分じゃないかと思いますが、手前

のほうだけでも道路に近い高さに土砂を持ち出せば、奥に行けばもう完全に公民館

の敷地内に入るわけですので、そうでもないかもしれません。 

 ただ先ほども答弁もされたように、もう朝夕はかなり交通量も毎日のことですが

多いです。俗に言えば湯之尻の交差点の信号からずっと県道500号線をナンチクの

事務所のあたりまでは渋滞することはざらに対応します。そういう感覚で車の量は

多いちゅうことやら、特にナンチクに出入りする大型のトラックとか運搬車、これ

も多いわけです。 

 ある程度はやはりこの間口的にも広げて、上のほうの公民館のほうに利用、使用

するような形をつくるべきだと思いますが、答弁の中で出たようにスロープをつく

ると、そのスロープであってもかなり低いほうがいいんじゃないかなと思いますし、
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間口もいっぱい広げて、広げた分だけ低くして、あとは建物から向こうはそこに段

差的にも高くなる方法はできないものか、再度検討する考えはないですか。 

○市長（五位塚剛）   

 湯之尻のこのナンチクの前の通りを直角に入るようにいたしました。それで入り

口の隣も今回土地を購入させていただきました。そういう意味では入り口のところ

を広くするようにしてあります。車が２車線でちゃんと利用ができるように計画し

ているし、また歩く人のための歩道というのも緩やかなものを計画いたしました。

現状としては、２ｍがもう限界だというふうに思っております。左側のほうがメガ

ソーラーが設置してありまして、かなりそこを下げるとあとのほうに影響があるし、

それで進めさせていただきたいというふうに思います。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 右左の問題で、メガソーラーのほうは樹木が、大木がずっと並木みたいにかかっ

てますよね。あれはそのまま生かすような、ちょっとこのよけるとか、そうしてあ

れはたしかイチョウ、直接触ってないけどイチョウの木だと思いますが、あれも全

部取り払えば今市長が言うように、メガソーラーががっつり目がいってというぐら

いになるかと思います。 

 そこらあたりは今の樹木も生かすようなスペースでやっていけば、そこにメガ

ソーラーの他人の土地が、あんまり目が痛くないんじゃないかなと思いますし、そ

れと右側のほうのモータースのほうはある程度はとれると思います。そして住宅と

の兼ね合いも再度検討するなりしてみて、やはりあの地域で中央公民館を建てても

らうと。ちゅうことは今後何十年とあそこがかわりばえはしないわけですので、そ

れを願ってやってもらいたいし、先ほどから言うように、あの一帯がここ10年、20

年のうちに建物が建って、町の一角を成すようになったら、はっきり言えばあそこ

にタイヨーが進出するということで議会も一応反対陳情を受けた経緯があります。

そういうことを考えれば、やはりあそこが今になってというような感慨深いものあ

ります。そういう意味でせめてナンチクが一生懸命手広くやり始めているから、そ

れに町も後押しとか言うわけじゃありませんけど、ナンチクが大きくなれば、町が

大きくなる。この言葉も過言じゃないんじゃないかなと思います。 

 そういう観点もいろいろ考えてもらってやってもらいたいと思うし、先ほどのユ

ズの敷地にですが、あの清寿園の土砂をあそこに持ち込むだけのものはあると思う

んです。了解はとっていないと思いますけど、恐らくもうあそこは耕作放棄地にな

っているし、もうここ何年か稲は植えていないし、地主に相談するということが私

は一番手っ取り早いんじゃないかなと思っている。市があそこを市の物にすれば、

あとは案外と一石二鳥ぐらいで今答弁ができないユズの搾汁加工センター等も広さ
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からいっても十分だと思いますし、あそこに工場かれこれが建つのには今後のいい

意味合いがあるんじゃないかと思いますが、最後に答弁を求めたいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 先ほども答弁いたしましたが、将来的なこともありますので現地も見させていた

だいて、やはり将来悔いを残さないために検討させていただきたいと思います。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 終わりですが、確実にあのあたりの一角を見てもらって、まちづくりやら今後の

いろんなものに対する答えを出してもらいたいと思います。 

 終わります。 

○議長（土屋健一）   

 ここで10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ２時０５分 

再開 午後 ２時１５分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第８、今鶴治信議員の発言を許可いたします。 

○８番（今鶴治信議員）   

 新生会の今鶴です。 

 私は、大きく３つの項目につきまして、市長、教育長に質問いたします。 

 まず、第１に、ことし、燃ゆる感動かごしま国体が開催されます。そこで、①曽

於市で開催される武術太極拳の開催時期はいつか伺います。②曽於市の大会に向け

てのこれまでの取り組みと今後の取り組みはどうなっているか伺います。 

 続きまして、２番目に、給食センターの建設について質問いたします。 

 ①建設場所はどこを予定しているか伺います。②完成の時期はいつごろになるか

伺います。 

 最後に、産業動物疾病制御教育研究センターの誘致について質問いたします。 

 議会でも特別委員会を設置しまして、財部高校跡地に産業動物疾病制御教育研究

センター誘致の計画がありますが、その後の経過はどうなっているか伺います。 

 以上、壇上からの１回目の質問を終わります。明確な答弁を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、今鶴議員の一般質問に対してお答えしたいと思います。 

 質問事項の３については私が最初に答弁いたしますが、質問事項の１と２につい
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ては教育長に後から答弁をさせます。 

 ３、産業動物疾病制御教育研究センターの誘致についての①誘致計画のその後の

経過についてお答えいたします。 

 地域の畜産関係企業や団体等からなる誘致推進協議会を昨年８月に設立し、10月

に同協議会から鹿児島大学に対して財部高校跡地に当該施設の整備を図られるよう

要望書を提出いたしました。現在、鹿児島大学と連携し施設全体構想や事業費の積

算など施設誘致に向けた具体的な協議を行っているところでございます。 

 後は教育長が答弁いたします。 

○教育長（瀨下 浩）   

 １、燃ゆる感動かごしま国体についての①曽於市で開催される武術太極拳の開催

時期についてお答えします。 

 曽於市で開催される燃ゆる感動かごしま国体の武術太極拳競技につきましては、

令和２年９月26日土曜日と27日日曜日の２日間、末吉総合体育館で開催されます。 

 １の②曽於市の大会に向けてのこれまでの取り組みと今後の取り組みについてお

答えします。 

 鹿児島県が推進する、かごしま国体・花いっぱい運動事業を平成30年度より取り

組み、のぼり旗とともに末吉総合体育館に設置いたしました。また平成30年度から、

鹿児島県武術太極拳連盟により、九州・沖縄さわやか武術太極拳大会をプレ大会と

位置づけ、曽於市で開催していただいております。 

 今後の取り組みといたしましては、令和２年１月30日に設立いたしました燃ゆる

感動かごしま国体曽於市実行委員会を中心に、花いっぱい運動、クリーンアップ運

動の実施やのぼり旗、広報用パンフレットやポスターを作成し、また、ホームペー

ジ等による広報など、周知を図ってまいりたいと考えております。 

 ２、給食センターの建設についての①建設場所についてお答えします。 

 学校給食は、学校給食衛生管理基準によると、調理完了後長くても２時間以内に

食べさせなければなりません。また、児童生徒が食べ始める30分前には校長先生等

による検食を行う必要があります。 

 平成31年３月末に策定した給食センターの建設候補地は、市内の全ての小中学校

に１時間以内で配達ができ、かつ市有地であることを条件に４カ所が候補地とされ

てきましたが、土地の形状や排水路、上下水道の有無、通勤の利便性などを考慮し

て末吉町諏訪方の旧鹿児島県農業改良普及所裏の市道側の農地を建設候補地として

計画を進めているところでございます。 

 ②の完成の時期についてお答えします。 

 給食センターの整備年度はまだ決定していませんが、設計から土地の造成、建物
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の建築及び供用開始まで、およそ２年６月程度の期間が必要となります。令和２年

度は、施設の内容などの検討や財源の調査及び調整等を引き続き行ってまいります。 

 以上です。 

○８番（今鶴治信議員）   

 １回目の答弁を市長と教育長にいただきましたので、順次、質問項目の順番に質

問をさせていただきます。 

 昭和47年に太陽国体が鹿児島で初めて開催され、それから47年ぶりとなると思う

んですけど、今回、当初は三州カントリークラブがあるときは少年ゴルフが行われ

る予定でありましたけど、結局あそこが閉鎖されまして、その後最初の胡摩地区の

ところにグラウンドゴルフ建設予定地のところで、もし完成したらこけら落としで

この公開競技としてのグラウンドゴルフ大会が行われるということでございました

けど、結局あそこにできなかったものですから、最終的にはいろいろ要望した後に

武術太極拳が曽於市に来ることになったと今までの経過では伺っております。 

 その中で、私が小学生のときでありましたけど末吉にフェンシングが来まして、

私は見には行けなかったんですけど、すごくそのときのフェンシングというのはど

ういうスポーツなのかなといって子供ながらに興味を湧いたとこがありました。そ

して、今回も花いっぱい運動ということだけど、そのときだったと思うんですけど

市の花がカンナということで今でも残っておりますけど、道路沿いに、カンナの株

を植えて今でも大分茂って残っていると思います。その中で、国体が来るんだけど

全然盛り上がりに欠けているからなと思って今回質問をしたとこでございました。

その中で、それに向けて実行委員会ができたと聞いておりますけど、どういう方々

がなっていらっしゃるのかお伺いします。 

○教育長（瀨下 浩）   

 実行委員会のメンバーですけれども、会長が市長、それから副会長として副市長

そして私、そのほか議会代表、それから体育協会あるいは県、市の体育協会、ある

いは県の武術太極拳連盟、市の太極拳それから市のスポーツ推進委員会、スポーツ

少年団、それから観光協会、商工会、公民館連絡協議会等々、各種団体、それから

小中学校、高等学校、警察、消防、それから市の関係各課、そういったところで構

成されております。 

○８番（今鶴治信議員）   

 きょうの答弁でわかったんですけど、九州・沖縄さわやか武術太極拳大会をプレ

大会と位置づけて曽於市で開催されたということでしょうね、されたと答弁があり

ましたけど、いつごろあったのか、どのぐらいの人数が参加されたのか伺います。 

○社会教育課長（岩元 浩）   
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 それでは、お答えいたします。 

 １回目が平成30年９月２日でございます。これにつきましては、役員合わせて約

310人ぐらいの参加者があったところでございます。 

 ２回目でございます。令和元年11月３日でございます。これにつきましては、約

320名の参加があったところでございます。 

 以上でございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 私もちょっと注意をしていなかったということなんでしょうけど、せっかく２回

も国体に向けてやったんですけど、非常にこういうのが曽於市で開催されたという

のは知らない人が多いんじゃないでしょうか。そのＦＭ等でも宣伝されたのでしょ

うけど、そういうのぼり旗も体育館のとこにどんなのが立っていますかね。全然気

づかないんですけど。これまでどのくらいそういう旗とか啓蒙のために準備されて

いるのか伺います。 

○社会教育課長（岩元 浩）   

 お答えいたします。 

 のぼり旗につきましては約20基ほど、これにつきましては常時設置はいたしてお

りません。消防の関係で大会とかのときに設置いたしております。 

 以上です。 

○８番（今鶴治信議員）   

 テレビ等ではたまに見かけたことがあるんですけど、中国が発祥のスポーツだと

聞いております。その中で、結構古くからこういう連盟があって世界大会まである

ということで、せっかく曽於市にこういう300人以上の方が関係者を含めてプレ大

会でもいらっしゃるということで、実際に国体の公開競技として来られた場合もや

はりもっとこれ以上に人数が多くなる予定かどうかはまだ把握されていないか質問

いたします。 

○教育長（瀨下 浩）   

 大会当日は、大体昨年度の茨城県が１日当たり1,000人ぐらいは来ているという

ことで、本市でもそれぐらいの人数を一応見込んでおります。一応、選手役員等で

300人、その他の一般参加者を700人と見込んでおりまして、ただ一般参加者の中に

は当然選手役員等について来る県外の方もたくさんいらっしゃいますので、本市か

ら半分くらいですかね、500人ぐらいは見込んでいかなきゃならないのかなという

ふうに考えております。 

○８番（今鶴治信議員）   

 いよいよことしの９月26日と27日の２日間で行われるということで、それに向け
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てプレ大会をされたわけですので、体育館等の今度耐震化の予算も出ていますけど、

体育館のもう改修的なものは必要ないのか、それと1,000人ぐらい来られて宿泊施

設等も曽於市には数的にも間に合わないと思うんですけど、そういうのは大会関係

者の人たちがされるんでしょうけど、曽於市のほうではどの程度まで大会運営に携

わっていかれるのか、また予算として今度上っていましたのが426万円でございま

すが、これもどういう方向に使っていかれるのか伺います。 

○社会教育課長（岩元 浩）   

 それでは、お答えいたします。 

 宿泊につきましては県の連盟のほうで実施いたしますので、今現在まだ決まって

はいないところでございます。 

 また、携わっていくということにつきましては、当然地元であるわけですので全

国の連盟と県の連盟、そして曽於市の実行委員会、私どもで、内容につきましては、

当日の運営とかですね、そういうことを携わっていきたいと思いますけれども、実

際、誰が何をするかというのは、今後の４月以降の協議のもとで決まります。 

 以上です。 

○８番（今鶴治信議員）   

 関係者だけでも1,000人ということで、応援する人たちが出るときには見学され

るんでしょうけど、曽於市内の人が、もしあの体育館で珍しいから見学したいと思

っても、中に、９月といったら空調設備もしっかりしていない体育館でありますけ

ど、残暑でも厳しかった場合は、そういう一般の人、関係者の人が問題なく過ごせ

る環境であるかどうかを伺います。 

○社会教育課長（岩元 浩）   

 お答えいたします。 

 令和２年度の予算で、実行委員会の予算につきまして、当日２日間ですね、冷風

機を設置する計画でおります。 

 以上です。 

○８番（今鶴治信議員）   

 先ほど質問しました予算426万円の使い方につきましては、今後で詳しく決める

ということでありますかね。大まかに、そういう啓発的なのぼり旗とかパンフレッ

トとかそういうのもつくられると思うんですけど。それと花いっぱい運動を、もう

実際平成30年度でやっていらっしゃるということでありますが、どの辺を、あそこ

の総合運動公園のあたりに花をいっぱい植えていたのか、あんまり気づかないんで

すけど、どういうことに花いっぱいされているんでしょうか。 

○社会教育課長（岩元 浩）   
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 お答えいたします。 

 予算につきまして、まず、主なものにつきましては、のぼり旗もしくはうちわ等

の作成でございます。それから委託料といたしまして、おもてなしを実施する予定

でございますので、女性団体とかその他の委託料もしくはトイレの設置、備品購入

費といたしまして仕切り板、表彰台を購入する予定でございます。 

 それから、花いっぱい運動につきましては、体育館周辺に、今、設置をいたして

おります。これにつきましては、また実行委員会で栄楽公園中心にまた考えたいと

思っております。 

 以上です。 

○８番（今鶴治信議員）   

 プレ大会で300人も結構な人数だったと思うと、その３倍本大会ではふえるわけ

でありますが、駐車場もろもろ、それに対しては十二分に対応できるのか、また体

育館内で、プレ大会のときでもいいんですけど、何面ぐらい試合のコートというか、

あのあれできるのか、専門のやはりマットか何かで、上でしなくちゃいけないと思

うんですけど、それはもう全部、県の連盟とかが準備していただくのかどうか伺い

ます。 

○社会教育課長（岩元 浩）   

 お答えいたします。 

 コートにつきましては、２コートでございます。まず、シートにつきましては、

県のほうで準備いたしますが、こちらのほうも準備したいと思っておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○８番（今鶴治信議員）   

 私も直接見たことがないからわからないですけど、そのコートの購入費用を含め

て420万円ぐらいの予算で足りるんでしょうか。 

○社会教育課長（岩元 浩）   

 お答えいたします。 

 あくまでも概算の予算でございますので、今後まだ県の連盟のほうと話をしまし

て、それにつきましては検討いたしたいと思います。 

 以上です。 

○８番（今鶴治信議員）   

 ９月までですので、やはりプレ大会等もせっかくあったんですけど、なかなか私

たちも情報不足なんでしょうけど気づかなくて、できれば見てみたかったと思うん

ですけど、議員にもそういう案内もなかったかと思います。とにかく今度の９月が
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本番ですので、やはりちょっと市内の目につくところに、横看板の、交通に妨げな

いようにやって武術大会行われるとかなんかの、そういう、ほら、大会のきれいな

服を着て競技される様子を見ましたけど、そういうのもあってまず盛り上げて、曽

於市でそういうのが武術太極拳がどんなのだろうかなと興味を持っていただいて、

せっかく曽於市に来ていただきますので、そういう盛り上げ方を今から、実行委員

会があるわけですので、きょう出た私の意見等を含めて、もう少しＦＭ等も利用さ

れて常時流していかないと。９月までに向けて花も、いつもきれいにしてあるんで

しょうけど、それに向けて特に気づくちゅうのもないですので、それに向けて本当

私たち議員も責任あるんですけど、全体で盛り上げていくように、何か協力するこ

と、応援に行くとかもできますので、ぜひそういう啓発をしていただきたいと思い

ます。 

 もう１回、教育長、覚悟のほどを、と、市長のほうもこれについて意見があった

ら意見を求めます。 

○教育長（瀨下 浩）   

 実行委員会ができましたので、これからその方法について、具体的にやっていく

わけでございます。花等も、今もう既に県のほうからおりてきまして、各学校に、

今、募集をとっています。募集とってそこで育苗していただいて、それを当日は飾

るということになっているようでございます。今の段階では、実施団体のほうが主

導権を持ちながら進めておりますので、曽於市としては基本的には応援というかで

すね、盛り上げるところが中心になるかと思いますけれども、そこと連携をとりな

がら曽於市でできることは何があるかということを加えながらやってきたいなとい

うふうに考えております。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちの曽於市では公開競技ということで、武術太極拳になってしまいましたけ

ど、曽於市内にもこれを競技をされている団体がありますので、その方々と一緒に

なって、市民の方々また県内の方々にも呼びかけをして盛り上げていきたいという

ふうに思います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 今の、花の苗、育苗等でも小学校にもお願いしているという教育長のお話があり

ましたけど、やはり私が子供のころフェンシングというのがあったというので、夢

を与えるということもありますので、ぜひ小学校等でもこの武術太極拳の啓発をし

て、子供たちも１回、見ればまたすごいいい思い出になると思いますので、ぜひそ

の点もお願いしたいと思います。 

 続きまして、２番目の給食センターについて質問いたします。 
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 先日いただいた総合振興計画を見たら、まだ今年度は、予算も何もついていない

ということで、最終的には概算で13億5,000万円ほどかかるということであります

が、先ほどの答弁でいいますと、４カ所ある給食センターをもう全て今度のこの給

食センターに１カ所にまとめるという方針で間違いないか伺います。 

○教育長（瀨下 浩）   

 そのとおりでございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 今後の予算的なものはこれからいろいろ調査するという説明でもございましたけ

ど、13億5,000万円のうち、国等の助成等が見込みがあるのか、また地方債で賄う

とありますけど、今後有利な起債を検討されるんでしょうけど、どういうのが今の

ところ使える予定なのかがわかっていたら質問いたします。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 お答えいたします。 

 財源の問題でございますが、現児童生徒数でいきますと国庫補助金が１億1,500

万円ほど、それから起債につきましては過疎債または義務教育施設債が借りられる

可能性があるところでございます。 

 以上です。 

○８番（今鶴治信議員）   

 義務教育、義務教育何でしたっけ。 

（「義務教育施設債」と言う者あり） 

○８番（今鶴治信議員）   

 義務教育施設債は、国の交付税措置が後で受けられる債権なんですかね。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 義務教育施設債のうち、給食センター分につきましては交付税措置はゼロでござ

います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 この鹿児島県の農業改良区の農地ということで、前の桑畑のことではないかと思

うんですけど、ここの面積のうちどのぐらいを転用するのかというのを伺います。

それと、今後２年６カ月程度の猶予期間が必要ということでございましたけど、総

合振興計画にも書いてありましたけど、場所の選定を、今、ことし、ここがいいん

じゃないかと進められるということだと思います。その後、どういうふうに令和

３年、令和４年度に計画しているか伺います。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 それではまず最初に面積のほうでございます。この旧鹿児島県農業改良普及所の
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裏には、つながって２筆の畑がございます。市道側のほう、いわゆる北側のほうが

6,073㎡、それからそれにつながった中ほどの畑が4,470haございます。給食セン

ターにつきましては、この北側の6,073haの１筆で足りるかなと思っているところ

でございます。 

 それから、２年６カ月の工程でございますが、１年目につきましては基本設計、

実施設計で１年目が終わると考えております。２年目からが建設に入りますが、

３年目の７月ぐらいには完成すると９月から給食の提供ができると思っております。 

 面積をもう１回言い直します。北側の畑が6,073㎡、つながった中ほどの畑が

4,470㎡でございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 この２筆のうちの6,073㎡のところに建設予定という計画でありますが、駐車場

等も広くいると思いますけど、この6,073㎡を全て使うのか、それと、今の自校方

式で末吉小学校と末吉中学校は自校方式であると思いますが、それが２カ所と、あ

と財部と大隅の給食センターの４カ所かどうか伺います。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 給食センターの敷地につきましては、この職員が大体45名前後になりますので、

駐車場それから配送車を含めましてこの6,000㎡の範囲内で建設ができると考えて

いるところでございます。 

 それから、自校方式の末吉中、末吉小、それからセンター方式の財部、大隅全て

をこちらに統合することができると考えております。 

○８番（今鶴治信議員）   

 給食センターが完成した後のことでありますけど、今、大新東ヒューマンに指定

管理をしていますけど、問題がなければ引き続き大新東ヒューマンが全てを、この

曽於市全体の給食センターの運営がスムーズにやっていけるかどうか伺います。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 大新東ヒューマンサービスに、今、委託しておりますが、旧末吉町時代から委託

しまして合併してそこに１社随契で行っておりますが、教育委員会と密接な連絡を

とりながらやっておりますので、今のところ問題はないと思っているところでござ

います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 結局、時間内も、先ほど説明で１時間以内に配達、校長先生の検食があるという

ことで大隅町、財部町とすごく広い範囲でありますが、その中に配送トラックとか

職員の車の出入り、あそこの市道等の拡張とかそういうのは今後影響はないものか、

道路等のほうでああいうあそこのブロック壁とかもあると思うんですけど、そうい
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う国道のほうに出たり、こっちの産業道路に出たりするのに不都合はないか、その

点は考慮されたか伺います。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 お答えいたします。 

 道路等につきましては今後の協議になると思いますが、先日、地元自治会で、建

設はいつになるかわからないですけど、こういう計画がありますということで、地

元自治会のほうで説明会を行いました。その中で出た意見としては、入り口のとこ

ろは、スムーズな交通ができるように入り口のところだけは２車線にしたほうがい

いんじゃないか、あるいは市道のところに側溝がまだふたがないとこがありますの

で、側溝にふたをしたほうがいいんではないかという意見は出ているところでござ

います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 地元の人がその道路等の心配等はあれだけど、ふたとか簡易なやつはすぐできる

と思います。その中で今後子供も減っていくわけでありますが、中学校、小学校の

全ての児童生徒のための給食をつくるというと、１日当たり完成時点で何食ぐらい

計画しているか伺います。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 今、児童生徒それから教職員等を含めまして2,800食程度でございますが、一応

3,000食程度で計画をしているところでございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 今、アレルギーとかいろいろ人の体質によって何でも全て食べられない人がいま

すけど、よくわからないもんですから、そういう人たちにも前もって、例えば特別

にそういう給食をつくられるのか、そういう特別な体質を持っている人はもう自分

で弁当を持って来なくちゃいけないか、どうなっているか伺います。 

○教育長（瀨下 浩）   

 アレルギー対応の食事をつくっております、現在もですね。そして今度のつくり

直すというのも、実は、今、そういう部屋を、つくるところの部屋を個別につくる

と、新しい基準ではそういうことになっておりますので、やはり部屋は区切ってい

かなきゃならないということで、やっぱり大きな給食センターが必要だということ

ですね。今も対応しておりますし、後からも対応するということになるかと思いま

す。 

○８番（今鶴治信議員）   

 確認でありますが、以前も説明がありましたけど、それぞれの給食センターが老

朽化している、今、教育長が答弁されましたようにそういうアレルギー体質の方々
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には別個ちゃんとした特別な部屋でつくらなくちゃいけないという規定等もあって、

今の時期に始めて令和５年ぐらいになるんですかね、令和５年には完成するという

ことで間違いないでしょうか。 

○教育長（瀨下 浩）   

 完成年度についてはまだ未定でございます。予算の問題等もございますので。 

○８番（今鶴治信議員）   

 合理化して、今でもそうなんでしょうけど、案外一遍にいろんな食材も取り寄せ

て、１食当たりの給食費が、この新しい給食センターが合理的にできた場合は、少

し給食、いろいろ食材も上がっていくでしょうけど、合理的で少しは安くできるよ

うな予定ですかね。 

○教育長（瀨下 浩）   

 給食費の設定は食材だけを、分だけをいただいているわけです。その他の部分は

市でやっておりますので、もう食材によって変わるわけで、基本的には上がらない

つもりです。ただ、食材が上がってくると上がるということになるかと思います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 通告には出しておりませんでしたけど、以前私も給食費の無料化、無料化は難し

いんですけど、安く設定して子育て支援をすべきじゃないかという主張でありまし

たけど、今回の給食センターを建設して、市のほうでも、食材に対してでしょうけ

ど、３分の１助成をされていますけど、今後子供も減っていって、隣の都城市等も

比較したとき、これ、もうちょっと助成を半分ぐらいにできれば非常に子育てにも

助かるんじゃないかと思うんですけど、市長に伺いますけど、将来的に給食セン

ター等が稼働するようになってそこら辺もふるさと納税とか財源問題もあるでしょ

うけど、３分の１でも御両親にとってはありがたい、保護者にとってはありがたい

ことでありますが、２分の１ぐらいに思い切ってできないものか、それか食材をち

ょっと、もうちょっといいものを出すために予算をふやしていく予定はないか、そ

こを伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 給食費の３分の１補助ということで非常に市民の方から喜ばれておりますけど、

まだその２分の１にするとかそういうのは全く検討しておりませんので、今のとこ

ろは現状維持になるだろうというふうに思います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 子供たちの食事の安心・安全のために、ぜひ予算もかかることでございますが、

給食センターを少しでも早く完成して、そういうアレルギー体質の人たちにも個別

に対応しているということで、安心・安全な給食を希望します。 
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 その中で私も少し意見を聞いたんですけど、直接的には関係ないんでしょうけど、

県から譲渡していただいたあの改良普及センターと産業試験場ですよ。あれはもう

あのまま、そのまま置いておくのか、いずれ解体をしたほうがいいと思うんですけ

ど、有効利用のために。その点は市長何か計画的にあそこをもう解体するという気

持ちはないでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 今、あの施設の中に市の備品等を入れておりまして保管場所になっております。

最終的にはもう解体をして、また、しなきゃなりませんけど、それはまた給食セン

ターができるときに具体的に今後検討したいと思います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 全部で１haぐらいの広い敷地でありますので、この中で農地に関してが、先ほど

説明があった6,000㎡と4,400㎡で、その改良普及所の建っていた場所の敷地は全体

でどのくらいあるのか伺います。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 建物が建っているところの面積につきましては3,010㎡でございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 後でまた具体的、基本設計等ができたら配置図もわかるんでしょうけど、位置的

に北側とかそういうのは聞いていますけど、今のその普及所跡とは大分離れたとこ

ろに給食センターは建つ予定ですかね。この4,470㎡がその改良普及所の裏になる

んですかね。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 ちょっと言葉で申しますと、下のほうに改良普及所の宅地があるとしますと、そ

の真後ろが4,470㎡の畑がございまして、それの北側、市道に隣接したところが

6,000㎡ございますので、その部分を計画しているところでございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 ただいまの説明で大分予想ができたとこで、直接あの普及所の施設のところとは

重ならないわけですね。給食センターがこの6,000㎡、結構面積がいるんだなと思

いますけど、市長に伺います。計画がないということでしょうけど、この改良普及

所の3,000㎡と、あと4,400㎡、市の有効な土地が7,400、7,500㎡ぐらいあるんです

けど、これを将来的にまた給食センター以外には何か宅地分譲でもしようとかそう

いう構想はないか伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 この場所は曽於高校のグラウンドと交換をしたところでありまして、これはもう

場所的に非常にいい場所であります。この市道沿いに公共下水道事業の排水溝もあ
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りまして、学校給食センターをつくるには本当にいいところでありますので、残っ

たものについては、特別、市が今、何かをしなきゃならないということはありませ

ん。当然ながら、遊休地については場合によっては売却、要するに宅地での売却と

いうことも含めて総体的にちょっとそういうところがありますので、それはまた検

討させていただきたいと思います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 それと、学校の自校方式の給食センターはそこについてこれはやむを得ないと思

うんですけど、既存の財部と大隅の給食センターは今は稼働しているからあれだけ

ど、将来的はどこかそういう調理をするところに貸したりとか、または解体を将来

的にするのか、そういうのは今のところ計画はないか市長に伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 財部のほうについても具体的な計画はないところでございます。大隅については

場所的にいいところでありますので、市が引き続き何か使うというのも余り検討し

ておりませんけど、民間の方があの建物ごと買っていただいて食肉加工場そういう

ものをやりたいというのであれば、場合によってはそういうことも可能だと思いま

す。まだ全く未確定でございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 私も給食センターの話があったから、近いうちにどんどん事業計画が進むのかと

思って今回質問を上げましたけど、総合振興計画はできたところでと、今後という

ことで、教育長からありましたけど予算等もありますので、できるだけ早く完成し

たいというのは気持ちが伝わってきておりますので、今後、地域住民の理解を得な

がら、立派な給食センターをつくっていただきたいと思います。 

 以上は終わりまして、最後の、３番目の財部高校跡の産業動物疾病制御教育研究

センターの誘致について伺います。 

 議会でもそういう話があったということで特別委員会をつくりまして、委員会の

皆さんが帯広畜産大学まで行かれて、どういう施設かというのを体で感じてきたと

いうことですね。その後、特別委員会からの報告も詳しくないもんですから、どう

いうふうになっているのかなと思っているとこです。その中で新聞等にも出ていま

したけど、鹿児島大学と山口大学の共同獣医学部がアジアで初めて欧州獣医学教育

機関協会の国際認証を受けたということで、これが大きくまた財部高校跡のこの産

業動物疾病制御教育研究センターの誘致について勢いをつけたんじゃないかと思う

んですけど、その点についての情報は市長はないか伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 今後の課題としては、鹿大がそういう資格を取られたということは非常に大きな
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前進だというふうに思っております。今後は、鹿児島大学のほうで具体的にどうい

うものをどこまでの規模でつくるかというのを、今、準備中でありますので、また

そういうのがわかったら、また皆さんたちにお知らせをしたいと思います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 議会のほうも積極的に特別委員会を設置して、今もある程度の目安がついたら、

もう特別委員会も方向性を出して解消すればという私は意見でありましたけど、同

僚の議員が、いや、今後いつ前進してこの事業が進むかもしれないから特別委員会

を残してその都度議会も臨機応変に動けるほうがいいということで、特別委員会も

そのまま続いている状況であります。その中で当初は、鹿児島大学の獣医学部と山

口大学そして宮崎大学の農学部の獣医学科が３つが共同でということでありました

けど、この認証をいただいたのは鹿児島大学と山口大学の共同獣医学部ということ

で、お隣の宮崎県も非常に近いということで財部のほうも同時にしてこの理解があ

ればいいことじゃないかと思ったんですけど、その点については宮大がこれに入っ

ていないんですけど、影響はないものかどうか伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 このことについては学校、大学同士で常に連携をとってやっておりますので、影

響があるかないかというのは私もわからないとこでございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 市のほうでも、もともと財部の有志の方々がいろいろ皆さんに寄附金をいただい

て、あそこに財部高校ができたという以前説明がございましたけど、曽於市に建っ

ているから曽於市も相談を受けなくちゃいけないと思うんですけど、あくまでも県

の所有の財部高校であります。その中で曽於市が、こういうのがあったらぜひ財部

高校を利用していただくとありがたいですというお願いはできると思うんですけど、

今後曽於市がここに向かってどういう協力ができるのか、大学のほうからはそうい

う曽於市に対しての、もしこれが文部科学省なのかどうかはわからないですけれど、

採択されるに当たって曽於市の協力があるとしたらどういうことがあるかとかいう

相談はないものか伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 この問題は、私たちの曽於市にとっては非常に大きな効果がある事業であります。

鹿児島大学さんが自力でなかなかこれはできませんので、当然ながら国の事業のも

とでしなきゃならないと思っております。 

 私たちは、できましたら鹿児島県も同時に参加していただいて、市も協力できる

ものはいろいろありますので、同時にしたほうがいいんじゃないかなと思っており

ますけど、まだ具体的にどういう形で市にお願いをしてくださいということの、具
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体的な提起がないところでありますので、今私たち曽於市も鹿児島大学、また鹿児

島県、それと国のほうにもこの事業を推進していただきたいということを今進めて

おりますので、近いうちにある程度の方向性は出るんじゃないかなと思っておりま

す。 

○８番（今鶴治信議員）   

 今、新型コロナウイルスが人間の疾病で、連日マスコミで騒がれておりますけど、

その中で前は豚コレラというたけど、豚熱という名前に変わりましたけど、やはり

養豚業のそういう病気も、いつこの地域に入ってくるかわからないということで、

こういう研究機関は非常に畜産の鹿児島県でありますし、またその中で曽於市は特

に養豚、養鶏、黒毛和牛と主な産業であります。 

 その中で、私たちが曽於市でできるとしたら、もしその財部高校跡に大学が来ら

れたら、全面的に協力する用意があるというのと、いろいろ獣医師会とかいろんな

人たちもこの会に入っていると伺いましたけど、ぜひこっちのほうに来てくれるの

には大歓迎であるというのを見せるためにも、特別委員会ができたと思うんですけ

ど、市としても企画課が中心にそういう大学等への連絡は密にされているのかどう

か伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 この問題は、先ほども答弁いたしましたように、曽於市にとっては本当にありが

たい事業でありますので、市を挙げて誘致のために努力をしたいと思います。 

 また、関係の獣医師会とかいろんな人たちと情報をともにしながら、成立できる

ように今後も進めてまいりたいと思います。 

○８番（今鶴治信議員）   

 こういうのが、鹿大のほうで承認を受けられて、ますますこの研究に弾みがつい

たと思っております。 

 その中で、最新の獣医学の勉強をされる学生の皆さんが、曽於市に来ていただい

て研修したらいいかと、非常に曽於市の宣伝にもなると思いますので、まあ相手が

いることでありますので、国のほうでまた大学、県一緒に曽於市も手を合わせて、

この事業がぜひ誘致できればと思っています。 

 これからのことでありますので、また具体的、いろんな説明があった場合は引き

続き質問をさせていただきます。 

 以上で、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（土屋健一）   

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 次の本会議は、あす21日午前10時から開きます。 
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 本日はこれにて散会いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散会 午後 ３時０４分 
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開議 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 おはようございます。これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、配付いたしております議事日程により進めます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 一般質問   

○議長（土屋健一）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可いたします。 

 通告第９、松ノ下いずみ議員の発言を許可いたします。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 おはようございます。２番、誠和会、松ノ下いずみです。きょうは大きく２つの

項目について質問いたします。 

 まず、先輩議員が昨日質問されていますので、一部ダブるかもしれませんが、こ

としの秋からＪＲ大隅大川原駅に新型観光列車「36ぷらす３」が停車します。これ

に伴う取り組みについてお伺いいたします。 

 ①新聞、テレビなどで報道されましたので、御存じの方も多いと思います。曽於

市もテレビやインターネット、ＳＮＳ、曽於市ＰＲ大使をお願いしたりして、曽於

の知名度アップ、魅力の発信に努められておりますが、今回の新型観光列車の大隅

大川原駅停車は曽於市の知名度アップには絶好のチャンス到来でしょう。ＪＲ九州

社長は地域活性化を目指すと言われています。このチャンスをどう捉えられている

か、市長の見解を伺います。 

 ②地元とタッグを組んで進めると言われるＪＲ九州社長の言葉、大変ありがたい

ことで、広告料不要の絶好の企画だと思います。曽於市を売り込むため、どのよう

な対応をとられるのか伺います。 

 ③ホームと北側の道路の間は、北校区有志の方々がＪＲより土地を借り上げて平

成15年に桜を植樹、26年にアジサイ植樹、桜てんぐ巣病除去を行い、年に５回ほど

周辺の草刈りを行ってこられました。今回、新型観光列車が停車する大きな要因と

なった大イチョウの下の木製デッキも、地元の方から木材提供していただき、地元

の大工さんたちに設置していただき、その後の管理もされてきております。先日見

に行ってみましたが、ＪＲは既に歩道橋に足場が組んでありましたので、準備に取

りかかっているようです。駅舎は曽於市の所有だったと記憶しておりますが、建築

から10年経過して塗装の疼げ落ちが目立つようになってきておりました。駅舎と駅
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舎周辺の環境整備は考えておられるか伺います。 

 ④５日間の全ルートで途中停車は10駅のみ、50分間の停車は大隅大川原駅と佐賀

県の肥前浜駅だけで、ほかの駅は10分から20分程度の短時間となっています。肥前

浜駅は、駅舎は木造舎で昭和５年の開業時の姿に復元され、駅前は酒蔵や白壁で整

備された美しい町並みがあり、酒の試飲などがツアーに組み込まれているようです。

なぜ何もない大川原駅が選ばれたかといえば、担当の方が大イチョウを含めて自然

の豊かさにほれ込まれて決めていただいたものだと思います。駅前の大イチョウは

もちろんですが、数分車で走れば大川原峡渓谷の大自然美が、悠久の森が待ち受け

ております。悠久の森入り口とか桐原の滝までが散策範囲に入ると思います。対応

の必要があると考えますが、お伺いいたします。 

 大きな質問２、芙蓉之塔について。 

 ①恥ずかしいことに同じ市内に住みながら２年前まで芙蓉之塔のことは全然知り

ませんでした。調べていくと、終戦間際に抗命罪覚悟で特攻作戦に異議を捉えた若

干29歳の指揮官がいた。緻密な計画を立て、若い隊員の命を無駄にすることなく、

また、隊員も過酷な訓練に耐えて夜襲攻撃で戦果を上げた部隊があったということ

です。その後、遺族、有志の方々の寄附により、慰霊のために建立されたのが芙蓉

之塔であった。芙蓉之塔保存会が設置され、現在に至っているとのことでした。芙

蓉之塔に対する市長の思いはどのようなものであるか伺います。 

 ②先日、新聞に投稿されていましたが、住民団体「岩川芙蓉会」があり、活動さ

れているとのことですが、高齢化しつつあり、残すべき資料はしっかり後世に伝え

たいと書いてありました。市としてこのような思いについて対策は考えられておら

れるかお伺いいたします。 

 これで壇上からの１回目の質問を終わります。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、松ノ下議員の一般質問に対してお答えしたいと思います。 

 １、大隅大川原駅の新型観光列車停車への取り組みについての①ＪＲ九州の地域

活性化を目指すことの見解についてお答えいたします。 

 ことしの秋から36ぷらす３という観光列車が九州を５日間かけて運行されます。

鹿児島県では牛ノ浜駅と大隅大川原駅に停車することが決定したようであります。

曽於市といたしましても利用客へのおもてなし等、大川原周辺観光地や特産品をＰ

Ｒできれば地域活性化の大きな意義があると思っております。 

 １の②曽於市の対応についてお答えいたします。 

 ＪＲ九州側から現在要請を受けているのは、駅舎前の観光案内板移設と自転車置

き場の借用であります。今後は、駅舎周辺の環境整備を含め、おもてなしや特産品



― 175 ― 

販売等についてＪＲ九州側と協議してまいります。 

 １の③駅周辺の環境整備についてお答えをいたします。 

 現在のところ、ＪＲ九州側からの環境整備要請については案内板移設だけですが、

ホーム反対側の樹木植栽や高架橋手前の伐採などは計画していきたいと思います。

また、駅舎周辺の住民の方々を含め、財部北地区公民館とも協議してまいります。 

 １の④大川原峡・悠久の森への短時間の散策についてお答えいたします。 

 36ぷらす３の停車時間は50分とされているようです。その時間内で散策できる条

件が整えば、ＪＲ九州側とも協議しながら検討をいたします。 

 ２、芙蓉之塔についての①芙蓉之塔に対する市長の思いについてお答えをいたし

ます。 

 芙蓉之塔は、芙蓉部隊の慰霊碑として太平洋戦争の末期に岩川海軍航空基地であ

った大隅町八合原に建てられております。それまでに建てられていたものが標柱の

みであったため、昭和53年に元隊員や地元住民、企業等が出資して竣工されたもの

であります。また、11月11日には、芙蓉部隊戦没者追悼式を芙蓉之塔で開催し、関

係者の出席のもと、戦没者に哀悼の意を表し、恒久の平和を願っております。芙蓉

之塔は、戦争のもたらした多くの犠牲や苦難を後世に伝える平和の象徴として大切

なものであると考えております。 

 ２の②岩川芙蓉会の方々の高齢化と今後の対策についてお答えいたします。 

 芙蓉之塔の運営につきましては、芙蓉之塔保存会と岩川芙蓉会の２つの組織で活

動を行っております。今回御質問のあった岩川芙蓉会は平成27年に有志の方々で組

織され、芙蓉部隊の伝承活動としてツアーの案内や市内小中学校での講話、また、

定期的に塔や敷地内の清掃活動、献花などを行っていただいております。現在、会

員は15人で、会員の平均年齢は70歳を超えていると聞いております。岩川芙蓉会は、

芙蓉部隊や芙蓉之塔の歴史を後世に伝えていただく重要な団体であると認識してい

ますので、今後、会の運営や存続の方法等につきまして、岩川芙蓉会役員を交えた

芙蓉之塔保存会役員会で対応を協議してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 市長もＪＲ九州の取り組みについて絶好のチャンスと考えられていらっしゃるよ

うなので、このチャンスを逃さないように取り組みをしていただきたく、質問して

いきたいと思います。 

 まず、新型観光列車が停車すると報道されてからは、気の早い方は駅を見に来ら

れているようです。列車の乗客、見物客や撮り鉄に対して、準備期間は半年もある

ではなく、半年しかないという中で準備していかないと、何もないただの無人駅と
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なります。運行開始初回は歓迎イベントやもてなし、振る舞いなども結構ですが、

毎週来られるお客様に続けて振る舞うのは無理なことです。また、自然を求められ

るお客様たちでしょうから、自然のもてなしが一番だと思います。 

 昨日の市長答弁では、市としては方向性が決まっていないようなので、地元民と

して具体的な提案をさせていただきたいと思います。 

 まず、50分間の滞在時間中に曽於市の魅力発信、曽於市に興味を持ってもらい、

また訪れてみたくなるような四季折々の観光地や弥五郎どん祭りなどのパネル展示、

曽於市のＰＲ用や霧島ジオパークのエンドレスのビデオを流すとか、観光列車内で

も事前に特産品の情報、駅周辺や大川原峡渓谷周辺まで行けるパンフレット配置な

どをしてもらうことが必要かと思いますが、市長はどう思われますか。 

○市長（五位塚剛）   

 曽於市が具体的にどのようにかかわっていくかというのはまだ決定しておりませ

んけど、確かに言われるように二度とない絶好のチャンスでありますので、今度、

３月22日に地元公民館の方々がいろいろ企画をして、私にも来ていただいて意見を

聞きたいということでありましたので、まずは地元の人たちの考え方を聞きながら、

行政としてどういう形でかかわっていくか、そのあたりも含めて今後進めてまいり

たいというふうに思います。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 この前、北校区の役員会がありまして、そのことについて少しは花の種まきをし

たりとかいろいろ考えているような計画が立っておりますので、また今度、３月22

日に煮詰まっていければありがたいと思っております。 

 それにプラスしまして、直近の催し予告等などがいろいろ考えられるし、これら

のことを実行に移すためには、駅前通りの空き店舗や空き家、ＪＲ大川原事業所跡

地活用などが必要ではないでしょうか。お伺いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 50分間、大川原駅に停車をいたしますので、その50分間という時間をどのように

して来られた方々に楽しんでもらえるかということについては、今言われるような

近くの空き家についてもうまく活用ができるのか、全く白紙の状態であります。で

すから、今後、森の学校さんとか地域の方々、または行政、また、今まで財部全体

の人たちがこの間いろんなつくり上げた伝統的な催し物もありますので、総合的に

よく皆さんと議論して進めたほうがいいのではないかなというふうに思っておりま

す。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 本当に財部全体、曽於市全体で考えていくことだと思いますけれども、主に本当
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に森の学校さんも今一生懸命やってもらっているし、私たち北校区も絶好の機会だ

と思って頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひいろいろ協議を重ねた上で

考えていっていただきたいと思います。 

 それと、現在、空き家とかは市内あちこちにあるんですけれども、駅前通りに

１軒だけ崩れ始めている空き家があります。持ち主に対しての撤去などのお願いは

できないのかお伺いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 危険廃屋という形で地域住民、また、そこを通行される人たちに支障がある場合

は市から撤去のお願いはできます。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 １軒だけありますので、もし確認されて危ないようであれば、ぜひ市のほうから

勧告していただければありがたいと思っております。 

 それで、この前の北校区公民館で、本当に校区は一生懸命、前のめりで頑張って

おりますので、ちょっと要望があるのでお願いできないかと思っております。 

 校区といたしましては、地域提案型補助金を利用して、ホームと桜の間などに花

の植栽をしようかと話が出ておりましたが、初年度補助金は最大20万円ですけれど

も、毎年減額されて、３年目は事業費の半額です。１年を通じて管理する必要があ

りますが、事業益が生まれるわけでもありません。ことしの秋の観光列車運行に合

わせるためには、ヒガンバナの植え込み、コスモスの種まき準備は急いで準備しな

ければなりません。ヒガンバナの球根については住民に呼びかければ集まると思い

ます。その後は、もみじの紅葉、春の菜の花、桜とアジサイが咲き、ヒマワリの種

まきをすれば大体１年のサイクルができてくると思います。人員確保は呼びかけれ

ば地域の方々が集まっていただいて作業できると思いますけれども、種子購入資金

が必要ですので、一定額の予算確保などはできないものかお伺いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 このことについて、まだ具体的に市からどういう形で援助するかというのをまだ

決めておりませんので、特別にこの予算をどうするかというのはまだ確定しており

ません。そういう具体的な要望が市のほうにあれば、当然、私たちも協力はしたい

というふうに思います。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 では、北校区の校区民でいろんなおもてなしができるように、市のほうとしても

援助していただければありがたいと思います。 

 こうやって列車がとまるのは大体１時半ぐらいだと思いますけれども、何か食べ

る物というのは無理な話がありますので、曽於市の特産品やイチョウの木などを使
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った小物とかミニマルシェなども考えられますけれども、商工会の連携とか市内業

者の方々への声かけなども考えられるかお伺いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 当然ながら、観光協会が立ち上がりましたので、観光協会を中心として、また、

地域の商工会、また、いろんな方々と連携ができるというふうに思っております。 

 隼人の嘉例川駅では手づくりの弁当というのが、わざわざ足を運んで弁当を買う

という、そういう状況が起きておりますので、決して今回の大川原駅で食べ物の物

品販売はできないことはないと思います。 

 それは、先ほども言ったように、地域の方々がまずはいろんな形で知恵を出して

もらって、各団体と一緒になってしてもらえれば、本当に曽於市をＰＲできる絶好

のチャンスになるのではないかなというふうに思っております。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 本当にこの絶好のチャンスを逃さないようにしていきたいと思います。 

 次、大川原渓谷の一部とか悠久の森などの散策もできると思いますけれども、自

転車小屋借用の依頼があったということで、多分、レンタサイクルとかを置かれる

のかなと思いますけれども、レンタサイクル、すごくいい案だなと思いますけれど

も、自転車に乗れないという方々もいらっしゃると思いますけれども、そういう

方々のためにタクシーとか10人乗りのワゴン車とかを出していけるようなそういう

取り組みも必要なのではないかなと思っております。 

 先般、ルート探しのために車で走行時間とかをはかってみました。大体時速30km

ぐらいで駅からトンネルまで３分ぐらいです。悠久の森入り口とか桐原の滝あたり

までが４分半ほどでしたので、これを前提に考えると十分散策とかできるのかなと

思っておりますが、交通業者のほうにもお声かけとかしていただくことはできると

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 具体的にそういう問題を含めて、実際、車で行く分については悠久の森もある程

度までは行けると思うんですけど、具体的にＪＲからこうしてほしいということに

ついてはまだ細かいことの協議はしておりませんけど、この間、商工観光課のほう

で携わっておりますので、商工観光課長のほうから答弁をさせたいと思います。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 お答えいたします。 

 ＪＲ九州さんとは11月28日と１月14日の日に打ち合わせをさせていただきました。

１月14日が現地で打ち合わせをしたところでございまして、ＪＲさんの構想といた

しましては、ちょうどイチョウの木の前のウッドデッキですね、ここをＪＲさんの
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ほうで補修をして、そこを中心としてくつろいでいただくという計画が主であるよ

うでございます。 

 それから、どうしても高架橋ですので、階段の上り下りができないお客様につき

ましてはホーム上でテーブルと椅子を並べるという計画があるようでございます。

６両編成でございますので、かなりホームの後ろまで車両が来るという状況であり

まして、ホーム上でくつろいでいただくという計画を持っていらっしゃるようでご

ざいます。そのための自転車小屋の借用というのは、倉庫を置きまして、倉庫の中

にテーブルと椅子を置きたいという状況でございます、今の計画はですね。 

 それで、あとは、森の学校さんのほうへＪＲさんのほうが直接今依頼をかけてい

らっしゃるようでありまして、そこでカフェの提供であったりとか、そういったも

のを今ＪＲさんとしては計画されております。 

 まだこちらからの提案についても今から提案はさせていただくという旨は伝えて

ございますので、協議をした後にまたこちらから提案をさせていただくという計画

でございます。 

 以上です。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 じゃあ、それでは、悠久の森とか桐原の滝あたりまでは行かないということにな

りますかね。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 ＪＲさんの中での考え方は、一応、13時20分から14時10分の間に停車するわけで

すけれども、発車時刻というのを気にされているようでございまして、そういった

部分は打ち合わせの中では出てきていないところでございますので、例えば、こち

らのほうから提案をして確実に何分から何分の間までということでお許しがいただ

ければ取り組めるのではないかなというふうには思っております。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 もし駅周辺から出られないという場合になったときには、さっきも言いましたけ

ど、パネル展示とか、エンドレスの曽於市のいいところ、催し物とかのビデオとか

を流すのが本当に曽於市のＰＲのためにはいいと思いますけれども、ぜひそちらの

ほうは考えていただきたいと思います。もし本当に元気な方がいらっしゃって行け

るという場合には、ホームをおりて高架橋を渡って３、４分もあれば十分駅舎のほ

うにおりてこられますので、元気な方がいらっしゃれば少しの散策はできると思い

ますので、そのこともＪＲさんのほうに言っていただければありがたいかなと思っ

ております。 

 もし行ける場合となると、どうしても大川原峡渓谷あたりが整備されていないよ
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うなんですけれども、今回、列車で来られて、また来ようかなと思われる方もいる

と思うし、電車を見に来られる方たちもいらっしゃると思います。その方たちに大

川原峡渓谷とか、滝とか、悠久の森とかを御案内するのもいいのかなと思いますけ

れども、残念なことに、去年の令和元年の６月の定例会でも質問しましたけれども、

トンネルの下あたりの整備もされていません。我が家ではグリーンツーリズムで子

供たちを受け入れしているんですけれども、トンネルの下なんかは毎回連れて行く

んですけれども、すごい喜んでもらうんですよね。もし許されるのであれば、トン

ネルの下とか、桐原の滝あたり、悠久の森のほうは大分整備されていると思うんで

すけれども、滝下の下流のあたり、もうちょっと整備することはできないものでし

ょうか。お伺いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 今、大川原キャンプ場を中心とした施設を地元の方々に指定管理でお願いしてお

ります。その中で、今言われるトンネルの下のところの渡る石橋といいますか、そ

のかけている橋が壊れている部分もあります。そういうのも含めて今後は整備はし

なくちゃならないというふうに思っております。実際、具体的にどことどこをどう

したらいいかというのはこの間協議はしておりましたけど、また地元の地主さん等

の個人のものがありまして、なかなかそこがまだ確定しておりませんので、今後、

またそれは引き続き検討していきたいというふうに思います。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 私が要望しているのは、地主さんとかも関係あるとは思うんですけど、とにかく

川の中の整備がされていないというか、おりるところの階段が１回本当に大川原校

区の有志で掃除したことがあるんですけれども、もうちょっと整備してほしい。商

工観光課が担当ということで聞いてはいるんですけれども、その後、何もされてい

ないから、もうちょっと整備していただきたいと思っております。整備していただ

けますかね。キャンプ場あたりは整備していくということはちょっと聞いたんです

けれども、本当にトンネルの下におりて行ったら、どこにでもないようなすごい景

色というか、みんな喜ぶんですよ。初めて来た人は「こんなところはない」と言う

んですけれども、そこいら見られたことありますか。商工観光課長、お願いします。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 お答えいたします。 

 トンネルのちょうど下の階段から川沿いにずっと遊歩道があるかと思います。事

実、この部分につきましては、我々の行政サイドの中で担当課というのがはっきり

としていない状況でございます。 

 今後、キャンプ場の管理のほうは今は農林振興課なんですけれども、商工観光課
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のほうで一応観光施設ということで三連轟近辺というのは一応予算組みしておりま

すけれども、トンネルの下の階段から遊歩道にかけて、今後、農林振興課を含めて

関係課と協議をさせていただいて整備ができるような形をとりたいというふうに思

います。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 今回のこの事業に関して、本当にある程度世間の方たちが注目されていると思い

ますので、必ずお客様が来てくださると思っておりますので、それまでには少しず

つでもいいので環境整備していただければ本当にありがたいと思います。そこら辺

はしっかり取り組んでいってほしいものです。 

 それと、また提案なんですけど、撮り鉄癩癩列車の撮影にどこまでも出向かれる

方々のことですけれども、その方々の撮られた写真をフォトコンテストみたいな感

じでＪＲとタイアップして、その後、展示させてもらうこととかしていただけると、

再びまた来ていただけるという企画もおもしろいと思いますけれども、いかがでし

ょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 今回の36ぷらす３の列車の今言われるような写真コンテストができるかできない

か、また、どこでそれをしたらいいか、それはまた今後いろいろと議論はしてみた

いと思います。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 実際、観光列車の運行が始まってみないとわからないことですけれども、現在、

九州を周遊しているななつ星のことですけど、ななつ星はまだ人気があって半年後

の９月まで予約が埋まっているということを聞きます。36ぷらす３にも大きな期待

を持ってよいかなと思います。１回きりのイベントではありませんので、毎週繰り

返しで今のところ年間45回ほどの計画と聞いております。だから、5,000人ほどの

お客様がいらっしゃるということもあります。曽於市の北の玄関口として魅力発信、

情報発信の駅として行政と市民とともにタッグを組んで取り組んでいってもらいた

いです。地元北校区も頑張ってまいりますので、行政もしっかり取り組んでいって

ほしいです。 

 次の大きな質問２の芙蓉之塔についてですけれども、遺族の方々も年々減ってき

ておられ、毎年11月11日に行われている慰霊祭の開催も難しくなってきているよう

です。日本のためにと犠牲になられた方々の慰霊をしていくのは、後世に生きる私

たちの責務だと思います。市長も残すことは大事なことだと言われておりますけれ

ども、残念ながら、保存会の資金も残り少なくなってきているようで、数年もする

と枯渇すると聞きました。このような状況を市としてはどのように考えられておら
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れますか。お伺いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 芙蓉之塔の慰霊祭についても行政のほうで事務局を手伝ってきております。実際、

活動費が非常に少なくなっているとも聞いております。 

 今後は、芙蓉之塔の会の人たちとよく話し合いをして、どういう形が一番いいの

か、十分また検討させていただきたいと思います。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 芙蓉之塔につきましても、慰霊祭というのは本当に感謝の気持ちを込めて行って

いくべきだと思いますので、十分いい検討がなされてずっと続いていけるようにし

ていただきたいと思います。 

 岩川芙蓉会のことについては詳しく答弁していただきましたけれども、今、実際

活動されている方々は７名ほどになっていると思いますけれども、その方たちもま

だお若いんですけれども、後のことを考えると何か心配と言われております。 

 ことしは戦後75年となりまして、戦争も風化しつつある現在、日本においては戦

闘機の爆買い、高額な防空のための装備品購入、海外への自衛隊派遣などがごく普

通になされて、海外でも内戦があちこちで勃発しており、外交関係でも不穏な動き

があったりします。子を持つ親として、平和教育のためにもいつの時代でもどんな

場所でも特攻隊に異議を唱えた指揮官のように自分の考えを持ち、自分の意見をし

っかり言える子供たちを育てるためにも、市内外の多くの方々に周知してもらうた

めにも資料館が必要だと私は思います。 

 16日の南日本新聞「ひろば」欄にも、岩川小学校の６年生の児童が「ひめゆりの

塔と資料館に行き、戦争の恐ろしさを知った」と投稿されています。岩川の子供た

ちは芙蓉会の方々のボランティアでいろいろ戦争の話とかを聞かれているようです

ので、実際目にされて本当に怖いと思われたのだと思います。やはり聞くだけでな

く、実際の資料や写真などを見て実感として湧いてくるものだと思います。資料館

などは必要ないと思われますか。市長、お伺いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 子供たちに戦争の悲惨さを教える平和教育というのは大事だというふうに思いま

す。特に今回の芙蓉会の活動というのは、とうとい命を無駄に捨てるなという美濃

部正さんのとうとい行動だったというふうに思います。そういう意味でも、芙蓉会

の皆さんたちの活動というのは重要だと思っております。 

 今後、そういう資料館ができるかというのは、隣にも歴史的な資料館、民俗資料

館みたいなものがありますので、そこで併設ができるのかどうか、そのあたりも検

討させていただきたいというふうに思います。 
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○２番（松ノ下いずみ議員）   

 私も芙蓉之塔に何回か行きましたけれども、本当に隣に埋蔵文化財センターがあ

って、ここはショーケースとかもあるみたいなので、本当に利用されたらいい場所

になるのになと思っております。検討されるということですので、ぜひ資料館をつ

くって、そんなに立派なものでなくてもいいと思います。こういうことがあったと

いうことを後世に伝えるために、しっかりとした資料館をつくっていただきたいと

思っております。ぜひあそこに資料館を、市長、よろしくお願いします。考えてく

ださい。 

 そして、芙蓉之塔は大隅町にしかありません。そして、大川原峡渓谷も悠久の森

も財部町にしかありません。現在、曽於市は庁舎再編に取り組んでいますが、合併

によるメリットとしては、単独の町では配置困難な専門職を採用することができ、

高度なサービスを提供する、利便性及びサービスの向上、行財政の運営効率化と基

礎強化、重点的な投資による基盤整備強化などがなされてきましたけれども、大

隅・財部の旧市街地の疲弊し切った町並みは合併のデメリットの最もたるものだと

思います。仕方がないでは地域住民の納得は得られないと思います。 

 19日の先輩議員への答弁で、地域の特色を生かした整備を進め、旧３町の均衡あ

る発展に努めていきたいとありましたけれども、そこで、大隅にしかない戦跡、財

部にしかない鉄道観光資源を生かして地域を活性化していくためには資料館をつく

ったり、観光地の環境整備をしていくことが大事なことだと思います。それが地域

住民の方々に地域おこしをしていただく起爆剤になるのではないかと思いますが、

市長、どうお考えになりますか。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちの３町のよさを後世に伝えるためにはそういう資料館が必要だと思ってお

ります。 

 今後、今ある岩川小学校が移転・改築した場合に、今の岩川小学校が残ります。

その建物は一部耐震化もできておりまして有効活用ができますので、将来的には

３つある民俗資料館を１つにまとめて曽於市の歴史を多くの方々に知ってもえらえ

るような、そういうものも利用ができるのではないかなと思っております。その中

に今言った芙蓉之塔の活動のことも併設も可能だと思っております。これは決定で

はありませんけど、いろんな議論を皆さんたちとしていただいて、市がどうして今

後進めていくかというのを私たちも真剣に検討させていただきたいというふうに思

います。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 歴史の資料館を本当に残すということは大事なことでありますので、ぜひ取り組
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んでいっていただきたいです。 

 そして、今、本当に再編のことでいろいろ問題になっておりますけれども、本当

に末吉地区はみんな集まって元気になっていますけれども、大隅地区、財部地区と

いうのは疲弊し切っております。でも、あちこちに公園とか史跡とかいろいろあり

ますけれども、それが旧財部町・大隅町時代には手入れも行き届いてちゃんとされ

ていると思うんですけれども、曽於市は人口の割に面積が多過ぎます。それをどう

やって維持していくかも行政としては大変なことだと思いますけれども、少しずつ

でも１カ所ずつでもちゃんと整理していただいて、地域に住んでいる住民は私たち

もやっぱり忘れられてはいないんだという意識を持っていただくためにも、ぜひ行

政としては地域周辺部もしっかり管理していっていただきたいと思いますけれども、

市長、ちゃんとしていただけるでしょうか。お伺いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちは曽於市全体を見ながら、地域からいろんな要望があります。当然、その

要望が必要なものであればちゃんと予算化をして進めていっております。財部、大

隅でもいろんな問題を抱えておりますので、その住民の声をよく聞いて、限られた

予算を有効的に使えるように私たちも努力をしてまいりたいというふうに思います。 

○２番（松ノ下いずみ議員）   

 予算が限られているということは私も十分承知しております。ぜひ周辺部に住ん

でいる住民の方々が満足全部できるとは思いませんけれども、できるだけ合併して

よかったなと思っていただけるような行政をとっていただくことを私の願いとして、

今回の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（土屋健一）   

 ここで10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時４７分 

再開 午前１０時５７分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第10、渕合昌昭議員の発言を許可いたします。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 ５番、新生会、渕合昌昭です。今回は３項目について質問いたします。 

 １、有害鳥獣駆除対策について、２、ふるさと納税について、３、農業振興につ

いて質問いたします。 
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 ①曽於市での有害鳥獣による農作物の被害額を３年間示してください。 

 ②有害鳥獣捕獲数の多い順に３年間分示してください。 

 ③市内で有害鳥獣駆除対策に取り組んでいる自治会、団体等の状況を示してくだ

さい。 

 ④今後、市として有害鳥獣駆除対策に取り組んでいく計画を示してください。 

 ２、①ふるさと納税過去３年間の実績状況を示してください。 

 ②ふるさと納税返礼品で３年間人気商品上位５品目の金額を示してください。 

 ③ふるさと納税で返礼品にかかわる手数料を３年間分示してください。 

 ④ふるさと納税をされた方々への返礼品は３カ月以内に返礼されているか示して

ください。 

 ３、農業振興について。 

 ①令和元年は地球温暖化影響で平年より気温上昇、雨が多く、農産物の被害状況

を示してください。 

 ②カンショの生産調整が２年続いているが、かわりの農作物を検討しているか示

してください。 

 以上、１回目を終わります。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、渕合議員の一般質問に対してお答えしたいと思います。 

 １、有害鳥獣駆除対策についての①曽於市内での有害鳥獣による農作物の被害額

を３年間示されたいについてお答えいたします。 

 毎年県に報告しております野生鳥獣による農作物の被害状況調査では、平成28年

度被害金額が1,167万円で、主な被害は、イノシシが894万5,000円、カラスが105万

9,000円、ウサギが63万7,000円、ヒヨドリが45万7,000円となっております。平成

29年度は1,157万1,000円で、主な被害は、イノシシが887万1,000円、カラスが101

万5,000円、ヒヨドリが57万3,000円、ウサギが53万9,000円となっております。平

成30年度は858万3,000円で、主な被害は、イノシシの661万3,000円、カラスの74万

7,000円、ヒヨドリの42万4,000円となっております。また、被害作物につきまして

は、カンショ、野菜、飼料作物及び稲が主な作物です。 

 １の②有害鳥獣捕獲数の多い順に３年間示されたいについてお答えいたします。 

 平成28年度は、タヌキが470頭、イノシシが338頭、カラスが76羽、ウサギが49羽、

鹿が38頭、平成29年度は、タヌキが546頭、イノシシが398頭、カラスが63羽、ウサ

ギが55羽、鹿が37頭、平成30年度は、イノシシが517頭、タヌキが494頭、アナグマ

が135頭、カラスが55羽、ウサギが42羽、鹿が37頭となっております。 

 １の③市内での有害鳥獣駆除対策に取り組んでいる自治会、団体等の状況につい
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てお答えいたします。 

 市内で有害鳥獣駆除対策に取り組んでいる自治会、団体等の報告は聞いておりま

せん。 

 １の④今後、市として有害鳥獣駆除対策に取り組んでいく計画についてお答えを

いたします。 

 これまでどおり、電気柵設置補助、狩猟免許取得補助、駆除隊への有害鳥獣捕獲

出動に対する補助、箱わなの貸し出し等による駆除を行ってまいります。 

 また、現在、市内には有害鳥獣駆除隊が４駆除隊あり、駆除活動を行っていただ

いておりますが、今後、さらに連携を密にしながら駆除活動に取り組むため、組織

の一本化を図る必要がありますので、曽於市有害鳥獣駆除隊を立ち上げまして駆除

対策に取り組んでまいります。 

 ２、ふるさと納税についての①過去３年間実績状況についてお答えいたします。 

 平成29年度は10億3,568万6,000円で、平成30年度は16億9,094万7,000円です。令

和元年度は見込み額となりますが、19億2,000万円です。 

 ２の②３年間の人気商品上位５品の金額について、申込件数の上位５品名と委託

料をお答えいたします。 

 平成29年度の上位５品目で、鹿児島黒牛ロースステーキ800ｇが２億8,920万円、

鹿児島黒牛・黒豚しゃぶセットが2,644万8,000円、うなぎ蒲焼Ｂセットが2,050万

円、曽於さくら牛焼肉ギフトが876万5,000円、鹿児島黒牛ロースステーキ400ｇが

1,141万5,000円、平成30年度の上位５品目で、鹿児島黒牛ロースステーキ800ｇが

５億8,316万7,000円、岩川特選飲みくらべセットが2,465万円、鹿児島黒牛・黒豚

しゃぶセットが2,591万4,000円、うなぎ蒲焼Ｂセットが3,269万円、長期貯蔵麦焼

酎６本セットが1,270万円、平成31年度の12月末上位５品目では、鹿児島黒牛ロー

スステーキ800ｇが３億8,837万3,000円、曽於ポーク切り落としセットが１億504万

8,000円、曽於ポーク・県産鶏セットが2,145万円、岩川特選飲みくらべセットが

1,490万円、岩川醸造の本格芋焼酎８甬が1,449万6,000円となっております。 

 ２の③３年間分の返礼品にかかわる手数料についてお答えをいたします。 

 ふるさと納税に関しましては、インターネット広告料とクレジット手数料が発生

いたしますので、年次順にお答えをいたします。平成29年度は、インターネット広

告料が5,913万3,248円で、クレジット手数料が838万7,134円です。平成30年度は、

インターネット広告料が１億4,637万263円で、クレジット手数料が1,104万2,317円

です。平成31年度は見込み額で、インターネット広告料が１億9,140万8,000円で、

クレジット手数料が1,177万7,000円となっております。 

 ２の④返礼品は３カ月以内に返礼されているのかについてお答えいたします。 
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 12月に寄附が殺到しましたので、上位２品目の返礼品につきましては募集の段階

でおおむね100日以内の配達と明記いたしました。残りの返礼品につきましてはお

おむね60日以内で発送している状況です。 

 ３、農業振興についての①令和元年の農作物の被害状況についてお答えいたしま

す。 

 長雨等の被害状況については、通常の台風等の被害調査とは異なることから把握

しておりませんが、特に長雨等で水稲、春・夏野菜等で影響があったものと推測さ

れます。水稲におきましては、普通期の大隅半島の作況指数は92であり、品質も一

等米比率が53.7％でありました。また、春・夏作の野菜は、長雨による日照不足等

で全般的に減収傾向と聞いております。 

 ３の②カンショの生産調整が２年続いているが、かわりの農作物を検討している

かについてお答えいたします。 

 霧島酒造におきましては、昨年産が２割減反、本年度につきましては２割から

３割の減反と聞いております。 

 かわりの農産物を検討しているのかの御質問ですが、カンショの代替作物となり

ますと、４月から10月ごろに栽培・収穫できる作物となりますので、でん粉用カン

ショ、里芋、夏カボチャ、ショウガ、長ネギ等が考えられますが、梅雨や台風等を

鑑みますと、栽培しやすく既存の機械で対応でき、価格も決まっており、販路もあ

ることから、でん粉用カンショ、里芋が最も適していると考えます。 

 また、ゴボウにつきましても、秋サラダゴボウの需要もあると聞いておりますの

で、今後、農協と検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 １回目の答弁をいただきました。 

 まず、有害鳥獣の件ですけれども、大変最近イノシシを中心にして曽於市内でも

被害がふえている内容が出てきました。このことは環境的なことも多少あると思い

ますけれども、と言いますのは、最近は曽於市内、森林伐採を中心にしたものの関

係もあるんじゃないかということも言われております。というのは、イノシシがす

みかがなくなったということのあかしじゃないかということを思うんですが、お互

いに共存するということなんでしょうけれども、里におりてきたということもあっ

て、今度の有害鳥獣のことを質問したんですが、市長、以前、私見たんですけれど

も、実は農業委員会のほうに政策提言をされてきているんですね、農業委員会から。

その中で５項目あるんですけれども、その中で一番最初に載ってきているのがこの

有害鳥獣の話なんですね。ちょっと読みますけれども、「特に近年、山林伐採によ
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る山を追われたイノシシ等が耕作放棄地をすみかとして、その周辺の作物被害が深

刻な状態であり、農家の耕作意欲が減退してきました。また、イノシシ等のわな講

習会への受講については増加傾向にありますが、猟友会の高齢化が進む中で、講習

会受講者へのさらなる助成金額を増額と若者が受講してもらえるように政策を検討

して要望します」という内容のものがあるんですが、市長、この中でいくと、もう

これは３年前ですけれども、どういった取り組みをされたかお聞きします。 

○市長（五位塚剛）   

 この間、農業委員会からも提案もありましたけど、議員の皆さんたちからもいろ

いろ質問がありました。また、直接、農家からもいろんな意見を聞いておりますの

で、それなりの対応を電気柵の補助についてもふやしております。また、資格をと

るための補助もしております。 

 また、いろんな形でこの間進めてきましたけど、その成果もあってある程度の捕

獲はしておりますけど、まだ取り組みをまた強めていく考えは引き続き進めてまい

りたいと思います。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 この政策提言を含めてですけれども、多分、この地区でもいろんな鳥類あるいは

動物等がいるんですが、私は思うんですが、イノシシの被害というのが一番多いわ

けですよね。これは最終的にもイノシシが600万円以上ということの被害です。農

家の方がせっかくつくった作物、あるいはそういうようなものを荒らしていく。テ

レビ等でもいろんなドキュメンタリーに出て、有害鳥獣の対策というのを放送して

いるのを見ます。前もちょっと私、質問したんですけれども、畑から２ｍぐらいま

で要するに草を刈って予防するという話も出ました。それでもなかなかイノシシの

被害というのは減ってきません。電気柵とか、あるいは猟友会の方々にも応援いた

だくんですが、今、猟友会の方というのは大体、課長、どれぐらいの方がいらっし

ゃるか教えてくださいませんか。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 人数でよろしいでしょうか。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 はい、よろしいですよ。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 はい。それではお答えします。 

 平成29年度が、銃器が70名、わなの方が118名、平成30年度が、銃器が67名、わ

なが122名、31年度が、銃器が66名、わなが131名となっております。銃器とわなに

おきましては重複の方がいらっしゃいますので申し添えます。 
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 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 あわせて平均年齢を教えていただけませんか。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それではお答えします。 

 平均年齢につきましては65歳程度と把握しております。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 今、課長の答弁で65歳ということなんですが、定年された後の方が本当に有害駆

除に対する気持ちがあって、曽於市の場合は補助金関係もありますので、何とかこ

の育成をできないかということを一番思うんですけれども、市長、どうでしょうか。

有害鳥獣に関する講習会、あるいはそういった育成というのをもっと強くするべき

であろうと思いますが、どう思われますか。 

○市長（五位塚剛）   

 これについては、基本的には育成する方向で進めてきております。そのために、

試験を受けるための支援とか、また、猟友会の方々等のよく意見を聞いてやってお

りますけど、基本的には興味があるといいますか、役に立ちたいというものとある

程度の資質が必要でありますので、誰でも彼でもというわけにはいかないと思いま

すけど、引き続き、いろんな方々に猟友会を通じて広げていきたいというふうに思

います。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 多少好き好きと申しますと変な話ですけれども、興味のある方というのが第一条

件に出てくるんでしょうけれども、変な話なんですけれども、アルバイト感覚でと

いう形で希望を募るという方法も一つの方法ではないかと思うんですよね。年に何

回かそういった講習会、あるいは希望を募る自治会あたりに要請してやるというこ

とも大事だと思うんですが、その上に危険が伴うというのもありますので、大変難

しいところがあることも事実です。 

 この間、17日だったですか、鹿屋のほうで鹿屋大隅地区の会合がありまして、私

と九日議員と一緒に行ってきたんですけれども、その中で出たことが、イノシシあ

るいは向こうは猿が多いらしいんですが、曽於市にかえますとイノシシを寄せつけ

ない。侵入を防止する。個体数を減らすというのが対策の概要だということで、

３つの柱を中心にやっている中でいきます。そうすると、取り組んでいる内容につ

いては、いろんな住民型の研修会というのを積極的にやっていくというのを提言と

していただいたんですが、私もこのことは研修会をやっていくということによって、
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各自治会ごとでそういったものを多いところは勉強会やら、あるいはそういった研

修会をして育てていくことが大事だと思うんですが、どうでしょうか。市長、もう

１回お願いします。 

○市長（五位塚剛）   

 住民型の研修会というのはどういうものであるか、全くつかめないんですけど、

この問題は非常に大きな課題でありまして、実際、イノシシの被害が一番大きいん

ですけど、イノシシの繁殖の状況、そのあたりがどうなっているのかというものと、

耕種農家の方々についてはサツマイモを掘り起こした後の小さなものは絶対にそこ

に残さないでくださいというお願いもずっとこの間言ってきております。だから、

そういうことを含めながら、我々としてはいろいろ努力はしておるんですけど、ど

ういうふうにしてイノシシがたくさん発生をしてどうなっているかという、発生的

な系統をある程度分析をしながら対策を今後はしなくてはならないのではないかな

というふうに思っておりますけど、その研修会については私はつかんでおりません

ので、今後また担当課のほうで勉強させていただきたいと思います。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 この間の研修会によりますと、専門家の方を呼んで講演するという、あるいは指

導とか啓発活動のＤＶＤを流してそういった研修をするということらしいです。そ

の中には、一つは、私、これが一番いいかなと思ったんですが、有害鳥獣対策の専

門的なノウハウを持った人が委託職員として配置すると、市がですね。そして、い

ろんな総合的な勉強会、あるいはそういったものを対策する活動をするというのを

市としてできないものかどうかお聞きします。 

○市長（五位塚剛）   

 この間も有害鳥獣の専門的な市民といいますか、猟友会の方にもたくさんおられ

ます。そういう人たちの意見を聞きながらこの間やってきておりますけど、そうい

うプロの方を呼んで曽於市が職員としてそういうのをやれるかどうかというのは全

くわかりませんけど、農林振興課長が何かを持っているかもしれませんので、ちょ

っと答弁をさせたいと思います。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それではお答えします。 

 鹿屋でありました研修で例えば住民型の研修会があったというようなことなんで

すが、今、財部の森の学校で狩猟体験ツアーというようなツアーを組んでおりまし

て、昨年も福岡あたりから来ているんですが、今後考えているのが、森の学校と連

携を図りながら有害鳥獣のというか、狩猟免許の講習なり、そういうなのもできな

いか今検討しているところでございます。 
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 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 年間にずっと相当な額の被害があるわけですから、市として委託職員を置いて、

そしていろんな講習会をして回ったりとか、あるいは特にイノシシであれば危険も

伴います。そういったものを考えてやる。あるいは機材的なことも含めてやる方法

も一つの方法だと私は思っているんですが、ぜひ課長、その辺のことは検討できま

すか。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それではお答えします。 

 昨年、平成31年度にとめ刺しというのを市のほうで購入したわけですが、これに

つきましては殺傷能力があるということで、個人にはメーカーさんが販売しないと

いうようなことで、そういうなのもありまして森の学校に今お願いしまして、とれ

たら森の学校のほうにお願いしていってしとめてもらうというような、そういうよ

うな話も今してありますので、今後はそういうことも考えながら検討してまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 今、課長からとめ刺しのことも出ました。このことも本当に大変、イノシシも必

死なわけですから、そこら辺のことを考えながらやると。ただ、イノシシの何かの

形で、ただ興味があるだけ、あるいは猟友会の方だけに任すだけじゃ、どうしても

薄いと思うんですね。そこをこういったものの専門の人を市として委託して雇うと

いう形のものを持っていってもいいんじゃないかという気がするんですが、市長、

どうですか、そこら辺のことは。 

○市長（五位塚剛）   

 言われるように、専門の方がそんなにたくさん市がお願いして、はい、行きます

よというわけには多分いかないと思うんですね。ですから、今、猟友会を一本化い

たしましたので、ここにそれなりの捕獲のできる知恵を持った人たちがいっぱいい

らっしゃいますので、その方々に一定の技術をまた磨いてもらって、そしてまた、

ことしも箱わなの予算をふやしましたので、そういう形でいろんな取り組みを進め

ていく中で、また新たな段階が来たときは検討はしたいというふうに思います。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 市長、猟友会の方が一番詳しいと思うんですね。そういう方に相談して検討して

いただきたいと考えていますので、ぜひ検討してください。 

 それで、あと、私、ちょっとさっきとダブるんですけれども、集団化、要するに
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自治会ごとのこういった駆除、例えば、畑があって、畑の中でも何軒か向き合って

畑があるわけですよね。そういう中での共同的な駆除の仕方と癩癩個人的なじゃな

くてね癩癩仕方ということもちょっと聞きました。若干地域性があるということも

わかりますから全部とは言い切れませんけれども、そういった団体をつくったと言

ったらおかしいんですが、その辺の団体をつくってイノシシを駆除するという形の

ものをやってほしいんですが、課長、そういうことは何かできますか。集団ごとに

ですね。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それではお答えします。 

 集団化、共同化というのは実際に今できていないわけですが、電気柵におきまし

ては要件が５反歩以上というようなことですので、例えば１人で１反歩、２反歩し

かない方は、その周りをまとめて５反歩以上にして共同でしてくださいというよう

な、そういう指導を行っているところです。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 じゃあ、これは50ａ以上はないとだめということがあるわけですね。そういう中

身。はい、わかりました。それでもいいと思うんですけど、何かモデル的なものを

どこか課長のほうで１カ所でもつくっていただくというのも一つの方法かなと思う

んですが、そこを合わせてね。どうですかね、そこらの検討は。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 モデル的なことということで、平成28年度に広域的なところで５基、電気柵を出

しております。29年度も１基、広域ということで出しておりますので、今後もでき

るだけ共同でできるものは共同でしていただければ、作業も半分に減るわけですし、

費用のほうについても一人一人の負担が少なくなると思われますので、共同化とい

うのを進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 ちょうど先ほどの件ですけれども、４市５町の会合のとき、私が会合の中で提案

をしたところがあったんですが、というのはジビエの問題です。これは大変、各市

町村、なかなか厳しいところがあるという話がありまして、それが部会でできない

のかという話をしたんですが、大隅地区で１カ所ぐらいはそういうのができないか

という提案をしました。鹿屋の議長が来賓で来ていたんですが、ぜひこれは提言と

して進めていきたいという話がありました。ぜひ、議長、市長、そういったときの

話があったときはぜひともそこのことも提言していますので、また助言をお願いし
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たいと思っているんですが、どうですか、考え方は。 

○市長（五位塚剛）   

 捕獲についてはなかなかそれは難しいんだと思います。捕獲した後の処理につい

ては広域的に処理をするという問題も提案されておりますので、どうしても曽於市

は曽於市、鹿屋は鹿屋でないと、そこの地権者がいらっしゃるわけですから、そこ

に曽於市のそういうところに鹿屋の猟銃会の人たちを呼んでやるとか、それは多分

無理だろうと思います。ですから、せめて私たちは曽於市の中で猟銃会の一本化と

いうのを決めてお互いに協力していこうじゃないかということでスタートいたしま

したので、今後、そういうまた問題提起があるときはまた一緒に検討はしてみたい

と思います。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 捕獲した後のことですね。だんだんと高齢化になってくると、刺して、それから

埋めてということもあるでしょうけれども、高齢化になってくると穴を掘ってとい

うのは大重労働だと思っているわけですね。そこら辺のことも十分考えてしなきゃ

いけないということもあるんですが、ジビエの問題というのは、これはある程度の

中で大隅半島は当然一角なんですが、それもいろいろ問題があります、今市長が言

ったようにね。というのは、１時間以内に刺して、１時間以内には血を出さなきゃ

いけないとか、いろいろあると思うんですが、ぜひ大隅半島、これ、各４市５町の

方々も志布志以外は大変この有害駆除については取り組んでいる内容がありますの

で、曽於市もぜひ積極的に取り組んでいっていただきたいということを思っていま

すので、最後に答弁をお願いします。 

○市長（五位塚剛）   

 先ほども答弁いたしましたように、大隅半島といってもすごい広域的であります。

佐多のほうの人たちとこっちと連携しろと言っても無理な話でありまして、だから、

要するに、鳥獣被害対策について非常に教訓的になるそういう実例があれば、それ

は私たちは積極的に研修をして曽於市の対策に生かしたいなと思います、そういう

意味ではですね。だから、向こうと連携してやるというのは、これはなかなか現実

的じゃないんじゃないかなと思っておりますけど、引き続き、そういう会の中では

教訓的な取り組みについては積極的に勉強させていただきたいと思います。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 それでは、２項目に入っていきます。 

 ふるさと納税、本当におかげさまで曽於市を応援してくれる納税の方がたくさん

いらして、ことしは補正も出たぐらいで本当にありがたいなと思っているところは

あるんですが、この間、ネットを開いてみたらびっくりしたことが出たんですが、
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見た方もおると思うんですが、これは和歌山県だったですね。和歌山県でコロナが

出たということで、納税をキャンセルしたいというネットが出ていました。私、本

当にこれを見て残念だなという気がしたんですが、要するに風評被害ですよね。感

染者が出たということで、納税したんだけど、キャンセルしたいということが出た

ということなんですが、課長、これは見ませんでした。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 お答えいたします。 

 いわゆる風評被害ということなんでしょうけれども、キャンセルというのは事実

上、商品が届いていなければキャンセルという形はできますけれども、発送した時

点ではもうできないということになりますので、本市においてもそういった事案が

発生したときは非常に困るなという印象は持っているところでございます。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 納税に関しては本当に慎重にね、本当に大きな財源ですので、慎重に取り組んで

いくということも私は本当に思っています。幸いにしてナンチクさんを中心にして

詳しい内容のものが、私もネットを見ると、本当に一番に出てくるのはステーキが

ジュウジュウ上がる画像が出てきます。おいしそうでいいなと思っているところな

んですが、私は委員会でもちょっと言ったんですが、西日本養鰻ですね、これのこ

となんですが、せっかくウナギを岩崎のほうで養鰻している。そして、加工は大崎

町ということもあるんでしょうけれども、ぜひ、市長、この辺は、私は思うんです

が、納税をもっと進める上でお肉とウナギと並行してやっていけないんだろうかと

いうのをすごい思っています。なかなか志布志も相当大きな額で納税を受けていま

すけれども、その上にはウナギがあるわけですね。そこら辺はどう思いますか。お

答えください。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちの曽於市に西日本養鰻さんが生産という形で養殖をしていただいておりま

す。西日本養鰻さんの経営のやり方というのは、ほかにはない日本では初めてのウ

ナギをお湯で成長させるという意味では早く大きくなるし、非常にやわらかいとい

うことで特色があります。ただ、そのウナギを最終的には大崎のウナギ加工場に全

部加工を依頼しておりますので、この問題が私たちも課題だと思っております。 

 今、西日本養鰻さんと話し合いをして、ぜひ曽於市に曽於市でとれたウナギの加

工施設をつくってくださいということもお願いしているし、向こうのほうもぜひ前

向きに検討したいということでありますので、これはなるべくあそこの近いところ

に場所をこちらから提供して進めてまいりたいというふうに思います。 

○５番（渕合昌昭議員）   
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 今、市長からありましたけれども、本当に企業誘致という形でいいわけですから、

そういった加工するセンターをつくっていくと、もっと違う形で私はこの納税が伸

びていくというふうに考えています。 

 今見てみますと、インターネットで見ますと、10番目に曽於市が出てきます。ス

テーキが出てくるのが出てきますけれども、そのぐらいにウナギが出てくると、本

当に納税はもっと上がってくるんじゃないかと期待していますので、ぜひ市長、そ

ういうような言葉がありましたので、ぜひとも取り組んでいただきたいと考えてい

ますので、取り組んでいただきたいと思います。 

 それから、今、ネット広告のことなんですが、課長、どうですかね。今年度だけ

でいいんですが、例えば、19億円の納税の中でいろんな経費を引いた残りと申しま

すか、いろんなのを引くと手元に残るとはどれぐらいあるものですか。わかったら

教えてください。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 お答え申し上げます。 

 今年度の予算といたしましては、寄附金額を19億2,000万円見ております。そし

て、歳出のいわゆるかかる経費ですね、これにつきましては10億6,300万円ほどか

かる予定でございます。それを差し引きますと約８億5,000万円、6,000万円、それ

ぐらいの金額になるのではないかと予測をしているところです。 

 ちなみに、平成30年度が実質４億9,617万円ほど、それから平成29年度が３億

2,050万円ほどという形になっているところでございます。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 ８億円というものが本当に全国から来る方から曽於市のためにあるわけですから、

本当に大切にしてやっていただきたいと思います。 

 それに関連するんですが、私も人に会ったときはいろんなことで納税をお願いし

ますという話をするんですが、たまたま知り合いの人が志布志から曽於市に納税し

たと。ところが、なかなか品物が着かないという話がありました。現にこの辺は本

当に大変年末からかけて相当注文があるので、なるべく早く発送しているんでしょ

うけれども、納税した人は待っているわけですね。そこら辺のことがすごくいらつ

くというか、早く来んかなというので待っているというのがあるんですが、対策と

すれば、一応途中で文書を入れて、もうちょっと待ってくださいということの内容

の広報はしていないですか。お聞きします。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 お答えいたします。 

 年末に寄附が集中する関係で、年末のネットの広告に中にはおおむね60日以内に
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お届けしますというのを入れてございます。ただ、上位２品目の和牛ステーキと、

それから曽於ポークの切り落としにつきましてはトータルで２万件以上申し込みが

ありますので、とても事業者としても追いつかないという状況でございましたので、

12月のちょうど中旬からの募集の中に100日以内にお届けしますという部分で広告

を出しております。大体が御理解いただいているんですけれども、問い合わせがい

つごろ着きますかという問い合わせは今も１日に２件ほどは来ている状況ではござ

います。説明としましては、60日以内あるいは100日以内という形で着きますので

しばらくお待ちくださいということで御返答申し上げているところでございます。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 課長、この辺は本当に大切なことだと思うんですね。納税してなかなか来ない。

来ないというのはおかしいんですけど、待っているんでしょうけれども、首長く待

っている人がたくさんいらっしゃる中でいくと、何かしらで途中で１カ月、２カ月

した後に、ちょっと待ってくださいという形の文書を入れてあげるのもサービスの

一環かと思っていますので、ぜひ何かの工夫をしていただいて連絡して納税者の方

には通知をしていただくとすごく安心するかもしれないというのもありますので、

ぜひ検討していただきたいと考えています。 

 それから、３番目ですけれども、農業振興のほうですけれども、ことしは昨年か

ら相当高温多湿でもって、特にカンショについては問題ないんですが、葉物のほう

ですね。野菜、白菜、キャベツというのが暴落したり、でき過ぎて大きくなり過ぎ

てというのがあるんですが、農林振興課長、この場合、暴落した場合の補痾という

のは何かないんですかね。あったら教えてください。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それではお答えします。 

 野菜価格安定制度というのがありまして、これは、国、県、市でありまして、生

産者が農協経済連を通じまして対象市場群に出荷をしました野菜生産者が対象市場

群に出荷した野菜の価格が著しく低下した場合に、その価格差について価格差補給

金を交付しまして野菜生産農家の経営安定を図るということで、こういう制度があ

ります。 

 国におきましては、今、指定野菜価格安定対策事業というのがその一つですが、

曽於市でいいますと、秋冬白菜、春キャベツですが、これにつきましては平成30年

度で価格が安かったときですが、9,149万9,000円の補痾がしてあります。 

 それから、特定野菜等供給産地育成価格差補給事業、これも国の事業ですが、こ

れにおきましては、曽於市はスイカ、それから秋冬ネギ、秋冬ナスというのが加入

しておりますが、令和元年度、ことしですが、スイカが安かったということで123
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万1,749円の補痾がしてあります。 

 それから、県単野菜価格差補給事業、これは県の事業ですが、対象品目につきま

してはゴボウ、ニガウリですが、これにつきましても元年度、ことしですが、69万

7,260円出ております。 

 それからもう一つ、曽於市の指定野菜価格安定対策事業というのがありますが、

これにつきましては対象品目がカボチャ、ゴボウ、ニガウリ、キュウリ、サツマイ

モ等があります。30年度は発動はなかったところでありますが、これらに関しまし

ては安くても対象市場に出さないとそういうあれができないということになってお

りますので、安くても出荷をしないといけないということであります。 

 以上でございます。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 課長、このものについてはある程度縛りがあったりするんでしょうけれども、Ｊ

Ａを通すとかいうことをしないとだめなんでしょうか。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 農協の共販が70％を超えないといけないというようなことがありますので、個人

個人ではだめだというようなことでございます。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 今言っている白菜関係も連続して昨年から２年連続して癩癩その前はすごくよか

ったんですが癩癩悪かったということもあって、葉物に対する農家、特に大隅町の

月野南地区の方々が大変な思いをしていると思うんですが、今現在は対象になって

いるということでいいですかね。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 令和元年産の10月から12月で秋冬白菜が1,305万2,000円、補痾金が出ております。

１月から３月まではまだ今途中ですので、価格が下がった場合にはこれでもまた補

痾があると思います。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 課長、この辺は農家のほうは十分知っていると思うんですけれども、あとの民間

でやっているいろいろな保険というのはないんでしょうか。何かあったら教えてい

ただけませんか。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 民間ではなくて、このほかに国が平成31年１月から新たな収入保険制度を導入い

たしました。この収入保険は農業をされている方の経営努力では避けられない自然
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災害、農産物の価格の低下など、売り上げが減少したときにその一部を補痾する保

険ということで、基本的には農産物のどのような品目でも対象になるというような

ことなんですが、ただ、今述べました国のそういう補助金をもらっているというこ

と、二重にはもらえないということでどっちかを選択しないといけないというよう

なことで、また、１年間青色申告をしている農業者ではないとだめだよというよう

なことで、これにつきましては共済組合が窓口となっているところでございます。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 ちょうど今申告時期なので、そういう時期だろうと思うんですが、農林振興課と

してもそういったものというのは農家の方に周知してやっていらっしゃるんでしょ

うね。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 先ほどの価格安定のほうにつきましては、農協さんと一緒にそういう啓発をして

おりますが、今述べました新しい収入保険制度は昨年からということでなかなか浸

透していないのが実情で、曽於市におきましては昨年が13名程度と、今年が26名ぐ

らいにふえるというような話は聞いておりますけど、これらの保険につきましても

共済組合、それから農協さん、一緒になりまして啓発していきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 わかりました。 

 それでは、最後のカンショのことでいきますけれども、今、畑作農家に行くと、

本当にカンショの存在が大きくて、耕作の中でいくと、昨年度がこの間出ましたけ

れども、19億円以上というカンショの額が算出されているわけですね。そして、昨

年から連続して20％減反ということが来ています。前年度の前を100とすると60％

ということになりますよね。そういうことで大変カンショの栽培については基幹産

業であって、特に曽於市の場合は影響が大きいかというふうに思うんですが、この

40％をカバーするための作物ということで私は質問したところがあったんですが、

課長から委員会の中でも聞いたところだと、食用をという話のカンショというよう

なこともあったみたいですけれども、大変私もなかなか聞いてみますと手がかかる

ということがあって、確かに価格的なことはいいんでしょうけれども、そういった

問題等もあるということがありますので、どうでしょう、課長、そこら辺のことで

何かまたあったら教えてください。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   
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 減反によりまして農家の方も何をつくっていいんだろうかという、そういう問い

合わせ等もありましたけど、さっき議員もおっしゃいました製菓用とか、そういう

ふうに向けましてもなかなか手が要るというようなことで農家の方も敬遠されてお

ります。 

 答弁の中で、今後、どのような作物というようなのがありましたが、でん粉カン

ショを一つ挙げていますが、これにつきましては国の紙資源特別措置法というよう

なことで、国が価格の決定をしたり、それの対する助成ということで、分解性マル

チの補助とか、そういうなのをいっぱい、ポテカルとか、そういう収穫機の補助と

かもございますので、単価はでん粉は31年が36円30銭ということで、加工用のカン

ショに比べると安いんですが、それだけ例えば土壌消毒剤を入れないとか、それか

ら虫に食われても問題ないというようなことで、その分の経費を省けるんじゃない

かということで、今、でん粉につきましては収量品種の上がるものがありまして、

４ｔ、５ｔというような品種もあるようでございますので、それらを使いますと十

五、六万円、あとは経費が３、４万円とすれば、手取りのほうはそっちのほうが残

るのかなというような気もしておりますので、そういう方向もあるのかなと思って

おります。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 今、本当にこういうふうにして霧島酒造さんも大変な時期、当然、曽於市のは都

城のほうにもカンショは行くんですが、少し焼酎のブームが終わったという、少し

ブームが下がってきたというのも一つの原因でしょうけれども、その中でいくと、

基幹産業であるカンショについては本当に何とか対策をしていただきたいんですけ

れども、こればっかしは消費で出てくるものですからとっていきたいんですが、課

長、今出ているでん粉用とするとどれぐらい違うものですか、差額でいうと。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 加工用カンショでいきますと、８月の上旬というか、１日からいきますと

１kg100円なんですが、１日１円ぐらいずつ下がって、一番下というか、多分10月

を越えますと52円程度が一番下になるのかなと思っております。でん粉は先ほど述

べましたように最初から最後まで36円というようなことで、ことしもまた去年の12

月の新聞にありましたように上がるというようなことで、上がっても１円とかそう

いう世界なんですが、量がとれればそれもありかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 きのうも出たんですが、カンショをやめて違う作物に転向しようかという人もい
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らっしゃいますか。市としてはゴボウとかいうのを推奨するということも聞いてい

ます。そこら辺を含めてそういう方がどうしようかと。というのは、今つくってい

る方は１町歩、２町歩という相当大きな面積を抱えています。休耕地をうまく利用

して農地中間管理機構を使ってするんでしょうけれども、人の土地を借りてつくっ

ている。残っていますけれども、だんだん下がってくると、あるいは減産が来ると

どうだろうかという心配の声も聞こえますので、ぜひそこら辺のことは農林振興課

のほうで指導していくというのが大切だと思っていますので、どうですか、そこら

辺は。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それではお答えします。 

 農家の方からも実際話を聞いてみますと、減反になった分どうしますかというよ

うな話を聞きますと、もうでん粉でよかと。でん粉をやればどれだけでもとってく

れるし、価格についても決まっているし、改めて例えばゴボウとかそういう作物に

なりますと機械から全部購入せないかんというようなこともありますので、農家に

尋ねてみたらでん粉でもよかよというようなそういう話も聞いております。 

 以上です。 

○５番（渕合昌昭議員）   

 農家の方が１円でも多く収入が取れるように、農林振興課は本当に大変な時だと

思うんですが、ぜひいい形のものを導いてやっていただきたいと思います。 

 じゃあ、きょうは私の質問を終わります。 

○議長（土屋健一）   

 ここで昼食のため休憩いたします。午後はおおむね１時再開いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 １時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、通告第11、岩水豊議員の発言を許可いたします。 

○４番（岩水 豊議員）   

 ４番、新生会の岩水豊です。議長の許可をいただきましたので、質問いたします。 

 令和２年度の施政方針が発表されました。施政方針には継続的運営と新たな政策

が示されていなければなりません。市の人口は、合併後10年で約5,000人減少、そ

の後の４年間は毎年900人から1,000人程度減少しております。現在、合併後8,700
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人という大きな数字で減少しております。人口減少のスピードは、我が市は大きく

加速しているようです。この現状を見据えた予算でなければならないと思っており

ます。 

 それを踏まえて、まず本年度の施政方針について伺います。 

 ①人口増対策として実施している宅地分譲整備事業の令和元年度の成果と課題は

どうであったか。また、２年度の取り組みについて伺います。 

 次に、企業誘致・企業創業促進対策事業の令和元年度の成果と課題と、令和２年

度の取り組みについて伺います。 

 ３番目に、本庁舎増築計画の構想（活用計画、何階建て、面積）等について伺い

ます。 

 次に、旅館・ホテル施設誘致についてであります。 

 旅館・ホテル施設誘致促進事業の現状について伺います。 

 以上、壇上からの質問とします。誠意ある答弁を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、岩水議員の質問に対してお答えしたいと思います。 

 １、施政方針についての①令和元年度の成果と課題、また、令和２年度の取り組

みについてお答えいたします。 

 まず成果といたしましては、平成30年度より分譲を開始しました柳迫地区が、昨

年12月に完売いたしました。また、大隅南地区についても、１区画販売したところ

です。 

 次に、課題ですが、大隅坂元地区はテレビやラジオコマーシャル、インターネッ

ト広告や地域情報誌などにより問い合わせ件数は増加しましたが、契約までは至っ

ていないところです。また、財部地区分譲地につきましては、当初の候補地が農地

転用の許可が見込めないため、候補地の再検討を行いました。 

 検討後の候補地について、騒音、振動、臭気などの環境調査や取りつけ道路取得

の実現性を考慮し、また関係法令の許可の見通しを確認したことにより、候補地の

最終決定に時間を要し、事業実施を令和２年度に先送りをいたしました。 

 １の②企業誘致・企業創業促進対策事業の令和元年度の成果と課題、また令和

２年度の取り組みについてお答えいたします。 

 まず成果ですが、内村工業団地内の横山食品の工場増設に伴う工業設置補助金の

交付を行いました。今回お願いしております補正予算成立後に、工業団地内のフジ

技研カゴシマと、大隅町月野の峯技研の工場増設に対して補助金を交付する予定で

あります。また、曽於市土地開発公社において、平成28年９月に販売した工業団地

用地１区画を、企業からの申し出により販売価格と同額で昨年10月に買い戻してお
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ります。 

 課題としては、工場増設に伴う機器設備導入により、省力・省人化が進み、施設

の設備投資額に対し、雇用吸収力が以前より少なくなっていることが挙げられます。 

 今後の取り組みとしては、未販売地を中心に企業の誘致に努めてまいります。 

 １の③本庁舎増築計画の構想についてお答えいたします。 

 本庁の増築庁舎については、令和２年度から３年度にかけて、現庁舎南側の向江

公園内に２階建て延べ面積を2,300㎡程度を計画しております。 

 １階の部分は、市民、税務、保健・福祉部門を全て集約し、市民の皆様方が利用

しやすい窓口にしたいと考えております。相談室を含め、１階フロアの面積を

1,150㎡と見込んでおります。 

 ２階フロアについては、防災拠点としての設備や、通常時は会議室として利用し

ますが、発災時に自衛隊、消防、警察、県の職員等が一堂に会することができるス

ペースを確保したいと考えております。 

 ２、旅館・ホテル施設誘致についての①旅館・ホテル施設誘致促進事業の状況に

ついてお答えいたします。 

 神奈川県に本社を有するアポロホールディングス株式会社とホテル建設に向けた

基本合意を確認するための基本協定式を、昨年９月25日に締結する予定でしたが、

先方の申し出により協定締結を延期している状況です。 

 以上です。 

○４番（岩水 豊議員）   

 それでは、順次、２回目の質問をさせていただきます。 

 財部地区の分譲地が先送りになっております。補正予算等が出ておりますし、今

回の施政方針の中でも全く去年と一緒のような形でうたってあります。ですから、

私が言いたいのは、成果、課題で問題があった場合もちょっと施政方針の中に入れ

て、わかりやすく出してほしい。ただ成果だけを、柳迫団地が完売したということ

だけが強調されて、問題点があることが欠落しているような気がします。それにつ

いて、どうお考えですか。 

○市長（五位塚剛）   

 計画どおりにいけなかった理由というのは先ほども述べましたが、今後はやっぱ

り教訓化して、計画どおりに事業は進めるべきであると思いますけれども、今後、

もろもろのいろんな諸課題がありますので、ちゃんとまた取り組んでまいりたいと

思います。 

○４番（岩水 豊議員）   

 財部地区の分譲地が農地転用の許可が見込めないと。これについて、いつごろか
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ら取り組んで、そこの交渉、そして農地転用の許可の見込めない結果が出たという

ところを、時系列をちょっと説明をお願いします。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、私のほうでお答えいたします。 

 当初、予算編成時点では、曽於市財部町南俣1,905番の１ほか12筆、合計面積で

9,985㎡、地目が田でございますが、この一団の土地を計画したいというふうに考

えておりました。 

 ところが、４月から５月の初旬ですが、農業振興地域が除外されておりましたけ

れども、第１種農地であることがわかりまして、転用が不能だということがわかり

ました。よって、候補地を選定し直した時期につきましても、５月中旬以降から検

討しております。 

 以上でございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 といいますと、昨年、年度当初には、議会では明確な説明はなかったけど、この

場所というところで大体こう固まっていたということですか。 

○企画課長（外山直英）   

 はい、そのようでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 それでは、５月から現在までの状況について説明を求めます。 

○企画課長（外山直英）   

 ５月以降の経過で説明をさせていただきます。候補地を選定し直しまして、５月

の中旬以降ですが、複数の候補地を三役とともに選定をし直しております。当然そ

の後の議会でも同じような答弁をさせていただいておりましたが、１つの候補地で

５月に有力な候補地が見つかりました。以前にもお話ししておりましたが、宮崎県

境に近い場所で、直線距離ですが約1.5km程度のところで、一団の土地がございま

した。 

 ただ、隣接する工業団地や製茶工場がございまして、騒音、振動、臭気などの環

境調査を５月、７月に行っております。その後、10月以降ですが、この団地につき

まして、取りつけ道路が必要だということがあり、その必要性から用地の事前相談

等を行ったわけですが、その取りつけ道路の相続が難しいということがわかりまし

て、取りつけ道路を再度見直したところ、新たな取りつけ道路が取得可能だという

ところで、こういった流れになっているところでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 といいますと、新たな取りつけ道路ができて、そこを計画地として分譲地に進め
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るということでしょうか。 

○企画課長（外山直英）   

 はい、その通りでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 はい、財部についてはよくわかりました。 

 施政方針の中で、特に今取り沙汰されている人口増対策としての事業としては、

利便性がいい、人口を集めやすい場所として、非常に重要だと思います。 

 ここでお伺いしたんですが。市長、坂元地区の分譲が30年４月から販売開始され

て丸２年たとうとしておりますが、いかがでしょうか。同じ手法をとって、ずっと

やってきておられますが、全然売れないですね。いかが感じておられますか。 

○市長（五位塚剛）   

 坂元地区については、現在問い合わせはあるんですけど、まだ締結できていない

状況であります。地元の方々にもいろんな方々を紹介してほしいというお願いをし

ておりますけど、この間いろいろ、霧島方面に対していろいろなコマーシャルをし

ましたけど、まだできておりません。 

 引き続き努力はしてまいりますけど。非常に厳しい状況であるわけでございます

けど、また努力したいと思います。 

○４番（岩水 豊議員）   

 どうして売れないんでしょうか。伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 どうして売れないかと言われても、買いたい人が契約に来ないわけですので、現

状としてはそういうことじゃないでしょうか。 

○４番（岩水 豊議員）   

 今言われたことは、正確に記録に残ります。買いたい人があらわれないんですよ。

買いたい人があらわれないところに分譲計画をしたんですよ。おわかりですか、言

っていることが。買いたい人がいないところに分譲計画をしたから、買いたい人が

いないから売れないんですね。当たり前のことです。 

 でも、当たり前の事業をされたということは、これは事業としての見直し、事業

としての成果としてはこれでよかったか。どのように感じておられますか。２年た

っております。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちはいろんなことを考えて事業を展開いたします。この土地については、地

元の方が「無償で土地を提供するから、大隅北校区の人口をふやしていただきた

い」ということで、保育園の隣でもありますし、小学校も近いし、非常に私たちも
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十分可能であるというふうに思っていたしました。 

 結果的には今、申し込みがまだ契約されておりませんけど、引き続きいろんな知

恵を出していきたいというふうに思います。 

○４番（岩水 豊議員）   

 「ここに、買いたいという人があらわれないから」と言われたことが重要なんで

すよ。ですから、市長自身も「買いたい人があらわれていない」と。私が言いたい

のは、買いたい人があらわれないところに分譲地をつくったと。需要と供給の関係

でいけば、需要がないことには供給する価値はないんです。 

 ここで、今、市長も言われました。市民から無償で提供された土地であります。

ですから今、大隅南地区の分譲地と坪単価一緒で設定してありますね。考えてみて

くださいよ。土地はただで、市民がその地区にたくさん人が来てほしいと、住んで

ほしいという思いでしたわけですから。価格の設定についても一緒ということでは

いいんでしょうか。もうちょっと工夫して、坪単価8,000円というのを見直す時期

に来ているんじゃないですか。もう２年もたっているんです。１件も売れないんで

すよ。ですから、極端な政策に切りかえたほうがいいんじゃないでしょうか。いか

がでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちもいろんな角度から検討はしております。最初から、もうほとんど無料に

近いやり方でもいいのではないかということも検討いたしました。しかし、相当な

造成工事がかかっておりますので、一番ぎりぎりの線で出しました。その数字を出

さない限り、前には進まなかったわけでございます。結果的にまだ契約はできてお

りませんけど、問い合わせは実際あります。 

 私たちも今の状況を見て、どうしても契約がない場合は、一つの提案として、無

料で分譲するという一つの方法もあります。これは当然ながら、議会の皆さんたち

がそれでもいいという方向づけができれば、そのことも検討はしたいと思いますけ

ど、まだその段階に、今の段階ではなっていないところでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 「議会の方がそういうことであればいいです」というんじゃなくて、提案されて

執行権っていうのは、やっぱり市長にあるわけですから。提案されたことについて、

我々はしっかり質疑していくわけですので、議会にげたを投げたような言い方をし

ないでください。順番が違うと思います。執行権を我々は持っていないわけですか

ら。執行部側がちゃんと提案されたことについて、議員のこういう一般質問を含め

た意見を聞いた中で、考えて提案してくださいよ。それでいいんですよ。私たちも

その上で判断します。 
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 今、南地区の分譲については、１区画売れているということでありますが、あと

の見通しとしてはいかがでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 もともと、この大隅南校区は農業後継者がたくさんいらっしゃるところで、南校

区で農業をしながら、そこで生活ができないとかそういう方もいらっしゃいますの

で、そういう人たちの要望を受けて、ほかより広い分譲をいたしました。これにつ

いては、地元の方々も協力をされるということでありますので、今後はふえていく

だろうというふうに思っております。 

○４番（岩水 豊議員）   

 坂元地区の１区画の面積と南地区の面積を比べたら、平均して15％から25％程度

しか広くないんですね。ですから、農業用住宅ということで考える場合、もうちょ

っとスペースを。一般向けの住宅と農業用住宅の差は、たった２割程度かと。それ

で農業をする方が、そこに住んでやれるかということを考えたときに、区画的にど

うもこの根拠がない。今の面積は。どう考えてももうちょっと、一般住宅の少なく

とも1.5ないし２倍というぐらいのところまで考えていかないと、何か取ってつけ

たような面積の割になっているような気がしてなりません。これについては、今後

の検討課題としてください。 

 次に、人口増対策として実施している宅地分譲整備事業です。人口増対策として

ですね。 

 しかし、大隅坂元地区においては、販売を始めて２年間、成果が全然上がってい

ない。片や財部地区の分譲は、すごく都城に近く、住む方も十分確保できると。し

かし、それが昨年当初で出されたけど、結局１年先送りになってしまった。この両

方を考えたときに、私はこれは失政だったと思うんですが、いかがでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 岩水議員が失政だと、そういう表現をされましたけど、私たちは職員を初め一生

懸命努力をしております。もともとこの財部の土地についても、事前に県とも相談

をいたしましたけど、当初のときは、県のほうも転用は可能であるということを聞

いておりましたけど、最終的には、担当者のほうから無理だと言われましたけど。

非常に私たちも県に対して、そういう意味では不満を持っているところでございま

す。 

 私たちも相当いろんな形で努力をしますけど、失政であったかというのは、もう

岩水議員の判断でありまして、私たちはそうとは思っておりません。 

○４番（岩水 豊議員）   

 失政は言い過ぎだとしても、政策の見直し、やり方の見直しというのはやっぱり
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必要じゃないかなと思うんですね。 

 市内では、児童数が少なく、存続が心配されている小学校もたくさんあります。

過疎地域、曽於市全体も過疎地域として捉える場合と、全国から見ればですね。曽

於市の中で過疎地域と捉えられる地域、児童数が100名以下、50名以下かな。ぐら

いのそういう癩癩主観ですが、地域の小学校が数多くあります。 

 過疎地域の人口減少対策、前も言ったことがあります。人口減少対策なんですよ。

今、市長が言われるのは人口増対策じゃないんです。大隅坂元地区なんかというの

は人口減少対策をしているんですよ。人口増対策じゃなくて。 

 人口減少対策として、やはり地域振興住宅事業。これをもう少し活発に取り組ん

で、思い切った人口減少対策をする。そして財部の分譲地については、あっちは人

口増対策地域ですよ。都城商圏に近いし、都城に多くの企業がある地域の場所です

ので。 

 ですから、しっかり考えを整理して、人口減少の著しいところには人口減少対策

としての住宅政策。人口をふやしたいんであれば、積極的に都市圏、こっちでいう

都市圏といえば都城市ですね。近辺の、曽於市のいかに住みやすい地域のところに、

住宅分譲するという二極した、はっきりしたやり方でないと、何か全部がこう、混

在したやり方になって仕方ありません。 

 ですから財部地区の分譲は、例えば坪２万円でも十分売れるかもしれません。ひ

ょっとしたら、３万円でも売れるかもしれません。だって、我が市は子育てにもい

いまちなんでしょう。保育料も安い、医療費の免除もしている。そういうのをア

ピールしていけば、十分アピールできる材料としてあるわけですので。そういうと

ころで市場価格との整合性もとりながらやっていけば、非常にいいと思うんですね。 

 ただしかし、いかんせん坂元にしても南校区にしても、私が住んでいる月野地区

にしても、人口増対策としては、そういう安価な分譲地があったとしても、なかな

か入ってくる方はいらっしゃらない。我々が考えるようなレベルではないです。若

い人たちの考えでは。いろんなこう、過疎地の自治組織の中での生活に不便、苦労

を感じる方々とかいろんな方がいらっしゃいますので、思い切った政策の見直しを

やるべきではないかと考えていますが、いかがでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 私たちも市の職員を含めて、また職員のほうもいろんな行政の研修会を含めて行

っております。そういういろんな知恵を拝借しながら、私たちの曽於市にあった取

り組みをどうしていくかということを、必死でやっているところでございます。 

 財部地区については、残念ながら土地取得ができなくて補正で落としましたけど、

そこについては条件的には非常にいいと思っておりますので、そのことをまた引き
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続き取り組んでまいります。 

 大隅南校区についても、また引き続き努力をしてまいりたいと思います。 

○４番（岩水 豊議員）   

 いや、私が聞いていることと答弁が全然かみ合わないんですが。市長。 

○市長（五位塚剛）   

 見直しをするということは、考えていないところでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 見直しはしないと言いますけど、人口減少政策、それと人口増対策の考え方は、

私が今、述べました。それについて、いかがでしょうかと聞いているところです。 

○市長（五位塚剛）   

 パイがあって、そこから出たり入ったりしますので、そういう意味でも数の計算

でいったら、いわゆる人口減少を食いとめるための対策になるかもしれませんけど、

新たに曽於市に入ってくるという意味では、私は人口増対策でも同じでないかなと

いうふうに思っております。 

○４番（岩水 豊議員）   

 しかし今、施政方針にも出ていましたが、8,700人ですか、合併当時から。４万

3,000人でしたかね、おった人口が、もう３万5,000人になっております。ひょっと

したら、これからこの調子でいくと、３万人を切るのはここ五、六年の間だと考え

ますが、市長はどう捉えていらっしゃいますか。伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 曽於市の人口の年齢層をずっと分析していったら、当然、発表された状況でいく

というふうに思います。ですから、何も手を打たなかったらそうなりますけど、私

たちはいろんな施策を打って、若い人がこの曽於市に帰ってきていただき、また曽

於市以外からも来ていただいて、農業やらいろんなことをしていただくための努力

をしております。言われておるように、何にもしなかったら、そういう方向にいく

のではないのかなと思っております。 

○４番（岩水 豊議員）   

 この人口減少のスピードというのは、五位塚市長が就任したから減ったと私は言

っていませんよ。過去10年、500人から600人ペースで合併後10年ぐらいは減ってき

たのが、結果的にここ二、三年、900人から1,000人ぐらいの減少率になってきてい

るわけです。それは、五位塚市長が市長になって人口が減ったとは言っていません。 

 ですから、それなりの政策は打ってやったけど、こういう結果やったということ

です。ですからしっかり見据えて、減少対策と人口増対策というのはもうちょっと

しっかり見据えてやっていかないと、このペースはまだ早まる可能性が出てきます
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よ。政策をしっかり見つめ直さないと。そういう、私は心配しておりますが。そう

いうところは、いかが考えていらっしゃいますか。 

○市長（五位塚剛）   

 議員の方々からもいろんな提案を受けております。その提案が特効薬であるなら

ば、私たちも具体的に事業を進めてまいりたいと思います。これは私たちの曽於市

だけじゃなくて全国的な、人口が減っている問題でありまして。国の政策も、そう

いう意味では手だてが始まりましたけど、引き続き曽於市にあった取り組みを、ま

た引き続き続けていきたいというふうに思います。 

○４番（岩水 豊議員）   

 私は過疎地域の人口減少対策としての過疎地に振興住宅事業、それとあわせて人

口増促進事業として、市外から、住みたい場所の宅地提供をする政策として、二本

立てでいくべきではないかと考えております。今後の課題として考えていただけれ

ばと思っております。 

 次に、企業誘致についてであります。 

 曽於市の土地開発公社においてアヤベ工場跡地購入、これはもう済んだんでしょ

うか。もう一回確認です。金額まで。 

○副市長（八木達範）   

 それじゃあ、私のほうからお答えしたいと思います。 

 当初、アヤベさんにつきましては、全協で、土地開発公社で購入したいという旨

報告をいたしましたけども。 

 実は昨年の７月に、あの裏が崩壊といいますか崩土しまして、かなり落ちており

ます。そしてその点につきまして、県を通して国と協議をいたしておりまして。こ

の工事ができないと、ざっと見て１億5,000万円から２億円かかるということでご

ざいますので。先方のアヤベさんにもそのことは報告をしてあります。 

 この事業がはっきりめどが立たないと、土地の取得はちょっと厳しいということ

を、今、先方にも連絡しているところです。 

 以上です。 

○４番（岩水 豊議員）   

 副市長、その崩壊というのは昨年の雨での崩壊、そして、どういうような事業で

復旧をされる予定なんでしょうか。お伺いします。 

○副市長（八木達範）   

 今、農林振興課の林務と協議をいたしておりまして、復旧治山事業がいいんじゃ

なかろうということでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   
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 復旧治山事業で行うということになりますと、市の持ち出しがどれぐらいになる

予定でしょうか。 

○議長（土屋健一）   

 暫時休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 １時３３分 

再開 午後 １時３４分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○副市長（八木達範）   

 今、お願いをしておりますので、まだその負担割合については試算をしておりま

せん。 

（何ごとか言う者あり） 

○副市長（八木達範）   

 事業的にあるんですけども、ただ市内もいろんな事業が、その順番待ちがありま

すので。できたら順番を早目にしてもらうように、今、お願いをしております。 

○４番（岩水 豊議員）   

 ということは、復旧治山事業、県の県営事業で、復旧治山事業でやると。それが、

事業が確定して済んでからじゃないと、取得はしないということの約束ということ

で、受け取ってよろしいでしょうか。 

○副市長（八木達範）   

 はい。復旧しないと、どうしてもちょっと大きい災害ですので、そのような形に

なると思います。 

○４番（岩水 豊議員）   

 はい、了解いたしました。ということは、とりあえず二、三年は先送りになる可

能性が強いというふうに受けとめたいと思います。 

 次に、本庁舎増設計画についてであります。 

 先々日からこれについて、多くの議員の先輩方の皆さんが質問されてきておられ

ます。それを踏まえて、きょうは伺いたいと思いますが、２回、市民説明会を開催

したと。時期等についてお示しください。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 ２回の市民説明会につきましては、１回目が７月末から８月のお盆過ぎまで、
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２回目が12月の上旬から中旬にかけてです。 

 以上です。 

○４番（岩水 豊議員）   

 そのときは、本庁舎の増築分は11億3,000万円だという説明をしたということで

間違いないですか。 

○総務課長（今村浩次）   

 そのとおりでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 今回、３月に提案された金額については、本庁舎は16億4,000万円、45％予算が

膨らんでおります。12月の２回目説明したときということであれば、このときには

新年度の予算編成、施政方針等についてはもう固まってきている時期ではなかった

んでしょうか。伺います。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 施政方針その後の予算の決定は、１月の末ぐらいだというふうに認識いたしてお

ります。今回この金額が変わったことにつきましては、先日もお答えしましたけれ

ど……。 

（何ごとか言う者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 面積が変わってきたということであります。 

 以上です。 

○４番（岩水 豊議員）   

 まして面積も、今言われようとしましたが、500㎡ふえた。市民にわかりやすい、

市民に、今回も書いておられます「市民にわかりやすい、市民の皆さんに開かれた

市政を目指すとともに」ということで、市長うたっているんです。何で２回も説明

したところと、今度、実施に入ってきたときに45％もふえて、面積も500㎡もふえ

て、これが「開かれた市政」ですか。これについては強く陳謝を求めます。市民に

説明したときと違うんですよ。 

○市長（五位塚剛）   

 市民説明会と面積と金額が変わってきました。これについてはおわびを申し上げ

たいと思います。内容については、この前も説明をいたしましたけど、私たちも、

この事業についてもどれだけ削減ができるかというのは、また引き続き努力はした

いと思います。 

○４番（岩水 豊議員）   



― 212 ―   

 残念でなりません。一昨日から多くの議員の皆さんが、これについて質問してき

ております。しかし、こうやって要求しない限り陳謝しないなんていうことがあり

ますか。市民説明会に「開かれた市政」とうたっていながら、市民説明会で言った

ことと全然違うなんていうことが。これが、面積がわずかに変わったとか、わずか

な金額の増とかっていうことなら言いませんよ。これが45％もふえるなんて、とん

でもない話だ。市民説明会をやり直すべきだということです。これだけ変わるとい

うことは。どう思われますか。 

○市長（五位塚剛）   

 最終的に、議会の皆さんたちに説明して議会が承認した後には、必ず市民にはま

た市政報告会でも説明はしたいと思います。今の段階で、説明会をまたやり直すと

いうことは考えておりません。 

○４番（岩水 豊議員）   

 市民に開かれた市政と言って説明しているときと、これだけ金額が違う。これは

隠された市政ですよ。開かれた市政じゃない。本当、これじゃあ開かれた市政とは

言えないですよ。こんなやり方なんていうのは、まあちょっと異常過ぎるとしか言

いようがない。市民から訴えられますよ、気をつけないと。 

 そこで聞きます。面積が500㎡ふえた。先ほど冒頭私が言いました、人口の減少

率を考えた場合、市民が、人数が減ってくるわけです。必然的に、執務室もその施

設が必要なのかという疑問も出てきます。このスペースについて、人口減少との兼

ね合いを調査されたか伺います。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 人口につきましては、まち・ひと・しごとの関係の独自推計でございますが、令

和12年度を３万2,000人というところで。これは人口問題研究所の数値とは違いま

すけれども、そういうところで市の職員の数も320名というところで設定をしてお

ります。 

 今度の面積につきましては、先日も申し上げましたけれども、いろんな部門を

１つのフロアにしたいというところを研修に行かしていただきまして、それが曽於

市にとって一番いいだろうというところでございます。 

 ですので、その３万2,000人からまた減っていくのは当然あるかもしれませんけ

れども、今のその令和４年、５年度の段階で、緩やかなスペースをとろうとは思っ

ておりませんので、最初の段階では、きつきつの段階で職員等が執務をするだろう

というふうに考えているところでございます。 

 以上です。 
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○４番（岩水 豊議員）   

 非常に歯切れが悪い。今現在で、令和２年での人口と比べて、令和12年。今、試

算でいくと、10年間で幾ら減るということになるんですか。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 まち・ひと・しごとの戦略の人口ビジョンでございますが、令和12年度で３万

1,854人、令和22年度で２万9,404人、令和32年度で……。 

（何ごとか言う者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 というところでございます。 

（何ごとか言う者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 あ、はい。約3,000人でございます。現在、３万5,008人でございます。約3,000

人ということでございます。 

 以上でございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 10年で3,000人ということですと、年に300人。それで推移すると考えておられる

ところでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 単純にその数字を計算するとそういうなりますけど、やっぱり私たちもいろんな

努力をしなけりゃなりませんけど、数字的にはそういうふうになると思います。 

○４番（岩水 豊議員）   

 いや、数字を挙げて言うだけじゃなくて、現実ですよ。現実。それでとまると思

いますかって聞いているんですよ。 

○市長（五位塚剛）   

 結果的にはどうなるかわかりませんけど、厳しい数字だと思っております。 

○４番（岩水 豊議員）   

 今までの流れと過去の推移と兼ね合わせて、将来を推定して出すべきだと思うん

ですね。若干の誤差があったとしても。それを考えたとき、将来、令和12年、３万

2,000人になるというつもりでの庁舎のスペースを増築すると。 

 これ、その３万2,000人を根拠にしているということ自体がはっきりしないとい

けないんですよ。市民は。令和12年には３万2,000人の人口になりますから、これ

だけのスペースが必要ですと。減りますけど。市民の方々は、令和12年には市の人

口がどれだけになるかっていうのは予想も立たない。市は幾らと思っているかとい



― 214 ―   

うのを示してもらって、それを詳しく説明した上で進めないといけないと思うんで

すね。 

 ここでもう一つお伺いしたいのが、きのうの久長議員の質問の中で出ました、

２階フロア等についての。議会の議場を持っていく考えが出ているんでしょうか。

伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 今回の計画の中では、この議場をこのままで議場として将来的に使っていくか、

それとも新しい増築部分の２階で、多目的な会議ができるところで、議会があると

きにはそこで使うという方法もあるんですけど。そのことも含めて、議会のほうに

検討してもらえんですかというお願いはしているところでございます。決定はして

いないところでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 でも最初の説明では、発災時に自衛隊、消防、警察、国・県の職員が一堂に会す

る会議室のスペースということになっていますね。議場についての話は一切出てい

ない。そしてまた今、どうしようかということを議会に相談していると。検討をお

願いしていると。正式にお願いしましたか。私は聞いた覚えがない。 

○市長（五位塚剛）   

 これについては、前議長、副議長さんともいろいろ協議をして、今の新しい議会

の中で検討していただきたいということで、お願いをしたところでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 議会側のことですので。そう言われますと、それが正確であれば、後は議会側の

問題ですので、それについてはこれ以上質問はしません。 

 ただし、この議場の音響、インターネット関係、マイクを含めたですね。関係に

ついては、第５次振興計画にも載っているじゃないですか。そっちを検討するとい

うことだったら、廃止すればいいんですよ。載っていますがね。 

○市長（五位塚剛）   

 総合計画は、載せないと事業が展開しませんので、載せてあります。ただ事業は、

その年その年に見直しをしますし、この新しい庁舎を今回増築をしますので、やは

り将来を見た上で決定をしたほうがいいだろうということで、今そのことについて

のお願いしていますけど、まだ議会のほうでも、今言ったように議論していただき

たいなあと思います。議会がそのまま今のままでいいんだということになりますと、

当然ながら、ここの中で総合計画に載っているものについては、今後進めていきた

いというふうに思います。 

○４番（岩水 豊議員）   
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 執行権は我々にはありません。ちゃんと執行権のある方々が出してくださいよ。

正式に全協でもいいし、本会議場でも出してくださいよ。出さんから、我々は何じ

ゃろかいちゅうことになっておりますよ。正式に話がないから。 

 ましてやこんだけ、45％も事業費がふえて、面積も500㎡ふえた。この上、議場

が新しいところに行ったって、市民感情を考えたら受け入れられない。絶対受け入

れられない。45％というと、約1.5倍になったと。何でと市民は考えますよ。議場

を持ってきたからだと。 

 そういうことを我々は望まない。古くてもいいです。ちゃんと音響ができて、あ

と傍聴席については、障がい者や高齢者の方々に配慮したやり方ちゅうのは、何で

も工夫すればできるはずだと。それを新庁舎をつくる、人口も減る中で、当初計画

より面積がふえた。いかがですか。市民に受け入れられますか。私は、それは受け

入れられないと思う。 

 議員として、新しいところに議場なんて考えている、そんなぜいたくじゃない。

ここを改修して、小ぢんまりとでもいいです。また障がい者の方については、後ろ

に傍聴席を設ける。障がいのある方とか高齢者の方については、そういうやり方で

もできるはずです。まさかこんなのを事業計画の中に。議場なんて、そっちから振

られるとは思いもよらなかったですよ。 

 執行部側がちゃんと計画を立てて上げてくれば、我々はそれについて質疑します

よ。何もないところに、あんたたちがかんげやんせよ。そんな執行権を放棄してい

るようなやり方じゃないですか。しっかり提案してください。構想についても。 

○市長（五位塚剛）   

 新たな増築の分野については、多目的な会議室ということで、議場専門のもので

はありません。いろんな形での会議ができるようにして。それが県内のところでも

いろいろそういうのがあるということで、研修をしております。 

 議員の方々が全体がこういうふうに、ここでいいんだということであれば、私た

ちもそれは従いたいと思いますけど、将来見たときに、ここに大きな音響のお金を

かける、また向こうのほうに足の不自由な方々のためのいろんな施設をしなきゃな

らないとか考えると、新たな分野なところで、平面的なところでのほうがいいので

はないかなという考えでございました。 

 このことについては、また今回の全協の中で詳しく市の考え方を、一応お示しし

ますけど、それはあくまでも議会の皆さんたちが検討してもらって、結論出しても

らえればありがたいと思います。 

 事業についてはまだ具体的に進めておりませんけど、全体の今後の基本設計の中

に議会の意見も組み入れていきたいというふうに思います。 
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○４番（岩水 豊議員）   

 しっかり事業はまとめて、こう、あやふやな考えの提案はしないでください。し

っかりした形で出していただければ、我々もそれについて真剣に考えますから。も

う何か中途半端な感じで議会に振って、「あんた方が考えやんせよ」ちゅう発言な

んちゅうのは、執行者としての資質を疑われますよ。そこのところ十分注意した発

言をしてください。 

 最後になりますが、旅館・ホテル誘致についてであります。 

 ホテル誘致の補助事業があります。これが残すところあと２年となってきており

ます。いかがでしょう。この条例の中に誘致ができたでしょうか。伺います。 

○市長（五位塚剛）   

 昨年、神奈川県にあるアポロホールディングス株式会社と基本協定を結ぶ予定で

ありましたが、会長さんが体調を崩されまして、今、入院されている状況になりま

した。向こうのほうも曽於市にホテルを誘致したい、建設したいという意向は今も

持っていらっしゃいますので、体調が回復した段階で、また前に進めたいと思って

おります。 

○４番（岩水 豊議員）   

 建設候補地等は決まっているんでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 アポロホールディングスさんについては、今の末吉にありますメセナ温泉の敷地

内でしたいなというふうに思っております。 

○４番（岩水 豊議員）   

 隣じゃなくて、敷地内ですか。 

○市長（五位塚剛）   

 メセナ温泉は、隣というか市が持っている敷地内ですね。 

（何ごとか言う者あり） 

○市長（五位塚剛）   

 ああ、あそこを中心として。一部、今の既存の施設がありますので、今、宿泊を

している和室ですね、そういうところも含めて、構想は出ているところですけど、

まだ確定はしていないところでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 やっと見つかりました。 

 曽於市旅館・ホテル施設誘致促進条例ですね。これは附則の中で、宿泊定数が60

室、多目的ホール400㎡以上。これはクリアして始まっているわけでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   
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 それをクリアできるように、今、基本的な状況ではなっているところでございま

す。 

○４番（岩水 豊議員）   

 この時限条例でしたので、残すところあと２年です。どこがどこまでいって、申

請が通ればいいというようなふうになっていたとは思うんですが、いかんせんこれ

については、非常に。私、以前も申し上げましたが、ホールの条件についてもこれ

でいくということで、確認していいでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 今のアポロホールディングスさんについては、集会所もできる部屋数も100部屋

ぐらいを目指したいということで言われておりますので、今の状況で進めていきま

すけど、多目的なホールを縮小したいということになったときは、そのときはまた

議会のほうに御相談を申し上げたいというふうに思います。 

○４番（岩水 豊議員）   

 非常にこれ、足かせになっている部分があるように感じますので。そこんところ

はよく調整してやっていただきたいと思います。 

 全体を通してですが、やはり施政方針という中でもしっかりうたってあります。

最後に何回も読み上げたくないけど、「市民の皆さんに開かれた市政を目指す」と

書いてあります。そのために、市民説明会を２回開いた。この庁舎の問題について

開いた。しかし、開いたはいいが、そこで説明したことと実際やることが大幅な違

いがあるということは、これは非常にやっぱり問題があると。非常に問題があると

思います。 

 それから音響設備等についても、平成30年から要望していましたね、議会は。30

年度予算にも。何ら説明がないまま延ばされてきた。でも、この振興計画の中にも

書いてあります。「既存の設備は合併前に整備したものであり、経年劣化や部品等

の製造中止、旧式システムにて運行している関係上、機器変更が必要となっている。

この放送音響設備等の更新及び議場モニターの設置、映像配信により円滑な議会運

営を図る」と。これだけ必要なことなんですよ。 

 ですから、新しくできた、もしくはそのときに何らかの形で庁舎が移動したとし

ても、それまでの期間を考えりゃあ、10年たっているんですよ。もったいない。も

う心配でたまらない。聞き取りにくい。こういう設備を依然として。私は振興計画、

実施計画の変更の中にもこれをうたってありますから。ですから、早急に議場の改

善を要望して、一般質問を終わります。 

○議長（土屋健一）   

 ここで10分間休憩いたします。 
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癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ２時００分 

再開 午後 ２時１０分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第12、宮迫勝議員の発言を許可いたします。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 日本共産党の宮迫勝でございます。私、今回ちょっとせきが出ています。今はや

りのコロナウイルスではありません。熱も全然ないから御安心ください。ただちょ

っとせきが出るとこがお見苦しいところありますけども御容赦ください。 

 私は、今回大きく３点にわたり質問をいたします。 

 最初に、本庁・支所機能再編計画についてお尋ねいたします。 

 まず、小さな１番目として、本年度予算財政課分の庁舎整備事業で、それぞれの

委託料が計上されております。今後のスケジュールについてお伺いいたします。 

 ②番目に、令和元年11月発行の「本庁・支所機能再編計画」の説明によれば、本

庁機能を有する福祉事務所、農業委員会、教育委員会を令和４年度までに本庁に集

約したいとあります。本庁への集約について基本的な考えをお伺いいたします。 

 ③として、集約する場合には増築が必要となりますが、その場合の面積、階数、

それぞれの配置について議論はされたのかお伺いいたします。 

 小さな④番目、本庁増築部分の延べ面積1,800㎡、大隅支所庁舎・大隅中央公民

館の複合施設1,600㎡、財部支所庁舎800㎡の積算の根拠をお伺いいたします。 

 ⑤番目の曽於市の10年後、20年後の人口の推移をどのように予測しているのかお

伺いいたします。 

 ⑥番目に、こういう建物を県産の木材を使った建物には補助があると思います。

どのような建築構造を考えているのかお伺いをいたします。 

 大きな２番目に、産業動物疾病制御教育研究センターの誘致についてお尋ねいた

します。 

 財部高校跡地の教育研究センター誘致について、現状についての公表できる範囲

でよろしいですので、説明をしてください。 

 ②番目に、実現した場合の効果をどのように考えているのかお伺いします。 

 ③番目に、解決しなきゃならない問題がいっぱいあると思いますが、財源の確保

等を含めてクリアすべき課題は何かをお伺いいたします。 

 ３番目に、高齢者の交通手段の確保についてをお伺いいたします。 
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 高齢者の交通事故がふえている中で、私の周りの方々も免許返納が増加をしてお

ります。免許返納者への支援策がいっぱいあるとは思いますが、ここで再度、支援

策をお伺いいたします。 

 ②番目として、思いやりタクシーと思いやりバスの利点は何かをお伺いいたしま

す。 

 ③番目に、思いやりタクシーは大隅・末吉・財部を越境して運転できるのかを伺

いたいと思います。 

 そして、年度の途中でも市民の要望で、路線の時間の変更等は可能かお伺いいた

しまして、壇上からの１回目の質問といたします。 

○市長（五位塚剛）   

 それでは、宮迫議員の一般質問に対してお答えしたいと思います。 

 １、本庁・支所機能再編計画についての①庁舎整備事業の今後のスケジュールに

ついてお答えいたします。 

 令和２年度は、本庁舎増改築に関する開発行為の許可申請、プロポーザル方式に

よる増改築部分の基本・実施設計委託、駐車場整備の実施設計委託及び工事、増築

部分の造成工事等を計画しております。 

 令和３年度は、防災センター設備を備えた増築工事等、令和４年度は、外構工事

や駐車場整備工事等を計画しております。 

 １の②本庁集約の基本的な考え方について、お答えいたします。 

 人口減少が予想される中において、本庁機能を有する課・局を集約することによ

り、機能的で効率的な行政組織に改め、意思決定の迅速化を図り、市民サービスの

向上を図るとともに、人口に見合った職員数に縮減を図った上で、その人件費抑制

部分を各施策に生かしていきたいと考えております。 

 なお、支所については、国・県に関係する事務、計画作成などの事務を本庁に移

管することにより、最終的には地域振興と窓口サービスに特化した業務を行う課を

配置し、市民サービスの向上を図りたいと考えております。 

 １の③増築の面積、階数、それぞれの配置について、お答えいたします。 

 １階部分は、市民、税務、保健・福祉部門を全て集約し、市民の皆様方が利用し

やすい窓口にしたいと考えており、相談室を含め、１階フロアの面積を1,150㎡と

見込んでおります。 

 ２階フロアについては、防災拠点としての設備や、通常時は会議室として利用し

ますが、発災時には自衛隊、消防、警察、国、県の職員等が一堂に会することので

きるスペースを確保したいと考えております。 

 １の④各庁舎の面積の根拠について、お答えいたします。 
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 本庁増築庁舎の面積は、現在のところ2,300㎡程度を計画しております。 

 これは、市民窓口に特に関係する課を増築庁舎１階へ集中的に配置するには、

１階当たり1,150㎡程度の面積が必要となったためであります。 

 大隅支所庁舎・中央公民館の複合施設は、支所部分を800㎡、公民館部分を800㎡

として、合計で1,600㎡程度と計画しております。 

 財部支所庁舎は、庁舎単独で800㎡を計画しております。 

 庁舎の面積規模の算出に当たっては、課の配置における職員数の見込みや、総務

省や国土交通省の基準も参考にしているところです。 

 １の⑤10年後、20年後の人口の推移の予測について、お答えいたします。 

 市の人口推移については、市は、曽於市総合戦略策定により、独自推計の市目標

値を掲げております。 

 目標値では、10年後の令和12年を３万1,854人、20年後の令和22年を２万9,404人

としております。 

 １の⑥どのような建築構造を考えているかについて、お答えいたします。 

 建物の構造につきましては、業務委託を行う中で専門的な意見を聞いて決定して

まいりますが、現段階では、本庁舎の増築部分につきましては、面積が2,300㎡と

広いことから鉄骨づくりを、大隅支所、財部支所につきましては木造で計画してい

るところです。 

 ２、産業動物疾病制御教育研究センター誘致についての①現状について、お答え

いたします。 

 誘致推進協議会を昨年８月に設立し、10月に同協議会から鹿児島大学に対して、

要望書を提出したところです。 

 現在、鹿児島大学と連携し、施設全体構想や事業費の積算など、施設誘致に向け

た具体的な協議を行い、施設誘致に係る補助金等について関係省庁に事前相談をす

るなど、調査研究を進めている段階です。 

 ２の②実現した場合の効果をどう考えているかについて、お答えいたします。 

 最大の効果は、恒常的に不足する産業動物獣医師の増加が見込まれることです。 

 また、地域畜産への効果として、最新の研究・技術講習、飼育・防疫等について

学べる場を設けることが、関係者の知見・技術力の向上につながり、地域畜産のさ

らなる振興が図られるものと考えております。 

 次に、曽於市への効果としましては、全国の獣医学部生が年間最大500人程度、

施設を利用する計画であることから、学生等の経済波及、財部駅の利用促進等によ

り地域の活性化が図られ、獣医師教育の場といえば曽於市という全国アピールにつ

ながるものと考えます。 
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 また、新たな地域雇用の創出や、施設開放などによる交流・関係人口の増が図ら

れるものと考えております。 

 ２の③財源確保を含めてクリアすべき課題は何かについて、お答えいたします。 

 特に施設整備に関して、鹿児島大学が直接事業を実施しようとしても、所管する

文部科学省及び農林水産省において、有効な施設整備補助金がないことが課題です。 

 このことから、財部高校跡地の廃校活用、地域基幹産業の振興や地域創生の観点

から、地方創生関係交付金を活用した事業推進ができないか調査しているところで

す。 

 ３、高齢者の交通手段確保についての①免許返納者への支援策について、お答え

いたします。 

 現在、免許を返納された方は、無料乗車券申請により３年間無料で、思いやりバ

ス・タクシーに乗車できますが、期間を延長してほしいなど多くの要望を受け、

３年から５年に期間を拡大できないか検討してきたところです。 

 さきの地域公共交通会議において、この期間延長が承認され、これにより有効期

間が既に満了している方も含め、申請手続を経て、本年10月から利用できるように

するものです。免許返納者へさらなる支援につながるものと考えます。 

 ３の②思いやりタクシーとバスの利点について、お答えいたします。 

 それぞれに利点がありますが、思いやりタクシーは、車体が小さく、国道や県道

など広い道路だけでなく、道路の狭い市道を通ることができ、広範囲に停留所を設

け、運行することができます。思いやりバスは、車体が大きく、多くの人が乗車で

き、特に財部駅から曽於高校の間では、たくさんの学生が通学に利用しております。 

 ３の③思いやりタクシーは越境して運転できるかについて、お答えします。 

 現在、曽於市内の28路線は、利便性の向上と速達性を目的にしていることから、

一部の路線を除き、おおむね40分程度で目的地に到着することを前提としておりま

す。 

 このことから、越境して走る場合は、これらの目的を達成できないおそれがある

ことや、運行車両の増が必要となることから現実的には困難であると考えます。 

 ３の④年度途中でも市民の要望で路線や時間の変更は可能かについて、お答えい

たします。 

 市で路線や時間の変更する場合は、10月改正をめどとしております。これは路線

や時間の変更を行う場合、関係事業者の意見を参考に変更案を作成し、座談会を開

いて地域の方の意見を聞き、交通対策協議会、地域公共交通会議を経て、ようやく

運輸支局へ変更手続となります。この手続きにおよそ６カ月を要することから、随

時変更することは大変厳しい状況にあります。 
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 以上です。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 本当は１回目の答弁で終わりにしようかなと思ったけど、やっぱり少し皆さんと

一緒に議論に参加したいと思います。 

 まず、本庁・支所機能についてお伺いいたしますけれども、昨年の７月30日、だ

から31日の新聞ですか、南日本新聞に曽於教育委員会など本庁集約、市検討委員答

申２支所建てかえという見出しの記事が掲載されました。これについてどのような

内容の答申書であったのか、総務課長の答弁を求めます。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたします。 

 答申につきましては、この新聞記事にも少し載っているところではございますけ

れども、両検討委員会とも住民サービスの水準以上を条件に本庁への機能集約はや

むを得ないという結論づけたというふうにありますけれども、実際のこの答申書に

おきまして、最終的には、この検討委員会を受けた後の市行政改革推進委員会にも

答申がございますけれども、その最後の付帯意見のところで、財部地域振興検討委

員会、大隅地域振興検討委員会及び岩川市街地活性化検討委員会の答申は、地域の

代表の方々の意見なので注視することというところでありました。 

 以上です。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 今総務課長の答弁がありました。今回の一連のこの本庁・支所機能再編について

の流れは、検討委員会、財政改革の答申に基づいて計画されたものと認識をしてい

るところであります。 

 そこで、議論の中で合併当時の話になったりしているわけです。合併当時の３町

の均衡ある発展をどう考えるんだとかいろいろあります。市長に確認をしたいけど、

市長は、これまでの６年間の市政運営の中で、この３町の均衡ある発展という、こ

の理念を忘れたことがあるのか、それはやっぱり頭の中心、市政の中心に据えて運

営されてきたのか、ここの確認を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 私も市長になりまして６年が経過いたしましたが、基本は、私たちの曽於市は

３町で成り立っております。各町それぞれのよさがありますし、また独自の取り組

みもいっぱいされております。そういう意味では、その地域を尊重した均衡ある市

政をこの間ずっと続けたというふうに思っております。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 平成15年から17年にかけての合併協議会で苦労されたのが、３町それぞれやっぱ
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り自意識が高いわけですよね。財部は財部を中心にしたい、末吉は末吉を中心にし

たい、大隅はやっぱり大隅を中心にしたいっていう考えがあった、これはやっぱり

事実です。私もそのときにいろんな市長選挙やら市議選、そういうのを体験してき

て感じたことがそうでありました。 

 そういう中で合併協議会の方々は苦労されたんじゃないかなと思うのは、その均

衡ある発展をどういう形で示すのか、そこで教育委員会を大隅支所、それから福祉

事務所と農業委員会の事務局を財部支所に置くということで、まあ市民の納得を得

てきたんじゃないかなと思う。これは、私は協議会の委員じゃなかったんだけども、

これは推測されるわけです。これが結果的に市民も納得をさせてきた、これはやっ

ぱり事実であると思います。 

 それから15年がたち、それぞれの町、町の市民の方の自意識、おいがとこが、お

いがとこがというのもだんだんこう薄くなり、それはあるのは事実ですけれども、

もう今では曽於市は一つになりつつあるなと私は感じております。またそのように

ならなければならないというのも私の思いですけど、市長の感想をお聞かせくださ

い。 

○市長（五位塚剛）   

 私も合併当時は議員をしておりまして、なるべくなら旧末吉町、財部は財部、い

ろいろ大隅の思いはありましたけど、私自身は合併しなくても小さな町でもそれな

りのまちづくりができるのではないかというふうに思っておりました。当時、合併

をすれば合併特例債を使っていろんな事業はできるんですよということで国から示

されて、それに沿った形で合併をいたしました。 

 今、結果的に私たちのこの３町が合併して、私的には今はよかったのかなと思っ

ております。知らない地域の方々とも交流が深まり、またいろんな意味でも取り組

みができております。 

 そして、今後についても、今言われるように多くの方々が、どっちかと言うとも

う曽於市一本でワンチームで頑張っていこうという雰囲気が多く広がっているとい

うことを感じております。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 私も当時は合併に反対でありました。小さくても輝くまちで、単独でもできるん

じゃないかという思いでいましたけれども、合併した以上はよりよい曽於市をつく

るために頑張るのが議員の仕事だなと思っております。 

 そこで、今回のこの本庁・支所機能再編について、アンケートの中で市民の方々

が不安に思っていることがあるんじゃないかなと、それが数字が現状維持、今のま

まがいいっていう回答になってあらわれたんじゃないかなと思っております。 
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 なぜ市民の方々が心配、不安になるのかと思うと、やっぱりこう将来が見えない

ことにあると思うんです。例えば今のままのだったら安心できるんだけども、どの

ようなサービスがなくなっていくのか、それとあと漠然的に何もかも末吉にいけば

またこれ以上さびれるんじゃないかとか、やっぱりそういう目に見えない不安があ

ると思うんです。だから、そこをやっぱり市民の方々に市民サービスは低下しない

んだということを示すことが大事だと思います。市長は、このことについてどう考

えますか。 

○市長（五位塚剛）   

 私もこの間、多くの市民の方々といろんな会合でお話をしてきました。やはり心

配されたのが、財部の方が、今まで財部でとっていた証明書などがとれなくなる、

警察署が大隅に行ったようになって免許の手続が大隅まで行かなけりゃできなくな

るというふうなそういう思いで、やっぱり錯覚をされていたような状況がありまし

た。そのあたりをよく説明すると、それだったらじゃあ問題ないなあという方がほ

とんど理解をしていただいている状況であります。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 そこで各支所に三つの事務、本庁機能があるわけです。大隅支所には教育委員会

があります。教育委員会は末吉の本庁に機能を持ってきたときに、例えば社会教育

課関係の住民サービスが低下するとか、そういうことが考えられますか。これをま

ず教育委員会の教育長への質問です。財部支所には福祉事務所と農業委員会の事務

局があります。これが本庁に機能が行った場合に、今行っている事業内容なり市民

サービスの提供が低下すると思うのか、低下しませんよっていうなのか、これを各

課ごとに答えてください。 

○教育長（瀨下 浩）   

 今言われましたように、特に社会教育言われましたけれども、社会教育が行って

いる事業がこちらに来ることによって機能が低下するということは考えられないと

思います。 

○福祉事務所長兼福祉課長（竹下伸一）   

 それでは、お答えしたいと思います。 

 現在、福祉事務所については財部支所内にございますが、現在、大隅、末吉にそ

れぞれ福祉部門の担当する係等もございます。大隅であれば保健福祉課ということ

で同じような業務をやっております。末吉につきましては介護福祉課の中に福祉係

というのがございます。ですので、福祉事務所が本庁に来ても低下するということ

は考えておりません。 

 以上です。 
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○農業委員会事務局長（中山純一）   

 それでは、お答えいたします。 

 農業委員会も今、分室が末吉と大隅にありますけれども、住民に対しての低下は

ないというふうに考えております。 

 以上です。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 やっぱり今回のこの本庁・支所機能再編については、市民の方々が思っている

サービス低下については、この三つの部分が本庁に来ても今答弁があったように

サービスが低下するものではないということをやっぱり市民の方に大きくアピール

する必要があるんじゃないかなと思うんです。こういうところがないから一部でそ

ういう不安の声が出てくるんではないかなと思っております。 

 市長は、このことについて、もっと市民にアピールをすべきだと私は思いますけ

れども、どう考えますか。 

○市長（五位塚剛）   

 このことについては、財部、大隅地域の検討委員会、その答申の中にも書いてあ

りました。今まであるサービスが低下しないようにしていただきたいという、それ

が大きな答申の内容でありました。そのことについて当然ながら私たちも予算の通

過後に市政説明会やら、各種いろんな会合がありますので、もし仮にここでまとま

った場合でも今までどおりの住民サービスをずっとそこで続けることはできるんで

すよって、さらにきめ細かいものを含めて取り組んでまいりますということを説明

したいというふうに思います。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 昨年の12月議会の市報で、これについての記事があったわけですけども、ちょっ

と読みづらいんです、はっきり言って。だから文字数を少なくして、紙面に言いた

いことを大きな文字で字数を少なくして訴えてほしい。もしくはこの３月議会が終

わった後、市民説明会用のチラシには大きな文字で字数を少なくして、今言ったよ

うなサービス低下を招かないということを強く打ち出さない限り、やっぱり不安の

声が消えないと思うんですけれども、総務課長はどうでしょうか。 

○総務課長（今村浩次）   

 市報につきましては、御指摘のとおりだったというふうに反省をいたしておりま

す。今後さらにわかりやすく、文字数を少なく、フローチャートなんかを使って説

明していきたいと考えております。 

 以上です。 

○７番（宮迫 勝議員）   
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 今までの議論の中で２階のフロアについては防災拠点としての設備、通常時は会

議室として利用するという中で、この会議室を使って議会の機能を有したような、

そういうのもあるのかなという議論でありました。私たちの議員の中でも、屋久島

のほうに研修に行った方々から話を聞いたときに、そういう考えもあるよね、そう

いう構想もあるよねっていう話はあったところです。実際私は見ていないので、今

回議運でここを調査したいというところで行く予定であります。議会のほうもやっ

ぱり先を見込んで、いかにして使いやすい、議会なりそういうのをするのも私は議

会の仕事かなとも思っております。 

 そこで、市長の答弁の中で、議会で具体的にそういう要望があれば、これからの

計画の中で練り上げていきたい、反映させていきたいということだけれども、これ

で確認してよろしいでしょうか。 

○市長（五位塚剛）   

 私が直接、今の議会の皆さんたちに出向いて構想を話しておりませんでしたので、

そういう誤解を与えるようなこともあったんだろうと思っております。 

 私たちも今のこの状況で議場がいいのかということもいろいろ議論がありまして、

一部議員の方々がそういうところを見られて、ああいう議場のあり方もいいなとい

うのを意見を聞きました。 

 ですが、基本的な通常いろんな会合を開きますけど、議会があるときはそこを議

会を優先して使えるような議場として、まあいろいろ机等も全部移動できるような

施設、音響もしっかりした物をできるようにということで計画しておりますけど、

最終的には議会の皆さんたちが判断をしてもらって、それでもいいよというように

なれば、それを基本設計の中に入れ込んでいきたいというふうに思います。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 先ほど、岩水議員は岩水議員の考えを述べられました。これはあって当然なんで

す。議会に議員が20人いるからそれぞれ考えはあると思います。だけどやっぱりこ

れからのことでありますから、議会としてやっぱりいろんな意見を出し合いながら

練り上げていくべき問題だなと思っております。 

 そして、一つ、共産党議員団として、傍聴人の方から現在のこの傍聴席は高くて

足の不自由な方がなかなか議会傍聴に来られないという意見もあり、予算要求の中

でも出しておりました。もし、こういうことが可能であり、バリアフリーになれば、

そういう問題も解決するのかなと私個人には思っておりますので、これは研究をし

ていきたいなと思っております。 

 それと、４番目のところで、財部支所は800㎡を計画しているというところで、

この中であったんだけれども、この800㎡、大隅支所も800㎡なんですけれども、ど
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ういう課を配置するのか、こういうところは具体的に議題には上げなくても庁舎内、

庁議の中で議題には上ったのか確認をさせてください。 

○市長（五位塚剛）   

 宮迫議員がちょっとこの間、欠席でありましたので、質問がありましたから答弁

をいたしましたけど、今の、後で増築した部分はまだ十分使える施設でありまして、

その物も使って、課については集約しておりますので、総務課長から答弁させます。 

○総務課長（今村浩次）   

 お答えをいたしたいと思います。 

 最終的に各支所につきましては、30名程度の正規職員プラス何名かの会計年度臨

時職員になろうかというふうに考えているところでございます。 

 正規職員につきましては、地域振興を担当する課、これは土木とか農政等も含め

ますけれども18名、それから窓口を専門にする課、ここを12名程度というところで、

30名ということでお答えしているところでございます。 

 以上です。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 今、土木も約18名という答弁でしたけれども、これは建設課、耕地課を含めてっ

て考えてよろしいでしょうか。 

○総務課長（今村浩次）   

 地域振興、仮称地域振興課といたしますと、まず消防・防災、それから自治会等

の担当する今の地域振興課の業務、それから産業振興課の業務、建設水道課の業務

を含めてというところで考えているところございます。で、福祉部門につきまして

は、窓口のほうに、窓口課のほうになるのではないかと考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 先般２月４日の日に、財部の商工会の関係の方、その他の方々と懇談する機会が

ありまして、こういう中で建設業の方もいらっしゃいました。災害時の対策で支所

からその建設課、それから財部で言えば、それから耕地課関係を本庁に集約した場

合に、動きが機敏になるのかなっていう声もありました。この前の徳峰議員の質問

の中で、これはこういう関係じゃなくて、ほかの職員の超過勤務の関係の中で、昨

年７月の時点からの災害が多くて、ちょっと残業の時間が多くなっているという話

があったときに、市長答弁で、多分、本庁に集約して全体でそういうところを対応

したいっていうような考えだったのかなと思うんだけど、ここは今の考えで間違い

ないですか。 
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○市長（五位塚剛）   

 まあ今、各町ごとに技術職を配置しておりますけど、やはりこの間、大隅のほう

に教育委員会のほうに２名、技術者を配置しまして、学校関係を中心にしていまし

たけど、やはりこれもやっぱりこっちに一緒にまとめて、やっぱりみんなで集団で

議論して、集団で手伝いをしてやっていく。当然ながら担当地域は決めますけど、

土木も建築も含めて全体にしたほうが仕事は効率的にできるし、もし誰かが病気し

た場合はやっぱりみんなでフォローできるというのがあります。そういうことで、

そのことを考えているとこでございます。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 平成28年の台風災害で大隅支所のそういう関係の職員の方が財部に転勤になりま

した。どうですか、財部はどうですかってあったときに、財部の人は皆さんいい人

ですよねっていう次に、あの災害は大変でした。もう帰りは夜の12時、11時、12時

でしたっていうことがあったんで、やっぱりこれは今市長が言ったような対応の仕

方もあるのかなと、その支所の担当だけに任せちゃうと集中しちゃうのかなと。や

っぱりどっちかやっぱりその負担を減らす方向、どっちがいいか私は今のところま

だわかりませんけれども、これはこれからの検討課題で大いに議論をしたいと思っ

ております。 

 それから、５番目の人口について、10年後、20年後、まあ10年後を３万1,000人、

20年後を２万9,000人、やっぱりこういう市政をあずかる人、施策を考えるときに

は先を読んだ人口を見越して、それに対応するような先手を打っていく必要が私は

あると思うんです。多分、市長もその方向でしていると思うんですけれども、そこ

のところの考えをちょっとお聞かせください。 

○市長（五位塚剛）   

 正直なところ、誰が市長になっても非常に私は大変だと思います。特効薬がある

わけではありません。ですから地道な努力と、また地域住民のいろんな声、また、

議員の方々のいろいろ研修したその成果を、やっぱり政策提言的にしてもらって、

特徴あるまちづくりをしていかないと、曽於市に目を向いてくれないと思います。 

 私はいつも言っているんですけど、地域的にうちの曽於市はもう都城の隣のもう

同じ商業圏なんです。しかし、一方では同じ商業圏で三股町というのがありながら、

三股町はほぼ人口減少がとまっている状況であります。だから、曽於市でもやはり

同じ状況の中でもうちょっと努力をすれば、かなりの人口が曽於市に来てくれる可

能性はあるのではないかということで言っております。 

 今後そのことを含めて独自の研修、また独自のいろんなものをつくり上げないと、

示したような状況になっていくと思います。だから、今、今打つことは10年後、20
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年後の曽於市の人口を見据えた上での取り組みでございます。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 私もそれが大事かなと思っております。 

 さっきの３町の均衡ある発展について述べれば、それぞれの地域に即した特化し

たことを今やればいいんだから、例えば財部については、もうこのあと山田議員が

住宅関係について質問されますけれども、本当、財部についてはもうそういう分譲

に特化したような施策をぜひですね、このあと議論されると思いますので、楽しみ

にしているところであります。 

 それから、６番目のこういう市の建物を県産の木材を使ったときの補助、これは

実際にあるものなのか、本庁については鉄骨づくり、大隅と財部については木造で

という計画のまだ段階なんだけれども、これは、もし国・県からの補助はあるのか。

ここをちょっと確認させてください。 

○市長（五位塚剛）   

 今回、末吉の中央公民館を、平家の木造づくりを計画しております。これは、国

の木づくり事業がありまして、国と県からも支援があります。そういう事業はある

んですけど、非常に申し込みが多くて、去年もしたかったんですけどできなくて、

今回申し込みしましたけど、事業的にはありますので、採択できるように努力をし

ているところでございます。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 最初、末吉の道の駅が木造で建ったときに、ああ木造建築はいいなと思ったんで

す。これからも大いにこういう市の建物については、できる限り木造にしてもらい

たいなと思っております。 

 次に、産業動物疾病制御教育研究センターについて、二、三点お伺いします。 

 まず、１番目の施設誘致に係る補助金等について、関係省庁に事前相談するとい

うことですけれども、どのような補助金が考えられるのか、ちょっとここをお答え

ください。 

○市長（五位塚剛）   

 まだ確定はしておりませんけど、特に国の地方創生関係の事業に該当するのでは

ないかということで１回目答弁いたしましたけど、このことについては、地元選出

の森山先生が大きな力を発揮していただけるというふうに聞いておりますし、また、

国のほうも、この曽於市における新たな取り組みというのは、ここだけの問題じゃ

なくて、日本全体も畜産振興、また今、心配されるいろんな動物の疾病に対する研

究という意味では、非常に大事だというふうに認識をされているようでございます

ので、そういう事業をぜひ認めてもらえるように大学も含めて、同時に鹿児島県も
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これに一緒に加わっていただいて、誘致できればいいというふうに思っております。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 先ほど言った、２月４日の財部町の商工関係との懇談会の中でもこの話をしたと

きに、駅から財部高校跡地までの人の流れができる。これ非常に、こう期待してお

りました。要するに、財部駅からきらら館、それから財部駅から小学校下を通って

龍虎城とかそういう流れをつくる中でも、やっぱり人の流れをつくらないと、活性

化はできないっていう意見が多かったように思っております。だから、私もここを

ぜひ実現させて、財部の活性化を図りたいなと思っております。市長もそういう実

現に向けての強い決意を、最後にちょっとお聞かせください。 

○市長（五位塚剛）   

 この計画は鹿児島大学さんのほうから要望がありまして、市といたしましても、

どうしても成功させたいというふうに思っております。将来、この旧財部高校跡地

にこういう大学生の研究施設ができたら、この財部駅近辺に若い人たちが相当数ふ

えてくるというふうに思っております。そういう意味では、新たな展開が予想され

ますので、ぜひ成功させていきたいというふうに思います。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 最後に、高齢者の交通手段確保についてお伺いします。 

 答弁であったように、思いやりバスがあるんですけども、一番利便性がよくて小

回りがきくのが、思いやりタクシーなんですね。どこでも乗りおりできて、手を上

げればとまってくれる。そこでおろしてもらえるっていう点で非常にいいわけです。 

 私は、深川の柳迫柳井谷の出身です。地元の方がこの前、免許証を返納した。今

までほとんど財部のナガヤマとかそちらのほうに買い物に行っていたんだけど、い

ざ思いやりタクシーを使おうと思ったら、簑原までなんですね。「えー、何で。財

部目の前なのに行ってくれないの」っていう意見がありまして、今回こういう質問

をしたわけです。「末吉の町まで行けばいいんだろうけども、やっぱり実際、いつ

も使っているお店で買い物をしたい、知っている人がいるから、そこを利用したい

な」っていうことでありました。 

 いろいろ、さっき答弁の中で、地域交通協議会を経てからこうしているっていう

のがありましたけども、これからこういう免許返納の方、それから返納はなくとも、

今までこれまで運転をしていなかったって方が多くなると思うんですね。このため

には、やっぱりここは避けて通れないと思うんですね。越境についても、さっき言

ったように曽於市は１つということで考えて、市民の方の使いやすい交通手段にし

てほしいんだけど、最後に市長の考えを聞かせてください。 

○市長（五位塚剛）   
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 宮迫議員からこのような質問が出ていましたので、多分、柳迫の方々が財部まで

行く買い物のことじゃないかなというのは予想しておりました。私もナガヤマで、

柳迫の人たちとたくさんお会いすることがあります。今回、このような提案をして

もらいましたけど、実際、実施するまでは本当に１年ぐらいかかりますけど、私も

同じ曽於市内ですので、そういうことも含めて検討してもいいのではないかなと思

っておりますので。交通対策協議会がありますので、そういう意見があったという

ことを述べたいというふうに思います。 

○７番（宮迫 勝議員）   

 この区間は、末吉簑原の公民館が発着点なんですね。そこをちょっと延伸するだ

けでもいいと思うので、ここはもう市民オンリー、地元こういう方のファーストで、

ぜひ考えていただきたいなということを述べて、私の質問を終わります。 

○議長（土屋健一）   

 ここで10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ３時００分 

再開 午後 ３時１０分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、通告第13、山田義盛議員の発言を許可いたします。 

○１２番（山田義盛議員）   

 それでは、通告いたしました２項目について質問をいたしますので、明快な答弁

を求めます。 

 まず１番目が、宅地分譲整備事業についてであります。 

 本件は、まち・ひと・しごと創生総合戦略人口ビジョンの定住化対策促進事業で、

曽於市の人口増対策に大きな役割を果たす事業であります。 

 そこで質問いたします。平成31年度事業で計画されていた財部地域の宅地分譲事

業を、今回の補正予算８号で減額し、新たに令和２年度の当初予算で計上されてお

りますが、本事業を平成31年度から令和２年度へ先送りした理由をお伺いします。 

 ２番目が、曽於市本庁・支所機能再編計画についてであります。 

 本庁・支所機能再編計画及び庁舎改築計画等の中で、「旧３町の均衡ある発展に

努めていきます」とありますが、具体的にどのようなまちづくりをお考えでおられ

るかお伺いいたします。 

 以上、１回目の質問を終わります。 
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○市長（五位塚剛）   

 それでは、山田議員の一般質問に対してお答えしたいと思います。 

 １、宅地分譲整備事業についての①平成31年度から令和２年度へ先送りした理由

についてお答えいたします。 

 財部地区分譲地につきましては、当初の候補地が農地転用の許可が見込めないた

めに、候補地の再検討を行いました。検討後の候補地について、騒音、振動、臭気

などの環境調査や、取りつけ道路取得の実現性を考慮し、また関係法令の許可の見

通しを確認したことにより、候補地の最終決定に時間を要し、事業実施を令和２年

度に先送りをしたところです。 

 ２、曽於市本庁・支所機能再編計画についての①「旧３町の均衡ある発展に努め

ていきます」とあるのは、具体的にどのようなまちづくりを考えておられるのかに

ついてお答えいたします。 

 本庁・支所機能再編計画においては、市の均衡あるまちづくりのため、支所のあ

り方の中で、支所のサービス維持向上に向けた考え方、支所地域の振興、地域課題

解決の取り組みを掲げております。 

 また、大隅・財部地区の支所地域の振興については、本庁方式導入後、期間を定

め、支所地域振興に係る特定の事業を拡充し、地域特性を生かした事業や関係団体

の支援策等を実施することにより、支所地域の活性化推進事業に取り組むこととし

ております。 

 また、防災倉庫の建設や産業動物疾病制御教育研究センターの誘致、観光資源の

整備、宅地分譲など、大隅・財部地域の特色を生かした整備を進め、全体として、

今後も旧３町の均衡ある発展によるまちづくりに努めていきたいと考えています。 

 終わります。 

○１２番（山田義盛議員）   

 それでは、順次質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、最初の分譲住宅の関係については、岩水議員が明確に答弁されて、明確に

お答えになっていますので。いや、失礼。 

（笑声） 

○１２番（山田義盛議員）   

 私は簡単に終わらせますが。実は、これは令和２年度で提案されることが、宅地

分譲の件は令和２年度に繰り上げたのはなぜかという質問ですが、これは先ほど答

弁いただきました農地転用の関係ですから、これはやむを得ないことだなと、その

ように考えます。 

 それで質問いたしますが、これから議決検討されますけど、この令和２年度の提
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案がそのまま通過した場合、いつごろの販売開始かな、分譲の、なる予定している

のかちょっと答弁をお願いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 今の段階では、土地の所有者の売却のその確認をいたしまして、取りつけ道路に

ついても、「市がそういうものをするのであれば、協力しましょう」という同意を

いただきましたので、議会議決後に具体的に契約をして、また、基本測量をちょっ

としたいと思います。それは排水のことと、隣が工業的なものがありまして、また

お茶屋さんもありまして、後でいろいろと問題が起きるといけませんので、そのあ

たりの対策を十分検討しなきゃなりませんので。それを含めて、とりあえず今回は

事業的には造成までいきますかね。ちょっと流れを、担当課長から説明させます。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、現時点での計画ですので御了承いただきたいと思いますが。用地手続

き等に令和２年度、それから施工につきましては令和３年度に行いたいと思ってお

りますが、工事の進捗によっては令和３年中に販売ができるかどうかという段階だ

と考えております。 

○１２番（山田義盛議員）   

 令和３年ごろには見通しがつくんじゃないかということでありますから、そのよ

うに受けとめておきたいと思います。 

 この事業は用地の買収やら、それから相続の関係から農地転用、環境問題と、い

ろいろと大変な仕事であります。当然、年数かかるのはやむを得ないと思いますけ

ど、次はもう絶対に失敗できませんので。また補正で消して、またやりますってい

うようなことは、絶対あっちゃいけないと思いますが。 

 実は、平成28年でしたかね、私の一般質問でこれについては質問しております。

県境に分譲住宅があって、都城からのベッドタウンとしてくれという話をしていま

した。市長もそれはもうわかっていまして、よし、やろうということで、いい返事

をしていただきましたことを記憶に残っております。 

 だから、提案から考えますと、今、販売が令和３年ということであれば、５年か

かっています。５年。だから、ちょっと遅いんじゃないかと思うんですが、それに

ついてちょっとコメントがありましたら、お願いいたします。 

○市長（五位塚剛）   

 財部地区につきましては、もう旧財部町時代から宅地分譲事業を相当やってきて

おりまして、成功しているところでございます。そういう意味では、もっと早く手

をつけるべきだったというふうに反省をしております。 

 今後も、ただ、用地の確保というのは非常に難しいところがありますので、まち
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のほうに下っていくと幾分あるんですけど、都城の境というのは非常に少なくて、

厳しいところがありますけど、引き続きまた努力をしてまいりたいと思います。 

○１２番（山田義盛議員）   

 難しい用地のところですから、販売うまくいきますよ、市長。難しくないところ

は売れませんよ。私はそう思っていますから。 

（笑声） 

○１２番（山田義盛議員）   

 この事業はもう大変なチャンスが来ていますから、人口増対策にも絶対いい事業

でありますんで、大変御苦労かけますが最大限の努力していただいて、成功を祈っ

ていますんで、この質問については終わりたいと思います。 

 それでは次の、３町の均衡あるまちの発展について質問させていただきます。 

 通告をしてありましたが、旧３町の均衡ある発展について、一応答弁はありまし

た。一応ですよ。ということは、具体的に述べてくれって、これはなかなか具体的

にはいかんじゃろうなというのは予測しておりました。 

 だから、一応答弁がありましたが、私はここで、私の意見を申し上げたいと思い

ます。市長、あなたが１期目立候補されたときには、既に３町合併後８年が経過し

ていましたので、ほとんど合併の論議がありませんでした。最大の争点は、フラ

ワーパークでした。私は市長の支持者でしたので、当時のことは鮮明に覚えており

ます。また、２期目の立候補のときも、合併後のまちづくりについて市民に問うこ

とは余りなかったように思います。 

 しかし、昨年出された本庁・支所機能再編計画で、市長の構想に接したのであり

ます。それによると、これが３町均衡ある発展になるのだろうか、本庁方式は過疎

の最大の要因になると危惧しております。 

 そこで、本来の地方自治はどうあるべきかを調べました。その結果、地方自治の

本旨とは地方自治の本来のあり方のこととされ、団体自治と住民自治の２つの要素

からなるとされています。そして、「団体自治とは、国から独立した地方自治体を

認め、その自治体みずからの権限と責任において、その地域の行政を処理すること

を原則とする」とあり、ここから肝心ですからね、市長。また一方、「住民自治と

は、司法における行政を行う場合、その自治体の住民の意思と責任に基づいて行政

を行うことを原則とする」とあります。 

 本庁方式、是が非かの議論も大事なことですが、その地域に住んでいる住民が幸

せなのか、自分たちの住んでいる地域が将来にわたってどう活性化していくかを、

真剣に考えなきゃならないのではないでしょうか。 

 そこでお伺いします。先般行われたアンケート調査とパブリックコメントは、さ
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きに申し上げた地方自治の本旨である、住民自治を全うしているとお考えかお答え

ください。 

○市長（五位塚剛）   

 今回の市役所再編というのは、各末吉町、財部町、大隅町にとっては大事な問題

であるわけでございます。ですから、このことを我々行政はどうあるべきかという

のを、行政改革の中で検討して、また知識者を含めた中でのこれの会を開きました。

そして、その後、各町ごとの検討委員会を、各代表を募って５回開きました。その

答申を受けて、また市民の意見を聞くということでアンケートをいたしました。 

 この間、地域における説明会もいたしまして、地域住民の声を聞くという意味で

のパブリックコメントも受けまして、質問書も来ております。そういう一つの段階

としてはやってきましたけど、全て完璧だというふうには思っていないところでご

ざいます。 

○１２番（山田義盛議員）   

 市長、謙虚な答弁でありますが。これについてはやっぱり、住民自治を少し考え

ないけません。私もいつかの全協でしたかね、「住民に丁寧な説明が必要ですよ」

と申し上げたのはそこです。それは簡単にいきませんよ。15年前の話ですから。そ

りゃあ住民のほとんどは、合併論議の中はわかっていませんよ。そりゃあ議員だっ

て、それは100％は私もわかりませんよ。どういう議論の中身やったか。聞くとこ

ろによると、３町均衡あるまちの発展というのは、それぞれの大隅地区、大隅町と

言いましょうね。末吉町、財部町。その３町の特色あるまちをつくり上げて、そし

て全体の曽於市のまちをつくる。それが均衡あるまちの発展なんですよ。ややもす

ると、ちょっと勘違いしているように思うこともありました。 

 市長、財部町には何もないですよ。福祉事務所を引き揚げますよって。それは業

務的には効率いいでしょう。その裏には、住民自治があります。住民自治が。でき

たら、できたら置いてほしいという答申も出ていますよ。できたら。やむを得ませ

んということはそこですよ。やむを得ないっていうのは。 

 これが100％オーケーしているわけじゃないんですよ。だから、アンケートをし

た結果、半分以上の人が「できたら置いてほしい」ということですよ。このことを

市長、頭に入れておいてほしい。そうしませんと、諮問して答申を受けて、このま

まいきますよというのは、余りにも拙速過ぎる。 

 同僚の質問にも、私はずっと一般質問聞いていました。そういう質問じゃなくて、

まだまだ少し時間がありますんで、住民自治を十分全うしながら、市民の皆さんに

は説明を慎重にしたいという答えが、私は何回か聞かれると思ったけど、聞いてお

りません。いかがですか。 
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○市長（五位塚剛）   

 全体的な流れについては、各議員の質問に対してお答えいたしました。 

 言われるように、財部の方からもお手紙をいただきました。よく読ませていただ

いて、一応丁寧にお答えをいたしました。それで納得されたとは思っておりません。

私たちも、一人一人のそういう声に対して全部応えられればいいんですけど、それ

はなかなかできないことでありますけど。引き続きいろんなところで説明はしてい

きたいなと思っております。 

 それと、今後、なぜ今このことを提案するかというと、合併特例債が、令和２年

から５年間延長になりましたので、私たち曽於市がこの事業を使えるときがもう限

られてきまして、この合併特例債を令和７年度末前までにしないと、各庁舎の改修

工事、この後いろんな大きな事業がありますものですから、どうしてもこれに財政

的な裏づけとしても進めなければならないという問題もあります。しかし、運用に

ついては引き続き努力をしていきたいと思います。 

○１２番（山田義盛議員）   

 市長、その財政等についても、私もやっぱりわかっています。しかし、それをや

って住民自治を切るわけにいきませんよ。それはちょっと頭に入れておいて、事業

運営のトップとして当たってほしいということを要望しておきます。 

 それでは、私のほうから再度意見を申し上げておきたいと思います。財部から福

祉事務所を本庁へ移す件について、住民自治の行政責任者として財部町民にアン

ケート調査をされるよう要請して、私の質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（土屋健一）   

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 次の本会議は２月26日午前10時から開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散会 午後 ３時２９分 
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開議 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 おはようございます。これより本日の会議を開きます。 

 まず初めに、発言の訂正についてを議題といたします。 

 市長から発言の訂正の申し出がありましたので、これを許可します。 

 本件について訂正理由の説明を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 ２月14日に開催した議会での議案提案理由において、日程第７、議案第２号の辺

地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についての説明で、地域内の市道荒川

内・八ヶ代線、延長500ｍを延長300ｍと説明をいたしました。また、議案参考資料

の10ページの年次計画表に500ｍと記載すべきを300ｍと記載しておりました。 

 訂正し、おわび申し上げます。 

○議長（土屋健一）   

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発言の訂正については、これ

を承認することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、発言の訂正については、これを承認することに

決しました。 

 本日の会議は、配付いたしております議事日程により進めます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 議案第２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について   

日程第２ 議案第３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について   

○議長（土屋健一）   

 日程第１、議案第２号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について及

び日程第２、議案第３号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてま

での２件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑通告のありました徳峰一成議員の発言を許可しま

す。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 発言通告に基づきまして質問いたします。 

 議案の２号と３号は、まとめて３点質問いたします。辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定であります。 
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 質問の第１点、国が示した辺地債の定義なり、考え方について答えてください。

議案の２号の財部北俣地区の辺地債の点数が119点であり、また、議案の３号の下

財部の辺地度の点数が110点であります。その算定の根拠を含めてお答えください。 

 ２点目、現在、曽於市で辺地債の対象となる辺地点数の高いところは、大きく地

域的にはどの地域が対象となるのかお答えください。 

 質問の３、辺地債の借り入れ条件について、借り入れ条件がほかの起債に比べて

条件がいいのでありますが、借り入れ条件について、さらに借り入れの枠について、

これも市町村でも枠がありますが、本市の場合は大体どれぐらいであるのか、１年

間に。さらに、提案されているこの両地区以外の今後の辺地債を使った市道を中心

とした整備については、どの地域が一応計画に入っているか、あるいは考えている

か、以上３点であります。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、お答えいたします。 

 まず、国による定義ということでしたので、まず根拠法のほうから申し上げます

が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律が根

拠法でございます。この中の第３条に、辺地とはということで、るる書かれており

ますが、かいつまんで申し上げますと、交通条件、あと自然的・経済的・文化的諸

条件に恵まれず、他の地域に比較して生活水準が著しい山間地等が辺地という定義

でございます。 

 また、この施行令の第１条に、当該地域の中心を含む５km２以内の面積の区域の

人口が50人以上であり、かつ辺地度点数が100点以上であることというところが条

件でございますので、この２つの地区が100点以上、119点と110点でございますの

で、条件を満たしているということでございます。 

 また、順序が前後しますが、起債等の内容でございますが、これと似た有利な起

債が過疎債がございますが、この辺地対策事業債は計画期間が任意で設定されます。

５年間となっておりまして、起債充当率が原則100％、交付税措置が元利償還金の

80％が基準ということで大変有利でございますが、国の起債全体枠がございます。

こちらが令和２年度が510億円、一方、過疎債が4,700億円でございますので、辺地

債は約10分の１ということで、大変有利ではございますが、枠が少ないというとこ

ろも特徴かというふうに考えております。 

 曽於市の枠ということでございますが、例年の辺地の状況から申し上げますと、

１億円前後が曽於市の枠というふうに考えているところでございます。 

 あと、曽於市のほうに８つの地区の辺地の総合整備計画がございますが、現在、

整備計画で市道等の整備を検討しておりますのが、市吉辺地、それから恒吉辺地、
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今回提案しております高塚・桐原・溝ノ口辺地、古井・荒川内辺地、そしてもう一

つ、大峯辺地があるところでございます。 

 以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 課長答弁にありましたように、大体曽於市の場合が、１億円前後が辺地債を使う

ことが可能ではないかという受けとめ方でございます。過疎債以上に、充当率が

100％、交付税措置が80％ということで、恐らく、現在曽於市が使っている各種の

起債の中でも最も条件の有利な辺地債ではないかと受けとめております。 

 質問でありますが、こうした限られた１億円前後の辺地債を毎年有効に使うため

に、１回目の質問と重なりますが、今後、どういった地域に新たに計画を立てて市

道整備等を行う予定であるのか。課長答弁では、８つの地区の中で、現在これまで

５つの地区が対象となっております。ちなみに、８つの地区、ほかの残りの３つの

地区はどうなっているのか。あるいは、ほかの３つの地区は辺地債を使わなくても、

もう整備が行われているのか、それとも別な起債を使って対応しているのかを含め

て、いずれも、恐らく８つの地区は、曽於市内でも、課長答弁でありましたように、

交通あるいは文化的条件を含めて、あるいは自然的条件を含めて山間地に位置して

おりまして、非常に高齢化も進んでいる地域じゃないかと思っておりますので、こ

れらを含めて答弁をしてください。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、８つの辺地地域についてですが、まず、事業計画のほうがございます

のが５つの地区でございます。順に申し上げますが、市吉辺地、恒吉辺地、今回、

この２つの、高塚・桐原・溝ノ口辺地と古井・荒川内辺地、それから大峯辺地、こ

の５地区が計画等があるところでございます。残りの３地区につきましては、現時

点では計画はございません。 

（「それはどこかと聞いている」と言う者あり） 

○企画課長（外山直英）   

 ３地区は石之脇・平沢津辺地、大隅南辺地、吉ヶ谷辺地、この３つが計画がない

ところでございます。 

 先ほど申し上げました５つの辺地地区でございますが、総延長、それから改良路

線の延長等がまだ不十分でございますので、今後も起債等の状況を見ながらですが、

重点的に整備をしていく計画でございます。 

 以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 細かく詳しくは委員会審議になろうかと思いますが、３回目であります、質問で
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す。 

 ただいま課長答弁にありましたように、８つの地区の中で３つの地区については

計画はないということで、具体的には石之脇、そして大隅南地区、それから吉ヶ谷

ということでありますが、石之脇は、旧田崎町長時代に数年間の時間をかけまして、

約３億円から４億円かけまして、石之脇の下の柿木から平沢津まで市道整備を行っ

た、道路自体はもう整備されております。 

 一方、南地区と吉ヶ谷地域については現状はどうであるのか、計画はないという

ことでありますが、私が知る限り、まだ不十分な地域状況であるようであります。

これについては、今後どういったやり方で整備を行うのか、あるいは当面、全くも

う計画がない、見通しを立てていないのかどうか、３回目でありますけど、答弁し

てください。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、未整備地区といいますか計画がないところでございますけれども、石

之脇・平沢津辺地につきましては、平成27年をもちまして一旦終了というところで

ございます。また、大隅南辺地につきましても、平成24年で一旦終了しておりまし

て、現時点では計画はございません。また、吉ヶ谷につきましても、現時点では計

画はございません。 

 残りの５地区につきまして、優先的に改良等を行っていきたいという考え方でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案２件は、配付いたしております議案付託表の

とおり、総務常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議案第４号 宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する変更協定の締結

について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第３、議案第４号、宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する変更

協定の締結についてを議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑通告のありました徳峰一成議員の発言を許可しま
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す。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 議案の４号の都城市との定住自立圏の形成に関する変更協定の、いわゆる再締結

について、６項目にわたりまして質問をいたします。 

 質問の第１点は、この10年間の協定の効果などについて、市当局では、どのよう

な深い検証がどういった形で行われてきたのか、あわせて検証の結果を含めて答え

てください。当然、深い検証が行われての、今回の再締結のための改正を含めた提

案であろうかと思っているからでございます。 

 質問の第２点目、今回の提案で新たな追加を含めて、改正された主な内容につい

て説明してください。 

 質問の第３点目、具体的には、この協定の中身見ますと、医療について、例えば、

現在、曽於市の居住者が都城圏にどれだけ毎年依存しているか。一方、都城市圏か

ら曽於市内の医療機関にはほとんどないと思うんですが、一応どれぐらいの数、あ

るいはどれぐらい依存しているか。同じく、曽於市民は都城圏に大体どれぐらいの

数、割合で買い物等に依存しているのか、当然つかんでいると思います、調査等に

よりまして。さらに、曽於市民が都城圏で何百名あるいは何千名が働いて、曽於市

から通勤で勤務しているか。恐らく千数百名を超えると思いますけども、把握して

いると思いますので、この３つをかいつまんで説明してください。 

 質問の第４点目、また、協定案の内容では、災害についても規定されております。

質問でありますが、災害時の対策について、どのような曽於市との連携がとられる

システムになっているか。そこまでは書いておりませんので、お答え願いたいと考

えております。 

 さらに第５点目、教育・文化についても規定がされております。例えば、図書館

の相互利用という規定もございます。例えば、曽於市民が都城の新しい図書館には

結構利用しているんじゃないかと思います。私も常時利用している１人であります。

一方、都城圏から曽於市の図書館を利用している、今、相互利用が行われているの

かどうか、恐らくほとんどないと思うんですけども、その実態はどうであるのか。

改善するとしたらどういった点が改善が必要か、規定で相互利用となっております

ので、お答え願いたいと考えております。 

 さらに、この教育・文化の中では、高等教育機関という規定が２回、３回出てき

ております。高等教育機関とは具体的にどういった機関を考えたらいいのか。そし

て高等教育機関を活用した教育、これも規定されていますが、活用した教育とは一

体どういった具体的には教育が考えられるのか、お答え願いたいと考えております。 

 最後に、この再協定については、議会議決後、いつをめどとして再協定を行いた
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いという考えなのか、以上６点の質問であります。 

○企画課長（外山直英）   

 まず、今回の提案でございますが、平成27年３月から本年３月までの５年間を期

限とする第２次共生ビジョンが策定されたところでございます。この第２次の大き

な特徴といたしまして、救急医療拠点施設等の整備と都城志布志道路の開通促進が

あったところでございます。これらの目標につきまして、救急医療拠点と申します

のは都城市郡医師会のことでございますが、目標達成の見込みであることから、こ

れらの事業をさらに推進し、令和２年３月から６年までの５年間を期限とする第

３次共生ビジョンを作成するものでございます。 

 10年間の効果ということでございますが、第２次共生ビジョンの効果というとこ

ろでしか捉えておりません。 

 また、先ほど御質問いただきました依存につきましても、働く人々、それから雇

用人数でしたか、そちらについても、現在、数字等は持ち合わせてございません。 

 また、災害時の対応でございますが、被災地域で迅速かつ適切な医療・救護に係

る各種情報を集約、提供することを目的としております情報システム等を整備する

というふうになっておるところでございます。 

 また、教育・文化のところでございましたが、都城市立図書館の利用におきまし

ては、圏域の住民を含めて誰でも登録、利用を可能とし、本に親しむ機会づくりの

推進に取り組むというふうになっておるところでございます。 

 また、先ほどの防災のところですが、大規模災害後方支援計画等を作成しており

まして、構成市町でございます志布志市、三股町、都城市と連携し、各消防団の相

互連携を図るために研修会や合同訓練を実施しているところでございます。 

 済いません、ちょっと高等教育のところは見当たりませんので……。 

 今回、この議決後の協定につきましては、構成市町の議会の議決後に、それぞれ

協定を結ぶというふうに聞いております。 

 少しお時間をいただきたいと思います。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それでは、先ほど都城市の病院関係の件数でありましたが、今、資料として持っ

ているのが県内、県外の受診件数でございます。県外にいたりましては都城市が主

な病院の件数と思いますが、平成30年度で48％が曽於市から県外のほうに受診をさ

れております。元年度で申しますと、現在でも、やはり48％ぐらいが県外の医療機

関を受診しているという状況でございます。 

○企画課長（外山直英）   

 大変申しわけございませんでした。入院患者数等の数字がございましたので申し
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上げたいと思います。まず、曽於市からの入院患者数でございますが4,330人で、

うち都城市の医療機関を受診しているのが2,173人で、流入率と申し上げますが、

こちらが50.2％となっておるところでございます。 

 また、通勤通学割合ですが、15歳以上の通学者等でございますが、１万4,544人

おりまして、うち都城市への通学者等が3,643人で通学割合が25％、また都城市で

買い物する割合ですが、こちらは率でしか出ておりませんが、おおむね旧財部町で

33.9％、旧末吉町で23.5％、旧大隅町で8.8％という数字でございます。 

 また、先ほどございました高等教育機関との包括連携協定締結状況ということで、

具体例で申し上げますと、都城市にございます学校法人南九州学園、それから都城

工業高等専門学校、学校法人日本体育大学、国立大学法人宮崎大学、これらと都城

市が包括連携協定を締結しているところでございます。 

 以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 都城市に限らず一般論からいいまして、今後の市町村の広域的ないろんな分野で

の連携をとりながら、これを生かしていくというのは非常に大事なことではないか

と思います。そのためには、お互い自分のところのさまざまな医療や福祉、あるい

は防災を初めとして分野の実態を深くつかむちゅうか、そしてお互い協議して出し

合いながら連携のための強化を図ると。まず実態を深くつかむことが、これは非常

に、決定的にといいますか、大事なことじゃないかと思います。実態把握が弱けれ

ば、あるいは少なければ、当然、協定の効果も限定されるのではないか。場合によ

っては、ほとんど効果を発揮できない分野にも結果としてなるのではないかと考え

られるからでございます。 

 その点でお聞きいたしますが、課長、これまで過去２回にわたり10年間、協定が

一応存続したわけですよね。例えば、過去５年間の協定の各項目に基づいて、どれ

だけ効果があったか、あるいはそれほどなかったかを協議した上で、今回、若干の

改正を加えて議会に提案された経過があろうかと思っております。そうですよね。 

 その点で、この間の協議、市当局の協議、あるいは都城市との協議、どういった

構成者、課長を含めて、構成者で、市独自には大体何回、何時間かけて協議を行っ

たか。そして都城とは何回、どれほど協議を行ったか。あるいは翻って過去５年間、

都城市等とは、毎年、何回ほど、このことで協議癩癩合い議といいますか癩癩を行

ってきたのかを含めてお答え願いたいと考えております。こうした柱となる基本的

な対応が非常に、ある面では決定的に大事であり、不可欠であるからでございます。

これが第１点。 

 それから、第２点目です。一般的にいいますと、かなり曽於市が目的、姿勢を持
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って取り組まなければ、結果的には都城市にこの協定が有利に働くことにならざる

を得ないと思うんです。雇用や買い物、医療を含めて、曽於市民が、多くが都城に

行くって。一方、都城からは逆に来ないって。話は飛びますが、今の市役所周辺の

集中化の問題にも、その点は構造的には関係があります。 

 その点で、この協定を今後生かすためには、どういった形で、さらに曽於市に有

利になるように協定を生かさなければならないか。これは当然、市独自に協議しな

がら対応しなければいけないと思うんですよ。ずるずると都城市に何もかも有利に

なる、そして流れちゃうってことになりかねん。そうした意味では、課長、過去

５年間、10年間分析したら、私の指摘は当たっていると思うんですよ。それは分析

されましたか。そういった点で、今後曽於市にさらに有利に働くためにはどのよう

に生かしていかなきゃならないと、ここにどれだけ力点を置いて議論されましたか、

その点もお答え願いたいと考えております。 

 この点は、非常に大事な問題でありますので、一般論では片づけられない問題を

含んでおりますので、市長の見解も伺いたいと思っております。 

 以上です。 

○市長（五位塚剛）   

 宮崎県都城市との定住自立圏の問題については、私たち曽於市というのは、非常

に都城の地域とは友好的な関係があるというふうに思っております。私たち曽於市

にはない企業が、都城にはたくさんあります。また、専門的な病院もたくさんあり

ます。学校についても専門的な学校もありますし、市民が必要な部分は、これは友

好的に、また積極的に利用しても、私はいいと思っております。 

 そういう意味で、志布志都城道路におけるこの役目というのも、お互い、志布志

から私たちの曽於市を通って都城につながるこの道路の有効活用も、今後はさらに

進むというふうに思っております。また、都城の大きな、霧島酒造なんかも含めて、

反面、私たちの曽於市のカンショがたくさん提供されておりますので、そういう意

味での経済的な友好関係もあります。 

 そういう関係を含めて、見たときに、私たちも曽於市の特性を生かして、場合に

よっては都城から曽於市にいろんな形癩癩例えば温泉の活用、グランウドゴルフ場

の活用とか、いろんな形での友好的な、実際、人口の移動はできておりますので、

引き続き、また内部的にもよく調査をして呼びかけをしていきたいというふうに思

います。 

 あとは担当課長から答弁をさせます。 

○企画課長（外山直英）   

 まず、構成協議会のほうを御説明させていただきます。 
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 まず、都城広域定住自立圏構想協議会というものがございます。こちらが、市長

を含め構成市町の首長が構成委員でございます。平成31年度に４回、開催しており

ます。 

 また、この下に幹事会がございますが、それぞれの構成市町の課長を構成として

おります。平成31年度に３回開催しておるところでございます。 

 また、この幹事会の下に担当者会というものがございまして、それぞれの市町の

担当者が構成している会がございますが、平成31年度に３回開催しているところで

ございます。 

 また、効果ということでございましたが、参考資料のほうに提示しておりますが、

19ページのほうに出てまいります、それぞれの共生ビジョンの体系ごとに基準値、

実績値、目標値、達成度というものをそれぞれ効果として検証してございます。全

てが達成または達成見込みということではございませんが、達成できなかったもの

につきましては、さらに重点的に検証した上で、再度計画を練り上げているという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 実態把握の中で２点、１回目の質問から漏れている点でお答え願いたいと考えて

おります。 

 曽於市民が都城に通勤するのが3,460名ということで考えてよろしいんでしょう

か、再度確認。その中で旧３カ町ごとでわかっていたら、お答え願いたいと考えて

おります。私は、もう2,000人前後と思っていたんですが、思った以上に、これは

年々大きくなっていると考えておりますが、旧町ごとにわかっていたらお答え願い

たいと考えております。 

 一方、都城市圏から曽於市内にはどれだけ入ってきておりますか。これも、やは

りつかまなければいけないと思うんですよね。かなりの落差があるかと思っており

ます。その点も考えなければいけないと思うんですよ。だから２回目言ったように、

安閑としては、やはり都城市に結果的に有利に働く自立圏構想にならざるを得ない

側面が、もろもろの点で、あるいは幾つかの点で考えられる、指摘できるからでご

ざいます。お答え願いたいと考えております。 

 それから第２点目、答弁の２回目あったように、例えば買い物は財部の32％から

旧大隅町の8.8％ということで、旧町ごとに大きな違いがあります。この買い物だ

けではなくて、医療もそうでありますし、恐らく通勤も若干影響があると思うんで

すが、やはり、旧大隅町はほとんど効果はないというか、影響が余り出ていない自

立圏構想なんですね。 
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 ですから、旧大隅町は、やはり今後、いわゆる均衡ある発展を行うためには市独

自の、また新たな、別な側面で市は考えていかなければ、恐らく想定するのに５年

後、10年後で、財部、末吉以上に大隅町は寂れてくるというか癩癩表現は悪いです

けども癩癩ことになりかねない危険性、心配、おそれがあるのじゃないでしょうか。

この点で、総合的に包含する形でこの問題も位置づけて考えるとしたら、別な側面

も考えていかなければいけないと思うんですよ。その点で、これも市長の考え方を

お聞かせ願いたいと思います。非常に大事な点でありますので。 

○市長（五位塚剛）   

 曽於市の内村工業団地もありますけど、宮崎ナンバーの車も相当来ております。

都城の方々が曽於市の企業にも、ナンチクを含めて相当数います。数的には、ちょ

っと私も把握しておりませんけど、今、大隅町のことを言われましたが、大隅町の

特性を生かした形での今後の対策等については、やはり弥五郎の里公園を生かした

まちづくり、また八合原地域を生かした、宅地分譲を含めた支援活動を含めて、当

然ながら今後検討しなければならないものがいっぱいあると思います。 

 今後は、都城志布志道路が全線開通すれば、大隅町の方々も、かなりこの道路を

利用して都城の医療関係やら、いろんなところに利用されると思います。今後、大

隅町を含めた財部も地域活性化でどういう形ができるかということも含めて、今後

引き続き検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○企画課長（外山直英）   

 申しわけございません。通勤通学割合の曽於市の全体数は捉えておりますが、旧

町ごとの数字はないところでございます。また、都城市から曽於市のほうへ来られ

る方の割合につきましても、数字のほうは現時点では持ち合わせてございません。 

（「後ほど回答してください。基本の基本でしょう、これは」と言う者あり） 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第４号は、配付いたしております議案付託表

のとおり総務常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第４ 議案第６号 曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について   

日程第５ 議案第７号 曽於市職員の諸給与に関する条例の一部改正について   
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日程第６ 議案第８号 曽於市監査委員条例の一部改正について   

日程第７ 議案第９号 曽於市地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正について   

日程第８ 議案第10号 曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第４、議案第６号、曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正

についてから、日程第８、議案第10号、曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部

改正についてまでの以上５件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑通告のありました徳峰一成議員の発言を許可しま

す。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 まず、議案の６号の職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について、２点質

問をいたします。 

 質問の第１点でございます。文章では総務省の課長通知によってという文言あり

ますが、総務省の課長通知とはどういった内容であるのか、紹介してください。あ

わせて、これまでの非常勤あるいは臨時職員はこうした宣誓事項はなかったのかど

うか、確認方々の質問であります。 

 質問の２点目、宣誓の内容をここで紹介してください。また、その宣誓について

は法的拘束力、あるいは効果がどれだけあるのかもあわせて質問いたします。以上

２点です。 

 次に、議案の７号の職員の給与についての条例改正でございます。質問は３点で

ございます。 

 質問の第１点は、今回の条例改正の特徴は地域手当が創設されたということでご

ざいます。質問でありますが、地域手当の定義について説明してください。新しい、

文言を条例の制定の段階で使う場合は、当然その定義が必要じゃないかと思ってお

ります。地域手当といっても、私を含めて議員の中でもわかる人は誰もいないと思

うんですよ、聞かなければ。答えるほうも、その定義がなければ、若干主観的な要

素を交えながら、あるいは５年後、10年後、課長が交代した場合は主観的な要素も

若干違いながら答えていかざるを得ないと。そうであってならんということで、法

律もそうであるし、条例も私以上に一番詳しいように当局は、新しい文言は、必ず

文言の解釈の定義が書いてあります。しかし、読んだ限りでは定義が見られないん

ですよ。その点で、もしあったらお答え願いたい。なかったら、課長の主観を除い

た客観的な文言で答弁をしていただきたい。今後は、これ、ぜひ市長、副市長、改

正が必要ですよ。もし、ないとしたら。これが質問の第１点であります。 

 それから質問の第２点目、この地域手当の、この支給額については書いてありま
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す100分20ということについてです。100分の20の考え方について説明してください。

なぜ、100分の20としたのか。 

 さらに、お聞きしたところでは、このほかに地域手当の対象となるのが、今後、

市としては東京の官庁に、出向させたいということでの今回の提案であります。 

 地域手当だけじゃなくて、恐らく住居手当、あるいは時間外手当なんかも必要で

はないかといった説明でございますが、その予算措置は新年度予算でされているの

か、どれぐらいされているのか。細かいですが、どの項目でされているのか、幾ら

探しても出てこないからでございます。これが質問の第２点目でございます。 

 質問の第３点目、この対象となるのは東京出向の１人で、２年間ほどとお聞きい

たしております。２年間の考え方についてお聞かせ願いたいと考えております。

２年程度ではどれだけ効果があるか、はっきり言って疑問となる点があるからでご

ざいます。また具体的に中央官庁の中でどの官庁を考えているのか、また単身ある

いは御家族の場合は御家族でも、この東京出向ができるのかどうかを含めてお答え

願いたいと考えております。以上３点でございます。 

 次に、議案の９号、地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正について、６項

目質問いたします。 

 質問の第１点は、条例で言う地域コミュニティの、これも定義をお聞きしたいと

思います。地域コミュニティといっても、定義が、見落としがなければ、提示され

ておりません。ですから、例えば私たち議員であっても、地域コミュニティとはど

ういったものであろうかと、恐らくなかなか想像がわかないと、あるいは想像がで

きるとしても、お互い、違いが出らざるを得ないと思うんですよね。ですから、こ

れも定義がなかったら、今後定義を、やはり書くべきじゃないでしょうか。地域コ

ミュニティは、もう何回も出てくる文言でありますから、このタイトルを含めて。

地域コミュニティの定義をお聞きしたい。なかったら、今後改正していただきたい。 

 そして、第２点目、質問の。この条例は、前回、何年に制定されたのか、そして

この間、この条例の効果がどれだけあったのか、あるいはなかったのか、弱かった

のか、当然検証されていると思いますのでお答え願いたいと考えております。どの

ような分野が、どのような形で、どれだけの時間をかけて検証をされたのか。これ

は、非常に今後癩癩新年度予算でも予算化されておりますが癩癩大事な問題であり

ますので、検証が非常に大事だと思いますので、検証の結果を含めてお答え願いた

いと考えております。 

 質問の３点目、今回の条例改正の主な点について簡潔にお答えください。 

 質問の第４点目、今回の条例改正では改正点の１つとして、これまであった集合

住宅、の文言が全て削除されております。全て削除されて、そして今申し上げた地
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域コミュニティに、いわば包含する、包み込んだ形で、いわば位置づけられている

のではないでしょうか、間違いなければ。なぜ、集合住宅の文言を全て削除して、

そして地域コミュニティに包含したのか。 

 たしか、前回この条例を提案したときに、私も議会で質疑したんですけども、集

合住宅に入っておられる方が、なかなか自治会に加入していただけないということ

で、この条例の制定の目的の１つにあったように、質疑の答弁の中で記憶いたして

おります。そういったこともありますので、この点の質問であります。 

 次に、質問の５点目、自治会と地域コミュニティの違い、さらに関連性について

もお答え願いたいと考えております。この条例ができるまでは、旧町時代を含めて、

地域の組織としては、市の下部機関ではございませんけども、自治会一本だけでご

ざいました、自治会オンリーだけでございました。これを補うという形で地域コミ

ュニティの条例化がされたと思うんですが、この違い、あるいは関連性についてお

答え願いたいと考えております。 

 最後に、質問の６点目。これまで、自治会加入者は率直に言ってふえていないよ

うでございます。その理由は、課長にもいろいろお聞きしたんですけども、人口減

少がもちろんありますけども、それだけでは説明が難しい、できない要因もほかに

複数あるのではないかと率直に言って思っております。 

 こうした、市は努力をされていますけども、なかなか一定の効果はあっても、結

果的に数字の上で見る限り、自治会加入者は、厳しく言って、むしろ横ばいか減っ

ているのじゃないでしょうか。そういった点で、これもいろんな角度からの癩癩も

ちろん、いい点もありますので、あるいは弱かった点を含めて要因等をお答え願い

たいと考えております。 

 以上です。 

○市長（五位塚剛）   

 市職員の、国、県への派遣といいますか、研修についてお答えしたいと思います。

この間、市の職員を一部組合を含めて派遣しております。これは、そういうふうに

取り決めがあって、割り当てがあってしてきておりますけど、今回は市の職員の資

質を高めるという立場から、職員の中に、こういう制度のもと、国の機関に、また

県の機関に研修として、仕事として、意思表示といいますか、そのあたりを確認し

た上で、その中から選定をいたしました。 

 今回は内閣府のほうに、創生事業のほうに１人、２年間派遣をしたいというふう

に思いますけど、そのために、今回地域における手当の関係で提案をしたところで

ございます。 

 引き続き、市の職員にはいろんな形での研修は進めてまいりますけど、２年間、
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なぜしたのかということでございますが、１年間では、本当にまだ、仕事を覚える

こともなかなか難しいってありますし、そういう意味では、通常、大体２年ぐらい

が一般的であるようでございます。また、それ以上になると家庭の問題とかいろん

なことがありますので、２年間を決めたところでございます。 

 あとについては、各課長から答弁をさせます。 

○総務課長（今村浩次）   

 それでは、お答えをいたしたいと思いますが、漏れがありましたら、また教えて

いただきたいというふうに思います。 

 まず、議案第６号でございます。総務省課長通知の内容、非常勤等はこれまでな

かったのかという質問でございますが、この通知につきましては本年１月20日付で、

ここにある総務省の課長のほうから、県の市町村課を通じまして届いたものでござ

いまして、１月22日に受け付けをしたところでございます。 

 内容につきましては、地方公務員法第31条に服務の宣誓ということで公務員はあ

るわけでございますが、会計年度任用職員につきましても、制度導入前の任用形態、

あるいは任用手続がさまざまであることに鑑みて、服務の宣誓をそれぞれの職員に

ふさわしい方法で行うことができることを明らかにするため、マニュアルをという

ことで、そのマニュアル等が、質疑応答集等が出されたところでございます。それ

に基づきまして、今回、改正をするものでございます。 

 非常勤と、臨時職員等につきましてはこれまでありませんで、正規職員のみが新

規採用の４月１日の８時半前に、その宣誓式を行っているものでございます。非常

勤等はなかったところでございます。 

 宣誓書の内容でございますが、これはその文言をということだと……。 

（「長くなかったら」と言う者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 はい。宣誓書ということで「私は、ここに、主権が国民に存することを認める日

本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。私は、地方自治の本旨を

体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の

奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。」、あと年月日

と氏名、捺印というものが宣誓書でございます。 

 法律の内容、効果でございますが、先ほど地方公務員法第31条を申し上げました。

ここには、職員は条例の定めるところにより服務の宣誓をしなければならないとい

うふうに規定されておりまして、本市も、この本条例、今回改正する条例において

定めているところでございます。 

 宣誓の効力ということでございましたが、新たに地方公務員となる者は、その職
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務に従事する前に、任命権者に対して宣誓書に署名を行った上で、その提出をする

よう定められているものでございます。したがいまして、この宣誓書を提出して初

めて公務員として任用されるものというふうに考えていただければ結構かと思って

おります。 

 今回の条例改正につきましては、正規職員だけではなくて、新たに制度化いたし

ます会計年度任用職員につきましても、このような宣誓書をとりなさいというよう

なところがありましたので、その方法につきましては正規職員と同じじゃなくても

いいですというところの文言でありましたので、そのように条例改正するものでご

ざいます。 

 続きまして、議案第７号でございます。市職員の諸給与に関する条例の一部改正

でございます。 

 地域手当の定義でございます。地域手当の定義につきましては、一般的に勤務地

によって生じてしまう支出の差、例えば物価あるいは暖房費などという規定でござ

いますが、これを埋めるための手当ということで、呼び名はたくさんございまして、

例えば勤務地手当、調整手当、地域給とかも呼ばれるということでございますが、

本市におきましては、国に倣いまして地域手当というふうにしたところでございま

す。ですので、生活していく上で物価等の差額、曽於市と東京都の差額というとこ

ろで見ていただければいいかと思います。 

 100分の20の考え方でございます。これは国家公務員法の地域手当というのがご

ざいまして、それに準じて設定をいたして、今回、東京23区内を20％という支給割

合にしたところでございます。 

 これには、国におきましては東京23区が20％、以下１級地です。２級地が大阪市、

横浜市が16％、３級地が埼玉市、千葉市、名古屋市が15％、４級地で神戸市が12％

とかございまして、７級地までございますが、５級地の中に福岡市、７級地の中に、

九州でいえば長崎市が含まれております。これを参考にいたしまして、国に準じま

して設定をしたところでございます。 

 新年度予算でどれぐらい、どの項目で入っているかということでございます。今

回の当初予算におきましては、そこの配属される部署そのもの、局は決まっており

ますけども、何係なのかはまだ、３月の始まるまでに回答が来ることになっており

ますので、わかっておりませんので、概算といいますか、ちょっと多目に予算は組

まさせていただいたところでございます。 

 まず、通勤手当につきまして、本市の最高額の１年分を計上いたしております。

22万4,400円ほどでございます。時間外勤務手当につきましては、その部署により、

さまざまであると思いますので、現在は720時間分、150万円ほどを計上いたしてお
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ります。あとは、この地域手当ということの約62万円、それから建物借り上げ料を

月額14万円と見まして168万円。あと、今回、出向に行く部局におきましては、そ

こで使う時間外勤務手当あるいは出張旅費等につきましては、全て派遣元の自治体

が賄うということでございますので、その旅費分といたしまして約150万円ほど、

合わせまして580万円ほど、今回の新年度予算に出しております。さらに、今回の

３月補正予算のほうにも、その移転料等を81万7,000円ほど組んでいるものでござ

います。 

 組んでいる費目につきましては、一般職員給のほうと、それから総務課の職員研

修費という事業費がございますが、そこの中でも計上をいたしているところでござ

います。 

 ２年間の考え方は、先ほど市長が申し上げたとおりでございますが、ここの部署

におきましては、１年、２年、３年でもということがありましたけども、２年間と

いうのが、どこの自治体も多いようなことを聞いているところでございます。 

（「単身か家族については」と言う者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 家族につきましては、今回は単身ということでございますが、もちろん家族を含

めてもできるというふうには考えております。それに伴います移転料等の規定もあ

るところではございます。今回は単身でございます。 

 続きまして、議案第９号の地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正でござい

ます。 

 定義でございますが、今回の定義につきましては、議案の新旧対照表のほうに載

っております。新旧対照表の８ページの第２条、左側の新のところを見ていただき

ますと、第２条の（１）で定義ということで、第２条でございます。（１）で地域

コミュニティということで、住民相互のつながりを基礎とする地域社会をいうとい

うふうに、定義としては、条例上にも掲げているところでございます。 

 条例は何年に制定したか、効果があったのか、弱かったのか、どのような分野か

という質問でございます。 

 条例につきましては、平成29年４月１日施行でございますので、平成29年３月議

会で認めていただきまして、４月１日から施行したものでございます。 

 その最後の附則の欄に、３年間をやってみて、その検証を行った上で、運営に対

して必要な改正をするものというふうにされておりましたので、今回で３年を経過

いたしますので改正をするものでございます。 

 効果の検証等につきましては、おととしの12月から昨年の９月にかけまして審議

会を開催させていただきました。６回だったと思いますが、その中で、これまで
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我々が実施してまいりました活動等を検証していただきまして、答申をいただいた

ものでございます。 

 その中で効果等につきましては、集落支援員等を雇用いたしまして、自治会の加

入促進を努めてまいりましたけれども、その効果がなかなかあらわれないというと

いうのが１点と、もう一つは、先ほども申されました集合住宅の関係でございまし

て、集合住宅につきまして、コミュニティ組織をつくるということで集めようとし

たり、少し集めたりしたんですけれども、なかなかそれが、気持ちの中では自治会

に加入したいとか、組織をつくりたいというふうにはなりますけども、実際その段

階にはいたらないというのが実情でございました。 

 ですので、そのような集合住宅のみのコミュニティ組織の醸成というのがなかな

か難しいという判断でございまして、今回の条例改正の主な点は、先ほど申されま

したとおり、この集合住宅のコミュニティ組織の関係は削除をさせていただく、こ

れは審議会でもそのような答申があったところでございます。 

 そのような関係で、今回は地域コミュニティ協議会の設立、あるいは地域コミュ

ニティ協議会設立準備委員会の設立というようなところを中心に条例改正をするも

のでございます。 

 次の質問については、先ほど申し上げたとおりでございます。 

 自治会と地域コミュニティの違い、関連性でございますが、自治会あるいは公民

館と地域コミュニティの違いでございます。 

 自治会につきましては、いろんな自治会、公民館があるんですけれども、それぞ

れ活性化のために、いろんな活動をしていただいているところでございます。地域

コミュニティの大きな違いといいますと、地域コミュニティは、そこに財源等を補

助いたしまして、その中で自分たちの地域の課題を自分たちで考えていただいて、

その結論に至る、それを解消するためにどういう活動をしていくかというのを自分

たちで考えていただくということで、それは自治会加入者だけではなくて、自治会

の未加入者を含めるいろんな団体、あるいは企業でもよろしいですし、ＮＰＯ法人

とか、そういういろんなところを巻き込んで協議をしていただいて、自分たちの地

域を活性化していただく、問題点を、課題を解消していただくという考え方でござ

います。これが、自治会と地域コミュニティの違いだと思っております。 

 さらに、この地域コミュニティにつきましては、そこに居住している方だけでは

なくて、例えば、先ほどありました都城市から曽於市の企業に勤めている方なんか

も巻き込んで、そういうものをつくっていくというのが中身でございます。 

 最後の御質問だと思いますが、これまで自治会加入者の減の要因でございます。 

 先ほどありました、特に末吉地区おきましては集合住宅等が多くありまして、そ
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の方々がなかなか入っていただけないというのが一つの原因であります。あるいは、

高齢者や高齢世帯の方々がさらに高齢化されている、あるいは亡くなったりして、

自治会から数としては少なくなっていくということがございます。 

 あと、行政といたしましては、自治会に入っている、入っていないにかかわらず、

同じサービスを当然していかなければなりませんので、自治会に入っているメリッ

トというのが、なかなか住民の方々が、未加入者の方々がそれを感じてもらえない

というようなところがあるかというふうに考えております。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 詳しくは、それぞれ委員会で審議されますので、１点ずつ質問をいたします。 

 議案の６号の宣誓の効力等の質問でありますが、答弁にありましたように、今回

職員だけではなくて、条例改正によりまして、フルタイム、あるいはパート職員も

対象となります。質問でありますが、何名が予定されていて、いつの時点で、どう

いった形で、この手続を済ませると考えてあるのか。恐らく、これだけの人数が一

斉に行うというのは初めてだと思うんですよね、100名、200名単位でありますので。

その点で、やり方、手続等をお答え願いたいと考えております。 

 それから、議案の７号の職員の給与の条例改正です。これは繰り返しの質問にな

ります。地域手当については文言の規定がないんですよね。課長、そうですよね、

ないですよね。コミュニティは、さっき言ったように私の見落としでありました。

ですから、これは、この形で今後ずっと、恐らく１名か２名、３名にふえることも

考えられるし、場合によっては、大阪、福岡を含めて、金額の違いを含めて考えら

れる内容じゃないでしょうか。 

 例えば、もろもろの職員、私たち議員を含めていろんな手当は、場所、地域、距

離によって違いが、内規を含めて、規則を含めて明記されておりますよ。これが税

金の使い方の行政のありようだと思うんですよね。その点で、定義が見られないっ

て、東京の場合幾ら、そして大阪の場合は幾らといった規定がないという、これは

おかしいと思うんですね。その点で、今後、今回はともかく、内容の追加、変更、

修正が必要じゃないかと思っております。この１点でございます。 

 それから、議案の９号のコミュニティについて、非常に大事な問題であります。

特に地域コミュニティは、今後いろいろ経験を積みながら、よりよい方向で、やは

り議会サイドを含めて対応をしていきたいものだと個人的には受けとめております。

新年度でも予算化がされております。その点で１点だけ。現在、地域コミュニティ

はどういった構成団体が、全体で幾つ構成されているんでしょうか。これらを含め

て、今後、やはり一定の手直しを含めた一つのつなぎの役割としての検証効果も期
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待できますけれども、お答え願いたいと考えております。 

 それぞれ１点ずつの質問であります。 

○総務課長（今村浩次）   

 それでは、お答えいたします。 

 まず、議案第６号についてでございますが、会計年度任用職員につきましては、

本年４月１日から始まりますけれども、202名を予定をいたしております。 

 いつ、どのような形で行うのかということでございますが、今回の条例改正の条

文が第２項を追加いたしまして、ここに法律で「これに規定する会計年度任用職員

の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをす

ることができる」というふうになっておりますので、今の段階の考え方でございま

すが、当然４月の一番最初の日の始業前に行わなければならないと思っております。 

 ２つ目につきましては、申されましたとおり、例えば学校とか、あるいは斎苑と

か、いろんな現場に勤められる会計年度任用職員もいらっしゃいますので、一堂に

集めてというのは難しいところでございます。よって、今回はそれぞれの所属長、

課長、局長等のところで、その服務の宣誓書を読み上げて提出していただくという

ことを、今現在は考えているところでございます。 

 それから、地域手当の定義でございます。これにつきましては、今回は、その定

義というものは出さなかったところでございますが、一般的には、本市で今まであ

りませんでしたので、なじみがない言葉でございますが、ほかの団体なり、あるい

は民間企業でも、そのような言葉は使われているようでございます。ただし、この

定義をどのように定めるか、条例なのか、規則なのか、そこについてもちょっと検

討させていただければと思っております。 

 地域コミュニティでございますが、現在、地域コミュニティというのは、まだ本

市ではないところでございます。ほかの県、ほかの市町村では、もう大分進んでお

りますけども、本市は今ないところでございますので、令和２年度以降、そのモデ

ル地区等を設立いたしまして進めていこうと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案５件は、配付いたしております議案付託表の

とおり、総務常任委員会に付託いたします。 
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 ここで10分間休憩をいたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時１６分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第９ 議案第11号 曽於市国民健康保険条例の一部改正について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第９、議案第11号、曽於市国民健康保険条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１５番（海野隆平議員）   

 通告外ですので簡単に質疑をさせていただきます。 

 今回、曽於市国民健康保険条例の一部改正ということで、今回３万円が２万円に

減額されるというふうになっているわけでありますけど、これは２年前の申し合わ

せ事項でこういう形になったというようなことだろうと思いますけど。 

 提案理由は、県内の国民健康保険の統一的な運営方針により、葬祭費の支給額が

統一されたためというような理由になっているようでありますけど、今回このよう

になった根拠ですよね。提案理由にもありましたけど、根拠等について答弁をいた

だきたいなというふうに思います。 

 それと、３万円が２万円ですけど、当初予算を見ますと、確かに２万円掛ける90

人で180万円というふうになっているわけでありますけど、これ保健課の葬祭費と

いう形で出ておりますが、１万円も減額というふうになりますけど、この補痾はど

ういう形でされるのか、あわせてお聞きしたいと存じます。 

 以上であります。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それでは、海野議員の質疑に対してお答えいたします。 

 まず、根拠につきましては、平成30年度から国保も、県のもと、共同でやるとい

うことで、その中で鹿児島県国民健康保険運営方針というのがつくられまして、平

成30年度から令和２年度までの３年間で共通的なものは統一しようということで、

まず葬祭費のほうが各市町村ばらばらでしたので、この葬祭費から最初手をつけよ

うということで、全体的に県内の状況を見ましたら２万円の給付が多かったという
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ことで、金額につきましては２万円ということで統一がなされたところでございま

す。 

 曽於市としましても、現在３万円ということで維持をしておりますが、来年度ま

でに県内統一ということで、今回新たに条例のお願いをいたしまして、国保からは

２万円を支給すると、あと１万円につきましては後期高齢者も広域連合からは２万

円、市から１万円の助成を行っております。その方法で市の独自の施策としまして、

一般会計から全市民を対象に後期、国保、その他の保険組合を３万円を上限に助成

ということで当初予算には計上してあります。 

 この１万円の支給につきましては規則で定めましたので、今回、支給額は変わり

ませんが、一般会計と特別会計から支出すると。対象者につきましては、あくまで

も市民を対象としてということで上限を３万円と決めた規約を作成しておりますの

で、金額的には変わらないということでございます。 

 以上です。 

○１５番（海野隆平議員）   

 今、課長のほうから答弁をお聞きいたしましたが、支給額的には今回２万円には、

国保上はなりますけど、一般会計から１万円出すということで、従来どおり３万円

というような受け取り方でいいという答弁であったというふうに思っております。 

 これは３万円が２万円になったということで変わらんわけですので、実質、市民

の周知については従来どおりでいいわけですよね。今までどおりでいいということ

で理解したいというふうに思います。 

 よろしいです、それで。結構です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質問はありませんか。 

○８番（今鶴治信議員）   

 今回の条例改正とは直接関係ないんですけど、参考までに、わかっている範囲で

いいんですけど。県の広域連合ちゅうことになりまして、こういう葬祭費もみんな

そろえていくということになっていっているようですけど。課税方式も、我が市で

は４つの課税方式ですけど、これが連合で、もし将来的に決まったら、それぞれの

市町村もそういうのに合わせていかなくちゃいけないのか。 

 また、法定外繰り入れもしていますけど、やはりそういうのも国のほうの方針で、

連合で決まったらそれに全ての市も、こういうのが統一されていたら統一されてい

くんじゃないかと思うんですけど、その点はまだ情報的にはないんですか、わかっ

ている範囲でいいんですけど。 

○保健課長（桐野重仁）   
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 まず、保険税につきましては、県内で統一されております。これはもう全国的に

４方式は３方式に移行していくと。これが令和５年度までで、一応、全市町村３方

式にすると、資産割をなくそうということで統一が図られております。 

 また、法定外につきましては、国のほうからも当分の間、激変緩和を避けるとい

う意味で、ある程度承認はしてありますが、今後この法定外繰り入れにつきまして

は解消に努めることというふうに方針が出されております。これも令和５年度まで

に改正をしていかなければならないところです。 

 以上です。 

（何ごとか言う者あり） 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第11号は、配付いたしております議案付託表

のとおり、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第10 議案第12号 曽於市有住宅条例の一部改正について   

日程第11 議案第13号 曽於市営住宅条例の一部改正について   

日程第12 議案第14号 曽於市地域振興住宅条例の一部改正について   

日程第13 議案第15号 曽於市水道事業給水条例の一部改正について   

日程第14 議案第16号 曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の一部改正について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第10、議案第12号、曽於市有住宅条例の一部改正についてから、日程

第14、議案第16号、曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の

一部改正についてまでの以上５件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑通告のありました徳峰一成議員の発言を許可しま

す。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 議案の12、13、そして14号は、市有住宅、市営住宅並びに地域振興住宅というこ

とで、いずれも関連性がありますので、まとめて３項目質問いたします。 

 今回のこの条例改正については、民法改正に基づくものであるといった説明であ

ります。特に、その中で敷金の取り扱いについてが主な内容の１つでございます。
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その民法の改正に基づく敷金の取り扱いについて、具体的にわかりやすく説明をし

てください。これが第１点です。 

 関連いたしまして、現在、敷金はそれぞれの住宅をどれだけ徴収しているのか。

もちろん規定があると思いますので、お答えください。 

 そして、今までは敷金は、この家賃の滞納には回すことができなかったのか、そ

のための今回の条例改正であるのか、これも確認方々の質問でございます。 

 大きな質問の２点目。今回の改正で、今後、曽於市ではどの程度のいわゆる家賃

滞納が、例えば何件、金額でどれぐらい徴収ができるのか。当然検討していると思

いますので、それぞれの住宅ごとにお答えください。 

 あわせて、これら住宅の敷金に当てられた住宅について、総体としては、現在充

てられている３つの住宅の敷金の全体額はどれぐらいの金額に現在なるのか。そし

て、どういった方法、やり方で、今、保有が市としてはされているのか、お聞きを

いたします。 

 質問の第３点目。特に、この市営住宅の中で細かく規定されております。言うま

でもなく、この市営住宅は生活困窮者の生活権を確保するということで、戦後、法

律が制定されて今日に至っております。ですから、当然この条例改正の中でも、法

律改正もそうであるし、国会でもそういった議論がされていたと思うんですけれど

も、家賃を払っていないから敷金を無鉄砲に回すことはできません。ですから、生

活困窮者を含めて、細かくその点は今回の条例改正の中でも市営住宅の項目で規定

されております。これは憲法25条に基づく、これは当然のことであります。 

 しかし一方、市有住宅と地域振興住宅にはそれに類する、市営住宅に関連する条

項がほとんど見られません。これは、なぜ入れなかったのか。同じ市民が市営住宅

だけじゃなくて、市有住宅あるいは振興住宅に入居しているわけでありますから、

一定の足かせをかけるといいますか、例外規定を設けるということは、これは当然

のことだと思うんですよね。一般の民間住宅と違って市の場合は、やはり公共的な

要素、性格がありますので。その点で一応受けとめ方としては、市営住宅に規定さ

れた例外規定を市有住宅並びに地域振興住宅にも適用されるということで、規定は

ないけども、そのように解釈していいのかどうか、確認方々の質問でございます。

大きく３点でございます。 

 次に、議案の15号並びに16号の水道事業の条例改正について、２点質問いたしま

す。 

 まず、第１点は、これも今回、法律の改正についてを受けての条例改正だと受け

とめております。法律改正の内容を具体的に詳しく紹介してください。 

 質問の２点目、今回の条例改正では、この議案の15号でありますけども、第27条
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に２号を加えるということで、１回につき、指定給水装置の工事事業者に３万円の

料金の規定がございます。給水装置をつける工事事業者ですね。これが今回新たに

条例に加えられておりますけども、このいきさつと３万円等のあり方について、初

めて目にいたしますんで、お答え願いたいと考えております。１年間に大体どれぐ

らい、あるいは今回の条例改正で総体として何件、どれほどのこれが考えられるか、

金額にして、これもお答え願いたいと考えております。 

 以上です。 

○建設課長（新澤津順郎）   

 それではお答えいたします。 

 まず、今回、条例改正の主なものであります退去時の住宅等の修繕についてでご

ざいますが、これについては敷金と関係あるわけでございますが。これにつきまし

ては、これまで入居者が負担をしていたものにつきまして、民法の改正表に国から、

市営住宅につきましては住宅に困窮する低額所得者に供給するものであって、この

場合に退去時に行う原状回復について、例えば畳の表がえ、ふすまの張りかえ等に

ついては、低額所得者であるために入居者の負担が大きく、また市といたしまして

も、次の入居者が決まるまでに相当な長期間を要することもあるために、再度畳等

の劣化も見られるということから、今回そのものにつきまして、今までの入居者の

負担につきまして市のほうが負担をするということに改正するものであります。こ

れにつきましては、国からの指導もあるところでございます。 

 それから、その敷金につきましても、この退去時におきまして、この畳の表がえ

等について修繕が必要な場合には、その敷金を利用して修繕を行う場合もあったと

ころでございます。 

 また、敷金につきましては、これまで３カ月分を入居時に敷金として支払ってい

ただくということになっていたところでございます。 

 それから、市営住宅と市有・地域振興住宅との違いといいますか、条文の違いに

つきましてでございますが、内容につきましては市営住宅を基本に準用しているわ

けでございますが、市営住宅につきましては先ほど申しましたが、住宅に困窮する

低額所得者を対象に入居しているわけでございますので、家賃が安いということに

なります。また、市有・地域振興住宅につきましては所得制限がないというか、そ

ういう者を対象としているわけでございますので、家賃が市営住宅からすると少し

高額になっているところでございます。 

 それから、敷金につきましては手元に資料がないところでございますので、後ほ

ど報告させていただきたいと思います。 

 以上です。 
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○水道課長（徳元一浩）   

 それでは、議案の15号の給水条例の一部改正の内容を説明申し上げます。 

 これは昨年の水道法の一部改正でございまして、指定給水装置工事事業者の有効

期限が、今までは無制限であったのを５年間に法で定められたということ、５年間

の更新になるということでございます。そのために水道事業者の適正化を図るため

に、事務手数料を新たに設定したものでございます。これが、給水条例の一部改正

等の内容でございました。 

 まず、内容のほうから申し上げますが、16号の改正内容でございますが、16号の

水道事業の設置等に関する条例に一部を改正する条例の一部改正でございますが、

これにつきましては、公営企業会計の適用の推進に関する総務大臣通知がございま

して、これ平成27年度でございましたが、人口３万人以上の自治体における簡易水

道事業の公営企業会計への移行を推進するということでございまして、本市におい

ても簡易水道事業に公営企業会計を適用するに当たりまして、今、特別会計のほう

で笠木簡易水道事業を行っておりますが、これを廃止するものでございまして、笠

木簡易水道事業はこれまでの法令根拠が地方自治法でございましたけど、これを公

営企業会計のほうに適用すると、水道事業に統合して運用するための条例改正でご

ざいます。 

 あと、15号のほうの料金、手数料の３万円でございますが、これにつきましては、

一応日本水道協会のほうのガイドラインがございまして、事務をする人件費及び通

信費と、あと印刷製本費等を計上いたしまして、曽於市におきましては今の水道課

の工務係が４名おりますけど、４名の１日の平均給与、人件費ですね、それと２人

計上したときに、あと通信費、印刷製本費等で大体３万200円というようになりま

したので、３万円で設定をしたところでございます。 

 この金額の設定につきましては、自治体によってさまざまでございまして、あと、

私なんかも曽於市内の事業者の方々にも一応話を聞いたりしまして、この金額が妥

当かどうかというのはいろいろありましたけど、曽於市内の事業者を守るために、

曽於市内の事業者だけに限定すれば、例えば金額を高く、５万円とか10万円とか上

げれば、ほかのところは入ってこれないのかなという点もちょっとは考えたんです

けど、そこまですると、３年、４年ぐらい前に大寒波等が来て、各家庭の修理とか

そういうときになったときに市内の業者だけでは対応できないのかなという点もご

ざいましたので、この金額としては、先ほど申し上げましたように日本水道協会の

ガイドラインということで算定をしたところでございます。 

（何ごとか言う者あり） 

○水道課長（徳元一浩）   
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 これにつきましては５年間の更新になっておりますので、５年間の有効期間とい

うことで、日本水道協会のほうから、一挙に５年更新をするのではなくて、平準化

を図ろうということで、平成10年以降から今年度までを５年間にずっと分けてして

ありますので、曽於市におきましては、一旦、市町村合併したときの平成17年に

１回更新を皆さんかけておりますので、来年度と再来年度は出てきません。新たに

登録されていない業者の方は、今のところ二、三社ぐらいあるのかなと思うんです

けど、それぐらいで、一挙に更新するのは３年後の令和４年ぐらいになると思いま

す。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 住宅の条例改正について、２回目の質問をいたします。私のこの受けとめ方は全

く間違っておりまして、その点は１回目の質問を訂正をさせていただきながら２回

目の質問に移ります。 

 １回目の課長答弁の中で、確認方々の質問であります。まず、確認であります。

間違っていたら訂正して、３回目の質問に移ります。 

 課長、これまでは課長の答弁でありましたように、曽於市だけでないですけども、

市営住宅については敷金癩癩これは３カ月、これは内規で規定していますかね。こ

れもお答え願いたいと思うんですが癩癩については、これを退去する際に畳等に代

表される傷んだところを修繕して退去していただきたいというのが、曽於市だけじ

ゃなくて共通した自治体の敷金に対する考え方でございましたけども。今回の条例

改正は、それを国の法律改正によりまして、一定の厳しい条件を持つ入居者につい

ては、これを例外規定を設けたという、そうした解釈でいいのでしょうか。これま

でそういった規定がなかったという受けとめ方でいいんでしょうか。その点で確認

でございます。 

 あわせて２回目の質問でありますが、これまで経験的に大体曽於市の場合は最高

でどれぐらいの敷金を使って、あるいは敷金を超えた金額で最高額、退去せざるを

得ないという事例があったのでございましょうか。最高額、幾らであったのか。こ

の点でお答え願いたいと考えております。 

 例えば、曽於市内の県営住宅、昨年も事例が見られましたけども、30万円を超し

て修繕しなければ退去できないという事例が現状あったんですよ、曽於市内の県営

住宅で。そうした事例はないでしょうか。いずれにいたしましても、そのことにつ

いてお答え願いたいと考えております。 

 質問の第３点目。市営住宅の課長答弁にありましたように、市有住宅、地域振興

住宅は若干違いはありますけれども、しかし一面では、入居したくて入居した人で



― 266 ―   

ありまして、一定の市営住宅に準じた形で敷金を使うにしても適用除外となるよう

な考え方、規定は設けてもいいのじゃないかと言えますけれども、その点は全く考

慮されていないのか。 

 以上３点でございます。 

○建設課長（新澤津順郎）   

 それではお答えいたします。 

 まず最初に、先ほど敷金額について質問があったところでございますが、昨年12

月31日現在で4,949万8,321円の敷金があるところでございます。 

（何ごとか言う者あり） 

○建設課長（新澤津順郎）   

 全体を含めてということで。はい。 

 それから、敷金についてですが……。 

（何ごとか言う者あり） 

○建設課長（新澤津順郎）   

 その現金につきましては、定期預金、それから普通預金として預金をされている

ところでございます。 

 それから、この敷金についてでございますが、市営住宅の中で、第99条の中にも

３カ月分の家賃に相当する金額の範囲内で敷金を徴収するということで取り決めら

れているところでございます。この中で、その敷金については債務の弁済に充てる

ことはできるということで、今回改正をする条文の中にもあるところでございます

が、そういうところで改正をするところでございます。 

 それから、退去時の高額な例ということでございますが、その詳細については資

料がないところでございますが、入居者から、例えば庭先に車庫をつくりたい、例

えばテラスを延ばしたい、そういう大きな建物等を、そういう模様がえ申請があっ

て認めて建設された場合につきましては、それを退去時に撤去するというのが義務

づけられておりますので、そういった場合につきましては退去するときの撤去費用

ということで、議員おっしゃいます、そういった高額になる事例もあるところでご

ざいます。 

 また、その入居者によりましては、先ほど申しました通常の生活の状況ではあり

得ないといいますか、大きな破損につきましては、入居者の負担として請求してい

るところでございます。 

 以上です。 

（「金額はどれくらいですか」と言う者あり） 

○建設課長（新澤津順郎）   
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 今ここの中では手持ち資料がないので、わかりません。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 手持ち資料がないじゃあ、１回きりの本会議での質問でありますので、答えてく

ださい。今回の条例改正の中心点だから現在進行形ですよ。本年度でもいいし、昨

年度でもいいし、数ある退去者の中で、本市の場合は、例えば畳がえ等を含めて、

退去の際にどれぐらいこの敷金を使った、あるいは敷金を超えた負担が生じている

のか、お答え願いたいと考えております。 

 第２点目、課長答弁でできなければ、副市長並びに市長でいいんですが、これを

市有住宅あるいは振興住宅に基本的に適用する考え方があってもいいんじゃないか

という立場の質問でございます。その点での答弁をしてください。 

 以上２点です。 

○建設課長（新澤津順郎）   

 お答えいたします。 

 先ほど質問の中で退去時の、そういった費用の負担についてでございますが、通

常の場合、入居者自体が、先ほど言いました、例えばそういった建物を建築した場

合に、本人の負担で、本人のほうからもとの状態に戻した状態で市のほうに引き渡

すということが基本でありますので、通常の場合、そういったものは市のほうには

負担がないところでございます。 

 ただ、入居者の悪質といいますか、そういった事例につきましては、先ほど言っ

たような対応をしているところでございます。 

 ただ、その金額については、手持ち資料はありませんので、よければ、後ほど報

告させていただきたいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 基本的な考え方について、お答えしたいと思います。 

 入居をする場合に、基本的には市の職員が立ち会いをして正常な状態で入居して

もらいますが、一般的に、長年、入居したときに畳やら、ふすまやら、壁やら、い

ろいろと支障が出てきた場合に、敷金の中から修繕してもらって退去してもらうと

いう約束のもと入っておりますけど、そのことが今度の国の法律に基づいて一定の

緩和といいますか、出てきております。 

 基本的な考えは、通常の状態での老朽化についてはこのような形でしていきます

けど、悪質な、壊したりとか切断をしたりとか、いろんな意味でのものについては、

当然ながら弁償してもらうという意味でのことが出てくるだろうと思います。 

 先ほど、県の問題が出ましたが、例えば財部に県営住宅、市営住宅がありますけ
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ど、ウッドタウンで、今も言われるように、30万円、40万円の修繕料といいますか、

敷金の中から取られるということも現実聞いております。 

 このような制度改正がありましたので、当然ながら県の方も、いろいろと対応し

ていくだろうと思いますけど、私たちもそこに入る住民の方が安心して暮らせるよ

うな形での努力はしたいと思いますけど、悪質なものについては、当然ながら既設

品を超えたもの、変更した建物については、ちゃんともとに戻していただいて退去

してもらうというのは基本にしたいと思います。 

（「市有住宅、それから地域振興住宅の関連性についての質問」と言う者あり） 

○市長（五位塚剛）   

 基本的には一緒のような考え方で進めていきたいと思います。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議案となっております議案５件は、配付いたしております議案付託表の

とおり、建設経済常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第15 議案第17号 財産の無償貸付けについて   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第15、議案第17号、財産の無償貸付けについてを議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑通告のありました徳峰一成議員の発言を許可しま

す。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 今回のこの議案は、旧岩北小学校の跡地の建物の引き続き無償貸与についての議

案でございます。質問は２点です。 

 １点は、市の無償貸し付けの考え方についてお聞きいたします。 

 基本的には法律上は、あるいは条例上は有償貸し付けが原則でございます。言う

までもないことでございます。その点で、無償貸し付けの市としての、いわば例外

的な対応でありますが、考え方についてお答え願いたい。 

 このほかに無償貸し付けの建物等についての事例があったら、これもお答え願い

たいと考えております。 

 それから、質問の第２点目、グローバルハートについて、これは前回も提案時に

質問いたしましたが、グローバルハートの代表者並びに業務内容等についてです。
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あと、関連いたしまして、これまでも無償貸し付けした場合は、例えば１年に１回

とかいった形で、必要最小限の報告書は市に提出が義務づけられているのかどうか、

それとも全くこうした規定はないのかどうかを含めてお聞きいたします。 

 以上２点です。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、まず根拠についてお答えいたします。 

 今回提案しております議案につきましては、建物についてのみの無償貸し付けの

提案でございます。地方自治法第96条の６に議決事件の条項がございますが、この

中で「適正な対価なくして譲渡し、もしくは貸し付けることは条例で定める場合を

除くほか」となっているところでございます。 

 したがいまして、曽於市公有財産管理条例第30条におきまして規定がございます

が、「曽於市行政財産の使用料条例第２条から第４条までに規定する行政財産の使

用料に準ずる」となっているところでございます。 

 また、この使用料条例ですが、第２条の２に、土地及び建物に係る使用料は、財

産の時価評価額に、土地については100分の４、建物については100分の８を乗じた

額を年額とするというところでございます。 

 したがいまして、土地と建物内の設備につきましては有償で貸し付けをするもの

でございますが、この建物につきましては、同行政財産の使用料条例の第５条にお

きまして、「市長において必要があると認めたときは、使用料を減額し、または免

除することができる」と、この条項を引用するものでございます。 

 この建物は公立学校施設整備費補助金で設立した建物でございまして、補助金適

正化法の条件を受けているものでございまして、今回、建物につきましては無償で

貸し付けるものでございます。 

 また、グローバルハートにつきましてですが……。 

（「ほかに事例があるかと」と言う者あり） 

○企画課長（外山直英）   

 無償貸し付けの事例につきましては、財部にございます森の学校に貸し付ける旧

財部北中学校が無償貸し付けでございます。 

（「その２件だけですね」と言う者あり） 

○企画課長（外山直英）   

 はい。 

 また、グローバルハートの概要でございますが、曽於市末吉町出身の増田博美氏

が代表を務める会社でございます。業務内容は年金コンサルティングやビジネス支

援業務、また、健康施設運営等を主な営業種目とされております。今回、この旧岩
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北の施設ではケイ素事業部と申しまして、ケイ素商品の製造販売を行っているもの

と聞いてございます。 

 また、議員からありました年１回の報告等があるかということでございますが、

こちらについては徴集はしてございません。 

 以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 これは市長がいいと思うんです、お聞きいたします。 

 曽於市の場合は、現在、無償貸し付けが、今回のこのグローバルハートと、それ

から森の学校の２件であるという、建物については、ことでございます。これは、

課長、間違いないですね。いわば、あくまでも例外的な対象なんですね。これがい

いとか悪いとかじゃなくってですね。 

 ですから、公有財産を無償で貸し付けるわけでありますから、やはり何らかの形

で報告義務は、難しい報告ではないんですけども、もう一旦、協定を今日決めた、

次回までそのまま、言葉は悪いですけど放置するということじゃなくて、やはりお

互いの意見交換を含めて、文書で、行政ですから、今どうなっているかを含めて、

報告をするのは、やはり必要じゃないでしょうか。民間と違う公共施設であります

ので、そう難しい内容じゃなくていいと思うんですよね。これは森の学校もそうで

ありますよ。何か理由があって、有意義であるから無償にするんですよ、例外規定

として。その点についてお答え願いたいと思います。 

○市長（五位塚剛）   

 議会において、このような無償貸し付けの協定書の提案をして議決をしていただ

いて、当然ながら協定書を結んでおります。その中に１年間、１年間の、報告書を

入れたほうがいいのかというのは、今後検討させていただきたいと思います。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第17号は、配付いたしております議案付託表

のとおり、総務常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第16 議案第18号 曽於市道路線の認定について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第16、議案第18号、曽於市道路線の認定についてを議題といたします。 
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 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議案となっております議案第18号は、配付いたしております議案付託表

のとおり、建設経済常任委員会に付託いたします。 

 ここで、昼食のため休憩いたします。午後はおおむね１時再開いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○企画課長（外山直英）   

 午前中にございました、議案第４号、宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関す

る変更協定の締結についての中で、都城市から通勤・通学する者の数をお答えいた

します。都城市から曽於市へ通勤・通学する者の数が、総数で1,885人、うち就業

者が、15歳以上ですが1,863人、通学者が、こちらも15歳以上ですが、22人となっ

ております。 

○建設課長（新澤津順郎）   

 それでは、建設課分について答弁もれについて報告いたします。 

 まず、市営住宅等の敷金についての取り扱いについてでございますが、平成30年

度につきましては、敷金の最高額が市営住宅の場合、４万1,100円の３カ月分12万

3,300円、それから、市有住宅の場合が２万6,000円の３カ月分で７万8,000円、そ

れから、地域振興住宅が２万1,000円の３カ月分で６万3,000円となっているところ

でございます。 

 また、この敷金の総額でございますが、平成30年度におきましては、114件、477

万6,260円の払い戻しがあったとこでございます。このうちに、その敷金の払い戻

しの際の対応について、まずその敷金につきまして滞納等があった場合につきまし

ては、滞納家賃に充てるということが８件、26万4,750円があったとこでございま

す。これにつきましては、敷金の全体の5.5％でございます。 

 また、この次に修繕費に充てるわけでございますが、これにつきましては、市営

住宅が５件の４万8,444円、市有住宅が３件の７万4,304円、それから地域振興住宅

が３件で、12万5,964円で、合計11件で24万8,712円の敷金を修繕費に充てたとこで
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ございます。これについても全体の5.2％でありまして、この敷金をこれに充てた

のが全体で10.7％ということになっているとこでございます。 

 それから、先ほどの答弁の中で少し漏れておりましたが、この入居者に対しまし

ての修繕費の負担につきまして、先ほど市営・市有住宅につきましては民法の改正

により費用負担を市のほうで、通常の使用の場合、市のほうの負担と申し上げまし

たが、地域振興住宅につきましては、定住を目的とする住宅であるために引き続き

入居者負担とする旨で、を報告したいと思います。 

 以上です。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第17 議案第19号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第17、議案第19号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）に

ついてを議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑通告のありました、徳峰一成議員の発言を許可します。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 一般会計の補正予算について８項目ほど通告を出しておりますので、質問をいた

します。 

 まず、質問の第１点は……９項目ですね、９項目質問をいたします。 

 質問の第１点は、歳入を中心とした財政問題でございます。 

 歳入の中で、地方交付税あるいは財政調整基金を初めとして、増減幅が大きい、

特に5,000万円以上の項目についてですね、見たところでは10項目近くありますけ

れども、予算についてその増減の主な理由について説明をかたがた報告してくださ

い。 

 それから、質問の２点目、説明書の140ページのコミュニティＦＭ放送局の運営

負担金の1,000万円についてでございます。 

 これも、この３年来、予算、決算で繰り返し質問いたしています。気持ちの上で

は情けない質問でありまして、新年度でも通告要旨出しました。 

 まずお聞きいたしますが、市が考えている負担金ですね、負担金の考え方、定義

について説明をしてください。 

 私は、負担金というのは、例えば、各種事業等についてですね、一定額、定額、

あるいは一定割合等を内規規定で定めておきまして、それに基づいて負担金を出す

というふうに自然に解釈いたしております。これはほかの市町村も同様ではないか

と思います。典型的な金額の大きいのでは、県営事業等、前は国営事業等に対する
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いわゆる、大型畑かんに対する市の負担金ですね、数千万円、１億円、一応毎年負

担いたしております。小さな項目も何百項目あります。 

 この点で、コミュニティＦＭはですね、今回も、本年度も当初で2,800万円の負

担金を計上しておきまして、最終的に、いわば負担金が余った、予算余ったという

ことで、今回1,000万円を一応削減いたしております。これは、過去３年来毎年の

ようにこのような形で1,000万円の負担金が動いております。負担金のそもそもの

考え方からこれは逸脱しているんじゃないかって、負担金の定義についてあわせて

加味いたしましてこのコミュニティＦＭ放送局運営負担金の負担金の考え方につい

て質問いたします。以上２点です。 

 それから、154ページのプレミアム商品券事業ですね、これは歳入とも関係いた

しますが、２億4,058万4,000円の大幅減額でございます。当初の予算では３億

5,483万円が計上されており、今回２億4,058万4,000円を削りまして、執行額は

１億1,425万円、執行率となりますとわずかに、わずかに32％でございます。客観

的にはこれはもう、はっきり言って失敗と断じてもいいのじゃないかと思っており

ます。その理由についてお聞きいたします。 

 基本的にはこれは単独事業じゃなくって安倍政権のもとでのいわば施策でありま

すので、安倍政権のやり方に問題がありますけれども、いずれにいたしましても、

わずか執行率が32％、完全な破綻失敗でありますけども、その理由についてお聞き

いたします。これはもう当初の段階から全国的にですね、議会でも申し上げました

けども、指摘されていた点でございます。この点でですね、お答え願いたいと考え

ております。 

 次の質問159ページ、159ページの工場設置補助金2,393万9,000円について質問い

たします。 

 毎年この年度末の補正予算でですね、ほかの項目を含めてこの款項の項について

は一応増減がされておりますが、この補助金については当初6,200万円、そして今

回2,393万9,000円計上されて、最終的には8,593万9,000円となりますけどもその内

容等について、理由について説明してください。 

 次に、168ページの庁舎整備事業のマイナス771万7,000円について質問いたしま

す。 

 これは、まあ、金額的には大きくないようでありますけど、私は、非常に重くこ

れは受けとめております。質疑の中で明らかにいたします。 

 本庁舎の耐震化工事に伴う整備事業でありまして、当初の予算では全体事業費が

２億3,391万円の予算を使って、現在進行形でありますけども、耐震化工事を行っ

ております。その中でのですね、設計監理委託料709万8,000円を予算計上いたして
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おりますが、これに対して466万6,000円を執行いたしました。このために243万

2,000円が執行残として今回計上されております。執行率は、65.7％でございます。

一般的には、事業についてはこうした六十数％執行率というのは幾つもある事業で

ございますが、質問でありますが、庁舎の整備事業という、本体部分が２億円を超

える、これも大きな事業ですね。こうした最初の設計管理の段階でこうした残が出

たということは、243万円の残が出たということは、素人でございますけど、私素

人から見ても疑問点であります。なぜこのような残が出たのか、これが質問の第

１点であります。まあ、単純な質問でありますけども。 

 ２点目、709万8,000円を予算段階で計上した、積算した、その積算した根拠につ

いてお聞きいたします。この設計の段階でですね、かなり割合で少なくない残が出

るということが、私素人から見て理解できないんですよ。まあ、そういった点で積

算の根拠を示してください。 

 ３点目、関連いたしまして243万2,000円の執行残となった理由について、関連い

たしますが質問をいたします。 

 質問の第４点目、この設計監理を委託した業者名についてもお聞きいたします。 

 以上４点です。なぜかといいますと、今後ですね、新年度予算でも末吉の体育館

の耐震化工事が行われてるし、予算計上されてるし、今後、老朽化施設の耐震化工

事が次々に一応出されるて、結構少なくない金額なんですね。一応体育館について

も２億円からなります。ですから、その点で、最初の設計の段階でしっかりとこの

設計監理を行っていくて……。結果的に今回のこの本庁舎の工事についてもですね、

工事の本体そのものは大きな執行残とはなっておりません。しかし、設計の段階で

大きな執行残になっているのに、なぜ本体工事は執行残とならなかったて、これは

もう素人から見てやはり矛盾するのではないかといった疑問点があるからでござい

ます。 

 今後の教訓に生かす立場での以上４項目にわたる質問であります。 

 次に171ページ、地方債の償還利子のマイナス1,495万8,000円について質問いた

します。170ページを含めてでございます。 

 170ペ－ジでは、元金がマイナスの2,864万3,000円でございます。これは通常見

られる年度末の例でありますが、このことについてお聞きをいたします。 

 ２点目、特に171ページの地方債の償還の利子ですね、1,495万8,000円。なぜ

1,495万8,000円の利子の減が生じたのかの質問でございます。 

 本来この地方債の償還についてはですね、しっかりした計画のもとに元利、並び

に利子分のこの予算計上ができるはずでございます。今からじゃなくて、借りたお

金に対する利子分でありますから。ですから、利子分にこうした違いが、1,000万
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円を超える違いが出てきたのはなぜかて。もともとは利子はそう大きな利子じゃご

ざいません、昔と違いまして。その点でですね、この償還計画との関連も含めて説

明をしてください。 

 次に、237ページの2,561万7,000円の活動火山地域防災営農対策事業の内容につ

いて質問いたします。 

 質問の第１点は、この年度途中に提案した理由について説明してください。これ

も少なからず過去にも事例がありますけどお答えください。 

 質問の２点目、補助を受ける生産組合の代表者、並びに組合の構成、あるいは規

模等について、またこうした補助を受けた場合、会計検査が実施されるのは大体、

対象となるのは補助を受けてから何年間が対象となるのかもお聞きいたします。 

 次に、259ページの308万円に関連いたしましてですね、本年度の実績見込み等に

ついて質問いたします。これはイノシシの駆除対策で、同僚議員からこれまでも何

名もの方が質問いたしておりまして、金額は大きくない予算計上、あるいは今回の

補正減でありますけども、大事な問題でありますので一応確認を含めて質問いたし

ます。 

 質問の１点はですね、当初の1,280万4,000円の予算について執行率が76％でござ

います。おおむね理解できる数字でありますけども、質問でありますが、この、具

体的には電気止め刺し器、駆除補助金、イノシシの被害防止の補助金、並びに狩猟

の免許に対する取得補助金ですね、４項目が説明されておりますけども、当然大事

な事業であり、同僚議員からもこれも再三質問がありますので、当局としてはです

ね、このイノシシ駆除については年次計画つくっているはずでございます。農林振

興課としてはこの年次計画に基づいてですね、本年度にどのようなそれぞれの４項

目の実績があり、予算が使われて、それで結果として308万円の予算削減となった

のか、計画との関連で答弁してください。 

 次に、278ページの最後の質問でありますけども、畜産課の肉用牛特別導入事業

基金の返還金4,503万2,000円についてでございます。これは、当初予算では予算計

上が見られませんでした。ゼロ計上でありましたけど、年度末の今の段階での

4,500万円の予算計上であります。こうした大きな提案となった理由についてお聞

きをいたします。こうした事項については、当初の新年度予算の段階である程度は

想定してですね、基本的な骨組みについては予算計上ができなかったものかを含め

てですね、お聞きをいたします。 

 以上です。 

 もう１項目、同僚議員から教えていただきました。 

 310ページの地域振興住宅の2,529万8,000円ですね、これは１カ所が一応減とな
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ったための予算減でございます。今回この補正で落とす１カ所はどの地域を想定し

ての予算計上であったのかですね、ほかに希望者はなかったのか。また、こうした

ことはもともと２カ所、３カ所というのは少ない予算計上でありますので、１カ所

分落とすのではなくってほかの場所にですね、回すための工夫はできなかったのか、

ほかに希望者はなかったのか、今後ともあり得ることであります、新年度では５カ

所分が計上されておりますが、その点でですね、今後にやはり教訓として生かす上

でもですね、基本的には一応、削除するんじゃなくてほかに回すことができなかっ

たのかを含めてお答えください。 

 以上です。 

○市長（五位塚剛）   

 まあ、いろいろ質問がありましたが、ＦＭの関係の負担金についてですね、私の

ほうから先に答弁したいと思います。 

 Ｓｏｏ Ｇｏｏｄ ＦＭ放送がですね、スタートいたしまして４年目に入りまし

たが、この間のですね、ある程度安定した事業をするために今までのような負担金

をしておりました。最終的には一番最後でですね精算するという方法でしとりまし

たけど、今後はですね、この事業についても一定の方向づけができましたので、ま

た当初予算の方からではですね、見直しをしながらまた提案していきたいというふ

うに思います。 

○財政課長（上鶴明人）   

 それでは、今議員からあった質問にお答えいたします。 

 まず、最初ありました歳入の中で、特に大きかったもの、5,000万円以上のもの

についてお答えいたします。 

 款の順に説明しますと、まず、地方交付税でございますが、これは、５億5,101

万1,000円の追加でございました。これは、普通交付税の交付額の確定に伴うもの

でございます。 

 次に、国庫支出金の子ども・子育て支援の給付費負担金9,231万6,000円の追加で、

これにつきましては施設型給付費の増に伴うものでございます。 

 同じく国庫支出金のプレミアム付商品券補助金、これが5,458万4,000円の減でご

ざいました。これは実績見込みによるものでございます。 

 次に、県支出金の現年発生農業用施設災害復旧費補助金でございますが、２億

945万8,000円の追加でございます。これにつきましては、激甚災害指定と補助率増

高申請による補助率のかさ上げに伴う増でございます。 

 続きまして、財産収入のプレミアム付商品券の売払収入でございますが、これに

つきましては、１億8,600万円の減でございます。これにつきましては実績見込み
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によるものでございます。 

 続きまして、繰入金でございます。 

 財政調整基金繰入金を７億3,790万3,000円の減を行っております。これにつきま

しては、今回の８号補正予算の財源調整に伴うものでございます。 

 次に、市債の臨時財政対策債、１億3,280万円の減でございますが、これは発行

可能額の算定に伴うものでございます。 

 同じく現年発生農業用の施設災害復旧費、１億5,100万円の減でございますが、

これは、激甚災害指定と、先ほどありました補助率増高申請による補助率のかさ上

げに伴う減でございます。 

 続きまして、５番目に質問のございました168ページの庁舎整備事業、771万

7,000円の減についてお答えいたします。 

 今回の補正予算は、庁舎整備事業の本庁舎耐震補強工事完了に伴う委託料９万

2,000円、それと工事請負費の516万6,000円の執行残と、今現在も行っております

本庁舎の外壁改修工事の委託料243万2,000円の補正減が主なものでございます。 

 積算の根拠、先ほど出ましたが、委託料の積算の根拠についてでございますが、

当初外壁改修につきましては、設計業務、それと、その工事を行う監理業務、これ

につきまして予算計上を積算をいたしまして行ったとこでございます。その額が

709万8,000円でございました。 

事業を執行するに当たりですね、この業務につきまして、うちの建設課の職員で管

理業務はできる、という判断のもとに、実際、監理業務委託を発注いたしませんで

した。この関係で、この執行額243万2,000円というのが出てきたとこでございます。

そのような形でここが大きく減になったとこでございます。 

 続きまして、６番目にございました……。 

（何ごとか言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   

 済みませんでした。業者名はですね、この外壁改修の設計業務につきましては川

床設計事務所が行っております。 

 続きまして６番目でございます。171ページ、地方債償還利子1,495万8,000円の

減についてお答えいたします。 

 今年度の令和元年度、平成31年度の当初予算編成時11月の時点でございます。こ

の時点につきましては、まだ起債の借入額の最終的なものは決まっておりません。

また、借入利率をですね、当初の見込みでは、財政融資資金の借入分、これを

0.3％、それから銀行等引受資金でございますが、この借入分を0.6％で積算してお

りました。実際の借入利率はですね、財政融資資金につきましては５月以降の借り
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入れとなったとこでございますが、0.002％から、高いものでも0.08％、また銀行

等引受資金につきましては0.345％から0.45％と、見込みより低かったこと、これ

が大きな減の要因となっているようでございます。 

 それと、先ほどありました地方債の元金の絡みでございます。2,864万3,000円と

元金が減になっているが、これはなぜかということでございました。これにつきま

しても、当初所予算計上時、11月の時点でございますが、年次償還表に基づきまし

てしっかりと元金、それから利子につきましても計算をしております。 

 当該年度におきまして、平成30年度ですが、最終の段階で繰り上げ償還、これを

行なっております。この繰り上げ償還した合併特例債、これがですね、令和元との

償還予定額、これが3,000万円ほどございました。3,321万円ですね。これがなくな

ったことに伴う大きな減、ということでございます。 

 そのほかでは、実際の30年度借り入れの、過疎対策事業ソフト分の基金分、１億

円でございますが、これの借り入れを、当初、11月の予算計上の段階では、10年の

据え置きなしで計上しておりましたが、年次償還表を見たときに、少しでも早く返

したほうがいいということで、できるんではないだろうかということで、据え置き

なしの８年償還としております。この関係で、若干、償還元金が、当該年度259万

1,000円ほどふえております。こういったことが関与して、このような大きな公債

費の元金の減となったとこでございます。 

 以上です。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、企画課所管分をお答えいたします。 

 まず、140ページのコミュニティＦＭにつきましては、負担金の基本的な考え方

につきましては、市長が申したとおりでございます。 

 また、平成29年度以降、過去３年分の負担金につきましては、1,800万円、1,700

万円、1,800万円と、ある程度、一定程度の安定度が出てきたものというふうに捉

えておるところでございます。 

 次に、154ページのプレミアム商品券事業につきましてですが、この事業の対象

者であります、当初、予算編成時の見込みは１万3,300人ほどおりましたが、その

後所得税等が確定するのが、まあ、昨年の６月でございますので、その段階で、

１万3,300人から9,359人に減少したところでございます。また、この対象者に対し

まして、購入引換券交付申請書を送付しました。この中で受け付けを行われた方が、

3,084人の33％でございました。主な理由ですが、自己負担を伴う商品券であった

ため、予想を下回る結果となり、換金見込みでありました２億3,250万円を減額す

るものでございます。 
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（「ほかに理由はないんですか。これは大きな誤算ですよ」と言う者あり） 

○企画課長（外山直英）   

 こちらにつきましては、最小購入額が5,000円、いわゆる自己負担が4,000円、プ

レミアム分が1,000円となっておりますので、あくまでも少ない金額でも自己負担

率が高いというのが要因ではなかったかなというふうに考えているところでござい

ます。 

（何ごとか言う者あり） 

○企画課長（外山直英）   

 次に、159ページの工場設置補助金についてですが、曽於市工業開発促進条例に

伴いまして、市内に工場を増設した者に対する工場設置補助金の増額でございます。 

 この補助金は、用地取得費の10％と設備投資額の10％の合計額以内とし、１工場

当たり4,000万円を限度としているものでございます。 

 先の岩水議員の一般質問でもお答えしましたが、今回、この補正予算成立後に、

フジ技研カゴシマと峯技研の工場増設に伴い、補助金を交付する予定としているも

のでございます。 

 以上でございます。 

（何ごとか言う者あり） 

○企画課長（外山直英）   

 それでは申し上げます。 

 まず、補助金交付済みも含めて申し上げますが、横山食品株式会社が、対象設備

投資額が４億7,315万2,000円でございます。ですので、補助金は4,000万円という

ことになります。次に、株式会社峯技研様ですが、こちらが、設備投資額が１億

2,824万8,000円でございます。補助金対象は、1,282万4,000円となるところです。

次に、株式会社フジ技研カゴシマが３億3,115万8,000円です。補助金予定額が

3,311万5,000円でございます。この補助金を合計いたしますと、8,593万9,000円に

なりまして、当初の予算現額から2,393万9,000円不足しますので、この分を補正で

お願いするところでございます。 

 以上です。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それではお答えします。 

 年度途中でどうしてかという御質問ですが、これにつきましては、令和元年12月

の国の補正予算に伴い、今回の補正予算をお願いするものであります。 

 それから、補助の内容でございますが…… 

（「議案の何号ですか」と言う者あり） 
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○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 19号の237ページです。 

 事業内容についてですが、事業導入者が財部町のたからベース茶生産組合、上野

淳一組合長ほか３名で乗用型摘採前洗浄機１台、同じく財部町の正部茶生産組合、

上野博利組合長ほか２名で乗用型摘採前洗浄機１台、末吉町のＨＩ茶生産組合、池

田隆文組合長ほか２名で乗用型摘採機能付除灰機２台、同じく末吉町の末吉ＹＭＳ

茶生産組合、松尾一角組合長ほか２名で乗用型摘採機能付除灰機１台で、総事業費

が税抜きで3,954万8,000円、補助率が65％で2,570万5,000円の補助金となっており

ます。 

 それから、会計検査はいつあるのかということですが、早いときには導入して

１年、遅いときには対用年数が、機械ですので、７年ありますので、７年過ぎるま

では会計検査が来ることもございます。 

 それから、議案19号の259ページ、有害鳥獣等駆除被害防止事業についてですが、

これにつきましては、電気止め刺し器、有害鳥獣駆除補助金、イノシシ等被害防止

事業補助金、狩猟免許取得補助金の事業実績に伴うものでありますが、電気柵につ

きましては42機、末吉が27機、大隅が10機、財部町が5機でございます。わな狩猟

免許補助金で…… 

（「計画との関係。計画は幾らで、大体で」と言う者あり） 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 イノシシにつきましては、年400頭を計画しております。それに伴いまして、こ

としの実績見込みでございますが、475頭が一応見込みでございます。あと、鹿が

35頭、タヌキが487頭、アナグマが121頭、カラスが55羽、野ウサギが43羽の見込み

となっております。 

（「これの計画はいつですか。お金の計画があるんですか」と言う者あり） 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 済みません。今、ここのほうにちょっと、資料を持ってきておりません。 

 後で、済みません、お答えします。 

（「後って、じゃあ、休憩時間にしてください」と言う者あり） 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 はい。わかりました。 

 あと、有害鳥獣駆除のほうですが、全部で、イノシシ、それから、鹿、タヌキ、

アナグマ、カラス、野ウサギの駆除補助金が、721万8,000円となっているところで

ございます。 

 以上です。 
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（何ごとか言う者あり） 

○畜産課長（野村伸一）   

 それでは、278ページの、肉用牛特別導入事業基金返還金の4,503万2,000円につ

いてお答えいたします。 

 この肉用牛特別導入事業基金は、当初、国、県、市より造成された基金で貸し付

けを行っておりましたけれども、ここ数年は、貸し付けの実績がないところでござ

います。 

 また、国費分につきましては、国からの申し出により平成24年度に返還しており、

今回は県より返還の申し出があり返還するものであります。 

 なお、現在の導入事業におきましては、市の畜産振興基金事業を中心に貸し付け

を行っているところでございます。 

 以上です。 

○建設課長（新澤津順郎）   

 それではお答えいたします。 

 310ページの、地域振興住宅建設事業の2,529万8,000円の減額についてお答えい

たします。 

 本年度の当初予算では、地域振興住宅３戸を整備する計画でございましたが、入

居者選考審査会で決定した地域に新築するよう準備してまいったところでございま

すが、深川の１地区において入居予定者から、８月末に辞退の届け出があり新築を

断念したところでございます。それに伴いまして、１戸分の工事費を、減額を、補

正をお願いするものであります。 

 また、今回のこの入居者応募に、６名の方が応募されたわけでございますが、末

吉４件、大隅町１件、それから財部町１件の６名であったところでございます。大

隅町の月野、それから財部町の中谷については、既に建築中でございます。この末

吉の４戸につきましては、先ほど言いました深川が優先順位１位でございましたの

で、準備を進めてまいったところでございますが、先ほど申したとおりの理由であ

ります。そのほかの３名につきましては、柳迫につきましては、１名の応募があっ

たわけでございますが、この地区におきましては、今までの建設棟数が多いこと、

それから、宅地分譲化への移行ということで、そのような対応で見送ったところで

ございます。また、諏訪の２戸につきましては、２名の応募があったわけでござい

ますが、ことしに入りまして、この諏訪地区におきまして、空き家が発生し、その

空き家に対して入居の相談をいたしました結果、入居者からその空き家に入居する

旨の承諾をいただいたので、現在、入居中ということで対応しているところでござ

います。 
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 以上です。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 大変失礼しました。 

 先ほど、有害鳥獣駆除の捕獲の計画でございますが、イノシシが400頭、タヌキ

が400頭、カラスが70羽、野ウサギが70羽、それから鹿が100頭、アナグマが200頭

となっております。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ２回目の質問に移ります。 

 まず、財政関係について質問をいたします。 

 5,000万円を超える歳入の項目の内容について、課長から説明がありました。普

通交付税等は、毎年、今の時期に、あるいは財政調整基金の繰り入れの、この逆戻

りといいますか、減額についても今の時期にあるわけで、想定されることでござい

ます。１点だけ、補正９号との関係もありますけども、ここで質問いたします。 

 財政調整基金については、これまで、本会議でも何回かお聞きして、12月議会の

課長答弁では、大体、26億円前後が年度末では想定できるといった答弁でございま

した。課長、そうだったですよね。で、今の８号段階、あるいは、後ほど審議され

ます９号段階でも、この財政調整基金については、今、現在では22億5,000万円で

ございます。最終的に、やはり26億円前後がこの一応想定していいものか、これは

確認がたの質問でございます。 

 財政調整基金については、合併後も、まあ、当局もそうでしょうけども、私も、

あるいは議会も、基金の中でも最も注意深く見てきた基金の一つでございます。 

 合併時の平成18年当時は、財政調整基金は13億円程度でありましたけども、これ

がずっとふえてきまして、平成23年度以降は30億円をずっと超えておりましたけど

も、今回は、二十数億円どまりになるかもしれませんけれども、その点での確認が

たの質問でございます。これが、いいとか悪いとかいうことは、ここでは論議は避

けます。 

 合わせて、この財政調整基金を初めとした、曽於市の場合は14の主な基金があり

ますが、主な基金も平成17年あるいは18年の合併当初の段階では、約40億円、トー

タルで40億円前後ありました。これがずっとふえてまいりまして、そして、平成25

年度以降は90億円台になりました。90億円台になって、場合によっては100億円台

にもなりましたけども、今回は、かなり減りまして95億円程度になるかもしれませ

ん。こうした基金の状況がありますが、総体としてこうした点なんかをどのように

受けとめているかですね。お聞きいたします。 
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 これは、新年度を初めとした、今後数々の庁舎整備を初めとした大型事業が続き

ます。だけど大型事業は、年度途中でどんどん出してきておりますので、余り、市

の資料は当てにできません。ということで、数年後に大きな問題とならないよう、

そういった点でも、今の時点で質問していきたい点であるための質問であります。

これが第１点。 

 次に、質問の第２点目、市長答弁の中で、今後、当初予算では、この一定経験を

積んだために見直しをしたいということでございましたが、これが、市長、当初予

算でも見直しがされてないんですよ。当初予算でも、2,500万円の予算を計上して

いるんですね。こうした基本的な問題を、予算計算段階で議会で質問すること自体

が、個人的に非常に情けないというか、気持ちなんだけども、しかしせざるを得な

い。私は、個人的に担当課長に企画課長、昨年の段階からこうした繰り返しをしな

いように、しっかりと予算計上を含めてしてくれってことで、個人的にも、一応、

指摘してきたんですよね。それが、見直しがされてないって。非常に、これがもう

歯がゆい思いでございます。その点でも、当初予算は発言通告要旨に出しておりま

すけれども、いたしませんので。こういった情けない質問は。当初予算まではもう

仕方ないとしてですね、今後は、しっかりと、負担金のそもそものあり方で予算計

上していくというか。そして、仮にＦＭで予算が余ったら、次に回す方向で、この

ＦＭのほうで、独立採算で、自分の頭を使って、やはり運営していく努力をしても

らうという、それが、本来の負担金のあり方ではないかと思うんですよね。ポンと

2,000万円、3,000万円の予算を出して、そして余った年度末でまた1,000万円単位

で返していただく。そして、また翌年またポンと出して、また余ったら返していた

だくって。負担金の本来の本質から離れているわけですよ。これが、本当の意味で

の財政的にＦＭは育たないと思うんですよね。甘えの構造を市が提供しているよう

なことでありますから。だから、そういったことはもうやめていただきたい。もう、

当初予算では質問いたしませんので、こういった情けない答弁は。市長は、もう、

新年度からやりますということで、まあ、やってないけども、語られましたので、

担当課長は、一応、その点では責任持って対応していただきたいって。これ以上は

質問いたしませんので、この項目は。答弁してください。もう、情けない質議案は

やめましょう。この問題ですね。 

 次の質問、プレミアム商品券、これも執行率がわずかに32％どまりの、なぜ、こ

のようになったかについての、やはり、理由がまだ十分でないんじゃないか、集団

的な議論をしてないんじゃないですかね。予算を使ってまた議会にも委員会を含め

て時間を割いて議論した上で、このような結果になっているっていうのは。少なく

とも、やはり、しっかりと、なぜこうなったのかは答弁してください。２回目です。 
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 例えば、予算提案時も指摘いたしましたけども、今回のこのプレミアムについて

は、非課税世帯が対象でしょう。全市民の中で非課税世帯ってのは何％ですか。わ

ずかですよ。ですから、最初からもう窓口が狭められてる、これも一つの理由だと

思うんですね。そういったことを含めて、そう難しくない分析ができますので、答

えていただきたいと思っております。もう３回目、質問いたしません。 

 それから、工場設置の補助金は、課長から３つのこの企業の事例が具体的に数字

を含めて紹介されました。それは、理解いたしました。ですから、この新年度では、

これらを含めた、当然予算計上がされていると思います。補正予算では間に合わな

かったら、今回の提案でありますけども。新年度当初では、先ほど課長から答弁が

あった、一応、予算額が、補助金額の予算額が、一応、全て網羅されて計上してい

ると受けとめますので、これは、確認がたがたの質問でございます。 

 それから、庁舎整備について課長に質問いたします。 

 これもある面では情けない質問であります。709万8,000円をなぜ積算したのか、

根拠についてですね、途中で計上してから職員が管理部門の業務は、一応職員で対

応できるってことでカットしたって。これは、予算を計上する以前の課の段階で、

難しい議論は必要ないんですよ。協議が十分なかったから、こうなったんじゃない

ですか。これも、はっきり言ってお粗末ですよ。職員が対応できるかできないかと

いうのを、まず、確認した上で、それは、できない分を委託するのが委託でしょ。

基本の基本ですがね。その点で、先ほど言いましたけれど、生かすという意味でや

はり改善をしていただきたいと思います。やっぱ、しかるべき手順を踏んでないか

ら、あるいは十分なかったから、こうなったのではないかという疑問があるからで

ございます。その点での答弁をしてください。 

 次に、地方債の償還利子についても、これ、財政課長に手厳しい質問が続きます

けども質問いたします。 

 元金についての残は、１回目も申し上げましたけども、これは理解できます。課

長答弁で理解、納得できます。そういったことはあり得ますから。 

 私は言っているのは、地方債の償還、これは償還率ですよ。つまり、課長、今ま

で借りた分を、一応、償還計画に基づきまして、返す分の利子分が1,495万8,000円

余ったということですよね。今から借りるんじゃないんですよ。だから、もう済ん

だことを、一応返すだけのことです。済んだ分は、最初借りた十何年前、あるいは

十数年前の段階で、しっかりと、元金が幾ら、利子が幾らということを、納得、了

解の上で借りているわけでしょ。だから、これは、もう厳格に言ったら１万円、10

万円単位の違いもあってはならないと思うんですよね。それが、だから、償還利子

分が1,000万円を超えて減額してるってのは、償還計画に基づいておかしいんじゃ
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ないかという素朴な素人の立場からの疑問なんですよ。その点でお答えいただきた

い。これも、今後の教訓にしていただきたいと思うんですね。元金は、そういった

ことであり得ますので納得いたします。元金分の件はですね。 

 次に、農林振興課のこのイノシシについては、計画に基づいての、一応、実績減

ということで、基本的には了解いたしました。一応、質問は、了解いたしましたの

でよろしいです。 

 次に、肉用牛について畜産課長に質問いたします。 

 一応、流れ等については、課長の説明で了解いたします。 

 これについては、県のほうから市のほうに、いわば基金を一応返してくれ、返還

してくれということが、年度途中に、課長、要請があったわけですね。課長、あっ

たわけですよね。で、その点で、一応流れとしては了解いたします。そして基金か

ら、一応今回、数千万円の返還金ということが出ましたけども、この曽於市の基金

は一応財源的にはどれぐらいまだ余裕があるんでしょうか。ということを含めてお

答え願いたいと考えています。年度途中で、ある面ではいきなり返してくれと、こ

れも数年ぶりですか、一応話があったということでの対応であるようでございます

けども、お答え願いたいと考えております。 

 それから、地域振興住宅については、ちょっと答弁に疑義がございます。一応希

望者は６名おられたということで、その中で深川を含めて３カ所、本年度は予算計

上しており、深川が事情がありまして、一応、建設、結果としてできなかったとい

うことでございますが、課長答弁の中で、特に柳迫、柳迫は一応もう振興住宅が整

っていると、また分譲計画もあるということで、いわば一応追加がされなかったと

いうことでございますが、柳迫は、確かに比較の上ではほかの農村地域に比べて大

分地域振興住宅も建っているし、児童数も決して減っておりません。これはいいこ

とであります。しかし、それを支えているのが地域振興住宅であるし、あるいは現

在、今後分譲にもなろうかと思っておりますが、余り機械的に柳迫だけを原則例外

すべきじゃない、柳迫いじめをすべきじゃないかと思っておりますよ。ですから、

そういった点で、この辺は本当３戸も５戸も建てるわけじゃなくて、わずか１戸、

しかも建てたいという希望者がおられるわけだから、そういった気持ちを大事にす

べきじゃないでしょうか。この点はやっぱり考え直すべきだと思うんですよね。大

きな立場で、長い目で見て、地域振興住宅も柳迫を含めて育てていきたいという、

そうした弾力的な大局の立場からの対応策が必要じゃないかと思っておりますので、

２回目ですね、もっと前向きな答弁をしてください。今回はいたし方なかったとい

たしましても。 

 以上です。 
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○市長（五位塚剛）   

 全体的に基本的な考え方について、私のほうから答弁したいと思います。 

 ＦＭ放送につきましては、以前、有線放送として市から3,000万円を超えるお金

を払っておりまして公共放送していたわけですけど、ＦＭ放送によって市の公共放

送も含めて朝の６時半から夜の９時まで市内のいろいろ広報を含めたＰＲをしてい

ただいております。職員についても、この間、早くやめられたとかそういうことも

あって、なかなか人材も最初からずっと続いている人もそんなに多くいるわけでは

ありません。非常に不安定な要素がありました。その中でも、今、一生懸命、今、

言われるように自主的に運営ができるように、いろいろと私たちも協議を進めて広

告料をとるように指導してきました。その成果、大分ふえてきております。今の状

況を見た場合には、相当安定した運営ができるのではないかなと思って、少しずつ

見直しはしていきたいと思います。 

 また、建物の工事に関しては、予算を提案するときには全体的な総合的に判断し

て設計委託から監理を含めて工事費出していきます。最終的にはいろんな方法をと

りながら、入札による減、またいろんな形での節約を進めていきます。市の職員も

非常に頑張っていただいておりますけど、当初はやはり委託したほうがいいのじゃ

ないかという声もありまして予算をいただきましたけど、最終的にはこの庁舎であ

るし、ちゃんと監理ができるということで減額をいたしました。 

 それは振興住宅の建設についてもおんなじです。市の職員でできるものについて

は、なるべく努力をしなさいということを基本的に持っております。振興住宅の中

で、今回は補正で落とすことになりましたけど、それは申込者の関係で1つは断念

をされましたのでやむを得なかったかと思っておりますけど、柳迫の希望者につい

ては、たまたま諏訪のほうがあくということで話をいたしまして、そちらでもいい

ということで了解をいただいたわけでございます。振興住宅の中でも、どうしても

そこにずっと住むという前提で新築しましたけど、この間、数件途中で出られる

ケースがありまして、我々も苦慮しているとこでございます。そういう意味では、

振興住宅については確約ができるところを前提として信用してやってまいりますけ

ど、全体のバランスを含めて進めてまいります。特に、財部、大隅の農村部の小学

校のほうで確実に帰ってくるという保証があれば、これは引き続き努力してまいり

たいと思います。全体としては５戸までを上限としてその範囲で進めていきますけ

ど、また市民の皆さんたちの協力をお願いしたいなと思っております。 

 あとについては各担当課長から答弁をさせます。 

○財政課長（上鶴明人）   

 それでは、２回目に議員の質問のあった件でお答えしたいと思います。 
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 まず、財政調整基金につきましてでございます。先ほど議員のほうからもありま

したとおり、今現在、８号補正予算の段階では、基金の末残高が22億5,500万円ほ

どとなっております。これを考えますと、昨年の同期からしましても約４億円ほど

少なくなっておりますが、これにつきましては12月の議会のときにもお話をしまし

たとおり、今回、大きな災害がございました。これにつきまして約22億円の災害、

そして一般財源の持ち出しが約８億円という形で、大変大きかったとこでございま

す。これが例年の30年度と比較しましても６億円ほど一般財源の持ち出しが大きか

ったので、これについてやはりこういう形で大きくなったとこでございます。 

 今後、財政調整基金につきましては、やはり大変利便性のある活用のしやすい基

金でございます。それを含めますと、やはり今後は最終で、まず今この段階で普通

交付税の決定に基づきまして、それと今ある現在の執行見込み、そういった残で、

今回、７億円の基金繰り入れの繰り戻しができたとこでございます。今後につきま

しては、３月の20日以降になると思いますが、今現在、財源としましては特別交付

税がございます。この交付税、そういったものを翌年度の繰り越し、それから歳入

につきましても地方譲与税を初めとする交付決定が３月になってからまいりますの

で、これを加味しましたものを一応積算いたしまして、それと最終的な執行残、こ

れを市長初め副市長と相談をしながら、少しでも、この財政調整基金という形に残

していきたいと思っておりますが、やはり何せ、ことしにつきましては大きな災害

があった関係で、先ほど議員が言われたとおり、26億円弱ですかね、25億円から26

億円ぐらいが、やはりそれぐらいしか繰り戻しができないのではないかなと思って

おりますが、これにつきましては、また翌年度以降も、引き続き少しでも、財政調

整基金当初計画でありました、やはり目標としております30億円というのがござい

ますので、これに向けて少しでも基金を戻していきたいように考えているところで

ございます。 

 それから、特定目的基金でございます。先ほど議員のほうからもありましたが、

合併当時の17年度末残高は約40億円というとこでございました。30年度末におきま

しては100億円を超えたとこでございます。今回は、この大きな災害こういったも

ので財政調整基金等の繰り入れを行っております関係で、今現在におきましては、

８号補正予算の時点では95億約8,000万円という形になっているとこでございます。

中身ではいろいろ移動しておりますが、財政調整基金がやはり４億円弱減となって

おります。また、まちづくり基金も１億7,000万円ほど減となっておりますが、思

いやりふるさと基金が約４億円ほど増となっているところで、今現在としましては、

この95億8,000万円ほどとなっているとこでございます。 

 合併後に、先ほどありましたが、17年度以降特目基金の残高が一番大きかったの
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が、平成30年度末、昨年でございます、約101億円ですかね。その次が、平成29年

度の97億1,400万円というところがございました。その次が今現在、今年度の95億

8,000万円ほどでございますので、これで財政調整基金をある程度積み戻しが、ま

た２億円でも３億円でも、今22億円ですので、これを26億円と仮定しますと、あと

４億円、それぐらいにできるんであれば、やはり昨年の100億円とはいきませんけ

ども、それに次ぐ年の関係の基金の大きな額になるんではないかなと今のところ考

えておりますが、まだ１カ月ございます。これからどういった予算が出てくるかも

わかりませんので、一応今の段階ではそのように推察しているとこでございます。 

 庁舎の関係につきましては、先ほど市長のほうからございましたので、償還金の

関係でございます。1,495万8,000円の償還利子が大き過ぎるということでございま

した。償還金につきましては、先ほど議員からあったとおり、償還表に基づきまし

てしっかりとした償還計画を立てております。今回、1,495万8,000円のこの根拠と

なったのが、平成30年度末に借り入れるものでございます。といいますのも、平成

30年度に借り入れる金額といいますのは、翌年度ですので、平成31年の３月から平

成31年の５月、この期間に借り入れをいたします。そうしますと、当初予算の計上、

平成31年度の当初予算計上は11月でございます。ですので、当然、今回のこの

1,495万8,000円というのは、当該年度、平成30年度の借り入れに伴う利息部分でご

ざいます。ですから先ほど申しましたとおり、政府資金につきましては0.3％、そ

して銀行等援護資金につきましては0.6％という形で積算をしていたんですが、そ

れがまた思った以上に下がった、政府資金につきましては0.002％から0.08％、ま

た銀行等援護資金につきましても0.345％から0.45％と大きく下がりましたので、

このような形で1,495万8,000円という形で償還金の利子が出てきたとこでございま

す。 

 以上です。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、140ページのコミュニティＦＭ関係ですが、先ほど市長が申しました

とおり、新年度、今回当初予算で2,500万円計上させていただいておりますが、一

定の負担金となるように、また増益が出るようにＳｏｏ Ｇｏｏｄ ＦＭと企画課

と連携をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 

 次に、154ページのプレミアム商品券事業の分析についてですが、実は、課内で

も相当議論をさせていただいたところでございます。特に、近隣市の状況を確認す

ることで、ある程度の分析ができるんじゃないかということもございまして、志布

志市、鹿屋市、大崎町の現時点での執行率といいますか、パーセンテージを確認さ

せていただきました。志布志市が37.9％、鹿屋市が38.3％、大崎町が21.1％という
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ことで、近隣市町どちらも同じように非課税世帯の申請が軒並み少なかったという

結果でございます。また、購入された方々がどういったところで購入されておるの

かというところまで分析をさせていただいておりました。店舗名は控えさせていた

だきますが、主に食料品販売店が上位３つにきておりますので、生活必需品と申し

ますか、そういったところで購入されている傾向がございます。ただ、先ほども申

し上げましたが、最低購入額が5,000円でございましたので、自己負担が4,000円必

要でございます。そういったところにやはり購入意欲がなかったんではないかとい

うふうに課内でも分析しているところでございます。 

 最後に、工業開発促進条例に伴う工場設置補助金ですが、今回お願いしておりま

す補助金の増につきましては、今回の補正予算で３つの会社の補助金を交付したい

というふうに考えております。令和２年度の当初予算では１社の4,000万円を見込

んで予算計上しておりますので、今回の３社分につきましては第８号の補正予算で

計上ということでございます。 

 以上でございます。 

○畜産課長（野村伸一）   

 それでは、肉用牛特別導入事業基金につきましてお答えいたします。 

 この基金につきましては、県のほうから毎年度末、貸し付けの状況調査があると

ころでございまして、基金の不足しているところ、また基金の余っているところ、

こういう調査等がございまして、事業主体間調整という市町で調整をしていくとい

うことで、うちの曽於市につきましては平成29年から現在まで貸し付けが実際され

ていないところで、基金のほうが余っているということで、県のほうから、今回、

返還の要請があったところでございます。 

 これまで、国のほうにも平成24年返還しておりまして、現在の基金の現在高でご

ざいますけれども、9,065万4,021円の現在高がございまして、これを県の返還金、

今回、4,503万2,000円を差し引きますと、4,562万2,021円が今後の貸し付け実行額

ということになってまいります。１頭当たりの貸付額が40万円となっておりますの

で、頭数にいたしますと114頭貸し付けが実行できるということで、本市の場合に

つきましては市の振興基金のほうの現在高が３億5,000万円程度ございます。うち

実行を、約半分の１億8,000万円程度実施しておりますので、十分基金のほうには

余裕がありますので、特別導入につきましても市の基金分で運用できるというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ３回目、１点だけ、課長から答弁がないから。地域振興住宅、私は、課長答弁で
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は柳迫はもう一応充足しているということで、１戸希望者があったけども対応しな

かったということでありますが、そうした扱い方はやはりおかしいんじゃないかと、

柳迫を含めて、やはり条件が整っていたら、地域振興住宅、やはり建てるべきじゃ

ないか。もっと、この大きな立場で大局観に立って柔軟に対応すべきじゃないかと。

言葉は悪いですけども、まま子扱いをすべきじゃないということを言いたいんです

よ。その点で課長が答弁できなかったら市長でもいいですけども、せっかくやっぱ

り曽於市内に入ってきたいという方だったら、どのような手法、地域振興住宅、分

譲住宅を含めてそれは御本人に任せるちゅうか、それを尊重した上で市としては対

応すべきじゃないかという、そうした立場がいいのじゃないかと思っております。

そうした立場から、弾力的な対応を、今回はいたし方なかったとしても、今後すべ

きじゃないか、そうした質問であります。どなたでもいいから、３回目であります

から答弁してください。 

○市長（五位塚剛）   

 この地域振興住宅については、農村部の生徒数をふやすための大きな役目もあり

ますので、また、希望については第１志望、第２志望ということでいろいろとって

おります。また、これの審査については審査委員会もありますので、柔軟な対応も

進めてまいりますけど、なるべく小学校の少ないところの方々を優先をしたいなと

いう気持ちもあることも確かでございます。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第19号は、配付いたしております議案付託表

のとおり、各常任委員会に付託いたします。 

 ここで10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時２０分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 
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日程第18 議案第20号 令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について   

日程第19 議案第21号 令和元年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について   

日程第20 議案第22号 令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第18、議案第20号、令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）についてから日程第20、議案第22号、令和元年度曽於市介護保険特別会

計補正予算（第４号）についてまでの以上３件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１５番（海野隆平議員）   

 国保会計について、２点ほど、ちょっとお聞きしたいと存じます。 

 大変厳しい国保会計になりつつあるわけでありますが、今回、18ページに、一般

被保険者療養給付費が7,000万円ほど増額補正というふうになっているわけであり

ますが、その理由は何であるのかお聞きしたいと存じます。そして、あわせまして

１人当たりの療養給付費等もふえているというふうに思っておりますが、その推移

等につきましてもお聞きしたいと存じます。それと、あわせまして23ページ、保健

課のほうで特定健康診査事業費についてでありますけど、今回、316万3,000円の減

額補正というふうになっているわけでありますけど、目標の人数は何名であったの

か、そしてまた、その利用者数はどうであったのかお聞きしたいと思います。 

 以上であります。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それでは、海野議員につきまして、国保の療養給付費につきましては、当初、30

年度から県の推計をもとに予算編成をしておりますが、ことし、県の一応数値を使

ったんですが、昨年と比べまして１人当たりの平均が大体５％程度伸びております。

その関係上、今回、１、２、３の支払う月が予算の不足を来しております。通常で

あれば２％台でおさまるんですが、ことしは５％台で推移するんじゃないかという

ことで決算見込みを出しまして、今回、高額、それと療養給付費の多額の補正の追

加となっているようでございます。 

 それと、特定健診につきましては、年々、市の目標値を定めておりますが、現在、

国が60％の受診率を掲げております。市としても60％を目指して頑張っているとこ

ろなんですが、平成30年度で50.5％の受診率となっております。実際であれば、こ

こ数年の最高値を、受診率を上げたわけなんですが、今後とも、今度は、あと10％
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の課題を協議しながら国の目標値に近づけていきたいと思っております。 

 以上です。 

○１５番（海野隆平議員）   

 今、課長のほうから答弁がありましたが、かね平生では２％程度の見込みであっ

たのが、今回５％引き上がった。特に、高額療養費等については、非常に、金額含

めて、利用者等含めてふえているんじゃないかなというふうに思っているところで、

当然、今回も6,000万円ほどでしたかね、ふえているようであります。あわせまし

て、基金の関係とか、それからまた繰越金の関係やら出てきますけど、今後の財政

運営をどのように見ていらっしゃるのかお聞きしたいと存じます。 

 それと、ちょっと前後しますけど、ことし、まだ決算までいかんわけですけど、

疾病についてでありますけど、今回7,000万円ほど療養給付費がふえているわけで

ありますけど、疾病等につきましては、どういった疾病等が多かったのか把握され

ていればお聞きしたいと存じます。 

 それと、特定健康診査の事業費についてでありますけど、利用者等の周知等につ

いてはどのようにされているのか。国の関係では受診率60％との答弁であったわけ

ですけど、まだあと10％ほど足らんわけでありますけど、当然、利用者等把握され

ていると思うんですけど、そこの辺の周知のやり方等は、今のやり方でいいのかど

うなのかあわせてお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それではお答えいたします。 

 現在の国保会計の予算につきましては、今後の見通しといたしましては大変厳し

いものがあります。令和２年度の予算編成に関しても、全ての、今、残っている基

金5,000万円を繰り入れて厳しい収支の予算作成となっております。今後、財源等

にはいろいろありますが、そこあたりも考慮しながら令和３年度に向けての予算編

成に入りたいと思います。 

 それと、療養給付費の増につきましては、まだ決算が出ておりませんが、今まで

の疾病の状況を見ますと、主に、やはり骨折関係、それと脳梗塞、あと精神疾患、

それが前年度より伸びているという状況でございます。 

 それと、特定健診につきましては、まず２月に、本人から個別健診か集団健診か

をとります。その中で、あと未受診に関しては、健康づくり相談員の方が、一応各

対象の方を回られて、一応推奨はしております。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   
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 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案３件は、配付いたしております議案付託表の

とおり、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第21 議案第23号 令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

について   

日程第22 議案第24号 令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第５号）

について   

日程第23 議案第25号 令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

について   

日程第24 議案第26号 令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第５号）について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第21、議案第23号、令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号）についてから日程第24、議案第26号、令和元年度曽於市水道事業会計

補正予算（第５号）についてまでの以上４件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑通告のありました徳峰一成議員の発言を許可いた

します。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 議案の24号の生活排水事業について、１点だけ質問いたします。 

 毎年質問している単純な質問でありますけども、この58ページの中で、2,535万

9,000円が減額になっております。大きな減額であります。どういった予算計上で、

どういった結果、このような予算減額になったのか、毎年のことでありますけども

質問いたします。で、これも毎年申し上げているんですが、このような大きな補正

減とならないように、当初予算の中で、もっとしっかりとした予算計上はできない

ものか、これも毎年繰り返しているんですけども、このことを含めて答弁してくだ

さい。 

○財部支所長兼地域振興課長（荒武圭一）   

 それでは、議案第24号、生活排水処理事業特別会計の113ページ、浄化槽市町村

整備推進事業費の2,535万9,000円の減についてお答えいたします。 

 本事業費の減額につきましては、浄化槽設置工事設計委託料38万1,000円の減と

浄化槽設置工事費2,483万2,000円の減が主なものでございます。 
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 まず、当初予算の段階でどのような積算をしていたかということで御説明申し上

げたいと思います。当初は、50基を、当初予算で計上いたしておりました。５人槽

が１基当たり83万7,000円の40基、７人槽で104万3,000円の９基、10人槽が137万

5,000円の１基、そして単独浄化槽からの移管というものが９万円掛ける５基とい

うことで予算計上しておりまして、合計で4,469万2,000円の当初予算額でございま

した。 

 これを実績で、今、補正するわけですけれども、今回の金額になりますが、大体

平均いたしまして５人槽が平均して60万円ほど、それが24基となります。７人槽に

おきましても大体平均して80万円ほどの工事費で済みます。それが５基ということ

になりました。この24基と５基を合わせまして、工事費の関係ですけども1,985万

9,000円というようになってまいりましたので、実績によってこの減額となるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 課長、今の説明は1つの側面の説明ですよ。全面的な説明じゃないでしょ。予算

が、だから83万円が60万円になったというのは悪いことじゃないという、これは理

解できるんですよ。 

 私が申し上げているのは、例えば、課長答弁であったように、５人槽は40基設定

していたわけでしょ、これが24基になっていると。７人槽も９基設置していたのが、

これは５基でしょ、半分ですよ。これはもう毎年指摘している難しい議論じゃない

んですよね。だから、過去の、前年度じゃなくても３年間ほどの実績を踏まえて、

新年度予算は計上すべきじゃないですか。これが、曽於市としての特別会計、一般

会計ではなくて、全ての、何百項目にわたる予算の組み立て方ですよ、そこがされ

ていないと。だから情けない答弁を毎年繰り返しているんですよね。だからその点、

もう今後は、新年度の当初はどうなっているかわからんけども、繰り返さないでく

ださい、もう。毎年、例外なく、やはり落としておりますので。 

 答弁してください。新年度はどうなっているかわかりませんけど、新年度当初で

すね。やっぱり実績に基づく予算を立てるというか。これは大原則ですがね。 

 以上、２回目の質問といたします。 

○財部支所長兼地域振興課長（荒武圭一）   

 それでは説明を申し上げます。 

 この生活排水特別処理事業には国の循環型社会形成交付金を受けて実施しており

ます。この循環型社会形成推進交付金ですけれども、循環型社会形成推進地域計画

というものに基づいて毎年度申請をすることになっております。 
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 本市では、毎年50基を整備するという計画を５年間計画で出しておりまして、あ

と２年間残っておりますが、毎年50基を整備するという計画を出しておりまして、

これに対する補助金交付申請をする関係上、当初予算では、やはり50基を目標とし

ているということで予算計上しているところでございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ３回目の質問ですけども、これも１つの側面なんですよ。それを私は１回目の答

弁をして全面否定していないんですよ。一つの説明としては成り立っていると。 

 では翻って、そうした５年間の計画の設定自体が現実から離れているんですよ。

それはおかしいんじゃないかと。それを今後に生かすべきだと。これは、過去３年

間、前の、以降５年間も、おんなじやり方を繰り返したんですよね。ですからやは

り、実態、実績に基づいて、今後はやっぱり予算は立てていただきたい、その前提

となる計画も策定していただきたいと思うんですよ。計画が実態から乖離している、

離れていると、そこにもとの原因があるんですよね。 

 もう３回目でありますけど、答弁してください。来年とか、再来年はいたし方な

いとしてもですね。 

○財部支所長兼地域振興課長（荒武圭一）   

 この市町村整備型の事業につきましては、５年間ずつの４期、20年の計画でござ

いました。当初は200基ずつという計画でございましたが、それがだんだん実績に

見合って50基ずつというふうに変更した経緯もございます。今回、20年ということ

で、令和４年に20年目を迎えるということでございます。 

 今、監査委員のほうからも指摘を受けているんですが、本市の中に浄化槽の補助

金に対して２つの制度があるということをやはり改めるべきではないかということ

でございます。今後、いろいろ内部で検討いたしまして、今後の方針についても検

討していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案４件は、配付いたしております議案付託表の

とおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第25 議案第34号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第９号）について   
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○議長（土屋健一）   

 次に、日程第25、議案第34号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第９号）に

ついてを議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 日程第25、議案第34号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第９号）について

説明をいたします。 

 まず、一般会計補正予算書の２ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に２億5,301万4,000円を追加し、総額を278億

1,642万7,000円とするものであります。 

 第２条は、繰越明許費の補正であり、５ページの第２表のとおり、家畜防疫及び

環境保全対策事業ほか３件について、翌年度に繰り越して使用することができる経

費を定め、また市道整備事業について金額を変更しております。 

 第３条は、地方債の補正であり、６ページの第３表のとおり、道路改良整備事業

ほか２件について限度額を変更しています。 

 それでは、予算の概要を説明いたしますので、一般会計補正予算に関する説明書

の10ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、国の補正予算に対応した事業の追加が主なものであり、歳入

については国庫支出金１億2,118万円、繰入金を23万4,000円、市債を１億3,160万

円それぞれ追加しております。 

 歳出については11ページをお開きください。 

 国の補正予算に対応した事業費の追加により、小学校施設整備事業１億7,686万

2,000円、中学校施設整備事業4,487万4,000円、それぞれ追加するものが主なもの

です。 

 以上で、日程第25、議案第34号を説明いたしましたので、よろしく御審議くださ

いますようお願いをいたします。 

○議長（土屋健一）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 １点だけ質問いたします。 

 補正の８号に一応間に合わなくて、９号に今回提案されたというのは、国の補正

予算が１つの理由でありますけども、全てが補正予算で、この説明ができる予算計

上だけでしょうか。それ以外の理由があったら示していただきたいと思っておりま

す。やはり基本的には、この３月の、せっかくの定例議会でありますので、まとめ
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て最終の提案を１つの議案にまとめてすべきだと思うし、その努力はしていると思

うんですけども、昨年もそうだったですけども、今回も２回に分けての最終補正予

算の提案であります。で、その理由等について説明してください。 

○市民課長（内山和浩）   

 それではお答えいたします。 

 市民課関係は、歳出のほうは11ページで、歳入のほうが4ページになります。 

 こちらについては補正予算ではございませんで、今回、通知カード、個人番号

カード関係の社会保障制度関係のものでございまして、国のほうからの通知が、令

和２年１月31日に通知が来ましたので、補正予算に間に合いませんでしたので今回

お願いするものでございます。 

 こちらは内容につきましては、国のほうの交付金の概算の見込み額が277億1,659

万1,000円という概算枠が決定をされましたので、これに対しまして全国の住民基

本台帳人口分の曽於市の住民基本台帳人口で割ったものの負担金額が確定をいたし

ましたので、その分を127万8,000円ほどお願いをするものです。これは歳入歳出同

額でございます。 

○教育長（瀨下 浩）   

 小学校施設整備事業と、それから中学校施設整備事業につきましては、先ほどあ

りましたように、国の補正予算に対応して急遽おりてきた事業でございます。ＧＩ

ＧＡスクール構想という壮大な事業でございます。各学校に高速通信環境を整備し

て、全ての子供たちにパソコンを持たせると、そういう事業でございます。 

○建設課長（新澤津順郎）   

 それでは説明いたします。 

 12ページから14ページまでの補正予算について説明いたします。 

 歳入については、建設課分については8ページになりますが、12ページの歳出か

ら説明させていただきたいと思います。 

 今回、社会資本整備総合交付金事業につきましては、国の令和元年度の補正予算

により、河原・飛佐線中之内工区に国庫補助金1,100万円、事業費ベースで2,000万

円の追加割り当てがあり、今回、補正をお願いするものであります。 

 また、13ページの緊急自然災害防止対策事業につきましては、今回、曽於市が管

理する市道光神安之尾線にかかる馬之背橋が、昨年の豪雨災害において橋台付近の

のり面が侵食していたわけでございますが、当初、14ページの公共土木施設災害復

旧事業で復旧する予定でございましたが、侵食が大きく、工事費も大きくなるとい

うことから、県、国とも協議をいたしまして、のり面の保護、安定を図るために本

事業をお願いし、今回採択されたために補正をお願いするものであります。この事
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業につきましては、緊急自然災害防止対策事業ということで、緊急自然災害防止対

策事業債というのを適用しまして、充当率100％、交付税措置がそのうち70％とい

うことで、この事業に取り組むとこでございます。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○８番（今鶴治信議員）   

 １点だけ質問いたします。 

 今度、国の補正で、ただいま説明がございましたけど、教育委員会関係のＬＡＮ

の設備工事をしていただくということで、ありがたいことですけど、これに、この

工事が終わった後にＬＡＮの使用料とかいいますか、全ての学校につくわけですよ。

それに対しても国庫の補助が見込めるものか、まだわからないんでしょうけど、伺

っていないか質問いたします。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 それではお答えいたします。 

 まず、今回のＬＡＮの工事でございますが、これにつきましては工事で全て施設

が整備できますが、それに、実際、外から光回線をつなぐ必要がございます。これ

につきましては既存の光回線で十分ということで、これについては既存の予算で大

丈夫だと思っております。 

 それから、タブレット、いわゆる児童生徒用のパソコンでございますが、これに

つきましては、国の方針としては令和２年から令和５年にかけて４年間で全生徒に

配備することになっているところでございます。ですので、今後、令和２年度の補

正予算で、国の計画では、令和２年では小学校５年生、６年生と中学校１年生分を

整備しなさいという方針でございます。令和２年の補正予算で、この分につきまし

てお願いをしたいと考えております。 

○８番（今鶴治信議員）   

 曽於市内全域ということで、同僚議員の質問でもございましたけど、光ケーブル

網が通っていないところも今回そこまで延長工事が国のほうで見ていただけるのか

どうかを伺います。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 お答えいたします。まず市内には23の小中学校がございますが、そのうち光回線

が通っているところが17校ございます。それから残り６校はＡⅮＳＬ回線でござい

ます。これにつきましては、小規模校でもございますし、一斉に使っても不自由は

しないのかなと思っております。今後、ＮＴＴからもこのＡⅮＳＬ回線の６地域に
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ついては、今後、光がくるという話はまだないところでございます。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第34号は、配付いたしております議案付託表の

とおり、各常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第26 議案第35号 令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第６号）について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第26、議案第35号、令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第

６号）についてを議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 日程第26、議案第35号、令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第６号）につ

いて説明をいたします。 

 特別会計補正予算書の２ページをお開きください。 

 第２条は、予算第３条に定めた収益的支出の補正であり、水道事業費用既決予定

額に26万4,000円を追加し、予定額を５億4,593万7,000円とするものです。 

 それでは、予算の概要について特別会計の補正予算に関する説明書の９ページを

お開きください。 

 今回の補正予算の収益的支出は総係費の委託料を26万4,000円追加しております。 

 以上で、日程第26、議案第35号を説明をいたしましたので、よろしく御審議くだ

さいますようお願いをいたします。 

○議長（土屋健一）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 提案説明の中で説明したら質問なかったのですが、なぜ今回改めて提案されたの

か、単純な質問でありますけども。提案の中でも今後はそういった説明してくださ

い。質問せんですので。 

○水道課長（徳元一浩）   

 今回補正を提案をした理由でございますが、これにつきましては、昨年、令和元

年８月５日に末吉町深川の高之峯配水池下で水道の破損事故が発生いたしまして、
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都城市の林業業者が伐採中に水道管の送水管と配水管の破損した補償についての協

議をずっと進めてまいったわけですが、相手方のほうがなかなかその補償に応じな

くて、一応11月には協議を終了いたしまして補償は払うということでしたが、12月

の末になりまして相手が弁護士を立ててきた関係上、市としても、弁護士対応はで

きないために弁護士相談を行っております。それの着手金ということで、今回この

補正額26万4,000円を追加補正したところでございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 最終の段階では間に合わなかったのですか。 

○水道課長（徳元一浩）   

 補正で対応しないと間に合わなかったと思います。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結をいたします。 

 ただいま議題となっております議案第34号、は配付いたしております議案付託表

のとおり、建設経済常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第27 陳情第１号 地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情書 

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第27、陳情第１号、地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳

情書は、配付いたしております陳情文書表のとおり総務常任委員会に付託いたしま

す。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 次の本会議は３月５日午前10時から開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散会 午後 ２時３２分 
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令和２年第１回曽於市議会定例会会議録（第６号） 

 

令和２年３月５日（木曜日） 

   午前10時開議 

場所：曽於市議会議場    

 

１．議事日程 

 

（第６号） 

 

第１ 陳情第15号 学校における集団フッ化物洗口事業の来年度実施（試行）の中止

を求める陳情書の取下げについて 

 

第２ 議会運営委員会の所掌事務調査報告 

（議会運営委員長報告） 

 

（以下２件一括議題） 

第３ 議案第２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

第４ 議案第３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

（総務常任委員長報告） 

 

第５ 議案第４号 宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する変更協定の締結につ

いて 

（総務常任委員長報告） 

 

（以下５件一括議題） 

第６ 議案第６号 曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

第７ 議案第７号 曽於市職員の諸給与に関する条例の一部改正について 

第８ 議案第８号 曽於市監査委員条例の一部改正について 

第９ 議案第９号 曽於市地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正について 

第10 議案第10号 曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

（総務常任委員長報告） 

 

第11 議案第11号 曽於市国民健康保険条例の一部改正について 

（文教厚生常任委員長報告） 

 

（以下５件一括議題） 

第12 議案第12号 曽於市有住宅条例の一部改正について 

第13 議案第13号 曽於市営住宅条例の一部改正について 

第14 議案第14号 曽於市地域振興住宅条例の一部改正について 

第15 議案第15号 曽於市水道事業給水条例の一部改正について 

第16 議案第16号 曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一
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部改正について 

（建設経済常任委員長報告） 

 

第17 議案第17号 財産の無償貸付けについて 

（総務常任委員長報告） 

 

第18 議案第18号 曽於市道路線の認定について 

（建設経済常任委員長報告） 

 

第19 議案第19号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）について 

（総務常任委員長・文教厚生常任委員長・建設経済常任委員長報告） 

 

（以下３件一括議題） 

第20 議案第20号 令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）につ

いて 

第21 議案第21号 令和元年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

第22 議案第22号 令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）について 

（文教厚生常任委員長報告） 

 

（以下４件一括議題） 

第23 議案第23号 令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

第24 議案第24号 令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第５号）

について 

第25 議案第25号 令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

について 

第26 議案第26号 令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第５号）について 

（総務常任委員長・建設経済常任委員長報告） 

 

第27 議案第34号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第９号）について 

（総務常任委員長・文教厚生常任委員長・建設経済常任委員長報告） 

 

第28 議案第35号 令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第６号）について 

（建設経済常任委員長報告） 

 

２．出席議員は次のとおりである。（19名） 

１番 重 久 昌 樹  ２番 松ノ下 いずみ  ３番 鈴 木 栄 一

４番 岩 水   豊  ５番 渕 合 昌 昭  ６番 上 村 龍 生

８番 今 鶴 治 信  ９番 九 日 克 典  10番 伊地知 厚 仁
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11番 原 田 賢一郎  12番 山 田 義 盛  13番 大川内 冨 男

14番 渡 辺 利 治  15番 海 野 隆 平  16番 久 長 登良男

17番 谷 口 義 則  18番 迫   杉 雄  19番 徳 峰 一 成

20番 土 屋 健 一       

 

３．欠席議員は次のとおりである。（１名） 

７番 宮 迫   勝       

 

４．職務のため出席した議会事務局職員の職氏名 

事務局長 持 留 光 一 次長兼議事係長 森 岡 雄 三 総務係長 津 曲 克 彦 

主  任 富 田 洋 一     

 

５．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名（26名） 

市 長  五位塚   剛 教 育 長  瀨 下  浩

副 市 長  八 木 達 範 教育委員会総務課長  橋 口 真 人

副 市 長  大休寺 拓 夫 学 校 教 育 課 長  川 路 道 文

総 務 課 長  今 村 浩 次 社 会 教 育 課 長  岩 元  浩

大隅支所長兼地域振興課長  濱 田 政 継 農 林 振 興 課 長  冨 吉 浩 幸

財部支所長兼地域振興課長  荒 武 圭 一 商 工 観 光 課 長  竹 田 正 博

企 画 課 長  外 山 直 英 畜 産 課 長  野 村 伸 一

財 政 課 長  上 鶴 明 人 耕 地 課 長  小 松 勇 二

税 務 課 長  山 中 竜 也 建 設 課 長  新澤津 順 郎

市 民 課 長  内 山 和 浩 水 道 課 長  徳 元 一 浩

保 健 課 長  桐 野 重 仁 会計管理者・会計課長  田 代 庄 市

介 護 福 祉 課 長  福 重  弥 監 査 委 員 事 務 局 長  吉 元  剛

福祉事務所長兼福祉課長  竹 下 伸 一 農業委員会事務局長  中 山 純 一
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開議 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、配付いたしております議事日程により進めます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 陳情第15号 学校における集団フッ化物洗口事業の来年度実施（試行）の

中止を求める陳情書の取下げについて   

○議長（土屋健一）   

 日程第１、陳情第15号、学校における集団フッ化物洗口事業の来年度実施（試

行）の中止を求める陳情書の取下げについてを議題といたします。 

 令和元年11月20日に提出されました陳情第15号は、文教厚生常任委員会へ付託さ

れ継続審査となっておりましたが、お手元に配付のとおり、陳情者から令和２年

２月25日付をもって陳情取り下げ願いが提出されております。 

 なお、本陳情の取り下げについては、文教厚生常任委員会も承認されております

ことを申し添えます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第15号、学校における集

団フッ化物洗口事業の来年度実施（試行）の中止を求める陳情書の取下げについて

は、これを承認することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、陳情第15号、学校における集団フッ化物洗口事

業の来年度実施（試行）の中止を求める陳情書の取下げについては、これを承認す

ることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 議会運営委員会の所掌事務調査報告   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第２、議会運営委員会の所掌事務調査報告であります。議会運営委員

長の報告を求めます。 

○議会運営委員長（迫 杉雄）   

 議会運営委員会所掌事務調査報告。 

 議会運営委員会の所掌事務調査を下記のとおり実施しましたので報告いたします。 

 記。 



― 305 ― 

 県内調査。 

 １、調査地及び調査事項。鹿児島県熊毛郡屋久島町、議会議場棟及び音響放送施

設等の運用について。 

 ２、調査期間。令和２年２月28日金曜、１日。 

 ３、調査員。迫杉雄、岩水豊、今鶴治信、海野隆平、原田賢一郎。 

 ４、調査内容。議会議場棟及び音響放送施設等の運用について。 

 屋久島町は平成19年10月１日に上屋久町と屋久町が合併して誕生した町で、面積

は540.28km２、九州最高峰の宮之浦岳（1,936ｍ）を筆頭に多くの山岳で占められ

ていることから、自然環境が世界的な評価を受け、世界自然遺産に登録されており

ます。人口は１万2,342人で、自然環境を生かした観光と日本一を誇るポンカンや

タンカンを初めとした第一次産業が主であります。 

 屋久島町の新庁舎は、令和元年５月１日に完成し供用開始されました。議場につ

いては、平成25年に住民代表、議会、有識者、国、県を含んだ20名で「庁舎建設検

討委員会」が設置され、３つの基本方針に沿って、木造庁舎での建設を決定しまし

た。異なる機能を持つ４棟が中庭を囲み、回遊路線で結ばれ、全てが１棟1,000㎡

以下の木材量の建物であります。新庁舎における議会の音響放送施設については、

これまで使用していたアナログテープ式録音機器の老朽化や音源の劣化を鑑みると

現実的ではないことから、新たなシステム導入に至りました。 

 議会棟の概要は、面積534㎡、事業費２億3,886万6,000円で、工法の特徴は全て

の機材をらせん状にトラスを組み上げて無柱空間で立体感ある構造であります。議

会がされていないときは、議場の机は可動式で移動できるため、「やくしまホー

ル」として一般市民に開放されています。 

 曽於市においては今後本庁舎の増築が示されていますが、40年が経過している現

在の議場や傍聴席のバリアフリー化等の改修の必要性や、庁舎増築にあわせての多

目的ホールでの議場兼用のあり方等については、議会としては市民に理解される総

合的な判断を示す必要があります。 

 なお、今回の事務調査についての詳しい資料等は、事務局に保管してありますの

で御参照願います。 

○議長（土屋健一）   

 以上で、議会運営委員会の所掌事務調査報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議案第２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について   

日程第４ 議案第３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について   

○議長（土屋健一）   
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 次に、日程第３、議案第２号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて及び日程第４、議案第３号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いてまでの２件を一括議題といたします。 

 議案２件については、総務常任委員会に審査を付託しておりましたが、審査を終

了されております。総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 総務常任委員会付託事件審査報告。 

 総務常任委員会に付託された議案12件を、２月27日に委員会を開き、執行部の出

席を求め慎重に審査した結果、それぞれ結論を得ましたので報告いたします。 

 議案第２号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について。 

 本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための特別措置等に関する法律の規

定に基づき、古井・荒川内辺地における公共的施設を整備するものです。 

 なお、本案に対する質疑、意見は特になかったところです。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で可

決すべきものと決定しました。 

 議案第３号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。 

 本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための特別措置等に関する法律の規

定に基づき、高塚・桐原・溝ノ口辺地の総合整備計画を変更するものです。 

 辺地の規定は何かとの質疑に対し、中心を含む５km２以内の人口が50人以上であ

り、かつ辺地度点数が100点以上であることとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で可

決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論、採決に入ります。討論、採決は１件ずつ行います。 

 まず、議案第２号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について討論を

行います。反対の討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について討論を

行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第３号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第５ 議案第４号 宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する変更協定の締結

について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第５、議案第４号、宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する変更

協定の締結についてを議題といたします。 

 議案第４号については、総務常任委員会に審査を付託していましたが、審査を終

了されております。総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 議案第４号、宮崎県都城市との定住自立圏の形成に関する変更協定の締結につい

て。 

 本案は、曽於市議会の議決すべき事件を定める条例に基づき、宮崎県都城市と締
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結している定住自立圏に関する協定を変更するものです。 

 第３次共生ビジョンで新たに追加されたものは何かという質疑に対し、ＩＣＴ化

が今回新たに追加された。また、今回は医療について、都城市郡医師会病院が都城

市太郎坊町に建設されたので、緊急医療拠点等の整備の項目の削除と、都城志布志

道路の開通が達成見込みでありさらなる充実を図る計画にするとの答弁がありまし

た。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で可

決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 大きく委員長に２点質問をいたします。 

 先日の議案提案でも市長等に質問いたしました。今回のこの議案提案は、これま

での協定をいわば検証、総括する中で、新たな、若干の修正、追加を加えて再締結

を求める立場での議案提案ではないかと受けとめております。 

 質問の第１点。そういった意味で委員会質疑の中で、この協定の意義なり、ある

いはこれまでの検証に伴う総括的な、いい点もあるいは問題点、今後の課題もあろ

うかと思っておりますが、こうした検証の結果に基づく当局としての今後の課題等

について、質疑がなされていたら報告してください。それを踏まえての再締結じゃ

ないかと受けとめております。 

 質問の第２点目。また具体的には、特に曽於市、その中でも特に旧末吉町にとっ

ては、道路関係で都城と隣接する箇所が何カ所もあります。それに付随する形で排

水路、用水路もあります。具体的には何カ所かにわたりまして、昔から現在までま

だこれが解消、解決されていない地域が御承知のようにあります。これらの具体的

な問題について、委員会質疑の中で議論が前向きに交わされていたら報告してくだ

さい。まさに、提案されている協定を我が曽於市として生かす上での協定じゃない

かとも、またその範囲内での協定じゃないかとも受けとめておりますので、そうし

た立場からの質問であります。 

 以上２点です。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 ただいま、徳峰議員より２点ほど質問いただきました。その中で、この協定の意

義あるいは今後の課題等についてどのように議論がされたかということにお答えい

たします。 

 委員会では、意義とかそういう体制の質疑はなかったんですが、いただいた資料
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の中に、都城志布志道路や志布志港の整備が進む中、本圏域において想定される今

後の変化を踏まえ、さらなる連携強化の視点から、令和２年度から令和６年度まで

の５年間の取り組み等を示す新たな共生ビジョンを今回作成したという説明がござ

いました。 

 その中で今後の課題としまして、幾つか委員会でも意見が出たところであります。 

 その中で、旧財部町とのごみ焼却場の協定があったけど、それを十二分に生かす

べきじゃなかったか、継続するべきじゃなかったかという意見もあったところでご

ざいますが、それについて答弁では、曽於市、都城市、三股町としているから、個

別の旧町のことはこの自立圏にはできなかったんじゃないかという説明がございま

した。 

 あと１点、観光につきまして、大川原、関之尾の市境の道路整備等を会議の中で

交流人口増を目指すために対策はされているかという質問がございましたが、今後

の会議の中でそういう意見も出していきたいという説明でございました。 

 以上２点が委員会で主に出た意見であります。 

 もう１点ありました。医師会がこの太郎坊のほうに移転しましたので、それに伴

って緊急医療的立場からいろんなところの、近隣のえびの市、小林からもふえてい

るということで、受け入れないわけではないけど、特に緊急性の要するものからち

ゅうことで、ちょっと距離も遠いということで曽於市の利用者が少し減っているん

じゃないかということで、その中で以前もあったんだけど、分担金として曽於市、

志布志も医師会に対して払っているからえびの市と小林の状況はどうであるか、そ

ういう意見は出ているかということで、回答いただきまして、まだ今向こうに負担

金はいただいていないということで、今後そういうことも会議の中で意見を出して

いくという説明がありました。 

 それと、次の末吉町都城隣接の市道排水等の整備について、あるいはここについ

てについて議論はされたかちゅうのは、それも今答えたのがその内容です。 

 最初の今後の課題についてちゅうところも都城志布志道路の早期開通を希望して

いましたけど、今回もう開通のめどができたということで、さらなる充実した交通

体制を整えていくということで、今後議論を進めていくという説明がございました。 

 以上であります。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ２回目の質問に１点だけ質問いたします。 

 先日の議案提案の中でも、医療を初めとしてどれだけ曽於市民が都城圏あるいは

都城市に買い物、医療含めて一応かかっているかという質問に対して、例えば医療

関係の場合は40％以上の市民が都城等の医療機関にかかっているといった答弁でな
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かったかと受けとめております。 

 御承知のように都城初めとした宮崎県の場合は、例えば子供の医療費の場合も立

てかえ払い制度は解決してありません。ところが、曽於市を初めとした鹿児島県の

場合は、一応簡単に言いまして立てかえ払い制度がまだ残っております。こうした

点も、今後この都城との医療連携の問題では、曽於市として改善・解決が、鹿児島

県全体にかかわる問題でありますが、解決すべき大きな課題がありますけども、こ

の点については具体的な生活上の問題として議論がされていたら報告してください。

やはり一定のめどをつけて、議会サイドとしてもこれは提起しながら解決の方向で

取り組まなければならないと受けとめております。議論がされていたら報告してく

ださい。立てかえ払い制度の解消・解決についての質問であります。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 医療費の立てかえ払いについては、先ほど医師会のことには意見が出たんですけ

ど、観光面とそういう質問は出ましたけど、その医療の立てかえ払いについては意

見はなかったところです。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第４号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第６ 議案第６号 曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について   
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日程第７ 議案第７号 曽於市職員の諸給与に関する条例の一部改正について   

日程第８ 議案第８号 曽於市監査委員条例の一部改正について   

日程第９ 議案第９号 曽於市地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正について   

日程第10 議案第10号 曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第６、議案第６号、曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正

についてから日程第10、議案第10号、曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部改

正についてまでの以上５件を一括議題といたします。 

 議案５件については、総務常任委員会に審査を付託していましたが、審査を終了

されております。総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 議案第６号、曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について。 

 本案は、会計年度任用職員制度の導入に関する総務省自治行政局公務員部公務員

課長通知に基づき、会計年度任用職員の服務の宣誓に関し、関連する規定を任命権

者は別段の定めをすることができるものと改正するものです。 

 対象者は何人であるかとの質疑に対し、令和２年度４月１日で202名を想定して

いるとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第７号、曽於市職員の諸給与に関する条例の一部改正について。 

 本案は、一般職の職員の給与に関する法律の改正により、50歳代後半層における

給与水準の上昇抑制と職員の出向に係る地域手当の新設に伴い、関係する規定を改

正するものです。 

 今回の改正で影響のある職員は何人であるかとの質疑に対し、55歳以上の職員58

名のうち、55名が対象であるとの答弁がありました。 

 また、今回内閣府地方創生推進事務局への出向期間と地域手当以外の予算計上項

目は何かとの質疑に対し、２年間を予定している。地域手当以外の予算計上は、給

料、期末・勤勉手当を除き、通勤手当、時間外勤務手当、家賃、旅費で地域手当を

含み、令和２年度は総額580万3,000円を計上しているとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第８号、曽於市監査委員条例の一部改正について。 

 本案は、地方自治法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関連する規

定を改正するものです。 



― 312 ―   

 なお、本案に対する質疑、意見は特になかったところです。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第９号、曽於市地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正について。 

 本案は、主に小学校区や中学校区などの範囲において、自治会、町内会、ＮＰＯ、

企業、青年団など多様な主体が協働して地域課題の解決等に自主的・持続的に取り

組んでいくための地域コミュニティ活性化推進計画の策定に伴い、関連する規定を

改正するものです。 

 改正の主な部分は何かとの質疑に対し、地域コミュニティ協議会設立を目指すこ

とであるとの答弁がありました。 

 また、具体的にどのように推進していくのかとの質疑に対して、４月以降に各校

区公民館長等を対象に説明会を開始し、旧町に１カ所ずつ、３カ所にモデル地区の

地域コミュニティ協議会設立準備委員会を設置したいとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第10号、曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について。 

 本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並び

に行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、関連する条例

の「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を、「情報通信技術

を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第３条第１項」を「第６条第１項」

に改正するものです。 

 なお、本案に対する質疑、意見は特になかったところです。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 委員長に通告は出してはおりませんでしたけど、議案の第７号について、大きく

２点最初に質問いたします。 

 いわゆる地域手当の新たな設置、創設についての質問であります。 

 先日の議案提案に対する質疑の中でも、地域手当の概念といいますか、定義がさ

れていないのはやはりおかしいんじゃないかと、そもそも論から考えて。これにつ

いては最後の総務課長答弁の中で今後検討したいということでありましたが、同じ
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内容での質疑がなされていたら審議の経過を報告してください。これが第１点であ

ります。 

 第２点目、この地域手当ては、先日の議案質疑の中では東京出向の今後予定され

ている１人を内閣府、一応出向させるための条例改正であるとの具体的な答弁があ

りました。そしてその手当額についても給料等にプラスアルファの計算基礎で加え

ると同時に、委員長報告にありますように通勤、時間外、そして家賃、旅費等を含

めての地域手当であると受けとめております。間違いがあったら訂正をしてくださ

い。 

 その点で、特に例えばお互い考えていきたいんですが、通勤とか時間外手当とか、

家賃、旅費もそうであると思うんですが、例えば鹿児島市に出向している市職員の

場合は、これが今までは適用規定がなかったのじゃないでしょうかね。それがこの

地域手当の創設で東京出向だけが当てはまるというか、単純化して質疑を受けとめ

ますと、これまでの、そして現在、今後の東京以外の出向者に対しては、給料だけ

じゃなくってこうした諸手当についても対象とならないのじゃないかと受けとめざ

るを得ない、そうしたこれまでの質疑の答弁じゃなかったかと受けとめております。

これはやはりおかしいんじゃないかと。東京であろうと、福岡であろうと、鹿児島

市であろうと、通勤手当あるいは特に時間外手当というのは客観的に見てもやはり

支給すべきであります。単純化して考えていますので、間違っていたら訂正してく

ださい。そうした議論がされていたらお聞かせ願いたいと考えています。 

 以上２点です。 

 次に、議案の９号の地域コミュニティの一部改正について大きく２点質問をいた

します。 

 これも、質問の第１点でありますが、先日の議案提案の中でこの地域コミュニテ

ィのこれまでの検証の結果を踏まえての今回の条例の一部改正で当然あろうかと思

っております。その点で、質疑の中で、これまでの検証、総括を市としてはどのよ

うに総括してきたのか、これが非常に大事なことじゃないかと思っております。や

はり、委員長、総括の上に条例改正というのは当然あるわけでしょう。総括で問題

点がなかったら条例改正する必要ないんですよ。そうした意味で総括が非常に大事

であります。ですから、市としてはどういった総括的な総括を行ったのか、質疑が

されていたらお聞かせ願いたいと考えております。当然そうした総括の上に今後の

新たな課題が見えてくると思っております。客観的にも見えてくる。ですから、今

後の課題等についても質疑がされていたらお聞かせ願いたいと思っております。こ

れが大きな１点。 

 それから、大きな２点目、そもそも地域コミュニティの条例制定というのは、曽
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於市においても自治会の未加入者が非常に多いと、これを打開、解決するために一

つの方策として地域コミュニティの条例制定があったと受けとめております。これ

はお互い同僚議員も同じ受けとめ方だと思っております。 

 では、この間、地域コミュニティのこの条例化に伴って、どれだけ自治会の加入

者がふえたか、あるいはそうでなかったかについて、質疑の中でもそうふえていな

い、むしろ数字の上で減っているというような報告ではなかったと思っております。 

 では、今後この地域コミュニティを前進させる上でも、これもそもそも自治会未

加入者の世帯はどういった世帯であるのか、世帯構成あるいは年齢層あるいは職種、

場合によっては家族構成、場合によっては給料等含めて、可能な限り客観的な未加

入者の実態を踏まえた上で、地域コミュニティも前向きにこれを前進させる、そう

した方法論として一つの方法論があろうかと思っております。その点で、委員会質

疑中で、市はどれほど自治会未加入者の世帯について実態把握をしているか、議論

がされていたらお聞かせ願いたいと考えております。 

 また、自治会未加入者に対する市の情報伝達ですね、情報伝達は、現在これまで

どのような手段や方法で行われてきたのか、議論がされていたらこれもあわせて報

告してください。 

 大きく２点であります。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 まず、地域手当の質問に答えさせていただきます。 

 今回、それに対する曽於市の規則がないため癩癩今回が総括質疑でもありました

けど、国家公務員法に準じて今回このような措置をしたという説明がありました。

今後これにつきましては初めてのことだったので、今後それに対する曽於市の取り

決めを検討したいという説明がございました。 

 それと、鹿児島やほかのところに行かれた場合のことについては、委員会ではそ

のことについての質疑はなかったところでございます。 

 続いては、地域コミュニティについて、地域コミュニティのこの条例の意義、こ

れまでの総括あるいは今後の課題解決についてどのように議論が行われたかという

ことと、自治会未加入世帯の実態について、年齢等、職種、いろんな家族構成から

実態はどう把握しているか、そのことについて議論はされたか。また自治会未加入

に対する市の情報伝達はどのような手段と手法で行われているかという質問にお答

えいたします。 

 今回、地域コミュニティを、この協議会をつくりたいという中で、これまで市の

ほうも集落支援員を４人配置していろいろ努力して、一部自治会に加入された人も

いるけどなかなか自治会加入に限界を感じまして、今回コミュニティ活性化推進条
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例を制定するに当たって、自治会に加入していない人からも広く参加していただい

て、そのコミュニティの課題等について共通な認識で取り組むことで、先ほど委員

長報告にもありましたけど、ＮＰＯ法人や企業、各種いろんなその地域にいる方々

を集めて、地域の課題を解決するために今度計画を立てたということでありました。

そのままこれをしてすぐ効果があらわれるかという質疑がありましたけど、何もし

なくても自治会加入は進んでいかない。だから、そういう中で自治会加入にこだわ

らず、その地域にいらっしゃる方々の協力を得てぜひこれを進めていきたいという

ことで、年次計画もいただきましたが、ちょっと資料きょう持ってこなかったんで

すけど、先ほど質問された意見の中ではそういうことであります。 

 それとあと、集合住宅を今回外したのは、やっぱりオーナーとかのそのアパート

等の経営者がそういう自治会加入を協力するようにということで、まず入所者がそ

ういうことでやがて入所されないんじゃないということでなかなかそういうオー

ナーの人の協力を得られなかったということで、今回はちょっと集合住宅はやはり

最初の目的では自治会加入を推進したいけど、非常に難しいところがあるというこ

とで、今回はそれを省いたという説明でございました。 

 あと、そういう実態とかにいろいろ検討してそれで議論はされたかということで、

課のほうではある程度そういうのが把握されているんでしょうけど、委員会ではそ

れについて質問はなかったところです。 

 少し足りないところもあるかもしれんけど、大体委員会で出たのは以上のような

意見でありました。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 地域手当については、今後もっと当局を含めて議論を深める必要があろうかと思

っております。 

 地域コミュニティについて１点だけ２回目の質問をいたします。 

 自治会加入がなかなか難しい、困難であるということも踏まえての今回の条例改

正ではないかと受けとめております。これは委員会でも同様じゃないかと思ってお

ります。その点で、今後もやはり試行錯誤が当然あるでしょうけれども、条例改正

を提案するに当たって、当然市としてはほかの市町村の例とか、あるいは現地にそ

うしないでも地域コミュニティに該当するような、あるいは今後それに近づけたい

と思われる、そうしたさまざまな形の実態がみえられると思うんです。それについ

て報告がされていたらお聞かせ願いたいと考えております。 

 具体的に私個人が加入する自治会でも昨年から集合住宅ができて、自治会の催し

等は参加しなくていいと。ただ、一例として、生ごみ等出す場合にやはり自治会と
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一緒に新たな設置場所を設置して、一応生ごみを出していただくというのはやはり

地域に住む以上は必要であります。そういったことを含めて、一般の加入者とは別

個に非常に緩やかな形で、しかし自治会には入っていただくという形で一応加入し

ていただいた経過があります。一つの形態であります。さまざまな形態あろうかと

思いますけども、そうした現状での報告が、市外の報告を含めて委員会審議の中で

出されていたら報告してください。 

 これ１点です。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 そういう具体例的なところは今後、先ほど委員長報告にもありましたけど、まず

旧町１カ所ずつで曽於市全体で３カ所をモデル地区としてその設立に準備委員会を

ぜひ設置したいという説明でありました。その中で、今教育委員会所管で公民館運

営活動をやっていますけど、今後10年間を目標にしまして、総務課で市内全域の公

民館を中心にそういうコミュニティ協議会というふうに進めていきたいという説明

がございました。その中でモデル的というか姶良市を招いて、これについて研修を

されたという報告はありました。 

 以上、委員会で出たのは主なところでありますが、その中でこれまでと違うのは、

集落支援員が中心となるんでしょうけどそういう事務的な人を必ずして、当初70万

円の予算を今度組んでいますので、それでそういう集落支援の市の人を最初は派遣

しますけど、地元でそういう人をもし立てて事務的なことを、まとめ役をしていた

だければ、それに対しても今後検討してこの予算の中でそういう事務手数料を払え

るようになるんではないかという説明がございました。 

 以上が今回委員会で出た内容でございます。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１２番（山田義盛議員）   

 議案第７号についてちょっと１点だけお伺いしときたいと思います。 

 地域手当ということですから、既婚者であるということは私聞いておりますけど、

ちょっと細かいようで恐縮ですけど、旅費の関係、旅費、旅費の関係で、帰郷実費

と考えているんですけど、年間何回地元に帰れるか、そういう中身の詳細について

は検討されているのか、質問がありましたか。お伺いします。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 この地域手当以外に何があるかという質疑で、今ここに書いてある内容であると

いうと、それぞれ内訳もあったんですけど、総額で580万3,000円を計上していると
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いうことで、これに伴いましてこの準備でそういう住宅を借りたりいろんな敷金と

かいうのは今回の補正で上がっているという説明でございました。実際これを２年

間予算を組んでしていただくということで、この旅費につきましては何回そういう

ことを想定しているかというのはそのとき質問はなかったところです。旅費として

組んであるというのはあったんですけど、その内容的には聞かなかったところであ

ります。 

 以上です。 

○１２番（山田義盛議員）   

 旅費の関係は、この条例の中でありませんので、きちっと規定とか規則とか等々

で詳細にうたわなきゃいかんです。そういう形の規則等がつくっておられるか、そ

ういう議論なかったですか。お伺いします。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 先ほど徳峰議員の質問でも答えましたけど、国家公務員法に準じて今度したとい

うことで、今後ここの、今度この内閣府のこれに特別に入れたということでいいこ

とでしたので、これから２年間ですので、今山田議員からあったように委員会でも

また今後それについての経過を質問していきたいと思いますが、今後そういうのを

検討しているという説明はございましたけど、具体的なことはまだ報告はないとい

うことです。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論、採決に入ります。討論、採決は１件ずつ行います。 

 まず、議案第６号、曽於市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について討

論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第６号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で
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あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号、曽於市職員の諸給与に関する条例の一部改正について討論を

行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 議案第７号には賛成いたしますが、先日の議案質疑あるいは本日の私や同僚の山

田議員の質疑にもありますように、まだ非常に内容が一般論的でありまして、細か

い具体的な形での規則がもしなかったとしたら規則で具体的に追加すべき項目があ

ります。 

 また、現在鹿児島市を含めて出向している職員がいますけれども、その整合性で

すね。整合性の関係でもきちっとやはり整理する必要があろうかと思っております。 

 以上申し添えて賛成いたします。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第７号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号、曽於市監査委員条例の一部改正について討論を行います。反

対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第８号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号、曽於市地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正について

討論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第９号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第10号、曽於市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について討論

を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第10号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 
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［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第11 議案第11号 曽於市国民健康保険条例の一部改正について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第11、議案第11号、曽於市国民健康保険条例の一部改正についてを議

題といたします。議案第11号については、文教厚生常任委員会に審査を付託してい

ましたが、審査を終了されております。文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 文教厚生常任委員会付託事件審査報告。 

 文教厚生常任委員会に付託された議案６件を、２月27日に委員会を開き、執行部

の出席を求め慎重に審査した結果、それぞれ結論を得ましたので報告します。 

 議案第11号、曽於市国民健康保険条例の一部改正について。 

 本案は、平成30年度から都道府県も保険者となり、県内の統一的な国民健康保険

の運営方針として、「鹿児島県国民健康保険運営方針」が作成されたことにより、

葬祭費の支給額が２万円に統一されたため、条例を改正するものであります。 

 これまで３万円支給していたが、１万円の減額分の取り扱いはどうなるのかとの

質疑に対し、市の一般会計により支出するため、これまでどおり３万円の葬祭費を

支給するとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 
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 これより議案第11号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 ここで、10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１１時０２分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第12 議案第12号 曽於市有住宅条例の一部改正について   

日程第13 議案第13号 曽於市営住宅条例の一部改正について   

日程第14 議案第14号 曽於市地域振興住宅条例の一部改正について   

日程第15 議案第15号 曽於市水道事業給水条例の一部改正について   

日程第16 議案第16号 曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の一部改正について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第12、議案第12号、曽於市有住宅条例の一部改正についてから日程第

16、議案第16号、曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一

部改正についてまでの以上５件を一括議題といたします。 

 議案５件については、建設経済常任委員会に審査を付託していましたが、審査を

終了されております。建設経済常任委員長の報告を求めます。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 建設経済常任委員会付託事件審査報告。 

 建設経済常任委員会に付託された議案12件を、２月27日に委員会を開き、執行部

の出席を求め慎重に審査した結果、それぞれ結論を得ましたので報告します。 

 議案第12号、曽於市有住宅条例の一部改正について。 

 本案は、民法の一部を改正する法律の施行と、曽於市営住宅条例に準拠した規定

の整備等に伴い改正するものと、大隅町恒吉の吉村迫団地１戸と中之内の吉井団地

１戸を用途廃止するものであります。 
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 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第13号、曽於市営住宅条例の一部改正について。 

 本案は、民法の一部を改正する法律の施行及び国が定める公営住宅管理基準条例

の改正に伴い、敷金の取り扱い等の規定を改正するものであります。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第14号、曽於市地域振興住宅条例の一部改正について。 

 本案は、民法の一部を改正する法律の施行と、地域振興住宅の建設及び空き家の

規定の整備等に伴い関連する規定を改正するものと、大隅町月野の下岡団地１戸と

財部町下財部の片平団地１戸を追加するものであります。 

 近年発生する空き家の入居条件について、市外に２年以上の住民登録条件を削除

し、市内在住者でも応募できるように改正するものとの説明がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第15号、曽於市水道事業給水条例の一部改正について。 

 本案は、水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、指定給水装置工

事事業者の指定の有効期限が定められ、５年ごとに更新する必要が発生し、新規指

定及び更新時に事務手続相当分の申請登録手数料３万円を新たに設定するものであ

ります。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第16号、曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の一部改正について。 

 本案は、簡易水道事業に公営企業会計を適用するための改正であります。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 議案の第12号、13号並びに14号は、市営、市有、地域振興住宅ということで、公

営住宅という広い意味で関連性がありますので、特に13号を中心として二、三質問

をいたします。 
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 例えばこの議案の第13号では提案理由の中で、委員長説明にもあったかと思うん

ですが、公営住宅管理基準条例の改正に伴って敷金の取り扱い等の規定を改正する

云々とあります。先日の議案質疑でもこの点は当局にも質問した点でありますが、

あわせて非常に大事な点の一つでありますのでお聞きいたします。 

 今回のこの13号の条例改正の敷金の取り扱い等の規定に関する内容の中心点につ

いて、委員会審議でも議論されていると思いますので、敷金の取扱規定についてか

いつまんで具体的に説明をしていただけないでしょうか。これが質問の第１点であ

ります。 

 それから第２点目、先日の議案質疑でも申し上げましたが、この市有住宅並びに

振興住宅と、あるいは一方市営住宅とは基本的な考え方に違いが一つはあるように

思います。市営住宅の場合は、住宅法に基づきまして基本的には生活困窮者に対し

ての、いわば生活権を保障するための、憲法25条に基づく戦後からの今日までの、

基づく、そうした方々を対象とする住宅でありまして、当然敷金の取り扱いについ

てもそれを踏まえた今回の法改正並びに条例改正でなかったかと受けとめておりま

す。間違いであったら訂正を報告でしてください。 

 一方、市有並びに地域振興住宅は若干違いが見られなくもありません。例えば地

域振興住宅の場合は、生活困窮者でなくってもやはり条件を満たせば市が定めた条

例規則等によって一応入居できます。入れます。そうした基本的な違いが一つには

あります。ただ一方、敷金についての取扱規定ですね、だからといって市営住宅と

全く別個に考えてはならない、そうした側面もあるのじゃないでしょうか。その点

で先日の質疑に対して、最終的には市長答弁として今後検討をしたいという答弁が

あったかと思います。これらを含めて市営住宅と市有住宅、地域振興住宅の今回の

条例改正に伴う共通点、一方違い等について、議論が深められていたら報告してく

ださい。 

 以上、大きくは２点の質問であります。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 お答えいたします。 

 ３つの条例の共通する改正点といたしましては、民法のうち債権関係の規定、こ

れは明治29年に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正されていませんでし

た。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、社会を支える最も基本的

な法的基礎であるとともに、民法を国民一般にわかりやすいものとする観点から、

実務で適用している基本的ルールを適切に明文化するということで、今回我が市の

条例も改定することになったといういきさつであります。 

 敷金については、この前総括質疑でもありましたとおり、敷金をもって補修等に



― 324 ―   

借り主の方の責任によるものについては充てることができるということ。 

 あと、地域振興住宅については、あくまでも空き家対策としての改正点というこ

とであります。 

 そのほか質疑はないところでありました。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ２回目の質問の、最初１回目の質問で再度質問いたします。 

 敷金の取り扱いについて、るる条例改正規定の中でもありますけども、それを具

体的に、特に敷金の取り扱い、単純化した、そうした改正でありません。細かい例

外規定を含めて項目があります。それをどのように整理して受けとめたらいいので

しょうか。もし報告答弁ができたら報告してください。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 詳細についての質疑はありませんが、説明参考資料等にあった内容だけの説明で

終わりました。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 参考資料という、だからそれを具体的にどのように整理したらいいのか、もし報

告できたら報告してください。それが難しかったらよろしいです。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 特にありませんでした。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論、採決に入ります。討論、採決は１件ずつ行います。 

 まず、議案第12号、曽於市有住宅条例の一部改正について討論を行います。反対

の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 
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 これより議案第12号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第13号、曽於市営住宅条例の一部改正について討論を行います。反対

の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第13号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 次に、議案第14号、曽於市地域振興住宅条例の一部改正について討論を行います。

反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第14号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   



― 326 ―   

 起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第15号、曽於市水道事業給水条例の一部改正について討論を行います。

反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第15号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第16号、曽於市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の一部改正について討論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第16号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第17 議案第17号 財産の無償貸付けについて   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第17、議案第17号、財産の無償貸付けについてを議題といたします。 

 議案第17号については、総務常任委員会に審査を付託していましたが、審査を終
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了されております。総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 議案第17号、財産の無償貸付けについて。 

 本案は、末吉町旧岩北学校給食共同調理場を株式会社グローバルハートに平成27

年から無償で貸し付けしていたものを、今回契約が終了するため、新たに令和２年

４月１日から令和７年３月31日までの５年間無償貸し付けをするものです。 

 どのような事業を行っているかとの質疑に対し、主な商品はケイ素ティーのイン

ターネット販売で、販売額は平成29年300万円、平成30年500万円、令和元年600万

円の売り上げがある。常時雇用１名、忙しい時期にパート２名の従業員による手づ

くり生産であるとの答弁がありました。 

 また、土地等の貸付料は幾らであるかとの質疑に対し、これまでは年間土地代22

万200円と備品使用料82万円で合計104万200円の契約であったが、今回20万6,000円

と備品使用料４万5,800円の合計25万1,800円であるとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で可

決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第17号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 
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日程第18 議案第18号 曽於市道路線の認定について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第18、議案第18号、曽於市道路線の認定についてを議題といたします。

議案第18号については、建設経済常任委員会に審査を付託していましたが、審査を

終了されております。建設経済常任委員長の報告を求めます。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 議案第18号、曽於市道路線の認定について。 

 本案は、市が宅地分譲した大隅町坂元の坂元団地と大隅町月野の大隅南団地内の

道路を市道路線に認定するものであります。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で可

決すべきものと決定しました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第18号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第19 議案第19号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第19、議案第19号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）に
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ついてを議題といたします。 

 本案については、各常任委員会に審査を付託していましたが、審査を終了されて

おります。まず、総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 議案第19号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）について（所管分）。 

 今回の補正予算は、それぞれの事業の確定及び執行見込みによる増減が主なもの

です。 

 総務課関係では、総務管理費の共生・協働推進事業の市民提案型地域づくり事業

は何件あったかとの質疑に対し、14事業のうち１つが継続事業、13事業は新規事業

であったとの答弁がありました。 

 企画課関係では、コミュニティＦＭ放送局運営負担金の執行残1,000万円の考え

方についての質疑に対し、令和２年度は2,500万円予算計上しているが、市民のＦ

Ｍの聴取率の調査や放送局長の選任等も検討しての計上である。今後は適正な予算

を計上していくとの答弁がありました。 

 プレミアム付き商品券交付金について、減額補正が２億3,250万円とかなり多い

が、市民への周知はどのように行ったかとの質疑に対し、市報で５回、ＦＭ放送で

56回行ったとの答弁がありました。 

 財政課関係では、今回、全体の予算として執行残は幾らかとの質疑に対し、約

７億4,000万円であるとの答弁がありました。 

 特別交付税はいつ交付されるかとの質疑に対し、例年３月20日ごろであるとの答

弁がありました。 

 また、過去３年間の交付額は幾らかとの質疑に対し、平成28年度約８億300万円、

平成29年度６億8,000万円、平成30年度約７億3,000万円であったとの答弁がありま

した。 

 市民課関係では、クリーンセンターの稼働はどうなっているかとの質疑に対し、

現在試験運転中で３月19日に竣工予定であるとの答弁がありました。 

 また、処理能力と対応年数についての質疑に対し、１基あたりこれまでより２ト

ン多い12トン、２基で１日24トンの処理が可能である。対応年数は現在９割の出力

でごみの処理をしているので、当初15年の予定だったが、20年は可能ではないかと

試算しているとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 次に、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 
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○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 議案第19号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）について（所管分）。 

 本案は、各事業の確定及び執行見込みなど、精算的なものによる増減が主なもの

であります。 

 審査過程での主な質疑内容と結果について報告いたします。 

 保健課関係では、都城市休日急患診療事業、救急医療施設等事業負担金の精算方

法についての質疑に対し、前々年度の10月から９月分の診療実績をもとに予算を計

上し、診療報酬等の収入見込み等に応じて精算しているとの答弁がありました。 

 曽於地域救急医療協議会及び曽於地域医療確保対策協議会の実施状況についての

質疑に対し、曽於地域救急医療協議会及び曽於地域医療確保対策協議会は１回、曽

於保健医療圏地域医療構想調整会議が四、五回開かれているとの答弁がありました。 

 委員より、この６年間曽於地区の救急医療対策への取り組みが全く進んでいない

状況であり、市長主導による取り組みを強化するよう強い意見がありました。 

 福祉事務所では、子ども・子育て支援給付金の増の内容は何かとの質疑に対して、

全ての保育園の園児1,149名の12カ月分が対象であり、公定価格が１人当たり１カ

月1,160円から6,100円の増になる。使途については、事務職、栄養職等の36項目の

加算があるが、主なものは処遇改善であるとの答弁がありました。 

 学校教育課関係では、学力向上支援員のあり方、報酬の減額についての質疑に対

し、支援員のあり方については現状でいろいろ課題も見えてきているので、今後工

夫したい。報酬の減額については、家族の事情等による年休全取得後の欠勤による

ものであるとの答弁がありました。 

 社会教育課関係では、指定寄附金はどのような方法での寄附かとの質疑に対し、

東京方面の匿名の方からの郵送による寄附であり、ことしで３年目になり、１回あ

たり15万円の寄附がある。平成29年度は５回の75万円、平成30年度は４回の60万円、

令和元年度は４回の60万円、合計195万円の寄附があるとの答弁がありました。 

 青少年海外研修派遣事業の参加についての質疑に対し、定員８人に対し４人の参

加で、年々減少傾向である。１人につき33万円の補助があるが、30万円以上の個人

負担が現象の要因にもなっているとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 次に、建設経済常任委員長の報告を求めます。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   
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 議案第19号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第８号）について（所管分）。 

 本案は、各事業の確定及び執行見込みなど、精算的なものによる増減が主なもの

であります。 

 各課における主な質疑内容と結果を申し上げます。 

 農林振興課関係では、県支出金の活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金増額

が主なものであり、国の補正予算により前倒しができるとの説明がありました。 

 商工観光課関係では、地域商品券発行事業のプレミアム商品券が好評であり、

750万円の補正と思いやりふるさと寄附金推進事業の総務省の指導により、寄附額

の50％以下に経費を削減するよう指導があり、広告料を減額補正すると説明があり

ました。 

 畜産課関係では、畜産基盤再編総合事業負担金の減額について質疑があり、建設

工事が不調に終わり減額したが、令和２年度新たに工事発注をするとの答弁があり

ました。 

 耕地課関係では、現年度発生農地・農業用施設災害復旧費の繰越明許費補正につ

いて質疑があり、国の災害査定が12月５日まで実施されたことと補助率増高申請ヒ

アリングが12月26日に実施されたことから、実施設計所作成及び県の設計審査が

１月以降になり、工事発注が２月以降になったことによるものであるとの答弁があ

りました。 

 建設課関係では、地域振興住宅の減額について質疑があり、今年度建設を計画し

ていた３棟のうち１棟について入居予定者から辞退の申し出があったとの答弁があ

りました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの各常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 総務委員長に２点大きく質問いたします。 

 第１点は本年度の財政的な立場からの質問であります。 

 補正予算の９号は残っておりますが、今回の８号でほぼ歳入を中心とした、ある

いは市債発行を中心とした歳出についてもおおむね全体的な、最終的な補正予算で

あります。 

 先日の議案質疑でも若干質問したかと思いますけども、質問の第１点、本年度の

税収の状況あるいは市債発行状況癩癩途中からの発行もあります癩癩あるいは基金
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活用癩癩これも年度途中からの活用も少なからずありますが癩癩と関連いたしまし

て、市債現在高の状況等について、議論がされていたら報告をしてください。 

 議会サイドとしては、やはり安定的な財政運用のためには大事な側面の一つだと

受けとめており、そうした立場からの質問であります。 

 質問の２点目、先日も総括質疑で質問いたしましたが、154ページのプレミアム

付き商品券の２億4,058万4,000円の減額でございます。これは、執行率がわずかに

32％、こうした１億円単位の大きな事業の執行残がしかも30％そこそこの執行率し

かなかったということはちょっと記憶にないところでございます。曽於市議会にお

きましても。これは、基本的には五位塚市政に責任は全くなく、安倍政権の失政と

しか言いようがないんですけども、こうした30％そこそこの執行率についての事業

について、議論が深められていたらお聞かせ願いたいと考えております。今後こう

したやり方はもうやめていただくのが市当局にとっても市民にとっても、議会にと

ってもいいことじゃないかと受けとめており、そうした立場からの質問であります。 

 それから建設経済委員長に２点質問いたします。 

 質問の第１点は、278ページの肉用牛特別導入事業基金の返還金4,503万2,000円。

総括質疑でも質問いたしました。畜産課長答弁は、２つの基金があって、今回のこ

の基金を取り崩したとしてももう一つの基金が２億円余あるために、財政的には問

題なく対応できるという答弁であったかと受けとめております。 

 委員長に対する質問は別な立場からの質問であります。 

 この事業自体は非常に大事な事業でありますけども、畜産振興上ですね。この数

年この事業の積極活用についてどのような一応議論がされて、そして適応がされて

きたか。子牛価格は幸いこれまで高かったんですけども、高齢化等が進む中、なか

なか後継者を含めて順調にいっていないために、子牛の頭数が減少傾向であります

けども、今後この基金を活用するために、例えば活用の範囲を広げる、あるいは柔

軟対応をしていくということを含めて、具体的な議論がされていたら報告してくだ

さい。これが第１点。 

 それから第２点目は、310ページの地域振興住宅建設の2,529万8,000円の減額で

ございます。先日の総括質疑でも質問いたしましたし、ただいまの委員長報告でも

説明がありました。 

 先日の総括質疑でもせっかく３戸分の限られた予算が計上されてその中で１戸分

が辞退者があったということで、結果として年度末にこれを落とすというのもある

面では残念な点がいたします。今後とも、こうしたことは相手があることでありま

して、ないとは限らない、ある面ではあり得ることだと思うんです。その場合に、

どうしてせっかくのこの予算をほかの人に回すということについて、教訓化はなか
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ったのかどうか、議論があったらお聞かせください。 

 第２点目、先日の総括質疑でも市長答弁の中で、例えば一応希望者は４軒の中で

柳迫も１軒あったけども、柳迫はやはりこの対象から外したということでありまし

たけども、それはおかしいんじゃないか。やっぱり柳迫も農村地域でありまして、

現状はともかく将来見通した場合に、地域振興住宅を含めてやはり適用範囲と、対

象とすべきじゃないかといった立場からの質問でありましたが、この問題について

も、来年度以降のこともありますので、委員会審議の中で対象地域とする区域問題

について議論がなされていたら報告してください。 

 以上２点です。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 ただいま徳峰議員より２点ほど質問をいただきました。 

 本年度の税収を市債発行、基金活用の現在高等の議論がなされたかということに

お答えいたします。 

 総括質疑の中でも出ましたけども、委員より、今後の普通交付税が減額されてい

る中、特定目的基金をどのように考えているかという質問に、岩川小学校当初合併

特例債を利用する計画であったが、義務教育債、過疎対策債を利用して建設予定で

あるということで、また、合併特例債のソフト事業としてのまちづくり基金、これ

が19億円ほどある。そしてまた、先ほど岩川小学校をそっちのほうのを使ったもの

ですから、市立学校施設整備基金とまた今思いやりふるさと基金が非常に寄附が多

いということで、これを利用して普通交付税の減額分を有利な起債をつくりながら

平準化した利用をしてとにかく財政の安定に努めたいという説明でございました。 

 それと、プレミアム商品券についてですけど、総括質疑の中でも大分質問されま

したので私たちの委員会では資料をいただきまして、今回33％であったということ

で、周知等は先ほどの委員長報告にありましたようにいろんな手使ってやったんで

すけど、やはり利用者の上位店舗というのが各町ごとにありまして、ほとんど食料

品のスーパーでその33％の方が利用されたということで、やはり所得の低い方が今

回対象だったということで、高額なそういう商品よりも身近な食料品に対して需要

が多かったんじゃないかということで、やはり上限が２万5,000円で２万円で5,000

円分のプレミアムがつくんですけど、やはりその金額は負担が大きいので、必要最

低限に必要な食料品に使ったからこういう結果ではなかったかという、はっきりし

た分析はできないんですけど、そういうことでした。 

 そして、若い人が新生児を対象に713人対象者がいるということで、この方々の

利用状況はどうであったかという質問をしましたけど、そういう調査はできないと

いうことになっているということで、分析がやはり個人情報的なものもあって難し
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いのではないかという説明でございました。 

 以上です。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 お答えいたします。 

 278ページの肉用牛特別導入事業基金返還金についてお答えいたします。 

 これについては、利用者等がなく県に返還をしたということであります。また基

金残高については現在のところまだ4,562万2,000円ほどあるということであります。 

 ほかについては質疑はなされなかったところであります。 

 また、地域振興住宅の減額についてでありますが、これについては現在空き家が

５戸あるということで、それによって対処をした部分もあったとのこと。それと、

ほかの希望者に回すという点については、今まで努力した結果としてできなかった

ということで、最後の補正で計上されたものと認識しております。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ２回目の質問に２点、総務委員長にまず質問いたします。 

 この財政問題については、委員長もよく御承知のように大きな事業は国庫の補助、

２点目が起債、３点目が一般財源を、この合理的、効果的、組み合わせての事業が

一般的であります。 

 ただいま委員長報告にありましたように、一般財源はそれなりに、ふるさと基金

を初めとして客観的には一定保有がされており、余裕といっては言い過ぎかもしれ

ませんがあります。 

 委員長報告の中でまた有利な起債とありましたけども、有利な起債がどれだけあ

るか、私はもうそのようにないように思っております。特例債がなくなりましたの

で、新たな基金を探すしかないと。その点での議論がもしあったらお聞かせ願いた

いと考えています。今後の大きな課題の検討すべき一つであると受けとめており、

そうした立場からの質問であります。 

 それから２点目のこのプレミアム付き商品券について、ほかの市町村もやはり同

じく執行率が低かったのかどうか、もし審議がされていたら報告していただきたい

と思っております。 

 以上２点です。 

 建設経済委員長に１点だけ質問いたします。 

 この地域振興住宅の中で、今地域振興住宅が132前後あるんですけれども、５戸

ほど空き家があるということで、それによって対処したと。空き家が５戸あってそ

れによってというのはちょっと意味不鮮明なんですが、どういったことなんでしょ
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うか。答弁をしていただきます。 

 以上です。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 財政課長より有利な起債を今後利用しながらその事業ごとに平準化した基金を利

用していきたいという説明がございましたけど、それ以上にはなかったところでご

ざいます。 

 合併特例債が残り31億1,400万円ほど令和７年度を限度に利用する枠があるので、

これを有利に生かして、その後はまた有利な起債をその都度検討していきたいとい

う説明でございました。 

 以上です。 

 あと、プレミアム商品券のほかの市町村はどうだったかという質問は、総括質疑

で出ましたので、あえてそこの質問はなかったところでございます。 

 以上です。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 お答えします。 

 現在あった空き家について、入居希望者の方に場所等の調整をした結果、２件ほ

どそちらのほうに入っていただけたという、そういう意味での、入所条件について

は完全にクリアしているということで対応したということでした。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１２番（山田義盛議員）   

 文厚委員長に１点だけ質問させてください。 

 学校教育関係では、学力向上支援へのあり方、報酬の減額についての質疑に対し

て、支援員のあり方については、現状でいろいろと課題も見えてきているので今後

工夫をしたいという当局の答弁がなされておりますが、支援員のあり方の課題は何

かなと思っているんですけど、課題について委員会で審議されてあったら報告をく

ださい。 

 以上であります。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 支援員のあり方のところでは、現在学力向上支援員と特別学級支援員、この両方

の支援員があります。その運用のあり方について、いろいろと学校サイドでどちら

も縦割りといいますか、横割りといいますか、なかなか業務のあり方に若干工夫が

必要なのではないか。現状はちょっと、若干仕事をやりにくい状況があるというよ
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うな趣旨の課題があるという答弁でございました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１２番（山田義盛議員）   

 具体的にちょっと何か示されていましたか。なかったのかだけ。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 内容的には学力向上支援員を特別学級のほうで使いにくい。特別学級支援員を学

力向上のほうで使えない、そういう具体的なお話はございまして、今後どのように

するかは新年度の予算でまた検討はしているという答弁でありました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第19号を採決いたします。本案に対する各常任委員長の報告は可決

であります。本案は各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求

めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって議案第19号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第20 議案第20号 令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について   

日程第21 議案第21号 令和元年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について   
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日程第22 議案第22号 令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第20、議案第20号、令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）についてから日程第22、議案第22号、令和元年度曽於市介護保険特別会

計補正予算（第４号）についてまでの以上３件を一括議題といたします。 

 議案３件については、文教厚生常任委員会に審査を付託していましたが、審査を

終了されております。文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 議案第20号、令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）につい

て。 

 本案は、保険税等の収入見込みや執行見込みによる増減が主なものであります。 

 一般被保険者療養給付金7,000万円の増額についての質疑に対し、当初予算は伸

び率1.5％で計上したが、5.5％の伸びとなった。内訳は骨折、脳梗塞、精神疾患等

の入院費の伸びであり単年度の特別な事情であるとの答弁がありました。 

 末吉の新規病院の開院による医療費への影響についての質疑に対し、医療費は減

少傾向にあるが１人当たりの医療費は上がっている。昨年７月、救急病院が開院し

たが市内市外の受診率の変化はあまり見られないとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第21号、令和元年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につ

いて。 

 本案は、保険料等の収入見込みや執行見込みによる増減が主なもので、歳入では

後期高齢者医療保険料及び繰入金を減額し、歳出では後期高齢者医療広域連合納付

金を減額するのが主なものであります。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第22号、令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）について。 

 本案は、国庫支出金等の収入見込みや執行見込みによる増減が主なもので、歳入

では諸収入及び財産収入を追加し、繰入金及び支払基金交付金を減額。歳出では執

行見込みにより地域支援事業費を減額し、基金積立金及び予備費を追加するものが

主なものです。 

 給付費の伸びについての質疑に対し、当初予算は前年度比0.5％増で計上したが、

最終的には0.66％増になる見込みであるとの答弁がありました。 
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 予備費の推移についての質疑に対し、平成29年度6,223万5,000円。平成30年度

591万8,000円。令和元年度1,959万9,000円であるとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１５番（海野隆平議員）   

 議案第22号の介護保険特別会計につきまして、１点だけお聞きしたいと思います

けど。介護給付費の伸びについてがここに書いてあります。当初予算は前年度

0.5％の増で計上したが、最終的には0.66％の増になる見込みであるというふうな

答弁だったわけでありますけども、わずかとはいえども0.16％上がっているわけで

ありますけど、この要因は何であったのかお聞きしたいと存じます。１点だけです。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 0.16％の増ということでありますが、具体的な内容のところの議論はしていませ

ん。精算的な増減の中での誤差の範囲内であるというような理解しています。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論採決に入ります。討論採決は１件ずつ行います。 

 まず、議案第20号、令和元年度曽於市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について討論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第20号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 
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［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第21号、令和元年度曽於市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について討論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより、議案第21号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決

であります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第22号、令和元年度曽於市介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて討論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第22号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第23 議案第23号 令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

について   
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日程第24 議案第24号 令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第５号）

について   

日程第25 議案第25号 令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

について   

日程第26 議案第26号 令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第５号）について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第23、議案第23号、令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号）についてから日程第26、議案第26号、令和元年度曽於市水道事業会計

補正予算（第５号）についてまでの以上４件を一括議題といたします。 

 議案４件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託していましたが、

審査を終了されております。まず、総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 議案第24号、令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第５号）に

ついて。 

 今回の補正予算は、事業費の確定及び執行見込みによる増減が主なものです。 

 生活排水処理事業基金の残高の質疑に対し、平成30年度で約1,980万円であると

の答弁がありました。 

 また、浄化槽市町村設置型事業の循環型社会形成推進地域計画はいつまでかとの

質疑に対し、令和４年３月31日で終了する。今後、令和３年度までに検討委員会の

意見をまとめる予定であるとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 次に、建設経済常任委員長の報告を求めます。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 議案第23号、令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて。 

 本案は、事業費の執行見込みによる増減が主なものであります。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第25号、令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第

４号）について。 

 本案は、事業費確定及び執行見込みによる増減が主なものであります。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で可
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決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第26号、令和元年度曽於市水道事業特別会計補正予算（第５号）につ

いて。 

 本案は、収益的支出については執行見込みによる増減と、資本的収入について収

入見込みによる国庫補助金を減額するものであります。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの各常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論、採決に入ります。討論、採決は１件ずつ行います。 

 まず、議案第23号、令和元年度曽於市公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号）について討論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第23号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第24号、令和元年度曽於市生活排水処理事業特別会計補正予算（第

５号）について討論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 



― 342 ―   

○議長（土屋健一）   

討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第24号採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決であ

ります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第25号、令和元年度曽於市笠木簡易水道事業特別会計補正予算（第

４号）について討論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第25号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第26号、令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第５号）について

討論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第26号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   
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 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第27 議案第34号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第９号）について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第27、議案第34号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第９号）に

ついてを議題といたします。 

 本案については、各常任委員会に審査を付託していましたが、審査を終了されて

おります。まず、総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 議案第34号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第９号）について（所管分）。 

 今回の補正予算は、国の補正予算成立に伴う事業によるものが主なものです。 

 財政課関係では、市債で市道の社会資本整備総合交付金事業890万円と、緊急自

然災害防止対策事業1,500万円、小学校校舎ＬＡＮ整備事業8,550万円、中学校校舎

ＬＡＮ整備事業2,220万円が主なものです。 

 市民課関係では、曽於市の個人番号カードの申請率はどのくらいかとの質疑に対

し、令和２年１月30日現在4,438人の申請があり、12.26％である。申請率は、鹿児

島県平均が16.81％、全国平均が18.72％である。曽於市は県内43市町村のうち40番

目で、19市のうち19番目であるとの答弁がありました。 

 原因は何かとの質疑に対し、市民が個人番号カードは必要ないという認識や、市

の啓発推進がまだ十分でないことが理由であるが申請手続の人員が足りないことも

大きな要因である。今後検討していきたいとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 次に、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 議案第34号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第９号）について（所管分）。 

 本案は、国の補正予算による、文部科学省が進めるＧＩＧＡスクール構想による

公立学校情報通信ネットワーク環境整備事業費であり、小学校施設整備事業１億

7,686万2,000円、中学校施設整備事業4,487万4,000円、それぞれ追加するものであ

ります。 

 教育委員会総務課関係では、校内ＬＡＮ整備工事の今後のスケジュールについて

の質疑に対し、３月に指名委員会を行い、工事は４から６工区に分けて７月から10

月の期間で実施する予定で、市内業者で対応できるとの答弁がありました。 
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 委員より、国の補正予算等による新規事業については、説明資料を作成し詳細な

説明を求める意見が出されました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 次に、建設経済常任委員長の報告を求めます。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 議案第34号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第９号）について（所管分）。 

 本案は、土木費国庫補助金の増額が主なものであります。 

 繰越明許費の追加の多さについて質疑があり、災害発生による事務量の多さによ

るものであるとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの各常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第34号を採決いたします。本案に対する各常任委員長の報告は可決

であります。本案は各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求

めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第28 議案第35号 令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第６号）について   
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○議長（土屋健一）   

 次に、日程第28、議案第35号、令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第

６号）についてを議題といたします。 

 本案については、建設経済常任委員会審査を付託していましたが、審査を終了さ

れております。建設経済常任委員長の報告を求めます。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 議案第35号、令和元年度曽於市水道事業会計補正予算（第６号）について。 

 本案は、収益的支出の追加であり、水道管破損による損害賠償請求のため、委託

料が発生したものであります。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第35号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立をお願い

します。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 次の本会議は、明日６日午前10時から開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散会 午後 零時１０分 
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開議 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、配付いたしております議事日程により進めます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 議案第５号 曽於市手話言語条例の制定について   

○議長（土屋健一）   

 日程第１、議案第５号、曽於市手話言語条例の制定について議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第５号は、配付いたしております議案付託表

のとおり、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 議案第27号 令和２年度曽於市一般会計予算について   

○議長（土屋健一）   

 日程第２、議案第27号、令和２年度曽於市一般会計予算についてを議題といたし

ます。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑通告がありますので、順次発言を許可します。 

 まず、徳峰一成議員の発言を許可します。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 一般会計の新年度予算について、15項目にわたり、通告要旨に基づきまして質問

をいたします。 

 まず１点は、新年度予算を編成するに当たりましての各課の予算要求から査定、

そして、予算計上と予算提案に至る経過、流れについて説明してください。 

 新年度予算は、前年度比14.8％とかつてない大幅な増額となり、総額で269億500

万円でありますので、この流れについて説明してください。 

 ２点目の質問、今回の当初予算には、計上されてないものの、今後、令和２年度

の補正予算の段階で、新たな提案予定の、特に予算額が大きい事業内容について考
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えておられる予算額を含めてお聞きをいたします。 

 質問の３点目、歳入についてでございます。当然、歳出が大きくふえております

ので、それに伴う歳入も見た限りにおいては、項目によってはかつてない大きな歳

入の計上を、予算計上をいたしております。 

 税収、あるいは使用料、寄附金や市債発行高を初めとして、歳入の主な項目につ

いて、特徴を含めて説明してください。 

 第４点目、新年度の当初段階での財政について、主な基金、市債、さらに公債費

等について、残高を含めて説明してください。 

 関連いたしますが、新年度予算が大変大きいために、この財政状況もかなり数字

が動いております。基金の取り崩しもかつてない新年度予算で合わせて32億2,000

万円と大変な基金の取り崩しを予算計上いたしております。これらを含めて説明し

てください。 

 質問の５点目、当初予算の段階で、特別会計を含めて、人件費等について、同じ

く、この４月から会計年度の移行に伴いまして、具体的にはフルタイム並びにパー

ト職員等の一定の労働条件の改善に伴う報酬等が見られます。これらについての増

額、総額を含めて説明してください。 

 次に、６項目め、説明書の218ページ、地域コミュニティ協議会等の補助金210万

円について、あわせて240ページのコミュニティ助成事業補助金の480万円について

説明してください。 

 これまで、条例改正を初めとした昨日までの審議の中でも一定質疑が交わされて

おりますけれども、これを踏まえた質問でございます。 

 また、コミュニティＦＭについては、これまで総括質疑が昨日の委員長報告に対

する質疑等で、一定、新年度から改善の方向で当局の姿勢が見られますので、質問

は省きます。 

 質問の７点目、235ページの防災施設建設工事並びに旧岩川高校解体工事につい

ても説明してください。 

 防災施設建設工事は、前年度はゼロ計上でありましたが、新たな6,337万2,000円

でございます。主な施設等の内訳についても説明してください。 

 また、本年度限りの当初予算の計上であるのかを含めて説明してください。 

 また、旧岩川高校の解体工事については、教育委員会関係の岩川小学校の移転改

築に伴う予算計上とは別個な形で、総務課サイドで計上されております。１億

4,715万円であります。これも、当初の計画に比べてどれだけふえたか、ふえた理

由を含めて、１回目の答弁でしてください。 

 次に、８番目、273ページの庁舎整備事業の内容等について、新年度当初では
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１億1,668万8,000円が予算計上されております。 

 まず第一に、本庁舎増築基本実施設計業務委託料が6,373万5,000円が計上されて

おります。第１点は、この予算計上の執行について、その時期、あるいは今後の新

年度の流れについても説明してください。 

 例えば、この委託料の競争についても、競争入札の形態についても説明してくだ

さい。これは、結果的に16億円を超える大きな事業費となりますので、最初のこの

委託料の執行の段階から、極めて競争性の高い、そうした事業のあり方が求められ

ます。 

 関連いたしまして、末吉中央公民館も予算計上いたしておりますが、この実施設

計は本年度で行われ、委員会審議の中でもこの設計委託料について、14者の入札参

加があったと報告がされております。ですから、中央公民館は予算に対比６割台で

落とされております。こうした非常に競争性の高いそうしたこの設計段階での入札

のあり方が、まず第１歩として非常に大事じゃないかと考えており、その立場から

の質問でございます。 

 また、２点目、駐車場の整備も1,591万4,000円計上されておりますが、その場所、

時期、また、この予算で足りるのかを含めて説明してください。 

 ３点目、造成工事費も予算計上されておりますが、同じく場所、時期、また、こ

の予算で対応できるのかを含めて説明してください。 

 また、細かくは２回目以降、質問いたします。 

 次に、９点目、297ページから302ページのクリーンセンター関係でございます。 

 まず、大隅・財部処分場の管理費等について内訳を説明してください。 

 また、クリーンセンターが昨日の報告にありましたけれども、この３月中に一応

新たな稼働が予定されているようでございますが、これに伴う新年度では、大隅・

財部処分場の管理のあり方を含めて、これまでどおり変わらないのかを含めて説明

してください。 

 また、クリーンセンターのこの間の整備についても、総事業費を含めて説明して

ください。細かくは２回目以降、質問いたします。 

 次に、10項目め、422ページの産地パワーアップ事業についてでございます。 

 前年度はゼロ計上でありましたが、今回、新規の３つの生産組合に対して1,054

万６,000円が計上されておりますが、その３つの組合の代表等を含めて、内容を含

めて説明してください。 

 その中で、事業概要の説明の中で、説明書の、高い付加価値、高付加価値な作物

へ転換しつつという表現があります。具体的には、この付加価値をより高める作物

への転換をしつつというのは、今回の場合、どういった意味内容であるのかを含め



― 352 ―   

て、３つの提案された生産組合との運営の関連性についても、この点であわせて説

明をしてください。 

 次に、11番目、447ページの思いやりふるさと寄附金事業並びにこれらに関連す

る予算についてでございます。 

 今回の新年度予算では、28億139万7,000円が予算計上されております。前年度当

初では17億1,778万7,000円でありましたので、10億836万1,000円の増額であり、ま

た、前年度対比実に63％の大変な大幅増の予算計上でございます。 

 質問でありますが、この点で、本年度の実績、あるいは本年度見込みについても

説明してください。 

 また、関連ある予算としては、歳入について、あるいは基金の取り扱いについて

も関連する予算として説明してください。 

 12番目、480ページの県営土地改良事業について、その進捗、今後の計画を含め

て、あわせて489ページの基幹水利事業についても説明してください。 

 県営土地改良事業については、総額で３億3,249万3,000円が予算計上されており

ます。また、基幹水利事業については、この中岳谷川内ダムのいわゆる管理費につ

いての予算計上1,678万8,000円でありますが、その財源内訳、負担割合を含めて説

明してください。 

 次に、13番目、497ページから506ページに至る建設課サイドの市道整備の関連の

事業について質問いたします。 

 第１点は、主な事業についての説明をしてください。 

 ２点目、これらの予算総額について、497ページから506ページの市道整備関連予

算総額は幾らであるか、また、前年度は幾らであるか、前年度に比べて一定減って

おります。この点での疑問点もありますので、前年対比を含めて説明してください。 

 次に、14番目、住宅建設費について、桜ヶ丘住宅についての建物購入費として10

億1,792万6,000円が計上されております。 

 質問の１点は、解体、造成工事について、既に業者は決まっておりますが、新年

度のスケジュールについて説明してください。 

 ２点目、入居移転の反対者が１人おられ、議会に提案された経過がありますが、

この方についてのその後の対応についても説明してください。 

 ３点目、この予算計上に伴うこの住宅を購入する時期はいつをめどとして購入す

る予定であるのか、関連して、新たな入居時期についても説明してください。 

 次に、15番目、517ページの地域振興住宅についてでございます。 

 昨日も、あるいは総括質疑、質疑でも質問いたしました。新年度では、５戸分が

計上されており、前年度は３戸分でありましたので、１歩前進であります。ただ、
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五位塚市長が誕生した６年半前の本会議での私の質問に対して、地域振興住宅は毎

年10戸をめどとして建設したいといった答弁がありまして、10戸に比べたら、それ

でも約半分の５戸分であります。そして、この５戸分の対象地域はどことどこであ

るのか、また、関連して、現在、地域振興住宅に対する希望者は何名ほどであるの

かを報告してください。 

 以上の質問であります。 

○財政課長（上鶴明人）   

 それでは、今、徳峰議員からあった質問にお答えいたします。 

 まず、１番目に、今回の当初予算についての査定、予算要求、それから査定、予

算計上に至る経過についてということでございます。 

 まず、当初予算につきましては、10月１日に各課に対しまして当初予算編成の基

本方針をお示ししております。11月８日までの提出を依頼したところでございます。 

 その後、各課からの要求に対しまして、11月12日から副市長査定を延べ17日間、

12月25日に市長・両副市長によります現地調査、１月15日から市長査定を４日間行

い、当初予算案を編成したところでございます。 

 各課からの要求額は、歳入が238億9,866万5,000円、歳出が277億5,040万3,000円

でございました。歳入不足額が38億5,173万8,000円でありましたので、市長査定等

によりまして、不足額の調整を行っていただきながら、最終的には財源調整として、

基金繰り入れを32億3,010万7,000円計上したところでございます。 

 続きまして、②にございます、今回当初予算には計上されなかったが、今後補正

予算で提案予定の、特に予算額の大きな事業についてお答えいたします。 

 令和２年度の当初予算は、予算編成方針に基づきまして、年度内の収入及び支出

の一切を見積もった年間予算として編成したところでございます。ただし、今後、

年度途中におきまして、災害等のやむを得ないものや、国・県の予算に伴うものに

ついては、補正予算の計上をお願いすることになると考えているところでございま

す。 

 今回、質問のあった今後補正予算として計上が見込まれる大きな事業としまして

は、現時点で耕地課の農業・農村活性化推進施設等整備事業、清津野地区でござい

ます。事業費は1,250万円で、事業内容は排水路整備を行うもので、今後県の採択

をもって議会への提案を予定しております。 

 次に、教育委員会総務課の小中学校へのタブレット導入事業でございます。この

事業につきましては、令和元年度の国の補正予算に関連するもので、導入機器の種

類に応じて事業費は変動しますが、現段階では概算で5,300万円程度になるものと

見込んでいるとこでございます。事業内容につきましては、令和２年度において、
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小学校５年生、それから６年生及び中学校１年生の児童生徒用と教師用として890

台ほどを導入する計画で、６月または９月の議会への提案を予定しているとこでご

ざいます。 

 続きまして、３番目でございます。③でございますが、税収、使用料を初め、歳

入の主な項目についてということでお答えいたします。 

 当初予算におきます自主財源としましては、市税、使用料、繰入金等がございま

す。額の大きい順に申しますと、まず市税は33億3,189万6,000円で、前年度に対し

まして9,969万3,000円、3.1％の増となったとこでございます。主な要因としまし

ては、固定資産税の償却資産が3,801万4,000円、7.0％の増がございました。 

 次に、繰入金でございます。32億3,010万9,000円で、前年度に対しまして６億

6,913万7,000円、26.1％の増となったとこでございます。主な要因といたしまして

は、思いやりふるさと基金５億円、38.5％の増でございます。 

 次に、寄附金18億500万3,000円でございます。前年度に対しまして８億円、

79.6％の増となっております。要因といたしましては、思いやりふるさと寄附金

８億円、80.0％の増でございます。 

 続きまして、依存財源につきましてでございますが、まず、地方交付税77億300

万円で、前年度に対しまして500万円、0.1％の減となっております。普通交付税は、

前年度実績等を考慮して算定いたしまして74億300万円、特別交付税は昨年度と同

額の３億円を計上したとこでございます。 

 次に市債でございます。40億3,920万円で、前年度に対しまして９億8,700万円、

32.3％の増でございます。主な要因といたしましては、市営桜ヶ丘団地の建てかえ

事業に伴います公営住宅事業債６億2,320万円の増でございます。 

 続きまして、国庫支出金ですが、30億9,032万9,000円で、前年度に対して５億

6,084万2,000円、22.2％の増となっております。主な要因としましては、市営桜ヶ

丘団地の建てかえ事業に伴います社会資本整備総合交付金３億9,426万4,000円の増

でございます。 

 それから、④でございます。新年度の段階、新年度当初予算の段階において、主

な基金、それから市債、公債費等についてということでの御質問でございましたが、

まず、主な基金についてでございます。今回の当初予算編成に当たり、財政調整基

金の取り崩し額を９億4,124万6,000円、前年度に対しまして1,555万5,000円、

1.7％の増となっております。 

 次に、ふるさと開発基金の取り崩し額は１億5,000万円で、前年度に対しまして

3,000万円、25.0％の増となっているとこでございます。 

 次に、思いやりふるさと基金の取り崩し額は18億円で、前年度に対しまして５億



― 355 ― 

円、38.5％の増となっているとこでございます。 

 続きまして、市債でございますが、当初予算額は40億3,920万円で、前年度に対

しまして９億8,700万円、32.3％の増となっております。主な目的別としましては、

総務債は２億2,510万円で、主なものは過疎地域自立促進基金造成事業の１億円で

ございます。 

 次に、土木債でございますが、14億2,070万円でございます。主なものは公営住

宅建設事業６億2,320万円でございます。 

 続きまして、教育債が14億360万円でございます。主なものは小学校施設整備事

業８億2,850万円でございます。 

 続きまして、公債費でございますが、当初予算額は32億130万9,000円で、1,128

万6,000円、0.4％の減となっております。 

 元金は30億8,983万3,000円で、前年度に対しまして1,492万8,000円、0.5％の増

となっております。主な要因といたしましては、以前借りかえ分で、今年度から償

還の始まる市債、また、令和元年度借り入れ予定分で据え置き期間のない償還に係

る元金見込み額の増に伴うものでございます。 

 償還利子につきましては１億1,045万6,000円で、前年度に対しまして2,625万

7,000円、19.2％の減となっております。主な要因といたしましては、借り入れし

ていた市債の償還終了に伴う減や近年の低金利に伴うものが主な要因でございます。 

 その結果、令和元年度末の現在高の見込み額が255億7,370万9,000円でしたが、

令和２年度末の残高見込み額が265億2,307万6,000円で、元年度に対しまして９億

4,936万4,000円の増となっているとこでございます。 

 続きまして、⑧でございます。庁舎整備事業の内容についてということでござい

ました。庁舎整備につきましては、今回、令和２年度の予算措置の主な内容としま

しては、まず、市役所本庁舎増改築に関する開発行為許可申請業務委託とプロポー

ザル方式による増改築部分の基本・実施設計等の業務委託、また、増築部分の敷地

の地質調査業務委託、敷地の造成設計業務委託と造成工事、本庁舎周辺の駐車場整

備の実施設計業務委託等と工事等を計画しております。 

 スケジュールにつきましては、まず、４月の新年度が始まると、庁舎増改築の基

本設計業者の選定をプロポーザル方式で決定してまいります。業者決定の後、基本

計画におおむね３カ月ほどを要し、その後、実施設計業務を行ってまいります。最

終的な実施設計の業務が終了するのが令和３年の１月から２月ぐらいだと考えてい

るとこでございます。 

 また、基本設計と同時に、庁舎整備に関する開発行為の許可申請業務委託を行っ

てまいります。おおむねこの申請業務に５カ月から６カ月を要すると考えられ、最
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終的な許可をいただけるのが11月から12月ぐらいになるものではないかなと考えて

いるとこでございます。 

 また、５月ぐらいから庁舎の増築庁舎部分の地質調査を実施いたします。地質調

査の結果が判明し、増築庁舎の設計がある程度決まった時点で造成工事設計業務委

託を行いまして、引き続き造成工事を行う予定でございます。 

 今現在、庁舎の建設予定地、増築分でございますが、これは耕地課、それから畜

産課等の配置されている庁舎の南側の道路を隔てた向江公園の中にと考えていると

こでございます。 

 また、庁舎増築に伴いまして、駐車場の整備も検討しているとこでございますが、

令和２年度におきましては、栄楽公園東側、それから庁舎の西側並びに東側の駐車

場の造成測量設計業務委託料を行いたいと考えております。 

 その後、令和２年度において、栄楽公園の東側の駐車場整備工事を実施してまい

りたいと考えているところでございます。 

 それと、⑪です。おもいやりふるさと寄附金の……。 

（何ごとか言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   

 今、言われました造成工事につきましては、令和２年度で対応できます、予算で

です。 

（「だから、場所ということ」と言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   

 場所は、先ほど言いました向江公園です。 

 続きまして、⑪番でございますが、思いやりふるさと寄附金事業の関係で、財政

課所管に関する部分だけを申し上げます。 

 基金につきましては、思いやりふるさと基金の基金条例第６条において、この基

金は寄附条例の第１条の目的を達成するため、寄附事業に要する費用に充てる場合

に限り、全部または一部を処分することができるとなっております。 

 この項目、６項目といいますのは、活力あるふるさとづくりに関する事業を初め

として、６項目があるとこでございますが、令和２年度の当初予算において、充当

を18億円しております。これにつきまして、大きなものといたしましては、思いや

りふるさと寄附金推進事業の特産品ＰＲ推進事業委託料、これに７億7,000万円ほ

どと入れております。それが一番大きなものでございます。 

 以上でございます。 

（何ごとか言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   
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 基金の残高ということでよろしいですか。 

（「思いやりふるさと寄附金事業」と言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   

 申しわけございません。それになりますと、商工観光課になりますので、私のほ

うではちょっとわかりません。申しわけございません。 

○税務課長（山中竜也）   

 それでは、③番の市税の収入について、各税目ごとにお答えいたします。 

 市民税が前年度より3,817万円、3.3％の増額となっております。 

 個人市民税の均等割は、納税義務者数の変動は少ないと見込みまして、前年度よ

り43万6,000円、0.8％の増額で計上し、所得割額は特別徴収の前年度分を勘案いた

しまして、前年度より3,457万7,000円、3.8％の増となったところでございます。 

 また、法人市民税につきましては、30年度の決算額をもとに、均等割額は前年度

より248万2,000円、4.3％の増で、法人税額は前年度より75万8,000円、0.7％の増

額と見込んでいるところでございます。 

 固定資産税につきましては、前年度より5,443万2,000円、3.1％の増額となって

おります。土地は地価下落による減額を２％と見込み、地目変更や負担調整措置等

を勘案して、前年度より178万1,000円、0.5％の微増でございます。また、家屋に

つきましては、新増築分を2,999万1,000円と見込み、新築住宅軽減分や減免分を勘

案し、前値度より1,480万1,000円、1.8％の増額となったところでございます。 

 償却資産につきましては、新増設分を1,628万9,000円と見込みまして、前年度よ

り3,801万4,000円、７％の増額と見込んでいるところでございます。 

 次に、軽自動車税種別割につきましては、前年度より101万7,000円、0.6％の減

額となったところでございます。課税見込み台数を２万7,713台と推定し、車種ご

との税率で試算して計上いたしました。 

 環境性能割につきましては、対象車両を自家用乗用車が804台、自家用貨物車が

360台と見込み、1,307万5,000円を計上いたしました。 

 最後に、市たばこ税でございますが、前年度より523万4,000円、2.8％の減額と

なっております。たばこの消費本数を３級品以外が3,117万1,824本、３級品を202

万1,196本と見込んで計上したところでございます。加熱式たばこの普及や値上げ

に反しての買い控えなどにより、消費本数が減少しているための減額で、今後もし

ばらくはこの減少傾向が続くと推察されているところでございます。 

 以上です。 

○総務課長（今村浩次）   

 それでは、⑤特別会計を含む人件費等及びフルタイム、パートタイムの報酬等に
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ついてお答えしたいと思います。 

 今回、令和２年度特別会計を含む全体の人件費の予算総額でございますが、34億

7,017万3,000円でございまして、これにつきましては、前年度に対しまして２億

422万円の増となっているところでございます。 

 この増分につきまして、３つに区分けして御説明申し上げますが、まず、特別職、

一般職員、会計年度任用職員ということでお答えいたします。 

 特別職につきましては、これまで、令和元年度まで非常勤職員は報酬でしており

ましたので、この特別職のほうに入っておりましたが、今回、それが省かれるとい

うことで、２億6,394万3,000円の減となるところでございます。 

 一般職員につきましては、昨年末認めていただきました人勧のアップと、あるい

は昇給等によりまして4,000万ほど増額の予定、見込みでございます。 

 会計年度任用職員につきましては、皆増ということで、４億2,700万ほどでござ

いますが、これにつきましては、先ほど申し上げました特別職のところから２億

6,000万ほど持ってまいりますので、それに会計年度任用職員につきましては、こ

れまで令和元年度まで賃金で払っていた、７節の賃金で払っていた分がありますが、

これが約5,080万ほどございますが、これが報酬、あるいは給料のほうに振り替え

られるということで、人件費取り扱いになりますので、5,000万ほどふえるという

ところでございます。 

 そのほか期末手当約2,350万円、共済費約7,000万円等を、今回、会計年度任用職

員の費用として計上いたしておりますので、合計で２億422万円の増となるところ

でございます。 

（「会計年度が２億ですか」と言う者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 会計年度任用職員の全体にいたしましては４億2,700万でございます。その内訳

といたしましては、給料、それから報酬、賃金的なところが３億2,500万円、その

ほか先ほど申し上げました共済費、期末手当、時間外勤務手当、通勤手当等を計上

いたしまして、合計で４億2,700万の見込みでございます。 

 それから、それぞれの会計年度任用職員の月額等でございますが、フルタイムの

職員につきましては、一般事務の補助が14万6,100円の給料でございまして、その

他、そのほかの専門的職員につきましては、月額14万7,200円からそれぞれの金額

であるところでございます。 

 パートタイムの職員につきましては、一般事務補助、月16日、12日ありますけれ

ども、いずれも日額6,957円の報酬といたしております。専門的職員のパートタイ

ムにつきましても、日額7,009円から、それぞれの段階があるところでございます。 
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 なお、期末手当につきましては、初年度でございますので、0.9425月分を計上い

たしております。時間外勤務手当につきましては、年50時間程度を、フルタイムに

つきましては年50時間程度を仮に、仮といいますか、計上しているところでござい

ます。 

 続きまして、⑥の地域コミュニティ協議会補助金210万円についてでございます。

本補助金につきましては、令和２年度におきまして、モデル地区といたしまして、

設立準備検討委員会を設置した地区を対象といたしまして、その活動に要する経費

ということで助成をするものでございます。この準備検討委員会につきましては、

地域コミュニティ協議会の設立に向けて、各種会議、あるいは先進地の研修、事務

機器の購入などによりまして体制整備を図っていただくということを想定しており

ますので、具体的には、出会者の費用弁償、研修旅費、消耗品、備品等の購入を補

助対象経費として想定しているものでございます。 

 なお、今回のモデル地区設立準備検討委員会につきましては、旧町１カ所ずつ、

合計３地区を予定しているところでございまして、補助金の上限額を１地区当たり

70万円とすることから、今回、70万円掛ける３地区、210万円を計上しているもの

でございます。 

 なお、歳入といたしまして、この事業につきましては、県の補助金100万円を見

込んで充当をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○企画課長（外山直英）   

 それでは、企画課所管分をお答えします。240ページになりますが、コミュニテ

ィ助成事業補助金480万円についてということで、今、総務課のほうからも答弁が

あったんですが、同じコミュニティという言葉を使っておりますので、少しまぎら

わしいんですが、別物でございまして、一般財団法人自治総合センター、東京都千

代田区にございますが、宝くじの社会貢献広報事業としてコミュニティ活動に必要

な備品や集会施設の整備など、地域づくり等に対して助成を行い、地域社会の健全

な発展と住民福祉の向上に役立てられております。 

 主に、自治会の音響設備や集会用テントなどの設備で、事業費が100万円から250

万円までとなっております。本年度は240万円の２団体を見込んでおるところでご

ざいます。 

 また、令和２年度は複数の団体から要望があるところですが、年々宝くじの売り

上げが減少していることなどから、申請については１市町村２件までとされている

ところでございます。２つの団体からの申請はいずれも放送設備となっているとこ

ろでございます。 
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 以上です。 

○大隅支所長兼地域振興課長（濱田政継）   

 それでは、議案第27号、委員会説明資料の235ページであります。防災施設建設

工事、旧岩川高校解体工事についてお答えいたします。 

 防災施設建設工事については、大規模災害発生における本市の防災拠点、避難拠

点及び被災沿岸市町の後方支援拠点として、旧岩川高校跡地の一部約１万㎡の土地

を造成し、鉄骨平屋建て250㎡の防災施設を整備するものでございます。 

 旧岩川高校校舎等解体工事については、防災施設を整備するため、校舎等解体工

事として、一般教室棟・自転車置き場棟・用務員室棟・プロパン庫棟・渡り廊下棟

など、外構解体工事については、アスファルト舗装・コンクリート舗装・浄化槽・

花壇ブロックなどを解体するものでございます。 

 この事業は、令和２年度限りかということでございますが、令和２年度限りでご

ざいます。 

 以上です。 

○市民課長（内山和浩）   

 ９番目の297ページから302ページの曽於市クリーンセンター、大隅・財部処分場

の管理費等についてと、クリーンセンターのこの間の整備に要した事業費について

お答えをいたします。 

 曽於市クリーンセンターの管理費につきましては、令和元年度の新２号炉の運転

管理費の費用等で換算したものを２炉に置きかえまして、試算をして、１億1,291

万円の概算的な費用となっているところでございます。 

 大隅埋立処分場管理費の1,652万2,000円につきましては、改良工事期間の平成30

年度と元年度は、収集したごみを直接搬入をいたしておりましたので、埋め立て業

務の人件費を３名として増額をしておりましたけれども、令和２年度の予算につき

ましては、平成29年度の工事前の埋め立て処分業務の２名分の管理費となっている

ところでございますが、主なものでございます。 

 財部埋立処分場管理費の1,107万6,000円につきましては、緊急時のごみ等の搬入

場所として、これまでずっと使っておりませんが、現在は水処理等の管理が主なも

ので、予算的には前年度とほぼ変わらないところでございます。 

 クリーンセンターの総事業費につきましては、曽於市クリーンセンターの基幹的

改良工事は、平成29年度から３年間の継続事業で、総事業費につきましては、国の

交付金等がまだ確定しておりませんので、事業完了見込みの予算を申し上げますと、

平成29年度が１億5,659万円、30年度が８億6,421万8,000円、令和元年度は、見込

みでございます。６億8,772万5,000円となる見込みです。合計で17億853万3,000円
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を見込んでいるところでございます。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それでは、議案第27号、一般会計の422ページ、産地パワーアップ事業について

お答えいたします。 

 この事業は、産地パワーアップ計画に基づき、産地が創意工夫をし、地域の強み

を生かした生産・販売力の向上を図ることを目的に、地域の高収益化に向けた施設

整備・機械等の導入に対する国の補助事業で、補助率が２分の１以内で、今回、財

部町の１法人と２組合が、お茶の防除機及びお茶の茶園管理機等を導入する補助金

であります。 

 事業内容は、たからべ製茶株式会社堤利文代表取締役社長ほか４名で、防除機

１台、それから、正部茶生産組合、上野博利組合長ほか２名が乗用型茶園管理機及

びアタッチメント、それから金丸茶生産組合、米良昌一郎組合長ほか２名が、小型

乗用茶園管理機及びアタッチメントを導入するもので、総事業費が税抜きで2,109

万5,000円で、補助金の総額が1,054万6,000円となっております。 

 なお、この事業につきましては、機械導入、施設整備等によりまして、目標年度

までに売り上げを10％以上向上するというのが目標となっております。 

 以上です。 

（何ごとか言う者あり） 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それでは、お答えします。この高付加価値への転換というのは、今回はお茶の農

家の方でしたので、この作物の転換というのはございませんが、例えば、耕種農家

で大根農家さんとか、カンショ農家さんという方々が例えば、ゴボウとかニンジン

とか、収益性の高い作物に転換する場合は、こういう高付加価値のある作物へ転換

ということでございます。 

 以上です。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 それでは、私のほうから447ページ、思いやりふるさと基金事業について、御質

問がありましたのは、実績を踏まえて、大幅増となっていることについてというこ

とでございます。 

 まず、実績といたしまして、平成30年度が、当初予算で総額17億709万5,000円組

んでおりました。結果的に決算額が28億8,693万4,000円ということになっておりま

す。その中の寄附金額が当初では10億円見込んでいたわけですけれども、結果とし

て16億9,094万6,942円と。それから、31年度でございます。31年度も当初予算では

寄附金額を10億円と見込んで、総額で17億1,778万7,000円見込んでいたわけですけ



― 362 ―   

れども、先般の臨時議会の補正７号で、見込みとして19億2,000万円の寄附金額、

そして、最終的に歳出が29億8,499万4,000円という形でお願いしているところでご

ざいます。この過去２年間という数字を参考にいたしまして、また、大阪の泉佐野

市等が約1,100億円集めていたわけですけれども、そこが対象外になったという部

分、それから、地場産品を持っている地域については、軒並み寄附金が上昇してい

るという状況がございました。 

 そういった観点から、本年度、寄附金額を18億円という形で見込ませていただき

まして、歳出の総額が28億139万7,000円という形でお願いするところでございます。 

 なお、歳入基金につきましては、先ほど財政課長が答弁したとおりでございます。 

 以上です。 

○耕地課長（小松勇二）   

 それでは、耕地課分についてお答えします。 

 資料は、委員会説明資料は480ページでございます。県営土地改良事業の進捗率

及び今後の計画についてということでお答えいたします。 

 当初予算に計上しました県事業の６事業についてお答えをいたします。 

 最初に県営畑地帯総合整備事業曽於北部地区、いわゆる曽於北畑かんでございま

すが、これにつきましては、国営のファームポンドごとに５つに区分した上で、予

算配分等を考慮し、８地区に分割し事業が実施されているところでございます。 

 第一曽於北部の１期地区につきましては、平成29年度で完了しております。 

 それから、第一曽於北部の２期地区につきましては、進捗率65％で令和３年度完

了予定です。 

 第二曽於北部１期地区につきましては、令和元年度に完了済みでございます。 

 それから、第二曽於北部２期地区につきましては、進捗率64.6％で、令和３年度

完了予定です。 

 第三曽於北部１期地区につきましては、進捗率56.1％で令和３年度完了予定です。 

 第三曽於北部２期地区につきましては、進捗率50.5％で令和９年度完了予定です。 

 第四曽於北部地区につきましては、進捗率36.1％で令和９年度完了予定です。 

 第五曽於北部地区につきましては、進捗率35.6％で令和９年度完了予定でござい

ます。 

 曽於北部地区全体につきましては、進捗率46.9％というような状況となっており

ます。 

 次に、県営シラス対策事業、大隅の竹山地区ですが、進捗率62.7％で令和３年度

完了予定です。 

 次に、県営農村振興総合整備事業末吉地区ですが、進捗率92.5％で令和３年度完
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了予定です。 

 次に、経営農地整備事業畑地帯担い手支援型の大隅南地区ですが、進捗率68.2％

で令和５年度完了予定です。 

 次に、県営農村地域防災減災事業岩松地区ですが、進捗率79.9％で令和２年度完

了予定です。 

 次に、県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業の曽於北部地区ですが、進捗率

16.9％で令和５年度完了予定です。 

 続きまして、資料の489ページ、基幹水利施設管理事業についてお答えいたしま

す。 

 基幹水利施設管理事業につきましては、国営事業で造成されたダム本体や頭首工

など国から管理委託された施設の維持管理を行うための補助事業でございまして、

補助率は60％でございます。補助残の40％については一般財源での対応になります。 

 主な支出につきましては、ダム本体及び関連施設の維持管理経費として、電力料、

施設の適正管理に必要な点検整備費、施設管理費、施設費、調査費及び整備補修費

などでございます。 

 谷川内ダムにつきましては、曽於市が事業主体でございます。 

 それから、中岳ダムにつきましては、志布志市のほうが事業主体となっておりま

して、負担割合が受益面積割になっておりまして、曽於市が31.9％、志布志市が

68.1％でございます。ですので、曽於市負担分を志布志市のほうへ支出する形をと

っているところでございます。 

 以上です。 

○建設課長（新澤津順郎）   

 それでは、建設課分について説明させていただきます。 

 497ページから506ページの市道関係についてでございますが、この主な事業につ

きましては、令和元年度、本年度と大きく変わったところはありませんが、地域高

規格道路都城志布志道路の県境付近につきまして、来年度３月末で供用開始されま

す。それに向けて、市民のニーズに合った、また、道路整備を進め、それから、施

設の予防保全、それから長寿命化のコスト縮減を含めて、対応しながら、安全で安

心な暮らしを支える道路網の確保に努めてまいりたいと思っているところでござい

ます。 

 また、その予算総額でございますが、この事業の本年度の予算につきましては、

10億3,379万9,000円でございます。本年度が10億8,020万6,000円でございましたの

で、4,640万7,000円の前年度比でいきますと95.7％ということになっているところ

でございます。 
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 それから、住宅建設費の中の桜ヶ丘団地の進捗状況ということでございますが、

現在、この既存の住宅の取り壊し作業を実施している状況でございます。進捗率に

つきましては、10％ほどということで報告……。 

（何ごとか言う者あり） 

○建設課長（新澤津順郎）   

 現在、その解体の実施をしておりますので、それが終わりますと造成、建物建設

ということになります。ただ、その後にまた説明いたしますが、入居者の１人がま

だ立ち退きに応じない状況でございますので、造成も一部を残しながら、建物建設

をしていくということでございますので、そのスケジュールについてはこれから少

し変わってくるのじゃないかという……。 

（何ごとか言う者あり） 

○建設課長（新澤津順郎）   

 今申しましたが、解体につきましても、解体に入っているわけでございますが、

一部は残っておりますので、それについては、まだその解体時期が定まらないとこ

ろでございます。その解体作業が終わり次第、造成に入るということでございます。

早ければ年度明けて、一部は造成工事に入るわけでございますが、一部については

残っていくということになります。 

 また、建物についても、順次、それにあわせて対応していくということになりま

す。 

 今、現段階でいきますと、ちょっと待ってください。後で、その建設時期につい

ては報告いたします。 

 それで、この今、２番目の立ち退きに応じていただけない１名についての対応で

ございますが、これについては、今までも話し合いを重ねてきて、それから本人か

らの同意もいただいているとこではございますが、転居をしていただけないために、

やむを得ず、こういった法的措置を踏み切ったところでございます。 

 今後も、本人と交渉していくわけでございますが、現在、裁判所のほうでの対応

をしていただいているところでございます。鹿屋の地方裁判所のほうで今後対応し

ていくことになりますが、今までも何回か日程を定めて裁判の開催を待っていると

こでございますが、なかなかその開催が実現しなくて、延期になっている状況であ

ります。 

 それから、その購入時期ということになりますが、購入時期につきましては、計

画でいきますと来年度の末、令和３年３月を計画しているとこでございますが、先

ほど申しましたように、入居者の立ち退き等の影響で、それから裁判の結果等の影

響で、若干おくれることも予想されているとこでございます。 
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 また、その入居者の入居についてでございますが、計画でいきますと、その前の

半年ぐらい前から入居の説明会、それから手続等に入る予定ではございますが、計

画でいきますと、令和３年５月ごろから計画しておりますが、これについてもおく

れることが予想されているとこでございます。 

 それから、地域振興住宅についてでございます。まず、地域振興住宅の５戸につ

いてでございますが、これについては議会のほうからもいろいろ質問があったとこ

で、本会議で質問があったとこでございますが、地域振興住宅への人口増対策、過

疎対策、それから学校の児童確保の関係から、その期待に応えるために、このよう

な対応をしたところでございます。 

 本年度分の５戸分についてでございますが、これについては、これから３月のう

ちに入居者の募集期間が３月13日まででございますので、その後に入居者の選考委

員会を開催いたしますので、現段階では、入居者の決定はされていないとこでござ

います。 

 それから、現段階での本年度の申し込みでございますが、先ほど申しましたが、

３月13日まででございますので、未確定ではございますが、現段階では末吉が５戸、

それから財部が１戸、大隅がありませんので、計６戸が応募があるとこでございま

す。 

 以上です。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 それでは、防災施設整備に絡む岩川高校の解体工事について、岩小学校分と合計

額で計画額と予算額との差を示せということでしたので、合計いたしまして、私の

ほうから回答させていただきたいと思います。 

 まず、合計で計画額につきましては３億1,260万を計画いたしておりました。

３億1,260万円でございます。今回、令和２年度の予算で地域振興課と教育委員会

で予算計上しておりますが、合計で２億9,665万円でございます。この差額で申し

ますと、1,595万円の減となっております。計画額よりも予算額が減となったとこ

ろでございます。 

 しかし、令和元年度に煙突の石綿除去工事を2,500万円で実施しましたので、こ

の額を実施額のほうに算入いたしますと、計画額に対しまして900万円の増となっ

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ここで10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 
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休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○建設課長（新澤津順郎）   

 それでは、先ほど申しておりました桜ヶ丘団地の建てかえ工事についての今後の

スケジュールについて説明させていただきたいと思います。 

 先ほども申しましたが、現在、既存住宅の解体工事を実施中であります。この工

事につきましては、先ほど申しましたが、完了の時期につきましては、まだわから

ないとこでございますが、造成工事につきましては、今年度、年度が明けまして、

５月から着手しまして、その後、直ちに本体の建物工事の基礎工事等から始めてま

いりたいと考えているとこでございます。 

 予定でいきますと、令和２年度内の令和３年２月には竣工する、現段階では竣工

する予定でございます。 

 以上です。 

（何ごとか言う者あり） 

○建設課長（新澤津順郎）   

 本体工事につきましては、今のところ、計画では令和２年６月から年が明けまし

て２月までの予定でございます。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ２回目の質問に中心点をもとにして質問をいたします。 

 まず、予算、全体的な予算の立て方でございます。１回目にも申し上げましたが、

新年度予算は前年度対比14.8％、約15％という大幅増でございます。これは、県内

の市の中でも最も大きい１つじゃないでしょうか。 

 質問の第１点でありますが、合併後、約15％の前年度対比伸びたのは今回が初め

てじゃないかと思っておりますが、確認方の質問でありますので、お答えください。 

 関連して、合併後、新年度以外に特に伸び率が大きかった年度についての伸び率

もあわせて説明してください。これが第１点であります。 

 次に、第２点目、問題は、やはりこの新年度予算、もちろん課長答弁にあります

ように、基本的な流れとしては、各課要求から予算査定を経て、財源調整を行いな

がら、また、一方で基金の足りない分については取り崩し等も図りながら予算を計

上するのが、これが鉄則かと思っております。 
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 一方で、それを前提として、当然、各課の予算要求の中には総合振興計画に基づ

いております。もう一つは、財政当局としては、財政計画に基づいてのやはり基本

的な新年度予算の編成があろうかと思っております。財政計画は、毎年策定されて

おりますが、質問の２点目でありますが、この財政計画は、直近の財政計画が令和

２年度は236億2,000万円なんです。236億円。ですから、この財政計画に照らして

も新年度予算は9.6％増の、つまり23億6,000万円もふえているんです。これでは、

何のための直近の財政計画であったかという基本的な市当局の財政に対する考え方

が、いわば疑問視せざるを得ないんです。 

 ２点目の質問でありますが、これが決して好ましいことではありません。財政計

画よりも9.6％も結果として予算編成が、予算がふえているという、23億円もふえ

ているという、好ましいことではございません。これについては市長の答弁をして

ください。 

 次に、３点目、財政計画に照らしての23億6,000万円の増額の中身、これは１回

目の課長答弁ともダブる部分がありますけれども、重ねて報告してください。なぜ

このことに私こだわりを持つかといいますと、財政計画は令和２年度だけでなくて、

向こう10年間の財政計画であります。ですから、当然、財政計画にも今後大きな支

障や影響が出てきます、支障や影響が。これは令和２年度だけでなくて、この数年

後も財政計画に支障、影響が出て来ざるを得ない側面が、１つの側面があります。

この点で、その増額の主な内容についても説明してください。 

 次に、この税収を初めとした収入との関係でも質問をいたします。細かい質問で

ありますが、税務課長の答弁の税収の中で、１点だけ市税収入の中の市民税、市民

税について、いわばそのベース基礎となる納税者、納税者人口の捉え方を含めて、

基本的な考え方を答弁をしてください。 

 毎年人口が減って、当然、納税者人口も減っております。そのもとでの年金収入

も減っております。そうしたもとでの市税収入の捉え方、一方で収入増として考え

られるのが、昨年10月から値上げがされました消費税増税に伴う地方消費税の増額

分です。まだわずかな期間でありますので、そう多くは期待できませんけども、こ

の増収分を合わせて一応見込んでの歳入計上であるのか、あわせて２点質問いたし

ます。 

 また、この収入の中で、寄附金等については、答弁がありましたように、大もと

を、ふるさと基金からの繰り入れとか、あるいは今後の寄附金の歳入を一応見通し

ての項目が大きいです。その中で、一方で市債の発行です。市債の発行も前年度対

比32％増の約40億円でございます。答弁でありますように、これは桜ヶ丘住宅だけ

の問題じゃないんですけども、これがだから繰り返しますが、財政計画は大きく外
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れている１つの側面ともなっております。 

 今後の市債発行についても、本当に財政計画を信用していいのかどうか、今後、

市役所再編を初め、大きな事業が次々に出てきますけれども、この市債発行につい

ても、財政計画の大きな見直しは必要ないのかを含めて質問いたします。 

 次に、あわせて繰入金が歳入項目で32億3,000万円、前年対比26％、これも大幅

な増額でございます。６億6,000万円もふえております。 

 質問でありますが、当初の予算の段階で、このような大きな繰入金増を計上する

のは初めてのことじゃないでしょうか。一般的には、変則的なやはり手法、やり方

ではないかとも受けとめておりますが、この繰入金の考え方、捉え方を含めた今回

の大幅増の予算、収入増についても考え方を聞かせていただきたいと思います。変

則的ではないかとも受けとめているからでございます。 

 次に、人件費等について質問をいたします。会計年度職員に絞って質問いたしま

す。 

 課長答弁では、新年度は４億2,700万円、前年度に比べて大幅にふえております。

その中で、細かい点を２点質問いたします。 

 １つは、この中の４億2,700万円の国等の財源の補措置といいますか、これが

どれだけになっているか、これが第１点であります。 

 第２点目は、一般職員の場合でありますけども、東京出向については、予算計上

がされているというこれまでの質疑、答弁でございます。東京以外の出向者に対す

る旅費、時間外手当を含めて、これは予算計上が34億7,000万の中に入っているの

か、含まれているのか、確認方の質問でございます。 

 次に、地域コミュニティについて質問いたします。 

 答弁では、４地区をモデル地区を考えているようでございますが、このモデル検

討準備委員会のメンバー、あるいはその数についてお答え願いたいと考えておりま

す。 

 そして、現在の段階で、このモデル地区が検討されている地区が、もしありまし

たら、それもお答え願いたいと考えております。これは一歩ずつしかやるしかない

と受けとめており、今回はこの２点の質問にとどめます。 

 次に、防災施設建設関連の質問でございます。 

 これは、教育委員会サイドでありますけれども、この項目だけ一応、私の所属す

る文厚委員会から離れて、総務委員会関係の一応予算計上になっておりますので、

質問いたしました。この中で、質問でありますけども、例えば、旧岩川小学校の解

体等については6,337万2,000円、内容的には、これまでの施設のいわば解体を含め

た整備でありますが、これで全て終わりかということで、一応、終わりであるよう
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な答弁でありましたが、この整備、植栽を含めて、これらは含まれていないと思う

んですけども、これについてはどう考えるか、恐らく新たなやはり予算計上を伴う

のではないかという疑問点もありましたので、この点もお答え願いたいと考えてお

ります。今回で本当に全て終わりと考えていいのかどうかです。お答え願いたいと

考えております。 

 そして、２点目、これは大休寺副市長に質問いたします。 

 こうした古い建物の解体が２年度を初めとして続きます。支所を初め、あるいは

大隅の中央公民館を初めとして、この解体工事費の立て方です。予算の立て方、教

訓点あるように思っておりますが、今後に生かす上での、岩川高校の解体、小学校

の解体等について、教訓点はないのかどうかです。あったとしたらお答え願いたい

と考えております。 

 次に、庁舎の整備事業について質問をいたします。 

 細かくは委員会で審議されることになるでしょうけれども、まず１つは、大きな

１つは、今後、設計段階から始まりますけれども、これは市長に質問いたします。

１回目の繰り返しでありますが、結果として、誰が見ても競争性の高い、透明性の

高い、そうした入札が求められており、また、市長もそうした同じ立場じゃないか

と思っておりますけれども、そのためにはプロポーザル方式だけでなくて、どうい

った今後、そのための努力をしたいと考えているかでございます。例えば、末吉の

中央公民館については、実施設計の段階で、委員会での審議の中での当局説明では、

14者だったと思うんですが、この設計の段階で一応、業者からの入札への参加があ

りました。ですから、結果的に、対予算比６割台そこそこで一応落札いたしており

ます。そうした点で、どのような競争性の高い実施設計の段階での入札を考えて努

力したいと思っておられるか、これが第１点であります。 

 次に、２点目、これは課長にお聞きいたしますが、駐車場整備等は、この建物の

南側一帯ということでございますけれども、大体面積的にはどれだけの面積を何台

収容するということで計画にあるのか、お答え願いたいと考えております。予算的

には、これでは足りないということで、令和３年度への事業継続になるようであり

ますが、一応、説明してください。 

 造成工事については、これで今回の予算計上で足りるのか、１回目の答弁漏れが

ありましたので、お答え願いたいと考えております。 

 次に、議会関係について質問いたします。 

 当局からの１つの提案として、議場を２階に移すことも含めての話が、最終的に

はもちろん議会の意向次第ということでございますけども、話があったようでござ

います。その点で、実施設計の段階で、当然、結論をそれ以前に出さなければなり
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ませんので、質問いたします。 

 そうした市の議会への一応提案、考え方を示すに当たって、一定の独自の考えた

プランがあったと思うんです。質問でございますが、議会事務局は、その場合に

２階に移すとして、どこを考えているのかです。 

 それから、２点目、全員協議会の部屋はどこを考えているのか、結構な全協の広

さになります。まさか、議会事務局と全協が３階、そして議場が２階ということは、

恐らく全員の議員がこれは受け入れないと思うんです。全協の部屋、議会事務局も

２階に位置を考えているのかどうか。 

 仮に、２階に移したとして、今ある全協、議会事務局、あるいは特にここの議場

の取り扱いはどのように考えての、そうした１つの考え方を示されたのか、そこま

で当然考えた上での議会への、議長への非公式的な、あるいは公式的な提案だった

と思うんですけども、考え方をお聞かせ願いたいと考えております。 

 次に、クリーンセンターについてです。一、二点、質問いたします。 

 この今後の取り扱いについては、基本的にはこれまでの一応市民との関係では、

大きな違いはないようでございます。 

 質問の第１点でありますが、しかし、それでもやはりクリーンセンターに搬出す

る生ごみ等の量はふえると思うんです。昨日の総括質疑の議員への説明の中でも、

10トンが12トン、１基、それが２基分ありまして、一応、容量も大きくなっており

ます。市としては、令和２年度からどれほどの生ごみ等の搬入がふえると計画して

いるのかどうかです。それも示してください。 

 あわせて、現状でも、特に土日を、土曜日を中心として、あるいは休み明けを中

心として、非常にあそこを利用する市民の方々が多過ぎます。私もしょっちゅう利

用している１人なんですけども、非常に委託とはいえ、働いている方々が大変な作

業量でございます。当然、ふえるとしたら、一定、そういった人員増員も市の直接

雇用ではありませんけれども、考えていかなければならないと常々考えております。

その点、新年度予算には、この委託の関係で、指定管理との関係で、計上はしてい

ないと思うんですけども、基本的なその点の考え方も聞かせていただきたいと思っ

ております。 

 次に、産地パワーアップについて質問いたします。 

 細かいことでございますけども、この説明書の高付加価値な作物へ転換してとい

うのは、課長答弁では、耕種農家が対象であるという答弁でありました。それは理

解できるんです。ただ、現実に末吉町内におきましても、大きなお茶生産農家の中

で、今のお茶の価格だけでは、もうとても対応ができない。人を頼もうにも、人件

費が出せないということを、お茶以外の仕事をされている方も見られるようになり
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ました。今後もお茶をめぐる状況は、見通しは厳しいと思わざるを得な状況であり

ます。 

 ですから、お茶農家の場合も、高い付加価値をつくるために、新たな仕事、それ

も含めての作物への転換しつつあるのかという点がありましたので、質問したんで

す。それらは考えなくていいですか。そのことを含めて、２回目の質問でございま

す。 

 次に、ふるさと寄附金事業について１点質問、一、二点質問いたします。 

 課長答弁にありますように、本年度、元年度は、大きなこの寄附金事業は伸びが

見られます。見られますけれども、それを踏まえた新年度は思い切った予算計上の

金額でございます。 

 質問の１点でありますが、その見通しを楽観的に見通していいのかどうかです。

予算編成額は、そうしたいわばこれまでを踏まえた、ある面では楽観的な見通しも

続く大きな予算計上であります。今、新型コロナウイルス問題はまだ影響を受けて

いないでしょうか。あるいは、新年度を含めて、影響はないものか、当然、一定、

考えなければいけませんけども、この１点について、今回は絞っての質問でござい

ます。 

 それから、耕地課サイドの県営土地改良事業について、再度課長に質問いたしま

す。 

 北部畑かんのトータルの、各地区じゃなくて、トータルの進捗率、46.9％ですか、

進捗率とトータルの全体事業費の中でのこの事業費、さらに、最終的には何年度ま

でを考えているのか、その財源についても残りの財源、どういった財源で対応して

いくのか、積立金だけで対応できるのかを含めて答弁してください。 

 次に、市道整備について質問いたします。 

 課長答弁では、これまでの整備費に比べて約4,000万円少なくなっているという

ことでございます。市長に１点だけ質問いたします。市道整備というのは、旧３カ

町それぞれ、恐らく私たち議員を含めて、最も強い関心と整備の必要性を感じてい

るところでございます。どこを回っても市道整備が必要な地域がいっぱいございま

す。ですから、少なくとも市としては新年度の当初段階で、前年度予算を維持すべ

きじゃなかったでしょうか。一旦、道路整備したら古くなる一方であります。です

から、少なくとも前年度予算は維持すべきであったと思われますが、これは前年度

を課長答弁を見る限り、下回っております。今後の対応策を含めて、市道整備に対

する市長の考え方を聞かせてください。 

 次に、住宅建設費について質問いたします。 

 課長答弁にありますように、これは請負契約の昨年の段階に比べてかなりスケジ
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ュールがおくれております。課長、そうですよね。昨年、本会議での答弁と大分ず

れてきております。それはそれとして、いたし方ない面がありますけれども、これ

についてのやはり１つは、もう１点だけ絞りますけれども、この住宅の購入費、10

億1,792万6,000円、これの算定根拠についてお聞かせ願いたいと考えております。

これが１点。 

 第２点目は、請負契約の段階でも、提案の段階でも、市長に質問して、一定の市

長からの答弁もありましたけど、重ねて質問いたします。今後、この市営住宅の建

設については、やはり今回の提案されたようなやり方ではなくて、従来のやり方で

やはり提案をすべきじゃないかという質問であります。10億1,792万6,000円、結果

的に余りにも高くついた建設費と言ってもいいといます。その点で、従来に戻す、

これが２点目であります。 

 それから３点目、今後の建てかえ計画については、総合振興計画にありませんけ

れども、まだそういった検討はされてないのかの確認の質問であります。 

 次に、振興住宅について、課長答弁では、現在、６名が入居希望とありますけど

も、この三、四年来、規模が、建てかえ戸数が少なくなったために、希望者がずっ

と少なくなっている。ある面ではしぼんできております。これをやはりふやすため

には、今後２年、３年時間がかかろうかと思いますけども、５戸ということで、こ

れまた新たな第一歩として取り組んでいただきたいと思っております。答弁はこれ

よろしいです。 

 以上です。 

○市長（五位塚剛）   

 それではお答えしたいと思います。 

 まず、再生計画と総合振興計画との事業との関係でありますが、今回、私、市長

になって非常に大きな予算になりました。多分、合併後の中でも一番大きな予算に

なっているのじゃないかなと思っております。これも、やはり何といっても岩川小

学校の移転改築の工事、また、末吉中央公民館の工事、そして、桜ヶ丘住宅の工事

等が大きな要因があります。そのほか、今後、具体的な庁舎建設等もずっと出てき

ておりますので、そういう意味での事業がふえてきております。 

 財政計画と開きがあるのじゃないかということでありました。私たちも、当然な

がら財政計画を中心にしながら事業を執行していきますけど、どうしてもこの間、

後に送った経過もありました。それと、何といっても合併特例債が令和２年から

７年度までしか使えないという、こういう背景もありまして、この事業が使えるう

ちに、やはり先に進めたほうがいいだろうということでやりました。 

 それと、緊防災についても、これも今のところ延長の予定がはっきりしておりま



― 373 ― 

せんので、緊防災が使えるうちに、やはりやろうということでいたしました。 

 今後もなるべく財政計画に沿ったものをしなきゃなりませんけど、随時やっぱり

市民からのいろんな要望がありますので、変更は出てきます。これについては、ま

た議会にも示していきたいなと思っております。 

 あと、この市役所の増築の問題では、予定した金額よりちょっと大きくなりまし

たけど、私も基本的には当初の予算の範囲内でやるべきだというふうに思っており

ます。その努力をまた引き続きやっていきたいと思います。 

 今回の予算の中には、免振、要するに地震に耐える下部構造の中の耐震が入って

おりますので、このことについては、見直しを私はしてもいいんじゃないかという

お願いもしておりますので、そういうことを含めた全体の中の市の考え方をもうち

ょっと工夫しながら、プロポーザル方式でたくさんの方々に入っていただきたいと

いうふうにいたしたいと思います。 

 あと、議場のことも言われましたので、これついては、最終的には議会の皆さん

たちの判断といいますか、意見を尊重したいと思います。なぜ、この問題を出てき

たのかといいますと、この施設における傍聴者の問題やら、音響の問題やら、いろ

いろありましたので、今回、新しく増設する２階の中に、多目的な会議場ができま

すので、その中で議会のときだけそこを利用していただきたいという考えもありま

して、検討していただきたいというお願いであります。 

 議会事務局と全協の場は、引き続きその場を使っていただきたいというふうに思

っております。 

 あと、市道の関係ですけど、市道の関係については、引き続き市民の要望の多い、

緊急性のあるものを随時調査しながら、進めていきたいと思います。 

 今回は、昨年の７月の災害で大変な事業費が出ておりまして、通常の公共事業の

ほかに、これが今、次年度まで繰り越していきますので、とてもじゃないけど、今

の現状では、業者の方々が仕事をできない状況になっております。そういう意味で

も、ある程度は調整しながら、今後もやはり３町間の状況を見ながら発注をかけて

いきたいというふうに思っております。 

 あとは、各担当……。 

（「市営住宅の建設について」と言う者あり） 

○市長（五位塚剛）   

 市営住宅については、今回はＰＦＩで事業をしましたけど、この事業によって当

初の通常の事業より約２億円軽減ができるということでいたしましたけど、今後は

また引き続きどういう事業が確定するかわかりませんけど、通常の社会資本整備事

業で基づいた事業と、ＰＦＩが具体的に、コスト的にどうかということもちゃんと
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比較しながら、進めていきますけど、それはまだ今後検討させていただきたいと思

います。 

 あと、地域振興住宅については、基本的にはまた５戸を上限として、引き続き進

めてまいりたいと思います。 

 あとは、各担当課長から答弁させます。 

○副市長（大休寺拓夫）   

 古い公共施設の解体予算の立て方でございますが、原則としては、直近の公共施

設の平米単価、種類ごとの平米単価を参考にして立ててきております。今後も同じ

形になろうと思います。 

○財政課長（上鶴明人）   

 それでは、議員からありました今回の当初予算、額の推移の関係でございます。 

 これまで、平成18年度から合併から見まして、今回の令和２年度269億500万円、

これが一番大きな予算額でございます。このときの、今回の伸び率が14.8％でござ

いました。今、調べましたところ、平成26年度から平成27年度にかけて、要するに

平成27年度の当初予算が前年度に対して21億6,000万ほど、10.3％と大きくなって

おりますが、これを超えて一番大きな増額の予算となっているとこでございます。 

 それから、歳出についての大きな増にということでございました。今回、大きな

増としまして、一番大きなものでは、やはり思いやりふるさと推進事業の関係、こ

れが相当大きな部分、大きなウエートを占めているとこでございます。この関係が

約10億8,300万ほどふえておりますので、これが相当大きかったというところで考

えております。 

 そのほかでは、先ほどありました、市長からありましたとおり、岩川小学校、そ

れから中央公民館、そういったもの、それから一部扶助費について大きく伸びてい

るものが子ども子育て施設給付費の施設型給付費というものが大きく伸びていると

ころがあるとこでございます。 

 それから、地方消費税についてでございます。地方消費税につきましては、当該

年度の当初予算、今回につきましては、前年度実績等を勘案し、まだ、その時点で

は指数等が示されておりませんでしたので、例年の予算計上のやり方をやっており

ます。 

 ただ、２月の中旬ぐらいだったと思いますけど、税制改正説明会というのがござ

いまして、そちらのほうでいきますと、地方消費税交付金が今のところ、これはや

はり景気浮揚に動向されますので、この資料が、もらった資料の時点では、前年度

に対して約22％ぐらい伸びるんではないかというような形の予定額という形で数字

は示されているとこでございます。 
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 続きまして、市債の発行でございます。 

 市債につきましては、今回、大きな額で出ております。特に、先ほどありました

市営桜ヶ丘団地、これで６億2,300万円、それから岩川小学校で４億2,500万円癩癩

４億4,250万円です。申しわけございません。それから、公民館施設、中央公民館

の建設事業で３億890万円と、相当大きく伸びているとこでございます。 

 また、繰入金につきましても、先ほどあったとおり、大きく伸びているとこでご

ざいますが、やはり予算を計上する場合、先ほどありましたとおり、計画に基づい

た形でも予算を計上しますが、どうしても突発的な部分、そういった部分で補正予

算等も計上していくんですけども、今回の当初予算については、そういった部分が

相当大きかったというとこでございます。 

 やらなくてはならない事業、先ほど市長が言われましたとおり、その事業につい

ては、やはり財源の手立てをしていくという形で、執行部側は考えております。 

 まず、補助金です。どうしても補助金がないかということを見つけていただきま

して、この補助金がなかったときには、起債、適債性のある事業、そういったもの

はないかという形で、一応財政課と事業主管課で協議をして、それを見つけていっ

ているとこでございます。それで、どうしてもなかったときに、やはり基金の充当、

一般財源で対応できればいいんですが、やはりそこには不足が生じますので、そう

したときにはこの基金の繰り入れという形になってまいります。その関係からする

と、大分大きく伸びたところではございます。 

 それから、庁舎の関係でございますが、今回、令和２年度で駐車場の設計業務委

託を組んでおります。この駐車場の設計業務委託につきましては、庁舎の西側の部

分、それから栄楽公園の部分、それから庁舎の東側の部分の設計委託を同時に組ん

でいく、やっていくんですけども、その中で、今回、令和２年度に行うのは、栄楽

公園の部分でございます。栄楽公園につきましては、今現在、砂利敷といいますか、

駐車場がございますが、その部分からまだ西側のほうに、下のほうに広がった土地

がございます。この部分を一緒に駐車場として整備しようと考えているとこでござ

います。それに向けて、工事費の今回1,591万4,000円を計上しております。収容台

数としては、面積です。3,120㎡でございます。 

 それから、収容台数については、おおむねこれを整備しますと110台ほどという

形で考えているとこでございます。 

 以上です。 

（「造成工事は」と言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   

 申しわけございませんでした。造成工事については、今回の当初予算で計上して
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いるので、対応できるとこでございます。 

 以上です。 

○税務課長（山中竜也）   

 それでは、市民税の基礎となる納税者数についてお答えいたします。 

 納税者数の計上につきましては、５カ年の平均の数字を出しまして、その平均値

で計上したところでございます。 

 参考に申し上げますと、27年度が、納税義務者数が１万5,165人、28年度が１万

5,322人、29年度が１万5,347人、30年度が１万5,356人、31年度が１万5,234人、こ

れを５カ年の平均を出しまして１万5,248人で計上したところでございます。 

 以上です。 

○総務課長（今村浩次）   

 それでは、会計年度任用職員につきましてお答えをいたします。 

 まず、この４億2,700万円の国の財源はということでございますが、これにつき

ましては、６月ごろに交付税措置されるというような報道もありましたけれども、

その後、何の通知もございませんので、今のところ財源は充当していないところで

ございます。 

 それから、出向者でございますが、令和２年度につきましては、５名の出向を予

定をいたしております。東京のほうは、この前あったとおりでございますが、あと、

県の市町村課のほうに１名でございます。これにつきましても、同じように市のほ

うで負担いたしますので、国と同様、この34億7,000万円の中に含まれているとこ

ろでございます。 

 あと、介護保険組合、曽於地区の介護保険組合でございますが、２名出向予定で

ございますが、これにつきましては、全て介護保険組合で負担をするものでござい

ますので、含まれておりません。 

 あともう一つに、県の後期高齢者広域連合に１名出向中でございます。これにつ

きましては、給与、ボーナス、いろんな手当等がこれに含まれておりますけれども、

最終的には年度末に精算ということで全額返ってまいります。ただし、この34億

7,000万円の当初予算の中には含まれているというところでございます。 

 それから、地域コミュニティの関係のモデルの検討委員会のメンバーでございま

すが、どの地区かということでございますが、この地区につきましても、今後、説

明会等を通じて、選定をしていくという段階になっていくかと思いますので、現在

まだ決まってはおりません。４月以降に、早速説明会を始めていきたいと思ってお

ります。 

 ということでございますので、そのメンバーにつきましても、中心は現在の公民
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館役員が中心なのかなというふうには思いますが、それ以外のいろんな団体なり、

そういうメンバーも入ってくるんだろうと思っております。今後は……。 

（「予算化してるから、数が、一応、計画は考えているでしょう、何名か」と言う

者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 人数につきましては、それぞれの公民館・地区で違うと思いますけど、10名から

15名程度になるのではないかとは考えております。 

 それから、議場の関係で、今、御質問でここの現在の議場をどう活用するのかと

いう質問があったかと思いますが、それにつきましてお答えいたします。 

 これにつきましては、組織再編ということで、本庁方式になるといたしますと、

教育委員会、それから農業委員会、福祉事務所がこちらのほうにまいります。今の

書庫の状況を見ますと、永久書庫は総務課の前の金庫にはございますが、それ以外

の書庫につきましては、駐車場にあります書庫、それから各いろんなスペースを使

って保管いたしておりますが、現時点でも不足する状況にございます。であります

ので、ここのこの議場の半分か、それ以上になるかもしれませんが、できれば書庫

としてつかわせていただきたいということと、もう一つは新しい増築庁舎のほうに

渡り廊下を２階から設置いたします。その２階の部分に、現在の庁舎の２階の部分

には印刷室がございまして、その印刷室が使えなくなるということになりますので、

できればその残りの部分につきましては印刷をする部屋ということで活用していた

だければと、いただきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○大隅支所長兼地域振興課長（濱田政継）   

 防災施設整備事業の中で、植栽等は考えてないかという御質問でございました。

今回の防災施設を建設するために、熊本県の大津町のほうを研修いたしました。や

はり敷地が１万㎡でございました。その中の研修の中で、大災害が起きた場合、国

からの支援物資、プッシュ型で物が来た場合、倉庫の周りには何もないほうがいい

ということを指導されたところであります。また、避難民のための仮設住宅も考え

ておりますので、今の中では、何も造成した以外は考えていないところでございま

す。 

○市民課長（内山和浩）   

 それでは、クリーンセンターの持ち込まれるごみのことについて、まず申し上げ

ます。 

 ごみにつきましては、燃やせるごみ、可燃ごみが多くなっているのではないかと

いうことで、実績を少し申し上げます。28年度が5,456トン、29年度が5,582トン、
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30年度が5,488トンということで、ほぼ横ばいでございます。総体で、不燃、可燃、

粗大を含めましたときに、28年度が6,977トン、あと29年度が7,029トン、30年度が

7,019トンということで、ほぼ横ばいでございます。このまま推移するのではない

かというふうに思っております。 

 あと、先ほど言われました利用者が多くて、大分並んでいるというようなことで

ございました。これにつきましては、私どもも朝行ったりとかしておりますけれど

も、朝の時間帯が多く、朝８時ごろから車が並んでいるような状況でございます。

いろいろ調べてみましたところ、近くの方が多いようで、自治会ステーションを利

用せずに、直接持ってこられる方も結構いらっしゃるみたいでした。 

 それから、自治会、転入されてこられた方等につきましては、自治会加入を進め

ているわけですけれども、なかなか入っていただけない等の方につきましては、未

加入者につきましては、クリーンセンターを直接搬入を進めているというようなこ

とが主な原因ではないかなというふうに思っております。 

 また、年末と、それからお盆前等になりますと、掃除等が多くなりまして、多く

なるわけですけれども、特に集中する期間につきましては、収集運搬業務の中のス

トックヤード等の分の作業員ということで、警備員を直接お願いをしておりまして、

これを１年間通して警備員というのは、ちょっと難しい部分がありますけれども、

忙しい時期には警備員をお願いしているところでございます。 

 あと、このストックヤード等に持ち込まれるものにつきましても、29年度からで

すけれども、29年度で19万7,780件の持ち込みがあるところです。１日686台ほど来

ております。それから、30年度が21万9,155台で、１日に761台、それから、元年度

は途中でございますけれども、20万3,205台ということで、１日平均846台ほど搬入

が、車が来ているような状況でございます。 

 これを踏まえまして、人件費等、こちらのほうはどうなっているかということで

ございました。人件費につきましては、大分、厳しい部分もありますけれども、ま

ず、収集運搬等とストックヤード、その他を管理していただいているところが、収

集運搬の運転をしたり、収集に回る人員が８人、あと３人がストックヤードで対応

する職員ということで、収集運搬の運転等が済んだ後はストックヤード等で作業を

するようにしておりますので、通常業務には余り問題はないのかなというふうに思

っております。 

 なお、運転管理のほうになりますけど、運転管理のほうでは、主に建物内のピッ

トとかも含めて、作業をしていただいておりますけれども、この基幹的改良工事の

ときには、いろいろごみが直接ございましたので、運転管理を６人ということで考

えておりまして、予算を組ませていただきました。現在は、炉が新しくなって、そ
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れほど運転管理に時間を取られることも少なくなるのではないかということで、運

転管理を４人、あと作業員を４人ということで、作業員を１名ふやしております。 

 このような体制で当面させていただいて、また、今後、ストックヤード等に持ち

込みのごみがふえるようであれば、少し何か方法を考えていきたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それでは、徳峰議員の質問にお答えします。 

 お茶農家につきましては、昨今、ここ四、五年ぐらい大変厳しい状況が続いてお

ります。どうやってお茶農家が高付加価値をつけていくかというようなことですが、

国の改植事業というのがありまして、優良品種への改植事業があります。そういう

改植事業なり、それから平成30年度に財部のお茶農家が５戸で財部製茶株式会社を

つくりましたが、その中で、粗茶加工施設とか、ティーバックとかいう高付加価値

化のほうへ進めておりますけど、大変この事業を活用しまして、うまくいっている

という事例がありますので、今後は、今回は機械導入ということでしたが、こうい

う事業を使いまして、施設の整備もしていけたらいいんじゃないかなと思っており

ます。 

 以上です。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 それでは、私は、思いやりふるさと寄附金の関連で、見通しを楽観的に見てよい

のかということと、コロナウイルスの影響はないのかということでございます。 

 見通しといたしまして、先ほど申し上げました泉佐野市を初めとします４市町が

平成30年度約1,100億円の寄付を集めております。この自治体がギフト券というの

を取り扱っておりましたので、これが一切できなくなっているということで、日本

全国のふるさと納税の市場というのが約5,000億円ということで、その中の20％を

この４自治体が集めていたということになります。したがいまして、31年度、令和

元年度においては、その部分がなくなった部分、地場産品を持っているところはお

おむねそのふるさと納税額が伸びたということになります。 

 私どももいろいろ取り扱っていらっしゃる、いろんなサイトの方とも相談もいた

します。総務省も、次年度以降、変わった新たな制度の見直し、そういったものを

打ち出しておりません。そういった観点から、30年度の実績で16億9,000万、そし

て今年度の見込みが約19億円ということでございますので、18億円という形で予算

を計上させていただきました。 

 あと、コロナウイルスの影響に関しましては、今、トイレットペーパー等がない
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というようなことで、苫小牧市等は約1,900万ほど駆け込みの寄附があったようで

ございます。今後、心配されるのは、やはり長引いたときに経済の停滞、それによ

りまして一番寄附をしていただくサラリーマンの方の減収、このことが寄附金額の

減収につながるおそれは出てくるのかなということを懸念しているところでござい

ます。 

（何ごとか言う者あり） 

○商工観光課長（竹田正博）   

 今のところございません。 

 以上です。 

○耕地課長（小松勇二）   

 それでは、お答えします。 

 曽於北畑かん事業についての御質問だったと思いますけれども、トータルの事業

費につきましては、約213億円でございます。それから、完了年度につきましては、

現在のところ令和９年度を予定しているところでございます。 

 令和２年から令和９年度までの負担金の合計でございますが、約20億円でござい

ます。ですので、８年間ありますので、８で割りますと１年当たり約２億5,000万

円の負担金ということになります。 

 この財源につきましては、過疎債と、それからまちづくり基金での対応になると

ころでございます。 

 以上です。 

（何ごとか言う者あり） 

○耕地課長（小松勇二）   

 先ほども申し上げましたけれども、46.9％でございます。 

○建設課長（新澤津順郎）   

 それでは、住宅建設費の中の10億1,750万円の算出根拠について説明いたします。 

 昨年の９月議会でも、この契約事案として説明させていただきましたが、既存住

宅の解体撤去から新しい住宅の設計施工まで一括して発注し、民間資金で建設整備

するＰＦＩ事業で実施しているわけでございますが、今回、その際に提出された事

業者の見積もり額ということで説明させていただきたいと思います。 

 10億1,750万円の内訳でございますが、設計管理が約8,200万円、それから建築費

が５億2,000万円、それからその中の電気工事が8,500万円、給排水工事が１億

1,200万円、土木費が１億3,400万円、その他が8,400万円ということで、合計10億

1,750万円でございます。 

 そのほかの今後の入札方法、それから建てかえ計画については、市長が答弁いた
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しましたので、以上でございます。 

○議長（土屋健一）   

 ここで、昼食のため、休憩いたします。午後はおおむね１時再開をいたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 零時０２分 

再開 午後 １時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ３回目の質問に移ります。同僚議員があと控えておりますので、手ぐすね引いて。

３点に絞りまして、もうごく簡単に質問いたします。 

 まず、質問の第１点は、財政に対する新年度予算での考え方、今後に対する考え

方でございます。 

 再三申し上げておりますが、まだ課長答弁でありましたけども、合併後、こうし

た大きな伸びの15％近い予算編成というのは、今回が初めてであります。前回も課

長答弁でありました五位塚市政になって当初の段階で、やはり22％増がありました

けども、いずれにいたしましても、それに対応するやっぱり歳入で何項目か新たに

入れなきゃいけないという変則的な点が見られます。 

 市長に、非常に大事な問題でありますので１点、まず質問いたします。 

 こうした大幅な予算増について、決して一般論的に好ましいことじゃないと思っ

ております。総合振興計画や、あるいは財政計画を大きく踏み越えた形での予算計

上でありまして、そのために歳入項目を見ましても、変則的な目いっぱいともいえ

る歳入が計上されており、もう今後はこうした扱いは極力避けるという、そうした

基本姿勢が大事じゃないかと思っております。 

 基本的な見解をお聞きいたします。 

 ２点目、関連して財政課長に質問いたします。 

 質疑の中で課長答弁にもありますように、繰入金、あるいは市債発行を初めとし

て、大変大きな歳入が計上されております。これも繰り返しますが、２回、３回あ

ってはならないことでございます。特に繰入金については、非常に大きな繰入金を

当初の段階で予算計上するというのは、これは歳入と歳出の帳尻合わせの側面があ

るとしか思いようがないんですが、やはり２回、３回続けるべきじゃございません。

その点で財政問題について、一、二点質問いたします。 

 まず1つは、財政調整基金であります。 
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 財政調整基金が、この新年度当初の段階で９億4,000万円取り崩しが予定されて

おります。そうなりますと、今後、年度途中で取り崩しあるいは積み立てがあった

にいたしましても、現状での財政調整基金の２年度末の残高が13億円になります。

これまで、全く議論されてなかった低い数字でございます。おそらく今後、積み戻

しがあったにいたしましても、取り崩しも当然年度途中で考えられますので、25億

円以内を下回る形で２年度は最終的には推移するのじゃないかと心配いたしており

ます。 

 その点で財政当局の財調に対する見通しを含めて、考え方をお聞かせください。

これが第１点であります。 

 そうしたこと、ほかにも今回は地域福祉基金も4,000万円、ふるさと開発基金も

１億5,000万円、思いやりふるさと基金にいたしましては取り崩しが18億円、まち

づくり基金も1億8,000万円、過疎自立促進基金も１億円取り崩しております。取り

崩し金額が当初予算の段階で、実に32億円でございます。そのために、本年度末の

現在の段階での15の基金の総額が82億円になりますけども、前年度、元年度末は95

億円でありましたから約10億円少ないことになります。もちろん、一定の今後の積

み立て、他方取り崩しがあったにしても、こうした基金の扱いもやはり非常に特徴

的でございます。しかも交えて言えば好ましいことじゃないと思っております。こ

れらの今後の見通しについても財政課長が一番よく御存じでありますので、お聞か

せ願いたいと考えております。 

 一応、財政関係はそういったことでございます。 

 次に、総務課長に確認方々質問いたします。 

 この会計年度の職員についての、この新年度の予算が４億2,700万円ということ

でございます。間違いがあったら訂正を含めて答弁してください。 

 この４億2,700万円の中で国の支援措置が幾らであるのか、基本的にはまだない

ような答弁でありましたけども、全くないのかどうかを含めて、あるいは今後の見

通しを含めてお聞かせください。当然、今後一定の支援措置はあると思うんですけ

ども、このことを含めてお答え願いたいと考えております。 

 無視できない軽視できない大変な金額であるからでございます。これが２点目で

あります。 

 最後に３点目の質問、市長含めて質問いたします。庁舎整備事業についてでござ

います。 

 まず、質問の第１点でありますけども、今後、実施設計を策定するに当たっては、

その前にどの部分を増築、どういった形で増築するか、当然、基本的な考え方をし

っかりと決めてからの実施設計になろうかと思っております。 
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 その点で第１点は、教育委員会と福祉事務所をどうするかが問題課題となります。

先日の一般質問でも私の同僚の山田議員が見直しを求める立場での質問がありまし

たが、おそらく今後も続くかと思っております。６月以降です、同僚議員からも。 

 その点で質問の第１点でありますけども、現在の市の考え方では、教育委員会と

福祉事務所、それぞれ床面積を何㎡と考えているのか、お答え願いたいと考えてお

ります。 

 ２点目、教育委員会については２回目の質疑の中で、市長答弁の中で議場をどう

するかの質問に対して、議場も一部は教育委員会に扱いたいということでございま

した。今、教育委員会は３階にありますが、そうなりますと、また、議会事務局と

議員控室は、いずれにしても今の３階を残したいということでありました。教育委

員会は、今ある教育委員会と議場を壊したとして、いわば２つに離れ離れになるん

ですよね。これ、いかがなものかと思いますけど、どういった考え方で教育委員会

も議場を壊してここにもつくりたいとなったのかどうか、あわせて倉庫もつくりた

いということでございますけども、ちょっと吟味というか、深い検討がされていな

いんじゃないかとお聞きしながら思いましたけども、お答え願いたいと考えており

ます。 

 ２点目は、最終的には議会の意向を尊重したいと再三言っておられますけども、

そもそも議会に２階も使ってはどうかと投げかけた表向きの理由は、市民と共同し

て使う、開放された開かれた議会という非常に聞こえのいい答弁で説明でありまし

たけども、厳しく言って、議会がいわばつけ足しにされているんじゃないかと思わ

ざるを得ないんです。３階が議会事務局とそれから控室、全協の控室ですね。２階

がいわば議場。というのはいかがなものかと思うんです。市長も20年来、議員活動

やっていたわけで、自分も立場に置きかえたらおそらく同僚議員誰一人納得する人

いないなあと思うんですよ、こういったことですね。もうこの一例とっても、その

点でどういった考え方でこのように市民に開かれた議会という名目でもって２階に

やったのか、どう考えても、考えれば考えるほど、気持ちがしっくりしないんです

けど、率直な考え方を示していただきたいと考えております。 

 今後も議会との良好の関係を保つ上でも、そのあたりはじっくり腰を据えた上で

議会へのかかわる提案は考えていただきたいものでございます。 

 以上、大きく３点でございます。 

○市長（五位塚剛）   

 今後、財政計画については、当然ながら、今後の事業のことをよく議論して一定

の予算を立てて進めていきたいというふうに思います。ただ、総合計画と財政計画

はどうしても合わないというのは、現実いっぱいあると思います。それは、いろん
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な事業のやり方、その当時のいろんな価格の変動とか、いろんな問題が出てきます

ので、若干の違いは出て来ると思いますけど、なるべくそれは尊重していきたいと

いうふうに思います。 

 あと、議場の問題ですが、教育委員会を３階にもってくるということは一言も、

ちょっと言っていないところでございます。新しく増築をする中で２階に大きな会

議室を設けますので、その中で議会があるときに、そこを議場として利用ができる

ということが、いろんなところでありますので、それを参考にしてどうですかとい

うことを言っております。 

 議会事務局と全協する議員の控室と議場が違うからという、そう問題ではないん

じゃないかなと思っとります。どこであろうと議会は議会なりの会議をしていただ

いて、ちゃんと開かれた市民の中で議論してもらえればいいことであって、どうし

ても議員全体の総意として２階ではだめだとなれば、もう引き続きこの会場になる

わけですので、今の３階の議会事務局、議長、副議長、また全協の場所を２階に移

すという、そういうことは全く考えてないところでございます。 

 あとについては、各担当課長から答弁させます。 

○財政課長（上鶴明人）   

 先ほど、議員のほうからありました質問についてお答えいたします。 

 まず、財政調整基金についてでございます。 

 財政調整基金につきましては、今回の令和２年度の当初予算編成を行いまして、

今現在における残高見込み額が、先ほど議員のほうからありましたとおり、13億

1,000万円ほどとなっております。 

 令和元年度の当初予算の時点で、残高が約17億円でしたので、４億3,000万円ほ

ど少なくなっております。この金額につきましては、やはり令和元年度の大きな災

害復旧に伴うもの、特に議会等でもお話をさせていただいておりますが、一般財源

の持ち出しが例年に対して６億円ぐらい多かったという、これが大きな現実でござ

います。 

 そして、補正予算の総括質疑のときにも、一応お話をしましたとおり、今からま

た、特別交付税等の決定がまいります。３月下旬になると思いますが、それを見越

して少しでもこの財政調整基金、ここには少しでも返していきたいと思っておりま

す。 

 さきにありました25億円という額の確保ということについてでございます。 

 今現在では、もし令和元年度のほうの決算の時点において、約25億円から26億円

を想定しております。昨年に対しまして、ことしのほうが減額が大きいとこではご

ざいますが、これから、やはり財政調整基金という大変利便性のある基金、やはり
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これを少しでも30億円という目標があったわけですけども、これに近づけるような

形で財政運営をするためには、いろいろなところを財政調整基金に回しながらも、

少しでもこれをもとに戻していくという形で考えているところでございます。 

（何ごとか言う者あり） 

○財政課長（上鶴明人）   

 それについては、今現在では極力25億円を割らないような形の財政運営をやって

いきたいと思っております。できれば、ふやしたいと考えておりますが、これにつ

いては、やはり年度途中における災害等、そしてやむを得ない事態とったときの支

出につきましては、やはり、この財政調整基金から出ていくしかございませんので、

今現在の推移、もし例年どおりの災害等が少ない年ということになれば、少しでも

今度は積戻しができていくんではないかなと、財政サイドでは考えているところで

ございます。 

 それとまた、特定目的基金についてでございますが、今現在、特定目的基金、財

政調整基金を初め、現在高が、令和２年度の当初予算編成時点では、82億5,000万

円ほどとなっております。今年度の特定目的基金の残高見込み額が、82億5,000万

円となっております。令和元年度時点の当初予算時点の年度末見込み額が82億

5,500万円となっておりまして、約400万円ぐらいしか減っていないところでござい

ます。特定目的基金全体としましましてはですね。ただし、これにつきましては、

商工観光課のほうで進めていただいております思いやりふるさと寄付金、これが大

きく伸びまして元年度、今現在も18億円、19億円に迫ろうとしているような状況で

ございまして、こちらのほうに多く積み立てた関係で、こちらが大きく伸びたため

に財政調整基金、先ほど言いました４億、それからほかの基金、ふるさと開発基金、

こういったものも少し3,000万円とか少なくなっておりますけども、そういったと

ころをカバーしているところではございます。 

 特定目的基金につきましても、やはり基金の目的がございますので、今現在、岩

川小学校等を整備しております、学校施設整備等基金こういった活用も視野に入れ

ながら、少しでも後年度に余裕の持った、余裕の持ったという言い方おかしいんで

すけど、少しでもいろいろ事業が展開できるような基金を積み戻しながら、もちろ

ん財政調整基金を初めですけども、そういった形で財政運用を行っていきたいと考

えております。 

 以上です。 

○総務課長（今村浩次）   

 会計年度任用職員について、お答えをいたします。 

 令和２年度の会計年度任用職員に係ります人件費は、約４億2,700万円、これは
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一般会計、特別会計全て合わせてでございます。 

 国の支援のほうは、先ほど申し上げましたとおり、現時点では、まだ何も通知も

来ていないというところでゼロでございます。 

 今後の見通しでございますが、報道等によりますと、６月ごろにという交付税措

置でという話もありますが、それにつきましては、多分、現在、国会であります予

算等が成立してから通知等が来るんではないかとは考えているところでございます。 

 あと、庁舎の関係におきまして、教育委員会、福祉事務所等が何㎡かということ

でございますが、現在の予定でいいますと、計画といたしましては増築部分の１階

部分に市民課関係、税務課関係、保健、福祉関係を一同に、同じフロアでというふ

うに考えておりますが、福祉事務所がこちらに来る場合におきましては、また、組

織の再編をいたしまして、例えば、子ども課的なところ、子どもを主に扱う課とい

うのを新設することも視野に入れております。ですので、その場合は、現在の保健

課にあります子育て関係のところも一つの課としてというところになりますので、

一概に福祉事務所が入って来るのが何㎡かというのは言えないところでありますが、

そのようなことを考慮いたしても、大体200㎡程度、ワンフロアの執務の部分を600㎡

程度としますと、その３分の１程度は占めるのではないかというふうに考えており

ます。これは、当然生活保護等も含めてございます。さらに、生活保護の関係で小

さな相談室も必要かと思いますので、それも50㎡程度は必要なのかなというふうに

考えているところでございます。 

（何ごとか言う者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 全体で250㎡程度、現段階では考えているところでございます。 

 以上です。 

（何ごとか言う者あり） 

○総務課長（今村浩次）   

 教育委員会につきましては、現在、旧庁舎のほうに配置する計画にいたしており

ますので、それをどこの部署にするかというのは、まだ正式には決定していないと

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 次に、今鶴治信議員の発言を許可します。 

○８番（今鶴治信議員）   

 私は、さきに通告しておりました議案第27号一般会計の予算説明資料からの質問

いたします。 
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 まず、福祉事務所関係の340ページの訪問給食サービスの利用状況について、

３年間分の実績について質問いたします。また、配食用車両購入補助金が２台ござ

いましたけど、これは財部町、末吉町でも要望があれば補助対象になるのか伺いし

ます。 

 通告をしておりませんでしたけど、365ページの子ども医療費の１億80万円につ

いて質問いたします。 

 高校卒業までの医療費ということで、これまで何年か取り組んでこられています

けど、その中の利用状況等が傾向的でいいですので、わかっていたらお示しやって

いただきたいと思っとります。 

 続きまして、介護福祉のほうで383ページ、若齢末期がん患者療養支援事業とい

うのがありますが、これまでこれを利用された、対象になった実例等があるかどう

か質問いたします。 

 農林振興課関係では、436ページの林業成長産業地域創出モデル事業のうちの高

性能林業機械導入につきまして、今度、補助を受けられる対象事業者はどこか、ま

た、３台の機械のどういう種類であるのかを伺います。 

 そして同じく農林振興課関係で、439ページの林業就業支援報酬業務委託料、こ

れのどこが委託先と予定されているか伺います。 

 それと、建設課関係の516ページの桜ケ丘団地建物購入と517ページの地域振興住

宅の質問は、先ほど同僚の徳峰議員が詳しく質問されましたので、ここは省略させ

ていただきます。 

 そして、学校教育課のほうの562ページの適応指導教室の利用状況を伺います。

また、不登校の現在の状況はどうであるかを伺います。 

 そして、社会教育課関係では、607ページの末吉総合体育館施設整備事業、これ

が２億９万円組まれておりますけど、この整備事業の内容といつぐらいに工事を始

められて完成時期はいつになるか伺います。 

 以上、１回目の質問いたします。 

○福祉事務所長兼福祉課長（竹下伸一）   

 それでは、今鶴議員の質問にお答えしたいと思います。 

 まず、340ページになりますが、訪問給食サービス事業、市単独分の、まず訪問

給食サービの利用状況、３年間分の実績とあと配食用車両購入補助金についてにお

答えしたいと思います。 

 まず、訪問給食サービスの利用状況についてお答えいたします。 

 平成28年度は延べ人数でございますが、延べ利用者数が5,215人で16万2,107食、

平成29年度は延べ利用者数が5,044人で15万7,039食、平成30年度は延べ利用者数が
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4,880人で15万3,558食でございます。 

 続きまして、配食用の車両購入補助金については、曽於市の高齢者訪問給食サー

ビス事業実施要綱第16条の車両購入補助にのっとりまして、委託業者に対して配食

に専ら使用する車両の取得価格の２分の１の額を補助しているところでございます。

限度額につきましては40万円でございます。 

 今回、当初でお願いしています令和２年度につきましては、現在、大隅の委託業

者に対して２台分の補助を計画しているところでございますが、この補助につきま

しては、財部、曽於市の業者でも申請があれば購入ができるというふうになってお

ります。 

 それと、365ページでございますが、子ども医療費助成事業についての質問でご

ざいます。 

 一応、これにつきましても３カ年度分の実績について、報告をしたいと思います。 

 28年度が述べ人数でございますが、２万9,511人、平成29年度が２万8,745人、平

成30年度が延べ２万8,280人になっているところでございます。 

 この子ども医療費につきましては、曽於市につきましては、平成20年度から中学

生卒業まで対象にいたしました。これに伴いまして、平成26年度からは高校生、18

歳に達する日までの31日までですが、医療費の自己負担分を全額助成するという形

で事業のほうを実施しているところでございます。 

 以上です。 

○介護福祉課長（福重 弥）   

 それでは、383ページの今鶴議員の御質問にお答えいたします。若年末期がん患

者療養事業のこれらの実績についてということでお答えいたします。 

 これにつきましては、今年度から新規事業といたしまして、曽於市若年患者に対

する療養支援事業実施要領を設置し、取り組んでいるところでございます。対象に

なる方につきましては、在宅での療養を希望している40歳未満の方となっていると

ころでございます。 

 事業の内容につきましては、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与、福祉用

具の購入に対して支援を行っているものでございます。本人負担につきましては、

サービス利用料の１割負担となっているところです。これの残りの９割につきまし

ては、市と県がそれぞれ２分の１ずつ負担をいたしております。 

 今年度の利用につきましては、３名の方が利用をされたところでございます。利

用につきまして福祉用具の貸与で特殊寝台一式を利用されたところでございます。 

 以上であります。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   
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 それでは436ページ、高性能林業機械購入についての機械の種類についてお答え

いたします。 

 高性能林業機械の導入につきましては、地域の構想に基づき、低コストで効率的

な県産材の生産、供給体制の構築や、さらなる木材需要の拡大、再造林の推進等図

る国の林業成長産業化地域創出モデル事業で導入するもので、補助率は３分の１以

内となっとります。 

 機械の種類ですが、グラップル0.3㎥１台、ユンボの先につかみがついていると

思ってください。それから、プロセッサー0.3㎥１台、これはユンボの先にチェー

ンソーがついているというようなふうに思ってください。それから、グラップル付

きファーダー５トン１台、これについては、キャタ付きの運搬車につかみがついて

いるというように思っていただければと思います。 

 事業主体につきましては、末吉町深川にあります株式会社伊万里木材市場南九州

営業所で、事業費の合計が税抜きで4,535万円、補助金が1,511万円となっておりま

す。 

 続きまして439ページ、林業就業支援講習業務委託料の委託先についてお答えい

たします。 

 この林業就業支援講習業務委託料は環境譲与税の使途の中に林業関係の人材育成、

担い手確保等の費用に充てることができると明記してあります。現在、林業におけ

る担い手が不足していることから、今回、林業技能講習の20日間コースを実施し、

担い手を育成するものであります。なお、委託先につきましては、職業訓練の実績

のあります財部町の森の学校有限会社サイバーウェーブですが、そこに委託する予

定でございます。 

 以上です。 

○学校教育課長（川路道文）   

 562ページの適応指導教室利用状況と昨年度の不登校児童生徒数についてお答え

いたします。 

 現在、適応指導教室におきましては、小学生２人、中学生７人、計９人の児童生

徒が在席し学習支援等を受けている状況です。 

 昨年度の不登校児童生徒数につきましては、小学生８人、中学生23人、計31人と

いうところでした。 

 以上です。 

○社会教育課長（岩元 浩）   

 それでは、607ページの末吉総合体育館施設整備事業の時期、工事内容について、

お答えいたします。 
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 末吉総合体育館施設整備事業の工期につきましては、現在の計画では令和２年

７月より令和３年３月までの９カ月間を予定しているところでございます。 

 なお、工事内容につきましては、耐震工事と大競技場の照明施設取替工事でござ

います。ＬＥＤへの取替工事でございます。 

 以上でございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 ただいま、各課より１回目の答弁をいただきました。 

 訪問給食について伺います。 

 高齢者数も年々減っていくということで、実績として少しずつ減ってきておりま

すが、その中で全体としての数字をいただきましたけど、旧３町ごと平均的に同じ

ように減ってきているかどうか確認のため質問いたします。 

 また、補助金要綱で上限40万円ということで、宅配車両を購入される場合は、こ

れがどこでも対象になるということでありますが、今回は大隅ですけど、その前、

財部、末吉の場合は、１回そういうのを使われたところがあるのか確認いたします。 

 それと、子ども医療費の利用状況でありますが、子どもも減っていくということ

で年々少しずつ減ってきておりますが、その中で確認ですが、前に今の三反園知事

になったときに、この乳幼児給付事業対象者分は県のほうでも助成をするというこ

とで、これは保護者が一旦、現物支給で医療費を立て替えなくていい事業なのか、

確認いたします。 

 それと、今度、私も珍しい事業だと思ったんですけども、新規事業ということで

市内で３人の方が在宅のことで利用されているということで、ここの中でプライバ

シーなとこもありますけど、末期がんというふうになっていますので、やはり、そ

の末期がんというのは、どのような状況を末期がんというふうに捉えるのか、回復

の見込みがないというのか、手術等で回復する人はこれは対象にならないのか伺い

ます。 

 それと、436ページの木材の運搬の事業ですが、今度は伊万里さんが利用された

ということで、こういう事業は曽於市内にも民間の伊万里さん以外にも民間の伐採

業者がいますけど、この基準はどうなっているのか、民間の方でも申請をすれば、

こういう３分の１内の助成は受けられるのかどうか伺います。 

 それと、439ページのこの林業就業支援へ講習の森林組合かどこかがされるかと

思いましたけど、森の学校でこれをされるということで、そういう森の学校のほう

はいろんな事業をされていますけど、こういう専門的な人を雇って指導されるのか、

森林組合等にお願いしてそういう講習を行われるか、わかっちょったら質問いたし

ます。 



― 391 ― 

 そして、適応指導教室について、小学生２人、中学生７名が利用されて９人とい

うことですね。最初、私が文厚委員会にいたときは２人ぐらいの利用者だったんで

すけど、大分周知されて９人も利用されているのかなと思うんですけど、その中で、

全体で31人の不登校がいらっしゃって、そのうちの９人がこれを利用されていると

思うんですけど、ほかの残りの方々はこの適応教室も勧めてらっしゃるんですけど

も、利用されない方はどういう事情があって利用されていないのか伺います。 

 そして、末吉総合体育館耐震工事の令和２年の７月から令和３年の３月の９カ月

間を予定しているということでありましたが、私が一般質問でしました武術太極拳

が９月ぐらいに行われる予定ですけど、そのときは工事をとめられるのか、その国

体の公開競技に対しての問題はないのか伺います。 

○福祉事務所長兼福祉課長（竹下伸一）   

 それでは、配食関係の減っているんじゃなかろうかということで、旧町ごとに申

し上げたいと思います。 

 先ほどは報告の中で、延べ人数で申し上げたんですが、月平均の人数で比較をし

たいと思います。大隅につきましては、平成28年度が213名、平成29年度が201名、

平成30年度が194名ということで、若干減少気味でございます。末吉につきまして

は、平成28年度が152名、平成29年度が154名、平成30年度が154名ということで、

末吉については変わらないところでございます。財部については、平成28年度が70

名、平成29年が65名、平成30年度が59名ということで、財部については若干減少気

味でございます。これを年度ごとでいきますと、全体の数でいきますと、平成28年

度が月平均で435名、平成29年度が420名、平成30年度が407名ということで、全体

的な数字からいきますと、減っているというようなことでございます。 

 それと、三反園知事が示しましたことにつきましては、平成30年の10月から未就

学児の非課税世帯の鹿児島県内の受診が無料になったということで、鹿児島県内に

つきましては無料でございますが、県外、都城につきましては、一旦お金は払って

いただくというようなしくみでございます。なお、今現在、また来年、令和３年に

なりますと、今計画をしておりますが、高校生までというのを、今新聞等の記事で

は見ているところでございます。 

 以上です。 

○介護福祉課長（福重 弥）   

 それでは、お答えいたします。 

 先ほどの御質問でありますが、末期がんの考え方ということでありますが、この

事業につきましては、先ほどありましたように40歳未満の方になりますが、その中

で病気の治癒がなく、在宅での生活を希望される方が、この事業に対象になること
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になります。実際、末期の方ということになるところでございます。 

 以上であります。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それではお答えします。 

 この高性能林業機械の導入はどういう方が対象かというような、質問だったと思

いますが、これにつきましては、木材素材生産者、製材加工業者、市場関係者、森

林育成事業者、苗木供給者等ということで対象者になっているようでございます。 

 全国では16地域が指定ということで、九州では鹿児島県のほかに大分県、宮崎県

がそういう指定を受けているところであります。ちなみに平成30年度に森林組合が

この事業でフルトレーラーを導入しております。 

 それから、439ページの林業就業支援講習業務の委託の件ですが、これにつきま

しては、森の学校には当然そういう技術者がおりませんので、今、計画しているの

は県の森林技術総合センター、昔の旧林業試験場がありますが、そこの専門員の方

なり森林組合の方を講師にということで、今、計画しているところでございます。 

 以上です。 

○学校教育課長（川路道文）   

 それでは、お答えいたします。 

 適応指導教室に出てこない子どもの理由はということですが、まずは、その子な

りの人と接する意欲が出てこないということで、引きこもりがちになっているとい

うような性格であったり、ゲーム、スマホの利用によって生活習慣が不規則になり、

昼夜逆転によって活動意欲が低下していたり、それに伴って学習への意欲が低くな

っていたり、というようなことが考えられております。 

 以上です。 

○社会教育課長（岩元 浩）   

 それでは、お答えいたします。 

 国体との関連でございますが、現段階の計画といたしまして、国体の開催により

足場の設置ができないところでございます。したがいまして、７月から９月末まで

施工業者等による工事の準備期間といたしまして、内部の調査、資材の確保、調達

を行う計画でございます。その後、工事に入りまして足場を組む作業に入る計画で

ございます。 

 以上です。 

○福祉事務所長兼福祉課長（竹下伸一）   

 申し訳ございません、答弁漏れがありました。 

 訪問給食サービスの車両の関係で、末吉と財部は実績があるかということでござ
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いますが、末吉、財部ともそれぞれ実績があるところでございます。 

 以上です。 

○８番（今鶴治信議員）   

 ３番目ですけど、ほんとうっかりしておりまして、通告していませんでしたけど、

畜産課の467ページの有機センター9,463万円で私の地元でありますので、説明資料

に書いてありますように、どういう事業をどのぐらいの……、特に工事を始めて完

成予定はどうであるのかを質問いたします。 

 それと訪問給食ですけど、年々減っているということで、非常にお年寄りのひと

り暮らしの見守りもすごくそれで助かった人もいらっしゃるというのも聞いており

ますが、実際上、支援的に利用できなくなって少なくなっているんですけど、新た

に高齢者の方もふえて来るんですけど、新規でやはりこれを利用される方も減って

いる中でも何名かいるんでしょうけども、そういう人もいらっしゃるのかどうか伺

います。 

 それと、体育館のほうは、もう国体に影響はないがないということで安心したと

ころでございます。 

 以上、３回目の最後の質問をいたします。 

○福祉事務所長兼福祉課長（竹下伸一）   

 年々利用者数が減って来て、新規があるかということでございますが、この曽於

市の高齢者訪問給食サービス事業につきましては、高齢者の方々の安否を確認する

とか、健康状態に異常がないかということで見守り活動もかねて実施をしている事

業でございます。人数等は減っておりますが、毎年旧町ごとに新規の申し込みはあ

るところでございます。 

 以上です。 

○畜産課長（野村伸一）   

 それでは、お答え申し上げます。 

 467ページの資源リサイクル畜産環境整備事業の中で、有機センターの整備でご

ざいますが、この事業につきましては地域振興公社、県の地域振興公社が事業主体

で取り組むことで、有機センターについては取り組み主体というようなことで、整

備の内容といたしましては、堆肥舎整備、これにつきましては、これまでの有機セ

ンターの搬入希望者が多く、現在までの規模では到底処理しきれないというような

ことで、増設を計画しているところでございます。 

 堆肥舎の面積につきましては、400㎡を計画しておりまして、そのほかに堆肥舎

周辺の環境整備ということで舗装等の計画、それと運搬車両等の計画で特装運搬車、

それと堆肥散布機、それとショベルローダー、この３台を計画しているところでご
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ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（土屋健一）   

 次に、海野隆平議員の発言を許可します。 

○１５番（海野隆平議員）   

 所管外で６項目ほど質問をさせていただきます。 

 まず、413ページ農林振興課。花と緑の供給センター管理費でありますけど、前

年度が343万7,000円、ことしは350万9,000円でわずか７万円の増となっております

が、その中で育苗管理作業委託料が295万円というふうになっているところであり

ます。 

 市内の緑地帯とかフラワーガーデン等の植栽と同時に花の供給とありますが、こ

としは先ほどちょっと話が出ました、ことしは国体が太極拳の公開演武というふう

になっているわけでありますけど、10月に予定されておりますが、この予算で大丈

夫なのかですね。 

 前回の国体のときは、たしかフェンシングでありましたけど、かなり町内、花で

飾られたというふうに記憶いたしておりますが、この予算でいけるのかお聞きした

いと存じます。 

 次が、443ページであります。 

 商工観光課、思いやりふるさと寄付金推進事業であります。 

 先ほど、徳峰議員のほうからもるる質疑がありましたが、前年度約17億円、本年

度は28億円と約11億円大幅にアップしているわけでありますけど、先ほど答弁もあ

りましたけど、目標達成は果たして可能のなのか、単純な質問ですけど御答弁いた

だきたいというふうに思います。 

 それと449ページ、同じく商工観光課であります。 

 道の駅及び四季祭市場施設管理費ということで、別置き型多段商ケース備品購入

２台分というふうにありますけど、２台で286万3,000円と、商ケースにしては非常

に高額だなというふうに思っておりますが、どのように利用されるのか、また、ど

こに設置されるのか、具体的にお聞きしたいと存じます。 

 次が、531ページの教育委員会総務課の高校振興費でありますが、大学等進学祝

い金贈呈事業900万円と、また曽於高等学校総合支援対策事業費補助金921万円の予

算が計上されているわけでありますけど、この事業は、各中学校の卒業生また保護

者に対して、いつ、どこで、どのようにこの事業についての説明はされているのか、

また、この趣旨について十分理解されているのか、答弁をいただきたいと思います。 

 それと最後で、541ページ教育委員会総務課、小学校教育振興費でありますけど、



― 395 ― 

パソコン、タブレットリース料1,657万6,000円。校務用パソコン267台、タブレッ

ト177台、1,534万7,640円、電子黒板10台、５年リース80万6,960円。と予算が計上

されておりますが、どの学校にどのように設置されていくのかお聞きしたいと存じ

ます。 

 最後に学校教育課でありますが、553ページです。 

 新聞、書籍、追録の中に5,580万1,000円とあります。その内訳として、小学校教

師用教科書、指導書3,705万7,560円、デジタル教科書、国語、算数1,827万5,400円

というふうにあるわけでありますが、非常に高額なわけでありますが、中身、内容

について詳しく説明をしていただきたいというふうに存じます。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○農林振興課長（冨吉浩幸）   

 それでは413ページ、花と緑の供給管理センターの管理費の前年とほぼ同額があ

るが、ことしは国体が予定されているが、花の供給はについてお答えいたします。 

 花と緑の供給管理センターでは、春苗と秋苗の年２回、学校や各種団体等に花、

苗の配布をしております。令和元年度では合計で12品種、延べ313団体、13万1,921

本の配布を行なっとります。現在のハウスでは、これ以上の苗の供給は難しい状況

であります。御質問のことしは国体が予定されているが花の供給についてですが、

社会教育課によりますと、鹿児島県が曽於高校に直接、花の苗の委託を行う予定で、

別枠で準備をしているとお聞きしております。 

 以上です。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 それでは、私の方からは、まず447ページの思いやりふるさと寄付金事業につい

てでございます。達成は可能かということでございます。 

 思いやりふるさと寄付金事業のこの３年間の実績を見ますと、29年度の決算が17

億5,147万円、平成30年度が28億8,693万円、今年度、31年度の見込みが29億8,000

万円と見込んでいるところでございます。 

 先ほど申し上げました全国的なこのふるさと納税の5,000億円の市場の中で、約

20％を占めていたこの４つの町の部分が分散したというのが、大方な見方だと思っ

ております。 

 そういった意味から、やはり地場産品を持っている市、町については、今後、や

はり一定的な伸びはあるだろうという予測もされている中でございます。そういっ

た意味合いから、私どもも、今年度19億円ぐらいになるかと思いますが、昨年の16

億9,000万円、約17億円弱になりましたので、18億円という部分で目標を立ててや

っていこうということでお願いをするところでございます。 
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 それから、449ページの道の駅及び四季祭市場の施設管理費の別置き型多段シ

ョーケースでございます。 

 これにつきましては、今、道の駅に設置してあります２台のショーケースがあり

ますけれども、これが既存のやつがもう購入後15年が経過しておりまして、老朽化

が激しいということで更新をするものでございます。これにつきましては、約５段

ほどの段がありますので、ちょっと高さがあるやつでございます。そういった意味

で、この購入費用も結構するわけですけれども、設置場所につきましては、既存の

ショーケースが２列並んでおりますけれども、そこに新たに据えつけるということ

に計画をしているところでございます。 

 以上です。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 それでは、教育委員会総務課分につきまして、お答えいたします。 

 まず、各中学校卒業生や保護者に対しての曽於高等学校総合支援対策事業補助金

の説明状況や趣旨の理解についてでございますが、曽於高校では入学者募集パンフ

レットに曽於市からの支援事業を掲載しております。それをもとに、市内中学校で

の高校説明会や出前授業、あるいは中高連絡会等で周知を行っているところでござ

います。 

 また、教育委員会でも曽於高校生の保護者や市内中学生に毎年アンケート調査を

実施しておりますが、そのときにも支援内容を周知しているところでございます。 

 続きまして、小学校教育振興費のパソコン、タブレット等リースについてお答え

いたします。 

 このパソコン、タブレットリース料の中身でございますが、校務用パソコンが

267台、タブレットが177台でございます。これにつきましては、平成27年度に５年

間のリース契約を行い、市内小中学校に配備しているものでございます。 

 配備状況につきましては、１クラスの半分の人数分を基準にしております。半分

程度です。例えば、末吉小学校であれば全校生徒が546名いますが、１クラスの最

大が39名でございます。これの、ここはちょっと半分より若干多いんですけど24台、

こういう形で配備をしているところでございます。 

 電子黒板でございますが、電子黒板は全体で159台を所有し、各学校に配備して

おります。配備につきましては、各学校の普通教室の数に応じて配備しているとこ

ろでございます。今回の10台分でございますが、これにつきましては、今、配備し

ているものの中から10台ほど故障して、もう画面もつかずに使われないものがござ

いまして、その分について、今回リース契約で購入をお願するものでございます。 

 以上です。 
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○学校教育課長（川路道文）   

 それでは、学校教育課分をお答えいたします。 

 553ページの学校教育総務費の小学校教師用教科図書とデジタル教科書の内容に

ついてお答えいたします。 

 令和２年度から使用する小学校の教科書が改訂されます。その児童が使用する教

科書に対応した小学校教師用の教科図書とデジタル教科書を購入する予算になりま

す。 

 小学校教師用教科図書は、教師が授業で使用する教科書と授業の進め方の参考に

したり、研究したりする指導書の２種類を購入します。教科書は数百円程度で安価

なんですが、指導書については、平均単価が約２万円以上します。また全教科、全

学級数分を購入する必要があることから、このような予算となっております。 

 また、デジタル教科書は、電子黒板に教科書の内容を提示しながら指導するため

のもので、電子黒板を活用するために必要な教材であります。小学校では国語と算

数の２教科に限定して購入しますが、平均単価が約７万円することから、このよう

な予算となっています。 

 以上です。 

○１５番（海野隆平議員）   

 今、各担当から説明をいただいたところでありますが、花と緑の供給についてで

ありますけど、県のほうから別枠で準備するというような答弁であったろうという

ふうに思いますが、これで県のほうからは、会場周辺とか、それから、あと商店街

とかいろいろあろうかと思いますけど、そこ辺まで準備していただけるんでしょう

かね。そしてまた、当然、こちらのほうも花については、一応、県のほうに要望は

されるんだろうというふうに思うんですけども、そういう体制は整っているのか、

そういうふうに理解していいのか、再度お聞きしたいというふうに存じます。 

 それと、思いやり寄付金推進事業でありますが、5,000億円程度の予算が４つの

町、いろいろありまして分散したというようなことで、今、答弁があったわけであ

りますけど、当然、予算化される以上は、これについても積算基礎あって、私いい

んじゃないかと思うんですけど、ただ、漠然として、ことしは10億円予算を上乗せ

したんだというふうに、今、話もありましたけど、ただ、やはり先ほど、ちょっと

話のありました新型コロナウィルスの関係もありまして、いわゆる流通経済が非常

に悪いんですね。だから、こういった中で果たして、これ19億円の達成可能なのか、

非常に私も疑問に思うんですけど、そこ辺の積算基礎は、ちゃんとできているのか、

答弁いただきたいというふうに思います。 

 それと、高校振興費でありますが、入学者募集要項等にも掲載してあるとか、ア
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ンケートもとっているとかいうような答弁でありました。 

 私もこれにつきましては、一般質問等を行ったわけでありますが、やはり、これ

だけの優遇措置がありながらも、ことしの出願状況、きょうは高校は入試でありま

すが、きのう、きょうはですね。商業科を除きまして定数割れというふうになって

いるわけでありますけど、文理科については、定数40名に対して出願者26名、また、

普通科に至っては、40名に対してわずか19名というふうになっているわけでありま

すけど、この実態をどのように考えておられるのか、分析されているのか、再度お

聞きしたいというふうに存じます。 

 449ページをさっき言い忘れましたけど、道の駅の関係であります。 

 非常にショーケース、15年たっていると、それを更新するんだというようなとこ

ろで、現在あるところに設置するというような答弁であったわけでありますが、や

っぱり建物は別として、こういったショーケース等は道の駅の予算でできないのか

ですね。当然、200万円台、非常に金額的に大きいわけですけど、道の駅の予算で

も十分対応できるんじゃないかというふうに思うんですけど、その辺はどうなのか、

再度お聞きしたいというように存じます。 

 それと、小学校教育費ほかのパソコンの問題でありますが、リースが、契約が切

れるということで、新しく契約されるというような答弁でありました。ただ、電子

黒板10台、５年リースというふうになっていますけど、これ、今現在、電子黒板に

ついては設置されてから、各学校、また各クラスに設置されておりますけど、159

台設置されたというような答弁でありました。もう、確かに10年ほど経過している

なというふうには思っておりますが、やはり、この電子黒板、もう10年後、クラス

によって、学校によってはもう既に使われていない、使用されていない電子黒板も

あろうかというふうに思うわけでありますけど、新たにこの電子黒板10台リース契

約というふうにはなりますけど、果たして購入する必要があるのかなというふうに

思うところでありますけど、ある分は利用できないのか、その辺をちょっとお聞き

したいと思います。 

 学校教育課でありますけど、小学校教師用図書について、特に指導書２万円以上

ということで、各学校の各先生方に配られるんだろうというふうに思いますけど、

非常に多額な指導書であるなあというふうに思うところでありますけど、デジタル

教科書、国語、算数というふうにありますけど、一応、国語、算数を整備されると

いうような答弁であったわけでありますけども、ほかにもまだ、理科とか社会とか

いろいろあると思うんですけど、ほかのもんについては整備されなくていいのか、

あわせてお聞きしたいと思いますが。 

 以上です。 
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○社会教育課長（岩元 浩）   

 それでは、国体の花の供給についてお答えいたします。 

 いわゆる花いっぱい運動でございますが、令和２年度につきましては、鹿児島県

のほうから直接曽於高校のほうに育苗を依頼いたします。なお、整備につきまして

は、今後、市内の小中学校にアンケートをとる予定でございます。予定では、苗に

つきましては約1,000株、プランターにつきましては約250個の計画でございます。

花の種類につきましては６種類を予定いたしております。 

 設置場所につきましては、現在、末吉総合体育館と栄楽公園を中心に設置する予

定でございますけれども、今後の場所につきましては、実行委員会等で検討する予

定でございます。 

 以上です。 

○教育長（瀨下 浩）   

 高校の倍率の話なんですけども、これも一般質問のときにちょっとお答えしたん

ですけれども、ことしの割れを見ますと、全県下的に倍率がものすごく下がってい

る、更新したと、最低倍率をですね。鹿児島市の一部と幾つが保っていましたけれ

ども、あとは軒並みに倍率が下がって、しかも下がり方がすごいという状況が見ら

れました。 

 その中で曽於高校の場合には、普通科の方が確かに昨年度より0.1倍下がったん

ですけれども、文理科のほうは逆に0.12倍ふえているということで、大体例年並み、

ここ３年間ぐらい大体同様な変化をしていると、普通科系は２教科で、それから、

職業系の３学科は３学科の中で、どちらかがあがれば、どちらが下がるというよう

な状態です。大体横ばいの状態が見えているのじゃないのかなというふうに感じて

いるところでございます。 

○商工観光課長（竹田正博）   

 私のほうからは、思いやりふるさと寄付金事業について、そういった積算の積み

上げはあるのかということでございますが、主にふるさと納税の寄付金ということ

につきましては、４つのいわゆる広告会社、いわゆるネットでの注文ということに

なります。そこの会社の方々とも打ち合わせを進めながら、私どもが算定しており

ますのが、この４つのいわゆるサイトで、今までの実績を踏まえて計算を挙げたと

ころでございます。 

 積算と言いますのは、まず、そこが基本になってくと思っております。ふるさと

チョイス、ふるナビ、楽天、さとふるというところがございますが、ここの今まで

の動向を見ながら、そしてまた、その担当の方々とも打ち合わせながら、２年度こ

れぐらいはいけるんじゃないかなということで協議をし、そして、それを積み上げ
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た額が18億円という形で計上させていただいたところでございます。 

 それから、道の駅末吉の多段商品ケースの備品購入でございます。 

 これにつきましては、指定管理をしているわけですけども、備品関係、そういっ

たものは全て３つの道の駅とも市の備品ということになっております。そういった

形で備品の更新時期がどの施設も来ております。そういった中で、我々も早急に替

えなければならない備品、そういったものからということで、一応、計画を立てな

がら、備品の更新を行っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、先ほど、ちょっとコロナウイルスの関係がありましたけれども、この

当初予算を作成する段階でコロナウイルスの影響というのは考慮しておりませんの

で、今後どうなるかは、まだ想定ができていないところでございます。 

 以上です。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 それでは、電子黒板の今後の利用状況について、お答えいたします。 

 まず、電子黒板でございますが、現在、この１年間で10年前に買った品物ですの

で、非常に故障等が多くなっております。その中で、うちの職員も学校に出向くこ

とが大変多くなっております。学校といろいろお話をする中で早く修理をしてほし

い、いわゆる早く使いたいということでございます。私もその中でいろいろ学校を

見て回るんですけども、基本的には全部の教科をこの電子黒板でやるわけではあり

ませんので、ついていない場合もございます。 

 しかしながら、このデジタル教科書を導入している事業におきましては、どの学

校も利用されてらっしゃるみたいです。それから、故障で使えないところがありま

したけども、そういう学校は、例えば、２教室で１つを授業の時間を変えながら、

使っている状況でございます。 

 以上のようなことを考えますと、今の教育環境にはこの設備は重要なものかなと

思っております。 

○学校教育課長（川路道文）   

 お答えいたします。 

 デジタル教科書、他教科の整備はよいのかという御質問にお答えいたします。 

 予算が許せば理科については、あれば活用されると思われますが、社会について

は内容が３、４年生については県ごと、地域ごとに指導内容が違いますので、ここ

については、必要性が低いなと考えております。時数が多いのは、国語と算数で活

用が図られ、また、学校からの要望も非常に高いということで、現在、国語、算数

の導入を進めているところであります。 

 以上です。 
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○１５番（海野隆平議員）   

 もう３回目になりますけど、先ほど教育長のほうから高校振興費については答弁

があったところでありますけど、ことしの新聞等、２月26日の南日本新聞には、

「最終倍率、最低で0.84倍というふうになった」と。県下の公立高校の入試の件で

すけど、私が言いたいのは、結局曽於市はそれだけの優遇措置をとっているわけで

す。簡単に言えば。 

 だから、まだまだ受験者がふえてもいいんじゃないかなと、単純に言えばそうい

うことなんです。だから、ただ県下もそうだから、ここもそうなんだとそういう理

屈じゃなくて、私は言いたいのは、要するに、これだけの優遇措置をとおっておき

ながら、なかなか受験者がふえない、そして定数割れしていると、このことについ

ては、やはり真摯に受けとめて真摯に考えなきゃいかんということを私は言いたい

わけです。 

 だから、そこの点について教育長、別になんも優遇制度がなければ、何も言わん

ですよ。そうでしょうねという答弁しか、私も質問しかできませんけど。やはり、

費用対効果じゃないけど、やはりある程度の実績、これがやっぱり必要じゃないか

というふうに思うとこです。  

 それと、教育振興費の中で電子黒板の件ですけど、10年たって非常に、私は利用

されているんだというふうに思っているし、また、これを利活用されて、よりよい

授業がされているんだというふうに理解しておりましたので、ただ、今の答弁じゃ

重要なものとしちゃあ考えていないというようなことで、今答弁がありましたけど、

そこ辺の真意がちょっとよくわからんとですけど。 

（何ごとか言う者あり） 

○１５番（海野隆平議員）   

 重要なものとして言うたけ……重要なんです、これ実際言うて。だから、そこは

ちょっと、私もよく聞き取れんかったから今言ったんですけど。修理代等も毎年の

予算書見ていますけど、あんまり出とらんような気がすっとです、実際言うて、こ

の電子黒板の修理代です。だから、どうなってんのかなと思って。このときも相当

な予算かけて、億という予算かけてやったわけですので、やはり大切に使っていた

だきたい、そしてまた、今後もそうしてやっていただきたいというふうに思ってい

ますけど、何かあったらお答えください。 

 以上です。 

○教育長（瀨下 浩）   

 今の件につきましても、一般質問の中で少し答えたんですけれども、例えば普通

科を考えた場合、文理科を考えた場合、普通科志向の子供たちというのは、この曽
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於市、あるいはその曽於地域、あるいは都城、この近隣でどのぐらいいるかとなる

と、大体数が限られています。その中で奪い合いをしているような状態のところで

す。今、はっきり言って、都城のほうも非常に倍率が下がっています。都城西高の

ほうも。 

 そういった中で、少ない人数をどうやって取り合うかという話になってきていて、

曽於高校、確かにふやしたいと思います。ただし、私、文理科がそんなにたくさん

40人学級だからと40人というのは、余り考えていないです。割りと少な目でも、そ

れだけの洗練した養育ができるんじゃないか、ただ、普通科のほうはもうちょっと

ふやしたいなというふうに考えています。そうした場合にどうするかというと、や

はり、都城に行っている子さんたち、あるいは私立に行っている子さんたち、それ

をこちらに引き戻すと、そして曽於高校に来てもらうと、そういったところを重点

に、今努力をしています。そういったところで子たち引き戻せるような、今も現在、

学校のほうも努力していますし、我々もそう考えていますし、また、いろんな施策

等もそこを考えながら、やっていきたいなというふうに考えているとこでございま

す。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 電子黒板の件でございますが、重ねて申し上げますが、今の教育環境には大変重

要なものだと考えております。 

 これにつきましては、購入しまして10年たっておりますが、今現在、毎年、電子

黒板の不具合に対して150万円ほど修繕料組んでおります。これ対応しているとこ

ろでございますが、今回、新たに10台購入をお願いしているように、今後、全く使

えないようになれば、やはり新しいものを購入する予算をお願いしていきたいと考

えているとこでございます。 

○議長（土屋健一）   

 以上で、通告による質疑は終わりました。 

 ここで、10分間休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ２時１６分 

再開 午後 ２時２６分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○６番（上村龍生議員）   
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 通告外ではありますけども、当初予算の財政関係のところで、一番やっぱり気に

なっている14.8％、34億7,500万円の増額の部分の内訳について、今までの質疑の

中で、かなり詳しく質疑がなされたんですが、また確認の意味で、ちょっと整理を

する意味で、ちょっと数字のところを抑えておきたいと思うんですが。 

 まず、歳出に関しまして、質疑の中で、五、六項目の増加の要因というのが上げ

られました。この内訳のちょっと数字を課長のほうでちょっと示していただいて、

小さいところはよろしいです。大きいところで、思いやりふるさと推進事業、岩小、

中央公民館、桜ケ丘、庁舎関係かれこれ出ましたけども、その内訳のところを、ち

ょっと数字を示していただきたいというのが第１点。 

 第２点は、その増額分に見合う歳入内訳です。歳入内訳のところで、これも質疑

の中でかなり明らかになったんですが、補助金関係の内訳の増額分、それから、市

債については９億円の増加分があったと、それから、基金からの繰り入れについて

も６億円程度の増額がありましたという説明がありましたけども、それ以外のとこ

ろ、小さいところはもうくくってもらってもいいと思うんですが、歳入の増額に見

合う内容的な説明を求めます。 

 以上です。 

○財政課長（上鶴明人）   

 それでは、今御質問のありました令和２年度の当初予算269億5,000万円、令和元

年度に対しまして34億7,500万円、14.8％の増の主な事業について、数字も含めて

述べさせていただきます。 

 まず、事業ベースでは、一番大きかったのは、先ほど出ました思いやりふるさと

寄附金推進事業でございます。これが10億8,361万円、対前年度に対しまして

63.1％となっております。 

 続きまして、２番目に大きかったのが、桜ケ丘の住宅の建設費でございます。こ

れが、対前年度に対しまして10億1,466万9,000円で、これは３万1,153.5％という

数字になっております。 

 ３番目でございますが、これが岩川小学校の改築事業でございます。これが６億

1,538万円という形でございます。 

 ４番目のほうが、公民館の施設整備事業でございます。これが４億5,802万円、

736.5％という形の大きな数字でございます。 

 ５番目のほうが、子ども子育て支援給付費の施設型給付費、これが２億9,774万

2,000円、24.3％、こういったものが特段大きくて、おおむね３億円以上の大きな

ものとなっております。 

 この下には、まだ、先ほどありました防災施設事業とか、それから畜産クラス
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ターとか、ちょっとした金額のものもありますが、一応大きなものの５点としては、

以上のようなところでございます。 

 それと、それに見合う歳入についてということでございました。 

 歳入につきましては、先ほどの質疑の中でもありましたが、一番大きなもの、増

となったものは、やはり市債でございます。これが、対前年度９億8,700万円、

32.3％の増となっております。これにつきましては、今回、事業実施します桜ケ丘

の住宅の公有財産購入費といいますか、起債です。それの市債、そういったものが、

もろもろ入っております。 

 それから、２番目に大きかったものが、寄附金でございます。これが、対前年度

は８億円の増ということでございます。率にしまして79.6％ということで、これは、

その８億円がそのまま思いやりふるさと寄附金という形になっているところでござ

います。 

 続きまして、３番目に大きかったのが繰入金でございます。６億6,913万7,000円

という形で26.1％の増となっております。これにつきましても、思いやりふるさと

寄附金、これが５億円伸びておりますので、これが相当大きかったものでございま

す。 

 ４番目につきましては、国庫支出金でございます。これは、国庫支出金の内訳と

しまして、国庫負担金、補助金、委託金ありますが、それを全てひっくるめまして、

対前年度に対しまして５億6,084万2,000円、22.2％の増となったところでございま

す。 

 特に大きかったものとしましては、社会資本整備事業費でございます。桜ケ丘住

宅の建設事業に係る分が３億9,426万4,000円という形で大きかったものだと考えて

おります。 

 ５番目に大きかったものが県支出金、これにつきましては、対前年度４億5,370

万7,000円となっております。 

 県支出金の中で大きかったものといたしましては、畜産クラスター事業が１億

3,450万5,000円、それから、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金、これが

１億2,923万6,000円といった形で大きかったところでございます。 

 以上です。 

○６番（上村龍生議員）   

 ２回目の質問です。先ほどの歳出の項目別、ふえたところの金額を示していただ

きましたが、それぞれの事業が単年度で終わるのもあれば、ないのも、確認の意味

で、何年度までの事業でということも、再度確認をさせてください。 

○財政課長（上鶴明人）   
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 それでは、先ほどの事業別の関係で申し上げました。一番大きかった思いやりふ

るさと寄附金推進事業でございますが、これは制度が続く間はずっと続くものと考

えております。 

○６番（上村龍生議員）   

 期間はどれくらいですか。 

○財政課長（上鶴明人）   

 今の思いやりふるさと寄附金が続くという形ですので、税制改正とかそういった

ものがない限り、これはそのままずっと続くという形で、今のところ、終期がいつ

までという形では示されていないところだと思います。 

 続きまして、２番目に大きかった桜ケ丘の住宅の建設事業、当該年度で一応終了

予定という形で聞いております。令和２年度です。 

 それから、３番目の岩川小学校につきましては、令和４年の４月開校ですので、

令和３年度までとなっております。 

 続きまして、公民館の施設整備事業、これにつきましても令和２年度、当該年度

で終了という形になります。 

 それから、５番目に大きかったのが、子ども子育ての支援給付費の施設型給付費

ですので、これは扶助費でございますので、ずっと、法が改正にならない限りずっ

と続いていくものでございます。 

 以上です。 

○６番（上村龍生議員）   

 今のを含めて将来の見通しなんですが、今年度並みの先ほどの話でもありました

けども、この今回の伸びというのは、非常にこの特異な、私も認識でおります。 

 同じような伸びで、来年度以降の予算編成ができるのかを含めて、財源確保の問

題が出てくると思うんですが、今後の見通し、恐らく財政計画等また入れていくと

思うんですけども、今財政課で描いている今後の見通し、それと、市長の考え方も

含めて答弁を求めます。 

○市長（五位塚剛）   

 今回、大きな伸びの予算を提案いたしました。今後も、また新たな各支所の建設、

また学校給食センター、またいろいろとそれなりの公民館などの建てかえ工事等が

出てきます。当然ながら、大きな財政が必要になってきますけど、本当に有り難い

ことにふるさと納税が、曽於市も本当に全国から応援をいただいておりますので、

自由に使えるこのお金が、予算を編成するに当たり、非常に大きな役目を果たして

おります。 

 また、同時に自主財源の確保ということで、今までになかったやり方も進めてお
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ります。九電、ＮＴＴの敷地設置料やら、また大きな電気料金を使うところについ

ては、電気の自由化によって、入札制度による見直しで努力しております。また今

回、中央公民館の問題にしても、売却をしたお金もやっぱり充てるとか、そういう

いろんな取り組みでやっていきます。 

 今後も、厳しい財政の中ですけど、基金としても90億円から場合によっては100

億円ぐらいにまた持っていけるのじゃないかなと思っております。そういう意味で

の努力をしていきながら、将来的な財政運営を進めてきているから大丈夫だという

ふうに思っております。 

 あとは、担当課長から答弁させます。 

○財政課長（上鶴明人）   

 今、市長のほうからありましたとおり、今後、財政計画に事業を盛り込みながら、

今現在でも財政計画をつくっているその時点、現在の財政計画につきましては、令

和元年の９月中に編成しまして、一応10月にお示ししたところですけども、その時

点でわかっている各課の事業、主要事業、そういったものは取り込みながら、財政

計画上でも少しでも持っていって、後年度の事業の平準化を少しでも目指したいと

考えております。 

 また、先ほど市長のほうからありましたとおり、財源確保、これについてはやは

り少しでも事業を行う場合は、先ほども言いましたが補助金の該当が、補助金に該

当しないか、そういったものをいろいろ精査しまして、それでもどうしても該当し

ない場合には、有利な起債を少しでも借りまして、後年度負担を少しでも減らすと

いうような形をとる、そして、基金の繰り入れをしますけども、最終的な余剰財源

については、しっかりと基金を積み立てながら、財政調整基金についてもそれなり

の金額に持っていって、少しでも健全な財政運営ができるように、財政課のほうで

は図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○４番（岩水 豊議員）   

 通告しておりませんでしたが、１点だけお伺いします。 

 235ページ、総務課の防災施設整備事業、それと540ページの教育委員会総務課の

岩川小学校建設のところでありますが、同じ場所で、名称としては、校舎の解体が

１億2,174万円が防災施設のほうで上がって、そして540ページのほうで、岩川高校

跡の外構の解体というところで１億4,950万円上がっているんです。これは、一つ

の高校を取り壊すのに、どういう部署ごとの仕分けをされているのか伺います。 
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○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 お答えいたします。 

 まず、岩川高校の敷地がございますが、敷地については、運動場の部分と校舎が

建っている部分がございますが、それから、渡辺組の側にプールと武道館がござい

ます。 

 プール、武道館をちょっと除きまして、まず、敷地の分につきまして４工区に分

けて、それぞれそれを２工区ずつで、教育委員会分と地域振興課分と分けて予算を

計上しております。いわゆる面積でも、その面積に建っているところについて、建

物全て解体の積算をしまして、それぞれの課に分けまして予算を計上したところで

ございます。 

○大隅支所長兼地域振興課長（濱田政継）   

 防災施設の関係でございますが、これは起債が、起債対象になっている部分であ

りますので、その部分であるために分けているところでございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 今、従来の岩川高校は、上の段に校舎が、ほとんどの普通校舎とかあって、下の

ほうが体育館、プール等ありますよ。でしたときに、上のほうは、防災施設整備事

業のほうで解体するんですか。下のほうは、教育委員会のほうでするんですか。 

 何かその地区が入り乱れてやっているんじゃないかなという気がするんですが、

それではないんですか、確認です。 

○教育委員会総務課長（橋口真人）   

 済いません。もうちょっと詳しく説明いたしたいと思います。 

 まず、上のほうでございます。上のほうの前の正面玄関から１棟目、それから

２棟目まで、ここまでが防災施設分で予算が計上されております。 

 それから、その後ろの特別教室棟、あるいは実験室棟から一番最後の県道の崖の

上のところまである実習棟がございますが、そこまでが教育委員会分でございます。 

 それから、渡辺組側の武道館と屋外プールが教育委員会分でございます。 

 主な建物でいいますと、地域振興課分が19棟、教育委員会総務課分が22棟、合計

41棟となっているところでございます。 

○大隅支所長兼地域振興課長（濱田政継）   

 防災施設事業で行うために、起債で、緊急防災対策事業でそれに乗せて事業を進

めなくちゃいけないものでありまして、岩川高校の正門前から見ますと、１棟目、

２棟目の建物の敷地が、地域振興課分でございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 解体する場所にそれぞれの施設ができるということでしょうか。それとも、表現
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がその外構とか、教育委員会の分は書いてあって、こちらは校舎と書いてあったか

ら、何かこう表現として入り乱れているような気がするんです。ですから、まさか

その後で、起債等々の整合性がとれなくなるようなことはないんでしょうね。何と

なく不自然、わかりにくい上げ方をされているような気がするんですけど、そこは

大丈夫ですね。 

○大隅支所長兼地域振興課長（濱田政継）   

 防災施設部分については、旧岩川高校の解体工事が１億7,150万円、それから、

外構工事の解体が2,540万円であります。これは、緊急防災対策債の対象になって

いるところでございます。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第27号は、配付いたしております議案付託表

のとおり、各常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議案第28号 令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算について   

日程第４ 議案第29号 令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算について   

日程第５ 議案第30号 令和２年度曽於市介護保険特別会計予算について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第３、議案第28号、令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算につ

いてから、日程第５、議案第30号、令和２年度曽於市介護保険特別会計予算につい

てまでの以上３件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１５番（海野隆平議員）   

 通告外でありますけど、国保会計と介護会計について、質問されていただきます。 

 まず、国保会計でありますけど、予算総額、今回54億5,857万3,000円と、対前年

度に対しまして2,760万円、要するに0.5％の減というふうになっておりますけど、

医療費高騰とあわせまして、高額療養費もふえているわけでありますけど、毎年の

ことながら、厳しい国保の財政運営が続いているわけでありますけど、そこで、今

後の国保の財政運営についてお聞きするところでありますけど、厳しい財政運営の

中で、収支両面にわたる経営改善について、一層努力するということでありますけ

ど、具体的には、どのような改善策を考えていらっしゃるのか、お聞きしたいとい
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うふうに存じます。 

 ２点目でありますけど、本年度は、基金についても5,000万円ほど繰り入れいた

しておりますが、この基金の状態もほとんど枯渇した状態というふうになっている

わけでありますけども、そこで、基金のあり方についてお聞きすることであります

けど、基金についても、この基本的な考え方、また、積み立てについてはどのよう

に考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと存じます。 

 ３点目、保険税の負担を軽減するために、毎年多額の法定外繰入金が繰り入れさ

れておりますけども、本年度も１億4,900万円、昨年も１億5,000万円でしたけど、

毎年繰り入れを行っているわけであります。国保加入者の負担軽減のためには、負

担軽減のために充てるといった一面も、やむを得ない一面もあるかというふうに考

えますが、社保との関係についても考慮をするべきじゃないかなというふうに思う

ところであります。 

 一般会計から幾らつぎ込んでもいいといったようなことにはならないわけではあ

りますが、限度についてどのようにお考えか、今後の法定外繰入金の考え方につい

てお聞きしたいと存じます。 

 次に、介護保険特別会計予算であります。介護保険事業制度では、原則３年を

１期として財政収支を見直し、介護保険事業を運営しておるところであります。 

 現在、第７期の介護保険事業計画が作成され、保険料の見直しがされているとこ

ろでありますが、急速な高齢化社会の中で、介護給付費、介護保険料と、介護保険

法が改正されるために上がっているというふうに思うところであります。 

 そこでお聞きしますが、今後の介護給付費と介護保険料の推移、見通しについて、

お聞きしたいと存じます。 

 ２点目であります。介護保険基金繰入金についてでありますけど、前年7,500万

円、ことしも8,000万円ほど繰り入れているわけでありますが、基金の多いほどい

いというわけではありませんけど、現在、基金残高についても非常に厳しい状況じ

ゃないかなというふうに推察するところでありますが、今後の介護保険関係の基金

のあり方、また、基本的な考え方について、お聞きしたいと存じます。 

 最後に、調整交付金についてお聞きします。介護保険事業では、国保負担25％の

うち５％分を用いて、市町村間の財政の差を調整しているところでありますけど、

調整交付金の交付基準は、これまでの後期高齢者比率と被保険者の所得水準で決め

られてきたわけでありますけど、後期高齢者は、要介護認定を受ける割合も大きく、

高齢者の所得水準が低い市町村ほど、同じ市町村では同じ所得でも保険料が非常に

高いというふうに聞いているところであります。 

 本年度は、当初で1,771万円の増というふうになっているわけでありますが、毎
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年ふえている調整交付金でありますが、増となった要因、また、調整交付金の基本

的な今後の考え方について、お聞きしたいと存じます。３点。 

 以上です。 

○市長（五位塚剛）   

 国保会計の基本的な考え方の問題です。 

 歳入と歳出を単年度で計算しますと、残念ながら計算上、マイナスがふえている

状況であります。その分を基金からの繰り入れと一般会計からの法定外繰り入れで、

実際、運営を行っているのが現実でございます。 

 この国保運営については、国からの指導のもと、県の一本化が始まりました。今

後、具体的にはもっと厳しくなるのじゃないかなという心配をしております。 

 やはり、基本的に私は、国が責任を持って、やはりこの国保会計に対する負担金

をふやさない限り、どこの市町村も同じような状況になってくるだろうというふう

に思います。それを解決するためには、もう国保料の値上げしかないわけですけど、

今の国保の加入者の状況というのは、もう御承知のように、自営業者、商売されて

いる方、年金暮らしの方、そういう方々が中心でありますので、その人たちの生活

を支えるためには、今の状況で一般会計の繰り入れをしないと値上げにつながると

いうのが現実でありますので、それを抑えるために、当分の間はそういう方向で行

きたいというふうに思います。 

 あとについては、担当課長から答弁させます。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それでは、お答えいたします。 

 １番目の解決策につきましては、今市長が申したとおりでございます。 

 ２番目の基金の繰入金のあり方については、基金につきましては、本年度の繰越

金の診療月３カ月分が以内となっているわけでございますが、実際、この基金の繰

入金につきましては、現在5,000万円ほどの基金がございますが、将来的には、収

支がゼロになるように予算を組んでいかなければならないということで、今後この

基金が出ることはないと思っております。 

 それと、法定外繰入金の考え方につきましては、今市長が申しましたように、激

変緩和における保険税の緩和策、これはもう令和５年度までには解消していかなけ

ればならないものでございます。 

 以上です。 

○介護福祉課長（福重 弥）   

 それでは、お答えをいたします。 

 まず、保険給付費等の推移でございますが、まず、決算額のほうでの最近の推移
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を説明をいたしたいと思います。 

 まず、28年度の決算によりますと、前年度より0.33％の伸びをしたところでござ

います。29年度におきましては1.52％、30年度におきましては1.29％の推移をいた

しているところでございます。 

 この給付費が伸びている原因といたしましては、居宅介護サービスや施設介護

サービスの給付に対してサービスがふえておりますので、それが主な原因かと思わ

れるところでございます。 

 また、保険料につきましては、今第７期の計画で決まっているところでございま

す。この第７期が、平成30年から令和２年度までが第７期となっておりますので、

この期間につきましては、保険料の変更がないところでございますが、消費税等の

増額によりまして、軽減が係っている第１から第３段階につきましては、保険料が

若干下がるところでございます。 

 それから、基金の繰り入れでございますが、令和２年度につきましては8,000万

円の繰り入れを予定しているところでございますが、近年の残高を申しますと、平

成30年度の期首で１億6,320万5,327円、令和元年度が１億6,338万5,887円、令和

２年度につきましては、8,000万円を繰り入れる予定でございますので、令和２年

度の期首残高につきましては8,338万5,887円が予定をされているところであります。 

 ただ、令和元年度につきましても、当初予算では7,500万円の繰り入れを予定し

ておりましたが、相対的には7,500万円を繰り入れることはしなくていいところで

ございました。 

 また、令和２年度につきましても、最終的には取り崩しもそうしなくてはよいの

かとは思っているところでございます。 

 次に、調整交付金についてですが、この調整交付金につきましては、介護保険の

財政の調整を行うために、国が、給付費の５％を総額として市町村に交付している

ところであります。 

 このうち、曽於市のほうには、普通調整交付金が支給されているところでござい

ます。普通調整交付金につきましては、市町村格差による財政の不均衡を是正する

ために交付されているところでございます。 

 先ほど議員のほうから、これの詳細な中身についてはちょっと御説明があったと

ころですが、平成30年度までは、算定基礎になる高齢者の年齢区分が２区分となっ

ておりましたが、30年度から３区分に変更になったところです。２区分のときには、

65歳から74歳と75歳以上となっていたところですが、３区分になりましてからは、

65歳から74歳、75歳から84歳と85歳以上と分かれたところでございます。 

 これによる曽於市への影響でございますが、現在のところは、ちょっとまだはっ
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きりとしないところでございます。 

 今後また、こういった国からのいろんな制度が変わりますので、こういったのを

活用しながら、また財政の運営については努めていきたいと思います。 

 以上であります。 

○１５番（海野隆平議員）   

 今、市長並びに課長のほうから答弁をいただいたところでありますが、非常に、

先ほども申し上げましたとおり、医療費、また高額医療費等含めて、非常に高騰し

ているというような状況で、やはり、何とかこの改善策を見出していかないかんだ

ろうというふうに思うところでありますが、やはり保健衛生普及費とか、それから

また療養予防費等、昨年よりこの予算を見てみますと、もう一度、疾病予防対策に

力を入れるべきなのに、予算とも若干減っているわけでありますけど、やはり、こ

こ辺の力の入れ方が、ちょっと弱いんじゃないかなというところでありますけど、

やはり今後そういった国保財源を少しでもふやすという、安定したものに持ってい

くには、そういった、やはり予防医療等についても、非常に力を入れるべきじゃな

いかなというふうに思うところでありますけど、課長、その点については、どのよ

うな考え方を持っていらっしゃるのか、お聞きしたいというふうに存じます。 

 それと、基金についても先ほど答弁がありました。あればあるにこしたことはな

いわけでありますけど、やはり、基金というのは、基金の構築、そういうものは非

常に大事なことだというふうに理解はしておりますけど、以前、前のこと言うと失

礼かもしれませんけど、４から５億円の基金があった時代もあったんですよ、実際

言うと。 

 だから、非常に財政運営的にはよかったわけですけど、非常に今、基金が枯渇し

た状態になっていますので、厳しいというような理解をしているわけですけど、や

はり、今後、基金の増加の構築については、やはり真剣に取り組まないかんなとい

うふうに思うところでありますけど、そこ辺も含めてお聞きしたいと存じます。 

 それと、先ほど介護のほうについてでありますけど、課長のほうから答弁があり

ました。今現在、第７期が推進されているわけでありますけど、2025年になります

と、もう第９期というふうになるわけでありますけど、もう今後、団塊の世代が75

歳以上になると、介護給付費とか保険料とも、大幅に上がっていくのではないかな

というふうに思うところでありますけど、そのことについて、介護保険事業計画等

あわせまして、どのように今後考えていらっしゃるのか、お聞きしたいというふう

に存じます。 

 それと、あと調整交付金のことでありますが、先ほど課長から答弁があったとお

り、現在２区分、65歳から74歳、それから75歳以上、現在は３区分になっておりま
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して、65歳から74歳、75歳から84歳、それでまた85歳以上の３区分に見直しをされ

ているわけでありますけど、今後のことについては、調整交付金についての見直し、

保険料の軽減についての見直し等については、まだはっきりとわからないというよ

うな答弁であったわけでありますけど、やはり、これは財政計画上でも、やはりこ

ういった面での調整交付金を含めて、今後の見通しについては、ある程度やっぱり

周知していく必要があるんじゃないかなというふうに思うところでありますけど、

再度、課長の答弁を求めたいと思います。 

 以上です。 

○市長（五位塚剛）   

 国保会計については、本当に厳しい状況だというふうに認識をしております。 

 基本的には、元気な市民をつくり上げるというのが、私は大きな課題じゃないか

なというふうに思います。そういう意味では、グラウンドゴルフ場に行きますと、

今多くの方々が、ここに来てもらって、健康づくりを楽しんでもらっておられます。

ある人が、病院通いをしていたんだけど、このグラウンドゴルフ場に来るようにな

って、非常に元気になったという方が何人もおられます。 

 そういう意味では、病気にかからないための努力をしてもらって、もし、病気に

かかったら早く治療してもらうという、重症化しないように、我々行政のほうも予

防医療について努力をしているというふうに思っております。いろんな、また知恵

を出しながら、全国的には本当にすばらしい予防医療しているところもありますの

で、曽於市として取り入れられるものについては、職員の研修を含めて、さらに進

めていきたいというふうに思います。 

 あとについては、担当課長から答弁をさせます。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それでは、予防について、今ほど市長のほうが、健康づくりの方面から回答をい

ただきましたので、私のほうからは、重症化予防について。 

 高齢化をいわゆる生活習慣の変化によりまして、市民がかかる疾病のうち、生活

習慣病に占める割合が高くなっております。そのゆえに、疾病等の予防への取り組

みが、非常に重要であるというふうに認識しております。 

 市としましては、一次予防、重症化予防に重点を置いた対策を推進しております。

特定健診、特定保健指導の実施による健診結果等に基づく受診勧奨等の実施、糖尿

病等の重症化予防の取り組み、市民の適正受診、適正服薬を促す訪問指導等を実施

しており、市民と一緒にサポートしながら、この予防に取り組んでいっているとこ

ろでございます。 

 以上です。 
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○介護福祉課長（福重 弥）   

 それでは、お答えをいたします。 

 西暦2025年ですが、この年に団塊の世代の方が75歳以上になるということで、現

在、それに向けて国もいろんな方策を出しているところでございます。 

 曽於市のほうといたしましても、少しでも介護度が重症化しないように、要支援

１、２の方なんかにおきましても、介護予防の事業等を取り組んでいただいている

ところでございます。 

 今後、幅広く、またいろんな重症化しないような事業を取り入れて、給付費等も

また上がらないような形を考えているところでございます。 

 また、保険料等の見直しにつきましては、令和３年度からが、また第８期計画に

入りますので、来年令和２年度に、その計画の策定の準備をいたしますので、そう

言った中で、今後のこういった2025年問題等も踏まえて、保険料の見直し等の計画

を入れていきたいと思っているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○８番（今鶴治信議員）   

 通告外でございますが、ただいまの海野議員の質問と重なるところもありますけ

ど、国民健康保険について質問いたします。 

 先日の補正予算のときでも質問しましたけど、先ほどの市長答弁でもございまし

たが、国民健康保険の鹿児島県連合会になっておりますけど、その中で、保険税の

課税方式が４方式から３方式に令和５年度癩癩確認でありますが、令和５年度末か、

令和５年度過ぎて、令和６年度がそういうふうに目指してやっていくという方針か、

伺います。 

 それと、その中で固定資産割が課税できなくなるんですけど、現在でいいですけ

ど、固定資産割の保険税の総額はどのぐらいになっているか、お伺いします。 

 それと、先ほどの答弁でもありましたけど、法定外繰入金が激変緩和策で、非常

に保険税・料の高額を抑制しているんですが、これも先ほどの答弁で行きますと、

令和５年には、国保を見直して、なくしていく方向であるということで、同じ鹿児

島県内の連合の中で、各市町村で法定外繰り入れ等を現在行っているところと、行

っていないところがもしあったら、そのことをお伺いします。 

 それと、あと介護保険のほうで１点だけ質問します。 

 今度、先ほど課長から答弁がございましたが、今度８期の介護事業計画を今度作

成されるということで、その中で、特老施設が、以前はもうこれ以上は建設しない
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ということでありましたけど、高之峯園の跡に「そら」ができました。今後はそう

いう施設型の、もう今後のことでしょうけど、どういう方面を利用者等を考えて、

今度の８期の中ではふやしていく計画を持っているか、今後のことでしょうけど、

お伺いします。 

 それと、介護料のことでもありますけど、当初の計画のうちに、施設ができたう

ちは利用者も少なくて、介護保険のほうも余り出費がありませんが、今度３年、経

ったということで、それぞれの施設が満床になった場合、やはり保険料が上がると

いうことで、８期に向けて、そこら辺の課題等があったら質問いたします。 

 以上であります。 

○保健課長（桐野重仁）   

 では、今鶴議員の１番目の質問でございますが、この賦課方式の改正は、令和

５年度までにやるということで、30年度から令和５年度の６年間でやっていくとい

うことでございます。 

 それと、資産税の総額につきましては、令和元年６月１日の本算定時で申します

と、資産税が8,385万5,617円となっております。 

 ３番目の法定外繰り入れの件につきましては、一応、市町村分もあると思うんで

すが、今私が抑えているのは、市関係でございます。一応19市のうち、13市が法定

外繰り入れを入れているところでございます。 

 以上です。 

○介護福祉課長（福重 弥）   

 それでは、お答えをいたします。 

 まず、施設型の第８期に向けての計画でありますが、令和２年度におきまして、

また各委員の方等の御意見を聞きながら、どういったもの、またアンケート等によ

るそういったものを加味しながら、施設については、また３年間の計画をもって取

り組んでいく予定でございます。 

 また、施設の利用料でございますが、これに向けましてもまだ８期の中でのその

施設の総数とか、また現在の総数等を加味しながら、今後もまた保険料については、

計画をさせていただきたいと思っているところでございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 固定資産税分が8,385万円ということで、これを均等割、世帯割、所得割、所得

はもう所得に応じてするんでしょうけど、実際上は、保険税も所得の多い人は、最

高額は決まっておりますので、年々、ちょっとずつは上がっておりますけど、所得

がある人から所得に応じて限度がありますので、それ以上は取れないわけですけど、

国保加入者も人口減の中で、年々少なくはなっていると思っております。 
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 その中で、やはり所得のある年金以外の方で、働き手の世代が年々減ってきてい

る中で、葬祭費も条例改正もございましたけど、やはり、最初、鹿児島県統一で連

合になるということで、それぞれの市町村の事情があって健康保険でも成り立って

いたわけですけど、国の方針ということで、全て、鹿児島県内の市町村で事情が違

うにもかかわらず、令和５年までで計画としては、そういう法定外繰入金も認めな

くなる、そして、曽於市でもどうにかこういろいろ問題もあったんでしょうけど、

これまで固定資産割も協力していただいたのを、それをなくして、結局この３方式

になるわけですけど。 

 一番的にはやはり、全世帯に負担をふやすという意味での均等割、世帯割が、今

後の計算でしょうけど、ふえていくと思います。その中で、保険税を軽減されてい

る世帯、また保険者で支援をされている世帯とかがあるわけですけど、そういうこ

とを令和５年度までにされるちゅうことだけど、実際上は、やらざるを得ないんで

しょうけど、試算とか３方式にした場合は、もうことしあたりからどのぐらいにな

るかという試算等はどう考えられているか伺います。 

 それと、介護保険のほうですけど、施設型はどうしようかということで、実際上

は待機待ち等が、もし、特老でいいですけど、そういう人数が、待機待ちがどのぐ

らいいるかというのもあるんですけど、その人数と、実際上は、今施設を経営され

ている方々が、少し待機待ちがあるぐらいで、ほとんど満床に近い感じで、せめて

９割ぐらいは利用されていただいて、経営が安定しないと雇用とかもいろいろ厳し

くなると思いますので、その辺は十二分にアンケートじゃなくて計画されているか。 

 また、これからは、在宅介護のほうがふえていくと思うんですけど、そのあたり

に対して、第８期につけてこれからなんでしょうけど、市としては方針があるのか、

そこを伺います。 

○保健課長（桐野重仁）   

 保険料の算定方法につきましては、今、今鶴議員が言われましたように、４方式

から３方式に移行していくということで、これも応能応益がありまして、基本的に

はその税額が50対50になるのが基本でございますが、今回のこの資産税がなくなる

ということであれば、また大変ちょっと割合的に難しい面もありますが、これも一

応本年度から準備を進めておりますので、早い時期に試算を幾つか案を上げて、ま

た議員の皆様にお示しできたらいいと思っております。 

 以上です。 

○介護福祉課長（福重 弥）   

 それでは、お答えいたします。 

 特老の関係になりますが、現在、曽於市内には33の介護関係の施設があるところ
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でございます。その中で、また２月１日現在ではございますが、待機者が263名、

今いるところでございます。空き状況につきましても102名というのがありますが、

今なかなか人材のほうが募集をかけても来ないという関係で、どうしても定数はあ

るけども入れないというのは、その職員数が足らない関係で待機者も多くなってい

るところが原因でございます。 

 また、これにつきまして、また第８期計画の中でもこういったのを加味しながら、

計画を進めていきたいと思います。 

 また、在宅等の利用もふえるということであります。またそういった方針につい

ては、現在のところはまだないところでございますが、同じ８期計画の中で、また

いろんな委員の皆さん方の御意見やら伺いながら、方針のほうを決めさせていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○８番（今鶴治信議員）   

 最後に、市長にも伺います。あと課長もですけど、連合のこういういろんなこと

を決める会があると思うんですけど、市でいっても19市のうち13市が法定外繰り入

れをされていることで、国が、先ほど市長答弁にもありましたけど、国が一番大事

だと思いますので、あらゆる機会で、県のこういう連合会でも、それぞれの市町村

の事情があるので、５年という区切りはあるんでしょうけど、それをなるべく延ば

していただいて、法定外繰り入れもその市町村の都合で認めていただくような働き

かけをぜひ、皆さんと意見を統一して進めるべきだと思いますけど、市長と課長に

この点は、そういう会合でも要請をされているのか、今後もしていかれるのか伺っ

て、最後にします。 

○市長（五位塚剛）   

 この問題は、私たち曽於市だけじゃなくて全国の問題であります。だから、全国

の市長会でも、国に対する支援措置をお願いしておりますけど、なかなか現実には

前に進んでおりません。 

 引き続き、近く市長会がありますので、また声を上げて、問題提起をしていきた

いというふうに思います。 

○保健課長（桐野重仁）   

 今言われました今鶴議員の件に関しては、市長と同じ意見ではございますが、制

度的に国民健康保険は特別会計ですので、これを一般会計から繰り入れるというこ

とは、ちょっとなかなか難しいもんがあると思います。それにかわる措置を何とか

見つけてやっていきたいと思っております。 

 以上です。 
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○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議提となっております議案３件は、配付いたしております議案付託表の

とおり、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第６ 議案第31号 令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算について   

日程第７ 議案第32号 令和２年度曽於市水道事業会計予算について   

日程第８ 議案第33号 令和２年度曽於市公共下水道事業特別会計予算について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第６、議案第31号、令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算

についてから、日程第８、議案第33号、令和２年度曽於市公共下水道事業特別会計

予算についてまでの以上３件を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。質疑通告のありました徳峰一成議員の発言を許可しま

す。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 議案の32号の水道事業について、大きく３項目質問いたします。 

 まず、質問の第１点は、新年度の水道事業の全体計画の中での令和２年度の方針

と事業について、具体的な特徴について説明をしてください。 

 昨年、本年度になりますけども、水道課が、一昨年ですか、2018年度から2038年

度までの水道事業の整備計画を年度ごとに作成いたしております。Ａ４版の簡単な

事業計画で整備計画とありますが、それによりますと、例えば、本年度、2019年度

は、整備費が３億7,500万円、前年度は同じく３億7,500万円、ところが、この2020

年度は5,000万円でございます。また、2021年度になりますと２億5,000万円、その

次も２億5,000万円、その次も２億5,000万円であります。 

 なぜ、この新年度だけが5,000万円であるのか、その理由を含めて、この新年度

の水道事業の事業について、方針の中での説明をしてください。 

 ２点目、198ページの給水収益５億1,081万6,000円、大きくは上水道事業と簡易

水道に分かれておりますが、その内訳はどうなっているか、説明してください。 

 ３点目の質問、次のページの199ページであります。 

 事業外収益がトータルで7,151万1,000円になっております。また、この内訳の中

でも補助金がるる書いてあります。その補助金の算定基礎についての市の基本的な
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考え方を説明してください。あわせて、例えばこの199ページに書いてありますが、

この補助率が50％となっておりますが、この50％は、例えば規則等で設けてあるの

かどうか、その根拠も示していただきたいと考えています。 

 以上、１回目は３項目であります。 

○水道課長（徳元一浩）   

 議案第32号、令和２年度曽於市水道事業会計予算についてのまず１項目め、水道

事業の全体計画の中での令和２年度の方針と事業について聞きたいということでご

ざいます。 

 これについては、水道事業におきましては、今徳峰議員が言われたように、昨年、

議員の皆さんにも20年計画ということで説明を申し上げました整備計画ですけど、

それに基づき計画をしておりまして、令和３年から４年にかけまして工事の大きい

ものがあります。これが、末吉地区です。橋野になりますけど、曽於市水道事業の

もう半分、50％以上を占めますこの橋野地区の水源整備工事がございますので、こ

れに向けた調査、実施計画の設計等の業務委託を重点に、今年度は考えております。

によりまして5,000万円という工事につきましては、通常の水圧不足とか、ほかの

工事なんかに関しての工事が起きたときの5,000万円しか、この計画では上げてい

ないところでございます。 

 次に、２番目の198ページの給水収益の５億1,081万6,000円の水道と簡水の内訳

についてでございますが、これは、令和２年度の予算に関しましては、令和元年度

の一応決算見込みを考慮いたしまして、末吉上水が給水戸数8,570戸、年間給水量

が184万3,725トン、給水収益で２億8,910……。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 課長、水道事業との時間の関係で、簡水と分けて……。 

○水道課長（徳元一浩）   

 今、上水とだから簡水と分けて言うところです。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 分けてもらっているの。 

○水道課長（徳元一浩）   

 はい、それから今末吉上水でございます。末吉上水が給水戸数が8,570戸、年間

給水量が184万3,725トン、給水収益が２億8,912万2,000円、大隅上水が給水戸数

2,741戸、年間給水量が61万6,896トン、給水収益の9,716万円、財部水道が給水戸

数3,190戸、年間給水量62万1,102トン、給水収益が１億93万3,000円、折田簡水が、

給水……。 

（何ごとか言う者あり） 
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○水道課長（徳元一浩）   

 済いません。トータルは出していないところでございます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 今、出してください。 

（「休憩」「暫時休憩」と言う者あり） 

○議長（土屋健一）   

 暫時休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ３時２５分 

再開 午後 ３時２９分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○水道課長（徳元一浩）   

 済いませんでした。水道のほうで、給水戸数が１万4,501戸でございます。年間

給水量が308万1,723トン、給水収益が４億8,721万5,000円、簡水合計が、簡水が

３つありまして、給水戸数が776戸、年間給水量が……。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ちょっと待ってくださいよ。776ですか。 

○水道課長（徳元一浩）   

 はい、そうです。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 はい。 

○水道課長（徳元一浩）   

 年間給水量が14万623トン、給水収益が2,360万1,000円となっております。これ

を根拠として給水収益として計上いたしております。 

 次に、ページ199ページの7,501万1,000円の補助金の算定に対する基本的な考え

についてということでございますが、令和２年度より、笠木簡易水道が統合された

ことから、内部検討を行いまして、この他会計補助金といたしましては6,093万

5,000円を他会計補助金として計上したものでございます。 

 50％の根拠でございますが、これにつきましては、統合に伴いまして財政措置は、

簡水につきまして50％でございますが、一応、今年度につきましては、先ほど申し

ました橋野地区の委託料関係が高くなりまして、その分の上乗せとこの笠木分の上

乗せで計算をしまして、全体での50％という計算での算出根拠としております。 
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○１９番（徳峰一成議員）   

 その根拠をだから規則か何かで、算定根拠50％だったんですか。 

○水道課長（徳元一浩）   

 規則とか出していません。これは統合に関する総務省からの通達で、一応簡水に

関してはその２分の１の財政措置ということです。いうておりますので、それでし

ております。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 水道課を統括する大休寺副市長に、二、三質問いたします。 

 率直に申し上げまして、水道事業については、例えば決算との関連、比較でいい

ますと、決算の場合は旧簡水ごとの決算資料を含めたデータが示されておりますよ

ね。ところが当初予算では、例えば水道事業、簡易水道、どれだけ収入があるのか

が、議会でも定かでないというか、余りにも対照的でございます。 

 ですから、議会だけの問題じゃないんですが、市が、市長初めとして、三役を初

めとして、もちろん課長初めとして、財政分析を含めて、水道事業について分析を

行う場合の基本的な基礎的な資料が整備されていない、体系だって整備されていな

いのではないでしょうか。５億円も超える１年間の事業なんですよ、毎年ですね。 

 ですから、これは早急に、やはり全体の基礎資料を客観的にも分析でき得る資料

をやはりつくるべきだと思うんですよ。これがなされていないと。この点で、これ

はもう特に、率直に言って大休寺副市長の責任もかかわる問題でありますので、お

答え願いたいと考えております。これは市にとっても、非常に意義のあることじゃ

ないかと思っております。もちろん議会もそうですけども、これが第１点。 

 それから、第２点目。 

 これまで再三本会議でも申し上げておりましたけれども、水道事業の今後のやは

り整備計画をつくる必要があるんじゃないかということで、課長答弁でありました

ように、今後20年間の整備計画は作成されています。これは一歩前進でありますが、

しかし、大休寺副市長も同じ考え方と思うんですけども、非常に大ざっぱな整備計

画でありますよ。Ａ４版で20年間の整備計画が策定されているとか、紙一枚で。 

 余りにも大ざっぱでありますから、例えばこの新年度、2020年度は5,000万円で

す。今、初めて課長から聞きまして、通用的な整備だけに限定されているため

5,000万円、前年度は先ほども申し上げたように、本年度になりますけども３億

7,500万円、そして、再来年度の2021年度は２億5,000万円ということで、その中身

も聞かなければわかりません。聞かなければ、恐らく知っているのは担当課長と大

休寺副市長は知っているでしょうけども、もう何名かの職員だけに限定されている

と思うんですよ。あと、それ以外の基本的な、基礎的な整備の中身が全くわからな
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いんですよ。もう余りにも前近代的というか、大ざっぱ過ぎます。 

 これも、やはり少なくとも数年間単位の整備計画を、具体的な中身、内容を含め

て、やはりきちっとしっかりと定めて、議会にもこの提供できるような基礎資料を

つくるべきじゃないかと。 

 一般会計では、もう長年の積み上げによりまして、総合振興計画はしっかりと

500項目近い項目にわたってつくられておりますよ。それが水道事業の場合は、も

うＡ４版で済まされていると、これはいけないと思うんですよ。５億円、６億円の

大きな事業は。 

 その点でも、大休寺副市長の責任持って、指導を含めて、これは早急に議会に示

せるようにしていただきたい、そうでないと、大事な予算審議においても質疑がで

きないんですよ。大ざっぱな資料ですから、大ざっぱな質問しかできないんですよ。 

 これは市にとってもいいことじゃございません。その点で、しっかりした整備計

画をつくるように、約束答弁してください。これが２点目であります。それを踏ま

えて今後、質疑をしてまいりたいと考えています。 

 それから３点目です。 

 １回目の質問の中で、例えば簡易水道に対する50％の補助率が199ページでそれ

で書いてありますが、これも課長答弁でありますように、法律上はあったと。これ

も初めて知りました。それを踏まえた条例等の、あるいは規則等の根拠の規定があ

りません。これもおかしなことじゃないでしょうか。やはり、曽於市でありますか

ら、法律が改正したら、これまでもるる条例改正がありますというふうに、法律改

正を踏まえて条例を、あるいは規則を変えていくという、そうした条例や規則の本

資料がございません。ありません。これもおかしなことじゃないでしょうか。 

 ですから、１回１回聞かなければ、私を含めて議会サイドはわからないと、これ

も非常に前近代的であります。その点でも、これも今後検討をしていただきたい。 

 最後に、簡易水道と上水道が統合これまでされてきました。合併後、水道関係で

は、大きな事業の一つでありまして、これまで、旧池田市政のもとで、当時末廣副

市長でありましたけども、私の質疑にもありましたけども、市としては、平成25年

の４月から簡易水道と水道事業が、一応一本化されました。その前年度に、市とし

ては、協議会をつくりまして、そして、審議会というような名称ですけども、審議

会が当時10項目の一応意見を出しております。 

 大休寺副市長、御承知ですか。10項目、あるんですよ。この審議会が出された意

見は、今も生きておりますか、それとも、これはもう死んだというか、市としては、

もうこれは一応目的を果たしたということで、もう死文化したというふうに解釈し

ているんでしょうか、その点で確認をいたします。 
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 当時、水道事業と簡易水道の合併には、私、反対した経過もありまして、これは

るる当時、本会議でも質問して、結果としてこのような一歩前向きな答申が出され

た経過があるからでございます。これは今も通用するんでしょうか、それとももう

死文化したという解釈でいいんでしょうか、この確認方の質問でございます。 

 以上です。 

○副市長（大休寺拓夫）   

 それでは、お答えいたします。 

 水道会計の積算基礎ですが、これはもう全て、各水道ごとに具体的に積算をされ

ております。ただ、この当初予算のこの表示の仕方、議会に提案の仕方が、そこま

では具体的に書いておりませんので、それぞれ簡水ごと、上水ごと、積算をされて

おります。それをもうちょっと具体的に表現できるように、来年は工夫したいと思

います。 

 それから、今後の整備計画で大ざっぱという御意見がございましたけれども、こ

れについても、先般、昨年２月に全協でお示ししました、あれは見やすくした形で

すけれども、ほぼこの中に、それぞれ、今後20年間の事業は入れております。 

 例えばの話、南之郷、深川が今終わりましたので、令和３年から４年間、末吉地

区水源地の整備、あとは内村、前の資料見ていただければわかると思うんですが、

内村配水池、あと大隅低区の弥五郎の里の分なんですが、配水池の更新とか、あと

住吉配水池、城山配水池、これをやっていくと、もうほぼ整備が済むということで

す。あとは老朽管とか、耐震管をやっていくということですので、そうこれから変

更になることはないと思っております。ですので、ほぼこの計画どおり、金額は若

干違いますけれども、行くかと思っております。 

 あと、今度、全て上水、簡水統合しましたので、これについては変更認可申請を

新たに県にする必要がございましたので、これについては、もう今後の給水量とか、

各水源地の保有量とか、詳しい状況をコンサルに全て調べていただきまして、何百

ページという資料をつくっております。それから推定はできると思っております。 

 あと、簡水の50％ということでございますが、この考え方は、全ての補助金がそ

ういう補助金要綱をつくらないといけないと私は思っておりません。先ほどありま

した国保の法定外繰り入れに対しても、同じような考え方でございます。 

 この水道会計につきましては、国のほうで交付税措置を、財政措置をするという

ことが、通知が来ておりますので、簡水の２分の１、当分、10年間はまた、５年間

はそのまま行きますけど、５年以降だんだんに縮小されていくという、そういうこ

とがもう10年間にわたって国のほうから来ておりますので、それに基づいてやって

いるということでございます。 
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 あと、申しわけございません。最後のこの意見答申の10項目ですが、まことに申

しわけございません。私はその中身を認識しておりませんので、水道課長のほうか

ら答弁をさせます。 

○水道課長（徳元一浩）   

 今、済いません。審議会の答申につきましては、現在、ここに資料を持ってきて

おりませんので、後ほどお示しいたします。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ３回目でありますけども、前後いたしますが、この審議会は、全議員に当時配付

になったんですよ、私だけじゃなくて。そういったいきさつがあります。本会議で

もこれの点も、内容的にも確認いたしました。ただ、これがもう既に、もう目的を

達したという当局の判断と理由で、もう死文化したという解釈か、それとも現在も

生きているんかという単純な確認方の質問であります。機会があったらお答え願い

たいと考えております。 

 簡易水道にはこだわりを持っております。 

 例えば、今副市長の答弁の中で、50％の根拠について、国保会計の一般会計の繰

り入れ等を同列視する立場での答弁がありましたけども、これはいかがなもんでし

ょうか。一般会計については、まさに表現が悪いですけれども、市長などのトップ

のいわば胸三寸によって、時々によって、また市町村によっても違いが見られます

よ。明確な根拠はありません。だから、条例化、あるいは規則化すること自体がど

だい無理な話であります。基本的には、基本的には。 

 しかし、50％のこの問題は、いかがなもんでしょうか、企業会計において。ちょ

っと考えて答弁をしていただく必要があろうかと思っております。答弁はよろしい

です。 

 最後に１点だけ、私が申し上げたいのは、議会を含めて数億円事業でありますか

ら、やはり予算と決算の段階においては、基本的な基礎資料を示せるような、やは

り水道事業におけるあり方を今後考えていただきたい、この１点に尽きるんですよ、

尽きるんですよ。 

 例えば、もう各種の事業が、やはり大きな継続事業については、そうした振興計

画つくっておりますが、いますよね。例えば、もう典型的なのが、再三同僚議員か

らも質問があった介護保険計画です。これは、やはり数年間単位で見直しを含めて

つくられておりますよ。それが、そうした基本的な資料がつくられていないと、だ

から議会でもそれを踏まえた前向きなちゅうか、中身の濃い議論ができないんです

よ。 

 これは、やはり当局にとっても決して好ましいことではないと思うんです。そう
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した点で、ぜひ前向きな議論ができるような計画をつくりながら、そして前向きな

答弁をしていただいて、結果として一歩、二歩前進する水道事業会計をぜひともつ

くっていただきたいという立場からの質問でありますので、そうした立場で、ぜひ、

力のある大休寺副市長でありますので、期待を込めての質問であります。まとめて

答弁をしてください。 

○副市長（大休寺拓夫）   

 意見答申については、ちょっと担当課長のほうでさせたいと思います。 

 基礎資料の関係ですが、大変、今の議会の皆様方にお示ししているこの水道関係

の資料が、ちょっと説明がちょっと足りないと私も思っております。私も最初、こ

れ見たときに、よく理解できなかったんですが、決算のときには詳しいことが出て

まいります。そこについては、もうちょっと具体的なことが書けるように工夫をさ

せたいと思います。 

 あと、また大きな事業等もございますので、そこのまた参考資料というものにつ

いても、また委員会には当然出しますけれども、出せるものについては出していき

たいと思います。 

 また、いろんな計画につきましては、当然、県の認可も得ないといけませんので、

それぞれ計画はつくっておりますから、お示しできるものがあると思いますので、

そこはまた提示をさせていただきたいと思います。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案３件は、配付いたしております議案付託表の

とおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 次の本会議は３月23日午前10時から開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

散会 午後 ３時４７分 
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第10 発議第１号 専決処分事項の指定の一部改正について 
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開議 午前１０時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議は配付いたしております、議事日程により進めます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第１ 議案第５号 曽於市手話言語条例の制定について   

○議長（土屋健一）   

 日程第１、議案第５号、曽於市手話言語条例の制定についてを議題といたします。 

 本案については、文教厚生常任委員会に審査を付託していましたが、審査を終了

されております。 

 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 おはようございます。文教厚生常任委員会付託事件審査報告。 

 文教厚生常任委員会に付託された議案５件を、３月９日から３月12日に委員会を

開き、執行部の出席を求め、慎重に審査した結果、それぞれ結論を得ましたので報

告いたします。 

 議案第５号、曽於市手話言語条例の制定について。 

 本案は、令和元年第２回定例会において、手話言語条例の制定についての陳情を

採択しており、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及並びに手

話を使用しやすい環境の構築と全ての市民が共生することができる地域社会を実現

するため、条例を制定するものであります。 

 ほかの地方自治体の条例制定状況についての質疑に対し、令和２年１月29日現在、

全国では301自治体において条例が制定されており、県内では本市が初めての自治

体になるとの答弁がありました。 

 今後の施策内容についての質疑に対し、広報誌、ホームページ、ＳＯＯ Ｇｏｏ

ｄ ＦＭ等での広報活動や手話通訳者を育成するための手話入門講座の開催、手話

サークルの組織化を考えているとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論ありませんか。 

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第５号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第２ 議案第27号 令和２年度曽於市一般会計予算について   

○議長（土屋健一）   

次に、日程第２、議案第27号、令和２度曽於市一般会計予算についてを議題と

いたします。 

 本案については、各常任委員会に審査を付託していましたが、審査を終了されて

おります。 

 まず、総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 総務常任委員会付託事件審査報告。 

 総務常任委員会に付託された議案２件及び陳情１件を３月９日から13日に委員会

を開き、執行部の出席を求め、慎重に審査した結果、議案２件についてそれぞれ結

論を得ましたので報告いたします。 

 議案第27号、令和２年度曽於市一般会計予算に対する付帯決議。 

 本予算案は、審査の中で、総務管理費の庁舎整備事業について多目的ホールと可

動式の机や椅子を利用した兼用の議場の計画内容を今回初めて説明を受けるものが

多くあった。議会運営委員会では、屋久島町議会議場の視察研修を行ったが、今後

の議場のあり方については、曽於市議会としての結論はまだ出ていない。市当局は、

議場のあり方について、現議場の改修等で対応するのか、多目的ホールと兼用で市

民開放型の議場にするかは、議会、市民等の意見を十分聞き、理解を得て決定すべ
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きである。また、本庁支所機能再編計画は市民に対する十分な説明と理解を得るべ

きであり、職員が減少する大隅、財部地区の宅地造成等の人口減少対策や地域活性

化事業等も積極的に推進すべきである。 

 よって、本委員会としては、下記の事項が明確に示されるまで、議案第27号、令

和２度曽於市一般会計予算、第２款総務費、第１項総務管理費、第２目財産管理費

における庁舎整備事業の執行に留意されるよう決議を行う。 

 １、議会、市民等への説明を十分に行い、意見を十分聞き、理解を得ること。 

 ２、人口減少対策や地域活性化事業等の積極的な推進策を示すこと。 

 以上、決議する。 

 令和２年３月13日、総務常任委員会。 

 議案第27号、令和２度曽於市一般会計予算について（所管分）。 

 審査における各課の主な質疑内容と結果を報告いたします。なお、本案について

は、現地調査も実施しました。 

 財政課関係では、財政計画について、計画では、令和２年度は一般会計245億

4,200万円の予定であるが、当初予算額は269億500万円で、約23億円の増となって

おり、財政計画、総合振興計画との整合性はどうなっているかとの質疑に対し、10

月の財政計画策定の時点ではふるさと納税を10億円と見込んでいたが、大きく伸び

て18億円となり、それに伴い事業費が10億8,000万円の増となったのが大きな要因

で、そのほかに子ども子育て費の無償化に伴う保育園の施設型給付費、末吉中央公

民館建設、岩川小学校改築、会計年度任用職員制度等も要因であるとの答弁があり

ました。 

 歳出では、総務管理費、庁舎整備事業についての質疑に対し、庁舎設計業務委託

関係は、庁舎増改築の基本設計業者を数社選定し、プロポーザル方式で７月に決定

する。 

 最終的な実施設計の業務終了は令和３年２月末の予定である。同時に、庁舎整備

に関する開発行為の許可申請を５月に委託し、12月ごろに許可決定の予定である。

造成工事関係は、調査増築敷地の地質調査を６月末に終了し、造成工事設計業務委

託を11月ごろに、造成工事は令和３年３月末までに終了する予定であるとの答弁が

ありました。 

 総務課関係では、地域コミュニティー協議会の推進はどのように考えているかと

の質疑に対し、４月から各校区公民館長に説明会を開始し、関心のある公民館を中

心に推進していく。10月ごろ、３地区にモデル地区地域コミュニティー設立準備検

討委員会を設置し、令和３年４月以降に地域コミュニティー協議会を設立したいと

の答弁がありました。 
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 本庁支所機能再編計画について、市民に対する説明・理解を進める手立てはどの

ように行うかとの質疑に対し、市政説明会等で自治会長等にわかりやすい資料を用

いて説明を行っていくとの答弁がありました。 

 庁舎増改築の多目的ホールと議場の兼用についての質疑に対し、現議場は傍聴席

が高いところにあり、高齢者や障害者等が傍聴しにくいことや地震、火災等の際に

避難しにくいことが市民より指摘されており、今回新しく庁舎改築のあった数カ所

の庁舎を視察研修したところ、新しい議場はフラット型が主流であったので、検討

した。また、現在のトイレは男女兼用が１カ所だけなので、男女別トイレと障害者

等用のトイレの設置も検討しているとの答弁がありました。 

 また、現議場の傍聴席等のフラット化とトイレ改修の予算は検討したかとの質疑

に対し、補強工事を含めて、概算で約8,200万円であるとの答弁がありました。 

 市民課関係では、国民年金の未加入者についての質疑に対し、国民年金の加入状

況は、鹿屋年金事務所でないとわからないが、平成31年３月末で受給者数は１万

5,113人で、１年間に約103億3,321万円支給されているとの答弁がありました。 

 小規模水道組合については、高齢化が進み、維持管理が難しくなっている組合が

あるが、市での管理は考えていないかとの質疑に対し、これまで、88組合のうち、

１カ所は相談を受けたことがあるが、メーター点検から小規模水道の管理等を全て

市民課で行うことは、簡易水道事業並みの体制で取り組まなければならず、人的に

も無理であるとの答弁がありました。 

 企画課関係では、コミュニティーＦＭの聴取率の調査等を計画しているが、内容

はどのようなものかとの質疑に対し、４月から５月をめどに約3,000人程度を対象

に、旧町別、年令別、男女別を基本に、自治会の人口割等を加味しながらアンケー

トを実施する。主な項目として、聴いている番組、よく聴いている時間、スポン

サーについてどう思うか等、いろんな意見を調査したいとの答弁がありました。 

 古民家再生事業について、どのような内容かとの質疑に対し、曽於市末吉町出身

の画家である吉井淳二氏に関する展示案内板と地域活性化のモデルになる事業を公

募する予定であるとの答弁がありました。 

 会計課関係では、ＪＡの窓口業務についての質疑に対し、財部、大隅支所の窓口

業務を６月で終了する予定である。今後は、末吉以外は銀行、郵便局、コンビニ等

で納めてもらうことになるとの答弁がありました。 

 税務課関係では、債権の差し押さえの研修についての質疑に対し、令和元年12月

31日現在で、本税、督促、延滞金を含めて35人、金額で257万円である。平成30年

度決算では、101人、金額で728万円であるとの答弁がありました。 

 徴収嘱託員が現在不在であるが、どのように考えているかとの質疑に対し、徴収
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嘱託員は税金の徴収が目的ではなく、税金の自主納付の勧奨を目的としており、令

和２年は２名を１名とする。また、新たに電話による税金の催告業務を委託し、自

主納付につながるよう納税意識を高めていく予定であるとの答弁がありました。 

 各課の質疑を終え、委員会審査の中で出た意見として、庁舎増改築の基本設計等

の委託料は、多目的ホールと議場等について、今回の審査過程で資料要求してわか

ったことが多く、十分な審査ができていない。市民、議会に十分説明する必要があ

るので、時期尚早である。予算編成に当たって、少子高齢化に伴う人口減少による

普通交付税の減額等による厳しい財政運営の中、多額の基金の取り崩しによる予算

編成となっている。財政計画、総合振興計画等との整合性を持った予算編成と、今

後もさらなる歳出抑制に取り組むべきである。市税徴収については、市税の徴収は、

滞納、延滞金を含め、公平、平等の立場から毅然としてこれからも取り組むべきで

あるとの意見がありました。 

 本案について、委員より、総務管理費の庁舎整備事業の歳入歳出を減額する修正

案が提出されました。提案理由の説明として、新型コロナウイルス感染症は、日本

全国、全世界で蔓延し、まだ終息の見込みもなく、市内にも大きな影響が出ている

状況を考えると、庁舎整備事業は先延ばしして、もう少し慎重に審査すべきである。

また、本庁支所機能再編計画もまだ十分に市民の理解を得られておらず、財部、大

隅地区の市民の意見も十分反映すべきであるとの立場からの提案でありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案に対する修正案について採決の結果、

賛成少数で否決されました。 

 次に、原案について採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 また、委員会において、令和２年度曽於市一般会計予算（所管分）が原案可決さ

れたことに伴い、令和２年度予算の総務管理費の調査整備事業に対する付帯決議案

（審査報告書に添付のとおり）が提案され、議案第27号曽於市一般会計予算に対す

る付帯決議案は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 次に、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 議案第27号、令和２年度曽於市一般会計予算について（所管分）。 

 審査過程での主な質疑内容と結果を報告いたします。なお、本案については現地

調査も実施いたしました。 

 保健課関係では、組織再編についての質疑に対し、妊娠期から子育て期にわたる

切れ目ない支援強化のための再編で、保健課に子育て世代包括支援センター室を新
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設し、22名体制で業務を行う。内訳は、保健課保健予防係から７名、福祉事務所児

童福祉係から２名、保健福祉課福祉係から１名、介護福祉課福祉係から１名、社協

出向者から１名、介護福祉課子育て支援センター係から10名を配置するものである

との答弁がありました。 

 各種健診の受診状況についての質疑に対し、健診は、17項目あり、受診率は20か

ら30％で横ばいの状態である。特定健診については、県内市町村で14位、受診率

50％である。健診後の精密検査対象者については、受診後３カ月、６カ月後に病院

から報告があり、対応を急ぐ方については保健師が訪問して対応をしている。精密

検査の受診率は100％に近いが、大腸がんの検査を受けていない方が多いとの答弁

がありました。 

 健診未受診者への健康づくり推進員の活動状況についての質疑に対し、61人の推

進員がおり、令和２年度からは無理な推進ではなく、受診の意思がある方を対象に

訪問するとの答弁がありました。 

 介護福祉課関係では、近年の給付費の伸び率等の傾向と分析結果についての質疑

に対し、給付費の増加傾向は続いている。前年度当初に比べ、特に居宅介護サービ

ス給付費4.46％、地域密着型介護サービス給付費2.38％、施設介護サービス給付費

4.69％の増が主なものであるとの答弁がありました。 

 介護給付費操出金の積算基礎についての質疑に対し、令和２年度の保険給付費予

算額52億5,266万円に12.5％を乗じて積算しているとの答弁がありました。 

 高齢者元気度アップ推進事業登録団体の状況についての質疑に対し、長寿クラブ、

体操教室が主なものであり、令和元年度は58団体が登録している。１回の活動に

１団体当たり1,000円のポイントがつき、新規加入者も含め新規登録団体に対して

は2,000円のデビューポイントがつくとの答弁がありました。 

 福祉事務所関係では、きらりの星認定子ども園（仮称）創設は、子供が減少して

いく中での運営となり、きらり園との関係はどうなのか、また、市内の保育園、認

定子ども園の状況についての質疑に対し、きらりの星認定子ども園（仮称）は、末

吉町新地に新設される予定で、定数は、病後児保育３人を含む33人を予定しており、

財部南校区にあるきらり園と入園者を調整して運営すると聞いている。市内の認定

子ども園、保育園は、現在定数1,112人に対して、市内からの入園者数は1,032人で

あるが、霧島市、都城市、志布志市、大崎町からの広域利用者も多い状況である。

令和２年度から市内の保育園は７園から５園に減少、認定子ども園は７園から14園

に増加する。これは、２保育園と末吉中央幼稚園が新たに認定子ども園になるもの

であるとの答弁がありました。 

 委員より、今後子供が減っていく厳しい状況にあり、新設して運営できるのか心
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配である。慎重に対応すべきであるとの意見がありました。 

 令和２年度の保育料無償化の対象者数についての質疑に対し、３歳から５歳児、

716人、ゼロ歳から２歳児が406人の合計1,122人となるとの答弁がありました。 

 放課後児童クラブにおける新型コロナウイルスの感染症の影響についての質疑に

対し、利用者が殺到している状況にはなく、逆に少なくなっている。自宅で見てい

る家庭が多いのではないかとの答弁がありました。 

 福祉基金の使用状況についての質疑に対し、令和２年度に4,000万円、令和元年

度に2,000万円を取り崩し、それ以前の取り崩しはない。これまで生活困窮の部分

に充当していたが、今回財政課より生活保護総務費、扶助費にも充ててほしいとの

要望があったため、取り崩し額が多くなっているとの答弁がありました。 

 委員より、福祉基金は福祉事務所の判断で使う基金であり、容易に財政当局から

の要請に従うべきではなく、福祉事務所できちんとした方針を持つべきであるとの

意見がありました。 

 教育委員会総務課関係では、教育長の出席を求め、曽於高校支援、学力向上、い

じめ、不登校問題及び通学バスなどについての報告を受け、質疑を行いました。 

 曽於高校支援の見直しについての質疑に対し、現在、調査結果を取りまとめてお

り、事業評価で外部評価をお願いしている。高校とも協議し、効果的な支援策を検

討している。本年９月には結論を出したいとの答弁がありました。 

 委員より、旧岩川高校の整備については、岩川小学校改築部分と避難拠点防災倉

庫整備部分に分けての整備となっており、岩川小学校改築部分の事業費については、

校舎解体費１億4,950万円を含む21億6,687万7,000円、避難拠点防災倉庫整備部分

の事業については、校舎解体費１億4,715万円を含む２億1,383万7,000円、事業費

総額23億8,071万4,000円になる。市民へは全体事業で説明するようにとの意見があ

りました。 

 学校教育課関係では、学力向上員と特別学級支援員が新年度から学校活動支援員

として配置されているが、内容は何かとの質疑に対し、これまでいずれも単年度契

約で特別学級支援員17名を12校に、学力向上支援員10人を13校に配置していたが、

新年度は25人の学校活動支援員を配置する。内訳は、継続19人、新規６人で、教員

免許所持者が19人いる。支援委員の配置は、学校の規模、実情に合わせて、大規模

校に複数、小規模校に兼務を取り入れながら、希望のあった全学校への配置を考え

ているとの答弁がありました。 

 支援員のこれまでの効果や学力が伸びていない学校への支援員の増強についての

質疑に対し、学校で伸びているところと伸びていないところがあるが、増強も考え

たが、まずは教職員が学力を自分たちで高めていこうとする学校の雰囲気に変えて
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いくことを優先させたいとの答弁がありました。 

 いじめ、不登校の状況と対策についての質疑に対し、令和２年２月末現在の不登

校者数は小学校７人、中学生26人の計33人、２月中のいじめは、小学校13件、中学

校２件の15件を認知している。いじめについての調査を月１回行っており、多い月

で30件、令和２年１月末で計140件あるが、いじめによる重大事態の案件はない。

不登校による児童生徒は、適応指導教室で対応しており、小学校２人、中学校７人

を指導しているとの答弁がありました。 

 不登校に対する適応指導教室の増設や、各関係者との連携についての質疑に対し、

適用指導教室については、昨年は財部町にも設置したが、利用されなくなった。こ

れまで、改善例も一、二例あり、希望があれば財部、大隅地区への設置も考えてい

る。各機関との連携については、心の教室相談員、中学校に配置、常駐、スクール

ソーシャルワーカー、困っている家庭の対応、福祉と連携、適用指導教室指導員、

不登校子どもの対応が月１回連絡会を行い、情報を共有しているとの答弁がありま

した。 

 社会教育課関係では、末吉中央公民館移転新築の概要についての質疑に対し、木

材を使った県補助事業、鹿児島材利用推進事業で実施する計画である。これまでの

公民館は延べ床面積1,130㎡、年間約２万人の利用者があった。新築する末吉中央

公民館の延べ面積は996.09㎡で、大会議室の収容人数をこれまでの200人から120人

に縮小するが、研修室の数をふやし、これまでと同程度の対応は十分できる施設に

する。 

 駐車場は70台から80台駐車可能であるとの答弁がありました。末吉総合体育館耐

震補強工事費２億円の積算根拠についての質疑に対し、教育施設係で積算しており、

大競技場、外壁補強８カ所、鉄骨筋交い補強８カ所、天井鉄筋筋交い補強、武道場、

壁２カ所を補強する工事であり、補強内容については、耐震判定会の審査により工

事を行うものであるとの答弁がありました。市庁舎整備を含め、各種施設整備の計

画が進められ、かなりの出費が見込まれている。人口減少が進む中で、社会教育課

関係の59施設の維持管理に関して、10年後、20年後の将来にわたり全ての施設を現

状で維持するのは、普通に考えて難しくなる。出費をできるだけ抑えるためには、

人口減少に応じた施設の維持に関する整備計画を作成して、補修等の予算を作成す

る必要があるのではないかとの質疑に対し、公共施設等総合管理計画において、公

民館施設の管理を譲渡する計画がある。それ以外は現状で維持する計画であるとの

答弁がありました。 

 委員より、補修の維持管理は全体的な計画に基づく管理を行うようにとの意見が

ありました。 
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 全体を通じて、本年度より会計年度任用職員制度が始まるが、指定管理を含む外

郭団体等の職員への目配りをし、市に準じた労働条件の改善を検討すべきであると

の意見がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 次に、建設経済常任委員長の報告を求めます。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 建設経済常任委員会付託事件審査報告。 

 建設経済常任委員会に付託された議案３件を３月９日から12日に委員会を開き、

執行部の出席を求め、慎重に審査した結果、それぞれ結論を得ましたので報告しま

す。 

 議案第27号、令和２年度曽於市一般会計予算について（所管分）。 

 本案の審査過程での主な質疑内容と結果を報告いたします。なお、本案について

は、現地調査も行いました。 

 農業委員会関係では、食料、農業、農村計画に基づき、適正な農地行政に努め、

優良農地の確保と農地を最大限に有効活用する活動を積極的に展開するとの説明が

ありました。 

 農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期について質疑があり、ことしが改選

の年であるとの答弁がありました。 

 農林振興課関係では、担い手の育成、確保や、農地の集積、集約を行うことで、

生産性の向上が図られるよう、国の施策と合わせながら取り組む、また、林業振興

については、再造林の推進を重要課題として取り組んでいくとの説明がありました。

畜産課関係では、特に肉用牛、繁殖経営戸数は、高齢者の離農、後継者不足等から、

減少が続いており、大きな課題となっている。また、新型コロナウイルス感染症の

影響で、子牛価格、枝肉価格ともに下落しているとの説明がありました。 

 耕地課関係では、農業の生産性を高め、農業経営の安定を図るため、圃場整備、

農道整備、農業用用排水施設整備など、農業の持続的発展を支える基盤の整備に努

めるとともに、効果的な防災・減災対策事業の活用による災害に強い農村づくりを

進める。曽於北部地区と大隅南地区で県営畑地かんがい事業を実施中であり、給水

栓設置及び散水器具の導入推進を図っていくと説明がありました。また、多面的機

能支払い交付金事業は、農業、農村の有する多面的機能の維持、発揮を図るため、

農地、水路、農道など、地域資源の適切な保全、管理に重要な役割を担っていると
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の説明がありました。 

 活動組織が前年度より５減の35組織になっている理由について質疑があり、構成

員の高齢化や、書記会計の人材不足のため、活動が終了した組織があったとの答弁

がありました。 

 委員より、活動、組織の実情を把握し、支援することが必要であるとの意見があ

りました。 

 現地調査では、農地、耕作条件改善事業の大隅、新田場地区用水路工事箇所を確

認しました。 

 建設課関係では、市道については、改良率が67.6％であり、県平均を下回ってい

る状況であるが、通学路や生活道路としての安全性確保に努め、厳しい財政状況で

ある中、有利な起債事業を活用し整備していく。国道、県道については、未改修路

線が多く、優先順位を考えて国県に整備の要請を行う。地域高規格道路、都城、志

布志道路の県境区間については、令和３年３月までに供用開始の予定である。住宅

事業については、曽於市公営住宅等長寿命化計画に基づき建てかえや改善、用途廃

止などを、計画的に実施していくとの説明がありました。現地調査では、桜ケ丘団

地の建てかえ現場の進捗状況を確認しました。 

 工事のおくれはないかとの質疑があり、おおむね予定どおりに進んでいるが、新

型コロナウイルス感染症の影響で、中国で生産する資材に納期のおくれが出ている

ので、今後非常に厳しくなることが予想されるとの答弁がありました。 

 水道課関係では、合併浄化槽設置事業を推進し、河川の浄化や清流の保全に努め

る。令和２年度の補助対象は125基を計画しているとの説明がありました。 

 商工観光課関係では、ふるさと納税制度を活用したおもいやりふるさと寄附金推

進事業については、さらなる品目の充実を図りながら、曽於市の全国的なＰＲ活動

に取り組む、新規就業支援対策事業等は、曽於市商工会と連携し、商工業の発展に

取り組むとの説明がありました。 

 委員より、おもいやりふるさと寄附金の歳入を18億円と見込んでいるが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で、消費が冷え込むのではないかとの意見がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 私は、この本案に対する修正案を提出する動議をいたします。 

 先ほど総務常任委員長より報告がありましたとおり、付帯決議も出されておりま

すが、どうしても修正案での動議とさせていただきました。昨年６月議会での計画

は、場所、図面もはっきり示されず、口頭のみで、３階建て1,800㎡、11億3,000万
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円でしたが、短期間のうちに２階建て、2,300㎡、16億1,000万円と５億1,000万円

増額です。何の説明もなく、いきなり３月議会へ提案しております。各課の予算は

軒並み削減される中、今会期中に結論を出すべきでなく、もっと慎重に審議すべき

であります。今の時点で、執行部より正式に説明を受けていない議員が半数近くい

ます。さらに、令和２年度から８年度にかけて終了予定の建物は総額103億5,071万

4,000円です。末吉小学校新築19億7,000万円、これで済むとお思いでしょうか。 

 それと、今回の立地場所が１カ所であり、他の検討は示されておりません。ド

ローンで上空からこの庁舎を見てください。また、予算編成時には想像もつかなか

った事態に今陥っております。幸いにも、本県では、新型コロナウイルス感染症は

発生しておりませんが、いつ曽於市に発生してもおかしくない、不安を抱えている

現状です。発症がなくても国のお達しにより、学校は休校、各種会合、会席、イベ

ントは自粛という名の中止です。終息のめどがつかない中で、市民は不安な生活を

過ごしております。議員の皆さん、十分理解しておることと思いますが、予算の審

議に当たり、予算の意義と考え方について、議員必携に書いてありますので、要約

して述べます。 

 第３編第２章です。予算は、直接住民の生活を左右し、その福祉のいかんを

決するものである。首長が毎年苦労するのがこの予算編成である。議会は、首

長の予算編成の方針は十分理解しなければならないが、不安を残すことであれ

ば、削減するなり、繰り延べるなり、何らかの修正を加える必要がある。これ

こそ議会の予算審議における第一の使命であり、責務である。したがって、堅

実な予算を編成する首長も審議し、確定させる議会も、特に留意しなければな

らない。 

とはっきり記してあります。 

 以上の観点から、令和２年度一般会計当初予算に修正案を動議として提出いたし

ました。 

○議長（土屋健一）   

 賛成の方いらっしゃいますか。 

（「賛成」と言う者あり） 

○議長（土屋健一）   

 ただいま、渡辺利治議員から動議が出されましたが、所定の賛成者がおられます

ので、動議は成立いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時４２分 
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再開 午前１０時５８分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案に対しては、渡辺利治議員ほか１人から修正の動議が提出されました。 

 提出者の説明を求めます。 

○１４番（渡辺利治議員）   

議案第27号、令和２年度曽於市一般会計予算に対する修正案。 

 上記の動議を、地方自治法第115条の３及び会議規則第17条の規定により、別紙

の修正案を添えて提出いたします。 

 令和２年３月23日、曽於市議会議長、土屋健一殿、提出者、曽於市議会議員、渡

辺利治、同じく、九日克典。 

 議案第27号、令和２年度曽於市一般会計予算に対する修正案。 

 令和２年度曽於市一般会計予算の一部を次のように修正する。 

 第１条中、269億500万円を267億8,831万2,000円に改める。 

 第１表、歳入歳出予算の一部を次のように改める。 

 歳入、款19繰入金、項の１基金繰入金32億3,010万7,000円を31億9,851万9,000円

に、款22市債40億3,920万円を39億5,410万円に改めるものです。 

 歳出、款２総務費、項１総務管理費18億1,397万1,000円を16億9,728万3,000円と

いうことで、１億1,668万8,000円の減にするものであります。 

 あとの次ページからは明細書を添付しておりますので、御確認していただきたい

と思います。 

 庁舎整備事業は、もっと慎重に審議すべきであります。緊急防災・減災事業債は、

ことし５月までに提出しなければあとはできない、令和２年度で終わり、国と説明

を受け、この緊急防災・減災事業債を前面に出して急がせておられますが、今回の

緊急防災・減災事業債は、100％充当で、合併特例債は充当95％で、その差５％で

あります。緊急防災、最後合併特例債で試算しますと、73万4,500円の差額です。

大金ですが、急ぐ理由に値しますか、よく考えてください。日本は地震国であると

ともに、台風と自然災害が多く発生しております。大隅支所庁舎がもっとも危険な

建屋で、職員の生命が一番危険にさらされていると意見がありました。つくるなら、

大隅支所庁舎が先ではないでしょうか。ちなみに、大隅支所庁舎は、令和４年から

５年、６年から入ったとしても４年間本当に不安でどうしようもないと思います。

災害の多い日本では、なぜ令和２年度で緊急防災・減災事業債が終わるのかと疑問

を持っておりましたので、３月19日に総務省のほうへ問い合わせをいたしました。
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意外な答えが返ってまいりました。 

 年に３回、６月、２月、３月受け付け、民間は通年受け付けています。ことし限

りではないと答えておりました。先送りも可ということではないでしょうか。それ

と、今、新型コロナウイルス感染で全世界を震撼させております。私は、商店街、

農家、主婦等、直接意見を聞いてまいりました。答えは全て生活優先を望んでおり

ました。一番の書き入れどきなのに、お客さんが来ない、花が売れない、酒が売れ

ない、飲食店等はキャンセルで従業員の扱いに困っておりました。学校が休みで保

護者はなおのこときついと言っておられました。 

 令和２年度思いやりふるさと基金繰入金18億円で、46事業に充当の計画です。今

の状況でふるさと納税が多く集まると期待できますか。今でも自主財源は少ない中

にあるのに、今年度は確実に収入が落ち込みます。令和元年の農業生産額は480億

円を超えて、特に畜産は400億円を超えておりますが、今の市況は１月と比べ20万

近く１頭当たり平均値下げです。肥育牛はもっとひどく、赤字販売です。畜産振興

協議会の会長は、市長、そしてまた副会長は議長、そしてまたＪＡの方です。幸い

にも、商業を営んでおられる議員、農業を営んでいる議員、牛飼いの議員、各種団

体に携わっている議員、女性の声を市政にと言っておられる女性議員も初めて誕生

しており、女性の強い味方です。曽於市民を安心させる、させないも議員皆さんな

んです。議員が守らず、誰が守るんですか、市民を。新型コロナウイルスが来ても、

確実に報酬が400万円、議員は補償されております。市民の声を真摯に聞いてくだ

さい。中身を知らず、ゴーサインが出せますか。 

 最後に、曽於市を担っていく子供たちに、メロンを食べさせていける市政でなく

てはなりません。 

 以上、賛同よろしくお願いいたします。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの各常任委員長の報告及び修正案に対する質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。 

（何ごとか言う者あり） 

○議長（土屋健一）   

 暫時休憩します。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時０７分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   
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 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 では、常任委員長と修正動議者に対してまとめて質問いたします。ちょっと個人

的にはわかりづらくて疑問がつくんですけども、議長がそう言われますので質問い

たします。 

 まず、総務委員長に、大きくは２点質問をいたします。 

 第１点は、言うまでもなく財政分析について総務委員会ではどのような審議がさ

れたかという点でございます。 

 令和２年度当初予算は、前年度比38億5,000万円増、前年度比14.8％と合併後最

大の大型予算でございます。これは、私たち知っていますように大きな建物、もっ

と言えば箱物がたくさん予算計上されているに尽きます。 

 その中で歳入を見ますと、例えば、借入債に40億3,000万円、各基金からの繰入

金が32億3,000万円、そしてふるさと寄附金収入を18億円など、これも例年に見ら

れない、もう率直に言って目いっぱいとも受け取れる収入計上をいたしております。

これらを含めて委員会ではどのような審議がされたか率直にお聞きいたします。 

 ２点目、説明書の273ページの庁舎整備事業１億1,668万3,000円について、どの

ような審議がされたかという点でございます。 

 私は、このいわゆる庁舎再編事業は、合併後、工事費を含めて、また、今後将来

にわたる市民の生活等にも直接・間接に影響する最大の事業であると受けとめてお

り、昨年の３月からこれまで連続５回、一般質問でも取り上げてまいりました。率

直に言って問題点が幾つかあります。 

 質問の第１点でございますが、議場を３階に残してバリアフリー化などを行うの

か、それとも２階に移すかについて、委員長でも報告ありましたけれども、審議の

経過をもう少し詳しくお聞きいたします。 

 ２点目、教育委員会や福祉事務所などをこれまでどおりにそれぞれの支所に残す

か、それとも末吉の本庁舎に移設するかについて、委員会ではどのような審議がさ

れたかお聞きいたします。 

 ３点目、今後の庁舎整備事業の事業費について、さらに市役所再編事業の総体の

事業費29億2,000万円癩癩これは今の時点での事業費でございます癩癩についてど

のような審議がされたか。 

 以上、大きく２点でございます。 

 次に、建設経済委員長には３点質問いたします。 

 まず、質問の第１点は、説明書の447ページ、委員長報告にも重なりますけれど

も、ふるさと寄附金事業28億139万7,000円についてでございます。 
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 この中で18億円を基金に積み立てる予算計上をするなど、これも率直に言って目

いっぱいと言える大きな予算を計上いたしております。委員長報告についても、コ

ロナ問題も含めて少なからず疑問が出されたようでございます。このことについて、

改めてどのような審議がされたか、重なりますけども説明をお願いいたします。 

 ２点目、516ページの住宅建設費の10億1,792万6,000円、いわゆる桜ヶ丘住宅の

住宅関連の購入費等についてでございます。 

 これも委員長報告にもございますが、質問の私の観点は、これは新たなこの入札

のやり方で、いわば一旦業者に全てやっていただいて、できたものを市が新年度予

算で10億円かけて購入する新たな手法でございますが、これはやはり問題点がある

んじゃないかということで、これまで質疑いたしました。 

 市長は検討したいと、市長の答弁では２億円ぐらい安く上がったと、本当なのか

どうか。これらを含めて、この建設のあり方、入札のあり方を含めて、もし議論が

あったらお聞かせ願いたいと考えております。 

 ３点目、全ての事業や予算が総合振興計画に基づきまして建設経済委員会関係の

予算審議の中では予算計上がされているのかどうか、確認を含めての以上３点の質

問でございます。 

 次に、修正動議の提出者に、大きく２点質問をいたします。 

 今回、こうした当初予算においての修正動議を出されたのは初めてのことでござ

います。先ほど申し上げましたように、市役所再編については幾つかの課題や問題

点があると率直に受けとめており、今回を含めて、今後、議会サイドからいろんな

立場から活発な議論が修正動議を含めて出されるということは個人的には私は評価

いたします。 

 その点で、２点質問をいたします。 

 この動議者の修正動議の御説明は、いろいろな諸状況から考えて、今の時点では

やはり再編は行うべきじゃないということであったと、間違えがなければ受けとめ

ております。それも一つの考え方と思いますけれども、私はそうした立場には立っ

ておりませんけれども、その点で第１点でございます。 

 この一つの今課題となっている論点は、教育委員会や福祉事務所を末吉に持って

いくかどうかが、一つのやはり市民を含めた意見が出される点でございますが、こ

の点については修正の提案者はどのように受けとめておられるかお聞きをいたしま

す。 

 それから第２点目、より現実的な質問をいたします。 

 先ほど全員協議会が開かれました。一応全体の合意だったと思うんですけれども、

本日の本会議におきまして、特に庁舎建設にかかわる議場の問題、議場を３階に残
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すか、２階に持ってくるか、これは本日、全議員参加による特別委員会を設置する

ことが恐らく先ほど全体の合意のもとになされたと思っております。 

 ということは、一応予算もいろいろあっても認めた上で、庁舎整備関係も、そし

て議会の特別委員会でそのあり方を議論するということに個人的には受けとめてお

ります。この関連性、もっと言って整合性についてはどのように受けとめての上で

の今回の提案であったのか、確認かたがたの質問でございます。 

 以上、２点でございます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 ただいま徳峰議員より質問が大きく２点ありました。財政課関係についてから説

明いたします。 

 総括質疑でも徳峰議員も質問をされましたけど、ここの中で一応書いております

が、実際予算がふえた理由につきましては、ここに書いてあるように、思いやりふ

るさと寄附金が当初10億円であったけど、それが18億円となったのが大きな要因で

ある、それと、ほかに保育園に無償化に伴う施設給付費、また、末吉中央公民館の

建設、岩川小学校の改築、また、会計年度任用職員の制度をとり出すことで人件費

の増ということが主な要因であるという説明がございました。 

 その中で、また、どういう観点において当初予算の編成に当たったかという質疑

がございましてて、10月に各課より当初予算編成の方針の予算を出していただき、

その後、副市長査定を受け、市長査定で決定した予算であります。その中でどうい

うことを優先したかということで、まず、補助金、有利な起債等がある事業はそう

いうのを利用していく。しかしながら、どうしても岩川小学校改築などやらなけれ

ばならない事業もある、そういうのは基金を取り崩して予算を組んだということで

ありました。そして、そういう事業の中身を精査して、優先順位を決めて今回提案

した事業であるということであります。そしてまた、どうしても実行しなくちゃい

けないんですけれども、緊急性を考えて縮小した事業、また、１年見送って先に延

ばした事業もあるという説明でございました。 

 続きまして、庁舎整備事業につきましてですけど、先ほど修正案も出されました

けど、同じような理由で総務常任委員会でも出されました。その中でいろいろ議場

について、分けて考えたいんですけれども、今度の庁舎増改築の２階部分に多目的

ホールをつくりたいというのがありまして、その中に議場もというのも考えている

というのがありましたけど、それを議会の理解が要るということでした。その中で

議会から、徳峰議員からも要望がありましたけども、傍聴席のバリアフリー化、ト

イレの障害者用、そういうのも検討すべきというのが以前より執行部のほうに議会

から要望が出してありました。 
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 その中で委員会の中でも、実際は総務課の審議が終わった後、議会事務局の審査

のところで特に議場についての質問が出まして、財政課の審議もう済んでおりまし

たけれども、休憩中でありましたが財政課長にも来ていただき説明を求め、その中

で委員より現議場に対する改築、バリアフリー化の要望も出ていたけど、その検討

はされたかという中で、総務課長が次の日に朝一番に説明を求めまして、検討した

結果、約8,200万円ほどかかるということでありまして、非常にその点につきまし

て総務常任委員会でも不審に思ったところもあります。 

 実際上は、ここの議場の改修について十二分にそういう予算査定をして、また新

たな議場のところでもという比較ができればよかったんですけど、残念ながら

8,200万円ほどの予算をかけて実現は可能であるという説明を受けただけで、詳し

い図面等はないところであります。 

 その中でいろいろ委員の中から、開けた議会でそういう多目的ホールと議場の併

用もこれからの議会としては必要ではないかという意見もありました。先ほどもあ

るように、議場のあり方についてはもっと慎重に検討すべき、また、コロナウイル

ス等もあって経済の大変な中に、先送りできるものは先送りしたほうがいいんじゃ

ないかという意見もあって、賛成多数でこの予算は認められたわけです。 

 そして、議場につきましては特に付帯決議としまして、私も総務常任委員長とし

て決断に迷うところでありましたので、できれば議員全員の理解、また、市民の皆

様の理解を十分得た上で、ここの議場を改修するのか、また、新しい庁舎にそうい

う議場を併用型でつくるのかを検討していただく時間がほしいということで、付帯

決議を皆さんに諮ったところ、賛成多数で認めていただいたところであります。 

 以上でございます。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 お答えいたします。まず、最初のふるさと寄附金事業についてでありますが、歳

入を寄附額を18億円と大きく見込んである点について、不確定の歳入を見込んでい

るということで、委員会といたしましても、新型コロナウイルス感染の影響で企業

の業績が落ちれば、それに合わせて個人消費も落ちてくるということで、意見の中

では、新たな財源を確保しなければ本年度の予算が執行できないのではないかとい

う危惧する意見も出たところであります。 

 次に、住宅建設費の桜ヶ丘住宅関係についてでありますが、これにつきましては、

現在工事に、取り壊しにかかっております。担当課並びに施工業者代理人等の意見

では、おおむね順調に進んでいるということで、ただ、危惧されるのは、前回補正

でも出ました立ち退きが１件できていない部分についての施工上の苦労があるとい

うこと、そして、あわせてコロナの関係で中国で生産しているいろいろな資材が搬
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入がおくれてきている、その点が非常に心配されるということでした。 

 次に、全ての事業等が総合振興計画に基づき予算計上されているか、それの審議

がされたか伺いたいということであります。 

 これについては、総合振興計画に載っているということが前提として審査してお

りますので、特段の意見は出ないところでありました。 

 以上です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 ただいま質問が２点ほどされておりましたけど、これは、再編ありきではいけな

いという観点も含めて提案いたしました。アンケートにありますように、財部

54.1％、大隅56.6％、末吉は大多数で22.2％ということで、ここで再編しましょう、

では判断しましょうと言ったら２対１で負けるんです。だから私はまだ再編ありき

ではいけないということを込めて提案いたしました。 

 続いて、この予算を審議する中にきょう初めて、まだ、タブレットに入っていま

すけど、正確に予算審議をした人は何人いますか。総務委員会、議運癩癩、議運は

２時間も、１時間かかっていませんよ。ですから、ほとんどの方が実際は中身を熟

知しないでこの一般会計をどうして判断するんですか、それが一番大事だと思いま

す。 

 だから、ここで一般会計を全てを通してするということは全てを認めたというこ

とですから、だから私はあえて減額して、さらに慎重に審議をして、そしてまた、

先ほど徳峰議員が言われましたように特別委員会なりをつくることは大いに賛成で

す。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 総務委員長に１点だけ質問をいたします。 

 私たち議会人でありましたら、新年度の一般会計の予算がはっきり言って目いっ

ぱいな予算計上を、特に歳入でしているということは、もう誰が見てももうこれは

はっきりいたしております。 

 ですから、昨年の10月に出された財政計画からまだ何カ月もたっていない段階で、

財政計画よりも実に23億円多い予算計上となっているのでございます。ですから、

先ほど建経委員長にも、総合振興にのっとった全て事業費でありますかという単純

な、素朴な質問をしたんです。23億円も大変大きな予算に、財政計画よりなってい

るからでございます。総合振興計画との兼ね合いで、どこが23億円ふえたのかとい

うのを議会サイドとしては、総務委員会のメンバーに限らず、私は議会人としても

分析が必要じゃないかといった観点からの単純で素朴な質問でありました。 
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 そこで、総務委員長に１点質問をいたします。 

 こうした大変目いっぱいともとれる予算編成でありますけれども、これで新年度

が順調に予算が運用できるのか、特に歳入です、その点で私は幾らか心配がありま

す。はっきり言えることは、もう令和３年度になったら、もうこれは目に見える形

で出てこざるを得ない側面があろうと心配いたしております。その点で、年度途中

で歳入にある項目、あるいは２つの項目、歳入不足を生じるおそれはないのか、議

論がされていたらお聞かせ願いたいと考えております。これが第１点。 

 それから、修正動議者の渡辺議員に質問をいたします。 

 先ほどのこの２回目の質問に重なる質問でございます。 

 まず、第１点でございますが、私は昨年の12月の全員協議会におきまして、支所

庁舎再編計画は非常にこれは大事な問題であるから、ぜひここは全議員が参加によ

る特別委員会を設置すべきだと提案いたしましたが、残念ながら議会全体としては

受け入れられませんでした。 

 本日提案されるのは、庁舎全般にわたっての特別委員会じゃなくて、議場のあり

方に限っての特別委員会でございます。昨年12月の私の提案で、渡辺議員は残念な

がらその立場で積極的な対応を示されませんでした。もう結果論になって、後ろ向

きの議論はしたくないんですが、やはりそれほど大事な問題じゃないかとますます

思っております。その点で、今後のあり方についてをお聞きしたいと思っておりま

す。この庁舎建設に関連しての特別委員会のあり方の問題でございます。これが第

１点。 

 それから、第２点目は、先ほどの質問に重なりますけれども、一応本日最終段階

で全員参加による議場に限っての特別委員会が設置される見通しでございます。と

いうことは、基本的には、そして単純化して見れば、やはり今回提案されている庁

舎整備に関する予算の前提としての議場についてのやはり審議にならざるを得ない、

全面的ではないですよ、ならざるを得ない側面があるのです、厳密に考えたら。 

 この先ほど申しました関連性、もっと言ったら整合性については、どのように受

けとめておられますか。率直にお聞きしたいんです。だから悪いとかいいとかいう

単純な問題じゃないんですけども、それは理解してください。その点をどのように

受けとめておられるか、この２点について率直にお聞きいたします。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 予算が大幅に伸びたということで、歳入不足の心配はないかという質問でござい

ました。 

 先ほど建経委員長からもありましたけど、やはりふるさと納税が46事業に18億円、

その基金の中から市政運営に出されております。その中で一番大きいものがふるさ
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と納税に対する、ふるさと納税がふえればふえる分、返礼品がまたふえるというこ

とで、その支出が10億円だったものが18億円寄附金が来ましたので、その返礼品が

大きく伸びたのも大きな要因であります。 

 先ほどあるように、桜ヶ丘団地、岩川小学校、これはもう事業が進んでおります

ので、早急にやり遂げなくちゃいけないということで、その予算は優先順位で執行

しているという説明でございました。 

 そして歳入不足がふるさと寄附金が、コロナウイルスで日本の経済、オリンピッ

ク等の中止等があれば18億円入ってくるのかという質疑がありました。その中で財

政課のほうでは、ことしは18億円の寄附金が入ったので予算編成をしております。

そして来年その寄附金が減った場合は、それに対してまた予算編成をするというこ

とで、今年度に際しましては、才入不足は大丈夫だという説明でございました。 

 そしてまた、実質公債費率は……。 

（何ごとか言う者あり） 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 その点につきましては、全体的な質疑はございましたが、細部にわたる審査はな

かったところでございます。 

 以上であります。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 庁舎のあり方への議論ですけど、これは結論はどうしても議員が理解していなけ

れば結論に達しないと思っております。なまじっかな説明だけでは成り立たないと

思っております。そしてまた議論するには、この特別委員会を全員による、これは

本当に大事なことです。 

 それで徳峰さんが12月に言われた、それ私ちょっとどのことか答えられませんけ

れども、それと今回この庁舎問題に関する件ですけれども、平成24年かな、パーク

ゴルフ及びフラワー公園のときも相当審議されました。ハエが何匹いるか、蚊が何

匹いるか、においはどこまで、どんなのでするのか、牛はどこにどれだけいるのか、

そしてまた花は何を何本植えるのか、そんな詳しい調査を踏まえて、結論は結局中

止でした。今回は何も審議していませんよ。ですから私は、今回の庁舎関係につき

ましては審議をもっと尽くすべきであるということで、皆さん方に減額をお願いし

ているところです。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○７番（宮迫 勝議員）   
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 私は総務委員会に出席していなかったので、渡辺議員に２点だけお伺いいたしま

す。 

 最初の渡辺議員のいろんな発言とか態度表明をしたときに感じたのが、２月28日、

議会運営委員会として屋久島町の新しくなった会議室の研修に行こうという話、こ

れを議運でまとまって行こうといって全協で発表したこの段階から、自分は違うん

だという立場になっていました。 

 私はてっきりこの議場のあり方についての考え方かなと思っていましたが、今回

修正の理由として支所再編の見直しまで及んでおりますが、ここに至った理由は何

なのか、ここがまず第１点であります。 

 そして、コロナウイルスをいろいろ述べられましたけれども、コロナウイルスは

全国的な問題であり、この予算を修正した場合に、牛の価格、商店街の売り上げな

どが改善するものなのか、ちょっとこれは疑問に思いました。この説明を求めます。 

 以上、２点です。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 予算のあり方という点でも質問を受けましたが、私がここで議運の中であったこ

とは言っていいんでしょうか。私は屋久島のほうへ行くのは、議員は当然勉強しな

ければならない、そういうことは大いにすべきだということは申しました。ただし、

「予算をとってしてください、当初予算をとってください、その後の文言言ってい

いんですか。宮迫委員、いいんでしょうか。議長いいんでしょうかこれ、私が述べ

ても。 

○議長（土屋健一）   

 答弁ですから。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 はい。では、しっかりといたします。 

○議長（土屋健一）   

 どうぞ。 

○１４番（渡辺利治議員）   

 議運の中で研修に行きましょう、調査に行きましょうということで話が出ました、

そこでいろいろな意見が出ました。みんな知らなきゃいけない、それは議運の活動

というか、そういうのをちゃんと見れば、第８のところか、議場に関する件もちゃ

んと入っておりますので、それは当然調査・研修するのが当たり前なんです。でも、

予算はと言ったら、何と言いました、余っているからと言ったんですよ、予算が余

っているから使うんですか、４月に行ったらいいんじゃないですか。 

（何ごとか言う者あり） 
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○１４番（渡辺利治議員）   

 おかしくなるんですよ。だから言っていいんですかと皆さんに言ったんですよ。

おかしいですよ、これ。 

（「ここでやるべきことじゃない」と言う者あり） 

○１４番（渡辺利治議員）   

 ここでやるべきことじゃないんですよ。だから私は議場をつくること云々じゃな

くして、この予算のあり方についてを問われたから議運ではこうしたこともあった

と言いました。あとは申しません。 

 コロナの関係、これはまだ数字は出ませんよ。私の商店は、私の衣料品店は、ど

れだけおかげで来ませんでした、私の仕出し屋さんとかそういうのは何件来て幾ら、

そういう試算というのは出ませんよ、全国的なというか、もう全世界ですよ、これ

は。 

 そういうのをする中で、国はどんどん支援策を出します、でも、いつ来るかわか

らない。そしてまた川内市だったかどこかも、ちょっとおくればせながらだけども

ちゃんとやる、市役所のホールで弁当屋も出した、それも本当に一つの対策なんで

すよ、これは。何も示していないでしょう、市としては。だから議会がちゃんと対

策を示してもらうために、こういう案を出すんですよ。 

 今回の一般会計補正予算、１億1,668万8,000円、これを認めて、ではほかに今度

はコロナ対策で増額を組んでくださいということは、これは議会としては市長に対

する侮辱ですから、そういうことはできません。お願いはしても。増額をするんだ

ったら根拠を示さないかんようになりますので、これはできないんですよ。これは

政府の見解としてちゃんと載っていますから、だから私はあえて減額修正でお願い

するんですよ。その意味はわかってください。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○６番（上村龍生議員）   

 総務委員長に１点だけ質問をさせてください。 

 付帯決議にも関係ありますし、庁舎建設の関係にも関係ありますので、今の修正

の動議についても関係あることなので、１点だけなんですが、私は先ほど来いろい

ろ質疑ありますけども、総務委員会、議運に属していません。したがいまして庁舎

建設の件、この件についての情報はほとんど持ち合わせていないんです。タブレッ

トには入っておるということで、見ればわかるかもしれませんけれども説明を受け

ていないので、これらの全部の情報を総合して、総務委員長からのきょうの質疑の
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中で総務委員長に質疑をして、その中で判断をしていかないと判断材料がないわけ

なんですね。 

 私の認識とすれば、議場の建設に関して、とりあえず議場建設に関しては、これ

はもう皆さんも一緒だと思うんですけども、結論は出ていないと総務委員会でもそ

ういう報告がありました、どちらにするか。 

 一番思ったのは、今度のこの新年度の予算の庁舎建設に関して、議場の移設あり

きの予算だったのか、そうではなかったんですよという議論をされていると思うん

ですが、その辺のところを私はお聞きしたいんです議論の内容を。先ほどの議論の

内容でははっきりちょっとわかりませんでした。 

 私は、もし移転ありきの庁舎建設予算であれば、それはちょっとおかしいんじゃ

ないかという認識を持っています。じゃなくて、そういうありきの予算ではありま

せんということであれば、私は賛成をしてもいいと思っているんです。判断材料が

ないから、きょうの総務委員長のその報告の中で判断をせないかんという気持ちが

あったんです。 

 もし、その、ただ状況を見ると、内容的には庁舎再編かれこれの話はまた別の論

点なんですけれども、その辺もまだ議論の余地があるところが残されているし、で

きるだけ庁舎建設も経費を抑えてという方向で考えるべきではないか、時間が許す

のであれば、できるだけ予算を減らして、建設費を減らして検討すべきではないか

という気持ちはあります。ですからその辺のところの議論がどうなったのか、ちょ

っと示していただきたいと思います。 

 以上です。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 ただいまの上村委員の質問にお答えします。 

 多目的ホールを建設するというのはもう決定しておりまして、議場がそこにあり

きかと言われれば、客観的に難しいところではございますが、実際上、予算審議の

中で事実関係で申し上げますと、ここの議場はどうするのかという質問に対しまし

ては、今度、教育委員会、農業委員会、福祉事務所が来た場合に、３年から５年、

また書類等を補完する施設が要るということで議場はそれに使いたい。あと、印刷

室のところに２階部分に渡り廊下の通路を建設する予定であるので、印刷室が使え

ないから、ここの一部をそういうのに使いたいという答弁はございました。 

 そして先ほども報告しましたが、ここの当初議会から要望されてあったここのバ

リアフリー化とそういうのは可能か、また、トイレ等の改修等はどうかというのは、

総務課長に朝来ていただいて8,200万円と数字が出ましたので、いつそれが分かっ

たのかとお聞きところ、きょう建設課から報告を受けましたということでありまし
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たので、上村議員がおっしゃるように初めからそこに議場ありきだったのじゃない

かという私は想像はしていますけど、そこのところは付帯決議で申したように、こ

れから意見は聞くという話ではございました。 

 以上が私の説明でありますので、初めからそこにありきとは答えにくいですけど、

結果的にはそういうことじゃないかと私は感じております。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○４番（岩水 豊議員）   

 総務委員長に１点お伺いいたします。 

 確認を含めてですが、私が一般質問でいたしましたときに、昨年11月、12月に市

政説明会では、本庁の増築費用は、面積は1,800㎡で11億3,000万円だったと。今度

３月議会では、それが500㎡ふえて2,300㎡で、金額も５億円以上ふえた16億4,000

万円かかるという説明があったと思います。 

 その時点で市長に、市民には11億円と説明して16億円になったことについてはい

かんじゃないかということで質問いたしましたら、市長のほうも、こういう事態に

なったことに関しておわびするという市長の答弁をいただいております。 

 これについての総務委員会では、この異差について、金額がここ１、２カ月の間

にふえたということについて質疑とかされたんでしょうか、お伺いいたします。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 今回は設計委託料、また、委員長報告でも出しましたけど、それに際する開発行

為、そういうことに対しての予算でありましたので、その実際上、プロポーザルで

７月に決定するということでありましたので、具体的内容は把握していないもので

すから、その点については委員会で特に出なかったところであります。 

 それと委員会の中で質問が出たのが、議運で屋久島町に私も行きました。そこで

説明を受けたとき、庁舎建設検討委員会ちゅうのを３年前から立ち上げて、市民・

議会の代表、そういう学識経験者を入れて、当初合併のときの予定であったところ

の町のところに建てるというのはもう決まっていたらしいですけど、屋久杉を使っ

た庁舎というのはその中で決定したという説明でありました。 

 そこで市のほうはどうなっているかという質問に対しましては、庁舎改築検討委

員会を立ち上げまして、メンバーが副市長、各課長ということで、市民議会の代表

の学識経験者の意見を聞くのはなかったですねという質疑があったのは事実でござ

います。 

 以上であります。 
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○４番（岩水 豊議員）   

 ということは、総額予算についての質疑はなかったということでよろしいでしょ

うか。 

 それと合わせて、そしてまた、大隅支所の老朽化が非常にもう進んでおりまして

喫緊の課題だと思っておりますが、これについて早急な対応とかいうことについて

の議論はされなかったか、質疑はなかったかお伺いいたします。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 修正案が出されたとき、委員より、大隅町の庁舎が非常に老朽化して耐震化がと

れていない、その危険性を考えて、この事業を先に進めるべきじゃないかという意

見は出ました。 

 それと、それに対して、結局支所再編のこともありまして、やはり分けて考えて

いただきたいのは、議場の話もありますけど支所再編的なものもありまして、先ほ

どから言いますように、教育委員会、農業委員会、福祉事務所等がこの新しい改築

部分を含めて、こちらに来るという支所再編問題は答申も出て、行政改革大綱の中

で決まっていることであるというので賛成という意見があったところであります。 

 以上でございます。 

○４番（岩水 豊議員）   

 もう１点お伺いしたいんですが、先日の議会運営委員会で、初めて私ども議運の

メンバーも平面図といいますか間取りといいますか、そういう図面をいただきまし

た。 

 １階は福祉関係を中心にした課を配置したいと、２階については、書いてあった

内容から見ますと、議場、それから防災、通常の会議室と。会議室は緊急時には防

災拠点として使う、議場は「議場」と書いてあったと思うんですが、議場は使わな

いときは市民に開放するというふうに書いてありました。 

 そこで、せんだって屋久島に行ったときに、市長は議場は年間四、五十日しか使

わないという発言をしたことがありましたが、実際に議会事務局の職員に聞いてみ

たところ、議会が始まる１週間前にはセッティングをして音響、それと映像等につ

いてのチェックをしないといけないと。もし、そのときに支障があったら、鹿児島

市内からメーカーを呼んで修理、そして材料がないとき、新しい資材が必要なとき

にはどうなるのか不安があるということを伺いました。 

 それで議会が例えば３月議会があるときは、議会開催１週間前にセッティングし

て、最終本会議が終わるまではそのままにしておくと。そしてしょっちゅう可動式

で設営すれば、いろんなマイクとかの材料が傷んでくるということで、しょっちゅ

うできないというようなことも出ておりました。 
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 その辺について、基本的には議場ということになっていたと思うんですけど、総

務委員会では、その議場としての２階部分なのか、もし２階部分が議場が必要ない、

議員控室とかも載っておりましたが、そういうのが必要ではないとなれば半分ぐら

いの面積になるように感じるんです。それについて議場のあり方とあわせて進めて

行かなければいけないと思うところもあります。その辺についての深い審議がされ

たかどうか、ちょっとお伺いいたします。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 審査の過程で、もっと総務課、財政課との審議をするとき、そういう意見がたく

さん出てくれれば私もまたいろいろ深く聞けたんですけど、結果で言いますと、議

会事務局の説明のとき特に議場についての要望が出ているがどうなったかという中

で、事務局長がいろいろ答えられまして、それで議会等の要望も出ていたので、執

行部も屋久島やら３カ所ほど研修されまして、開かれた議会で、もし新しくつくる

んだったら議場だけじゃなくて、議会の理解が得られるのならば、議会がないとき

は市民に開放したそういう多目的ホール、そして防災センターとしての機能としま

して防災会議室を今度設置します。そこが指揮の中心となって、いざ災害等があっ

た場合、一時的市民の避難場所、また、消防、警察等のたくさんの人が見えるとき

はその多目的ホールを利用できるということで、多目的広場は決定事項かと聞いた

ところ、それは議場の併設にかかわらず建設予定であるという説明ではございまし

た。 

 非常に判断に困るところでありましたので、委員会の皆さんに諮りまして、付帯

決議で今後、議会また市民の声を十分聞いて、議場に関しては、どちらに設置する

にしても慎重にしてほしいということで予算執行の留意を求めたところでございま

す。 

 以上であります。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。原案に賛成の討論はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 原案というのは当局提案ですね。 

○議長（土屋健一）   

 そうです。 
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○１９番（徳峰一成議員）   

 一応、原案に基本的には賛成いたします。 

 ただ、今までるる議論がされていますように、庁舎整備事業の１億1,668万3,000

円については、修正動議が出されたように議会の中でも議論が分かれており、恐ら

く今後、確実に市民を含めて議員の中でも議論がいろいろあろうと思っております。

生産的な議論を期待をいたしております。 

 私はこれまで一般質問等で市民アンケートの大隅・財部地区の市民の意見を尊重

して、教育委員会や福祉事務所などはそれぞれの支所に残した上での庁舎整備を進

めるべきだと、庁舎整備自体は賛成であります、進めるべきだとの基本的な立場で

あります。 

 幸いといいますか、議会全体の構成による議場のあり方については、今後全員の

参加による特別委員会が開かれます。一方、この教育委員会や福祉事務所をどうす

るかについては、一応市としては本庁にまとめたい意向であり、そのための予算計

上でありますけども、これがもう100％決まったわけではありません。 

 今後、私は議会の役割、立場が非常に６月議会まで大事であります。いろいろお

聞きいたしますと、議会運営委員会でも、基本設計、実施設計は夏以降になるから

であります。その点で今後、議会の役割は重要でありますので、期待申し上げたい

と思います。 

 仮に、教育委員会、福祉事務所を末吉に持ってくる、そうした予算が今後計上さ

れるならば、私は強く断固として反対いたします。 

 以上を申し上げて討論といたします。 

○議長（土屋健一）   

 原案及び修正案に反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 原案に賛成の討論はありませんか。 

○１５番（海野隆平議員）   

 原案に対しましては賛成いたします。 

 るる先ほどから支所再編の件について、また、新しい議場の議題について、今い

ろいろ意見があったんでありますが、本市の支所機能再編計画においては今後、今、

行革審を初め、ほか協議会より本庁の移管の答申が出されており、執行部ではその

答申に沿って市民のアンケートや市政説明会、広報紙等により市民への周知を図っ

ているところであります。まさに市民の目線で再編計画が進められているというふ

うに感じているところであります。 
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 議場の新設についてありますが、かねがね音響の問題、傍聴席のバリアフリー化

の問題、男女トイレ、身障者の利用の問題、タブレット接続の問題など、議会側か

らも執行部に対し提言いたしてまいりましたが、いまだに実行には至っておらず、

議会としても大きなこれは課題というふうになっておりました。 

 今回、私も屋久島町の新庁舎、新議場を調査できたことは大きな成果であったと

いうふうに思っております。開かれた議会、市民開放型の議場については、曽於市

議会としての方向性を示すものであるというふうに感じたところであります。 

 本庁舎、また１階、２階のフロアの利用については、委員会でも財政課長、総務

課長の説明によりまして概要が明らかになったところであります。新議場について

は、今までの議会側からの要望を十分に満たすものであるなというふうに思ったと

ころであります。災害対策の本部、また、指揮連絡の拠点として、市民に対しても

多目的に利用される議場として、大いに利用が期待されます。 

 今後、プロポーザル方式によりまして基本設計、また実施設計、具体的に予算提

案がなされていくというふうに思いますが、市民に対しても、また議会に対しても

納得のいく議場の設計説明が進められていくことを要望いたしまして、賛成討論と

いたします。 

 以上であります。 

○議長（土屋健一）   

 修正案に賛成の討論はありませんか。 

○４番（岩水 豊議員）   

 修正案に賛成の討論をいたします。 

 先ほどから申しておりますとおり、３月議会の一般質問でも、昨年11月、12月に

市民に説明したときに11億3,000万円でできるといった総額増築予算が、たった

２カ月の間に５億円も膨れ上がるということについて、今後の予算を執行するに当

たって慎重になるべきだと思います。 

 また、一般質問の際、市長もこの５億円以上金額がふえたことについてはおわび

したい、そして市民への説明が十分ではなかったことについては陳謝の答弁をいた

だいたところであり、一回立ちどまって、議会側は特別委員会を設置し、そして当

局側についてはもう一回精査していただき、その内容をお互いあわせて６月議会に

再度提案していただければという気持ちで思っております。 

 また、大隅支所についても、老朽化が激しく建てかえを急がなければならない。

できれば同時並行で進めていただきたいという思いを持ちまして、今回の修正案に

ついて賛成いたします。 

○議長（土屋健一）   
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 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第27号を採決いたします。まず、本案に対する渡辺利治議員ほか

１人から提出された修正案について、起立により採決いたします。本修正案に賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立少数であります。よって、修正案は否決されました。 

 次に、原案について、起立により採決いたします。原案に賛成の方の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立多数であります。よって、議案第27号令和２年度曽於市一般会計予算につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 ここで昼食のため休憩いたします。午後はおおむね１時に再開いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 零時０１分 

再開 午後 １時００分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第３ 議案第28号 令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算について   

日程第４ 議案第29号 令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算について   

日程第５ 議案第30号 令和２年度曽於市介護保険特別会計予算について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第３、議案第28号、令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算につ

いてから日程第５、議案第30号、令和２年度曽於市介護保険特別会計予算について

までの以上３件を一括議題といたします。 

 議案３件については、文教厚生常任委員会に審査を付託していましたが、審査を

終了されております。文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   
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 議案第28号、令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算について、審査の過程

での主な質疑内容と結果を報告いたします。 

 国民健康保険税と医療費の現状についての質疑に対し、１世帯当たりの保険税は

13万6,633円で、１人当たりの保険税は８万2,102円である。医療費全体の伸びは、

平成30年度が2.05％、令和元年度が5.58％の見込みである。 

 令和元年度の伸びは入院の増によるものであり、通常は２％台の伸びと見込んで

いたが大幅な伸びとなった。１％の伸びで約3,000万円の医療費増になるとの答弁

がありました。 

 予算総額の推移と今後の見通しについての質疑に対し、令和元年度の予算総額は

55億2,617万3,000円、令和２年度は54億9,857万3,000円。医療費の総額は減少して

いるが、個人の医療費は増加している状況にある。今後の見通しは基金繰り入れが

平成30年度ゼロ円、令和元年度5,741万1,000円、令和２年度5,000万円で、残金が

682円になる。基金がなくなり、被保険者の減少で保険料収入も減少が見込まれる。

これらのことから、令和３年度の予算編成は非常に厳しい状況となることが予測さ

れるとの答弁がありました。 

 委員より、平成30年度から県も保険者になり、県内市町村と共同で運営している

が、国民健康保険税の決め方に対する市としての考え方をさらに積極的に発信すべ

きではないかとの意見がありました。 

 市内、市外の受診状況についての質疑に対し、平成30年度実績で受診件数割合は、

市内が43.2％、市外が９％、県外が47.8％、医療費割合は市内が28.6％、市外が

17.5％、県外が53.9％であるとの答弁がありました。 

 委員より、市内に中核病院が充実していないため、受診割合に比べて医療費が市

外に流れている傾向が顕著である。このことからも市内の中核病院の充実を求める

との意見がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第29号、令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算について、審査の過

程での主な質疑内容と結果を報告いたします。 

 本特別会計の全体的な状況と傾向についての質疑に対し、市内の75歳以上後期高

齢者被保険者は、令和元年度8,239人、令和２年度7,978人、１人当たりの給付費は

令和元年度93万4,025円、令和２年度95万6,938円で、2.45％の伸びで、被保険者数

は減少しているが、医療費は増加している。保険料については、県広域連合の積算

により２年ごとに決められる。令和２年度から令和３年度の保険料は所得割

10.38％、均等割5万5,100円となり、所得割、均等割が増額となり１人当たりの調
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定額で13.1％増になっているとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、賛成多数で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第30号、令和２年度曽於市介護保険特別会計予算について、介護保険特別会

計は、曽於地区介護保険組合で介護認定を受けた要支援あるいは要介護者への具体

的な介護サービスを行うものであります。 

 新年度予算の主な概要についての質疑に対し、当初予算額は対前年度比2.6％、

１億4,103万8,000円増の56億4,027万6,000円となった。予算上の主な要因は、居宅

介護サービス、施設介護サービスの増である。新年度は３年ごとに作成する第８期

介護保険事業計画の標準給付費等の作成年度となるとの答弁がありました。 

 介護認定に要する期間は、認定機関である組合職員が少なく時間がかかる傾向に

あったが、最近の状況はどうであるかの質疑に対し、最近の認定に要する平均日数

は38.5日で、意見書等の取得でおくれることがあるとの答弁がありました。 

 基金の状況についての質疑に対し、8,000万円の基金繰り入れを計上しており、

令和元年度末の基金残高は１億6,338万5,887円であるとの答弁がありました。 

 委員より、より効率的で質の高いサービスを目指すため、介護施設や病院への入

所、入院人数の把握を行い、国民健康保険、後期高齢者医療保険を含めた病院と連

携等の研究を進める必要があるとの意見がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１５番（海野隆平議員）   

 国保会計と介護会計について質問いたします。 

 ただいま委員長の報告によりますと、令和２年度の基金がなくなり、被保険者の

減少により保険料収入も減少が見込まれるということであります。毎年のことなが

ら、厳しい財政運営が続いておりますが、基金については多いときで２億円から

３億円近い基金の積み立てがありましたが、現在では枯渇した状態というふうにな

っておるところであります。 

 国保運営上、基金の構築については、非常に大事なことでありますが、基金のあ

り方、また考え方について、委員会で意見が出ていればお聞きしたいと存じます。 

 次に、介護保険特別会計でありますが、介護保険事業制度では原則３年を１期と

して財政収支を見直し、介護保険事業を運営しておりますが、現在第７期の介護保
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険事業計画が策定され、今年度が最終年度というふうになっているとこであります。 

 ３年ごとに介護保険法が改正されるたびに、介護給付費、介護保険料とも上がっ

ておるのが事実であります。第７期では所得段階区分においては、第５段階を基準

額と定め、年額６万9,800円、月額5,816円というふうになっているわけであります

が、新年度、第８期が本年度中に策定されるというふうに考えますが、第８期の介

護保険事業計画は策定されるわけでありますが、介護給付費の推移と第８期の介護

保険料の見込み、額等について、委員会で意見が出ておればお聞きしたいと思いま

す。 

 以上であります。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 まず、国保会計のほうからですけれども、報告いたしましたとおり、基金が枯渇

をしております。今後の見込みというのも報告しましたけれども、非常に新年度の

予算編成は厳しい状況にあるといいますのは、報告でいたしましたとおり、一般会

計からの繰り入れを１億5,000万円程度、１億4,900万円ですか、来年度は、これに

5,000万円の基金を入れて２億円程度の補充をしているわけですが、来年度は基金

がありませんので、それの補充はできない状況ではあります。 

 保険料等の収入の減等も考えますと、通常普通に考えても２億円から３億円程度

は足りなくなるのではないかという状況です。基金の状況につきましては、基金を

積み立てていくのが当然であります。積み立てられれば。 

 今の状況では、そういう状況にはありませんので、将来的には保険料を上げるの

か、一般繰り入れをふやすのか、どちらかになるのではないかという議論までは進

んでいるところです。基金についての見込みは今のところはないという議論だった

と思います。 

 それから、介護保険料につきましては、第８期を令和２年度中に策定をするとい

うことのお話はございました。報告でも申したけれども、給付費については現状の

推移でいくのではないかというところと、それから一定程度のまだ基金残もありま

すので、こちらのほうはまだそんなに心配をしている状況じゃないという議論だっ

たと思います。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１５番（海野隆平議員）   

 今の国保のほうでありますが、今、委員長のほうから答弁がありました。現在法

定外繰り入れということで、１億5,000万円程度を繰り入れしているわけでありま
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すが、ことし１億4,900万円だったと思います。やむを得ない事情もあろうかなと

いうふうに思うとこでありますが、今後の法定外繰入金の見込み、ただ足らなかっ

たからこれ入れるというような見解じゃなくて、その状況に準じた法定外の繰り入

れであるべきだというふうに思うんですけど、やはりそこ辺はできるだけ抑えて法

定外繰入金を考えるべきじゃないかと思うんですけど、そこ辺の考え方、法定外繰

入金の考え方について御意見があればお聞きしたいと思います。 

○文教厚生常任委員長（上村龍生）   

 そこら辺のところもかなり議論が出たところなんです。 

 実は昨年度から、県と一緒になって、鹿児島県全体の連合会方式に国保会計が移

行をしまして、現在のところでは、今のところでは、各市町村で医療費関係の決定

ができるんですが、３年目かな、それ以降は県の連合会のほうで、連合会といいま

すか、県のほうで一方的に決められるのではないかという懸念を非常にしておりま

す。 

 今のところでは、市の意向である程度は融通がきく状況なんですが、市としては、

この報告の中で入れたのは、県のほうに対して保険料の決定かれこれについて、負

担が重くならないような意見具申を積極的にするべきであるという意見が出たとい

うことを報告したところであります。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論、採決に入ります。討論、採決は１件ずつ行います。 

 まず議案第28号、令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算について討論を行

います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。これより議案第28号を採

決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は常任委員

長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
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［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり、可決されました。 

 次に、議案第29号、令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算について討論

を行います。反対の討論はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 議案第29号、令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算について、共産党議

員団は反対いたします。 

 後期高齢医療保険は県内の市町村が統一して運営されており、令和２年度当初予

算は2,826億7,000万円と大きな予算額でございます。この後期高齢医療保険制度は

県内の市町村と議員の合わせて20名で構成される連合議会が、年に２回開かれてお

り、総会もわずか２時間前後でございます。こうした２時間前後の総会の中で、新

年度予算、特に令和２年度は平均で13％の大幅な保険料の値上げが組まれた予算計

上でございます。 

 こうした被保険者から見て、制度上も風通しが非常に悪い大幅値上げが簡単に、

容易に短い時間で決められている、制度上も風通しの悪い仕組みがつくられており、

制度改革も含めて、今後の課題でございます。共産党議員団はよって反対をいたし

ます。 

○議長（土屋健一）   

 賛成の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第29号を採決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決で

あります。本案は常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立多数であります。よって、議案第29号は原案のとおり、可決されました。 

 次に議案第30号、令和２年度曽於市介護保険特別会計予算について討論を行いま

す。反対の討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。これより議案第30号を採

決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は常任委員

長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり、可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第６ 議案第31号 令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算について   

日程第７ 議案第32号 令和２年度曽於市水道事業会計予算について   

日程第８ 議案第33号 令和２年度曽於市公共下水道事業特別会計予算について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第６、議案第31号、令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算

についてから日程第８、議案第33号、令和２年度曽於市公共下水道事業特別会計予

算についてまでの以上３件を一括議題といたします。 

 議案３件についてはそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託していましたが、審

査を終了されております。 

 まず、総務常任委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（今鶴治信）   

 議案第31号、令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計について、審査におけ

る主な質疑内容と結果を報告いたします。 

 財部地区の市町村設置型浄化槽事業の今後の考えと、所有者不在の浄化槽の取り

扱いについての質疑に対し、令和３年度で終了する方向で検討しているところであ

る。現在、116基が休止しているが、土地の所有者と無償譲渡を基本に協議するが、

内容によっては撤去することもあり得るとの答弁がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては本案について採決の結果、全会一致で原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（土屋健一）   

 次に、建設経済常任委員長の報告を求めます。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   
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 議案第32号、令和２年度曽於市水道事業会計予算について。 

 本案は、施設整備は老朽管路の更新が主なものです。令和２年度から上水道、簡

易水道事業を統合し、曽於市水道事業として効率的な経営体制の確立を図る。給水

戸数１万5,277戸、年間総給水量322万2,346ｍ３、１日平均給水量8,899ｍ３の予定

である。 

 企業債は令和２年度末見込みで21億2,480万円になり、令和２年度も一般会計よ

り6,093万5,000円の繰り入れをしなければならない状況であるとの説明がありまし

た。 

 また、末吉地区上水道整備実施設計に4,403万円、令和２年度から令和６年度に

かけて橋野浄水場、高松水源の整備に約５億円が必要になるとの説明がありました。 

 委員より、新たな企業債が発生する状況になれば、厳しい経営にあるのではとの

意見がありました。 

 末吉10号線布設工事（推進工）の現地調査を実施しました。大休寺副市長の出席

を求め、末吉10号線布設工事（推進工）について説明を求めましたが、説明に一貫

性がなく、国道10号線を横断する先に水道本管を布設する明確な根拠がないとして、

資本的支出の第１款資本的支出第１項建設改良費第３目の配水設備改良費の工事請

負費１億1,760万円のうち、末吉10号線布設工事（推進工）1,000万円を減額する修

正案を提出すべきとの意見があり、委員会として修正案を作成しました。 

 本案についての討論では、原案に賛成の討論はなく、修正案に反対の討論もあり

ませんでした。修正案に賛成の討論では多額の企業債を抱える中、必要最小限の投

資と効率的運営が望まれるので、必要性のない工事は認められないとして、修正案

に賛成するとありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては本案に対する修正案について採決の結果、

配付してある修正案のとおり、全会一致で可決すべきものと決定しました。 

 次に、修正可決すべきものと決定した部分を除く原案について採決の結果、全会

一致で可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第33号、令和２年度曽於市公共下水道事業会計予算について。 

 本案は、生活環境の改善と公共用水域の水質汚濁防止を目的としている。令和

２年度から公営企業会計を適用し、財務諸表等の作成により安定した経営を図り、

施設の適正な維持管理に努める。 

 施設の維持管理及び下水道加入促進と浄化センター汚泥脱水処理施設建設に取り

組んでいくとの説明がありました。 

 以上、審査を終え、本委員会としては、本案について採決の結果、全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 
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 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ただいまの各常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 水道事業の予算についてまず２点質問いたします。 

 第１点は、水道事業の財政状況についての審議がされていたらお聞かせください。 

 若干委員長報告の中でも触れておりますが、令和２年度から簡易水道含めて水道

事業は、統一的に企業会計で行うやり方となっております。その中でも財政につい

ては、委員会あるいは委員長も御承知のように、水道事業と簡易水道は分類して分

けて考えなければ、財政分析の正確な実態把握にはならないのではないかと考えて

おります。 

 簡易水道からいいますと、委員長報告にもありますけれども、新年度も約6,000

万円の繰り入れを行っております。これはどう見ましても、農村地域がありまして、

加入戸数が点在いたしておりまして、独立採算ではどだい運営が無理がありまして、

合併後も、私の本会議での池田市長並びに五位塚市長ともども、一般会計からの繰

り入れをやります、せざるを得ないといった明確な答弁がありまして、このもとで

やはり今後も対応すべきだと思っております。 

 そうした財政分析についてお聞かせ願いたいと考えています。 

 一方、水道事業については、末吉の浄水場を中心として、客観的には財政運用が

うまくされているのじゃないでしょうか。例えば現金預金が今現在10億円を超えま

した。３年前の制度改正がありましたけれども、７億数千万円まで落ちましたけれ

ども、それから約３億円近くふえており、内部留保金も今段階で11億円を越えてお

り、前年と比べて１億3,000万円ふえております。 

 こうした２つの水道の両面を見ながら財政分析が必要かと思っておりますが、委

員会審議で、基本的な点について論議がされていたらお聞かせ願いたいと考えてお

ります。 

 第２点目は、これも委員長報告にありました、深川の国道の下を通る1,000万円

の予算については、これ全面削除がなされております。先ほどの全員協議会でも若

干お聞きしましたけれども、1,000万円の算定根拠、例えば端数が出てない、1,000

万円という市が提案した算定根拠について議論がされていたらお聞かせ願いたいと

考えています。 

 率直に言いまして、これは大ざっぱな1,000万円じゃないかと疑問があるからで

ございます。これが第１点。 

 それからいずれにいたしても、今後の教訓としなければならないと考えておりま
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す。例えば一般会計でありましたら、総合振興計画にのっとって、数百万円、

1,000万円単位の事業となったら、必ず計画に入れて、そして議員の審議を経た上

で予算化されるという基本的なスタイルとなっておりますが、しかし水道事業の場

合、そうなっておりません。そうした点で議会を含めて今後の教訓化が必要じゃな

いかと考えておりますが、この点について議論がされていたら報告をしてください。 

 次に、下水道事業については１点だけ質問いたします。これも財政状況について

でございます。 

 委員長報告にありますように、新年度から下水道事業も企業会計方式に会計が変

わりましたけれども、やはり正確な深い財政分析が必要かと思っております。新年

度も１億2,000万円の一般会計からの繰り入れを行っており、一方歳入のほうはわ

ずかに4,000万円そこそこでございます。 

 これは構造的にこうならざるを得ない公共下水道でございますが、それを前提と

しての財政分析はいたし方ないという、よい悪いは別にして、そういった分析にな

らざるを得ない側面がありますが、議論がされていたらお聞かせ願いたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 お答えいたします。 

 まず、水道事業についてでありますが、今年度より上水道、簡易水道事業を、委

員長報告でしましたとおり、統合して曽於市水道事業として運営してまいりますの

で、簡易水道、上水道、分けた考え方は審査の中では持っておりません。 

 ただ、先ほどの報告書のとおり、令和２年度末の企業債残高が21億2,000万円と

いう多額の額になるということ、また今後見込まれる工事等におきまして、末吉地

区の浄水場等含めて５億円以上の工事が見込まれるということで、経営についての

不安視する内容は出ておりました。 

 また、末吉10号線についてでありますが、あくまでも、今、徳峰さんが言われた

とおり、予算としても1,000万円と、中身について質疑の中では、1,000万円はかか

らないと思いますがとかいう説明があり、委員の中からも正確な数字ではないとい

うこと等におきまして、委員会として減額をするという修正案を出したところであ

ります。 

（何ごとか言う者あり） 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 今申したとおりであります。 

 次に、曽於市公共下水道事業についてでありますが、現在、２年度末の企業債残
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高が15億円を越えるということで、言われたとおり、繰り入れの、一般会計から

１億2,000万円以上の繰り入れをしている状況になるということで、健全な経営で

あるか、これが健全な経営として判断するのか等については議論があったところで

ありますが、それ以上深い議論はありませんでした。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 水道事業についてもう一回再度同じ質問をいたします。 

 水道事業については歴史的な経過がありまして、新年度から企業会計方式に統合

されたといっても、そうした歴史的経過というか、これを踏まえた上で対応すべき

という基本的な立場から、新年度の約6,000万円の一般会計からの繰り入れも、や

むを得ないという立場で私はございますけれども、委員会としても、その点は議論

されたのかということでございます。 

 これは令和２年度からの３年度以降にも続く問題であるからでございます。大変

金額が大きいからでございます。 

 それと、1,000万円についての、なぜ1,000万円だったかという根拠を示されたい

という質疑がなされなったかという、これ１点だけでございます。単純な質問であ

りますけど、なかったらなかったらでいいです。 

○建設経済常任委員長（岩水 豊）   

 上水道と簡易水道については、一本化された公共水道ということで審査をしてお

ります。分けた形での審査はしておりません。 

 つけ加えていいますと、上水道等について内部留保があるということで言われま

すが、実際は末吉水道が多額の企業債を抱えているという現状もあわせて検討して

いただきたい。 

 また、1,000万円については、我々議会への説明では明確な詳細についての説明

は求めませんでした。ただし、質疑の中で、答弁を求めた際には、1,000万円はか

からないと思うがという答弁はあったことはつけ加えておきます。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論、採決に入ります。採決は１件ずつ行います。 

 まず、議案第31号、令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算について討
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論を行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。これより議案第31号を採

決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は常任委員

長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第31号は原案のとおり、可決されました。 

 次に、議案第32号、令和２年度曽於市水道事業会計予算について討論を行います。 

 原案に賛成の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 原案及び修正案に反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 原案に賛成の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 修正案に賛成の討論はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 さきの全員協議会、ただいまの質疑を聞いて、一応、特に審議した建設経済常任

委員会が全員一致によって、1,000万円を削除したということで、それを尊重して

賛成をいたします。 

 ただ、午前中の一般会計と違ってそう複雑な多岐にわたる問題点でないわけであ

って、今後なるだけこういったことがないよう、教訓化は特に市当局は考えていく

べきじゃないかということを申し添えて討論といたします。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   
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 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。これより議案第32号を採

決いたします。本案に対する建設経済常任委員長の報告は修正であります。まず、

建設経済常任委員会の修正案について、起立によって採決いたします。建設経済常

任委員会の修正案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、建設経済常任委員会の修正案は可決されました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く、原案について起立によって採決いたし

ます。修正部分を除く部分を、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求め

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、修正部分を除く部分は、原案のとおりは可決され

ました。 

 次に、議案第33号、令和２年度曽於市公共下水道事業会計予算について、討論を

行います。反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。これより議案第33号を採

決いたします。本案に対する常任委員長の報告は可決であります。本案は常任委員

長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり、可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第９ 議案第36号 令和元年度曽於市一般会計補正予算（第10号）について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第９、議案第36号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第10号）に

ついてを議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○市長（五位塚剛）   
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 日程第９、議案第36号、令和元年度曽於市一般会計補正予算（第10号）について

説明いたします。 

 まず、一般会計補正予算書の２ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に2,138万9,000円を追加し、総額を278億3,781万

6,000円とするものであります。 

 第２条は繰越明許費の補正であり、５ページの第２表のとおり、保育対策総合支

援事業について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めております。 

 それでは、予算の概要を説明いたしますので、一般会計補正予算に関する説明書

の９ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、国の補正予算に対応した事業の追加であり、歳入については、

国庫支出金を2,138万8,000円、繰入金を1,000円それぞれ追加しております。 

 歳出については、10ページをお開きください。 

 国の補正予算に対応した事業費の追加により放課後児童健全育成事業1,537万

6,000円、保育対策総合支援事業551万4,000円それぞれ追加するものが主なもので

あります。 

 以上で、日程第９、議案第36号について説明をいたしましたので、よろしく御審

議くださいますようお願いをいたします。 

○議長（土屋健一）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 大きく４点質問いたします。 

 まず、説明書の７ページの1,537万6,000円でございます。 

 委員会付託なっておりませんので、細かい質問になって恐縮ですか、質問いたし

ます。 

 ７ページの中の放課後児童クラブ、説明では臨時休業に伴う午前中からの運営補

助ということで、17日、24クラブが３万200円で計上されております。基本的な実

態に基づくこの補助のあり方、計算基礎について答えてください。 

 同じく障がい児受け入れ補助が６クラブで28万8,000円計上されております。こ

の障がい児受け入れというのは、通常はどういった対象の障がい児であるのか、福

祉関係の予算ではもう一項目、児童クラブとは別に予算が立てられておりますけど、

その分野の障がい児受け入れにあるのかを含めて説明してください。 

 それから、この予防防止事業についても添えて説明してください。 

 次に、９ページの551万4,000円でございます。マスク購入補助というのがありま

すけども、まず第１点、現在保育園等のマスクの備え状況はどうなっているか。 
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 第２点目、購入とありますけど、購入の見通しはあるのかどうか。 

 ３点目、市は、そもそもマスクは今備蓄しているのかどうか、あるとしたらどれ

だけ保存しているのか。これが大きな２点目でございます。 

 次に、３点目、今回の予算はあくまでも国の補助を中心とした児童福祉費のみで

ございます。コロナ問題で学校休業の分野だけでなくて、私たち市民生活にも産業

分野含めてさまざまな影響や、もっといって被害が出ておりますが、こうした業種

ごとに対する市を含めた手だてですね、予算措置は全く考えていないのかどうかで

す。これが第３点目でございます。 

 第４点目、関連して、市は、市民のウイルス問題での被害について、実態把握を

どれだけされているのか報告をしてください。 

 以上です。 

○市長（五位塚剛）   

 今回の新型コロナウイルスの問題につきましては、日本国内だけでなくて世界各

地で被害が出ているわけでございます。 

 具体的な対策については、今、国からの緊急的な支援措置が提案されました。現

状としては、曽於市内の中でも、飲食業を初め、いろんなところで被害が出ている

状況だと思っておりますけれども、私もいろいろといろんな人に聞きますけど、ま

だまとまった数字が出ておりません。 

 今後具体的な対策をどうすべきかというのは、国の指針も示されるでしょうから、

それをもとにしてしていきたいというふうに思っておりますけど、緊急的な融資の

問題出てくるというふうに思っております。 

 今後検討しなきゃならない課題も出てくるだろうと思っておりますけど、あとの

ことについては、担当課長から答弁をさせます。 

○福祉事務所長兼福祉課長（竹下伸一）   

 それでは、お答えをしたいと思います。 

 まず、７ページの小学校の臨時休業に伴う午前中からの運営補助ということで、

24クラブの17日間ということでございますが、現在曽於市内には24の児童クラブが

ございます。臨時休業につきましては、学校のほうが３月の３日から25日まで休業

するということでございましたので、その土日を除く平日の日数を17日ということ

で計算をしたところでございます。 

 あと、障がい児受け入れ補助ですが、障がい児につきましては、放課後デイなど

に通っている生徒でございますが、放課後デイに通わずに、現在、児童クラブの中

では６クラブが障がい児の受け入れをしてますので、その６クラブの８日分を見て

いるところでございます。 
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 それとマスクの関係で、それぞれの保育園関係には備蓄があるかということでご

ざいますが、先般学校の休業が決まってから、職員の方々につきましては、２週間

分のそれぞれの園に希望をとりまして、必要な枚数があればということで、現在、

職員の分については２週間分を、それぞれマスクについては対応をいたしていると

ころでございます。 

 購入の見通しについてということですが、現在マスクが不足しているということ

で、一応今担当のほうで、取り扱いができる業者については調査をしているところ

でございます。 

 以上です。 

○保健課長（桐野重仁）   

 それでは、保健課でマスクの備蓄は行っていますけど、一応今在庫で７万9,000

枚ぐらいありました。その中で今言われました、介護事業所、保育園、こども園、

児童クラブ、医療機関、障がい福祉サービス等に既に足りないところは、放出して

ありますので、その額が３万1,280枚、それぞれの事業所に配布しております。 

 以上です。 

○１９番（徳峰一成議員）   

 ２回目の質問に移ります。 

 今回の提案はあくまでも必要最小限の緊急的な国の補助を中心とした予算提案で

あります。 

 それはそれとして、あと一番大事なのは、我が曽於市民がどれだけ影響が、被害

を、子供を含めて受けているか、実情を、これは緊急性を要しますけども、実情を

早急に把握して、必要ならば、本来だったら、本日の補正予算を含めて市単独の予

算計上を必要だったらするべきだったと思いますが、これらを含めて今、実態把握

はどれだけ行って、議会へ報告できる形になっているんでしょうか。 

 私たち議員ももちろん市民の代表として、可能な限りいろんな人から聞いており

ますけれども、全体的な、総合的な実態を把握できるのは何といっても市当局であ

ります。 

 ですから、本日が最終本会議でありますけども、文書でもって現局面における、

時点における曽於市内の影響被害について、報告すべきであるし、それが間に合わ

なかったら、早急にやはり文書を含めて、議会にも提供すべきだと思います。 

 それを含めてお互い前向きな議論を重ねていきたい立場からの質問でありますけ

ども、まとめて答弁してください。 

○市長（五位塚剛）   

 曽於市におけるコロナウイルス関係の被害というのは、まだ実態把握はしており
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ません。牛の子牛の値段も下がっておりますので、農業の分、スーパーを含めた商

店街いろいろありますけど、簡単に掌握できるものではありません。 

 今後、この状況がどこまで続くか見ながら、私たちも各課を含めて調査してまい

りたいと思いますけど、すぐに結論が出る状況ではありません。 

（何ごとか言う者あり） 

○市長（五位塚剛）   

 まだ、具体的に何月までに報告しなきゃならないということまでは、この今の状

況がどこまで鹿児島県まで広がっているか、全くわかりませんので、その状態を見

てまた報告したいと思います。 

○議長（土屋健一）   

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第36号については会議規

則第37条第３項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、議案第36号については委員会の付託を省略する

ことに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。これより議案第36号を採

決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり、可決されました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 
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日程第10 発議第１号 専決処分事項の指定の一部改正について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第10、発議第１号、専決処分事項の指定の一部改正についてを議題と

いたします。提出者の提案理由の説明を求めます。 

○１８番（迫 杉雄議員）   

 発議第１号、専決処分事項の指定の一部改正について。 

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法（昭和22年法律第67号）第112条及び曽於

市議会会議規則（平成17年曽於市議会会議規則第１号）第14条第１項の規定により

提出いたします。 

 令和２年３月23日。曽於市議会議長土屋健一殿。 

 提出者、曽於市議会議員、迫杉雄、賛成者、岩水豊、賛成者、宮迫勝、賛成者、

今鶴治信、賛成者、原田賢一郎、賛成者、渡辺利治、賛成者、海野隆平。 

 提案理由。地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により議会

が指定する市長において専決処分することができる事項を追加するために提案する

ものであります。別紙のとおりの案であります。 

 発議案につきましては、別紙のとおりで、御審議の上、御賛同くださいますよう

お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（土屋健一）   

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第１号については、会議

規則第37条第３項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、発議第１号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 反対の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（土屋健一）   

 ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。これより発議第１号を採

決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（土屋健一）   

 起立全員であります。よって、発議第１号は原案のとおり、可決されました。 

 お諮りいたします。ただいま発議第１号が議決されましたが、その提出手続及び

字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任さ

れたいと思います。これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、その提出手続及び字句、数字、その他の整理は

議長に委任することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第11 閉会中の継続審査申出について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第11、閉会中の継続審査申出についてを議題といたします。 

 総務常任委員長から目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第111条

の規定により、お手元に配付のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とする

ことに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継

続審査とすることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第12 閉会中の継続調査申出について   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第12、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長、高校跡地利活用調査特別委員長から、会議規

則第111条の規定により、お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査の申し出があ
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ります。 

 お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長、高校跡地利活用調査特別

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び議会運営委員長、高校跡地利

活用調査特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しま

した。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

日程第13 議員派遣の件   

○議長（土屋健一）   

 次に、日程第13、議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。議員の派遣については、会議規則第167条の規定により、次

期定例会までお手元に配付のとおり議員を派遣することとし、変更が生じた場合は、

議長において決定することにいたしたいと思います。これに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり議員を派遣することとし、

変更が生じた場合は、議長において処置することに決しました。 

 ここで追加日程配付のためしばらく休憩いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 １時５６分 

再開 午後 １時５７分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お諮りいたします。特別委員会設置の件についてを日程に追加し、直ちに議題と

いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、特別委員会設置についてを日程に追加し、直ち

に議題とすることに決しました。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 
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追加日程第１ 議場のあり方に係る調査特別委員会の設置について   

○議長（土屋健一）   

 追加日程第１、議場のあり方に係る調査特別委員会の設置についてを議題といた

します。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております特別委員会の設置については、本市の議場は築38

年が経過し、経年による劣化、老朽化が顕著であります。加えて近年の議会改革に

応じた機能が求められています。本市議会としても、将来にわたり魅力的で活力に

あふれるまちとしていけるよう、また開かれた議会を目指すため総合的に対応する

必要があると考えております。 

 そこで、調査研究を行うため、議長を除く議員19人をもって構成する議場のあり

方に係る調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査が終了するまで閉会中の

継続調査とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（土屋健一）   

 御異議なしと認めます。よって、本件については、議長を除く議員19人をもって

構成する議場のあり方に係る調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査が終

了するまで閉会中も継続して調査することに決しました。 

 委員会条例第９条第２項の規定により議場のあり方に係る調査特別委員会の委員

長及び副委員長を互選することになっております。 

 また、同条例第10条第１項の規定により委員長及び副委員長がいないときは、議

長が委員会の招集、日時、場所を定めて、委員長の互選を行わせることになってお

ります。 

 ここで、議場のあり方に係る調査特別委員会を開会していただき、委員長及び副

委員長の互選をお願いいたします。 

 議場のあり方に係る調査特別委員会開会のためしばらく休憩いたします。 

 議員の皆さんは、議員控え室にお集まり願います。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後 ２時００分 

再開 午後 ２時１４分 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

○議長（土屋健一）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいまの休憩中に開会されました、議場のあり方に係る調査特別委員会から委
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員長及び副委員長の互選の結果について報告がありましたので、お知らせいたしま

す。 

 議場のあり方に係る調査特別委員会委員長、伊地知厚仁議員、同副委員長、迫杉

雄議員。 

 以上のとおりであります。 

 以上で、今期定例会に付議された事件は、閉会中の継続審査として議決されたも

のを除き、全て議了いたしました。 

 ここで市長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

○市長（五位塚剛）   

 今回の定例の３月議会におきまして、令和２年度の一般会計の予算並びに補正予

算、また条例を含めて承認いただきました。 

 予算の執行に当たりましては、入札による低減、また内容の見直し等も含めて引

き続き努力をしてまいりたいと思います。 

 今、新型コロナウイルスの問題もありまして、市民を初め、多くの方々が心配さ

れております。新学期が始まりますけど、基本的には、学校が再開できるように、

今進めているとこでございます。引き続き市民の生活を守るために、職員一同頑張

ってまいりたいというふうに思います。本当にありがとうございました。 

 今回の定例議会を後にして、３月いっぱいで退職される課長は１人でございます

が、本来ならば、きょうの夕方議員の方々と反省会並びに交流会をする予定でした

が、このような状況の中で中止ということを受けましたので、この場をもって濱田

大隅の支所長から挨拶をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（土屋健一）   

 以上をもちまして、令和２年第１回曽於市議会定例会を閉会いたします。 

癩癩癩癩癩癩・癩癩・癩癩癩癩癩癩 

閉会 午後 ２時１６分 
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別紙 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則

第110条の規定により報告します。 

 

総務常任委員会 

事 件 の

番  号 件           名 審査の結果

議  案 

第２７号 
令和２年度曽於市一般会計予算について（所管分） 

賛成多数 

原案可決 

議  案

第３１号 

令和２年度曽於市生活排水処理事業特別会計予算に

ついて 

全会一致 

原案可決 

 

文教厚生常任委員会 

事 件 の

番  号 件           名 審査の結果

議  案 

第 ５ 号 
曽於市手話言語条例の制定について 

全会一致 

原案可決 

議  案 

第２７号 
令和２年度曽於市一般会計予算について（所管分） 

全会一致 

原案可決 

議  案 

第２８号 

令和２年度曽於市国民健康保険特別会計予算につい

て 

全会一致 

原案可決 

議  案 

第２９号 

令和２年度曽於市後期高齢者医療特別会計予算につ

いて 

賛成多数 

原案可決 

議  案 

第３０号 
令和２年度曽於市介護保険特別会計予算について 

全会一致 

原案可決 

 

建設経済常任委員会 

事 件 の

番  号 件           名 審査の結果

議  案 

第２７号 
令和２年度曽於市一般会計予算について（所管分） 

全会一致 

原案可決 

議  案 

第３２号 
令和２年度曽於市水道事業会計予算について 

全会一致 

修正可決 

議  案 

第３３号 

令和２年度曽於市公共下水道事業特別会計予算につ

いて 

全会一致 

原案可決 
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